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118 都市再生誘発量（基盤整備等により、民間事業者等による投資が可能となった面積の合計） 363

119
文化・学術・研究拠点の整備の推進（①筑波研究学園都市における国際会議開催数、②関西文化学
術研究都市における立地施設数、③関西文化学術研究都市における外国人研究者数） 365

120 半島地域の観光入込客数（増加率）と全国の観光入込客数（増加率）の比 368

121 共助等による除雪体制が整備された市町村の割合 371

122 特定都市再生緊急整備地域において、官民により設置された協議会が作成した整備計画の数 374

123 民間都市開発の誘発係数（民都機構が係わった案件の総事業費を当該案件の民都機構支援額で除
したもの）

376

124 自動二輪車駐車場供用台数 378

125 都市機能更新率（市街地再開発事業等により４階建以上の建築物へ更新された宅地面積の割合） 380

126 中心市街地人口比率の増加率 383

127 物流拠点の整備地区数 385

128 主要な拠点地域における都市機能集積率の増減率 387

関14 全労働者数に占める週１日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数の割合 389

8 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上

26 鉄道網を充実・活性化させる 391

12 【再掲】公共施設等のバリアフリー化率（②段差解消をした旅客施設の割合） 36

38 【再掲】モーダルシフトに関する指標（①トラックから鉄道コンテナ輸送にシフトすることで増加する鉄道
コンテナ輸送量） 120

113 【再掲】鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数 348

129 都市鉄道路線整備により創出される利用者数 393

130 東京圏鉄道における混雑率
①主要31区間のピーク時の平均混雑率
②全区間のピーク時混雑率

395

131 経営基盤の脆弱な地方鉄道事業者のうち、鉄道の活性化を図るために計画を策定したものの割合 397

27 地域公共交通の維持・活性化を推進する 400

132 地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定件数 401

133 バスロケーションシステムが導入された系統数 403

134 地方バス路線の維持率 405

135 航路、航空路が確保されている離島の割合（①航路、②航空路) 407

28 都市・地域における総合交通戦略を推進する 410

136 公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合（①三大都市圏、②地方中枢都市圏、③地
方都市圏） 411

29 道路交通の円滑化を推進する 413

137 開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間 414

138 都市計画道路（幹線街路）の整備率 416

9 市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護

30 社会資本整備・管理等を効果的に推進する 418

139 情報通信技術（ＩＣＴ）を利用した建設施工技術（情報化施工技術）を導入した直轄工事件数 419

140 国土交通省の各地方整備局等が施行する直轄事業において用地取得が困難となっている割合(用地 421

関15 事業認定処分の適正な実施（訴訟等により取り消された件数） 424

関16 国土交通大学校における研修実施後のアンケート調査等に基づいた満足度 426

31 不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する 428

141 不動産証券化実績総額 430

142 指定流通機構（レインズ）における売却物件に係る各年度の成約報告件数 434

143 賃貸アパート、マンションに関する相談件数 437

144 宅地建物取引業免許行政庁における相談件数 439

関17 法人及び世帯が所有する宅地などに係る低・未利用地（空き地等）の面積 441

32 建設市場の整備を推進する 443

145 我が国建設企業の海外建設受注高 445

146 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく施策の実施状況（入札監視委員会
等第三者機関の設置の状況）

448

147 専門工事業者の売上高経常利益率 450

148 建設技能労働者の過不足状況（①不足率、②技能工のＤ．Ｉ．） 452

関18 建設関連業登録制度に係る申請から登録処理までの所要日数の低減率 455

33 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る 457

149 統計の情報提供量及びその利用状況（①収録ファイル数、②ＨＰアクセス件数） 458



34 地籍の整備等の国土調査を推進する 461

150 地籍調査対象面積に対する地籍調査実施地域の面積の割合 462

151 土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施した面積 465

35 自動車運送業の市場環境整備を推進する 467

152 荷主への安全協力要請の発出件数 468

36 海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る 470

153 海運業（外航及び内航）における船員採用者数の水準 471

154 海洋開発関連産業に専従する技術者数 474

○ 横断的な政策課題

10 国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備

37 総合的な国土形成を推進する 476

155 国土形成計画の着実な推進（対20年度比で進捗が認められる代表指標の項目数） 477

156
大都市圏の整備推進に関する指標（①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治
体数（首都圏）、②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量）） 481

関19 国民への国土に関する情報提供充実度（国土数値情報のダウンロード件数） 483

38 国土の位置・形状を定めるための調査及び地理空間情報の整備・活用を推進する 485

157 電子基準点の観測データの欠測率 486

158 地理空間情報ライブラリーの運用（国・地方公共団体の地理空間情報ライブラリー利用数） 488

39 離島等の振興を図る 490

159 離島等の総人口（①離島地域の総人口、②奄美群島の総人口、③小笠原村の総人口） 492

40 北海道総合開発を推進する 497

160 北海道総合開発計画の着実な推進（対前年度比で進捗が認められる代表指標の項目数） 498

161 北方領土隣接地域振興指標（一人当たり主要生産額） 500

関20 アイヌの伝統等に関する普及啓発活動（講演会の延べ参加者数） 502

11 ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進

41 技術研究開発を推進する 504

162 目標を達成した技術研究開発課題の割合 505

42 情報化を推進する 507

163 国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすＩＴ障害発生件数 508

12 国際協力、連携等の推進

43 国際協力、連携等を推進する 510

164 国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクトの件数 511

13 官庁施設の利便性、安全性等の向上

44 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する 513

165 官庁施設として必要な性能を確保するための対策が講じられている施設の割合（耐震対策） 514

166
保全状態の良好な官庁施設の割合等（①保全状態の良好な官庁施設の割合、②官庁営繕関係基準
類等の策定事項数）

516



平成２６年度 施策目標別政策チェックアップ結果一覧表

○　暮らし・環境 うちＡ評価 うちＢ評価 うちＮ評価

1 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進

1 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る ④進展が大きくない 4 5 1 4 0

2 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する ④進展が大きくない 7 9 1 8 0

2 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現

3 総合的なバリアフリー化を推進する ④進展が大きくない 4 19 8 11 0

4 海洋･沿岸域環境や港湾空間の保全･再生･形成､海洋廃棄物処理､海洋汚染防止を推進する ②目標達成 5 5 5 0 0

5 快適な道路環境等を創造する ④進展が大きくない 1 1 0 1 0

6 水資源の確保、水源地域活性化等を推進する ③相当程度進展あり 3 3 1 2 0

7 良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する ④進展が大きくない 4 4 1 3 0

8 ④進展が大きくない 5 5 2 3 0

3 地球環境の保全

9 地球温暖化防止等の環境の保全を行う ④進展が大きくない 7 19 11 8 0

○　安　全

4 水害等災害による被害の軽減

10 自然災害による被害を軽減するため、気象情報等の提供及び観測・通信体制を充実する ②目標達成 5 5 5 0 0

11 住宅・市街地の防災性を向上する ④進展が大きくない 9 10 4 6 0

12 水害・土砂災害の防止・減災を推進する ③相当程度進展あり 15 20 18 2 0

13 津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進する ④進展が大きくない 6 6 4 2 0

5 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保

14 公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャック・航空機テロ防止を推進する ③相当程度進展あり 7 9 7 2 0

15 道路交通の安全性を確保・向上する ③相当程度進展あり 5 5 4 0 1

16 自動車事故の被害者の救済を図る ②目標達成 1 1 1 0 0

17 自動車の安全性を高める ③相当程度進展あり 1 1 0 1 0

18 船舶交通の安全と海上の治安を確保する ②目標達成 3 3 3 0 0

○ 活 力

6 　国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化

19 ④進展が大きくない 12 12 5 7 0

20 観光立国を推進する ③相当程度進展あり 5 5 4 1 0

21 景観に優れた国土・観光地づくりを推進する ②目標達成 2 2 2 0 0

22 国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワークを形成する ②目標達成 2 2 2 0 0

23 整備新幹線の整備を推進する ①目標超過達成 1 1 1 0 0

24 航空交通ネットワークを強化する ①目標超過達成 3 3 3 0 0

7 都市再生・地域再生の推進

25 都市再生・地域再生を推進する ③相当程度進展あり 12 14 7 7 0

8 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上

26 鉄道網を充実・活性化させる ④進展が大きくない 6 7 2 4 1

27 地域公共交通の維持・活性化を推進する ③相当程度進展あり 4 5 3 2 0

28 都市・地域における総合交通戦略を推進する ②目標達成 1 3 3 0 0

29 道路交通の円滑化を推進する ②目標達成 2 2 2 0 0

9 市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護

30 社会資本整備・管理等を効果的に推進する ①目標超過達成 2 2 2 0 0

31 不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する ③相当程度進展あり 4 4 3 0 1

32 建設市場の整備を推進する ③相当程度進展あり 4 5 3 2 0

33 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る ④進展が大きくない 1 2 1 1 0

34 地籍の整備等の国土調査を推進する ④進展が大きくない 2 2 1 1 0

35 自動車運送業の市場環境整備を推進する ③相当程度進展あり 1 1 1 0 0

36 海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る ③相当程度進展あり 2 2 1 0 1

○ 横断的な政策課題

10 国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備

37 総合的な国土形成を推進する ③相当程度進展あり 2 3 1 2 0

38 国土の位置・形状を定めるための調査及び地理空間情報の整備・活用を推進する ②目標達成 2 2 2 0 0

39 離島等の振興を図る ④進展が大きくない 1 3 1 2 0

40 北海道総合開発を推進する ②目標達成 2 2 2 0 0

11 ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進

41 技術研究開発を推進する ②目標達成 1 1 1 0 0

42 情報化を推進する ④進展が大きくない 1 1 0 1 0

12 国際協力、連携等の推進

43 国際協力、連携等を推進する ①目標超過達成 1 1 1 0 0

13 官庁施設の利便性、安全性等の向上

44 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する ③相当程度進展あり 2 3 2 1 0

44 170 220 132 84 4

①目標超過達成 4

②目標達成 11

③相当程度進展あり 14

④進展が大きくない 15

⑤目標に向かっていない 0

評価

　　合　　計

指標数
（細分類）

業績指標数

良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、
下水道資源の循環を推進する

海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な
国際海上輸送の確保を推進する

○業績指標の評価区分

Ａ 業績指標の実績値は目標達成に向けた成果を示している
Ｂ 業績指標の実績値は目標達成に向けた成果を示していない
Ｎ 判断できない

○施策目標の評価区分
①目標超過達成
②目標達成
③相当程度進展あり
④進展が大きくない
⑤目標に向かっていない



平成２６年度 業績指標別政策チェックアップ結果一覧表

○政策目標（アウトカム）
○施策目標(評価の単位)

○業績指標・関連指標　※１　太字は「社会資本整備重点計画第３章」の指標 （年度） 実績値 （年度） 評価 （年度）
　　　　　　　　　　　　　　　 ※２　斜体 は関連指標（施策目標に関連する指標であり、当該指標

　　　　　　　　　　　　　　　　ごとの評価は行わないが、その達成状況を把握するもの。）

○暮らし・環境
1 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進

1 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る（評価：④）
1 最低居住面積水準未満率 〇 4.3% 平成20年 4.9% 平成25年 Ｂ 早期に解消 平成27年
2 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率（①全国、②大都市圏） 〇 ① 40% 平成20年 43% 平成25年 Ｂ 50% 平成27年

〇 ② 35% 平成20年 38% 平成25年 Ｂ 43.8% 平成27年
3 生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（100戸以上）の割合 〇 16% 平成21年度 29% 平成25年度 Ａ 21% 平成27年度
4 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 〇 0.9% 平成17年 1.5% 平成22年 Ｂ 2.3～3.7% 平成27年

2 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する（評価：④）
5 住宅の利活用期間（①滅失住宅の平均築後年数、②住宅の滅失率） 〇 ① 約27年 平成20年 約32.2年 平成25年 Ｂ 約35年 平成27年

〇 ② 約7% 平成15～20年 約5.9% 平成25年 Ａ 約6.5% 平成22～27年

6 リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合
〇 3.5%

平成16～20年
の平均 3.8% 平成25年 Ｂ 5.0% 平成27年

7 既存住宅の流通シェア 〇 14% 平成20年 14.7% 平成25年 Ｂ 20% 平成27年

8 〇 ① 37% 平成20年度 46% 平成25年度 Ｂ 56% 平成27年度

〇 ② 51% 平成20年度 65% 平成25年度 Ｂ 概ね80% 平成27年度

9 新築住宅における住宅性能表示の実施率 〇 24% 平成22年度 22.3% 平成26年度 Ｂ 37% 平成27年度
10 リフォーム時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅の全リフォーム実施戸数・棟数に占

める割合 〇 0.2% 平成22年4～12月 0.2% 平成25年 Ｂ 5.1% 平成27年

11 新築住宅における認定長期優良住宅の割合

〇

8.8%(認定長期
優良住宅の供
給が開始され
た平成21年6
月～平成22年
3月の値）

平成21年度 11.4% 平成26年度 Ｂ 14.4% 平成27年度

2 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
3 総合的なバリアフリー化を推進する（評価：④）

12 〇 ① 77% 平成23年度 83% 平成25年度 Ａ 約87% 平成27年度
〇 ② 70% 平成21年度 83% 平成25年度 Ａ 約85% 平成27年度

③ 89% 平成21年度 93% 平成25年度 Ａ 約95% 平成27年度
④ 75% 平成22年度 80% 平成25年度 Ｂ 約88% 平成27年度
⑤ 47% 平成21年度 54% 平成25年度 Ａ 約54% 平成27年度
⑥ 14% 平成21年度 14% 平成25年度 Ｂ 22% 平成27年度

〇 ⑦(ⅰ) 約47% 平成22年度 約49% 平成25年度 Ｂ 約54% 平成27年度
  (ⅱ)  約32% 平成18年度 約44% 平成25年度 Ｂ 約50% 平成27年度
   (ⅲ) 約25% 平成18年度 約34% 平成25年度 Ｂ 約39% 平成27年度

〇 ⑧ 45% 平成22年度 53.5% 平成25年度 Ａ 約58% 平成27年度
13 〇 ① 45.7% 平成21年度 59.5% 平成25年度 Ａ 約60% 平成27年度

〇 ② - 平成21年度 43.9% 平成25年度 Ｂ 約52% 平成27年度
〇 ③ - 平成21年度 3.9% 平成25年度 Ｂ 約12% 平成27年度
〇 ④ 12,256台 平成22年度 13,978台 平成25年度 Ｂ 20,000台 平成27年度
〇 ⑤ 18.1% 平成22年度 28.6% 平成25年度 Ａ 約34% 平成27年度
〇 ⑥ 81.4% 平成22年度 92.8% 平成25年度 Ａ 約90% 平成32年度

14 ① 37% 平成20年 41.2% 平成25年 Ｂ 59% 平成27年
② 9.5% 平成20年 10.7% 平成25年 Ｂ 18.5% 平成27年

15 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストッ
クの比率 16% 平成20年 17% 平成25年 Ｂ 23% 平成27年

4 海洋･沿岸域環境や港湾空間の保全･再生･形成､海洋廃棄物処理､海洋汚染防止を推進する（評価：②）
16 我が国の沿岸に重大な被害を及ぼす海洋汚染等の件数 〇 0件 平成18年度 0件 平成26年度 Ａ 0件 毎年度
17 油流出事故を起こした船舶の保険未加入隻数 〇 0隻 平成19年度 0隻 平成26年度 Ａ 0隻 毎年度
18 過去の開発等により失われた干潟のうち復元・再生した割合 〇 約37.8% 平成23年度 38.13% 平成26年度 Ａ 約40% 平成28年度
19 廃棄物を受け入れる海面処分場の残余確保年数 〇 約7年 平成24年度 約8年 平成26年度 Ａ 約7年 平成29年度
20 三大湾において、水質改善等を図るため、深掘跡の埋め戻しや覆砂等の取組によ

り底質の改善が必要な区域のうち改善した割合
〇 約46% 平成23年度 48.5% 平成26年度 Ａ 約50% 平成28年度

5 快適な道路環境等を創造する（評価：④）
21 市街地等の幹線道路の無電柱化率 〇 15% 平成23年度 16.0% 平成26年度 Ｂ 18% 平成28年度

6 水資源の確保、水源地域活性化等を推進する（評価：③）
22 多様な水源（開発水、雨水、再生水等）による都市用水の供給安定度 〇 69% 平成23年度 73% 平成26年度 Ａ 約74% 平成28年度
23 地盤沈下を抑制するための地下水採取目標量の達成割合 95% 平成21年度 96% 平成24年度 Ｂ 100% 平成26年度
24 貯水池の建設に伴う水源地域における社会基盤整備事業の完了割合 〇 58% 平成23年度 67% 平成26年度 Ｂ 約78% 平成28年度

関1 国際会議等において水に関するプレゼンテーション等を行った日本企業等の団体数 － 22団体 平成23年度 48団体 平成26年度 － 81団体 平成28年度
7 良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する（評価：④）

25 歩いていける身近なみどりのネットワークが体系的に整備されている割合 〇 約69% 平成22年度 約70% 平成25年度 Ｂ 約75% 平成28年度
26 1人当たり都市公園等面積 〇 9.8㎡/人 平成22年度 10.1㎡/人 平成25年度 Ｂ 10.5㎡/人 平成28年度
27 都市域における水と緑の公的空間（制度等により永続性が担保されている自然的

環境）確保量
〇 12.6㎡/人 平成22年度 12.9㎡/人 平成25年度 Ｂ 13.5㎡/人 平成28年度

28 地方公共団体における公園施設の長寿命化計画策定率 〇 16% 平成23年度 51% 平成26年度 Ａ 60% 平成28年度
8 良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する（評価：④）

29 生物多様性の確保に配慮した緑の基本計画の策定割合 〇 約33% 平成22年度 約38% 平成25年度 Ｂ 約50% 平成28年度
30 下水汚泥エネルギー化率（下水汚泥中の有機物のうち、消化ガス発電や固形燃料

化等としてエネルギー利用されたものの割合）
〇 約13% 平成22年度 約15% 平成25年度 Ｂ 約29% 平成28年度

31 汚水処理人口普及率（総人口に占める汚水処理施設を利用できる人口の割合） 〇 約87%（参考値） 平成22年度 約89%（参考値） 平成25年度 Ｂ 約95% 平成28年度
32 特に重要な水系における湿地の再生の割合 〇 約3割 平成23年度 約48% 平成26年度 Ａ 約5割 平成28年度
33 良好な水環境創出のための高度処理実施率（高度処理が必要な区域内の人口に対

する高度処理が実施されている人口の割合）
〇 約33% 平成23年度 約41% 平成25年度 Ａ 約43% 平成28年度

3 地球環境の保全
9 地球温暖化防止等の環境の保全を行う（評価：④）
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〇 ① － － -1.05% 平成25年度 Ａ
直近5年間
の改善率の
年平均-1%

毎年度

〇 ② － － -0.77% 平成25年度 Ｂ
直近5年間
の改善率の
年平均-1%

毎年度

〇 ③ － － -1.28% 平成25年度 Ａ
直近5年間
の改善率の
年平均-1%

毎年度

特定輸送事業者の省エネ改善率（①特定貨物輸送事業者、②特定旅客輸送事業者、
③特定航空輸送事業者）

初期値

業　績　目　標

目標値
直近実績値（３段階評価）

公共施設等のバリアフリー化率（①特定道路におけるバリアフリー化率、②段差
解消をした旅客施設の割合、③視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の
割合、④障害者対応型便所を設置した旅客施設の割合⑤不特定多数の者等が利用
する一定の建築物のバリアフリー化率、⑥不特定多数の者等が利用する一定の建
築物（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の基準に適合する割合、⑦園路及び広場、
駐車場、便所がバリアフリー化された都市公園の割合（（ⅰ）園路及び広場、
（ⅱ）駐車場、（ⅲ）便所）、⑧バリアフリー化された特定路外駐車場の割合）

マンションの適正な維持管理（①25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設
定している管理組合の割合、②新築で30年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金
額を設定している管理組合の割合）

主要
指標

バリアフリー化された車両等の割合（①鉄軌道車両、②ノンステップバス、③リ
フト付きバス等、④福祉タクシー、⑤旅客船、⑥航空機）

高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率（①一定のバリアフリー化、
②高度のバリアフリー化）

【評価区分】

Ａ 業績指標の実績値は目標達成に向けた成果を示している
Ｂ 業績指標の実績値は目標達成に向けた成果を示していない
Ｎ 判断できない



○政策目標（アウトカム）
○施策目標(評価の単位)

○業績指標・関連指標　※１　太字は「社会資本整備重点計画第３章」の指標 （年度） 実績値 （年度） 評価 （年度）
　　　　　　　　　　　　　　　 ※２　斜体 は関連指標（施策目標に関連する指標であり、当該指標

　　　　　　　　　　　　　　　　ごとの評価は行わないが、その達成状況を把握するもの。）

初期値

業　績　目　標

目標値
直近実績値（３段階評価）

主要
指標
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① 1.9千ｔ削減 平成21年度 2.9千t 平成23年度 Ｂ 8.1千ｔ削減 平成28年度

② 39.1千ｔ削減 平成21年度 61.1千t 平成23年度 Ｂ
153.0千ｔ削

減
平成28年度

〇 ③ 200台 平成21年度 2,260台 平成25年度 Ａ 2,460台 平成26年度

④ 692ｋL 平成22年度 696kL 平成24年度 Ｂ 1,172ｋL 平成28年度

36 ① 98.4%※1 平成20年度 99.5%※1 平成24年度 Ａ 98%以上※1 平成27年度
② 97.3%※1 平成20年度 99.3%※1 平成24年度 Ａ 98%以上※1 平成27年度

③
80.3%※1
89.4%※2

平成20年度
89.2%※1
94.4%※2

平成24年度 Ａ
80%※1

95%以上※2
平成27年度

※1再資源化率 ④ 85.1%※2 平成20年度 85.0% 平成24年度 Ａ 85%※2 平成27年度

※2再資源化等率 ⑤ 267万ｔ 平成20年度 280万t 平成24年度 Ｂ
平成17年度排出量
に対して40%削減 平成27年度

⑥ 78.6% 平成20年度 88.3% 平成24年度 Ａ 90% 平成27年度

37 〇 ① 42% 平成22年度 42% 平成25年度 Ｂ 70% 平成27年度

② 71% 平成22年度 79% 平成25年度 Ａ 85% 平成27年度

38 〇 ① 21億トンキロ増 平成18年度 8億トンキロ増 平成25年度 Ｂ 38億トンキロ増 平成26年度

〇 ② 301億トンキロ 平成18年度 330億トンキロ 平成25年度 Ａ 330億トンキロ 平成26年度

39 都市公園の整備、公共施設等の緑化等による温室効果ガス吸収量 〇 105万t-CO2/年 平成22年度 111万t-CO2/年 平成25年度 Ａ 107万t-CO2/年 平成28年度
40 下水道に係る温室効果ガス排出削減（省エネ・創エネ対策及び下水汚泥焼却の高

度化による温室効果ガス排出削減目標量）
〇 約129万ｔ-CO2 平成21年度 約168万t-CO2 平成24年度 Ｂ 約246万ｔ-CO2 平成28年度

関2 環境ポータルサイトへのアクセス件数 － 平均約3,266件／月 平成23年度 約2,128件/月 平成26年度 － 平均約2万件／月 平成28年度
関3 新車販売に占める次世代自動車の割合 － 21.2% 平成24年度 24.3% 平成26年度 － 29.2% 平成29年度

○　安　全
4 水害等災害による被害の軽減

10 自然災害による被害を軽減するため、気象情報等の提供及び観測・通信体制を充実する（評価：②）
41 緊急地震速報の精度向上 〇 28% 平成22年度 83% 平成26年度 Ａ 85%以上 平成27年度
42 一定水準の防災情報伝達が可能な事務所等の数 〇 32% 平成23年度 40% 平成26年度 Ａ 41% 平成28年度
43 台風中心位置予報の精度 〇 302km 平成22年 275km 平成26年 Ａ 260km 平成27年
44 津波シミュレーション技術を用いた津波警報更新に活用する沖合津波観測点の数 〇 0観測点 平成23年度 38観測点 平成26年度 Ａ 35観測点以上 平成26年度
45 防災地理情報の整備率 〇 56% 平成23年度 64% 平成26年度 Ａ 70% 平成28年度

関4 異常天候早期警戒情報の精度向上 － 0% 平成23年 -6% 平成26年 － 25% 平成28年
－ ① 26日 平成23年 25日 平成26年 － 23日以下 平成28年
－ ② 38日 平成23年 35日 平成26年 － 34日以下 平成28年
－ ③ 24日 平成23年 22日 平成26年 － 22日以下 平成28年

11 住宅・市街地の防災性を向上する（評価：④）
46 防災性の向上を目的としたまちづくりのための事業が行われた市街地等の面積 6,466ha 平成23年度 10,752ha 平成26年度 Ａ 13,000ha 平成28年度
47 一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇所以上確保された大都市の

割合 約73% 平成22年度 約76% 平成25年度 Ｂ 約84% 平成28年度

48 下水道による都市浸水対策達成率（都市浸水対策を実施すべき区域のうち、下水
道（雨水）整備による浸水対策が完了している区域の面積の割合）

〇 約53% 平成23年度 約58% 平成26年度 Ａ 約60% 平成28年度

49 地震時等に著しく危険な密集市街地の面積 〇 100%（約6,000ha） 平成22年度 76%(4,547ha) 平成26年度 Ｂ 50%（約3,000ha） 平成27年度
50 地震時に地すべりや崩壊により甚大な被害を生じるおそれのある盛土造成地が存

在する可能性がある地方公共団体のうち、大規模盛土造成地の有無等を公表し、
住民に対して情報提供を実施した地方公共団体の割合

約5% 平成23年度 約14% 平成26年度 Ａ 約50% 平成28年度

51 地震対策上重要な下水管渠における地震対策実施率（地方公共団体が定める地震
対策上重要な下水管渠のうち耐震化が行われている割合）

〇 約34% 平成23年度 約52% 平成26年度 Ｂ 約70% 平成28年度

52 内水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合 〇 約15% 平成23年度 約56% 平成26年度 Ｂ 約100% 平成28年度
53 下水道施設の長寿命化計画策定率（地方公共団体） 約51% 平成23年度 約90% 平成26年度 Ａ 約100% 平成28年度
54 多数の者が利用する建築物及び住宅の耐震化率（①建築物、②住宅） 〇 ① 約80% 平成20年度 約85% 平成25年度 Ｂ 90% 平成27年度

〇 ② 約79% 平成20年度 約82% 平成25年度 Ｂ 90% 平成27年度
12 水害・土砂災害の防止・減災を推進する（評価：③）

〇 ① 0% 平成23年度 約56% 平成26年度 Ａ 約77% 平成28年度
〇 ② 0% 平成23年度 約54% 平成26年度 Ａ 約84% 平成28年度

56 東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等において、今後対策
が必要な水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率

0% 平成23年度 約54% 平成26年度 Ａ 約57% 平成28年度

57 東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等において、今後対策
が必要な河川堤防の津波対策実施率

〇 0% 平成23年度 約33% 平成26年度 Ｂ 約75% 平成28年度

〇 ① 約72% 平成23年度 約75.9% 平成26年度 Ａ 約76% 平成28年度
〇 ② 約57% 平成23年度 約58.3% 平成26年度 Ａ 約59% 平成28年度

59 過去10年間に床上浸水被害を受けた家屋のうち未だ浸水のおそれのある家屋数 約6.1万戸 平成23年度 約4.5万戸 平成26年度 Ａ 約4.1万戸 平成28年度
60 人口・資産集積地区等の流域貯留施設の貯留量 約27万m3 平成23年度 約72万㎥ 平成26年度 Ａ 約50万m3 平成28年度
61 ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合（洪水） 〇 49% 平成23年度 77% 平成26年度 Ａ 100% 平成28年度
62 土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し、防災訓練を実施した市

町村の割合
約45% 平成23年度 約78% 平成26年度 Ａ 100% 平成28年度

63 リアルタイム火山砂防ハザードマップ整備率（火山活動による社会的影響が大き
く、活動が活発な火山のうち、リアルタイム火山砂防ハザードマップを整備した
火山の割合）

約48% 平成23年度 約76% 平成26年度 Ａ 100% 平成28年度

① 約46% 平成23年度 約49% 平成26年度 Ａ 約51% 平成28年度
〇 ② 約29% 平成23年度 約35% 平成26年度 Ａ 約39% 平成28年度

65 土砂災害警戒区域指定数 〇 約25万9千区域 平成23年度 約40万区域 平成26年度 Ａ 約46万区域 平成28年度
66 大規模土砂移動検知システムによる監視カバー率 0% 平成23年度 34% 平成26年度 Ｂ 100% 平成28年度
67 リエゾン協定締結率（国土交通省等とリエゾン（現地情報連絡員）派遣に関する

協定を締結している全国の市町村の割合）
71% 平成23年度 99% 平成26年度 Ａ 100% 平成28年度

〇 ① 1ブロック（10%） 平成23年度 9ブロック（90%） 平成26年度 Ａ 10ブロック（100%） 平成28年度
〇 ② 5団体（11%） 平成23年度 43団体 平成26年度 Ａ 47団体（100%） 平成28年度
〇 ③ 2団体（10%） 平成23年度 15団体 平成26年度 Ａ 20団体（100%） 平成28年度

69 主要な河川構造物の長寿命化計画策定率 約3% 平成23年度 約86% 平成26年度 Ａ 100% 平成28年度
13 津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進する（評価：④）

70 東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤
防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）

〇 約28% 平成23年度 約35% 平成26年度 Ｂ 約66% 平成28年度

56 【再掲】東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等において、
今後対策が必要な水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率

〇 0% 平成23年度 約54% 平成26年度 Ａ 約57% 平成28年度

71 侵食海岸において、現状の汀線防護が完了した割合 〇 約78% 平成23年度 約82% 平成26年度 Ａ 約85% 平成28年度
72 最大クラスの津波ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合 〇 0% 平成23年度 61% 平成26年度 Ａ 100% 平成28年度
73 下水道津波BCP策定率（BCP：事業継続計画） 〇 約6% 平成23年度 約39% 平成26年度 Ｂ 約100% 平成28年度
74 海岸堤防等の老朽化調査実施率 〇 約53% 平成23年度 約78% 平成26年度 Ａ 約100% 平成28年度

5 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保
14 公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャック・航空機テロ防止を推進する（評価：③）

75 主要なターミナル駅の耐震化率 89% 平成23年度 93% 平成26年度 Ｂ 100% 平成27年度
76 鉄道運転事故による乗客の死亡者数 〇 0人 平成18年度 0人 平成26年度 Ａ 0人 毎年度
77 ① 517人 平成20年 421人 平成26年 Ｂ 250人 平成30年

〇 ② 56,305件 平成20年 39,649件 平成26年 Ａ 30,000件 平成30年
③ 287件 平成20年 119件 平成26年 Ａ 0件 平成30年

78 商船の海難船舶隻数 〇 497隻 平成18年～22年の平均 394隻 平成26年 Ａ 447隻以下 平成27年
79 船員災害発生率（千人率） 11.0‰ 平成20年～24年度の平均 10.3‰ 平成25年度 Ａ 9.6‰ 平成29年度
80 航空機に対するハイジャック・テロの発生件数 〇 0件 平成14年度 0件 平成26年度 Ａ 0件 毎年度
81 国内航空における航空事故発生件数 〇 10.8件 平成20～24年の平均 9.6件 平成22～26年の平均 Ａ 10件 平成25～29年の平均

住宅、建築物の省エネルギー化(①エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく
届出がなされた新築住宅における省エネ基準（平成11年基準）達成率、②一定の新築
建築物における次世代省エネ基準（平成11年基準）達成率)

建設廃棄物の再資源化率・再資源化等率及び建設発生土の有効利用率（①アスファル
ト・コンクリート塊、②コンクリート塊、③建設発生木材（再資源化等率）、④建設汚泥、⑤
建設混合廃棄物、⑥建設発生土）

事業用自動車による事故に関する指標（①事業用自動車による交通事故死者数、②事
業用自動車による人身事故件数、③事業用自動車による飲酒運転件数）

モーダルシフトに関する指標（①トラックから鉄道コンテナ輸送にシフトすることで増加す
る鉄道コンテナ輸送量、②トラックから海上輸送へシフトすることで増加する海上輸送量
（自動車での輸送が容易な貨物（雑貨）量））

68 大規模災害を想定した「地域ブロック広域訓練」の①実施地域ブロック数、②参
加都道府県及び③政令指定都市数

58

関5 天気予報の精度（明日予報が大きくはずれた年間日数）①降水確率、②最高気温、③
最低気温

社会経済上重要な施設の保全のための土砂災害対策実施率（①重要交通網にかか
る箇所、②主要な災害時要援護者関連施設）

人口・資産集積地区等における中期的な目標に対する河川の整備率（①国管理区
間、②県管理区間）

55 東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等において、今後
対策が必要な河川管理施設の耐震化率（①河川堤防、②水門・樋門等）

64

建設工事用機械機器による環境の保全（①PM、②NＯｘ、③ハイブリッド建設機械の普
及台数、④建設機械等で使用されるバイオディーゼル燃料の使用量）



○政策目標（アウトカム）
○施策目標(評価の単位)

○業績指標・関連指標　※１　太字は「社会資本整備重点計画第３章」の指標 （年度） 実績値 （年度） 評価 （年度）
　　　　　　　　　　　　　　　 ※２　斜体 は関連指標（施策目標に関連する指標であり、当該指標

　　　　　　　　　　　　　　　　ごとの評価は行わないが、その達成状況を把握するもの。）

初期値

業　績　目　標

目標値
直近実績値（３段階評価）

主要
指標

－ ① － － 130人 平成26年度 － 約150人 平成27年度

－ ② － － 833箇所 平成26年度 － 約150箇所 平成27年度

関7 鉄道の対象曲線部等における速度制限機能付きＡＴＳ等の整備率 － 82% 平成23年度 94% 平成26年度 － 100% 平成28年6月末

－ ① 94% 平成23年度 99% 平成26年度 － 100% 平成28年6月末

－ ② 85% 平成23年度 97% 平成26年度 － 100% 平成28年6月末

15 道路交通の安全性を確保・向上する（評価：③）
82 全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率 〇 76% 平成23年度 96% 平成25年度 Ａ 概ね100% 平成28年度
83 道路交通による事故危険箇所の死傷事故抑止率 〇 － － 集計中 平成25年度 Ｎ 約3割抑止 平成28年度
84 緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率 〇 77% 平成22年度 81% 平成25年度 Ａ 82% 平成28年度
85 通学路※の歩道整備率

※交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条で指定された道路における
通学路

〇 51% 平成22年度 54% 平成25年度 Ａ 約6割 平成28年度

86 道路斜面や盛土等の要対策箇所の対策率 〇 54% 平成22年度 62% 平成25年度 Ａ 68% 平成28年度
16 自動車事故の被害者の救済を図る（評価：②）

87 自動車事故による重度後遺障害者宅への訪問支援サービスの実施割合 〇 34.1% 平成22年度 55.2% 平成26年度 Ａ 60.0% 平成28年度
17 自動車の安全性を高める（評価：③）

88 衝突被害軽減ブレーキの装着率 〇 16.2% 平成22年度 59.5% 平成26年度 Ｂ 85.0% 平成27年度
18 船舶交通の安全と海上の治安を確保する（評価：②）

89 海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数 〇 0件 平成14年度 0件 平成26年度 Ａ 0件 毎年度
90 要救助海難の救助率 〇 95.2% 平成18～22年の平均 95% 平成26年度 Ａ 95%以上 毎年
91 ふくそう海域における社会的影響が著しい大規模海難の発生数 〇 0件 平成14年度 0件 平成26年度 Ａ 0件 毎年度

関9 航路標識の自立型電源導入率 － 82% 平成23年度 85.9% 平成26年度 － 86% 平成28年度
○ 活 力
6 　国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化

19 海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する（評価：④）
92 国際船舶の隻数 135隻 平成23年央 179隻 平成26年央 Ｂ 約230隻 平成28年央
93 世界の海上輸送量に占める日本の外航海運事業者による輸送量の割合 〇 約10% 平成22年度 9.8%（暫定値） 平成26年度 Ｂ 約10% 毎年度
94 外航海運事業者が運航する日本船舶の隻数の目標値に対する達成率 57% 平成24年度 70% 平成26年度 Ｂ 100% 平成29年度
95 マラッカ・シンガポール海峡における航路閉塞を伴う大規模海難の発生数 0件 平成18年度 0件 平成26年度 Ａ 0件 毎年度
96 内航船舶の平均総トン数 〇 619 平成22年度 704トン 平成26年度 Ａ 610 毎年度
97 国際海上コンテナ・バルク貨物の輸送コスト低減率

〇 － －
平成22年度
比1.6%減（速

報値）
平成26年度 Ｂ

平成22年度
比5％減

平成28年度

98 国内海上貨物輸送コスト低減率

〇 － －
平成22年度
比1.3%減（速

報値）
平成26年度 Ｂ

平成22年度
比3％減

平成28年度

99 長寿命化計画に基づく港湾施設の対策実施率 6% 平成23年度 46% 平成26年度 Ａ 100% 平成28年度
100 港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・保管率 約54% 平成22年度 約56% 平成26年度 Ｂ 約60% 平成28年度
101 国内循環資源取扱量（海運）におけるリサイクルポート指定港の国内シェア 37.5% 平成23年 40.6% 平成25年 Ａ 40% 平成29年
102 大規模地震が特に懸念される地域における港湾による緊急物資供給可能人口 約2,640万人 平成23年度 約2,860万人 平成26年度 Ａ 約2,950万人 平成28年度
103 日本発着コンテナ貨物の釜山等東アジア主要港でのトランシップ率 10% 平成20年 12% 平成25年 Ｂ 5% 平成27年
関10 国際コンテナターミナルの出入管理情報システムの使用に必要なＰＳカード（Ｐ

ｏｒｔ　Ｓeｃｕｒｉｔｙ　カード）の普及率
－ 65% 平成23年度 96% 平成26年度 － 95% 平成28年度

関11 国際コンテナ戦略港湾のうち、中韓主要港の港湾物流システムと相互連携してい
る港湾数 － 0港 平成23年度 5港 平成26年度 － 5港 平成28年度

20 観光立国を推進する（評価：③）
104 訪日外国人旅行者数 〇 622万人 平成23年 1,341万人 平成26年 Ａ 2,000万人 平成32年
105 外国人を含む延べ宿泊者数 〇 465.89百万人泊 平成22年 472.32百万人泊 平成26年 Ａ 500百万人泊 平成32年
106 日本人海外旅行者数 1,699万人 平成23年 1,690万人 平成26年 Ｂ 2,000万人 平成32年
107 訪日外国人旅行消費額 〇 1.4兆円 平成25年 2.0兆円 平成26年 Ａ 3兆円 平成32年
108 主要な国際会議の開催件数におけるアジアでの順位

〇 － － 1位 平成26年 Ａ

過去5年のアジア
順位の平均値が

アジア第1位
【平成42年（2030
年）にアジアNo1
の国際会議開催
国としての不動の

地位を築く】

平成32年

－ ① － － 49.5% 平成26年 － 45% 平成28年
－ ② － － 57.6% 平成26年 － 60% 平成28年
－ ① － － 20.7% 平成25年 － 25%程度 平成28年
－ ② － － 16.6% 平成25年 － 25%程度 平成28年

21 景観に優れた国土・観光地づくりを推進する（評価：②）

109 景観計画を策定した市区町村の数 〇 315団体 平成23年度 458団体 平成26年度 Ａ 550団体 平成28年度
110 歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市区町村の数 〇 31団体 平成23年度 49団体 平成26年度 Ａ 60団体 平成28年度

22 国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワークを形成する（評価：②）
111 三大都市圏環状道路整備率 〇 56% 平成23年度 68% 平成26年度 Ａ 約75% 平成28年度
112 道路による都市間速達性の確保率※

（※主要都市等を結ぶ都市間リンクのうち都市間連絡速度（都市間の最短道路距
離を最短所要時間で除したもの）60km/hが確保されている割合）

〇 46% 平成22年度 49% 平成25年度 Ａ 約50% 平成28年度

23 整備新幹線の整備を推進する（評価：①）
113 鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の

人口数
〇 － 平成23年度 114%（160万人） 平成26年度 Ａ 100%（140万人） 平成28年度

24 航空交通ネットワークを強化する（評価：①）
114 大都市圏拠点空港の空港容量の増加 〇 85.7%（64万回） 平成23年度 100%（74.7万回） 平成26年度 Ａ 100%（74.7万回） 平成28年度
115 航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率 95.1% 平成25年度 95.2% 平成26年度 Ａ 95.3% 平成28年度
116 航空輸送上重要な空港のうち、地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点としての

機能を有する空港から一定範囲に居住する人口の割合 57% 平成23年度 73% 平成26年度 Ａ 74% 平成28年度

7 都市再生・地域再生の推進
25 都市再生・地域再生を推進する（評価：③）

117 全国の地方圏における大都市圏との間の転出者数に対する転入者数の割合 86.7% 平成23年度 81.4% 平成26年度 Ｂ 82% 毎年度
118 都市再生誘発量（基盤整備等により、民間事業者等による投資が可能となった面積の

合計） 9,270ha 平成23年度 10,353ha 平成26年度 Ｂ 14,700ha 平成28年度

119 ① 74件 平成21年度 51件 平成25年度 Ｂ 80件 平成27年度
② 115施設 平成23年度 126施設 平成26年度 Ｂ 140施設 平成28年度
③ 217人 平成22年度 219人 平成25年度 Ｂ 240人 平成27年度

120 半島地域の観光入込客数（増加率）と全国の観光入込客数（増加率）の比
－ － 1.00 平成24年度 Ａ

1.00以上（全
国の増加率

以上）
毎年度

121 共助等による除雪体制が整備された市町村の割合 60% 平成24年度 63% 平成26年度 Ｂ 約90% 平成29年度
122 特定都市再生緊急整備地域において、官民により設置された協議会が作成した整

備計画の数
〇 3件 平成23年度 9件 平成26年度 Ａ 11件 平成28年度

123 民間都市開発の誘発係数（民都機構が係わった案件の総事業費を当該案件の民都機
構支援額で除したもの）

12.3倍 平成19～23年度の平均 11.1倍 平成22～26年度の平均 Ｂ 12.0倍 平成24～28年度の平均

124 自動二輪車駐車場供用台数 80.5% 平成24年度 94.1% 平成25年度 Ａ 100% 平成30年度
125 都市機能更新率（市街地再開発事業等により４階建以上の建築物へ更新された宅地面

積の割合）
40.5% 平成25年度 40.8% 平成26年度 Ａ 44.0% 平成30年度

126 中心市街地人口比率の増加率 前年度比0.16%減 平成21年度 0.83%増 平成25年度 Ａ 前年度比0.2%増 毎年度
127 物流拠点の整備地区数 79%（63地区） 平成23年度 84%（67地区） 平成26年度 Ａ 100%（80地区） 平成28年度
128 主要な拠点地域における都市機能集積率の増減率 － － 前年度比＋0% 平成26年度 Ａ 前年度比＋0%以上 毎年度
関14 全労働者数に占める週１日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数の

割合 － － － 3.9% 平成26年度 － 10% 平成32年度

文化・学術・研究拠点の整備の推進（①筑波研究学園都市における国際会議開催数、
②関西文化学術研究都市における立地施設数、③関西文化学術研究都市における外
国人研究者数）

国内観光地域の旅行者満足度、①総合満足度「大変満足」、②再来訪意向「必ず再訪
したい」

鉄道の対象車両における安全装置の整備率（①運転士異常時列車停止装置、②運転
状況記録装置）

関6

関8

関13

訪日外国人の満足度、①大変満足、②必ず再訪したい

公共交通事故被害者等支援体制の整備等セーフティネットの充実度（①研修を受けた
公共交通事故被害者支援員の数、②「公共交通事故被害者支援室」における連携先と
なる関係支援団体等の数）

関12



○政策目標（アウトカム）
○施策目標(評価の単位)

○業績指標・関連指標　※１　太字は「社会資本整備重点計画第３章」の指標 （年度） 実績値 （年度） 評価 （年度）
　　　　　　　　　　　　　　　 ※２　斜体 は関連指標（施策目標に関連する指標であり、当該指標

　　　　　　　　　　　　　　　　ごとの評価は行わないが、その達成状況を把握するもの。）

初期値

業　績　目　標

目標値
直近実績値（３段階評価）

主要
指標

8 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上
26 鉄道網を充実・活性化させる（評価：④）

12 【再掲】公共施設等のバリアフリー化率（②段差解消をした旅客施設の割合） 70% 平成21年度 83% 平成25年度 Ａ 約85% 平成27年度
38 【再掲】モーダルシフトに関する指標（①トラックから鉄道コンテナ輸送にシフ

トすることで増加する鉄道コンテナ輸送量） 21億トンキロ増 平成18年度 8億トンキロ増 平成25年度 Ｂ 38億トンキロ増 平成26年度

113 【再掲】鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる
地域の人口数

－ 平成23年度 114%（160万人） 平成26年度 Ａ 100%（140万人） 平成28年度

129 都市鉄道路線整備により創出される利用者数 〇 － 平成23年度 － 平成26年度 Ｎ 80千人／日 平成28年度

〇 ① 164% 平成23年度 165% 平成25年度 Ｂ 150% 平成27年度

〇 ② 201% 平成23年度 202% 平成25年度 Ｂ 180% 平成27年度

131 経営基盤の脆弱な地方鉄道事業者のうち、鉄道の活性化を図るために計画を策定した
ものの割合 〇 39% 平成18年度 76% 平成26年度 Ｂ 85% 平成28年度

27 地域公共交通の維持・活性化を推進する（評価：③）
132 地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定件数 〇 512件 平成24年度 601件 平成26年度 Ｂ 800件 平成29年度
133 バスロケーションシステムが導入された系統数 〇 9,054系統 平成20年度 12,656系統 平成25年度 Ａ 15,000系統 平成29年度
134 地方バス路線の維持率 〇 97.1% 平成20年度 98.6% 平成26年度 Ｂ 100% 平成30年度

〇 ① 70% 平成22年度 69% 平成26年度 Ａ 68% 平成27年度
〇 ② 100% 平成23年度 100% 平成26年度 Ａ 100% 平成27年度

28 都市・地域における総合交通戦略を推進する（評価：②）
〇 ① 85.8% 平成22年度 90.5% 平成26年度 Ａ 85.8% 平成28年度
〇 ② 69.1% 平成22年度 78.7% 平成26年度 Ａ 69.5% 平成28年度
〇 ③ 33.0% 平成22年度 38.6% 平成26年度 Ａ 33.0% 平成28年度

29 道路交通の円滑化を推進する（評価：②）
137 開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間 〇 約128万人・時/日 平成23年度 約123万人・時/日 平成25年度 Ａ

約121万人・時/
日 平成28年度

138 都市計画道路（幹線街路）の整備率 〇 59.1% 平成21年度 61.7% 平成24年度 Ａ 63% 平成28年度
9 市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護

30 社会資本整備・管理等を効果的に推進する（評価：①）
139 情報通信技術（ＩＣＴ）を利用した建設施工技術（情報化施工技術）を導入した直轄工事

件数 〇 313件 平成22年度 1,099件 平成25年度 Ａ 900件 平成26年度

140 国土交通省の各地方整備局等が施行する直轄事業において用地取得が困難となって
いる割合(用地あい路率） 〇 3.06% 平成18～22年度の平均 2.59% 平成21～25年度の平均 Ａ 2.75% 平成24～28年度の平均

関15 事業認定処分の適正な実施（訴訟等により取り消された件数） － 0件 平成23年度 0件 平成26年度 － 0件 毎年度
関16 国土交通大学校における研修実施後のアンケート調査等に基づいた満足度 － 92.6% 平成20年度 97.4% 平成26年度 － 90.0%以上 毎年度

31 不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する（評価：③）
141 不動産証券化実績総額 〇 51兆円 平成23年度 65兆円 平成26年度 Ａ 75兆円 平成28年度
142 指定流通機構（レインズ）における売却物件に係る各年度の成約報告件数 〇 136千件 平成23年度 158千件 平成26年度 Ａ 165千件 平成28年度
143 賃貸アパート、マンションに関する相談件数 33,290件 平成25年度 集計中 平成26年度 Ｎ 27,200件 平成30年度
144 宅地建物取引業免許行政庁における相談件数 2,088件 平成24年度 1,906人 平成25年度 Ａ 1,290件 平成30年度
関17 法人及び世帯が所有する宅地などに係る低・未利用地（空き地等）の面積 － 13.1万ha 平成15年 集計中 平成25年 － 13.1万ha 平成30年

32 建設市場の整備を推進する（評価：③）
145 我が国建設企業の海外建設受注高 〇 1.35兆円 平成23年度 1.8兆円 平成26年度 Ａ 2.0兆円 平成32年度
146 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく施策の実施状況（入

札監視委員会等第三者機関の設置の状況） 〇 97% 平成22年度 100% 平成25年度 Ａ 100% 平成28年度

147 専門工事業者の売上高経常利益率 〇 2.57% 平成24年度 3.53% 平成25年度 Ａ 3.0% 平成30年度
148 建設技能労働者の過不足状況（①不足率、②技能工のＤ．Ｉ．） ① 0.8% 平成23年 1.77% 平成26年 Ｂ 絶対値1.2%以下 平成28年

② 9.5ﾎﾟｲﾝﾄ 平成23年 43.50ポイント 平成26年 Ｂ 絶対値30ﾎﾟｲﾝﾄ以下 平成28年
関18 建設関連業登録制度に係る申請から登録処理までの所要日数の低減率 － 0%（63.89日） 平成21年度 30.2%（44.57日） 平成26年度 － 30.0%（44.72日） 平成29年度

33 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る（評価：④）
149 〇 ① 約5,000件 平成18年度 約15,900件 平成26年度 Ａ 約14,800件 平成27年度

〇 ② 約915,000件 平成22年度 約734,000件 平成26年度 Ｂ 約960,000件 平成27年度
34 地籍の整備等の国土調査を推進する（評価：④）

150 地籍調査対象面積に対する地籍調査実施地域の面積の割合 〇 49% 平成21年度 51% 平成26年度 Ｂ 57% 平成31年度
151 土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施した面積 〇 40.3% 平成23年度 77.0% 平成26年度 Ａ 100% 平成31年度

35 自動車運送業の市場環境整備を推進する（評価：③）
152 荷主への安全協力要請の発出件数 〇 88件 平成23年度 44件 平成26年度 Ａ 44件 平成27年度

36 海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る（評価：③）
153 海運業（外航及び内航）における船員採用者数の水準

〇 － － 159 平成25年度 Ａ
100（1事業

者あたり1.83
人）

毎年度

154 海洋開発関連産業に専従する技術者数 〇 約560人 平成25年度 集計中 平成26年度 Ｎ 約2,400人 平成32年度
○ 横断的な政策課題
10 国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備

37 総合的な国土形成を推進する（評価：③）
155 国土形成計画の着実な推進（対20年度比で進捗が認められる代表指標の項目数） 〇 11 平成22年度 9 平成25年度 Ｂ 現状維持又は増加 毎年度
156 ① 71%（88自治体） 平成24年度 74%(92自治体) 平成25年度 Ｂ 100%（124自治体） 平成29年度

② 0%（36,543ｋｇ/日） 平成20年度 62%(33,075kg/日) 平成22年度 Ａ 58%（33,278ｋｇ/日） 平成27年度
関19 国民への国土に関する情報提供充実度（国土数値情報のダウンロード件数） － 33万件 平成18年度 106万件 平成26年度 － 現状維持又は増加 毎年度

38 国土の位置・形状を定めるための調査及び地理空間情報の整備・活用を推進する（評価：②）
157 電子基準点の観測データの欠測率 〇 0.43% 平成22年度 0.37% 平成26年度 Ａ 0.5%未満 毎年度
158 地理空間情報ライブラリーの運用（国・地方公共団体の地理空間情報ライブラリー利用

数） 0件 平成23年度 51,980件 平成26年度 Ａ 24,000件 平成26年度

39 離島等の振興を図る（評価：④）

〇 ① 395千人 平成22年度 379千人（速報値） 平成24年度 Ａ 353千人以上 平成27年度

〇 ② 117千人 平成24年度 114千人 平成26年度 Ｂ 112千人以上 平成30年度

〇 ③ 2.4千人 平成25年度 2,474人 平成26年度 Ｂ 2.5千人以上 平成30年度

40 北海道総合開発を推進する（評価：②）
160 北海道総合開発計画の着実な推進（対前年度比で進捗が認められる代表指標の項目

数） 〇 6 平成23年度 8 平成25年度 Ａ
現状維持又は増

加 毎年度

161 北方領土隣接地域振興指標（一人当たり主要生産額） 〇 3.36百万円/人 平成17～24年度の平均 3.79百万円/人 平成25年度 Ａ 3.36百万円/人以上 毎年度
関20 アイヌの伝統等に関する普及啓発活動（講演会の延べ参加者数） － 31,091人 平成24年度 34,707人 平成26年度 － 39,000人 平成29年度

11 ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進
41 技術研究開発を推進する（評価：②）

162 目標を達成した技術研究開発課題の割合 〇 － － 94.4% 平成26年度 Ａ 80% 毎年度
42 情報化を推進する（評価：④）

163 国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすＩＴ障害発生件数 〇 0件 平成24年度 4件 平成26年度 Ｂ 限りなくゼロ 毎年度
12 国際協力、連携等の推進

43 国際協力、連携等を推進する（評価：①）
164 国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクトの件数 〇 124件 平成23年度 134件 平成26年度 Ａ 131件 平成28年度

13 官庁施設の利便性、安全性等の向上
44 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する（評価：③）

165 官庁施設として必要な性能を確保するための対策が講じられている施設の割合（耐震
対策） 〇 83% 平成23年度 89% 平成26年度 Ｂ 95% 平成28年度

166 〇 ① 48% 平成23年度 60.3% 平成26年度 Ａ 60% 平成28年度
〇 ② 25事項 平成23年度 46事項 平成26年度 Ａ 50事項 平成28年度

136 公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合（①三大都市圏、②地方
中枢都市圏、③地方都市圏）

東京圏鉄道における混雑率
①主要31区間のピーク時の平均混雑率
②全区間のピーク時混雑率

135 航路、航空路が確保されている離島の割合（①航路、②航空路)

130

159 離島等の総人口
①離島地域の総人口
②奄美群島の総人口
③小笠原村の総人口

大都市圏の整備推進に関する指標（①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加
した延べ自治体数（首都圏）、②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量））

保全状態の良好な官庁施設の割合等（①保全状態の良好な官庁施設の割合、②官庁
営繕関係基準類等の策定事項数）

統計の情報提供量及びその利用状況（①収録ファイル数、②ＨＰアクセス件数）



初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

4.3% - - - 4.2% - 早期に解消

- - - - -

初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

40% - - - 41.9% - 50%

- - - - -

初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

35% - - - 37.3% - 43.8%

- - - - -

初期値 目標値

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

16% 19% 24% 25% 29% 未調査 21%

- - - - -

初期値 目標値

17年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

0.9% 1.5% - - - - 2.3～3.7%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

60,812 55,727 41,139 43,023

0 4,577 115,000 -

210 0 0 -

61,022 60,304 156,139 43,023

59,263 57,338

0 0

1,760 2,966

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

評価

B
暦年ごとの目標値

評価

B
暦年ごとの目標値

3 生活支援施設を併設している
公的賃貸住宅団地（100戸以
上）の割合

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

翌年度繰越額（百万円）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

不用額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

暦年ごとの目標値

2 子育て世帯における誘導居
住面積水準達成率（①全国）

実績値

28年度要求額

2 子育て世帯における誘導居
住面積水準達成率（②大都市
圏）

実績値

4 高齢者人口に対する高齢者
向け住宅の割合

実績値

評価結果

新たな住生活基本計画の策定状況等をも踏まえながら、必要に応じて変更等を行っ
ていく。

評価

B

業績指標３については、目標値を既に達成しており、業績指標４についても、達成率
は７０％近くとなっており、３年以内に目標値を達成することが可能であると思われる
ものの、業績指標１、２については達成率７０％を下回っており、主要な指標の全て
が達成率70％を上回っているとはいえないため、「④進展が大きくない」と判断した。

評価

施策の分析

業績指標３、４の達成状況は順調であり、居住の安定が確保されるとともに、暮らし
やすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図っていると評価できる。
また、業績指標１、２について達成率が低調である理由として、実績値算出当時
（H25)の経済状況が考えられる。

高齢者、子どもを育成する家庭等を含む全ての世帯において、居住の安定が確保されるとともに、暮らしやすい居住
環境・良質な住宅ストックの形成を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

B

1 最低居住面積水準未満率

実績値

暦年ごとの目標値

④進展が大きくない

施策目標個票
（国土交通省26－①）

施策目標 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る

施策目標の概要及び
達成すべき目標

1



担当部局名 住宅局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月作成責任者名
住宅政策課

（課長　住本　靖）
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業績指標１ 

 最低居住面積水準未満率 

 

 

（指標の定義） 

健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住戸規模（最低居住面積水準）未満の住宅に居住する世帯

の割合。（Ａ／Ｂ） 

※Ａ：最低居住面積水準未満世帯数 Ｂ：主世帯総数 
注 最低居住面積水準（住生活基本計画（全国計画）において設定）の概要 

  (1)単身者           ２５㎡ (ただし、単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合等は、

この面積によらないことができる。) 

  (2)２人以上の世帯  １０㎡×世帯人数＋１０㎡ 

注 主世帯：一住宅に一世帯が住んでいる世帯の他、同居世帯のある場合は、そのうち主な世帯を主世帯という。 

（出典）平成２０年「住宅・土地統計調査」国土交通省独自集計 
（目標設定の考え方・根拠） 

健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な水準として、最低居住面積水準未満世帯の早期解消を目指す。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、平均年収の推移、居住ニーズの多様化等 

（他の関係主体） 

 民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞ 

  Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

   １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

４．３％ － － － － ４．２％ － 
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（％）
最低居住面積水準未満率

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：早期に解消（平成２７年） 

実績値：４．２％ （平成２５年度） 

    － （平成２６年度） 

初期値：４.３％ （平成２０年） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・住宅ローン減税や認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除、住宅取得等資金に係る相続時

精算課税制度の特例措置、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置、住宅用家屋の所有権登記等に係る登録

免許税の特例措置、住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置、新築住宅のみなし取得時期等に係る不動産取

得税の特例措置、新築住宅に係る固定資産税の減額措置、住宅金融支援機構の証券化支援事業、買取再販で扱

われる住宅の取得に係る特例措置等により、良質な持家取得を促進する。 

・居住用財産の買換えや譲渡に係る課税の特例措置により、多様なライフステージに応じた円滑な住み替えや新

生活への再出発を支援する。 

・地域優良賃貸住宅制度において、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成等を行い、高齢者世帯、障害者

世帯、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な

賃貸住宅の供給を促進する。 

・都市再生機構（ＵＲ）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給を促進する。 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度によ

り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進する。 

・高齢者居住安定基金による家賃債務保証制度により、子育て世帯等の入居の円滑化を支援する。 

・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除や優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅

地化促進臨時措置法による貸家住宅に係る固定資産税の特例措置により、居住の安定確保と暮らしやすい居住

環境・良質な住宅ストックの形成を促進する。 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進する。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・業績指標は５年に１度の調査の調査により把握しており、直近の実績値である平成２５年の最低居住面積水準

未満率は４．２％となり、実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標を達成できないこととなる。 

（事務事業の実施状況） 

・住宅ローン減税等の税制の特例措置により優良な持家の取得を促進した。 

・住宅金融支援機構の証券化支援事業等により、良質な持家の取得を促進した。 

（証券化支援事業 平成２５年度実績：７２，６７６戸、平成２６年度実績：６４，７７０戸） 

 ・買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置により質の高い既存住宅の取得を促進した。 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給を促進した。 

（平成２５年度整備戸数実績：６２３戸） 

・都市再生機構（UR）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給に係る取組みを行った。

 （平成２６年度実績：１地区において公募実施（事業者決定済み）） 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度によ

り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進した。（平成２４年度までの累計実績：３８７

戸） 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進した。 

（平成２５年度整備戸数実績：１５，８７０戸） 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり、本業績指標は、過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成できない 

こととなる。 

・実績値の評価や課題の特定、今後の取組みの方向性の提示にあたっては、これまで講じてきた事務事業の実施状

況等に対する評価のほか、世帯構成の変化、平均年収の推移等の外部的要因が与える影響についても考慮しつつ、

検討を行っていく必要がある。 

・本業績指標は、政策上も重要なことから、平成２７年度に新たな措置を講じるとともに、今後も、住生活基本計

画（平成２３年３月１５日）で定められている通り、平成３２年度を目標年度とし健康で文化的な住生活を営む

基礎として、早期に解消を図ることを目指す。 

・以上から、「Ｂ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 平成２７年度税制改正において、住宅ローン減税、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置、住宅用家屋の所

有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置等を延長・拡充することとした。 

 平成２７年度税制改正において、買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置を講じることと

した。 

（平成２８年度以降） 

 なし 
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担当課等（担当課長名等）

担当課：住宅局住宅政策課（課長 住本 靖） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

    住宅局住宅総合整備課（課長 北 真夫） 

    住宅局住宅総合整備課住環境整備室（室長 内田 純夫） 

    住宅局安心居住推進課（課長 中田 裕人） 

土地・建設産業局企画課（課長 百崎 賢之） 

土地・建設産業局不動産市場整備課（課長 長橋 和久） 
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業績指標２ 

 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率（①全国、②大都市圏） 

 

 

（指標の定義） 

子育て世帯のうち、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる

住戸規模(誘導居住面積水準)を満たす住宅に居住する世帯の割合（Ａ／Ｂ） 

①※Ａ：子育て世帯のうち、誘導居住面積水準を達成している世帯数 Ｂ：子育て世帯総数 

②※Ａ：大都市圏の子育て世帯のうち、誘導居住面積水準を達成している世帯数 Ｂ：大都市圏の子育て世帯総数
注１ 子育て世帯：構成員に１８歳未満の者が含まれる世帯 

注２ 誘導居住面積水準・・・住生活基本計画(全国計画)において設定 
 (１)一般型誘導居住面積水準・・・都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定 

   ①単身者 ５５㎡  (ただし、単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合は、 

この面積によらないことができる。) 

   ②２人以上の世帯 ２５㎡×世帯人数＋２５㎡ 

 (２)都市居住型誘導居住面積水準・・・都市の中心部及びその周辺における戸建住宅居住を想定 

   ①単身者 ４０㎡  (ただし、単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合は、 

この面積によらないことができる。) 

   ②２人以上の世帯 ２０㎡×世帯人数＋１５㎡ 

（出典）平成２０年「住宅・土地統計調査」国土交通省独自集計 
（目標設定の考え方・根拠） 

全世帯数の約半数が誘導居住面積水準を達成している一方、子育て世帯については、未だ達成率が低く、政策上も

重要なことから、無理のない負担で居住ニーズに応じた良質な住宅の確保を進める観点にて、子育て世帯についても

半数が誘導居住面積水準を達成することを目指し、住生活基本計画で設定されている目標値(全国：５０％(平成２７

年)、大都市圏：５０％(平成３２年))をもとに、現況値と平成３２年度までの目標値との差を按分し、平成２７年度

までの数値を形式的に設定。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、平均年収の推移、居住ニーズの多様化等 

（他の関係主体） 

 民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞ 

 Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

  １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値 （暦年）

 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

① ４０％ － － － － ４３％  

② ３５％ － － － － ３８％  

評 価 

①  

Ｂ 
 

目標値：５０％     （平成２７年） 

実績値：４３％    （平成２５年） 

    － ％    （平成２６年） 

初期値：４０％    （平成２０年） 

②  

Ｂ 

 

目標値：４３．８％  （平成２７年） 

実績値：３８％    （平成２５年） 

    － ％    （平成２６年） 

初期値：３５％    （平成２０年） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・地域優良賃貸住宅制度において、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成等を行い、子育て世帯等各地域

における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進す

る。 

・都市再生機構（ＵＲ）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給を促進する。 

・都市再生機構（ＵＲ）による家賃減額施策により、子育て世帯の入居を支援する。 

・高齢者居住安定化基金による家賃債務保証制度により、子育て世帯等の入居の円滑化を支援する。 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度によ

り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進する。 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住宅とすること等を条件として、既存住宅等の空き家のリフ

ォームに対して補助を行う。 

関連する事務事業の概要 

・住宅ローン減税や認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除、住宅取得等資金に係る相続時

精算課税制度の特例措置、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置、住宅用家屋の所有権登記等に係る登録免許

税の特例措置、住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置、新築住宅のみなし取得時期等に係る不動産取得税

の特例措置、新築住宅に係る固定資産税の減額措置、住宅金融支援機構の証券化支援事業、買取再販で扱われ

る住宅の取得に係る特例措置等による、良質な持家取得を促進する。 

・居住用財産の買換えや譲渡に係る課税の特例措置により、多様なライフステージに応じた円滑な住み替えや新

生活への再出発を支援する。 

・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除や優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅

地化促進臨時措置法による貸家住宅に係る固定資産税の特例措置により、居住の安定確保と暮らしやすい居住

環境・良質な住宅ストックの形成を促進する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・業績指標は５年に１度の調査により把握しているため、直近の実績値である平成２５年における子育て世帯に

おける誘導居住面積水準達成率の実績値は、「①全国」で４３％、「②大都市圏」で３８％となっており、いずれ

も過去の実績値（平成２０年）と比べると増加しているものの、実績値によるトレンドを延長しても、目標年度

に目標を達成できないこととなる。 

（事務事業の実施状況） 

・住宅ローン減税等の税制の特例措置により良質な持家の取得を促進した。 

・住宅金融支援機構の証券化支援事業等により、良質な持家の取得を促進した。 

（証券化支援事業 平成２５年度実績：７２，６７６戸、平成２６年度実績：６４，７７０戸） 

・買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置により質の高い既存住宅の取得を促進した。 

・都市再生機構（ＵＲ）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給に係る取組みを行っ

た。 

（平成２６年度実績：１地区において公募実施（事業者決定済み）） 

・都市再生機構（ＵＲ）による家賃減額の施策により、子育て世帯の入居促進に係る取り組みを行った。 

（平成２６年度実績：地域優良賃貸住宅制度を活用した減額制度等を導入） 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度によ

り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進した。 

（平成２４年度までの累計実績：３８７戸） 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給を促進した。 

（平成２５年度整備戸数実績：６２３戸） 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住宅とすること等を要件として、既存住宅等の空き家のリフ

ォームに対して補助を行う「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」を実施した。 
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課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり、厳しい経済状況を反映して達成率は伸び悩んでおり、本業績指標は、過去の実績値によるトレン

ドを延長すると、目標年度に目標値を達成できないこととなる。 

・実績値の評価や課題の特定、今後の取組みの方向性の提示にあたっては、これまで講じてきた事務事業の実施状

況等に対する評価のほか、世帯構成の変化、平均年収の推移等の外部的要因が与える影響についても考慮しつつ、

検討を行っていく必要がある。 

・全世帯数の約半数が誘導居住面積水準を達成している一方、子育て世帯については、未だ達成率が低く、政策上

も重要なことから、平成２７年度に新たな措置を講じるとともに、今後も、無理のない負担で居住ニーズに応じ

た良質な住宅の確保を進める観点にて、子育て世帯についても半数が誘導居住面積水準を達成することを目指

し、住生活基本計画（平成２３年３月１５日）に基づき、全体として居住水準を向上させることを目指す。 

・以上から、「Ｂ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 平成２７年度税制改正において、住宅ローン減税、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置、住宅用家屋の所有

権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置等を延長・拡充することとした。 

 平成２７年度税制改正において、買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置を講じることと

した。 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 住本 靖）  

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

    住宅局住宅総合整備課（課長 北 真夫） 

住宅局住宅総合整備課住環境整備室（室長 内田 純夫） 

    住宅局安心居住推進課（課長 中田 裕人） 

    土地・建設産業局企画課（課長 百崎 賢之） 

    土地・建設産業局不動産市場整備課（課長 長橋 和久） 
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（％） 生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の割合

 
業績指標３ 

 生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の割合 

 

 

（指標の定義） 

公的賃貸住宅団地数（１００戸以上）のうち、生活支援施設を併設している団地数の割合（Ａ／Ｂ） 

※Ａ：生活支援施設（注）を併設している公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の数 

Ｂ：公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の総数 
注）生活支援施設：高齢者福祉施設、障害者福祉施設、子育て支援施設等 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢者、障害者、子育て世帯等の地域における福祉拠点等を構築するため、公的賃貸住宅団地等において、民間

事業者等との協働による医療・福祉サービス施設や子育て支援サービス施設等の生活支援施設の設置を促進するこ

と等が重要であることから、今後、建て替えが想定される公的賃貸住宅団地数を踏まえて目標値（２５％（平成３

２年））を設定。これらを踏まえ、現況値と平成３２年度までの目標値との差を按分し、平成２７年度までの数値

を形式的に設定。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、居住ニーズの多様化等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体、民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

  ・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

   二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ １６％ １９％ ２４％ ２５％ ２９％ 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：２１％（平成２７年度） 

実績値：２９％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：１６％（平成２１年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進する。 

・社会資本整備総合交付金等における公営住宅等整備事業に関し、対象要綱上、１００戸以上の公営住宅団地の建

替えについては、原則、保育所等の生活支援施設を併設するもののみを補助対象の要件としている。 

・高齢者生活支援施設等を公的賃貸住宅等と一体的に整備する事業に対し、補助を行う。 

・都市再生機構賃貸住宅等の公的賃貸住宅団地の建替えに際し、社会福祉施設（子育て支援施設、高齢者生活施設

等）の併設・合築、整備敷地への誘致を推進。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の割合は、平成２１年度の１６％から

平成２５年度２９％と着実に進捗しており、平成２３年度において目標値を達成している。 

（事務事業の実施状況） 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進した。 

（平成２５年度整備戸数実績：１５,８７０戸） 

・社会資本整備総合交付金等における公営住宅等整備事業に関し、公営住宅団地の建替えについて、保育所等の

生活支援施設の併設を促進した。 

（平成２５年度併設施設数：５,２２４施設（３,１９４団地）） 

・都市再生機構賃貸住宅等の公的賃貸住宅団地の建替えに際し、社会福祉施設（子育て支援施設、高齢者生活施

設等）の併設・合築、整備敷地への誘致を推進。 

（平成２５年度供給施設数：９施設（７団地）（都市再生機構賃貸住宅分）） 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、当該業績指標は着実に進捗していることから、既存施策を引き続き推進していくこととし、

「Ａ」と評価した。公的賃貸住宅団地は、生活支援施設を併設し地域の福祉の拠点として整備することで、高齢者

や子育て世帯等に対する多様なサービスを提供する場となりうるものであり、サービスが提供される環境整備は政

策上も重要であることから、今後も引き続き生活支援施設の設置を促進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等）

担当課：住宅局住宅総合整備課 （課長 北 真夫） 

関係課：住宅局安心居住推進課 （課長 中田 裕人） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 
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業績指標４ 

 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 

 

 

（指標の定義） 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合（Ａ／Ｂ） 

※Ａ＝高齢者向け住宅（注）の戸数・定員数の合計値、Ｂ＝高齢者（６５歳以上）人口 

（注） 高齢者向け賃貸住宅及び高齢者居住系施設 

（目標設定の考え方・根拠） 

単身高齢者や要介護高齢者の急増（単身高齢者は約１．５倍(２００５（平成１７年））→２０１５（平成２７年）)、要

介護高齢者は約１．７倍（２００５（平成１７年）→２０２５（平成３７年））が見込まれる中で、可能な限り、住み慣

れた地域で医療・介護を受けながら安心して暮らすことができる住まいを確保することが重要である。 

 現状では、諸外国に比べ、高齢者人口に対する高齢者向けの住まいの割合が低く、住生活基本計画（平成２３年

３月１５日閣議決定）において、この割合を平成３２年目途で欧米並み（３～５％）とすることを目標として掲げ

ている。 

これらを踏まえ、現況値と平成３２年までの目標値との差を按分し、平成２７年までの数値を形式的に設定し

た。 

［参考］日本 0.9%（2005）、デンマーク 8.1%(2006)、スウェーデン 2.3％(2005)、 

      イギリス 8.0%(2001)、アメリカ 2.2%(2000) 

（外部要因） 

世帯構成の変化、居住ニーズの多様化、高齢者人口数等 

（他の関係主体） 

 民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 ・高齢社会対策大綱（平成２４年９月７日） 

 ・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

   二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

【施政方針】 

なし 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

0.9％ ― ― ― ― 1.5% ― ― ― ― 
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（％） 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：２．３～３．７％ （平成２７年） 

実績値：１．５％     （平成２２年） 

初期値：０．９％         （平成１７年） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・新規に整備する公営住宅等について、バリアフリー対応構造となるよう促進をするとともに、既存の公営住宅等

についてもバリアフリー改修を促進する。 

・地域優良賃貸住宅制度において、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成等を行い、高齢者世帯、障害者世

帯、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸

住宅の供給を促進する。 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢

者向け住宅」の供給促進のため、建設・改修費等に対して、国が民間事業者・医療法人・社会福祉法人・NPO 等

に直接補助を行う。 

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制として、所得税・法

人税に係る割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置を行う。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合は、平成１７年の０．９％から平成２２年の１．５％と着実に進捗し

ているが、現時点においては、過去の実績値によるトレンドを延長すると、平成２７年度に目標値を達成できな

い可能性がある。 

（事務事業等の実施状況） 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢

者向け住宅」の供給促進をした。 

（平成２５年度末登録実績：総登録件数４，５５５件、 総登録戸数１４６，５４４戸） 

（平成２６年度末登録実績：総登録件数５，４９３件、 総登録戸数１７７，７２２戸） 

・バリアフリー対応の公営住宅等の供給を促進した。 

（平成２５年度新規整備戸数実績：１５，８７０戸） 

・既存の公営住宅等のバリアフリー化を促進した。 

（平成２５年度バリアフリー化の図られたストック戸数：１,０２５，６４２戸） 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給等を促進した。 

（平成２５年度整備戸数実績：６２３戸） 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、当該業績指標は着実に進捗しているが、平成２７年度に目標値を達成できない可能性があること

から、「Ｂ」と評価した。 

今後もサービス付き高齢者向け住宅の建設・改修費等に対する補助等の施策を着実に推進し、高齢者向け住宅の

供給を促進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

平成２７年度税制改正において、サービス付き高齢者向け住宅に対する税制上の特例措置（固定資産税、不動産取

得税）の適用期限を延長し、引き続き供給を促進する。 

（平成２８年度以降） 

 該当なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局安心居住推進課（課長 中田 裕人） 

関係課：住宅局住宅総合整備課（課長 北 真夫） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 
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初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

約27年 - - - 約32.2年 - 約35年

- - - - -

初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

約7.0％ - - - 約5.9％ - 約6.5％

- - - - -

初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

3.5% - - - 3.8% - 5.0%

- - - - -

初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

14% - - - 14.7% - 20%

- - - - -

初期値 目標値

20年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

37% - - - 46% - 56%

- - - - -

初期値 目標値

20年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

51% - - - 65% -
概ね
80％

- - - - -

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

23.6% 23.6% 23.5% 22.7% 23.5% 調査中 37%

- - - - -

④進展が大きくない

施策目標個票
（国土交通省26－②）

施策目標 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

業績指標５の達成状況は順調であり、住宅の利活用期間が延びることで、住宅の維
持管理・修繕が円滑に行われる住宅市場の整備が図られていると評価できる。
達成率の低調な指標が多い理由として、実績値算出当時(H25)の経済状況が考えら
れる。

住宅ストックの質の向上を図る取組や、市場における適正な取引の実現に資する施策等を通じ、適切に維持管理さ
れた住宅ストックが円滑に流通する市場環境を整備する。これにより、良質な住宅ストックが将来世代へ承継されると
ともに、国民が求める住宅を無理のない負担で安心して選択できる市場の実現を目指す。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

Ａ

5 住宅の利活用期間（①滅失
住宅の平均築後年数）

実績値

暦年ごとの目標値

評価結果

新たな住生活基本計画の策定状況等をも踏まえながら、必要に応じて変更等を行っ
ていく。

評価

B

業績指標５ｰ②については目標を達成しており、指標５－①についても目標に向けて
相当程度進展しているものの、それ以外の指標については、概ね達成率が70％を下
回っており、「④進展が大きくない」と判断した。

評価

暦年ごとの目標値

5 住宅の利活用期間（②住宅
の滅失率）

実績値

6 リフォーム実施戸数の住宅ス
トック戸数に対する割合

実績値

暦年ごとの目標値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

評価

B
暦年ごとの目標値

7 既存住宅の流通シェア

実績値
評価

B

8 マンションの適正な維持管理（②
新築で30年以上の以上の長期修
繕計画に基づく修繕積立金額を設
定している管理組合の割合）

実績値
評価

B

年度ごとの目標値

8 マンションの適正な維持管理
（①25年以上の長期修繕計画
に基づく修繕積立金額を設定し
ている管理組合の割合）

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

9 新築住宅における住宅性能
表示の実施率

実績値
評価

B
年度ごとの目標値
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初期値 目標値

22年
（4～12

月）

22年
（4～12

月）
23年 24年 25年 26年 27年

0.2% 0.2% - - 0.2% - 5.1%

- - - - -

初期値 目標値

21年度
（21年6～
22年3月）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

8.8% 12.7% 12.5% 12.0% 12.0% 調査中 14.4%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

22,335 8,009 6,436 6,408

5,000 160,000 0 -

962 9,288 0 -

28,296 177,297 6,436 6,408

12,266 169,284

9,288 0

6,741 8,013

28年度要求額

11 新築住宅における認定長期
優良住宅の割合

実績値

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

作成責任者名
住宅政策課

（課長　住本　靖）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 住宅局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）
＜意見等＞
主要な業績指標が多すぎる。
＜対応方針＞
現在、住生活基本計画の見直しを進めており、その中で、現行の政策チェックアップの業績指標となっている、基本計
画の成果指標についても見直しを検討中である。
上記基本計画の成果指標の見直しがされ次第（２８年３月頃までに）、業績指標の中から主要指標の絞り込みを行う
予定である。

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

評価

B
年度ごとの目標値

10 リフォーム時に瑕疵担保責
任保険に加入した住宅の全リ
フォーム実施戸数・棟数に占め
る割合

実績値

評価

B
暦年ごとの目標値
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業績指標５ 

 住宅の利活用期間（①滅失住宅の平均築後年数、②住宅の滅失率） 

 

 

（指標の定義） 

① 滅失住宅の平均築後年数…滅失住宅の築後年数の平均（Σ(Ｎ×ｙ)／ΣＮ） 

② 住宅の滅失率…過去５年間に滅失した住宅戸数の住宅ストック戸数に対する割合（ΣＮ／Ｓ） 

※Ｎ：過去５年間に滅失した住宅戸数（建築時期区分別） 

※ｙ：経過年数（建築時期区分別） 

※Ｓ：期間当初の住宅総戸数 
出典）平成２０年住宅・土地統計調査 

（目標設定の考え方・根拠） 

住宅の利活用期間の状況を示す指標として、住生活基本計画（全国計画）で設定している目標値（①約４０年（平

成３２年）、②約６％（平成２７～３２年））をもとに、平成２７年の目標値を形式的に設定。 

（外部要因） 

資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 

  ・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

   一．日本産業再興プラン ５．立地競争力の更なる強化 

   二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  ・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞  

    Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

     １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

① 約２７年 － － － － 約３２．２年 － 

② 約７．０％ － － － － 約５．９％ － 

評 価 

①Ｂ 

   

②Ａ 

①目標値：約３５年  （平成２７年） 

実績値：約３２．２年  （平成２５年） 

    －（平成２６年） 

初期値：約２７年  （平成２０年） 

②目標値：約６．５％（平成２２～２７年） 

 実績値：約５．９％（平成２０～２５年） 

     －（平成２１～２６年） 

 初期値：約７．０％（平成１５～２０年） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく措置 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた

優良な住宅である長期優良住宅の認定等を通じて、その普及を促進。 

○住宅履歴情報の整備 

 円滑な住宅流通や計画的な維持管理等を可能とするため、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施

工内容等の情報が確実に住宅履歴情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

 既存住宅ストックの長期優良住宅化を推進するため、劣化対策、耐震性、省エネ性等の住宅性能の向上を行うリ

フォームに対して支援を行う制度。 

 予算額：２０億円（平成２５年度補正）、環境・ストック活用推進事業 １７６．１億円の内数（平成２６年度）、

                                 １３０億円の内数（平成２６年度補正）

○住宅金融支援機構の証券化支援事業による長期優良住宅に対応した住宅ローン制度（フラット５０） 

 住宅金融支援機構の証券化支援事業について、住宅の長寿命化に対応した民間住宅ローンの供給を促進する観点

から、償還期間の上限を５０年とする制度。 

○住宅金融支援機構の証券化支援事業によるフラット３５Ｓ 

 独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを活用したフラット３５Ｓにより、耐久性・可変性等

の性能に優れた住宅の取得を金利の引下げにより支援。 

【税制上の特例措置】 

○住宅の長寿命化を促進する税制上の特例措置 

耐久性、耐震性及び可変性等を備える質の高い住宅の供給及び適切な維持管理等による住宅の長寿命化を推進す

るため、認定を受けた長期優良住宅に対する税制上の特例措置を実施。 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 直近の平成２５年の実績値によれば、住宅の利活用期間を構成する２つの業績指標のうち、「滅失住宅の平均築

後年数」は、過去の実績値の２７年から３２．２年となり、目標値の達成に向けたトレンドをやや下回ってはいる

ものの、これとほぼ一致をしており、更に、もう一方の指標「住宅の滅失率」は、過去の実績値の７．０％から５．

９％となり、目標値を達成している。 

（事務事業の実施状況） 

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定実績は５６７，７９１戸（平成２１年６月

４日から平成２６年１２月末）。また、共同住宅の基準の合理化を図った告示改正を、平成２４年４月１日より

施行したほか、適正な維持保全を確保するため、認定取得者に配布してもらう維持保全の必要性や方法を案内す

るリーフレットを所管行政庁に発送。 

・長期優良住宅化リフォーム推進事業において、公募を実施し、平成２５年度補正予算では６，４５８戸、平成２

６年度予算では８，３９３戸、平成２６年度補正予算では５，１１３戸を採択した。 

・住宅履歴情報について、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に蓄積され、

活用される社会的仕組みの普及を推進。 

・既存住宅の性能評価・表示等の一層の普及を図るよう検討。 

・住宅金融支援機構のフラット５０により、住宅の長寿命化に対応した民間住宅ローンの供給を支援。 

・住宅金融支援機構のフラット３５Ｓにより、耐久性・可変性等の性能に優れた住宅の取得を金利の引下げで支援。

 

・管理組合における修繕積立金についての積立状況及び計画的に行う修繕で修繕積立金が不足した際の原因などに

ついて実態調査。 

・平成２６年度税制改正において、長期優良住宅に対する税制上の特例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資

産税）の適用期限を２年延長し、引き続き長期優良住宅の普及を促進。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、直近の平成２５年の実績値によれば、「住宅の滅失率」は、過去の実績値の７．０％から５．９％

となり、目標値を達成している。一方で、「滅失住宅の平均築後年数」についても、過去の実績値の２７年から３

２．２年となり、目標値の達成に向けたトレンドをやや下回っているものの、ほぼこれと一致をしている。 

このような状況の中、良質なストックの形成の更なる促進に向けて、平成２７年度に新たな措置を講じるととも

に既存施策についても拡充を図っていくこととし、「滅失住宅の平均築後年数」は「Ｂ」、「住宅の滅失率」につい

ては「Ａ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 
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・既存住宅の流通やリフォームの際に行われるインスペクションによって得られた住宅情報を蓄積・活用するための

仕組みを構築するための取組を支援する。 

・平成２７年度税制改正において、長期優良住宅に対する税制上の特例措置（住宅ローン減税、所得税（投資型））

の適用期限を１年半延長し、さらに控除対象限度額の引き上げを行う等引き続き長期優良住宅の普及を促進。 

（平成２８年度以降） 

 該当なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 住本 靖） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

    住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 

住宅局市街地建築課マンション政策室（室長 佐藤 将年） 
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業績指標６ 

 リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合 

 

 

（指標の定義） 

過去５年間の１年あたりのリフォーム実施戸数を当該５年間の最終年の住宅ストック戸数で除したもの。（Ａ／Ｂ）

※Ａ：リフォーム実施戸数（年間）、Ｂ：住宅の総戸数  

※Ａ及びＢはいずれも「居住世帯のある住宅」戸数 

（目標設定の考え方・根拠） 

リフォームの実施状況を示す指標として、住生活基本計画で設定している目標値（６％（平成３２年）をもとに、

平成２７年の目標値を形式的に設定。 

（外部要因） 

資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

 リフォーム事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

  ・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

   一．日本産業再興プラン ５．立地競争力の更なる強化 

   二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  ・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞  

    Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

     １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

 

過去の実績値                                         

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３．５％ － － － － ３．８％ － 
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（％） リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合

 
 

評 価 

 

Ｂ 
 

目標値：５．０％（平成２７年） 

実績値：３．８％（平成２１～２５年平均値） 

    －（平成２２～２６年平均値） 

初期値：３．５％（平成１６～２０年平均値） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○住宅・建築物安全ストック形成事業 

 地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、住宅・建築物の耐震性の向上に資する事業につ

いて、地方公共団体等に対し、国が必要な助成を行なう制度。平成２５年１１月に施行された改正耐震改修促進

法に基づき、不特定多数の人が利用する大規模建築物等に対する耐震診断結果の報告の義務づけ、建築物の耐震

性に係る表示制度の創設等により、住宅・建築物の耐震化を促進している。 

予算額：社会資本整備総合交付金 ９，１３４億円の内数（平成２５年度） 

９，１２４億円の内数（平成２６年度）、 

○住宅・建築物省エネ改修等推進事業 

住宅の省エネ改修及び省エネ改修と併せて実施するバリアフリー改修等に対して支援を行う制度。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 １７１．４億円の内数（平成２５年度） 

１７６．１億円の内数（平成２６年度） 

○住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 

 住宅・建築物における省ＣＯ２対策を推進するため、省ＣＯ２技術の普及啓発に寄与する住宅・建築物プロジェク

トに対して助成する制度。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 １７１．４億円の内数（平成２５年度） 

１７６．１億円の内数（平成２６年度） 

○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

 既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を推進するため、劣化対策、耐震性、省エネ

性等の住宅性能の向上を行うリフォームに対して支援を行う制度。 

 予算額：２０億円（平成２５年度補正）、環境・ストック活用推進事業 １７６．１億円の内数（平成２６年度）、

                                 １３０億円の内数（平成２６年度補正）

○住宅履歴情報の整備 

 円滑な住宅流通や計画的な維持管理等を可能とするため、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施

工内容等の情報が確実に住宅履歴情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

○住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイント 

 エコリフォームの推進等のため、窓や外壁等の断熱改修、またはこれらの改修と併せて行う太陽熱利用システム

等の住宅設備の設置等により、一定のポイントを発行し、これを使って被災地で生産された商品や省エネ・環境

配慮に優れた商品とのに交換や追加工事の費用に充当できる制度。 

予算額：３，８８８億円（国土交通省、経済産業省（住宅エコポイントのみ）、環境省） 

○省エネ住宅ポイント 

 エコリフォームの推進等のため、窓や外壁等の断熱改修及び設備の一体的工事（設備エコ改修）又はこれらの改

修と併せて行うバリアフリー改修等により一定のポイントを発行し、省エネ・環境配慮に優れた商品との交換や

追加工事の費用に充当できる制度。 

予算額：８０５億円（平成２６年度補正） 

○リフォーム工事に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、

マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引受け。 

○住宅ストック活用・リフォーム推進事業 

中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、リフォームの主な担い手である中小工務店等が連携して取

り組む設計・施工基準の整備や、消費者の相談体制の整備、住宅団地における空き家等の流通促進に向けた取組、

リフォームによる性能向上を建物価値に反映させるための取組等に対して支援する制度。 

予算額：住宅ストック活用・リフォーム推進事業 １０億円（平成２５年度）、１１．０９億円（平成２６年度）

○住宅金融支援機構による耐震改修工事融資 

住宅金融支援機構において、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震

改修工事に必要な資金を貸し付ける制度。 

○住宅金融支援機構による高齢者向け返済特例制度 

住宅金融支援機構により、満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリー工事や耐震改修工事を施すリフォームを

行う際、生存時は利払いのみとし、死亡時に住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とする融資制

度。 

○住宅金融支援機構によるリバースモーゲージの住宅融資保険制度 

民間金融機関による住宅改良等資金に係るリバースモーゲージ型の融資について、住宅金融支援機構による住宅

融資保険の付保対象とする制度。 

【税制上の特例措置】 

○住宅リフォームに関する税制上の特例措置 

耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修が行われた住宅等に対する所得税及び固定資産税の減税措置を適

用。 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

直近の平成２５年の実績値によれば、過去の実績値の３．５％から３．８％とほぼ横ばいであり、このトレンド

を延長すると平成２７年度の目標達成は難しく、必ずしも順調ではない。 

（事務事業の実施状況） 

・住宅・建築物安全ストック形成事業について、平成２４年度補正予算において、住宅の耐震改修に関する補助額

に３０万円／戸を加算する時限措置などの拡充を実施。（平成２６年度予算において、消費税増額にともない３０．

９万円／戸とするとともに、平成２６年度補正予算において、期限を平成２７年度末まで延長。） 

また、平成２５年度予算において、改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に対し、住宅・

建築物安全ストック形成事業による助成に加え、国が重点的・緊急的に支援する耐震対策緊急促進事業を創設。 

・住宅・建築物省エネ改修等推進事業において、公募を実施し、平成２５年度は応募が８５８件あり、７２７件を

採択、平成２６年度は応募が３０６件あり、２５０件を採択。 

・住宅・建築物省ＣＯ２先導事業において、公募を実施し、平成２５年度は応募が４２件あり、２１件を採択、平

成２６年度は応募が２８件あり、１７件を採択。 

・長期優良住宅化リフォーム推進事業において、公募を実施し、平成２５年度補正予算では６，４５８戸、平成２

６年度予算では８，３９３戸、平成２６年度補正予算では５，１１３戸を採択した。 

・住宅履歴情報について、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に蓄積され、

活用される仕組みの普及を推進。 

・住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイントのエコリフォームについては、７９３，０９７戸にポイント発

行（約５１０億ポイント）（平成２２年３月末から平成２７年１月末） 

・省エネ住宅ポイントのエコリフォームについては、１４８戸にポイント発行（約８百万ポイント）（平成２７年

３月１０日から平成２７年３月３１日） 

・消費者が安心してリフォームが行えるよう、リフォームの無料見積チェック制度や、全国の弁護士会における弁

護士・建築士による無料専門家相談を実施した。 

・住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引き受けた。

 （平成２５年度申込実績：リフォーム瑕疵保険２，６３８戸、大規模修繕瑕疵保険８１０棟、平成２６年度申込

実績：リフォーム瑕疵保険２，４９３戸、大規模修繕瑕疵保険６１８棟） 

・住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業において、平成 25 年度は 10 件、平成 26 年度は 32 件を採択。 

・住宅金融支援機構において、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震

改修工事に必要な資金の貸し付けを実施した。 

・住宅金融支援機構により、満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリー工事や耐震改修工事を施すリフォームを

行う際、生存時は利払いのみとし、死亡時に住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とする高齢者

向け返済特例制度による融資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、民間金融機関の住宅改良等資金に係るリバースモーゲージ型の融資について、住宅融

資保険制度を実施した。 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住居とすること等を要件として、既存住宅等の空き家のリフォ

ームに対して補助を行う「民間住宅活用型セーフティネット整備推進事業」を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、実績値は平成２０年の３．５％に対し、平成２５年は３．８％とほぼ横ばいであり、このトレン

ドを延長すると平成２７年度の目標達成は難しく必ずしも順調ではないので、評価を「Ｂ」とした。目標値の達成

に向けて、今後も引き続きこれまでの施策を着実に推進するとともに、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修

をはじめ、住宅ストックの質の向上を図るリフォームを一層促進するための新規の取組みを行う。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・平成２７年度税制改正において、リフォームが行われた住宅に対する所得税の減額措置の適用期限を１年半延長

する。 

・住宅・建築物安全ストック形成事業について、引き続き、住宅の耐震改修等に対する取組みに対する補助の充実

を図る。 

・既存住宅の流通やリフォームの際に行われるインスペクションによって得られた住宅情報を蓄積・活用するため

の仕組みを構築するための取組を支援する。 

・サステナブル建築物等先導事業により、設計、設備、運用システム等において、CO2 の削減、木造・木質化、健

康・介護、災害時の継続性、少子化対策等に寄与する先導的な技術が導入される住宅・建築物プロジェクトに対

して支援を行う。 

・子育て世帯や高齢者世帯等に賃貸すること等を条件として、既存住宅等の空き家のリフォームに対して補助を行

う「民間住宅活用型セーフティネット整備推進事業」を創設する。 

 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等）

担当課：住宅局住宅政策課（課長 住本 靖） 
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関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 

住宅局住宅瑕疵担保対策室（室長 石和田 二郎） 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 長谷川 貴彦） 
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業績指標７ 

 既存住宅の流通シェア 

 

 

（指標の定義） 

全住宅流通戸数に占める既存住宅の流通戸数の割合（Ａ／（Ａ＋Ｂ）） 

※Ａ：既存住宅の流通戸数（年間）、Ｂ：新築戸数（年間） 

（目標設定の考え方・根拠） 

現状では、諸外国に比べ、既存住宅の流通シェアが低く、新成長戦略において既存住宅流通の市場規模を倍増す

ることを戦略目標として掲げられたことを踏まえ、住生活基本計画において、平成３２年度までに２５％と目標

を設定。これを踏まえ、現況値と平成３２年度までの目標値との差を按分し、平成２７年度までの数値を形式的に

設定。 

（外部要因） 

地価・住宅価格の動向、市場の金利動向、資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

住宅建設業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

   一．日本産業再興プラン ５．立地競争力の更なる強化 

   二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  ・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞  

    Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

     １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値                                           （暦年） 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１４％ － － － － １４．７％ － 
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（%） 既存住宅の流通シェア

評 価 

 

Ｂ 
 

目標値：２０％（平成２７年） 

実績値：１４．７％（平成２５年） 

    －（平成２６年） 

初期値：１４％（平成２０年） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○住宅履歴情報の整備 

 円滑な住宅流通や計画的な維持管理等を可能とするため、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施

工内容等の情報が確実に住宅履歴情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

○既存住宅売買に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、既存住宅売買瑕疵保

険等を引き受けるとともに、多様な消費者ニーズに対応した保険商品を開発。 

○住宅ストック活用・リフォーム推進事業 

中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、リフォームの主な担い手である中小工務店等が連携して取

り組む設計・施工基準の整備や、消費者の相談体制の整備、住宅団地における空き家等の流通促進に向けた取組、

リフォームによる性能向上を建物価値に反映させるための取組等に対して支援する制度。 

予算額：住宅ストック活用・リフォーム推進事業 １０億円（平成２５年度）、１１．０９億円（平成２６年度）

○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

 既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を推進するため、劣化対策、耐震性、省エネ

性等の住宅性能の向上を行うリフォームに対して支援を行う制度。 

 予算額：２０億円（平成２５年度補正）、環境・ストック活用推進事業 １７６．１億円の内数（平成２６年度）、

                                 １３０億円の内数（平成２６年度補正）

○住宅金融支援機構の証券化支援事業 

住宅金融支援機構との連携のもとで民間金融機関が提供しているフラット３５は、既存住宅購入資金も融資対象

であり、既存住宅の取得を支援。 

○住宅金融支援機構の証券化支援事業によるフラット３５Ｓ 

住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを活用したフラット３５Ｓは既存住宅についても対象とし、耐久性・

可変性等の性能に優れた既存住宅の取得を金利引下げにより支援。 

○土地総合情報システムの運用 

 不動産の個別の取引価格等の情報について、登記情報を基に買主へのアンケートを行い、個別の物件が特定でき

ないよう配慮した上で、国土交通省のホームページ（土地総合情報システム）上で提供。 

予算額：不動産市場整備等推進調査費 ３．３億円（うち０．１億円は復興特会）（平成２６年度） 

○不動産総合データベースの整備 

不動産流通市場の透明性を高め、取引の円滑化及び活性化を図るため、不動産取引に係る各種情報の集約・提供

を行うシステム（不動産総合データベース）を構築し、消費者へ適時適切に情報を提供。 

予算額：不動産市場整備等推進調査費 ０．４０億円（平成２５年度） 

    同上            １．００億円（平成２６年度） 

○宅建業者と関連事業者の連携によるワンストップサービスの提供促進 

中古不動産取引において、宅建業者がリフォームやインスペクション等、関連する分野の事業者と連携して多様

な消費者ニーズに対応できる体制の構築を図る。 

予算額：不動産市場整備等推進調査費 １．１９億円（平成２５年度） 

○中古不動産取引に係る情報提供の充実 

 宅建業者が、他の専門事業者と連携して行う、売主の情報開示・買主の情報収集・解釈の補助等に係る先進的取

組を支援することにより、消費者への情報提供の充実を図る。 

 予算額：不動産市場整備等推進調査費 ０．５２億円（平成２６年度） 

○建物評価手法の構築と普及促進 

中古戸建て住宅について、取引市場における評価慣行を見直し、本来あるべき価値を適正に評価するため、宅建

業者の建物評価手法の構築と、その取引市場への普及を図る。 

予算額：不動産市場整備等推進調査費 ０．２０億円（平成２５年度） 

    同上            １．１７億円（平成２６年度） 

 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

業績指標については、直近の平成２５年の実績値によれば、過去の実績値の１４％から１４．７％となり、目標

の達成に向けたトレンドを下回っており、平成２７年度の目標達成は難しく、必ずしも順調ではない。 

（事務事業の実施状況） 

・住宅履歴情報について、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に住宅履歴

情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

・住宅瑕疵担保責任保険法人において、既存住宅売買瑕疵保険等を引き受けた。（平成２５年度申込実績：宅建業

者販売タイプ３，５６１戸、個人間売買タイプ４９９戸、平成２６年度申込実績：宅建業者販売タイプ６，８２

２戸、個人間売買タイプ１，４３０戸） 

・安価で保険期間の短い既存住宅売買瑕疵保険商品の提供を開始した。 

・住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業において、平成 25 年度は 10 件、平成 26 年度は 32 件を採択。 

・長期優良住宅化リフォーム推進事業において、公募を実施し、平成２５年度補正予算では６，４５８戸、平成２

６年度予算では８，３９３戸、平成２６年度補正予算では５，１１３戸を採択した。 
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・既存住宅の劣化対策、省エネルギー対策に関する評価方法基準の策定のため平成２６年度に「既存住宅に係る住

宅性能の評価手法に関する検討会」を実施。 

・住宅金融支援機構のフラット３５により、既存住宅の取得を支援（既存住宅に対する融資実績 平成２５年度：

１８，６９０戸、平成２６年度：１６，７３１戸）。 

・住宅金融支援機構のフラット３５Ｓにより、耐久性・可変性等の性能に優れた住宅の取得を金利の引下げで支援。

・土地総合情報システムについて、掲載内容の拡充方策を検討するとともに、その普及と利用を促進。 

・マンションの管理組合の運営状況や修繕履歴等の蓄積・開示を行う「マンションみらいネット」について、登録

メリットの拡大を図る等、登録者に対するサービスを充実。 

・不動産総合データベースの構築・運用に向け、「不動産に係る情報ストックシステム基本構想」をとりまとめ、

基本構想を踏まえたプロトタイプシステムを構築。 

・全国で１４の地域連携協議会が、ワンストップサービスを提供。地域の中古住宅市場活性化の担い手として継続

して活動する旨の事業者間連携による不動産流通市場活性化宣言を発表。 

・「中古不動産取引における情報提供促進モデル事業」において、１７のモデル事業を採択し、先進的な取組を支

援・事例分析を実施。 

・住宅の状態等を適切に反映すること等を内容とする「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」を策

定・公表。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり、当該業績指標は目標値の達成に向けたトレンドを下回っており、既存住宅の購入に当たっての消

費者の不安感や情報不足の解消に向けて、既存施策を着実に推進するとともに、平成２７年度に新たな措置を講じ

る必要があるため、「Ｂ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・既存住宅の流通やリフォームの際に行われるインスペクションによって得られた住宅情報を蓄積・活用するための

仕組みを構築するための取組を支援する。 

・不動産鑑定評価における既存住宅に係る新たな建物評価ルールの策定とその普及を図る。 

（平成２７年度予算額：１５，０００千円） 

・不動産の個別の取引価格の情報等を基に作成した不動産価格指数（住宅）の本格運用を実施。 

（平成２７年度予算額：１１，５７１千円） 

・ニーズに応じた新たな瑕疵保険商品の開発、保険法人等の関係主体や他制度との連携による普及啓発等 

（平成２８年度以降） 

 該当なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 住本 靖） 

関係課：土地・建設産業局不動産業課（課長 長橋 和久） 

    土地・建設産業局不動産市場整備課（課長 長橋 和久） 

    土地・建設産業局地価調査課（課長 上野 賢一） 

    住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 

住宅局住宅瑕疵担保対策室（室長 石和田 二郎） 

住宅局市街地建築課マンション政策室（室長 佐藤 将年） 
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業績指標８ 

マンションの適正な維持管理 

（①２５年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合、 

  ②新築で３０年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合） 

 

 

（指標の定義） 

①計画期間が２５年以上である長期修繕計画に基づき修繕積立金額を設定している分譲マンションの管理組合の

割合。（Ｂ／Ａ）(ストック) 

※Ａ：５年に一度のマンション総合調査の調査対象マンション管理組合数 

Ｂ：Ａのうち計画期間が２５年以上である長期修繕計画に基づき修繕積立金額を設定している分譲マンションの

管理組合数 

②新築で計画期間が３０年以上である長期修繕計画に基づき修繕積立金額を設定している分譲マンションの管理 

  組合数の割合。（Ｂ／Ａ）(フロー) 

※Ａ：５年に一度のマンション総合調査の調査対象マンション管理組合数 

Ｂ：Ａのうち計画期間が３０年以上である長期修繕計画に基づき修繕積立金額を設定している分譲マンションの

管理組合数 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 分譲マンションは、共用部分を共同で管理することから、適切な維持管理には、長期間にわたる修繕計画とこ

  れに基づく修繕費用の積立を行うことが必要であり、合理的で適正な管理等を示す指標として、住生活基本計画

  で設定している目標値（７０％（Ｈ３２））を基に目標設定。 

② 分譲マンションは、共用部分を共同で管理することから、適切な維持管理には、長期間にわたる修繕計画とこ

れに基づく修繕費用の積立を行うことが必要であり、合理的で適正な管理等を示す指標として、住生活基本計画

  で設定している目標値（概ね１００％（Ｈ３２））を基に目標設定。 

① 、②ともに住生活基本計画を踏まえ、現況値と平成３２年度末までの目標値との差を按分し、平成２７年度末

までの数値を形式的に設定したもの。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 【閣決（重点）】 

 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜都市・住宅分野＞ 

    Ⅲ住宅・建築投資活性化ストック再生戦略 

     １．質の高い新築住宅の供給と中途住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値                                          （年度）

 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

① ３７％ - - - - ４６％ - 

② ５１％ - - - - ６５％ -  

 

 

 

 

評 価 

 

① Ｂ 

 

② Ｂ 

 

①目標値：５６％   （平成２７年度） 

実績値：４６％   （平成２５年度） 

      －    （平成２６年度） 

初期値：３７％   （平成２０年度） 

②目標値：概ね８０％ （平成２７年度） 

 実績値：６５％   （平成２５年度） 

            －       （平成２６年度） 

 初期値：５１％   （平成２０年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○適切なマンションの長期修繕計画の策定のための仕組みづくり 

 マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うこと

が重要であり、経年による劣化に対応するため、適切な長期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立ててお

くことが必要であるため、長期修繕計画を作成・見直しするための標準的な様式として「長期修繕計画標準様式」

と、長期修繕計画の基本的な考え方と長期修繕計画標準様式を使用するための留意点を示した「長期修繕計画作成

ガイドライン及び同コメント」を策定・公表し、セミナー等を実施し普及促進する。 

○マンションの修繕積立金に関するガイドライン 

 新築マンション購入予定者向けに修繕積立金に関する基本的な知識や、修繕積立金額の目安を示した、「マンシ

ョンの修繕積立金に関するガイドライン」を策定・公表し、セミナー等を実施し普及促進する。 

◯マンション管理適正化・再生推進に当たっての課題の解決に向けて、マンション管理組合の活動を支援する法人

等が行う管理組合における合意形成をサポートする活動に対して補助を行う「マンション管理適正化・再生推進

事業」を行う。 

関連する事務事業の概要 

・管理組合の円滑な運営、適切な修繕の実施等を推進するため、居住者の間で定めるべき基本的ルールである管理

規約の標準モデルであるマンション標準管理規約の普及。 

・マンションの維持・管理のため「何を」「どのような点に」留意すべきかを定めたマンション管理標準指針の普

及。 

・管理組合を対象とした相談会やセミナーの開催等。 

・「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会」（平成２４年２月～８月）においてとりま

とめた既存共同住宅再生のための改修の考え方や複数の技術を同時適用できる可能性等を示した技術情報や再

生技術について適用できるマンションのタイプ、建物の部位、足場の設置の要否等を記載した個別技術シートの

提供。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① ２５年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合を把握するに当たっては、５

年に一度のマンション総合調査を基にしており、直近の最新データは平成２５年度の実績値である。よって、

平成２６年度のデータは現時点では把握できないものの、過去の実績値からのトレンドから勘案すると、目標

値の達成に向けて、引き続き取り組む必要がある。 

② 新築で３０年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合を把握するに当たっ

ては、５年に一度のマンション総合調査を基にしており、直近の最新データは平成２５年度の実績である。よ

って平成２６年度のデータは現時点では把握できないものの、過去の実績値からのトレンドから勘案すると、

目標値の達成に向けて、引き続き取り組む必要がある。 

（事務事業の実施状況） 

・長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの普及。 

・マンションの修繕積立金に関するガイドラインの普及。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の実績値は前述のとおり、全国値は過去の実績値が平成２５年度の４６％と過去５年間の伸び率から推

測すると相当程度進展しているものの、特に高経年マンションほど長期修繕計画に基づく修繕積立金を設定してい

る管理組合の割合が低い傾向にある。引き続き住生活基本計画（全国計画）に基づき、適切な長期修繕計画の作成

の促進を図るため、「マンション管理適正化・再生推進事業」の実施、「長期修繕計画標準様式」及び「マンション

の修繕積立金に関するガイドライン」の普及を着実に図るとともに、以下の施策を実施していくこととし、「Ｂ」

と評価した。 

・長期修繕計画標準様式、長期修繕計画ガイドライン及び同コメントの普及。 

・マンション標準管理規約の普及。 

・マンション管理標準指針の普及。 

・管理組合を対象とした相談会やセミナーの開催等。 

・マンションの修繕積立金に関するガイドラインの普及。 

・既存共同住宅再生のための技術情報や個別技術シートの普及。 
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平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・マンション管理適正化・再生推進に当たっての課題の解決に向けて、マンション管理組合の活動を支援する法人等

が行う管理組合における合意形成をサポートする活動に対して補助を行う「マンション管理適正化・再生推進事業」

を引き続き行う。 

（平成２８年度以降） 

 未定 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局市街地建築課マンション政策室 （室長 佐藤 将年） 
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業績指標９ 

 新築住宅における住宅性能表示の実施率 

 

 

（指標の定義） 

年間の新設住宅着工戸数（フロー）に対する、住宅品確法に基づく住宅性能表示制度を活用した新築住宅の戸数 

の割合。（Ａ／Ｂ） 

Ａ：住宅性能表示制度を活用した新築住宅の戸数、Ｂ：年間の新設住宅着工戸数 
注）住宅性能表示制度：「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、耐震、省エネルギー、バリアフリーなどの住宅の基本的な性能につい

て、公正・中立な第三者機関が評価を行い、評価書を交付する制度。 
（目標設定の考え方・根拠） 

住宅を安心して選択できるためには、住宅の質に関する情報を提供する住宅性能表示制度が有効である。 

このため、同制度の現在の普及状況を踏まえ、当面の目標として、新設住宅着工戸数（フロー）に対して、半数以

上の住宅が住宅性能表示制度の評価を受け、性能が表示される住宅となることを目標とする。住生活基本計画におい

て、平成３２年度までに５０％と目標を設定されたことを踏まえ、現況値と平成３２年度までの目標値との差を按分

し、平成２７年度までの数値を形式的に設定。 

（外部要因） 

住宅・不動産市場 

（他の関係主体） 

 住宅供給事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成 22 年 5月 17 日）＜住宅・都市分野＞ 

  Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

   １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１９．９％ ２１．０％ １９．３％ １９．１％ ２３．６％ ２３．５％ ２２．７％ ２３．５％ ２２．３％
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（単位）
新築住宅における住宅性能表示の実施率

評 価 

 

Ｂ 
 

目標値：３７％  （平成２７年度） 

実績値：２３．５％（平成２５年度） 

    ２２．３％（平成２６年度） 

初期値：２４％    （平成２２年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○住宅性能表示制度を利用した住宅の性能等に関する諸情報の分析等を実施し、住宅性能に関する消費者ニーズ

に即した制度改正を実施することにより、制度の普及を促進。 

○インターネットやパンフレット等の各種媒体による制度のＰＲ、地方公共団体等の各種団体が行う普及活動への

支援等を行うことにより、制度の普及を促進。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・実績値は、平成２５年度の２３．５％に対し、平成２６年度は２２．３％と減少しており、このトレンドを延長

すると平成２７年度の目標達成は難しく必ずしも順調ではない。 

・住宅の利用関係別の利用状況としては、在来木造工法による一戸建住宅及び賃貸共同住宅での利用が進んでいな

いことが目標達成が難しい主な要因となっている。 

（事務事業の実施状況） 

・一定の等級を満たした住宅に対する地震保険料の優遇や、住宅金融支援機構の証券化支援業務における金利の引

下げの実施により制度利用の促進が図られている。 

・制度の普及促進のため、平成２５年度の制度改正において、省エネ基準改正に伴う改正、液状化に関する情報提

供の仕組みの整備及び必須評価事項の範囲の見直しを行った。（平成２７年４月施行） 

・インターネットや新聞・雑誌、パンフレットや事例集等による制度のメリットのＰＲ、地方公共団体等の各種団

体が行う普及活動への支援等を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・実績値は平成２５年度の２３．５％に対し、平成２６年度は２２．３％と減少しており、このトレンドを延長す

ると平成２７年度の目標達成は難しく必ずしも順調ではないため、評価を「Ｂ」とした。 

・主な課題は在来木造工法による一戸建住宅及び賃貸共同住宅における利用率が低いことであるため、中小工務店

や賃貸共同住宅の所有者等に向けた普及活動が必要である。 

・今後は住生活基本計画（平成２３年３月１５日）で定められている通り、平成３２年度を目標年度とし、実施率

の目標（５０％）は堅持したうえで、課題の解消に向けた方策を検討し、一層の普及促進を図ることを目指す。 

・消費者や住宅生産者等利用者にとって、わかりやすく、使いやすい制度とするためには、住宅全般に対するニー

ズに加え、住宅の属性ごとの利用者のニーズについても把握することが重要であり、これらを踏まえ、制度・基

準の更なる見直しに着手する必要がある。 

・住宅の取得に関心のある者に対して、インターネットやパンフレット等の各種媒体による制度のＰＲ、地方公共

団体等の各種団体が行う普及活動への支援等を行うことにより、より一層の制度の周知を図り、住宅の消費者に

よる制度の活用を引き続き促進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・平成２５年度の制度改正における、省エネ基準改正に伴う改正、液状化に関する情報提供の仕組みの整備及び必須

評価事項の範囲の見直しの取組みが平成２７年度から施行されることから、改正制度の運用に伴う課題を抽出し、

課題の解消に向けた方策の検討を行う。 

・長期優良住宅の認定基準において住宅性能表示制度の評価方法基準が引用されていることから、住宅性能評価書を

活用した長期優良住宅の認定取得を推進することで引き続き住宅性能表示制度の普及・促進を図る。 

（平成２８年度以降） 

・制度・基準の見直し内容の周知徹底を図る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純）  
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業績指標１０ 

リフォーム時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅の全リフォーム実施戸数・棟数に占める割合 

 

 

（指標の定義） 

全リフォーム実施戸数・棟数に占めるリフォーム時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅戸数・棟数の割合（Ａ／Ｂ）。

※Ａ：リフォーム時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅戸数・棟数（年間） 

Ｂ：住宅のリフォーム実施戸数・棟数（DIY 分※を除く）（年間） 

※DIY（Do it yourself）分：請負によらず自ら行ったリフォームの件数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

安心してリフォームを実施できる市場環境整備状況をみる指標として、住生活基本計画で設定しているリフォーム

時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅の全リフォーム実施戸数・棟数に占める割合の目標値（１０％（平成３２年））

を基に、現況値と平成３２年度末までの目標値との差を按分し、平成２７年度末までの数値を形式的に設定したもの。

（外部要因） 

資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

 リフォーム事業者、住宅瑕疵担保責任保険法人 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

  ・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞  

    Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

     １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値 （暦年） 

Ｈ２２（４～１２月） Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

０．２％ － － ０．２％ －  
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（%） リフォーム時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅の全リフォーム実施戸数・棟数に占める割合

 
 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：５．１％（平成２７年） 

実績値：０．２％（平成２５年） 

     －  （平成２６年） 

初期値：０．２％（平成２２年４～１２月） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○リフォーム瑕疵保険、大規模修繕瑕疵保険の周知普及 

○住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイント制度 

  エコリフォームの推進等のため、窓や外壁等の断熱改修、またはこれらの改修と併せて行う太陽熱利用システ

ム等の住宅設備の設置、リフォーム瑕疵保険への加入等により、一定のポイントを発行し、これを使って被災地

産品、省エネ・環境配慮に優れた商品等への交換や追加工事の費用に充当できる制度（リフォーム瑕疵保険への

加入は、復興支援・住宅エコポイントのみ）。 

予算額：３，８８８億円（国土交通省、経済産業省（住宅エコポイントのみ）、環境省） 

○省エネ住宅ポイント 

  エコリフォームの推進等のため、窓や外壁等の断熱改修及び設備の一体的工事（設備エコ改修）又はこれらの

改修と併せてリフォーム瑕疵保険への加入すること等により一定のポイントを発行し、省エネ・環境配慮に優れ

た商品との交換や追加工事の費用に充当できる制度。 

予算額：８０５億円（平成２６年度補正） 

○リフォーム工事に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保

険、マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引受け。 

○住宅ストック活用・リフォーム推進事業 

中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、リフォームの主な担い手である中小工務店等が連携して取

り組む設計・施工基準の整備や、消費者の相談体制の整備、住宅団地における空き家等の流通促進に向けた取組、

リフォームによる性能向上を建物価値に反映させるための取組等に対して支援する制度。 

予算額：住宅ストック活用・リフォーム推進事業 １０億円（平成２５年度）、１１．０９億円（平成２６年度）

○リフォームすることによりフラット３５の融資基準に適合する中古住宅について、リフォーム瑕疵保険及び住宅

金融支援機構の住宅融資保険制度の活用により、フラット３５の融資が可能となる仕組みを実施。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

業績指標については、直近の平成２５年までの実績値によれば、過去の実績値から概ね横ばいで推移し、平成２

５年は０．２％となっている。過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標値を達成できていない可能性があ

る。 

（事務事業の実施状況） 

・住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引き受けた。

 （平成２５年度申込実績：リフォーム瑕疵保険２，６３８戸、大規模修繕瑕疵保険８１０棟、平成２６年度申込

実績：リフォーム瑕疵保険２，４９３戸、大規模修繕瑕疵保険６１８棟） 

・復興支援・住宅エコポイントについては、従来の住宅エコポイントを含め、７９３，０９７戸にポイント発行（約

５１０億ポイント）、内、リフォーム瑕疵保険への加入は４０３件（平成２２年３月末から平成２７年１月末）。

・省エネ住宅ポイントについては、１４８戸にポイント発行（約８百万ポイント）（平成２７年３月１０日から平

成２７年３月３１日） 

・住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業において、平成 25 年度は 10 件、平成 26 年度は 32 件を採択。 

・リフォームすることによりフラット３５の融資基準に適合する中古住宅について、リフォーム瑕疵保険及び住宅

金融支援機構の住宅融資保険制度の活用により、フラット３５の融資が可能となる仕組みを実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 前述のとおり、当該業績指標は目標値を達成できていない可能性があり、安心してリフォームを実施できる市場

環境整備の整備に向けて、既存施策を着実に推進するとともに、平成２７年度に新たな措置を講じる必要があるた

め、「Ｂ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 ニーズに応じた新たな瑕疵保険商品の開発、保険法人等の関係主体や他制度との連携による普及啓発等 

（平成２８年度以降） 

該当なし 

 

担当課等（担当課長名等）

担当課：住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室（室長 石和田 二郎） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 
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業績指標１１ 

 新築住宅における認定長期優良住宅の割合 

 

 

（指標の定義） 

年間の新設住宅着工戸数（フロー）に対する、長期優良住宅に係る認定を取得した住宅の戸数（Ａ／Ｂ） 

※Ａ：年度の長期優良住宅の認定戸数、Ｂ：年度の新設住宅着工戸数 

（目標設定の考え方・根拠） 

将来は、住生活の向上及び環境への負荷の低減の観点から、より多くの長期優良住宅が普及することが望ましい。

当初２～３年で新築住宅の１割程度を目指していたところ、概ね順調に推移してきたことから、当面は、着実にそ

の割合を高めることとし、住生活基本計画において、当初目標の倍を目安として２０％（平成３２年度）に設定。

これをもとに現況値と平成３２年度末までの目標値との差を按分し、平成２７年度の目標値を形式的に設定。 

（外部要因） 

資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

 住宅供給事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞ 

  Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

     １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

８．８％（注） １２．７％ １２．５％ １２．０％ １２．０％ １１．４％ 

（注）認定長期優良住宅の供給が開始された平成２１年６月から平成２２年３月までの数値 
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新築住宅における認定長期優良住宅の割合

評 価 

 

Ｂ 
 

目標値：１４．４ ％ （平成２７年度） 

実績値：１２．０ ％（平成２５年度） 

    １１．４ ％（平成２６年度） 

初期値： ８．８ ％ （認定長期優良住宅の供給が開始された平

成２１年６月から平成２２年３月までの数値） 

32



 

 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される長期優良住宅について支援、認定制度及び基準の合理化等により

普及の促進を図る。 

○インターネットやパンフレット等の各種媒体による制度のＰＲ、地方公共団体等の各種団体が行う普及活動への

支援等を行うことにより、制度の普及を促進。 

【税制上の特例措置】 

○長期優良住宅に対する税制上の特例措置 

耐久性、耐震性及び可変性等を備える質の高い住宅の供給及び適切な維持管理等による住宅の長寿命化を推進す

るため、認定を受けた長期優良住宅に対する税制上の特例措置を実施。 

関連する事務事業の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は、２５年度の１２．０％に対し１１．４％と減少しており、このトレンドを延長すると、

平成２７年度の目標値達成は難しく、必ずしも順調ではない。 

・住宅の利用関係別に普及状況をみると、共同住宅に係る実績値は平成２５年度０．７％であり、共同住宅におい

て利用が進んでいないことなどが目標値達成が難しい主な要因となっている。 

（事務事業の実施状況） 

・規則の改正により、平成２２年６月１日より長期優良住宅の認定に係る書類の簡素化等を実施。 

・共同住宅に係る認定基準の合理化を図った告示改正を、平成２４年４月１日より施行した。 

・インターネットや新聞・雑誌、パンフレットや事例集等による制度のメリットのＰＲ、地方公共団体等の各種団

体が行う普及活動への支援等を行った。 

・平成２６年度税制改正において、長期優良住宅に対する税制上の特例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資

産税）の適用期限を２年延長し、引き続き長期優良住宅の普及を促進した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は、２５年度の１２．０％に対し１１．４％と減少しており、このトレンドを延長すると、

目標年度の目標値達成は難しく、必ずしも順調ではないため、評価を「Ｂ」とした。 

・主な課題は共同住宅における普及であり、ボトルネックとなっている基準等について検証が必要である。 

・今後は、住生活基本計画（平成２３年３月１５日）で定められている通り、平成３２年度を目標年度とし、実施

率の目標（２０％）は堅持したうえで、課題の解消に向けた方策を検討し、一層の普及の促進を図ることを目指

す。 

・住宅の取得に関心のある者に対して、必ずしも十分に制度が認知されていないため、インターネットやパンフレ

ットや事例集等の各種媒体による制度のＰＲ、地方公共団体等の各種団体が行う普及活動への支援等を行うこと

により、より一層の制度の周知を図り、住宅の消費者による制度の活用を引き続き促進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・さらなる制度の普及を図るため、認定制度に関する課題を抽出し、課題の解消に向けた方策の検討を行う。 

・平成２７年度税制改正において、長期優良住宅に対する税制上の特例措置（住宅ローン減税、所得税（投資型））

の適用期限を１年半延長し、さらに控除対象限度額の引き上げを行う等引き続き長期優良住宅の普及を促進。 

（平成２８年度以降） 

・必要に応じ課題の解消に向けた方策を実施するなど、住生活基本計画（平成２３年３月１５日）で定められた平成

３２年度の目標値達成に向け、今後一層の普及促進のための取組みを行う。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 
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目標値

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

77%(23年度) 74% 77% 81% 83% 集計中 A 約87%

70%(21年度) 78% 81% 82% 83% 集計中 A 約85%

89%(21年度) 92% 93% 93% 93% 集計中 A 約95%

75%(22年度) 75% 78% 79% 80% 集計中 B 約88%

47%(21年度) 48% 50% 52% 54% 集計中 A 約54%

14%(21年度) 17% 18% 12% 14% 集計中 B 22%

約47%(22年度) 約47% 約48％ 約48％ 約49％ 集計中 B 約54%

約32%(18年度) 約39% 約44％ 約44％ 約44％ 集計中 B 約50%

約25%(18年度) 約32% 約33％ 約33％ 約34％ 集計中 B 約39%

45%(22年度) 45% 47% 50.8% 53.5% 集計中 A 約58%

－ － － － －

目標値

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

45.7%(21年度) 49.5% 52.8% 55.8% 59.5% 集計中 A 約60%

-%(21年度) 35.5% 38.4% 41.0% 43.9% 集計中 B 約52%

-%(21年度) 3.0% 3.3% 3.6% 3.9% 集計中 B 約12%

12,256台(22年度) 12,256台 13,099台 13,856台 13,978台 集計中 B 20,000台

18.1%(22年度) 18.1% 20.6% 24.5% 28.6% 集計中 A 約34%

81.4%(22年度) 81.4% 86.1% 89.2% 92.8% 集計中 A
約90%

(32年度)

－ － － － －

年度ごとの目標値

実績値

⑥航空機

②ノンステップバス

③リフト付きバス等

⑤旅客船

年度ごとの目標値

④進展が大きくない

評価

①鉄軌道車両

バリアフリー化については、旅客施設、建築物等の整備に対する補助等の支援、市
町村が作成する基本構想の作成促進等により、目標達成に向けて着実に進んでい
る。一方、構造等の制約により整備が困難な施設や予算不足等により整備が進ま
ない施設がある等の課題もある。

⑥不特定多数の者等が利用する
一定の建築物（新築）のうち誘導
的なバリアフ リー化の基準に適
合する割合
⑦園路及び広場、駐車場、便
所がバリアフリー化された都市
公園の割合

（ⅰ）

（ⅱ）

④福祉タクシー

目標の達成に向けて、引き続き、一体的・総合的なバリアフリー化を推進する。

評価

②段差解消をした旅客施設の割合

③視覚障害者誘導用ブロック
を整備した旅客施設の割合

④障害者対応型便所を設置した
旅客施設の割合

⑤不特定多数の者等が利用する
一定の建築物のバリアフリー化率

主要な業績指標である12（③～⑥、⑦(ⅱ)(ⅲ)を除く）、13について、平成25年度ま
での実績値及び平成22年度からのトレンドを延長すると、７つの指標で目標達成に
向けた成果を示しており、また、13-②では一定の進展があると考えられる。一方
で、目標に近い実績を示さなかった12-⑦(ⅰ)や13-③④があるため。

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

実績値

施策目標個票
（国土交通省26－③）

施策目標 総合的なバリアフリー化を推進する。

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

高齢者、障害者を含むすべての人々が安心して生活することができるよう、一体的・総合的なバリアフリー化等を推
進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

評価結果

（ⅲ）

⑧バリアフリー化された特定路
外駐車場の割合

①特定道路におけるバリアフリー化率

業績指標
13　バリアフリー化された車両
等の割合

12　公共施設等のバリアフリー
化率

初期値

初期値
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初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

37% － － － 41.2% － 59%

－ － － － －

初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

9.5% － － － 10.7% － 18.5%

－ － － － －

初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

16% － － － 17% － 23%

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

39 35 37 55

0 0 0 -

0 0 0 -

39 35 37 55

29 27

0 0

9 8

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名 平成27年8月担当部局名

総合政策局
関係局：道路局、住
宅局、都市局、鉄道
局、自動車局、海事
局、港湾局、航空局

学識経験を有する者の知
見の活用

総合政策局
安心生活政策課

（課長　松本　勝利）

不用額（百万円）

政策評価実施時期

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）
＜意見等＞
主要な業績指標が多すぎる。
＜対応方針＞
御指摘を踏まえ、「代表性」「重要性」の観点から、主要指標を業績指標から選抜して評価する。

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内数
がある。

執行額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

15　共同住宅のうち、道路から
各戸の玄関まで車椅子・ベビー
カーで通行可能な住宅ストック
の比率

実績値

補正予算（b）

28年度要求額

評価

B
暦年ごとの目標値

14　高齢者（65歳以上の者）の
居住する住宅のバリアフリー化
率（①一定のバリアフリー化）

実績値

評価

B
暦年ごとの目標値

評価

B
暦年ごとの目標値

14　高齢者（65歳以上の者）の
居住する住宅のバリアフリー化
率（②高度のバリアフリー化）

実績値
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業績指標１２ 

 公共施設等のバリアフリー化率（①特定道路におけるバリアフリー化率、②段差解消をした旅客施設の割合、③視

覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合、④障害者対応型便所を設置した旅客施設の割合、⑤不特定多数

の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率、⑥不特定多数の者等が利用する一定の建築物（新築）のうち誘

導的なバリアフリー化の基準に適合する割合）、⑦園路及び広場、駐車場、便所がバリアフリー化された都市公園の

割合（（ⅰ）園路及び広場、（ⅱ）駐車場、（ⅲ）便所）、⑧バリアフリー化された特定路外駐車場の割合 

 

 

（指標の定義） 

①「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年法律第 91 号。以下「バリアフリー法」

という。）に規定する特定道路（※）のうち、「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」

（平成 18 年国土交通省令第 116 号）で定める基準を満たす道路の割合。 

 特定道路におけるバリアフリー化率＝ 

    特定道路の道路延長のうちバリアフリー化された道路延長 ÷ 特定道路の道路延長 

※特定道路：駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の高齢者、障害者等が通常徒歩で移動す

る道路の区間として、国土交通大臣が指定したもの 

 

評 価 

①Ａ 

 

②Ａ 

 

③Ａ 

 

④Ｂ 

 

⑤Ａ 

 

⑥Ｂ 

 

⑦ 

（ⅰ）Ｂ 

（ⅱ）Ｂ 

（ⅲ）Ｂ 

 

⑧Ａ 

 

 

①目標値：約８７％ （平成２７年度） 

実績値：８３％  （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：７７％  （平成２３年度） 

②目標値：約８５％ （平成２７年度） 

実績値：８３％  （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：７０％  （平成２１年度） 

③目標値：約９５％ （平成２７年度） 

実績値：９３％  （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：８９％  （平成２１年度） 

④目標値：約８８％ （平成２７年度） 

 実績値：８０％  （平成２５年度） 

     集計中  （平成２６年度） 

 初期値：７５％  （平成２２年度） 

⑤目標値：約５４％ （平成２７年度） 

実績値：５４％  （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：４７％  （平成２１年度） 

⑥目標値：２２％  （平成２７年度） 

実績値：１４％  （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：１４％  （平成２１年度） 

⑦（ⅰ） 

 目標値：約５４％ （平成２７年度） 

 実績値：約４９％ （平成２５年度） 

     集計中  （平成２６年度） 

 初期値：約４７％ （平成２２年度） 

  （ⅱ）： 

 目標値：約５０％ （平成２７年度） 

 実績値：約４４％ （平成２５年度） 

     集計中  （平成２６年度） 

 初期値：約３２％ （平成１８年度） 

  （ⅲ）： 

 目標値：約３９％ （平成２７年度） 

 実績値：約３４％ （平成２５年度） 

     集計中  （平成２６年度） 

 初期値：約２５％ （平成１８年度） 

⑧目標値：約５８％ （平成２７年度） 

 実績値：５３．５％（平成２５年度） 

     集計中  （平成２６年度） 

 初期値：４５％  （平成２２年度） 
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②段差解消をした旅客施設の割合 

 1 日あたりの平均的な利用者数が 3,000 人以上である旅客施設（鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル

及び航空旅客ターミナル）のうち、バリアフリー法に基づく「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構

造及び設備に関する基準を定める省令」（平成１８年国土交通省令第１１１号。以下「公共交通移動等円滑化基準」

という。）第 4 条に掲げる基準に適合し、段差解消をしたものの割合。 

 段差解消をした旅客施設の割合＝ 

      公共交通移動等円滑化基準第 4条を満たす 1日あたりの平均的な利用者数が 3,000 人以上の旅客施設数 

       ÷ 1 日あたりの平均的な利用者数が 3,000 人以上である旅客施設数 

      ※構造上の制約等により整備が困難な旅客施設も含む 

 

③視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合 

 1 日あたりの平均的な利用者数が 3,000 人以上である旅客施設（鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、

航空旅客ターミナル）のうち、公共交通移動等円滑化基準第 9条に掲げる基準に適合し、視覚障害者誘導用ブロック

を整備したものの割合。 

   視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合＝  

         公共交通移動等円滑化基準第 9 条を満たす 1 日あたりの平均的な利用者数が 3,000 人以上の旅客施設数

         ÷ 1 日あたりの平均的な利用者数が 3,000 人以上である旅客施設数 

 

④障害者対応型便所を設置した旅客施設の割合 

 便所を設置している 1 日あたりの平均的な利用者数が 3，000 人以上である旅客施設（鉄軌道駅、バスターミナ

ル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル）のうち、公共交通移動等円滑化基準第 13 条から第 15 条までに掲げる

基準に適合し、障害者対応型便所を設置したものの割合。 

  障害者対応型便所を設置した旅客施設の割合＝ 

      公共交通移動等円滑化基準第13条から第15条までを満たした便所を設置した1日あたりの平均的な利用

者数が 3,000 人以上の旅客施設数 

    ÷ 便所を設置している 1日あたりの平均的な利用者数が 3,000 人以上の旅客施設数 

 

⑤不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率 

 床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物（注１）の総ストック数のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令」（平成 18 年政令第 379 号）第 11 条から第 23 条までに定める基準（以下「建築物移動等円

滑化基準」という。）（注２）に適合するものの割合。 

（注１）病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定多数の者または主として高齢者、障害者等が利用する建築物

（注２）出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等の施設の構造及び配置に関する基準 

    

  不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率＝ 

          建築物移動等円滑化基準に適合する床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物の総ストック数  

           ÷ 床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物の総ストック数 

 

⑥床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物（注３）のフローのうち、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるように

するために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」（平成18年国土交通省令第114号）

に定める基準（以下「建築物移動等円滑化誘導基準」という。）（注４）に適合するものの割合（Ａ／Ｂ）。 

（注３） 病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定多数の者または主として高齢者、障害者等が利用する建築

物 

（注４）出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等の施設の構造及び配置に関する誘導的基準 

※Ａ：建築物移動等円滑化誘導基準に適合する、床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物着工件数 

   Ｂ：床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物着工件数 

 

⑦バリアフリー法に規定する特定公園施設（注５）である園路及び広場、駐車場、便所が設置された都市公園のう

ち、各施設が都市公園移動等円滑化基準（注 6）に適合した都市公園の割合。 

（注５）バリアフリー法に基づき、同法政令で定める移動等円滑化が必要な公園施設 

（注６）「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令（平成 18 年国土交通省令第

115 号）で定める特定公園施設の移動等円滑化のための基準 

 

⑧バリアフリー法に規定する特定路外駐車場（注７）のうち、路外駐車場移動等円滑化基準（注８）に適合した路

外駐車場の割合。 

（注７）駐車の用に供する部分が５００㎡以上、かつその利用に対して料金を徴収している路外駐車場のうち、道

路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場。 

（注８）「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の設置に関する基準を定める省令」（平成 18 年国土交通省

令第 112 号）で定める特定路外駐車場の移動等円滑化のための基準。 

（分子）＝路外駐車場移動等円滑化基準に適合した路外駐車場の数 

（分母）＝特定路外駐車場の数 

（目標設定の考え方・根拠） 

①バリアフリー法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（平成２３年国家公安委員会・総務省・国土

交通省告示第１号）において、平成 32 年度までの目標値（約 100％）を設定している。これを踏まえ、現況値と平成
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32 年度末までの目標値との差を按分し、平成 27 年度末までの数値を形式的に設定したもの。 

 

②③④移動等円滑化の促進に関する基本方針において、平成 32 年度までに１日あたりの平均的な利用者数が 3,000

人以上の鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルにおいて原則として全て移動等円滑化

を達成することを目指すこととしている（この場合、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う

こととする。）。これを踏まえ、現況値と平成 32 年度末までの目標値との差を按分し、平成 27 年度末までの数値を形

式的に設定したもの。 

 

⑤移動等円滑化の促進に関する基本方針（国土交通大臣告示）において、平成３２年度までの目標値（約６０％）

を設定している。これを踏まえ、現況値と平成３２年度末までの目標値との差を按分し、平成２７年度末までの数値

を形式的に設定したもの。 

 

⑥これまでの取組と平成１４年（「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法

律（旧ハートビル法）改正）からの認定特定建築物に対する支援措置の拡充等を踏まえ、平成３２年度までに２,０

００㎡以上の特別特定建築物のフローのうち建築物移動等円滑化誘導基準を満たす割合の目標値（３０％）を設定し、

これを踏まえ、現況値と平成 32 年度末までの目標値との差を案分し、平成 27 年度末までの数値を形式的に設定した

もの。 

 

⑦移動等円滑化の促進に関する基本方針において、平成 32 年度までに園路及び広場約 60％、駐車場約 60％、便所

約 45％を移動等円滑化することとしている。これを踏まえ、平成 32 年度までの中間年である平成 27 年度に目標の 5

割以上を達成することとして、園路及び広場については約 54％、駐車場については約 50％、便所については約 39％

に設定したもの。 

 

⑧移動等円滑化の促進に関する基本方針において、平成 32 年度までに特定路外駐車場の 70％を移動等円滑化する

こととしている。これを踏まえ、平成 32 年度までの中間年である平成 27 年度に目標の 5割以上を達成することとし

て約 58％に設定したもの。 

（外部要因） 

②③④旅客施設の構造等 

⑤⑥経済状況等による新規建築物着工数等 

 

（他の関係主体） 

 ①⑦地方公共団体（事業主体） 

②③④地方公共団体（事業主体）、公共交通事業者（事業主体） 

⑤⑥地方公共団体（事業主体）、建築事業者（事業主体） 

⑧路外駐車場管理者 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「公共施設のみならず、制度や意識の面でも社会のバリアフリー化を引き続き推進いたします。」   

 【閣議決定】 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成１８年法律第９１号） 

・経済財政改革の基本方針２００７（平成１９年６月１９日） 

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に掲げる目標の達成に向けてバリアフリー環境の整備に取り組む。（第４

章５．） 

・経済財政改革の基本方針２００８（平成２０年６月２７日） 

住宅・建築物等生活空間のバリアフリー化を推進する。（第５章３．） 

・経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日） 

  バリアフリー化等の推進のためのインフラの重点整備。（第２章１．） 

・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日） 

  バリアフリー法第３条第１項に基づく移動等円滑化の促進に関する基本方針に定められた目標を達成すること

を目指す等一体的・総合的なバリアフリー化を推進する。（第３ ３.） 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき 2011 年に改訂された「移動等円滑化の促進に

関する基本方針」に定められた現行の整備目標等を着実に実現する。 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記述あり」 

 【その他】 

 

 

 

過去の実績値（①特定道路におけるバリアフリー化率） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

７４％ ７７％ ８１％ ８３％ 集計中 
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過去の実績値（②段差解消をした旅客施設の割合） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

７８％ ８１％ ８２％ ８３％ 集計中 

過去の実績値（③視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

９２％ ９３％ ９３％ ９３％ 集計中 

過去の実績値（④障害者対応型便所を設置した旅客施設の割合） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

７５％ ７８％ ７９％ ８０％ 集計中 

過去の実績値（⑤不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

４８％ ５０％ ５２％ ５４％ 集計中 

過去の実績値（⑥不特定多数の者等が利用する一定の建築物（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の

基準に適合する割合） 
（年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１７％ １８％ １２％ １４％ 集計中 

過去の実績値（⑦園路及び広場、駐車場、便所がバリアフリー化された都市公園の割合） （年度）

（ⅰ）園路及び広場  

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約４７％ 約４８％ 約４８％ 約４９％ 集計中 

（ⅱ）駐車場 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約３９％ 約４４％ 約４４％ 約４４％ 集計中 

（ⅲ）便所 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約３２％ 約３３％ 約３３％ 約３４％ 集計中 

過去の実績値（⑧バリアフリー化された特定路外駐車場の割合） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

４５％ ４７％ ５０．８％ ５３．５％ 集計中 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・歩行空間のバリアフリー化の推進（◎） 

多数の高齢者、障害者等が通常徒歩で移動する駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路において、誰もが安心して

通行できるよう、幅の広い歩道などの整備、歩道の段差解消等を実施。 

予算額：道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

成２６年度） 

・地域公共交通の確保・維持・改善の推進（◎） 

  バス、タクシー、旅客船、鉄道駅、旅客ターミナルのバリアフリー化等を支援する等、移動に当たってのバリ
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アがより解消されるために必要な支援を行う。 

  予算額：地域公共交通確保維持改善事業   ３３３億円の内数（平成２５年度） 

３０６億円の内数（平成２６年度） 

・旅客船ターミナルのバリアフリー化の推進（◎） 

旅客船ターミナルのバリアフリー化を推進する。 

予算額：旅客船ターミナルにおけるバリアフリー化 １４億円の内数（平成２５年度） 

                         ９億円の内数（平成２６年度） 

・官庁施設のバリアフリー化の推進（◎） 

  窓口業務を行う官署が入居する官庁施設のバリアフリー化を推進する。 

予算額：官庁営繕費 １８４億円の内数（平成２５年度） 

官庁営繕費 １７６億円の内数（平成２６年度） 

 

・バリアフリー法等に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の推進（◎） 

バリアフリー法に基づき、高齢者・障害者をはじめとする誰もが自立できるユニバーサルデザインの考え方に

基づいたバリアフリー社会を着実に実現するための施策（「心のバリアフリー」社会の実現のための施策の拡充、

バリアフリー法に基づく基本構想の作成促進、段階的・継続的な発展（スパイラルアップ）を図るための体制確

立）を実施することにより、より一層のバリアフリー化の推進を図る。  

予算額：バリアフリー法に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の推進 ０．４億円（平成２６年度） 

 

・都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業による支援の実施（◎） 

「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画」において、都市公園のバリアフリー化等の目標を定めた地

方公共団体に対して、複数の都市公園におけるバリアフリー化対策等の施設整備を緊急かつ重点的に支援する。

予算額：社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）の内数（平成２６年度） 
（注） ◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものであ

る。 
・路外駐車場のバリアフリー化の推進 

バリアフリー法を踏まえ、高齢者や障害者等の移動及び施設利用の利便性等の向上促進について自治体等を

対象とした担当者会議や講習会等において周知徹底することで、路外駐車場のバリアフリー化を推進する。 

 

 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 特定道路におけるバリアフリー化率 

・特定道路におけるバリアフリー化率は平成２５年度において２％増加しており、集計中の平成２６年度も同様の

増加を見込んでいるため、このトレンドを延長すると目標年度内に目標値を達成することとなり、順調に進捗して

いる。 

②段差解消をした旅客施設の割合 

・段差解消をした旅客施設の割合は平成２３年度から平成２５年度にかけて２％増加しており、このトレンドを延

長すると、目標年度内に目標値を達成すると見込まれ、順調に進捗している。 

③視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合 

・視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合は平成２１年度から平成２５年度にかけて４％増加してお

り、目標年度内に目標値を達成すると見込まれ、順調に進捗している。 

④障害者対応型便所を設置した旅客施設の割合 

・障害者対応型便所を設置した旅客施設の割合は平成２３年度から平成２５年度にかけて２％増加しているが、こ

のトレンドを延長した場合、目標年度内に目標値を達成することは困難であり、目標の達成に向けた努力が必要で

ある。 

 

⑤不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率 

・不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率は、平成２５年度において、目標年度（平成２７

年度）における目標値を達成していることから、順調に進捗している。 

⑥不特定多数の者等が利用する一定の建築物（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の基準に適合する割合 

・２,０００㎡以上の特別特定建築物のフローのうち、建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の割合につい

ては、目標年度内に目標値を達成すると判断することは困難であり、目標の達成に向けた努力が必要である。 

⑦園路及び広場、駐車場、便所のバリアフリー化率は平成２２年度から平成２５年度にかけてそれぞれ２％、５％、

２％増加しているが、目標値の達成に向けたトレンドをやや下回っているため、目標の達成に向けた努力が必要で

ある。 

⑧平成２４年度については約５０％となっており、前年度比＋３％と順調に推移している。 

 

（事務事業等の実施状況） 

① 特定道路におけるバリアフリー化率 
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・多数の高齢者、障害者等が通常徒歩で移動する駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路において、誰もが安心して通

行できるよう、幅の広い歩道などの整備、歩道の段差解消等を実施する等の歩行空間のバリアフリー化を推進して

いる。今後、各市町村の基本構想の作成が進むに従い、整備も進捗するものと考えられる。 

②段差解消をした旅客施設の割合、③視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合、④障害者対応型便所

を設置した旅客施設の割合 

・旅客施設のバリアフリー化については、基本的には公共交通事業者がバリアフリー化のための投資を行っており、

新たにエレベーター等を設置する場合、大規模な改良工事を行う必要があること等の理由から段差の解消が困難

な施設もあるが、各支援制度の有効活用などによって推進しているところである。 

・バリアフリー法においては、市町村は、地域の実情に応じて、旅客施設、官公庁施設、福祉施設等の主要な生活

関連施設とその周辺の重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための基本構想を作成できることとしている。

平成２７年３月末現在２８３市町村により４４８基本構想が作成されており、旅客施設のバリアフリー化の推進に

貢献しているものと考えられる。 

⑤不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率 

・建築物のバリアフリー化については、平成１４年の旧ハートビル法改正において２，０００㎡以上の特別特定建

築物の建築等する際に建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けされ、バリアフリー法においても引き続き的

確な運用が行われている。 

⑥不特定多数の者等が利用する一定の建築物（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の基準に適合する割合 

・今後、バリアフリー新法における基本構想の作成が進むに従い、引き続き実施する各支援措置と併せて、整備の

進捗が図られると考えられる。 

⑦地方公共団体におけるバリアフリー化への取組みに対し、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業を含めた都

市公園整備に対する補助事業により支援を実施した。また、平成２４年３月に「都市公園の移動等円滑化整備ガ

イドライン」を改訂し、情報提供・利用支援等のソフト面からもより一層推進している。 

⑧バリアフリー法の趣旨を周知徹底することで、路外駐車場のバリアフリー化を推進している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

① 特定道路におけるバリアフリー化率 

・特定道路におけるバリアフリー化率については、順調に推移しているため、「Ａ」と評価した。引き続き、平

成２７年度の目標達成に向け、特定道路のバリアフリー化の推進を図る。 

②段差解消をした旅客施設の割合、③視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合、④障害者対応型便所

を設置した旅客施設の割合 

・旅客施設のバリアフリー化率及び視覚障害者誘導用ブロックを整備した旅客施設の割合については、順調に推移

しているため、「Ａ」と評価した。一方、障害者対応型便所を設置した旅客施設の割合については、あまり増加

しておらず「Ｂ」と評価した。事業者は平成３２年度の目標達成に向けてバリアフリー化に取り組んでいるとこ

ろ。平成２７年度の国が設定している中間目標にあわせての整備は行っていないため、中間目標に対しての進捗

状況はＢ評価となった。引き続き、平成２７年度の目標値の達成に向け、旅客施設のバリアフリー化の推進を図

る。 

⑤不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率 

・不特定多数の者等が利用する一転の建築物のバリアフリー化率については、順調に推移しているため「Ａ」と評

価した。今後も引き続き不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化の促進を図る。 

⑥不特定多数の者等が利用する一定の建築物（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の基準に適合する割合 

・２,０００㎡以上の特別特定建築物のフローのうち、建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の割合につい

ては、目標年度において目標を達成すると判断することは困難であり「Ｂ」と評価した。引き続き目標値の達成

に向け、建築物のバリアフリー化の促進を図る。 

⑦園路及び広場、駐車場、便所のバリアフリー化率については、特に小規模な都市公園においてバリアフリー化の

基準に適合していない公園が多く、目標値の達成に向けたトレンドをやや下回っていることから、Ｂと評価した。

今後は、特に小規模な都市公園のバリアフリー化に係る支援の拡充等の検討を行い、目標の達成に向けて施策を

推進する。 

 

⑧バリアフリー化された路外駐車場の割合 

・業績指標は、目標達成に向けて順調に推移している。 

・引き続き、バリアフリー法の趣旨を駐車場担当者会議などで周知徹底し、路外駐車場のバリアフリー化を推進す

る。 

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度以降） 

・建築物移動等円滑化誘導基準に適合する建築物の利用実態や同基準への適合に際しての課題を把握するなど引き続

き現状把握を行う。（⑥） 

・容積率の算定の特例が受けられるバリアフリー法に基づく認定制度について、ホームページでの情報提供を通じ国

民や地方公共団体、民間事業者等への一層の周知徹底を図り、更なるバリアフリー化を促進する。（⑥） 

・平成２４年度に改訂された「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」について、建築物のバリ

アフリー化のためのガイドラインとしての活用を促すと共に、ホームページへの掲載等による啓発を引き続き行う

ことで、更なるバリアフリー化の促進を図る。（⑤⑥） 

・バリアフリー法の趣旨を駐車場担当者会議などで周知徹底し、路外駐車場のバリアフリー化を推進する。（⑧） 
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担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局安心生活政策課（課長 松本 勝利） 

：道路局環境安全課（交通安全政策分析官 岡 邦彦） 

   ：住宅局建築指導課（課長 石崎 和志） 

：都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明） 

：都市局街路交通施設課（課長 神田 昌幸） 

 

関係課：海事局内航課（課長 新垣 慶太） 

：航空局航空ネットワーク企画課 （課長 宮澤 康一） 

：大臣官房官庁営繕部計画課（課長 住田 浩典） 

：大臣官房官庁営繕部整備課（課長 尾崎 俊文） 

：鉄道局技術企画課 （課長 中山 康二） 

：港湾局産業港湾課 （課長 水谷 誠） 

：自動車局総務課企画室（室長 黒須 卓） 
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業績指標１３ 

 バリアフリー化された車両等の割合（①鉄軌道車両、②ノンステップバス、③リフト付きバス等、④福祉タクシー、

⑤旅客船、⑥航空機 

 

 

（指標の定義） 

・鉄軌道車両 

公共交通移動等円滑化基準第 31 条から第 33 条までに掲げる基準（乗降口、客室、連結部等の基準）に適合する車

両。 

・ノンステップバス 

床面高さが概ね 30ｃｍ以下であって、公共交通移動等円滑化基準に適合する車両。 

・リフト付きバス等 

公共交通移動等円滑化基準第 43 条に基づき適用除外の認定を受けた車両であって、リフト付きもしくはスロープ

付きの車両。 

・福祉タクシー 

公共交通移動等円滑化基準第 45 条に掲げる基準に適合する車両。 

・旅客船 

公共交通移動等円滑化基準第 47 条から第 61 条までに掲げる基準(出入口、客室、便所等についての基準)に適合す

る船舶。 

・航空機 

公共交通移動等円滑化基準第 63 条から第 67 条までに掲げる基準（通路、客室、便所等の基準）に適合する航空機。

 

（分子）＝上記基準に適合する①②車両数、⑤隻数、⑥機数 

（分母）＝①②総車両数、⑤総隻数、⑥総機数 

※ノンステップバスの分母の総車両数は、公共交通移動等円滑化基準第 43 条に基づく適用除外認定車両を除く。

※旅客船の分母の総隻数は、公共交通移動等円滑化基準第 61 条第２項と同附則第３条９項に基づく適用除外船舶

を除く。 

（目標設定の考え方・根拠） 

バリアフリー法に基づく基本方針において、平成 32 年度末までに、鉄軌道車両については総車両数の約 70％、ノ

ンステップバスについては総車両数から適用除外認定車両を除いた数の約 70％、リフト付きバス等については、適用

除外認定を受けた車両の約 25％、旅客船については総隻数の約 50％、航空機については総機数の約 90％をそれぞれ

移動等円滑化すること、また、福祉タクシー車両については約 28,000 台を導入することを目標としている。これを

踏まえ、現況値と平成 32 年度末までの目標値との差を按分し、平成 27 年度末までの数値を形式的に設定したもの。

航空機については設定した目標値を平成 23 年度末に達成したことから、基本方針において目標としている数値を平

成 26 年度に新たに設定した。 

（外部要因） 

評 価 

① Ａ 

 

② Ｂ 

 

③ Ｂ 

 

④ Ｂ 

 

⑤ Ａ 

 

⑥ Ａ 

 
 

 

 

①目標値：約６０％ （平成２７年度） 

実績値：５９．５％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：４５．７％（平成２１年度） 

②目標値：約５２％ （平成２７年度） 

実績値：４３．９％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：―   （平成２１年度） 

③目標値：約１２％ （平成２７年度） 

実績値：３．９％ （平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：―   （平成２１年度） 

④目標値：20，000 台（平成２７年度） 

実績値：13,978 台 （平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：12,256 台 （平成２２年度） 

⑤目標値：約３４％ （平成２７年度） 

実績値：２８．６％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：１８．１％（平成２２年度） 

⑥目標値：約９０％ （平成３２年度） 

実績値：９２．８％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：８１．４％（平成２２年度） 
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公共交通事業者の経営状況 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体）、公共交通事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「公共施設のみならず、制度や意識の面でも社会のバリアフリー化を引き続き推進いたします。」   

 【閣議決定】 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成１８年法律第９１号） 

・経済財政改革の基本方針２００７（平成１９年６月１９日） 

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」に掲げる目標の達成に向けてバリアフリー環境の整備に取り組む。（第

４章５．） 

・経済財政改革の基本方針２００８（平成２０年６月２７日） 

住宅・建築物等生活空間のバリアフリー化を推進する。（第５章３．） 

・経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日） 

バリアフリー化等の推進のためのインフラの重点整備。（第２章１．） 

・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日） 

  バリアフリー法第３条第１項に基づく移動等円滑化の促進に関する基本方針に定められた目標を達成すること

を目指す等一体的・総合的なバリアフリー化を推進する。（第３ ３.） 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき 2011 年に改訂された「移動等円滑化の促

進に関する基本方針」に定められた現行の整備目標等を着実に実現する。 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記述あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値（①鉄軌道車両） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

４９．５％ ５２．８％ ５５．８％ ５９．５％ 集計中 

過去の実績値（②ノンステップバス） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３５．５％ ３８．４％ ４１．０％ ４３．９％ 集計中 

過去の実績値（③リフト付きバス等） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３．０％ ３．３％ ３．６％ ３．９％ 集計中 

過去の実績値（④福祉タクシー） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１２，２５６台 １３，０９９台 １３，８５６台 １３，９７８台 集計中 

過去の実績値（⑤旅客船） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１８．１％ ２０．６％ ２４．５％ ２８．６％ 集計中 

過去の実績値（⑥航空機） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

８１．４％ ８６．１％ ８９．２％ ９２．８％ 集計中 
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バリアフリー化された車両等の割合(航空機)

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・地域公共交通の確保・維持・改善の推進（◎） 

  バス、タクシー、旅客船、鉄道駅、旅客ターミナルのバリアフリー化等を支援する等、移動に当たってのバリ

アがより解消されるために必要な支援を行う。 

  予算額：地域公共交通確保維持改善事業   ３３３億円の内数（平成２５年度） 

３０６億円の内数（平成２６年度） 

・バリアフリー車両に係る特例措置（自動車重量税・自動車取得税） 

  高齢者・障害者等の利便性・安全性の向上を図るため、乗合バス事業者（路線定期運行に限る）またはタ

クシー事業者がバリアフリー車両（ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシー）

取得した場合の特例措置（自動車重量税：初回免税、自動車取得税：取得価額から車種毎に一定額控除） 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 鉄軌道車両 

・バリアフリー化された鉄軌道車両の割合は平成２３年度から平成２５年度にかけての２年間で年度平均約３．

３％増加しており、このトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれ、順調に進捗してい

る。 

②ノンステップバス 

・ノンステップバスの割合は、中古市場が未成熟であり、かつ新車にあってはワンステップバスと比べて高価で

あること、座席数が少なく長距離路線が多い地域において敬遠されることが、実績値の伸び悩みの要因と考え

られる。長期使用車を中心に代替購入が進む中で、引き続き、バス事業者による支援制度の活用を働きかける

ことにより、ノンステップバスへの代替が進み、実績値は伸びるものと考えられるが、目標年度に目標値の達

成は困難と見込まれる。 

③リフト付きバス等 

・リフト付きバス等の割合は、通常の車両と比べて高価であること、乗車定員や荷物室の減少、リフト対応車種

が限られていることなどが、実績値の伸び悩みの要因と考えられる。引き続き、バス事業者による支援制度の

活用を働きかけることにより、リフト付きバス等への代替が進み、実績値は伸びるものと考えられるが、目標

年度に目標値の達成は困難と見込まれる。 

④福祉タクシー 

・福祉タクシー車両の導入台数については、近年の景気の低迷等によるタクシー事業全体の総需要の低下や、通

常の車両と比べて高価であること等が実績値の伸び悩みの原因と考えられる。平成 24 年に創設したユニバー

サルデザインタクシー（流し営業にも活用することを想定し、身体障害者のほか、高齢者や妊産婦、子供連れ

の人等、様々な人が利用できる構造となっている福祉タクシー車両）の標準仕様を満たした車両の導入や、タ

クシー事業者による支援制度の活用を働きかけることにより、今後も導入が進み、実績値は伸びるものと考え

られるが、目標年度に目標値の達成は困難と見込まれる。 

 

⑤旅客船 

・バリアフリー化された旅客船の割合は、景気の低迷等による旅客船事業の不振、原油価格高騰等の影響による

費用負担増等で使用船舶の新造・代替建造が低迷し、実績値が伸び悩んでいたが、近年は船齢１５年

以上の船舶を中心に代替建造が進んできている。引き続き、旅客船事業者にバリアフリー化への代替

に向けた働きかけを行うほか、支援制度を併せて活用することで実績値は伸びるものと考えられ、目

標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

⑥航空機 

・バリアフリー化された航空機の割合は、平成２５年度に目標を達成し、順調に進捗している。 

（事務事業等の実施状況） 

・車両等のバリアフリー化については、基本的には公共交通事業者がバリアフリー化のための投資を行っており、

補助、税制、融資等の支援制度の活用を通じてバリアフリー化を進めてきた。 

景気の低迷等による事業不振や原油価格高騰等の影響による費用負担増等によって、既存の車両等の買い替えが

進まず、実績値が伸び悩んだものもあるが、各支援制度の有効活用等により、鉄軌道車両、航空機のバリアフリー

化は概ね順調に進んできたと評価できる。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①鉄軌道車両  

・バリアフリー化された鉄軌道車両の割合については、順調に推移しているため、「Ａ」と評価した。引き続き、

平成２７年度の目標値の達成に向け、鉄軌道車両のバリアフリー化の推進を図る。 

②ノンステップバス 

・ノンステップバスの割合については、中古市場が未成熟であり、かつ新車にあってはワンステップバスと比べ

て高価であること、座席数が少なく長距離路線が多い地域において敬遠されていることにより目標達成に向け

た成果を示していないことから、「Ｂ」と評価した。なお、平成 23 年度に「地域公共交通確保維持改善事業（地

域公共交通バリア解消促進等事業）」が創設されたこと、平成 24 年度にバリアフリー車両に対する税制特例措

置が創設されたことから、これらの制度を有効に活用することで、より一層車両等のバリアフリー化に努めて

いく。 

③リフト付きバス等 

・リフト付きバス等の割合については、通常の車両と比べて高価であること、乗車定員や荷物室の減少、リフト

対応車種が限られていることにより目標達成に向けた成果を示していないことから、「Ｂ」と評価した。なお、

平成 23 年度に「地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進等事業）」が創設されたこと、

平成 24 年度にバリアフリー車両に対する税制特例措置が創設されたことから、これらの制度を有効に活用す

ることで、より一層車両等のバリアフリー化に努めていく 

④福祉タクシー 

・福祉タクシー車両の導入台数については、近年の景気の低迷等によるタクシー事業全体の総需要の低下や、通

常の車両と比べて高価であること等により、目標達成に向けた成果を示していないことから、「Ｂ」と評価し

た。なお、平成 23 年度に「地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進等事業）」が創設さ

れたこと、及びユニバーサルデザインタクシーについては、平成 24 年に標準仕様が策定され、バリアフリー

車両に対する税制特例措置が創設されたことから、これらの制度を有効に活用することで、より一層車両等の
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バリアフリー化に努めていく。 

⑤旅客船 

・バリアフリー化された旅客船の割合は、景気の低迷等による旅客船事業の不振、原油価格高騰等の影響によ

る費用負担増等で使用船舶の新造・代替建造が低迷し、実績値が伸び悩んでいたが、近年は船齢１５年以上

の船舶を中心に代替建造が進んできており、今後も順調に進捗するものと考えられるため、「Ａ」と評価した。

なお、平成 23 年度に「地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進等事業）」が創設され

たことから、この制度を有効に活用することで、より一層車両等のバリアフリー化に努めていく。 

⑥航空機 

・バリアフリー化された航空機の割合については、順調に推移しているため、「Ａ」と評価した。引き続き、航

空機のバリアフリー化の推進を図る。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局安心生活政策課（課長 松本 勝利） 

関係課：海事局内航課（課長 新垣 慶太） 

：航空局航空ネットワーク部航空事業課（課長 平岡 成哲） 

：自動車局旅客課 （課長 鶴田 浩久） 

：鉄道局技術企画課 （課長 中山 康二） 
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業績指標１４ 

高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率（①一定のバリアフリー化、②高度のバリアフリー

化） 

 

 

（指標の定義） 

高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅のうち、一定又は高度のバリアフリー化がなされた住宅の割合 

 ①一定のバリアフリー化率（Ａ／Ｂ） 

 ②高度のバリアフリー化率（ａ／Ｂ） 

※Ａ：６５歳以上の者が居住する住宅のうち一定のバリアフリー化がなされた住宅戸数 

※ a：６５歳以上の者が居住する住宅のうち高度のバリアフリー化がなされた住宅戸数 

※Ｂ：６５歳以上の者が居住する住宅戸数 
注 一定のバリアフリー化とは「２箇所以上の手すり設置」又は「段差のない屋内」に該当。 

注 高度のバリアフリー化とは「２箇所以上の手すり設置」「段差のない屋内」「車椅子が通行可能な廊下等の幅」のいずれにも該当。 

（出典）①、②：平成 20 年「住宅・土地統計調査」国土交通省独自集計 
（目標設定の考え方・根拠） 

高齢者が地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、住宅のバリアフリー化について、住生

活基本計画で設定している目標値（一定：７５％（平成３２年）、高度：２５％（平成３２年））をもとに平成２７年

の目標値を形式的に設定。 

（外部要因） 

新規住宅着工数、リフォーム件数等 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

  二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

 ・国土交通省成長戦略(平成２２年５月１７日)＜住宅・都市分野＞ 

   Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

    ２．急増する高齢者向けの「安心」で「自立可能」な住まいの確保 

     ～少子高齢化の進展を地域の活力創造の転機へ～ 

 

過去の実績値                                         （暦年）

 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

① ３７％ － － － － ４１．２％ － － 

② ９．５％ － － － － １０．７％ － － 

                          

評 価 

① Ｂ 

 

② Ｂ 

①目標値：５９％     （平成２７年） 

実績値：４１．２％ （平成２５年） 

      －   （平成２６年） 

初期値：３７％      （平成２０年） 

②目標値：１８．５％ （平成２７年） 

実績値：１０．７％ （平成２５年） 

      －   （平成２６年） 

初期値：９．５％  （平成２０年） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○バリアフリー化された公的賃貸住宅の供給 

・新規に整備する公営住宅等について、バリアフリー対応構造を標準仕様として供給するとともに、既存の公営住

宅等についてもバリアフリー改修を促進する。 

○住宅・建築物省エネ改修等推進事業 

住宅の省エネ改修及び省エネ改修と併せて実施するバリアフリー改修等に対して支援を行う制度。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 １７１．４億円の内数（平成２５年度） 

１７６．１億円の内数（平成２６年度） 

○住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイント 

・エコリフォームと併せて行うバリアフリー改修をポイントの発行対象とし、住宅の省エネ化と併せて、住宅のバ

リアフリー化を促進する。 

○省エネ住宅ポイント 

・エコリフォームと併せて行うバリアフリー改修をポイントの発行対象とし、住宅の省エネ化と併せて、住宅のバ

リアフリー化を促進する。 

○住宅金融支援機構による融資 

・証券化支援事業の枠組みを利用したフラット３５Ｓにより、バリアフリー等の性能に優れた住宅の取得を金利の

引下げにより支援。 

・満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリーリフォーム等を行う際、生存時は利払いのみとし、死亡時に住宅資

産等を活用して元金を一括返済することを可能とするバリアフリーリフォーム等の融資を実施。 

○住宅のバリアフリー改修促進税制による一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置や既存住宅に係

る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除を実施。 

○サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢

者向け住宅」の供給促進のため、整備費に対する補助を行う。 

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、所得税・法人税に係る割増償却、固定資産税の減額、不動産取

得税の軽減措置を講じている。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施。 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・業績指標については、直近の平成２５年の実績値によれば、一定のバリアフリー化率、高度のバリアフリー化率

ともに、目標値の達成に向けたトレンドを下回っている。 

（事務事業の実施状況） 

・バリアフリー対応構造を標準仕様とした公営住宅等の供給を促進した（平成２５年度整備戸数実績：１５，８７

０戸） 

・既存の公営住宅等のバリアフリー化を促進した（平成２５年度実績：１０２５，６４２戸） 

・住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイントにおいて、エコリフォームと併せて行うバリアフリー改修をポ

イントの発行対象とし、住宅の省エネ化と併せて、住宅のバリアフリー化を促進した。 

・省エネ住宅ポイントにおいて、エコリフォームと併せて行うバリアフリー改修をポイントの発行対象とし、住宅

の省エネ化と併せて、住宅のバリアフリー化を促進した。 

・住宅金融支援機構のフラット３５Ｓにより、バリアフリー性等が優れた住宅の取得を金利の引下げで支援した。

・住宅金融支援機構において、満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリーリフォーム等を行う際、生存時は利払

いのみとし、死亡時に住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とするバリアフリーリフォーム等の
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融資を実施した。 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢

者向け住宅」の供給促進をした。 

（平成２６年度末登録実績：総登録件数５，４９３件、 総登録戸数１７７，７２２戸） 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施した。 

・住宅のバリアフリー改修促進税制やサービス付き高齢者向け住宅供給促進税制により、共同住宅のバリアフリー

化を支援した。 

・子育て世帯や高齢者世帯等に賃貸すること等を条件として、既存住宅等の空き家のリフォームに対して補助を行

う「民間住宅活用型セーフティネット整備推進事業」を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり、本業績指標は目標達成に向けた成果を示していない。 

・今後も、サービス付き高齢者向け住宅の供給等を通じ、住宅のバリアフリー化を一層促進する。 

・以上から、「Ｂ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・平成２７年度税制改正において、バリアフリー改修を行った住宅に対する所得税の減額の特例措置を１年半延長

する。 

（平成２８年度以降） 

 該当なし 

 

担当課等（担当課長名等）

担当課：住宅局住宅政策課（課長 住本 靖） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

住宅局住宅総合整備課（課長 北 真夫） 

住宅局安心居住推進課（課長 中田 裕人） 

住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 
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業績指標１５ 

 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率 

 

 

（指標の定義） 

道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な共同住宅戸数を共同住宅の総戸数で除したもの（Ａ／Ｂ）

※Ａ：道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な共同住宅戸数 Ｂ：共同住宅の総戸数 

※Ａ及びＢはいずれも「居住世帯のある住宅」戸数 
（出典）平成 20年「住宅・土地統計調査」等 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢者、障害者、子どもをはじめとする全ての居住者が安全・快適に住み続けられるよう、個人の努力のみでは達

成困難な共同住宅の共用部分のユニバーサルデザイン化（バリアフリー化）について、住生活基本計画で設定してい

る目標値（２８％（平成３２年））をもとに平成２７年の目標値を形式的に設定。 

（外部要因） 

新規住宅着工数、リフォーム件数等 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

   二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略(平成２２年５月１７日)＜住宅・都市分野＞ 

  Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

   ２．急増する高齢者向けの「安心」で「自立可能」な住まいの確保～少子高齢化の進展を地域の活力創造の転機へ～

 

過去の実績値                                         （暦年） 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１６％ － － － － １７％ － － 
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（％）
共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで

通行可能な住宅ストックの比率

0

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：２３％（平成２７年） 

実績値：１７％（平成２５年） 

     － （平成２６年） 

初期値：１６％（平成２０年） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○バリアフリー化された公的賃貸住宅の供給 

・新規に整備する公営住宅等について、バリアフリー対応構造を標準仕様として供給するとともに、既存の公営住

宅等についてもバリアフリー改修を促進する。 

○住宅・建築物省エネ改修等推進事業 

住宅の省エネ改修及び省エネ改修と併せて実施するバリアフリー改修等に対して支援を行う制度。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 １７１．４億円の内数（平成２５年度） 

１７６．１億円の内数（平成２６年度） 

○住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイント 

・エコリフォームと併せて行うバリアフリー改修をポイントの発行対象とし、住宅の省エネ化と併せて、住宅のバ

リアフリー化を促進する。 

○省エネ住宅ポイント 

・エコリフォームと併せて行うバリアフリー改修をポイントの発行対象とし、住宅の省エネ化と併せて、住宅のバ

リアフリー化を促進する。 

○住宅金融支援機構による融資 

・証券化支援事業の枠組みを利用したフラット３５Ｓにより、バリアフリー等の性能に優れた住宅の取得を金利の

引下げにより支援。 

・満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリーリフォーム等を行う際、生存時は利払いのみとし、死亡時に住宅資

産等を活用して元金を一括返済することを可能とするバリアフリーリフォーム等の融資を実施。 

・マンション管理組合が共用部分のリフォーム工事を行う際、住宅金融支援機構により必要な資金に対する融資を

実施。 

○住宅のバリアフリー改修促進税制による一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置や既存住宅に係

る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除を実施。 

○サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢

者向け住宅」の供給促進のため、整備費に対する補助を行う。 

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、所得税・法人税に係る割増償却、固定資産税の減額、不動産取

得税の軽減措置を講じている。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施。 

○バリアフリー法による民間住宅の誘導 

・共同住宅の建築等をしようとする場合、建物の出入口や廊下等がバリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基

準（注）に適合するよう努力義務を課している（注）：出入口、廊下、階段、エレベーター等の施設の構造及び配置に関する基準

・バリアフリー法に基づき、所管行政庁から認定を受けた共同住宅のうち一定のものについては、高齢者等の利用

に配慮したエレベーター、幅の広い廊下等の施設整備に対する助成制度（バリアフリー環境整備促進事業）によ

る支援を実施している。 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・業績指標については、直近の平成２５年の実績値によれば、目標値の達成に向けたトレンドを下回っている。 

（事務事業の実施状況） 

・バリアフリー対応構造を標準仕様とした公営住宅等の供給を促進した（平成２５年度整備戸数実績：１５，８７

０戸） 

・既存の公営住宅等のバリアフリー化を促進した（平成２５年度実績：１０２５，６４２戸） 

・住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイントにおいて、エコリフォームと併せて行うバリアフリー改修をポ

イントの発行対象とし、住宅の省エネ化と併せて、住宅のバリアフリー化を促進した。 

・省エネ住宅ポイントにおいて、エコリフォームと併せて行うバリアフリー改修をポイントの発行対象とし、住宅

の省エネ化と併せて、住宅のバリアフリー化を促進した。 

・住宅金融支援機構のフラット３５Ｓにより、バリアフリー性等が優れた住宅の取得を金利の引下げで支援した。

・住宅金融支援機構により、満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリーリフォーム等を行う際、生存時は利払い

のみとし、死亡時に住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とするバリアフリーリフォーム等の融

資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、マンション管理組合が共用部分のリフォーム工事を行う際、住宅金融支援機構により

必要な資金に対する融資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施した。 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢

者向け住宅」の供給促進をした。 

（平成２６年度末登録実績：総登録件数５，４９３件、 総登録戸数１７７，７２２戸） 
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・住宅のバリアフリー改修促進税制やサービス付き高齢者向け住宅供給促進税制により、共同住宅のバリアフリー

化を支援した。 

・既存のマンション等において耐震改修等と合わせて実施されるバリアフリー改修に対して支援を実施。 

・共同住宅の建築等をしようとする場合、建物の出入口や廊下等がバリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基

準に適合するよう努力義務を課し、そのバリアフリー化を誘導した。 

・バリアフリー法に基づき、所管行政庁から認定を受けた共同住宅のうち一定のものについては、高齢者等の利用

に配慮したエレベーター、幅の広い廊下等の施設整備に対する助成制度（バリアフリー環境整備促進事業）によ

る支援を実施した。 

・民間賃貸住宅の質の向上を図り、空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図る

民間住宅活用型セーフティネット整備推進事業を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・ 前述のとおり、本業績指標は目標達成に向けた成果を示していない。 

・ 今後も、サービス付き高齢者向け住宅の供給等を通じ、住宅のバリアフリー化を一層促進する。 

・ 以上から、「Ｂ」と評価した。 

 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・平成２７年度税制改正において、バリアフリー改修を行った住宅に対する所得税の減額の特例措置を１年半延長

する。 

（平成２８年度以降） 

該当なし 

 

担当課等（担当課長名等）

担当課：住宅局住宅政策課（課長 住本 靖） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

住宅局住宅総合整備課（課長 北 真夫） 

住宅局安心居住推進課（課長 中田 裕人） 

住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 

住宅局建築指導課（課長 石崎 和志） 

住宅局市街地建築課（課長 香山 幹） 
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初期値 目標値

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

0件 0件 0件 0件 0件

初期値 目標値

19年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0隻 0隻 0隻 0隻 0隻 0隻 0隻

0隻 0隻 0隻 0隻 0隻

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

37.76% - 37.76% 38.04％ 38.13％ 38.13％ 約40%

- - - - -

初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

約6年 約7年 約7年 約7年 約8年 約8年 約7年

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

46.2% - 46.2% 47.0% 47.9% 48.5% 約50％

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

7,086 6,748 5,638 5,323
<152,397> <143,815> <0> <0>

155 1,030 0 -
<46,667> <20,500> <0> -

1,119 2,122 3,035 -
<39,295> <49,131> <0> -

8,360 9,901 8,672 5,323
<238,359> <213,445> <0> <0>

6,198 6,836
<188,209> <212,145>

2,122 3,035
<49,131> <0>

40 30
<1,020> <1,300>

施策目標個票
（国土交通省26－④）

施策目標 海洋･沿岸域環境や港湾空間の保全･再生･形成､海洋廃棄物処理､海洋汚染防止を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

良好な海洋･沿岸域環境や港湾空間の保全･再生･形成､海洋廃棄物処理､海洋汚
染防止のため、港湾環境整備事業、海洋・沿岸域環境の保全等の推進、船舶油濁
損害対策等を行っており、全ての業績指標において目標達成に向けた傾向が示さ
れている。

海洋汚染防止対策や干潟の再生、海岸侵食対策等を実施することにより、良好な海洋・海岸・沿岸域環境や港湾
空間の保全・再生・形成を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

年度ごとの目標値

実績値

評価結果

施策の達成すべき目標及び業績指標の目標は妥当性であり、継続して政策チェッ
クアップを行うこととする。

評価

Ａ

各指標の進捗状況を鑑みるに、各施策とも目標年度までには目標値を達成すると
思料されるため。

②目標達成

評価

Ａ

16　我が国の沿岸に重大な被
害を及ぼす海洋汚染等の件数

実績値

年度ごとの目標値

18　過去の開発等により失わ
れた干潟のうち復元・再生した
割合

実績値

年度ごとの目標値

20　三大湾において水質改善等を図
るため、深掘跡の埋め戻しや覆砂等
の取組により底質の改善が必要な区
域のうち改善した割合

実績値

28年度要求額

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

港湾局 作成責任者名
海洋・環境課

(課長　小谷野　喜二)

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

Ａ
年度ごとの目標値

担当部局名

17　油流出事故を起こした船
舶の保険未加入隻数

評価

Ａ
年度ごとの目標値

評価

A

19　廃棄物を受け入れる海面
処分場の残余確保年数

実績値
評価
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業績指標１６ 

 我が国の沿岸に重大な被害を及ぼす海洋汚染等の件数 

 

 

（指標の定義） 

ナホトカ号油流出事故（平成９年１月２日）規模以上の被害を及ぼす海洋汚染・海上災害の件数 

（目標設定の考え方・根拠） 

ナホトカ号油流出事故規模以上の被害を及ぼす海洋汚染等の件数を０で継続する 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

  国際海事機関（IMO）の海洋環境保護委員会（MEPC）などで扱われる「海洋汚染防止条約（マルポール条約）」等

の国際約束を遵守する観点から、船舶からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出並びに廃油処理施設の確保など、

適切な対応を図るとともに、バラスト水管理条約の発効に向けた準備を行う。 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

0

2

4

6

8

10

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（件） 我が国の沿岸に重大な被害を及ぼす海洋汚染等の件数

 
事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・海洋汚染防止指導 

 海防法の周知徹底、船舶からの海洋汚染防止を巡る国際的な動向についての情報提供・意見交換等を行う。 

                                                                               (平成２５、２６年度) 

 予算額５５７千円（平成２５年度）・予算額５５６千円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：０件 （毎年度） 

実績値：０件 （平成２５年度） 

    ０件 （平成２６年度） 

初期値：０件 （平成１８年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

海洋汚染防止指導事業の継続的な実施の結果、海運関係者等の間に海洋汚染防止に対する意識が浸透し、平成２

５年度に引き続き平成２６年度も０で移行しており、順調であると推測される。 

（事務事業等の実施状況） 

 平成２５年度は、中部運輸局、神戸運輸監理部並びに中国運輸局の３カ所において、平成２６年度は、北陸信越

運輸局、北海道運輸局並びに東北運輸局の３カ所において海洋汚染防止指導・講習会を開催し、活発な意見交換が

行われた。 

 平成２５年度に実施した規制の事前評価である「海岸法の一部を改正する法律案」の事後検証については、本業

績指標をもってその効果を測定しているところ、平成２６年度の実績値は０件であることから、順調であると評価

できる。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は目標値の「０」を達成しているためＡと評価した。なお、引き続き関係者等への海洋汚染防止指導を

行い、今後も当該目標値を達成し続けていく必要がある。 

特に、船舶からの油等の排出要件やバラスト水及び船体付着物を通じた有害水生生物の越境移動による生態系破

壊対策等に係る国際海事機関（ＩＭＯ）での議論及びそれに伴う国内法令改正等の動向については、国民への影響

も大きいことから、関係者に対して情報提供を重点的に行い、関係者への海洋汚染防止に対する意識の更なる浸透

を図っていく必要がある。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 総合政策局海洋政策課（課長 大沼 俊之）  

 

61



 
業績指標１７ 

 油流出事故を起こした船舶の保険未加入隻数 

 

 

（指標の定義） 

我が国に入港・入域する国際総トン数 100 トン以上の外航船舶（タンカーを除く。以下、同じ。）であって、我が

国の領海又は排他的経済水域において油流出を伴う事故を起こしたもののうち、船主責任保険に未加入である船舶の

隻数 

（なお、タンカーについては、国際条約に基づく基金による損害賠償保障制度が確立されていることから、本指標

からは除いている。） 

（目標設定の考え方・根拠） 

我が国に入港・入域する国際総トン数 100 トン以上の外航船舶に対しては、平成 17 年３月以降、油濁損害及び船

体撤去をてん補する船主責任保険への加入義務付けており、入港・入域前の保障契約情報の通報とデータベースを照

合するなどし、保険の内容等を確認している。このような事務作業を行うことにより、油流出を伴う座礁等の事故を

起こしたものの保険未加入隻数は 0隻となっていることから、次年度以降も保険未加入数 0隻を目標とする。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

   さらに、我が国へ入港する外航船舶に対して、油汚染事故損害への的確な対応を図る。 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０隻 ０隻 ０隻 ０隻 ０隻 

 

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：０隻（毎年度） 

実績値：０隻（平成２５年度） 

    ０隻（平成２６年度） 

初期値：０隻（平成１９年度） 

(隻) 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

 ○放置座礁船対策 

  「船舶油濁損害賠償保障法」に基づき、我が国に入港する１００トン以上の外航船舶の船舶所有者等に油濁損

害及び、船体撤去をてん補する船主責任保険への加入を徹底させる。 

  予算額：５６百万円（平成２５年度）４２百万円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

○外国船舶油防除対策費補助金 

  やむを得ず地方公共団体が外国船舶の座礁等による排出油の防除等を行った場合に、当該防除等費用の一部に

ついて支援措置を講じる。 

  予算額：１５百万円（平成２５年度）１５百万円（平成２６年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

油流出事故を起こした船舶の保険未加入隻数は０隻であり、順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２５、２６年度は、「船舶油濁損害賠償補償法」に基づき、我が国に入港する１００トン以上の外国籍船舶

の船長等からの事前通報等により保険加入の有無を確認するとともに、同法の規定に違反する事実がある場合に

は、保障契約締結の命令等の是正命令を行い、是正措置を講じさせ、我が国に入港する１００トン以上の外航船舶

への保険加入の徹底を図った。２７年度も引き続き、同様の取り組みを行い保険加入の徹底を図る。 

平成２５年保障契約締結命令等発出件数  ７件 

平成２６年保障契約締結命令等発出件数 １１件 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は０隻であり、Ａと評価した。これは、船舶油濁損害賠償保障法に基づく、我が国に入港する１００ト

ン以上の外航船舶への保険加入の義務付けが、船舶所有者等に十分浸透しているものと考えられる。 

しかし、ひとたび無保険船による座礁等の事故が発生すると、海洋環境へ多大な影響を及ぼすとともに、油防除

等に莫大な費用を要することから、引き続き放置座礁船対策を推進していく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海事局安全政策課危機管理室 （室長 峰元 健正） 
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業績指標１８ 

 過去の開発等により失われた干潟のうち復元・再生した割合  

 

 

（指標の定義） 

過去の開発等により失われた良好な自然環境である干潟の中で、回復可能な干潟面積約４，０００ｈａのうち自然

再生事業等の実施により復元・再生した割合。 

干潟の再生の割合＝①／② 

 ①：復元・再生した面積 

 ②：過去の開発等により失われた良好な自然環境である干潟の中で回復可能な面積 

（目標設定の考え方・根拠） 

長期的には回復可能な面積の１００％を再生・回復することを目標とし、当面の目標として平成２８年度までに約

４割（１，５５５ｈａ）の干潟が再生していることを目標として、平成２４年度から平成２８年度までに４５ｈａを

再生する。 

１，５５５／４，０００＝０．３８８…≒０．３９≒約４割 

（外部要因） 

地元の調整状況等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・第四次環境基本計画（平成２４年４月２７日） 

  閉鎖性海域においては、失われつつある自然海岸、干潟、藻場等浅海域について、適切な保全を図り、干潟・海

浜、藻場等の再生、底質環境の改善に向けた取組みを推進する。（第２部第１章第７節３） 

・２１世紀環境立国戦略（平成１９年６月１日） 

  藻場、干潟、サンゴ礁等の保全・再生・創出を推進。（第３章戦略６③） 

・生物多様性国家戦略２０１２－２０２０（平成２４年９月２８日） 

  港湾整備により発生した浚渫土砂を有効活用し、干潟・藻場などの造成を推進します。（第３部第１章９節） 

  閉鎖性海域の水質改善のため、干潟の保全・再生などの施策を推進します。（第３部第１章９節）  

・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

  「豊かな海」の創造に向け、関係者間の連携による推進体制の強化、環境モニタリング、情報共有システムの活

用等の包括的な取組と、汚泥浚渫、浚渫土砂等を有効に活用した干潟や藻場等の保全・再生・創出、覆砂、深掘跡

の埋め戻し、生物共生型港湾構造物の普及等の個別の取組を総合的に推進する。（第２部９（３）） 

 

【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ３７．７６％ ３８．０４％ ３８．１３％ ３８．１３％ 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約４０％（平成２８年度） 

実績値：３８．１３％（平成２５年度） 

    ３８．１３％（平成２６年度） 

初期値：約３７．８％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・港湾空間における自然環境の保全、再生及び創出 

 港湾において、浚渫土砂等を活用して、良好な自然環境である海浜・干潟等の保全・再生・創出を図る。 

予算額： 

港湾整備事業費１，６９６億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，４９１億円の内数（平成２５年度）

港湾整備事業費２，３１２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６４億円の内数（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

干潟の再生割合の推移は以下のとおり着実に増加しており、順調である。 

Ｈ２３ ３７．７６％ 

Ｈ２４ ３８．０４％ 

Ｈ２５ ３８．１３％ 

Ｈ２６ ３８．１３％ 

※平成 26 年度の指標値は対前年比横ばいとなっているが、事業完了時点で干潟の再生面積を計上している 

ためである。なお、平成 26 年度も自然再生事業を実施しており、目標年度に目標値の達成が見込まれる。

（事務事業等の実施状況） 

港湾整備事業等により発生した浚渫土砂等を活用して、良好な自然環境である海浜・干潟等の保全・再生・創出

を図っている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 事業の実施状況より、今後も干潟の再生割合の増加が見込まれるため、Ａと評価した。 

 指標については、事業完了時点における干潟の再生面積を計上しているため、当該年度に事業実施中であっても

反映されていない。 

 その上で、最終目標の達成までに必要となる干潟の再生面積は 30ha であるが、現在実施している事業（30ha）

は施工の最終段階である覆砂工を実施しており、目標の達成は可能と考えている。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海洋環境課（課長 小谷野 喜二）  
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業績指標１９ 

 廃棄物を受け入れる海面処分場の残余確保年数 

 

 

（指標の定義） 

廃棄物の受入期間の計画値から算出される各海面処分場における残余確保年数の平均値 

（目標設定の考え方・根拠） 

港湾整備において発生する浚渫土砂を、海面処分場にて計画的に処分していく必要がある。また、一般廃棄物に関

して、内陸部における最終処分場の確保が困難になってきていることから、都市部を中心に海面処分場への依存度が

高くなっている。そのため、内陸部における最終処分場だけでは対応できない廃棄物等を可能な限り減量化した上で、

港湾空間において受け入れていく必要がある。このようなことから、港湾において海面処分場を計画的に整備する必

要がある。 

海面処分場について、平成２４年度に整備中の事業に加えて、新規整備などの対策を講じない場合、海面処分場の

全国平均した残余年数は平成２４年度において約７年のところが、平成２９年度末には約５年となってしまう。また、

通常、海面処分場の計画策定から廃棄物の受け入れ開始までに平均して約７年の年数が必要である。よって、廃棄物

処分の逼迫した状況を回避するためには、海面処分場を計画的に整備し、残余年数を概ね７年以上確保する必要があ

ることから、目標値を約７年と設定した。 

（外部要因） 

内陸部においては廃棄物の最終処分場の確保が困難になってきている。また、最終処分場に係る環境規制等の強化

を受け、海面処分場の維持管理及び跡地利用に係る港湾管理者の負担が増加しており、今後の海面処分場整備を妨げ

る要因となり得る。 

（他の関係主体） 

 環境省（廃棄物行政を所管） 

港湾管理者（事業主体） 

市町村（一般廃棄物の処理責任者） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・循環型社会形成推進基本計画（平成２５年５月３１日） 

港湾の整備に伴う浚渫土砂や循環利用できない廃棄物を最終的に処分する海面処分場について、港湾の秩序ある 

整備と整合を取りつつ、計画的に整備する。（第５章第２節６（２）） 

・環境基本計画（平成２４年４月２７日） 

廃棄物の適正処理と地域住民との十分な対話を前提として、必要な廃棄物処理施設、最終処分場の整備を進める。

（第２部第１章第６節） 

・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

港湾の整備に伴うしゅんせつ土砂や循環利用できない廃棄物等について、可能な限り減容化するとともに、最終 

的に処分するための海面処分場を計画的に整備する。特に、大阪湾圏域の廃棄物は大阪湾内の海面処分場で広域処理

し、首都圏の建設発生土は港湾建設資源の広域利用促進システムの活用により、全国の用地造成等に用いる。（第２

部４（３）） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約７年 約７年 約７年 約８年 約８年 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約７年  （平成２９年度） 

実績値：約８年  （平成２５年度） 

    約８年  （平成２６年度） 

初期値：約７年  （平成２４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・廃棄物埋立護岸の整備 

都市部を中心に内陸での最終処分場の確保が困難となっていることから、港湾の秩序ある整備と港湾機能の発現 

を図るため、物流等の港湾利用との調整を図った上で、真に必要な海面処分場を整備し、廃棄物を受け入れる。 

また、大阪湾においては近畿２府４県１６８市町村（平成２７年３月現在）を対象とした広域処分場の整備を推 

進する。 

・循環型社会形成推進のための港湾法等の改正 

陸上処分場に対する国の支援との均衡を図り、海面処分場の計画的な整備を更に推進するため、港湾法等を平成 

１９年６月に改正し、廃棄物埋立護岸等の整備にかかる国の負担割合を４分の１から３分の１に引き上げた。 

・海面処分場の延命化 

循環資源の広域流動の拠点となる港湾を整備することにより循環型社会の構築を支援する。また、逼迫する首都

圏の海面処分場の延命化を図るべく、首都圏で発生する建設発生土を全国の港湾等で建設資材として活用すること

により広域利用を推進する。 

予算額： 

港湾整備事業費１，６９６億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，４９１億円の内数（平成２５年度）

港湾整備事業費２，３１２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６４億円の内数（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は約８年となり、目標年度における目標値を達成した。今後も引き続き、必要な廃棄物埋

立護岸の整備等対策を実施する。 

（事務事業等の実施状況） 

港湾整備事業等により、港湾の秩序ある整備と港湾機能の発現を図るため、物流等の港湾利用との調整を図った

上で、真に必要な海面処分場の整備を実施している。また、逼迫する首都圏の海面処分場の延命化を図るべく、首

都圏で発生する建設発生土を全国の港湾等で建設資材として活用するなど、広域利用を推進する。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度の実績値は約８年であり、目標年度における目標値を達成すべく取組を進めているところ。今後も

引き続き廃棄物海面処分場の整備及び延命化対策を推進していく。以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海洋・環境課（課長 小谷野 喜二）  
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業績指標２０ 

三大湾において、水質改善等を図るため、深掘跡の埋め戻しや覆砂等の取組により底質の改善が必要な区域のうち

改善した割合  

 

 

（指標の定義） 

三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）において、水質改善等を図るため、深掘跡の埋め戻しや覆砂等の底質改善が必

要な区域（３，０００ｈａ）のうち、改善した割合。 

（底質改善を実施した面積）／（底質改善が必要な区域の面積） 

（目標設定の考え方・根拠） 

長期的には底質改善した区域の割合を１００％とすることを目標とし、当面の目標として平成２８年度までに約５

０％（１，５００ｈａ）の区域が改善していることを目標として、平成２４年度から平成２８年度までに１１５ｈａ

（深掘跡埋め戻し７５ｈａ、覆砂等４０ｈａ）を改善する。 

（１，３８４ｈａ＋１１５ｈａ）／３，０００ｈａ＝０．５＝約５０％ 

（外部要因） 

 地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・第四次環境基本計画（平成２４年４月２７日） 

  閉鎖性海域においては、失われつつある自然海岸、干潟、藻場等浅海域について、適切な保全を図り、干潟・海

浜、藻場等の再生、底質環境の改善に向けた取組みを推進する。（第２部第１章第７節３） 

・２１世紀環境立国戦略（平成１９年６月１日） 

  閉鎖性水域の水質汚濁対策の推進。（第３章戦略６③） 

・生物多様性国家戦略２０１２－２０２０（平成２４年９月２８日） 

  港湾整備により発生した浚渫土砂を有効活用し、深掘跡の埋め戻しを推進します。（第３部第１章９節） 

  汚染の著しい海域などにおいて、覆砂などの水質浄化対策を推進します。（第３部第１章９節）  

・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

  「豊かな海」の創造に向け、関係者間の連携による推進体制の強化、環境モニタリング、情報共有システムの活

用等の包括的な取組と、汚泥浚渫、浚渫土砂等を有効に活用した干潟や藻場等の保全・再生・創出、覆砂、深掘跡

の埋め戻し、生物共生型港湾構造物の普及等の個別の取組を総合的に推進する。（第２部９（３）） 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ４６．２％ ４７．０％ ４７．９％ ４８．５％ 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約５０％（平成２８年度） 

実績値：４７．９％（平成２５年度） 

    ４８．５％（平成２６年度） 

初期値：４６．２％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・港湾空間における自然環境の保全・再生及び創出 

 港湾整備により発生する浚渫土砂を活用して、深掘跡の埋め戻し、覆砂等を実施。 

予算額： 

港湾整備事業費１，６９６億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，４９１億円の内数（平成２５年度）

港湾整備事業費２，３１２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６４億円の内数（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 ３大湾において底質改善が必要な区域のうち改善した割合の推移は下記のとおり着実に増加しており、順調であ

る。 

Ｈ２３ ４６．２％ 

Ｈ２４ ４７．０％ 

Ｈ２５ ４７．９％ 

Ｈ２６ ４８．５％ 

 

（事務事業等の実施状況） 

 港湾整備事業等により発生する浚渫土砂を活用して、深掘跡の埋め戻し、覆砂等を実施している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標より、底質の改善が見込まれるためＡと評価した。 

なお、今後も引き続き、深掘跡の埋め戻し、覆砂等を実施していく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし  

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海洋・環境課（課長：小谷野 喜二） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

15.0% 14.0% 15.0% 15.3% 15.6% 16.0% 18.0%

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

134,765 136,032 139,253 140,181
<309,863> <225,529> <0> <0>

15,805 9,204 3,704 -
<13,783> <2,984> <0> -

45,659 54,697 53,745 -
<91,625> <69,371> <49> -
196,229 199,933 196,703 140,181

<415,270> <297,884> <46> <0>
137,758 141,538

<302,741> <295,326>
57,129 53,745

<69,371> <46>
1,342 3,008

<44,036> <2,155>

担当部局名 道路局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

作成責任者名
環境安全課

（交通安全政策分析官
　　岡　邦彦）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

目標達成度合いの
測定結果

当初予算（a）

補正予算（b）

施策目標個票
（国土交通省26－⑤）

施策目標 快適な道路環境等を創造する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

28年度要求額

評価結果

引き続き、快適な道路環境等を創造する施策目標の達成に向けて、道路の防災性
の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の観点か
ら、新たな無電柱化推進計画を策定し、同時整備の実施、道路の占用禁止の実施、
低コスト手法の導入等により本格的な無電柱化の推進を図る。

評価

B

環境改善対策やゆとりの創出、景観への配慮、魅力ある地域資源の創出等を進めることで、快適な道路環境等を創
造する。

業績指標

21　市街地等の幹線道路の無
電柱化率

実績値

④進展が大きくない

年度ごとの目標値

業績指標は、目標向けて着実に進捗しているものの、過去の実績のよるトレンドを延
長すると目標年度に達成できない状況にあるため。

施策の分析

これまでは、大規模商業地域を中心に、広幅員歩道の下に電線共同溝方式により
無電柱化の整備が進められてきた。
従来手法となる電線共同溝方式は、歩道幅員が狭い道路では埋設が困難であり、
整備コストが高いこと、地域との合意形成が困難なことにより、進捗が伸び悩み業績
指標が鈍化している。
このため、目標の達成には一層の取り組みが必要である。

　（各行政機関共通区分）
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業績指標２１  

市街地等の幹線道路の無電柱化率 

 

 

（指標の定義） 

市街地(※１)等の幹線道路(※２)の無電柱化率 

※１ 市街化区域 

※２ 国道および都道府県道 

（目標設定の考え方・根拠） 

Ｈ２１年度以降の整備完了延長の平均で推移するものとして設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

・ 地方公共団体（事業主体） 

・ 電線管理者（電気、通信、ＣＡＴＶ等） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号） 

  ・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日） 

   「引き続き無電柱化を推進する」（３．３－２（一）②） 

  ・道路法等の一部を改正する法律（平成２５年法律３３号） 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

  ・第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日中央交通安全対策会議決定） 

  ・防災基本計画（平成２４年９月６日中央防災会議作成） 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１４．０％ １５．０％ １５．３％ １５．６％ １６．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

電線類の地中化（◎） 

 ・電線類の地中化など快適な生活空間を形成する道路整備を推進する。 

予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

成２６年度） 

   （注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１８％  （平成２８年度） 

実績値：１６％  （平成２６年度） 

１５．６％（平成２５年度） 

初期値：１５％  （平成２３年度） 
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関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 平成２６年度における市街地等の幹線道路の無電柱化率は１６％である。 

目標向けて着実に進捗しているものの、過去の実績のよるトレンドを延長すると目標年度に達成できないことに

なる。これに対して今後、緊急輸送道路における新設電柱の占用制限に着手することや、低コスト手法の導入に向

けた検討等新たな取組みを実施する予定であり、これにより、これまで以上に無電柱化の推進が図られる見込みで

ある。 
（事務事業等の実施状況） 

 道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の観点から道路の新設又は拡

幅との同時整備などの多様な整備手法の周知により、平成２６年度においては市街地等の幹線道路において約１５

０km 無電柱化事業が完了した。 
課題の特定と今後の取組みの方向性 

市街地等の幹線道路の無電柱化率については、目標に対してやや伸びが鈍化している状況であることから、「Ｂ」

と評価した。 

無電柱化を推進するための課題としては、国内に３，５５２万本の電柱が設置されており、さらに毎年約７万本

増加していること、電線共同溝の整備コストが高いこと、事業に係る地元との合意形成が難航したこと等による事

業着手の遅延などが挙げられる。 

このため、新たな無電柱化推進計画を策定し、計画的に無電柱化の事業を実施するとともに、新たに緊急輸送道

路（直轄国道約２万 km 分含む）における新設道路の占用制限を実施することにより、これ以上新たに電柱が設置

されることを防止する。さらに、整備の促進に資する低コスト手法の導入に向けた検討や地域の協力が得られる仕

組みや、計画策定の際に地域の声が反映される仕組みを構築することで、地域との連携を強化し、本格的な無電柱

化の推進を図る。 
  

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興等の観点から無電柱化を推進。 

新たな無電柱化推進計画を策定し、同時整備の実施、道路の占用禁止の実施、低コスト手法の導入等により、本格

的な無電柱化を推進 

○道路の新設、拡幅等を行う際に同時整備を推進するとともに、緊急輸送道路における新設電柱の占用禁止に着手。

○直接埋設や小型 BOX 活用方式等低コスト手法の導入及び直接埋設の普及促進の仕組みを構築 

○地域との連携を強化するため、地上機器の民地への設置等地域の協力が得られる仕組みや、計画策定の際に地域

の声が反映される仕組みを構築 

○「電柱が無いことが常識」となるように国民の理解を深める情報発信を推進 

 

（平成２８年度以降） 

 引き続き無電柱化の推進を図る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局環境安全課（交通安全政策分析官 岡 邦彦） 

関係課：道路局国道・防災課（課長 川﨑 茂信） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

69% 67% 69% 71% 71% 73% 約74%

－ － － － －

初期値 目標値

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 26年度

95% 92% 98% 96% 集計中 集計中 100%

－ － － － －

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

58% 54% 58% 63% 65% 67% 約78%

－ － － － －

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

22団体 － 22団体 30団体 40団体 48団体 81団体

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

12,652 8,589 11,609 11,693

1,772 610 240 -

2,914 5,807 3,606 -

17,338 15,006 15,455 11,693

11,478 11,361

5,807 3,606

53 39

業績指標

③相当程度進展あり

施策目標個票
（国土交通省26－⑥）

施策目標 水資源の確保、水源地域活性化等を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

平成25・26年度は、多様な水源の確保による都市用水の供給安定度の向上を図
り、水資源の確保の推進に寄与したほか、要綱地域における地下水採取量の抑制
にも引き続き取組み、採取目標量の達成率向上が図られている。また、水源地域
における社会基盤整備事業は順調に進捗が図られており、水源地域の活性化に
寄与している。

安全・安心な水資源の確保を図るため、安定的な水利用の確保、健全な水循環系の構築、世界的な水資源問題へ
の対応、水資源地域の保全・活性化等の総合的な水資源政策を推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

B

22　多様な水源（開発水、雨
水、再生水等）による都市用水
の供給安定度

実績値

年度ごとの目標値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

年度ごとの目標値

23　地盤沈下を抑制するため
の地下水採取目標量の達成割
合

関連指標

評価

年度ごとの目標値

評価結果

今後とも、安全・安心な水資源の確保や水源地域の活性化等のための諸施策を着
実に実施する。

評価

A

主要な業績指標の業績指標22（達成率133％）、業績指標24（達成率75％）は、お
おむね目標に近い実績（達成率70％以上）を示している。

評価

関1　国際会議等において水に
関するプレゼンテーション等を
行った日本企業等の団体数

実績値

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

実績値

28年度要求額

24　貯水池の建設に伴う水源
地域における社会基盤整備事
業の完了割合

実績値

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
水資源政策課

（課長　荒井　仁志）

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

平成27年8月

評価

B
年度ごとの目標値

担当部局名
水管理・国土保全局

水資源部

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期
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業績指標２２ 

 多様な水源（開発水、雨水、再生水等）による都市用水の供給安定度 

 

 

（指標の定義） 

全国における都市用水の使用量を分母、多様な水源による安定供給量を分子とし、水資源開発施設等による開発水

のほか雨水・再生水等の管理しやすい水源によって担保された安定供給量の割合を指標とする。（単位：％） 

（目標設定の考え方・根拠） 

近年の我が国における年間降水量の変動の幅が大きくなるとともに経年的な減少傾向がみられる。このため、国民

生活や産業活動への安定した水供給を図るには、少雨の年にも安定的に利用できる多様な水源の確保等を推進してい

く必要がある。 

このような観点から本指標では数値を把握しやすく、住民の生活や産業活動への影響が大きい都市用水に焦点を当

てることとし、都市用水（生活用水及び工業用水）の使用量に対して、開発水を始めとして、雨水・再生水等の管理

しやすい水源によって担保された供給量の割合を「供給安定度」とする指標を設けるものである。 

目標値は、Ｈ１９年度からの過去５年間の都市用水の開発水量や雨水・再生水の利用拡大等の傾向を基にして、目

標年次であるＨ２８年度における値を推定している。 

（外部要因） 

水資源開発施設整備の進捗や雨水・再生水の利用促進等 

（他の関係主体） 

 厚生労働省、経済産業省、地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

水資源開発基本計画（利根川・荒川水系（平成２０年７月４日）、豊川水系（平成１８年２月１７日）、木曽川水系（平

成１６年６月１５日）、淀川水系（平成２１年４月１７日）、吉野川水系（平成１４年２月１５日）、筑後川水系（平

成１７年４月１５日）） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６７％ ６９％ ７１％ 約７１％ 約７３％ 

 

55

60

65

70

75

80

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（％） 供給安定度

0

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約７４％ （平成２８年度） 

実績値：約７１％ （平成２５年度） 

約７３％ （平成２６年度） 

初期値： ６９％ （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①  水資源開発基本計画（フルプラン）の着実な進捗 

水利用の安定性の確保、施設の計画的な更新・改築、新たなニーズへの対応等の観点からフルプランを策定し、そ

れに位置付けられた水資源開発施設の建設や既存施設の有効活用等の多様な施策により、水資源の総合的な開発及

び利用の合理化を促進する。 

予算額０．２６億円（平成２５年度） 

  ０．２４億円（平成２６年度） 

② 独立行政法人水資源機構事業の推進 

ダム等建設事業及び用水路等建設事業を推進するとともに、管理業務等を実施する。 

予算額３０５．３０億円（平成２５年度） 

３６０．０６億円（平成２６年度） 

③ 広域的な水循環健全化の推進 

健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて、地域や流域で健全な水循環系構築に向けた施策を促進するため

の手法を検討し、「流域における水循環健全化計画（仮称）」策定に向けた取組み等を行う。 

予算額０．０８億円（平成２５年度） 

④ 水の有効利用の推進 

水の合理的な利用及び節水型社会の構築を促進、支援することを目的として、雑用水利用の堅実な普及、長期的な

継続利用を図る。そのため、雑用水利用施設の更新性、維持管理に着目した基礎調査、支援策の検討を実施すると

ともに、環境面での社会貢献度を検証するなど、多様な観点から雑用水利用施設の導入による効果を整理し、更な

る普及促進を図る。 

予算額０．１８億円（平成２５年度） 

０．１８億円（平成２６年度） 

⑤ 気候変動への適応策検討 

近年、降雨形態の変化や融雪の早期化により全国各地で渇水が発生しており、将来、温暖化によりさらに深刻化す

る可能性があることから、気候モデルによる新たな影響予測・分析を実施し、その影響を踏まえた被害軽減方策を

検討する。 

予算額０．１３億円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「順調である」 

平成２６年度の実績値は７３％（平成２４年度使用量）となり、過去の実績値によるトレンドを延長すると、

平成２８年度の目標年次に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２６年度には、独立行政法人水資源機構事業約３６０億円をもって、水資源開発施設の整備及び管理等を

行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は、目標達成に向けた着実な進捗を見せている。 

平成２７年度以降は、水資源開発施設の完成等により、都市用水が開発され、安定した水供給に寄与することが

見込まれ、これまでの施策が有効に機能してきていると評価できる。一方、無降水日数の増加や積雪量の減少によ

る渇水の増加が予測されていることから、引き続き水供給の安定性確保のための施策、水の有効利用の推進などを

行っていく必要がある。 

以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

気候変動による水資源への影響に対する軽減方策を検討し、水資源分野における気候変動適応策の検討等を行う。

さらに、国民生活や社会経済活動に深刻かつ重大な支障が生じる危機的な渇水（ゼロ水）への対応として、ゼロ水タ

イムラインを作成する際に必要となる前提条件（降雨状況等）を検討する。 

（平成２８年度以降） 

国民生活や社会経済活動に深刻かつ重大な支障が生じる危機的な渇水（ゼロ水）などに備え、地方公共団体等がゼ

ロ水タイムラインを策定するためのガイドラインを作成する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局 水資源部 水資源計画課（課長 須見 徹太郎） 

関係課： 水管理・国土保全局 水資源部 水資源政策課（課長 荒井 仁志） 
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業績指標２３ 

 地盤沈下を抑制するための地下水採取目標量の達成割合  

 

 

（指標の定義） 

地盤沈下防止等対策要綱地域（濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部）における地下水採取目標量の達成率 

（目標設定の考え方・根拠） 

地盤沈下に伴う被害の著しい濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部の３地域については、地盤沈下防止等対策

関係閣僚会議において、昭和６０年４月に濃尾平野及び筑後・佐賀平野、平成３年１１月に関東平野北部の各地域で

「地盤沈下防止等対策要綱」が決定された。要綱では、対象地域における地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を

図るため、規制区域内における遵守すべき地下水採取目標量を定めている。当該地下水採取目標量は平成２１年度に

見直し期限を迎え、「地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省連絡会議」において、要綱の取り組みを継続し概ね

５年毎に評価検討を行うことを申し合わせた。 

以上のことから、要綱の見直しを行った平成２１年度を目標値設定年次、次回評価検討を行う平成２６年度を目標

年次とした上で、要項に定められている対象地域の地盤沈下を防止し、併せて要綱の対象地域ごとに定められている

地下水採取の年間目標量（濃尾平野は２.７億㎥、筑後・佐賀平野は０.０９億㎥、関東平野北部は４.８億㎥）に対

して採取量が対象地域ごとに目標量以下に抑制された場合の達成割合を１００%とし、全体の達成割合は各対象地域

の面積を考慮して算出している。 

（外部要因） 

降水量の減少等による短期的・局所的な地下水採取 

（他の関係主体） 

関係府省（内閣官房、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省） 

地方公共団体（要綱地域内） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

濃尾平野及び筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱（昭和６０年４月２６日） 

関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱（平成３年１１月２９日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値                                                                                   （年度）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 

96% 95% 92% 98% 96% 集計中 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１００％（平成２６年度） 

実績値：９６％ （平成２４年度） 

集計中 （平成２５年度） 

初期値：９５％ （平成２１年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

安心・安全な地下水の保全・利用に向けた取り組みの推進 予算額：３１百万円（Ｈ２６年度） 

                               ３１百万円（Ｈ２５年度） 

濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部について、地盤沈下を防止し併せて地下水の保全を図るため、地下水・

地盤沈下状況等の調査資料及び観測資料等を収集・整理し、地下水量採取量と地盤沈下のメカニズムなどを分析し、

地下水採取目標量の妥当性等を検討するとともに今後の取り組みの方向性を検討する。 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２４年度の地下水採取目標量の達成割合は、９６％となり、引き続き高い水準を維持している。 

地下水採取量については、降雨の影響等により年度毎の変動があるところ、今回評価する平成２４年度の前年に

あたる平成２３年度は、達成率１５０％と高い実績値を示しており、地盤沈下も近年沈静化の傾向にあることから、

地下水採取目標量の達成に向け、各地で行われている施策は順調に進捗しており、目標値の達成が見込まれる。 
（事務事業等の実施状況） 

○地盤沈下防止等対策要綱推進協議会（毎年開催） 

対象地域における施策の円滑な実施を図るために、濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部の３地域で地

盤沈下防止等対策要綱推進協議会を開催した。主な議題は次のとおり。 

・地盤沈下及び地下水位の状況 

・地下水採取の状況 

・地盤沈下による被害の実態 

・地盤沈下防止等対策の実施状況 

・地下水の適正利用及び地盤沈下防止等対策の推進のために必要な事項 

さらに、「地盤沈下防止等対策要綱の実施状況」をとりまとめた。 

 

○地盤沈下防止等対策評価検討委員会（５年ごとに開催） 

  対象地域における「要綱に基づくこれまでの取組」及び「地下水・地盤沈下状況等」を整理・分析し、専門家

及び関係地方公共団体の意見を踏まえながら、今後の地盤沈下防止等対策のあり方を検討することを目的とし

て地盤沈下防止等対策評価検討委員会を開催した。主な議題は次のとおり。 

・地盤沈下の現状と目標採取量の妥当性について 

・地盤沈下防止等対策要綱の評価について 

 

○地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省連絡会議（５年ごとに開催） 

 濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部地域の地盤沈下防止等対策については、地盤沈下防止 等対策 

要綱を策定し、総合的な対策を推進してきたところであり、地盤沈下の現状と今後の取組について情報交換 

及び意見交換し、今後の取組について決定した。主な議題は次のとおり。 

・各地盤沈下防止等対策要綱地域の現状評価と今後の取組について 

・今後の地盤沈下防止等対策について 

 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

地盤沈下防止等対策要綱の地域においては、これまでの取り組みにより地盤沈下も沈静化の傾向に向かって 

いる。しかしながら、一部の地域において未だ地盤沈下の進行が認められることや渇水時の短期的な地下水位 

低下により地盤沈下が進行する恐れもあり、有識者からは今後も地盤沈下防止等対策要綱を継続し、目標採取

量は現行の値を維持していくことが望ましいとの評価を頂き、「地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省連絡

会議」にて、地下水採取に係る目標量の継続が決定された。 

以上から、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局水資源部水資源政策課（課長 荒井 仁志）  
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業績指標２４ 

 貯水池の建設に伴う水源地域における社会基盤整備事業の完了割合 

 

 

（指標の定義） 

水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画のうち、平成 23 年度末において進捗中の整備計画（30 地域）

に位置づけられた事業の総数を分母とし、そのうち完了した事業数を分子とした割合を指標とする。（単位：％） 

（目標設定の考え方・根拠） 

水資源を安定的に確保するためには、水源施設の整備を促進するほか、水源地域における関係住民の生活の安定と

地域社会の活性化を図り、水源地域の機能が適切に保全されることが必要である。 

このため、貯水池の建設により著しい影響を受ける水源地域では、水源地域整備計画に基づいて道路整備等の社会

基盤整備を行うものであり、その着実な進捗を示す指標として整備事業の完了割合を設定する。 

平成２３年度末において進捗中の整備計画（３０地域）に位置づけられた事業の完了割合（５８％）を初期値とし、

平成１９年度から平成２３年度まで５年間のトレンドから平成２８年度の数値を推定して目標値としている。 

（外部要因） 

ダム事業の進捗状況、地域の経済・社会状況の変化 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

５４％ ５８％ ６３％ ６５％ ６７％ 
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（％） 貯水池の建設に伴う水源地域における社会基盤整備事業の完了割合

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約７８％（平成２８年度） 

実績値： ６５％（平成２５年度） 

     ６７％（平成２６年度） 

初期値： ５８％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

水源地域の生活環境及び産業基盤を整備し、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図るため、水源地域対策特別

措置法に基づくダム等の指定、水源地域の指定、水源地域整備計画を決定し、水源地域整備計画に基づく社会基盤

整備事業の円滑な推進等、同法の適切な運用を図る。 

予算額：０．０８億円（平成２５年度） 

０．０８億円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「順調でない」 

業績指標の実績値は、毎年着実に向上しているが、直近の実績値によるトレンドを延長した場合、目標年度に目

標値は達成できないことになる。 

平成 26 年度末における業績指標の実績値は、67％（目安 70％（4％／年））であり着実に向上しているが、直近

2年間は、目安となる値を下回って推移している。 

水源地域対策特別措置法の水源地域整備計画に基づく社会基盤整備事業（以下「整備事業」という。）は、関係

地方公共団体等が事業主体となって各水源地域で実施されている。 

平成 25 年度以降に整備事業の完了数の増加ペースが低下した理由については、整備事業毎に事情が異なるため

一概に断定できないが、長期的にダムの新規着工が減少し、ダム建設事業の工期も長期化している中で、整備事業

はダム建設事業の進捗に合わせて長期にわたり実施されるものが含まれるため、業績指標の実績もダム建設事業の

進捗状況に影響を受けていると考えられる。 

また、公共事業費の削減や事業の重点分野の変化（防災・減災や既設ストックの維持管理・長寿命化への重点化）

を背景として、重点分野以外の施設の新設への予算配分が減少している可能性があり、このことが業績指標の実績

に影響を及ぼしている可能性がある。 

一方、関係道府県に整備事業の実施状況について聴取したところ、地元情勢（財政事情、社会情勢、住民意識の

変化、用地問題等）の影響により整備事業計画の見直しや、地元の合意形成に時間を要する等の問題が生じ、整備

事業の遅れが生じている例があるとの報告を受けている。 

（事務事業等の実施状況） 

整備事業の進捗にあたっては、定期的に道府県から聞き取りを行って、個々の整備事業の進捗状況や課題等の把

握に努めている。 

また、国の機関との間では、水源地域対策の適正かつ円滑な進捗を図るため、水源地域対策連絡協議会（関係省

庁により構成）等を通じて、課題の共有を図ると共に、課題解決に努めている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

整備事業の完了は着実に向上するものの、直近 2年間の動向で推移した場合、当初目標値の達成が出来ないこと

から、Ｂ「業績指標の実績値は目標達成に向けた成果を示していない。」と評価した。 

今後、水源地域対策特別措置法第 7 条（協力）、11 条（国の財政上及び金融上の援助）に基づき、円滑に整備事

業が実施されるよう、ダム建設事業者、各整備事業の関係者、地域関係者との情報共有や調整を図っていくことが

必要である。 

このため、今後も水源地域対策連絡協議会等を通じて、関係行政機関の間で課題の共有を図ると共に、整備事業

の事業主体に対する支援について一層の協力を求めていく。 
 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

  なし 

（平成２８年度以降） 

  なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局 水資源部 水資源政策課 水源地域振興室 （室長 岡 良介） 
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関連指標１ 

 国際会議等において水に関するプレゼンテーション等を行った日本企業等の団体数 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

二国間会議、多数の国が参加する国際会議、ワークショップ、シンポジウム等の機会において、相手国の政府関係

者へ水に関するプレゼンテーション等を行った日本企業と団体の数（累積） 

（目標設定の考え方・根拠） 

 気候変動や人口の増加等により世界的な渇水や水需給の逼迫が懸念され、今後の我が国への社会経済や国民生活に

も大きな影響を与えるおそれがある。このため、我が国の水資源開発における施設整備と維持管理に関する高い技術、

経験、知見等を活かし、積極的に世界の水資源問題の解決に貢献していく必要がある。また、新成長戦略（平成 22

年 6 月 18 日閣議決定）においては、日本の経験・技術をアジアの持続可能なエンジンとして活用し、水インフラの

整備支援を官民あげて取り組むことが謳われている。また、こうした支援は相手国が必要とする技術等を的確に提供

することにつながり、良好な国際関係の構築にも資するものである。 

 これらを踏まえ、水に関する二国間会議やワークショップの開催、３年ごとに開催される世界水フォーラムでのパ

ビリオンの設置等により、日本の企業や団体に水に関するプレゼンテーションや技術紹介の機会をより多く提供する

ことを目指す。これにより、アジアを中心とした相手国政府への理解を深め、水インフラ関連企業と団体の海外展開

を支援しつつ、官民連携して世界的な水資源問題の解決に貢献していく。 

 目標値は、これまでの二国間会議やワークショップ、世界水フォーラムでの実績と今後の実施予定を踏まえ、平成

23 年度から平成 28 年度までの間に、これらの機会において水に関するプレゼンテーション等を行う企業等の団体の

数（累積値）とする。なお、本指標の実績値は年度毎に集計して累積値を公表していくこととするが、対象となる団

体が１つの国際会議において複数回のプレゼンテーション等を行った場合でも１団体として取り扱う（当該団体が同

一年度内に別の会議でプレゼンテーション等を行った場合には、それぞれ１団体として取り扱う。）。 

（外部要因） 

景気動向、相手国政府の政情等の社会、経済情勢 

（他の関係主体） 

  － 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  － 

 【閣議決定】 

 新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定） 

 日本再生戦略（平成２４年７月３１日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

  － 

 【その他】 

  － 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ２２団体 ３０団体 ４０団体 ４８団体 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績値等 

目標値： ８１団体（平成２８年度） 

実績値： ４０団体（平成２５年度） 

     ４８団体（平成２６年度） 

初期値： ２２団体（平成２３年度） 
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国際会議等において水に関するプレゼンテーション等を行った日本企業等の団体数
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

世界的水資源問題を踏まえた我が国の対応方策検討 

 気候変動や人口増加による水需給の逼迫が懸念されるなか、アジア・太平洋地域等の持続的な成長に寄与する水

インフラの整備支援に向けて、総合水資源管理（ＩＷＲＭ）の普及や流域管理構想の立案・提示とともに日本の技

術・経験を活用した水インフラの海外展開を図るため、国際会議等を活用した情報発信、政策対話、ワークショッ

プ等を実施する。 

予算額 ０．３４億円（平成２５年度） 

    ０．４４億円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

－ 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

「順調である」 

 平成２６年度は２カ国のワークショップを開催し、７つの企業及び団体がプレゼンテーション等に参加した。

また、国際会議に参加し、１団体がプレゼンテーション等を行った。 

今後、平成２７年度に世界水フォーラムなど大規模な国際会議等が予定されており、目標年度には目標値の達成

が予想される。 

（事務事業等の実施状況） 

 平成２６年度の実績は以下のとおり。 

  ①OECD 水ガバナンス会合（平成２６年９月１９日：フランス・パリ） 

    プレゼンテーション参加団体数： １団体 

  ②日ベトナム水資源施設管理ワークショップ（平成２６年１２月２３日：ベトナム・ハノイ） 

    プレゼンテーション参加団体数： ６団体 

  ③日ミャンマー水資源管理ワークショップ（平成２７年２月９日：ミャンマー・ネーピードー） 

   プレゼンテーション参加団体数： １団体 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局水資源部水資源計画課（課長 須見 徹太郎） 
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約69% 約69% 約69% 約70% 約70% 集計中 約75%

― ― ― ― ―

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

9.8㎡/人 9.8㎡/人 9.9㎡/人 10.0㎡/人 10.1㎡/人 集計中 10.5㎡/人

― ― ― ― ―

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

12.6㎡/人 12.6㎡/人 12.7㎡/人 12.8㎡/人 12.9㎡/人 集計中 13.5㎡/人

― ― ― ― ―

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

16% ― 16% 25% 48% 51% 60%

― ― ― ― ―

24年度 25年度 26年度 27年度

19,355 17,972 18,897 19,302

2,009 1,952 154 -

2,912 3,847 4,333 -

24,276 23,770 23,384 19,302

19,588 19,214

3,847 4,333

842 223

B

年度ごとの目標値

実績値
評価

B

実績値
評価

施策目標個票
（国土交通省26－⑦）

施策目標 良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

都市における緑とオープンスペースの確保を図るため、道路・河川等との事業間連携、官民協働により、効率的・効
果的に都市公園の整備、緑地保全等を推進する。

評価結果

目標達成度合いの
測定結果

　（各行政機関共通区分）

④進展が大きくない

　（判断根拠）

業績指標４項目のうち３項目について、今後、より努力が必要であると判断するた
め。

施策の分析
良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する施策目標の達
成に向けて都市公園の整備、緑地保全等を推進してきたところであるが、目標達
成には一層の取組が必要。

次期目標等への
反映の方向性

良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する施策目標の達
成に向けて都市公園の整備、緑地保全等を推進してきたところであるが、目標達
成には一層の取組が必要。
今後とも道路・河川等との事業間連携、官民協働による効率的・効果的な施策の
実施を推進していく。

評価

B
年度ごとの目標値

28　地方公共団体における公
園施設の長寿化計画策定率

実績値
評価

A

27　都市空間における水と緑
の公的空間確保量

年度ごとの目標値

26　１人あたり都市公園等面積

年度ごとの目標値

業績指標

25　歩いていける身近なみどり
のネットワークが体系的に整備
されている割合

実績値

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 28年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

不用額（百万円）

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

担当部局名 都市局 作成責任者名
公園緑地・景観課
（課長　梛野　良明）

政策評価実施時期 平成27年8月
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業績指標２５ 

 歩いていける身近なみどりのネットワーク率 

 

 

（指標の定義） 

市街地において、都市住民の徒歩圏（注１）内に様々な規模の公園・緑地（都市公園以外を含む）（注２）のネッ

トワークが体系的に整備されている状態（注３）（分母）を１００％とした場合の実際の整備率（分子） 

     
（注１）都市住民にとって、日常生活上最低限必要とされる学校、店舗、公園等のコミュニティ施設が備わり、主な交通手段が徒歩となる日常生

活空間の単位。住区に相当し、概ね１ｋ㎡が標準的な範囲となる。 

（注２）○小規模な公園・緑地（標準面積０．２５ｈａ） 

     →街区公園、市民緑地、児童遊園、条例設置公園、広場公園、緑道 等 

        ○中規模な公園・緑地（標準面積２ｈａ） 

        →近隣公園、特別緑地保全地区、都市緑地、都市林 等 

        ○大規模な公園・緑地（標準面積４ｈａ以上） 

        →地区公園、総合公園、運動公園、国民公園、風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園、広域公園、レクリエーション都市、国営公園、

緩衝緑地等 

（注３）１住区当たりの整備水準として、街区公園を含む小規模な公園緑地が４箇所、近隣公園を含む中規模な緑地が１箇所、地区公園を含む大

規模な公園緑地が０．２５箇所整備されている状態。 
（目標設定の考え方・根拠） 

少子高齢化社会に対応するため、長期的に１００％となることをめざしており、現況値との勘案により平成２８年

度の目標値約７５％を設定している。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・生物多様性国家戦略２０１２－２０２０（平成２４年９月２８日）「第３部 第７節都市 ３ 緑地、水辺の保全・

再生・創出・管理に係る諸施策の推進」 

・京都議定書目標達成計画（平成２０年３月２８日）「公園、道路、河川・砂防、港湾、下水道等の事業間連携等に

よる水と緑のネットワーク形成等の推進」 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約６９％ 約６９％ 約７０％ 約７０％ 集計中 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約７５％ （平成２８年度） 

実績値：約７０％ （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：約６９％ （平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○住区基幹公園の整備 

住区基幹公園の整備を推進することにより、都市の緑を保全・創出し、良好な住環境の形成を図る。 

予算額： 社会資本整備総合交付金９，１２４億円、防災・安全交付金１０，８４１億円、内閣府計上の沖縄振

興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，０３１億円、防災・安全交付金１０，４６０億円、内閣府計上の沖縄振

興公共投資交付金８１１億円の内数（平成２５年度国費） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は集計中であるが、過去の実績値の進捗（H22:68.8％、H23:69.3％、H24:69.6%、H25:70.0%）

から、目標値にむかって順調に推移するものの、目標期限である平成２８年度には目標値の達成は困難である。 

（事務事業等の実施状況） 

都市公園事業費補助、社会資本整備総合交付金により、市街地における都市公園整備を推進した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり過去の実績値の進捗から今後も着実に実績値の増加が見込まれるが、目標年度に目標達成は困難

と思料。今後は、既成市街地における効率的な都市公園の整備手法の一つである立体都市公園制度に関する周

知をさらに行うとともに、社会資本整備総合交付金等により都市公園の整備を継続的に支援していく。 

・歩いていける範囲の身近な公園については、生物多様性国家戦略２０１２－２０２０（Ｈ２４）においても、

目指す方向として、日常的な暮らしの中で身近な自然とのふれあいの場と機会を確保することとされているこ

とから、引き続き都市公園等の整備を推進していく。 

以上から、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明） 
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業績指標２６ 

 １人当たり都市公園等面積 

 

 

（指標の定義） 

都市公園等（都市公園及びカントリーパーク）の面積（分子）を都市域及びカントリーパークが設置された市町村

の人口（分母）で除したもの。 

※カントリーパーク：都市計画区域外の一定の農山漁村に整備する公園 

（目標設定の考え方・根拠） 

緑豊かな生活環境の形成を図るため、第二次新・生物多様性国家戦略（Ｈ１４）において、長期的に住民一人当た

りの都市公園等面積を２０㎡に高めることが目標とされているところ。これを踏まえ、都市公園の今後の整備予定量

から目標値を設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・生物多様性国家戦略２０１２－２０２０（平成２４年９月２８日）「第３部 第７節都市 ３ 緑地、水辺の保

全・再生・創出・管理に係る諸施策の推進」 

・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日）「都市公園の整備に当たっては史跡や名勝、豊かな自然環境な

ど地域の魅力ある観光資源を活かす取組を推進する」、「市民、企業等とも協働しつつ、都市に残された貴重な

緑地の保全及び緑化を推進するとともに、緑に関する行催事等を通じ、世界に誇る花と緑豊かな魅力ある都市

を形成する」 

・長期戦略指針「イノベーション２５」（平成１９年６月１日）「都市公園の整備を始め、ＮＰＯ等による緑化活

動の促進、公共公益施設の緑化の推進、都市開発事業における緑地等の創出に関わる民間事業者の取組を評価

する制度の開発・普及等、多様な主体による国民運動としての都市緑化活動を展開。」 

・２１世紀環境立国戦略（平成１９年６月１日）「緑地の保全、都市公園の整備、公共公益施設の緑化、屋上緑化

等を推進することにより都市内において森と呼べるような豊かな自然空間を再生・創出する。」 

 【閣決（重点）】 

    なし 

 【その他】 

    なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

９．８㎡／人 ９．９㎡／人 １０．０㎡／人 １０．１㎡／人 集計中 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１０．５㎡／人（平成２８年度） 

実績値：１０．１㎡／人（平成２５年度） 

    集計中    （平成２６年度） 

初期値：９．８㎡／人 （平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①国営公園の整備 

わが国固有の優れた文化的資産の保存及び活用や広域的レクリエーション需要への対応を図るため、国営飛鳥・

平城宮跡歴史公園（奈良県）をはじめとした１４国営公園の着実な整備を推進している。 

予算額：国営公園整備費 １０６億円(平成２６年度国費)  

          国営公園整備費 １０９億円(平成２５年度国費) 

②都市公園等整備事業に対する補助 

地方公共団体が行う都市公園等の整備に対して補助を行い、都市公園等の整備を支援する。 

予算額：社会資本整備総合交付金９，１２４億円、防災・安全交付金１０，８４１億円、内閣府計上の沖縄振 

興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，０３１億円、防災・安全交付金１０，４６０億円、内閣府計上の沖縄振 

興公共投資交付金８１１億円の内数（平成２５年度国費） 

関連する事務事業等の概要 

〇緑地環境整備総合支援事業の推進 

都市公園の整備、特別緑地保全地区の指定及び市民緑地制度による民有緑地の公開などの多様な手法の活用による

緑とオープンスペースの確保を支援する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・都市公園等面積は着実に増加している。 

（事務事業等の実施状況） 

・直轄事業においては、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園（奈良県）等１４公園の整備を推進した。 

・補助事業においては、都市公園事業費補助、緑地環境整備総合支援事業費補助、社会資本整備総合交付金等に

より地方公共団体による公園整備への支援を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・本業績指標は、着実に増加しているものの、過去の実績値によるトレンドをやや下回る値であるため、Ｂと評

価した。 

・都市の緑を確保していくため、引き続き計画的に都市公園の整備を推進していく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明）  
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業績指標２７ 

 都市空間における水と緑の公的空間確保量 

 

 

（指標の定義） 

 都市域における（原則都市計画区域とする）自然的環境（樹林地、草地、水面等）を主たる構成要素とする空間で

あり、制度等により永続性が担保されている空間の確保量（面積）を都市計画区域人口で除したもの。 

 

＜分母＞都市計画区域人口（人） 

＜分子＞都市域の永続的自然環境面積※（㎡） 

  ※都市における緑地・水面等の中でも、都市公園をはじめとした公共公益施設としての緑地、特別緑地保全地区

   等に指定されている緑地など、法律等に基づく規制によって永続性が担保されている土地の面積 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

水と緑豊かで良好な都市環境の形成を図るため、第二次新・生物多様性国家戦略（Ｈ１４）において、長期的に住

民一人当たりの都市公園等面積を２０㎡に高めることが目標とされているところであり、都市公園、特別緑地保全地

区等の現況値のトレンドを踏まえ目標値を設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・生物多様性国家戦略２０１２－２０２０（平成２４年９月２８日）「第３部 第７節都市 ３ 緑地、水辺の保

全・再生・創出・管理に係る諸施策の推進」 

・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日）「都市公園の整備に当たっては史跡や名勝、豊かな自然環境

など地域の魅力ある観光資源を活かす取組を推進する」、「市民、企業等とも協働しつつ、都市に残された貴重

な緑地の保全及び緑化を推進するとともに、緑に関する行催事等を通じ、世界に誇る花と緑豊かな魅力ある都

市を形成する」 

・低炭素社会づくり行動計画（平成２０年７月２９日）「緑地の保全や都市緑化等の推進」 

・京都議定書目標達成計画（平成２０年３月２８日）「「緑の政策大綱」や市町村が策定する「緑の基本計画」等、

国及び地方公共団体における緑の保全、創出に係る総合的な計画に基づき、引き続き、都市公園の整備、道路、

河川・砂防、港湾、下水処理施設、公的賃貸住宅、官公庁施設等における緑化、建築物の屋上等の新たな緑化

空間の創出を積極的に推進する。」 

・長期戦略指針「イノベーション２５」（平成１９年６月１日）「都市公園の整備を始め、ＮＰＯ等による緑化活

動の促進、公共公益施設の緑化の推進、都市開発事業における緑地等の創出に関わる民間事業者の取組を評価

する制度の開発・普及等、多様な主体による国民運動としての都市緑化活動を展開。」 

・２１世紀環境立国戦略（平成１９年６月１日）「緑地の保全、都市公園の整備、公共公益施設の緑化、屋上緑

化等を推進することにより都市内において森と呼べるような豊かな自然空間を再生・創出する。」 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  ・地方再生戦略（平成１９年１１月地域活性化統合本部決定）「城跡・古墳、歴史的建造物等を生かしたまちな

み形成の支援、都市公園事業等の既存制度の充実による支援について検討する。」 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１２．６㎡／人 １２．７㎡／人 １２．８㎡／人 １２．９㎡／人 集計中 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１３．５㎡／人（平成２８年度） 

実績値：１２．９㎡／人（平成２５年度） 

    集計中    （平成２６年度） 

初期値：１２．６㎡／人（平成２２年度） 

87



 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①国営公園の整備（◎） 

わが国固有の優れた文化的資産の保存及び活用や広域的レクリエーション需要への対応を図るため、国営飛

鳥・平城宮跡歴史公園（奈良県）をはじめとした１４国営公園の着実な整備を推進している。 

予算額：国営公園整備費 １０６億円（平成２６年度国費） 

    国営公園整備費 １０９億円（平成２５年度国費） 

②都市公園等整備事業に対する補助（◎） 

地方公共団体が行う都市公園等の整備に対して補助を行い、都市公園等の整備を支援する。 

予算額：社会資本整備総合交付金９，１２４億円、防災・安全交付金１０，８４１億円、内閣府計上の沖縄振 

興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，０３１億円、防災・安全交付金１０，４６０億円、内閣府計上の沖縄振 

興公共投資交付金８１１億円の内数（平成２５年度国費）③古都及び緑地保全事業の推進（◎） 

古都及び緑地保全事業を推進することにより、身近な緑地の保全を図る。 

予算額：社会資本整備総合交付金９，１２４億円、防災・安全交付金１０，８４１億円、内閣府計上の沖縄振 

興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，０３１億円、防災・安全交付金１０，４６０億円、内閣府計上の沖縄振 

興公共投資交付金８１１億円の内数（平成２５年度国費）④特別緑地保全地区内の土地に係る相続税の延納に伴う

利子税の特例措置（相続税） 

相続税額について延納の許可を受けた者に係る課税相続財産の価額のうちに、特別緑地保全地区にある土地の

価額がある場合の利子税の利率の特例措置を講ずる。 

⑤相続税評価額の特例措置（相続税） 

特別緑地保全地区内の山林、原野、立木について、評価の軽減措置を講ずる。 

⑥地価税に係る非課税措置（地価税）※平成１０年１月１日より当分の間、課税の停止 

特別緑地保全地区内の緑地に係る土地の非課税措置を講ずる。 

⑦市街化区域農地に対して課す固定資産税の特例措置（固定資産税） 

市街化区域農地のうち、三大都市圏の既成市街地等内の市の区域に存するものに係る宅地並み課税について、

特別緑地保全地区内の農地については適用除外とする。 

⑧特別緑地保全地区内の土地の評価の軽減等（相続税） 

特別緑地保全地区内の土地（ホテル、料理店等の施設の用に供する土地以外）の山林・宅地に係る評価の軽減

措置を講ずる。 

⑨特別緑地保全地区内の土地の評価の軽減等（固定資産税） 

特別緑地保全地区内の土地（ホテル、料理店等の施設の用に供する土地以外）の山林・宅地に係る固定資産税

の特例措置を講ずる。 

⑩特別緑地保全地区に係る土地に対する非課税措置（特別土地保有税） 

特別緑地保全地区内の土地（ホテル、料理店等の施設の用に供する土地以外）に係る特別土地保有税の非課税

措置を講ずる。 

⑪市民緑地に係る課税の特例措置（相続税） 

市民緑地の用地として貸し付けられている土地の評価の軽減措置を講ずる。 

⑫認定緑化施設に係る課税の特例措置（固定資産税） 

緑化施設整備計画の認定を受けた認定緑化施設に係る課税標準の特例措置を講ずる。 

⑬生産緑地に係る相続税の特例措置（相続税） 

農地等に係る相続税の納税猶予措置を講ずる。 

⑭生産緑地地区内の農地に係る非課税措置（地価税） 

生産緑地地区内の農地等のうち買取りのされていないものに係る地価税の非課税措置を講ずる。 

⑮贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予（不動産取得税） 

贈与により一定割合以上の農地等を取得した場合の不動産取得税について徴収を猶予する（贈与税が免除され

る場合は納税義務免除）。 

⑯市街化区域農地に対して課する固定資産税の特例措置（固定資産税） 

特定市街化区域農地に係る宅地並み課税について、生産緑地地区内の農地については適用除外とする。 
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関連する事務事業等の概要 

①緑地環境整備総合支援事業の推進（◎） 

都市公園の整備、特別緑地保全地区の指定及び市民緑地制度による民有緑地の公開などの多様な手法の活用に

よる緑とオープンスペースの確保を支援する。 

②道路緑化の推進（◎） 

良好な景観を形成し、ＣＯ２の吸収など環境への負荷を軽減するため、良質な緑の道路空間を構築するべく、

道路緑化を積極的に進める。 

③河川における水際の緑化（◎） 

河川において、良好な自然環境の再生のための自然再生や多自然川づくりにより、水と緑の豊かな空間を確保

する。 

④急傾斜地における緑を生かした斜面対策（◎） 

山麓斜面に市街地が接している都市において、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境を形成するた

め、一連の樹林帯（グリーンベルト）の整備を推進する。 

⑤港湾環境整備事業の推進（◎） 

港湾内の生活・労働環境改善などを図り、港湾空間における良好な環境の実現のため、港湾緑地を計画的に整

備する。 

⑥空港周辺緑地整備事業の推進（◎） 

特定飛行場の周辺区域（第３種区域）内の移転補償跡地において緩衝緑地帯等を整備する。 

⑦下水道施設の緑化等の推進（◎） 

  下水道施設の緑化や開水路等を活用したせせらぎ整備等を積極的に進める。 

⑧官庁施設の緑化の推進 

  良好な都市環境形成等の観点から、屋上緑化を含めた官庁施設の構内緑化を推進する。 

(注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関する

ものである。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

都市における自然的環境の多くを占める都市公園の面積としては、過去の実績値（平成 24 年度約 120 千 ha、

平成 25 年度約 121 千 ha）から推計すると平成 25 年度は約 1 千 ha 程度増加することが見込まれ、過去のトレンド

を延長した場合、目標年度に目標値の達成が見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・直轄事業においては、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園（奈良県）等１４公園の整備を推進した。 

・補助事業においては、都市公園事業費補助、緑地環境整備総合支援事業費補助、社会資本整備総合交付金等に

より、地方公共団体による緑とオープンスペースの確保への支援を行った。 

・良質な緑の道路空間を構築するため、道路緑化を推進した。 

・自然再生、多自然川づくり等を多摩川、木曽川等で実施。 

・山麓斜面に市街地が接している都市において、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境を形成するた

め、一連の樹林帯（グリーンベルト）の整備を推進。 

・港湾空間における良好な環境の実現のため、港湾緑地の整備を全国約５０港で実施した。 

・特定飛行場の周辺区域（第３種区域）内の移転補償跡地において緩衝緑地帯等を整備した。 

・下水道施設の緑化や開水路等を活用したせせらぎ整備等を推進した。 

・良好な都市環境形成等の観点から、屋上緑化を含めた官庁施設の構内緑化を推進した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は集計中であるが、前述のとおり、本業績指標は、過去の実績値によるトレンドをやや

下回る値であるため、Ｂと評価した。 

・都市域における水と緑の公的空間を確保していく上で、引き続き社会資本整備総合交付金等により、都市公園

の整備、緑地の保全・創出、道路・河川・急傾斜地・港湾等の公共空間の緑化を推進していく必要がある。 
 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

  なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 
 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明） 

関係課：道路局環境安全課道路環境調査室（室長 高松 諭） 

水管理・国土保全局河川環境課（課長 五十嵐 崇博） 

水管理・国土保全局砂防部砂防計画課（課長 西山 幸治） 

水管理・国土保全局下水道部流域管理官（流域管理官 加藤 裕之） 

港湾局海洋・環境課（課長 小谷野 喜二） 

航空局航空ネットワーク部環境・地域振興課（課長 藤田 穣） 

住宅局住宅総合整備課（課長 北 真夫） 

大臣官房官庁営繕部整備課（課長 尾崎 俊文）  
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業績指標２８ 

 地方公共団体における公園施設の長寿命化計画策定率 

 

 

（指標の定義） 

都市基幹公園・大規模公園を有する地方公共団体のうち、公園施設長寿命化計画を策定する団体数の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２３年度に行った計画策定意向アンケート結果を踏まえ、都市基幹公園・大規模公園を有する地方公共団体の

うち、計画策定済み団体の割合を平成２３年度約１６％から平成２８年度約６０％まで向上させる目標を設定。 

（外部要因） 

・なし 

（他の関係主体） 

  ・地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ・なし 

 【閣議決定】 

・なし 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

・なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

１６％ ２５％ ４８％ ５１％  
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地方公共団体における公園施設の長寿命化計画策定率

 
 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・公園施設長寿命化計画策定調査による支援の実施（◎） 

地方公共団体に対して、公園施設の計画的な修繕・改築を行うための点検・調査、及び同点検・調査の結果に

基づく公園施設長寿命化計画の策定費用に係る支援を実施。 

予算額：社会資本整備総合交付金９，１２４億円、防災・安全交付金１０，８４１億円、内閣府計上の沖縄

振興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

    社会資本整備総合交付金９，０３１億円、防災・安全交付金１０，４６０億円、内閣府計上の沖縄

振興公共投資交付金８１１億円の内数（平成２５年度国費） 
（注） ◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：６０％（平成２８年度） 

実績値：４８％（平成２５年度） 

    ５１％（平成２６年度） 

初期値：１６％（平成２３年度） 
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関連する事務事業等の概要 

特になし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は５１％であり、目標値の達成に向けて順調に推移している。 

（事務事業の実施状況） 

地方公共団体における公園施設の長寿命化計画策定率を向上するため、平成２７年度においても、地方公共団体

に対して、公園施設の計画的な修繕・改築を行うための点検・調査、及び同点検・調査の結果に基づく公園施設長

寿命化計画の策定費用に係る支援を実施。また、平成２４年４月に「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」を公

表し、地方公共団体の策定の取り組みを支援している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は、目標値の達成に向けて順調に推移していることから、Ａと評価した。今後も公園施設の長寿命化計画

策定に係る支援を実施していくこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明） 
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約33% 約33% 約35% 約36% 約38% 集計中 約50%

－ － － － －

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約13% 約13% 約13% 約13% 約15% 集計中 約29%

－ － － － －

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約87%※2 約87%※2 約88%※2 約88%※2 約89%※1 集計中 約95%

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約3割 － 約3割 約39% 約45% 約48% 約5割

－ － － － －

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約33% 約31% 約33% 約39% 約41% 集計中 約43%

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

54,856 50,299 26,794 26,457
<89> <239> <0> <0>

△ 386 △ 120 0 -
<0> <0> <0> -

15,074 17,201 11,191 -
<0> <0> <0> -

69,545 67,380 37,985 26,457
<89> <239> <0> <0>

51,341 54,661
<89> <239>

17,201 11,191
<0> <0>

1,002 1,528
<0> <0>

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

※1東日本大震災の影響で、福島県において調査不能な自治体があるため参考値
※2東日本大震災の影響で、岩手県・宮城県・福島県の３県において調査不能な自治体があるため
参考値

執行額（百万円）

不用額（百万円）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

30　下水汚泥エネルギー化率
（下水汚泥中の有機物のうち、
消化ガス発電や固形燃料化等
としてエネルギー利用されたも
のの割合）

実績値

28年度要求額

33　良好な水環境創出のため
の高度処理実施率（高度処理
が必要な区域内の人口に対す
る高度処理が実施されている
区域内の人口の割合）

実績値

当初予算（a）

B
年度ごとの目標値

評価結果

　業績指標については、目標達成に向けた成果を示しているものもあるが、全体と
して施策目標に対して進展が大きくないと言えるため、汚水処理人口普及率など、
実績値の伸びが芳しくないものに関しては、より一層の自治体に対する制度的支援
等の策を講じながら目標達成に向けた後押しを行うなど、良好な水環境・水辺空間
の形成等を推進していく。

評価

B

　特に重要な水系における湿地の再生や高度処理実施率に関する業績指標につ
いては目標達成に向け順調に推移しているが、汚水処理人口普及率や下水汚泥
エネルギー化率等については実績値は上昇しているものの、伸びが鈍く目標達成
に向けた実績を示していないため。

評価

31　汚水処理人口普及率（総
人口に占める汚水処理施設を
利用できる人口の割合）

実績値

施策の分析

　自然再生事業による湿地の再生や下水道事業における高度処理の推進等は着
実にすすめられており、達成すべき目標に寄与している。ただし、汚水処理人口普
及率や下水汚泥のエネルギー化等については、東日本大震災の影響等もあり想定
していたほどの実績は得られていない。

自然再生事業、水と緑のネットワーク整備事業、緑地環境整備総合支援事業、下水道事業、都市水環境整備事業
等を実施することにより、良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適切な汚水処理の実施、
下水道資源の循環を推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

B

29　生物多様性の確保に配慮
した緑の基本計画の策定割合

実績値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

④進展が大きくない

施策目標個票
（国土交通省26－⑧）

施策目標
良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進
する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価

A
年度ごとの目標値

業績指標

32　特に重要な水系における
湿地の再生の割合

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

評価
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※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

作成責任者名 平成27年8月担当部局名 水管理・国土保全局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

河川環境課
（課長　小俣　篤）

政策評価実施時期
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業績指標２９  

生物多様性の確保に配慮した緑の基本計画の策定割合 

 

 

（指標の定義） 

政令指定都市・中核市・東京都特別区が策定する緑の基本計画について、緑地の保全及び緑化の目標、緑地の配置

方針、緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項のいずれかに、生物多様性の確保に関する項目が設定さ

れている計画割合 

分子：政令指定都市・中核市・東京都特別区が策定した緑の基本計画のうち、生物多様性の確保に関する配慮事項

が記載されている計画の策定数 

分母：政令指定都市・中核市・東京都特別区が策定した緑の基本計画策定数 

（目標設定の考え方・根拠） 

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（緑の基本計画）は、都市緑地法に基づき市町村が定める総合的な都

市における緑に関するマスタープランであり、都市の生物多様性を確保するために必要なエコロジカルネットワーク

の形成を図るためには緑の基本計画の活用が効果的である。このため、都市における生物多様性の確保に関する指標

として、生物多様性の確保に関する配慮事項が記載されている緑の基本計画の策定割合を把握する。対象都市におけ

る緑の基本計画の改定時期のトレンド等を踏まえ、改訂時には生物多様性の確保に関する配慮事項が追加されること

を見込んで、平成 28 年度末までには 50％が達成されることを目標とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体(市区町村)(緑の基本計画の策定主体) 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・生物多様性基本法(平成 20 年法律第 58 号) 

・地域における多樣な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (平成 22 年法律第

72 号) 

・生物多様性国家戦略 2012-2020(平成 24 年 9 月 28 日)第 3 部第 1 章第 7 節 2  緑地の保全・再生・創出・管理に係

る総合的な計画の策定 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

 国土交通省都市局において平成23年 10月に 「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」、

平成 25 年 5月に「都市の生物多様性指標（素案）」を策定したことを踏まえ、都市の生物多様性の確保に配慮した緑

の基本計画の策定に資する技術的支援を行う。 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約 33％ 約 35％ 約 36％ 約 38％ 集計中 

 

 

 
 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約５０％ （平成２８年度） 

実績値：約３８％ （平成２５年度） 

集計中   （平成２６年度） 

初期値：約３３％ （平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

平成２３年１０月に 「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」 、平成 25 年 5 月に

「都市の生物多様性指標（素案）」を策定したことを踏まえ、都市の生物多様性の確保に配慮した緑の基本計画の

策定に資する技術的支援や施策の重要性に関する普及啓発を行っている。 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は集計中であるが、過去の実績値の進捗（H22;約 33％、H23;約 35％、H24;約 36％、H25;

約 38％）から、目標に向かって順調に推移するものの、目標期限である平成２８年度には目標値の達成は困難とな

りつつある。 

 

（事務事業等の実施状況） 

「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」 や「都市の生物多様性指標（素案）」の普

及に努めている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり過去の実績値の進捗から今後も着実に実績値の増加が見込まれるが、目標年度に目標達成は困難と

なりつつある。今後は、「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」や「都市の生物多様

性指標（素案）」の周知や都市の生物多様性の確保に配慮した緑の基本計画の策定に資する技術的支援や施策の重

要性に関する普及啓発をより一層実施する。 

以上から、Ｂと評価した 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局公園緑地・景観課緑地環境室（室長 町田 誠） 
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業績指標３０ 

 下水汚泥エネルギー化率（下水汚泥中の有機物のうち、消化ガス発電や固形燃料化等としてエネルギー利用された

ものの割合） 

 

 

（指標の定義） 

・下水汚泥中の有機物のうち、消化ガス発電や固形燃料化等としてエネルギー利用されたものの割合 

 （分母）下水汚泥中の有機物 

 （分子）消化ガス発電や固形燃料化等としてエネルギー利用された下水汚泥中の有機物 

（目標設定の考え方・根拠） 

・今後、現在約３割が未利用の消化ガスの有効利用が行われ、焼却炉の更新時における固形燃料化施設への転換等

が行われることを見込んで、下水汚泥のエネルギー化率が平成２８年度に約２９％まで進展することを目標とす

る。 

（外部要因） 

・技術開発の動向、資源価格の高騰 

（他の関係主体） 

 ・地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 ・第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「あらゆる施策を総動員して、徹底した省エネルギーと、

再生可能エネルギーの最大限の導入を進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・エネルギー基本計画（平成２６年４月１０日）「再生可能エネルギーについては、２０１３年から３年程度、導

入を最大限加速していき、その後も積極的に推進していく。」（第２章第２節１．（１）） 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

・なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約１３％ 約１３％ 約１３％ 約１５％ 集計中 
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（％） 下水汚泥エネルギー化率

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約２９％ （平成２８年度） 

実績値：約１５％ （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：約１３％ （平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○ 下水汚泥のエネルギー利用（◎） 

・下水汚泥のエネルギー利用を促進するため、地方公共団体が行う汚泥のエネルギー化施設の整備に対して支援

を行うとともに、革新的技術の実証事業を行う。 

社会資本整備総合交付金予算額 ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 

下水道事業関連予算額 ５３億円の内数（平成２６年度国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は集計中である。平成２３年度以降は、東日本大震災の影響もあり、過去の実績値による

トレンドを延長しても、目標年度に目標値は達成できないことになるが、平成２５年度から上昇しており、多くの

事業が円滑に進捗していることから、今後の実績値の急上昇が見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・社会資本整備総合交付金等により、地方公共団体による下水汚泥のエネルギー化を支援した。 

・平成２３年度から、「下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）」により、下水道における創エ

ネ対策に係る革新的技術を実証し、下水汚泥のエネルギー化を推進した。 

・下水汚泥固形燃料の JIS 規格を制定し、品位の安定化及び信頼性の確立を図り、市場の活性化を促進した。 

・「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン」を改訂するとともに、「下水汚泥のエネルギー化導入簡易検討ツー

ル」を公表し、各下水道管理者における下水汚泥のエネルギー化を促進した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業務指標については、過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標値は達成できないことにな

るため、Bと評価した。 

・平成２３年度以降は、東日本大震災の影響もあり、実績値が上昇していなかったが、平成２５年度から上昇し

ており、今後の上昇が見込まれる。 

・平成２３年度から実施している「下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）」は、その成果が普

及するのに時間を要するため、今後業務指標への効果が発現するものと見込まれる。 

・課題として、地方公共団体の厳しい財政事情等のため、下水汚泥のエネルギー利用施設の導入が進みにくい状

況がある。 

・引き続き、社会資本整備総合交付金による財政支援を行うとともに、低コストな技術に関する実証を実施し、

実証事業の成果についてはガイドライン化を図ること等によって省エネ・創エネ技術の普及を図る。 

・また、スケールメリットがはたらくよう、既存の下水処理場において、地域の生ごみ等のバイオマスの効率的

な集約・利活用を推進するため、先行事例等についての課題の把握、モデル地域における事業化検討、マニュ

アルのとりまとめ等を行う。 

・さらに、下水汚泥が燃料として利用されるよう努めることについて、下水道管理者が責務を有することを明確

にする。 

・なお、平成２４年から施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（固

定価格買取制度）」等により下水汚泥のエネルギー利用がさらに加速すると見込まれる。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・下水道法の改正により、下水汚泥が燃料として利用されるよう努めることについて、下水道管理者が責務を有す

ることを明確にする。 

・スケールメリットがはたらくよう、既存の下水処理場において、地域の生ごみ等のバイオマスの効率的な集約・

利活用を推進するため、先行事例等についての課題の把握、モデル地域における事業化検討、マニュアルのとり

まとめ等を行う。 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局下水道部下水道企画課（課長 井上 誠） 
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業績指標３１ 

 汚水処理人口普及率（総人口に占める汚水処理施設を利用できる人口の割合） 

 

 

（指標の定義） 

汚水処理施設（下水道、農業集落排水施設、浄化槽等）が普及している人口の割合 

（分母）総人口 

（分子）汚水処理施設（下水道、農業集落排水施設、浄化槽等）が普及している人口 

（目標設定の考え方・根拠） 

将来的には、全人口が汚水処理施設を利用できるようにする必要があるが、これまでの下水道、農業集落排水施

設、浄化槽等各汚水処理施設の整備の進捗状況等を踏まえて、当面の目標として、平成２８年度までに約９５％

達成させることを目標として設定 

（外部要因） 

技術開発の動向、地元の調整状況等 

（他の関係主体） 

・環境省（浄化槽事業を所管） 

・農林水産省（農業集落排水施設事業を所管） 

・地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「下水道や浄化槽の整備のように、複数の省庁にまたがる同種の公共事業を地域再生のため実施する場合には、

窓口を一本化して交付金を地方に配分する仕組みをつくります。」 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

（指標の定義） 

汚水処理施設（下水道、農業集落排水施設、浄化槽等）が普及している人口の割合 

（分母）総人口 

（分子）汚水処理施設（下水道、農業集落排水施設、浄化槽等）が普及している人口 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約８７％※ 

※参考値 

約８８％※ 

※参考値 

約８８％※ 

※参考値 

約８９％※ 

※参考値 

（集計中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約９５％（平成２８年度） 

実績値：約８９％（平成２５年度）※１ 

    集計中 （平成２６年度） 

初期値：約８７％（平成２２年度）※２ 

※１東日本大震災の影響で、福島県において調査不能な自治体が

あるため参考値 

※２東日本大震災の影響で、岩手県・宮城県・福島県の３県にお

いて調査不能な自治体があるため参考値 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○汚水処理施設の整備（◎） 

・効率的な汚水処理施設整備を進めるため、地域の特性を踏まえた適切な役割分担の下、下水道、農業集落排水施

設、浄化槽等の整備を連携して実施する。 

・下水道の整備を促進するため、事業を実施する地方公共団体に対して補助を行う。 

 社会資本整備総合交付金予算額 ９，０３１億円の内数（平成２５年度国費予算ベース） 

社会資本整備総合交付金予算額 ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費予算ベース） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・汚水処理人口普及率の平成２６年度の実績値は集計中であるが、平成２５年度の実績値は約８９％※で、前年度

から約１％上昇している。 

・普及状況は地域間、人口規模によって大きな差があり、汚水処理人口普及率が全国平均を超えているのは、１７

都道府県だけである。また、５万人未満の中小市町村における汚水人口普及率は７５．６％※（平成２６年度末

時点）にとどまっている。 

※東日本大震災の影響で、福島県において調査不能な自治体があるため参考値である。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２２年度より、従来の補助金に代わって「社会資本整備総合交付金」を創設し、従来は補助対象ではなかっ

た関連施設の整備やソフト事業も含めて支援を行った。また、手続きを簡素化することで下水道整備を推進した。

・平成２３年度末に「今後の汚水処理のあり方に関する検討会」において、関係三省の連携を基本とした未整備地

域における効率的な整備のあり方等について検討のうえ中間とりまとめを行い、効率的な汚水処理整備を推進し

た。 

・平成２６年１月に、汚水処理に関係する国土交通省、農林水産省、環境省の３省が連携し、「持続的な汚水処理

システム構築に向けた都道府県構想※の見直しの推進について」を発出し、併せて「持続的な汚水処理システム

構築に向けた都道府県構想※策定マニュアル」を公表し、都道府県構想※の徹底した見直しと１０年概成に向け

たアクションプランの策定を要請した。 
※ 都道府県構想：各都道府県が市町村の意見を反映した上で策定している汚水処理施設の整備に関する総合的な構想で、水質保全効果や費用

比較による経済性等を勘案し、地域の実状に応じた効果的かつ適正な整備手法を選定するもの 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業務指標については、過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標値は達成できないことになる

ため、Ｂと評価した。 

・平成２２年度より社会資本整備総合交付金が創設され、従来は補助対象ではなかった関連施設の整備やソフト事

業の支援が可能となった。 

・また、平成２３年度末に「今後の汚水処理のあり方に関する検討会」において、関係三省の連携を基本とした未

整備地域における効率的な整備のあり方等について検討のうえ中間とりまとめを行い、効率的な汚水処理整備を

推進している。 

・さらに、平成２６年１月に、汚水処理に関係する国土交通省、農林水産省、環境省の３省が連携し、「持続的な

汚水処理システム構築に向けた都道府県構想※の見直しの推進について」を発出し、併せて「持続的な汚水処理

システム構築に向けた都道府県構想※策定マニュアル」を公表し、都道府県構想※の徹底した見直しと１０年概

成に向けたアクションプランの策定を要請しているが、地方公共団体の厳しい財政事情等のため、汚水処理整備

が進みにくい状況がある。・引き続き、人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた下水道計画の見直しを推進した

上で、各汚水処理施設の連携を一層強化するとともに、地域の実状に応じた低コストの下水道整備手法を導入し、

効率的な汚水処理施設整備を推進する。 
※ 都道府県構想：各都道府県が市町村の意見を反映した上で策定している汚水処理施設の整備に関する総合的な構想で、水質保全効果や費用

比較による経済性等を勘案し、地域の実状に応じた効果的かつ適正な整備手法を選定するもの 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 ・人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた下水道計画の見直しを推進するため、地域の実情に応じた低コストの下

水道整備手法のモデル検討を行い、全国へ水平展開を行う。 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局下水道部下水道事業課（課長 森岡 泰裕） 
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業績指標３２ 

 特に重要な水系における湿地の再生の割合 

 

 

（指標の定義） 

生態系の保全・再生の観点等から特に重要な水系において、過去に開発等で失われた湿地の面積約９００ha のう

ち、河川整備により再生された割合。 

再生された湿地の面積の割合＝①／② 

② ：再生された湿地の面積 

②：特に重要な水系において過去に開発等で失われた湿地の中で回復可能な面積 

（目標設定の考え方・根拠） 

生態系の保全・再生の観点等から特に重要な水系において、過去に開発等で失われた湿地を平成２３年度までに

３００ha（約３割）再生。 

予算の推移や現場状況等を踏まえて、平成２８年度までに約５割の湿地を再生することを目標。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・生物多様性国家戦略２０１２-２０２０（平成２４年９月２８日） 

ラムサール条約湿地を抱える市町村が任意に加盟する「ラムサール条約登録湿地関係市町村会議」をはじめ、関

係する地方自治体や地域住民、ＮＧＯ、専門家などと連携しつつ、条約湿地に関するモニタリング調査や情報整

備、湿地の再生などの取組を進めます。（（第３部第１章２節）失われてきた河川などの良好な自然環境の再生を

図るため、エコロジカルネットワークの形成に取り組み、河川や湿地などの保全・再生を重点的に実施します。

（第３部第１章第８節） 

 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

- 約３割 約３９％ 約４５％ 約４８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

 

Ａ 

 

 

目標値：約５割（平成２８年度） 

実績値：約４．５割（平成２５年度） 

    約４．８割（平成２６年度） 

初期値：約３割（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

失われつつある自然環境の保全・再生（◎） 

 生態系ネットワーク形成に向けた取組として、過去の開発等により失われた多様な生物の生息・生育環境である

湿地について、地域の多様な主体と連携しつつ、河川改修に合わせた再生等を推進 

 予算額：河川事業費等４，４８４億円の内数（平成２５年度） 

４，５４４億円の内数（平成２６年度） 

 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は４８％となり、目標年度には目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・湿地の再生事業等を釧路川、利根川等で実施 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度の実績値は４８％となり、目標値に対して順調に推移している。また、今後もこれまでどおり、重

点的に自然再生事業を促進させることとし、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局河川環境課（課長 小俣 篤） 

関係課：水管理・国土保全局治水課（課長 大西 亘） 
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業績指標３３ 

 良好な水環境創出のための高度処理実施率（高度処理が必要な区域内の人口に対する高度処理が実施されている区

域内の人口の割合） 

 

 

（指標の定義） 

富栄養化の防止、水道水源の水質改善、水質環境基準の達成等、公共用水域の水質改善による良好な水環境創出に

必要な高度処理を導入すべき処理場に係る下水道計画区域を対象区域として、対象区域内における当該年度の居住人

口に対する、必要な高度処理が実施されている区域内の人口の割合をいう。 

(分子) 必要な高度処理が実施されている区域内の人口 

(分母) 富栄養化の防止、水道水源の水質改善、水質環境基準の達成等、公共用水域の水質改善による良好な水環

境創出に必要な高度処理を導入すべき処理場に係る下水道計画区域内における当該年度の居住人口 

（目標設定の考え方・根拠） 

高度処理が必要であると位置付けられている処理場において、現在予定されている新設・増設・改築時に、高度処

理を着実に推進するとともに、水道水源となっている指定湖沼、三大湾の代表的なベイエリア等において、高度処理

を重点的に推進するとの考えに基づいて、平成２８年度までに約４３％を達成することを目標として設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・２１世紀環境立国戦略（平成１９年６月１日）「閉鎖性海域等の水質汚濁対策、・・･などの総合的な取組を推

進することにより、多様な魚介類等が生息し、人々がその恵沢を将来にわたり享受できる自然の恵み豊かな

豊饒の「里海」の創生を図る。水質、水量の観点のみならず、生物多様性の保全の観点も含め、湖沼の汚濁

負荷メカニズムの解明や水質汚濁対策の実施、水域と陸域の推移帯（水辺エコトーン）におけるヨシ群落の

保全再生などの取組を進め、それぞれの湖沼の特色に応じた豊かな湖沼環境の再生を図る。」 

・海洋基本計画（平成２５年４月２６日）「陸域から流入する汚濁負荷を削減するため、下水道等汚水処理施設

の整備や高度処理の導入を進める」 

 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章、第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約３１％ 約３３％ 約３９％ 約４１％ （集計中） 

 

良好な水環境創出のための高度処理実施率 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約４３％（平成２８年度） 

実績値：約４１％（平成２５年度） 

集計中 （平成２６年度） 

初期値：約３３％（平成２３年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○ 高度処理の普及促進（◎） 

・高度処理の施設の整備により高度処理の普及を促進するため、高度処理を実施する地方公共団体に対して補助

を行う。 

社会資本整備総合交付金予算額   ９，０３１億円の内数（平成２５年度国費） 

                 ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金予算額    １兆０，４６０億円の内数（平成２５年度国費） 

１兆０，８４１億円の内数（平成２６年度国費） 

下水道事業関連予算額          ５４億円の内数（平成２５年度国費） 

５３億円の内数（平成２６年度国費）（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に

係る施策に関するものである。 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・高度処理実施率の平成２６年度の実績値は集計中であるが、平成２５年度の実績値は約４１％と着実に上昇し

ており、特段の外部要因もなく、過去の実績を踏まえれば着実に上昇すると見込まれ、目標年度に目標値を達

成できる見込みである。 
（事務事業の実施状況） 

・三大湾、指定湖沼等における水質環境基準の達成に向けて、これらの地域において高度処理施設の整備を推進

した。 

・平成２０年９月の事務連絡「高度処理方法として取り扱うことのできる処理方法の事業計画への位置づけにつ

いて」により、高度処理を位置付けるべき処理場の定義を整理し、適切な高度処理の実施を推進した。 

・平成２０年６月の事務連絡「処理方法の考え方について」により、新設・増設・改築時における高度処理の導

入に加え、改築の時期に達していない施設においても段階的な高度処理を導入するよう地方公共団体に依頼し

た。 

・平成２１年度には、高度処理を位置づけた流域別下水道整備総合計画策定時の高度処理共同負担制度の適用可

能性の検討などの取り組みを行い、積極的な高度処理の導入を推進した。 

・平成２２年度より、従来の補助金に代わって「社会資本整備総合交付金」を創設し、従来は補助対象ではなか

った関連施設の整備やソフト事業も含めて支援を行った。また、手続きを簡素化することで下水道整備を推進

した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・ 段階的高度処理の推進など、高度処理の普及・実施に寄与する取り組みを行っており、当指標も着実に上昇

すると見込まれる。 

・ 引き続き、三大湾や指定湖沼などの閉鎖性水域における水質改善を着実に推進するために、計画的な投資と

事業展開が必要であるとともに、効率的な事業執行を図っていく必要がある。 

・ 以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局下水道部流域管理官（流域管理官 加藤 裕之） 
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初期値 目標値

‐ 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

‐ -2.60% -1.65% -1.02% -1.05% 集計中 A
直近５年間の改
善率の年平均
－１％

‐ -0.58% -0.77% -0.97% -0.77% 集計中 B
直近５年間の改
善率の年平均
－１％

‐ -1.61% -1.03% -0.99% -1.28% 集計中 A
直近５年間の改
善率の年平均
－１％

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

初期値 目標値

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

1.9千t
(21年度)

2.4千t 2.9千t 集計中 集計中 集計中 B
8.1千t
(28年度)

39.1千t
（21年度）

50.2千t 61.1千t 集計中 集計中 集計中 B
153.0千t
（28年度）

200台
（21年度）

470台 960台 1,560台 2,260台 集計中 A
2,460台
（26年度）

692kL
（22年度）

692kL 713kL 696kL 集計中 集計中 B
1,172ｋL
（28年度）

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

初期値 目標値

20年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

98.4% - - 99.5% - - A 98%以上

97.3% - - 99.3% - - A 98%以上

80.3%
(89.4%)

- -
89.2%
(94.4%)

- - A 80%(95%)

85.1% - - 85.0% - - A 85%

9%削減
（267万t）

- -
5%削減
（280万t）

- - B
平成17年度排出
量に対して40%削

減

78.6% - - 88.3% - - Ａ 90%

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

34　特定輸送事業者の省エネ
改善率

①特定貨物輸送事業者

②特定旅客輸送事業者

③特定航空輸送事業者

35　建設工事用機械機器によ
る環境の保全

36　建設廃棄物の再資源化率・
再資源化等率及び建設発生土
の有効利用率

④建設機械等で使用されるバ
イオディーゼル燃料の使用量

①建設機械から排出されるPM
の削減量

②建設機械から排出されるNO
ｘの削減量

③ハイブリッド建設機械の普及
台数

④進展が大きくない

施策目標個票
（国土交通省26－⑨）

施策目標 地球温暖化防止等の環境の保全を行う

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価結果

　外部要因の影響が大きく指標として適切でないものについては、指標の廃止又は
変更を行う。また、その他の指標についても、新たな社会資本整備重点計画の策定
状況等を踏まえ、必要に応じて変更等を行う。

施策の分析

　各業績目標の達成状況はおおむね順調であり、全体としては国土交通分野におけ
る環境負荷の低減を図っていると評価できる。ただし、建設機械等で使用されるバイ
オディーゼル燃料の使用量及び建設混合廃棄物の排出量については、バイオ
ディーゼルの供給体制や建設工事量の増減など外部要因の影響を受けていると考
えられ、環境負荷の低減への寄与度が必ずしも明らかでない。

地球温暖化対策をはじめとする環境政策・省エネルギー政策を推進することで、国土交通分野における環境負荷の
低減を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

実績値

⑥建設発生土

①アスファルト・コンクリート塊

②コンクリート塊

評価

　主要な業績指標である34、35③、38②、39及び40についておおむね目標に近い実
績値を示しており、目標達成に向けた一定の進展が見られる一方、37①及び38①は
目標に近い実績を示していないため。

⑤建設混合廃棄物

年度ごとの目標値

実績値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

実績値
評価

年度ごとの目標値

③建設発生木材（再資源化等
率）

④建設汚泥

評価

年度ごとの目標値
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

42% 42% 45% 49% 42% 集計中 Ｂ 70%

71% 71% 73% 79% 79% 集計中 Ａ 85%

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

初期値 目標値

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 26年度

21億ﾄﾝｷﾛ増 0.7億ﾄﾝｷﾛ減 5億ﾄﾝｷﾛ減 1.6億ﾄﾝｷﾛ増 8億ﾄﾝｷﾛ増 集計中 B 38億ﾄﾝｷﾛ増

301億ﾄﾝｷﾛ 315億ﾄﾝｷﾛ 305億ﾄﾝｷﾛ 333億ﾄﾝｷﾛ 330億ﾄﾝｷﾛ 集計中 A 330億ﾄﾝｷﾛ

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

105万t-CO2/年 105万t-CO2/年 106万t-CO2/年 108万t-CO2/年 111万t-CO2/年 集計中 Ａ 107万t-CO2/年

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

初期値 目標値

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約129万t-CO2 約143万t-CO2 約155万t-CO2 約168万t-CO2 集計中 集計中 B 約246万t-CO2

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約3,266件/月
(年度平均)

約3,425件/月
(年度平均)

約3,266件/月
(年度平均)

約18,023件/月
(年度平均)

約15,805件/月
(年度平均)

約2,128件/月
(年度平均)

2万件/月
(年度平均)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

21.2% 10.5% 14.7% 21.2% 23.2% 24.3% 29.2%

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

24年度 25年度 26年度 27年度

18,951 18,123 18,289 16,353

5,000 2,000 93,500 -

6,647 17,470 15,012 -

30,597 37,593 126,801 16,353

10,788 18,453

17,470 15,012

2,339 4,128

年度ごとの目標値関連指標

評価

年度ごとの目標値

評価

関3　新車販売に占める次世代
自動車の割合

実績値

関2　環境ポータルサイトへのア
クセス件数

実績値

年度ごとの目標値

40　下水道に係る温室効果ガ
ス排出削減（省エネ・創エネ対
策及び下水汚泥焼却の高度化
による温室効果ガス排出削減
目標量）

実績値

28年度要求額

実績値

39　都市公園の整備、公共施
設等の緑化等による温室効果
ガス吸収量

実績値

当初予算（a）

補正予算（b）

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

作成責任者名
環境政策課

（課長　櫛田　泰宏）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 総合政策局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）
＜意見等＞
主要な業績指標が多すぎる。
＜対応方針＞
ご指摘を踏まえ、交通政策基本計画（H27.2閣議決定）に位置づけている指標及び現在策定中の社会資本整備重点
計画に位置づける予定の指標を主要な業績指標として選抜することとする。

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

年度ごとの目標値

実績値
評価

評価

38　モーダルシフトに関する指
標

②トラックから海上輸送へのシ
フト（海上輸送量の増加（自動
車での輸送が容易な貨物（雑
貨）量）

①トラックから鉄道コンテナ輸
送へのシフト（鉄道コンテナ輸
送量の増加）

評価

37　住宅、建築物の省エネル
ギー化

評価

②一定の新築建築物における
次世代省エネ基準（平成11年
基準）達成率

①エネルギーの使用の合理化
に関する法律にも基づく届出が
なされた新築住宅における省エ
ネ基準（平成11年基準）達成率
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業績指標３４ 

 特定輸送事業者の省エネ改善率（①特定貨物輸送事業者、②特定旅客輸送事業者、③特定航空輸送事業者） 

 

 

（指標の定義） 

運輸部門の省エネ化を実現するために、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）に基づき、一定

規模以上の輸送能力を有する輸送事業者（特定輸送事業者）に対し、エネルギー使用量等の定期報告を義務づけ

ており、同法の判断基準に則り、エネルギー使用に係る原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的にみて

改善する年平均割合。 
※ エネルギー使用に係る原単位：エネルギー使用量／個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計 

など 

※ 電気需要平準化評価原単位：電気需要平準化時間帯買電量評価後のエネルギー使用量／個々の輸送用機械器具ごとの営業

運行距離又は営業運航距離の合計 など 

（目標設定の考え方・根拠） 

運輸部門の省エネ化を実現するために、省エネ法に基づき、エネルギー使用量等の定期報告を義務づけており、

省エネ法の判断基準に則り、エネルギー使用に係る原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的にみて年平

均１％以上低減させることを目標とする。 

 

（外部要因） 

猛暑、厳冬による影響等 

（他の関係主体） 

 各輸送事業者、荷主 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号） 

  交通政策基本計画（平成２７年２月） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

①－２．６０％ 

②－０．５８％ 

③－１．６１％ 

①－１．６５％ 

②－０．７７％ 

③－１．０３％ 

①－１．０２％ 

②－０．９７％ 

③－０．９９％ 

①－１．０５％ 

②－０．７７％ 

③－１．２８％ 

 

集計中 

 

評 価 

①Ａ 

②Ｂ 

③Ａ 

目標値：①直近５年間の改善率の年平均－１％（毎年度） 

②直近５年間の改善率の年平均－１％（毎年度） 

③直近５年間の改善率の年平均－１％（毎年度） 

実績値：①前年度比－１．０５％（平成２５年度） 

②前年度比－０．７７％（平成２５年度） 

③前年度比－１．２８％（平成２５年度） 

①集計中（平成２６年度） 

②集計中（平成２６年度） 

③集計中（平成２６年度） 

初期値：①－ ②－ ③－ 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

輸送部門における省エネ対策等の普及・促進のため、法施行状況を含めた省エネ対策等に係る調査分析をはじめ、

各事業者の省エネ対策責任者の育成、事業者への指導・助言や事業者の省エネ対策等の取組みに係る点検を実施（輸

送部門における省エネ対策の普及・促進）。 

予算額 ８百万円（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

直近５年間における特定輸送事業者のエネルギー使用に係る原単位又は電気需要平準化評価原単位の改善率の

年平均－１％が目標値であるところ、①特定貨物輸送事業者及び③特定航空輸送事業者の指標は－１．０５％及び

－１．２８％であり、目標を達成できた。一方、②特定旅客輸送事業者の指標は－０．７７％であり、目標達成と

はならなかった。 

（事務事業等の実施状況） 

地方運輸局において、各事業者の省エネ対策責任者の育成のための省エネフォーラム・セミナーの開催、問合せ

事業者への指導・助言、事業者の省エネ対策の取組み状況のヒアリングや現場視察などの点検を実施している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①特定貨物輸送事業者及び③特定航空輸送事業者は目標を達成したことからＡと評価した。 

②特定旅客輸送事業者は、猛暑、暖冬などの影響によりエネルギー使用量が増加したため、目標達成に至らなか

った。②について、今後は、エネルギー使用量等の定期報告書のデータの内容を分析するとともに、運輸部門のエ

ネルギーの使用の更なる合理化に向け、引き続き事業者に対する実態調査・指導等を行っていくこと等により目標

達成を目指すこととし、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 総合政策局環境政策課（課長 櫛田 泰宏） 
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業績指標３５ 

 建設工事用機械機器による環境の保全（①建設機械から排出されるＰＭの削減量、②建設機械から排出されるＮＯ

ｘの削減量、③ハイブリッド建設機械の普及台数、④建設機械等で使用されるバイオディーゼル燃料の使用量） 

 

 

（指標の定義） 

①及び② 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（以下「オフロード法」という。平成１８年４月施行、１

０月規制開始）の基準に適合した公道を走行しない建設機械（以下「オフロード建設機械」という。）の普及によっ

て削減された平成２８年度における年間のＮＯｘ・ＰＭ排出ガス削減寄与量（平成１７年度比）。 

③ ＣＯ２排出量低減が相当程度図られたものとして「低炭素型建設機械の認定に関する規程（平成２２年４月１日

付け建設施工企画課長通達、国総施環第３２１号）」に基づき認定されたハイブリッド機構を有した建設機械（以下

「ハイブリッド建設機械」）の普及台数 

④ 建設機械等で使用されるバイオディーゼル燃料の使用量 

（目標設定の考え方・根拠） 

①及び② 各排出ガス基準の建設機械（排出ガス対策型建設機械指定制度の第１次・第２次・第３次排出ガス基準対

応建設機械及びオフロード建設機械）の増加台数・減少台数（a）と、１台及び年間あたりの排出ガス排出量（b）の

積により計算。 

（a）各排出ガス基準の建設機械について、建設機械動向調査により、過去４年間（平成１７～２１年度）における

増加台数・減少台数の平均値（第２次建設機械は減少に転じた平成１９年～２１年度の平均値）が、今後も増加・減

少すると仮定した。 

（b）建設機械等損料調査結果を用いて１台及び年間あたりの排出ガス排出量を算定した。 

③メーカーヒアリングに基づくハイブリッド建設機械の目標出荷台数。 

④バイオディーゼル燃料取組実態調査（全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会）に基づくバイオディーゼル燃料

の製造量と、建設機械が含まれる項目の使用割合の積により計算。平成 18～22 年度の平均増加量が 80kl であること

から、平成 28 年度には 1,172kl に増加するものとした。 

（外部要因） 

①及び② 建設投資の増減に伴う建設機械の総台数の増減。③④特になし。 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

①及び② 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成１７年法律第５１号） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値①                                                                                （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２．４千ｔ 

削減 

２.９千ｔ 

削減 

（集計中） （集計中） （集計中） 

 

過去の実績値②                                                                                （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

５０．２千ｔ 

削減 

６１.１千ｔ 

削減 

（集計中） （集計中） （集計中） 

評 価 

 

 

①Ｂ 

②Ｂ 

③Ａ 

④Ｂ 

 

 

目標値：①ＰＭ ８.１千 t 削減      （平成２８年度） 

②ＮＯｘ １５３.０千 t削減（平成２８年度） 

③２,４６０台普及         （平成２６年度） 

④１,１７２ｋＬ           （平成２８年度） 

実績値：①ＰＭ ２．９千 t 削減    （平成２３年度） 

②ＮＯｘ ６１．１千 t削減 （平成２３年度） 

③２，２６０台普及        （平成２５年度） 

④６９６ｋＬ              （平成２４年度） 

初期値：①ＰＭ １.９千 t 削減      （平成２１年度） 

②ＮＯｘ ３９.１千 t削減  （平成２１年度） 

③２００台普及            （平成２１年度） 

④６９２ｋＬ              （平成２２年度） 
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過去の実績値③                                                                                （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

４７０台 ９６０台 １，５６０台 ２，２６０台 （集計中） 

 

 

過去の実績値④                                                                                （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６９２ｋＬ ７１３ｋＬ ６９６ｋＬ （集計中） （集計中） 

 

※①及び② 調査が奇数年のみ実施であるため、偶数年の実績値は、オフロード建設機械の普及台数を前後年度から補間

して削減量を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①及び②  
オフロード法の基準に適合した特定原動機の型式指定や車体の型式届出等に係る事務、および基準に適合したオ

フロード建設機械に対する融資制度を運用している。中央環境審議会第９次答申（平成２０年１月）において排出
ガスの低減目標値が示されたことを受け、オフロード法における技術基準について、平成２２年３月にＰＭの排出
量を約９割削減し、平成２６年１月にＮＯｘの排出量を約９割削減する改正をした。また、平成２６年度には、新
基準適合車の普及促進のため税制措置を創設した。 

排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の特例措置の創設（平成２６年度） 
③ 
 低炭素型建設機械の認定に関する規程に係る事務、及び基準に適合したオフロード建設機械に対する融資制度を
運用している。平成２２年度には、主要な建設機械の燃費測定方法及び燃費基準値を設定し、より燃費の良いハイ
ブリッド機構を有する建設機械の普及に必要な環境整備を進めた。 
  
④ 
バイオディーゼル燃料は、酸化等による性能劣化が生じやすく、適正な管理方法が重要であるとともに、粘性度

や発熱量が高いために、エンジン燃焼室内にスラッジ等を生じやすいことから、建設機械に使用する際には、エン
ジンの不具合、フィルターの目詰まり等による排ガス性状の悪化及び建設機械本体の性能悪化が懸念される。そこ
で、バイオディーゼル燃料の使用に伴う建設機械の排ガス性状の調査・検証を行うとともに、バイオディーゼル燃
料の保管指針等の整備に係る技術的検討及びバイオディーゼル燃料の使用基準・建設機械のメンテナンス基準の策
定をすることで、建設機械での利用に必要な環境整備を進める。 
  予算額：建設機械施工における低炭素化技術普及促進経費   ８,４９２千円（平成２５年度） 

建設機械施工における低炭素化技術普及促進経費   ８,６３６千円（平成２６年度） 
 

関連する事務事業等の概要 
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③ハイブリッド建設機械の普及台数
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該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

①及び②「順調でない」 

指標に係る基礎データである建設機械の保有台数については、「建設機械動向調査（経済産業省・国土交通

省）」による数値を参照している。しかし、本調査は２年毎に実施するものであり、平成２５年度の実績値に

ついては、平成２７年８月（予定）に公表されることから、平成２３年度までの数値を記載している。平成２

３年度の実績による目標削減量に対する進捗率は①３６％、②４０％となった。 

過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標値は到達できないと見込まれ順調とは言えない。

なお、平成２２年３月に大幅な排ガス規制値強化をしたところであり、今後規制値強化の効果が発現するこ

とが見込まれる。 

しかし、予測の基礎となる建設機械の総台数について、建設投資の復調から、台数減少幅が目標設定時の想

定よりも縮小するトレンドにあり注意を要する。 

 
③「順調である」 
 平成２５年度の実績値は２，２６０台であり、目標普及台数に対する進捗率は７５％となった。 
過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 
ハイブリッド建設機械等の認定型式数が、平成２３年度末の１２型式に対して、平成２５年度末には２７型式

と大幅に増加しており、今後も順調な普及が見込まれる。 
 

④「順調でない」 
指標に係る基礎データは、バイオディーゼル燃料取組実態調査（全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会）

に基づいている。平成２４年度の実績は６９６ｋＬ（前年比１７ｋＬ減）となっており、目標値設定時に想定
した年平均増加量８０ｋＬを下回っているため、順調とは言えない。 
なお、トラック向け等を含めたバイオディーゼル燃料の総製造量が減少しており、建設機械のバイオディー

ゼル燃料使用量の減少は建設機械特有の事情によるものではない。 
 

（事務事業等の実施状況） 

①及び② 
オフロード法の平成２２年３月に規制強化された基準に適合する建設機械の届出を平成２６年度末までに１

９３件受け付けた。平成２６年１月にオフロード法の技術基準を改正して、さらに排出ガス規制値を強化した。

平成２６年度には、新基準適合車の普及促進のため税制措置を創設した。 

③ 

低炭素型建設機械について、平成２６年度末までに３０型式を認定した。平成２５年６月に低炭素型建設機

械認定に関する規定について、認定対象機種を拡充する改正を行った。 

④ 
建設機械でのバイオディーゼル燃料の活用事例の調査、バイオディーゼル燃料保管試験の実施など、技術基

準策定に向けた検討を行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①及び② 

平成２３年度の実績による目標削減量に対する進捗率は①３６％、②４０％であり、過去の実績値によるト

レンドを延長しても、目標年度に目標値は到達できないと見込まれるため、Ｂと評価した。 

なお、平成２２年３月にＰＭの排出量規制値を約９割削減したところであり、今後その効果が発現すること

が見込まれる。同様に NOx についても平成２２年３月に排出量規制値を約 1 割削減し、平成２６年１月に約 9

割削減した効果の発現が見込まれる。目標値達成には、強化された排ガス規制値に適合する建設機械の普及が

重要であるため、引き続き融資制度等による普及促進に努める。 

③ 
平成２５年度の実績値による目標普及台数に対する進捗率は７５％であり、過去の実績値によるトレンドを延

長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれるためＡと評価した。しかしながら、ハイブリッド建設機械
等と従来機との価格差はまだ大きいため、引き続き融資制度等による普及促進が必要である。 

④ 
平成２４年度の実績による目標削減量に対する進捗率は５９％であること、過去の実績値は同水準で推移し

ていることからＢと評価した。建設機械以外の用途向けを含めたバイオディーゼル燃料の総製造量が増えてお
らず、供給体制など本施策の及ばない外部環境の影響を大きく受けていると考えられ、現行の指標は設定が適
当でないと判断されるため、指標は廃止する。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 
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 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 総合政策局 公共事業企画調整課 環境・リサイクル企画室（室長 森若 峰存） 
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業績指標３６ 

 建設廃棄物の再資源化率等、再資源化等率及び建設発生土の有効利用率（①アスファルト・コンクリート塊、②コ

ンクリート塊、③建設発生木材（再資源化等率）、④建設汚泥、⑤建設混合廃棄物、⑥建設発生土） 

 

 

（指標の定義） 

再資源化率：建設廃棄物として排出された量に対する、再資源化された量と工事間利用された量の合計の割合。 

再資源化等率：建設廃棄物として排出された量に対する、再資源化及び縮減された量と工事間利用された量の 

合計の割合。なお、再資源化等とは、再資源化及び縮減のこと。 

建設発生土の有効利用率：土砂利用量に対する建設発生土利用量の比率（ただし、利用量には現場内完結利用を含

む現場内利用量を含む） 

対象品目：（上から順に）アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合

廃棄物、建設発生土 

① （分子）＝アスファルト・コンクリート塊の再使用※1量および再生利用※2量の合計 

（分母）＝アスファルト・コンクリート塊の排出量 

② （分子）＝コンクリート塊の再使用量及び再生利用量の合計 

（分母）＝コンクリート塊の排出量 

③ （分子）＝建設発生木材の再使用量、再生利用量、熱回収※3量および焼却による減量化量の合計 

（分母）＝建設発生木材の排出量 

④ （分子）＝建設汚泥の再使用量、再生利用量、脱水等の減量化量の合計 

（分母）＝建設汚泥の排出量 

⑤ （分子）＝当該年の建設混合廃棄物の排出量と平成２０年度の建設混合廃棄物量の差 

（分母）＝平成１７年度の建設混合廃棄物の排出量 

⑥ （分子）＝土砂利用のうち土質改良を含む建設発生土利用量 

（分母）＝土砂利用量 

 

 ※１）再使用：廃棄物となるものを同一形態で再び利用すること。 

 ※２）再生利用：廃棄物を物理的あるいは化学的に処理して得られたものを有効利用すること。 

※３）熱回収：廃棄物から熱エネルギーを回収すること。 

（目標設定の考え方・根拠） 

建設工事に伴い発生する建設副産物のリサイクル率を指標として設定する。 

平成２０年４月に策定した「建設リサイクル推進計画２００８」において、各品目における平成２７年度の目標値

を定めている。 

 

評 価 

① Ａ 

目標値：９８％以上 ※１） （平成２７年度） 

実績値：９９．５％ ※１） （平成２４年度） 

初期値：９８．４％ ※１） （平成２０年度） 

② Ａ 

目標値：９８％以上 ※１） （平成２７年度） 

実績値：９９．３％ ※１）  （平成２４年度） 

初期値：９７．３％ ※１）  （平成２０年度） 

③ Ａ 

目標値：８０％      ※１）（９５％以上 ※２）） （平成２７年度） 

実績値：８９．２％ ※１）（９４．４％ ※２）） （平成２４年度） 

初期値：８０．３％ ※１）（８９．４％ ※２）） （平成２０年度） 

④ Ａ 

目標値：８５％   ※２)  （平成２７年度） 

実績値：８５．０％ ※２） （平成２４年度） 

初期値：８５．１％ ※２） （平成２０年度） 

⑤ Ｂ 

目標値：平成１７年度排出量に対して４０％削減 （平成２７年度） 

実績値：平成１７年度排出量に対して ５％削減 （平成２４年度） 

初期値：２６７万トン（９％削減） （平成２０年度） 

⑥ Ａ 

目標値：９０％    （平成２７年度） 

実績値：８８．３％ （平成２４年度） 

初期値：７８．６％ （平成２０年度） 

 
※１）再資源化率 

※２）再資源化等率 
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①、②、③、④ 

初期値（平成２０年度）において８割以上の高い水準を達成しており、現状維持を基本として、初期値（平成２０

年度）の水準よりも減少させないことを目標とした。 

⑤、⑥ 

建設混合廃棄物及び建設発生土の再資源化・有効利用等はこれまでもある程度進んできているところであるが、こ

れまでの進捗のペースを維持して、引き続き再資源化・有効利用等を進めていくことを目指して、目標値を設定した。

 

（外部要因） 

再資源化施設の処理能力等 

（他の関係主体） 

 他府省庁（事業主体）、地方公共団体（事業主体）、民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 
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過去の実績値（年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・建設分野における循環型社会形成推進 

1) 建設リサイクル推進計画の施策に関する調査・検討 

2) 災害廃棄物の建設資材再生利用の促進方策に関する検討 

3) 建設リサイクル制度に係る調査検討 

地球温暖化防止等対策費 １９,４５８千円（平成２５年度）

 

1) 更なる建設リサイクル推進に向けた主要課題への対応方策検討 

2) 災害廃棄物及び津波堆積物の建設資材再生利用の促進方策に関する検討 

地球温暖化防止等対策費 １３,１８３千円（平成２６年度）

 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

建設副産物実態調査は、約５年周期を基本として実施しており、直近で平成２４年度に調査を実施している。 

 

・①アスファルト・コンクリート塊は平成２４年度時点で平成２７年度目標値９８％以上の再資源化率を達成して

おり、過去の実績値によるトレンドから概ね横ばいの状況であり、順調である。 

・②コンクリート塊は平成２４年度時点で平成２７年度目標値９８％以上の再資源化率を達成しており、過去の実

績値によるトレンドから概ね横ばいの状況であり、順調である。 

・③建設発生木材の再資源化率については、平成２４年度時点で平成２７年度目標値８０％の再資源化率を達成し

ており、過去の実績値によるトレンドから判断すると、順調である。建設発生木材の再資源化等率は平成２４年度

時点で平成２７年度目標値９５％に近い再資源化等率を達成しており、過去の実績値によるトレンドから判断する

と順調である。 

・④建設汚泥については、平成２４年度時点で平成２７年度目標値８５％の再資源化等率を達成しており、過去の

実績値によるトレンドから判断すると、順調である。 

・⑤建設混合廃棄物については、平成２４年度時点において平成１７年度比で５％削減しており、現指標において

過去の実績値によるトレンドから判断すると、順調でない。しかし、現指標である「排出量」は、社会情勢の変化

に伴う建設工事量そのものの増減に大きく影響を受けてしまう指標であるため、「建設リサイクル推進２０１４」

において、工事量変動の影響を受けない「建設混合廃棄物排出率」に指標を変更した。 
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・⑥建設発生土については、平成２４年度時点で平成２７年度目標値９０％に近い有効利用率を達成しており、過

去の実績値によるトレンドから判断すると順調である。 

（事務事業の実施状況） 

・建設分野における循環型社会形成推進 

 1) 建設リサイクル推進計画の施策に関する調査・検討を実施。 

2) 災害廃棄物及び津波堆積物の建設資材再生利用の促進方策に関する検討の実施。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・①アスファルト・コンクリート塊については、平成２４年度時点で平成２７年度目標を達成しており、過去の実

績値によるトレンドから順調に推移しているものと考えられることから、Ａと評価した。 

・②コンクリート塊については、平成２４年度時点で平成２７年度目標を達成しており、過去の実績値によるトレ

ンドから順調に推移しているものと考えられることから、Ａと評価した。 

・③建設発生木材の再資源化率については、平成２４年度時点で平成２７年度目標を達成しており、過去の実績値

によるトレンドから順調に推移しているものと考えられ、建設発生木材の再資源化等率については、平成２４年度

時点では平成２７年度目標を達成に向けた成果を示していないものの、過去の実績値によるトレンドから平成２７

年度目標に向けて順調に推移しているものと考えられることから、Ａと評価した。 

・④建設汚泥については、平成２４年度時点で平成２７年度目標を達成しており、過去の実績値によるトレンドか

ら順調に推移しているものと考えられることから、Ａと評価した。 

・⑤建設混合廃棄物については、平成２４年度時点では平成２７年度目標を達成しておらず、現指標において過去

の実績値によるトレンドから目標達成に向け順調に推移していない。課題としては、現指標である「排出量」は、

社会情勢の変化に伴う建設工事量そのものの増減に大きく影響を受けてしまう指標であるため、工事量変動の影響

を受けない「建設混合廃棄物排出率」に指標を変更（その指標の場合、平成２０年度４．２％、平成２４年度３．

９％であり順調に推移）し、「建設リサイクル推進２０１４」で位置づけた施策を実施することにより目標達成を

目指すこととし、Ｂと評価した。 

・⑥建設発生土については、平成２４年度時点で平成２７年度目標値に近い有効利用率を達成しており、過去の実

績値によるトレンドから順調に推移しているものと考えられることから、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 平成２６年９月に策定した「建設リサイクル推進計画２０１４」に基づき各施策を推進。 

（平成２８年度以降） 

「建設リサイクル推進計画２０１４」に基づき各施策を推進。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局公共事業企画調整課環境・リサイクル企画室（室長 森若 峰存） 

関係課：大臣官房公共事業調査室 （室長 鈴木 徹） 

土地・建設産業局建設業課（課長 北村 知久） 
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業績指標３７ 

 住宅、建築物の省エネルギー化(①エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出がなされた新築住宅にお

ける省エネ基準（平成１１年基準）達成率、②一定の新築建築物における省エネ基準（平成１１年基準）達成率) 

 

 

（指標の定義） 

①エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出がなされた新築住宅における省エネ基準（平成１１年基準）

達成率 

  当該年度の新築着工住宅のうち、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出がなされた新築住宅にお

ける省エネ基準（平成１１年基準）に適合しているものの割合。 

・省エネ基準：住宅におけるエネルギーの使用の合理化のために建築主の努力義務として定める「住宅の建築主

等の判断の基準」等。昭和５５年に制定した後、平成４年及び平成１１年に基準の改正・強化を行っている。

  ※「省エネルギー法」：エネルギーの使用の合理化に関する法律 

②一定の新築建築物における省エネ基準（平成１１年基準）達成率 

  当該年度に着工された新築建築物（非住宅・３００㎡以上）のうち、「判断の基準」に適合している建築物の床

面積の割合。 

  ・判断の基準：省エネルギー法に建築物の断熱化、設備の効率的利用に関して努力義務として定める「建築主の

判断の基準」。 

（目標設定の考え方・根拠） 

①エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出がなされた新築住宅における省エネ基準（平成１１年基準）

達成率 

 ・住生活基本計画で設定している目標値（１００％（平成３２年度））を基に設定。 

②一定の新築建築物における省エネ基準（平成１１年基準）達成率 

 ・住宅に準じて設定。 

①、②ともに省エネ基準の適合義務化によって平成３２年度に１００％達成することを見据え、適合義務化する

ための前提条件として①７０％、②８５％を目標として設定したもの。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 ①、②建築主等（事業主体等） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・低炭素社会づくり行動計画（平成２０年７月２９日） 

  ・京都議定書目標達成計画（平成２０年３月２８日） 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

  ・日本再興戦略改訂 2014（平成２６年６月２４日） 

   二．戦略市場創造プラン テーマ２：クリーン・経済的なエネルギー需給の実現 

  ・エネルギー基本計画（平成２６年４月１１日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  ・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日） 

  ＜住宅・都市分野＞ 

   Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

    ３．チャレンジ２５の実現に向けた環境に優しい住宅・建築物の整備 

 

過去の実績値                                           （年度）

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

① ４２％ ４５％ ４９％ ４２％ 集計中 

② ７１％ ７３％ ７９％ ７９％ 集計中 

評 価 

①Ｂ 

目標値：７０％（平成２７年度） 

実績値：４２％（平成２５年度） 

集計中（平成２６年度） 

初期値：４２％（平成２２年度） 

②Ａ 

目標値：８５％（平成２７年度） 

実績値：７９％（平成２５年度） 

集計中（平成２６年度） 

初期値：７１％（平成２２年度） 
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※①当該年度の新築着工住宅のうち、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出がなされた新築住宅におけ

る省エネ基準（平成１１年基準）に適合しているものの割合 

※②当該年度に着工された新築建築物（非住宅・３００㎡以上）のうち、「判断の基準」に適合している建築物の床面積

の割合 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

①住宅関係（◎） 

 ・省エネルギー法による住宅の省エネ措置の努力義務等 

 ・省エネ措置等を講じた住宅に対する融資、補助等による支援 

②建築物関係（◎） 

 ・省エネルギー法による建築物の省エネ措置の努力義務等 

 ・省エネ措置等を講じた建築物に対する融資、補助等による支援 

 ・官庁施設のグリーン化の推進 

＜注＞◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係わる施策に関

するものである。 

 

関連する事務事業の概要 

①住宅関係（◎） 

・省エネルギー法に基づく建築主等に対する省エネ基準に基づく省エネ措置の努力義務 

・省エネルギー法に基づく一定規模以上の住宅の建築・大規模修繕等の省エネ措置の届出義務化 

・都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定制度の創設 

・認定を受けた低炭素建築物に対する税制上の特例措置を実施 

・一定の省エネ改修を行った場合の所得税、固定資産税の軽減 

・省エネ措置等を講じた住宅の取得を支援するため、住宅金融支援機構の証券化ローンの枠組みを活用して金利

引き下げを実施 

 

・住宅・建築物省ＣＯ２先導事業により、住宅・建築物における省ＣＯ２対策を推進するため、省ＣＯ２技術の普

及啓発に寄与する住宅・建築物プロジェクトに対して支援。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 １７１．４億円の内数（平成２５年度） 

１７６．１億円の内数（平成２６年度） 

・住宅のゼロ・エネルギー化推進事業により、中小工務店におけるゼロ・エネルギー住宅の取組を支援。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 １７１．４億円の内数（平成２５年度） 

１７６．１億円の内数（平成２６年度） 

・住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイントによるエコ住宅の新築の推進 

・省エネ住宅ポイントによるエコ住宅の新築の推進 

・民間事業者等による先導的技術開発の支援 

・住宅性能表示制度の普及推進 

・住宅・建築物の居住性（室内環境）の向上と地球環境への負荷の低減等を総合的な環境性能として一体的に評

価する建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）の開発・普及の推進 

・住宅省エネラベルの普及促進 

②建築物関係（◎） 

・省エネルギー法に基づく建築主等に対する省エネ基準に基づく省エネ措置の努力義務 

・省エネルギー法に基づく一定規模以上の建築物の建築・大規模修繕等の省エネ措置の届出義務 

・都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定制度の創設 

・一定の省エネ設備を取得し、事業の用に供した場合の法人税等の軽減（グリーン投資減税） 

・既設官庁施設の設備機器等老朽更新時における省エネ対策の推進 

・既存官庁施設の適正な運用管理の徹底 

・省ＣＯ２の実現性に優れたリーディングプロジェクトに対する支援 

・民間事業者等による先導的技術開発の支援 

・住宅・建築物の居住性（室内環境）の向上と地球環境への負荷の低減等を総合的な環境性能として一体的に評
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価する建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）の開発・普及の推進 

・グリーン庁舎の整備の推進 

・建築物の省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）の普及促進 

＜注＞◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関す

るものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 新築住宅における省エネ基準（平成１１年基準）達成率 

・新築住宅における省エネ基準適合率は、平成２５年度４２％となっており、目標値の水準までには更なる施策

が必要である。 

② 一定の新築建築物における省エネ基準（平成１１年基準）達成率 

・建築物の省エネ基準適合率は、平成２５年度は７９％となっており、また、省ＣＯ２の実現性に優れたリーデ

ィングプロジェクトに対する支援等の効果が今後見込まれるため、建築物の省エネ基準適合率は順調に推移す

るものと考えられる。 

（事務事業の実施状況） 

①新築住宅における省エネ基準（平成１１年基準）達成率 

・大規模な住宅（床面積２，０００㎡以上）の新築時の省エネルギー措置の届出義務化等を実施（平成１８年４

月施行） 

・省エネルギー法に基づき、大規模な住宅（床面積２，０００㎡以上）に係る担保措置の強化（平成２１年４月

施行） 

・省エネルギー法に基づき、中小規模の住宅（床面積３００㎡以上）の新築時の省エネルギー措置の届出の義務

化等を実施（平成２２年４月施行） 

・省エネ基準に適合する住宅の建設に対し、証券化ローンの枠組みを活用した金利引き下げを実施（平成２２年

度 証券化ローンの枠組みを活用した金利引き下げ戸数 １５２，０１３件の内数）（平成２１年度第一次補

正予算、第二次補正予算及び平成２２年度予備費において、金利の引き下げ措置を強化） 

・省エネルギー性能を含む住宅の性能について分かりやすく表示する制度（住宅性能表示制度）の普及を推進（平

成２４年度：新築住宅戸数２０２，９６０戸） 

・住宅・建築物省ＣＯ２先導事業において、平成２５年度は応募が４２件あり、２１件を採択、平成２６年度は

応募が２８件あり、１７件を採択。 

・住宅のゼロ・エネルギー化推進事業においては、平成２５年度は応募が３５４９戸あり、１４００戸を採択、

平成２６年度は応募が２１１４戸あり、２０６３戸を採択。 

・住宅エコポイント／復興支援・住宅エコポイントのエコ住宅の新築については、１，０８９，６６６戸にポイ

ント発行（約２，９１８億ポイント）（平成２２年３月から平成２７年１月末）。 

・省エネ住宅ポイントの新築住宅については、１６７戸にポイント発行（約５千万ポイント）（平成２７年３月

１０日から平成２７年３月３１日） 

②一定の新築建築物における省エネ基準（平成１１年基準）達成率 

・省エネルギー法に基づき、大規模な建築物（床面積２，０００㎡以上）の新築時の省エネルギー措置の届出の

義務化。（平成１５年４月施行） 

・省エネルギー法に基づき、中小規模の建築物（床面積３００㎡以上）の新築時の省エネルギー措置の届出の義

務化等を実施（平成２２年４月施行） 

・環境・ストック活用推進事業による省ＣＯ２の実現性に優れたリーディングプロジェクト等に対する支援、省

エネ改修の実施（平成２５年度、平成２６年度予算） 

・平成 19 年度に実施した「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案」の規制の事後評

価については、本業績指標をもってその効果を測定しているところであり、①については目標値の水準まで

には更なる施策が必要であり、②については目標値に向けて概ね順調に推移しており、順調であると評価で

きる。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①  Ｂ 

新築住宅の業績指標は、目標値の水準までには更なる施策が必要である。そのため、省エネルギー措置の届出制

度の適確な運用、住宅の省エネルギー化の効果・意義の周知及び省エネルギー性能の表示等の推進、基準適合住宅

等に対する支援措置（省エネ住宅ポイント、フラット３５Ｓ、税制上の特例等）、より性能が高くコストの低い断

熱材やサッシなどの材料・機器等の技術開発等により、省エネ基準に適合する住宅の供給が促進されるよう環境整

備に取り組んでいく。 

② Ａ 

前述のとおり、平成２５年度の実績値は７９％となっており、また、省エネルギー法に基づく省エネ措置の届出

制度や省ＣＯ２技術の普及啓発に寄与する住宅・建築物リーディングプロジェクト等への支援等の効果が今後見込

まれるため、一定の新築建築物の業績指標は概ね順調に推移するものと考えられる。引き続き、これらの施策の運

用・支援を行う。さらに、建築物の省エネ基準への適合義務化に向けて環境整備等を行う。 
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平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・ 

・高い省エネ性能等を有する住宅・建築物の認定制度等を内容とする「都市の低炭素化の促進に関する法律」により、

住宅・建築物の省エネ化・低炭素化を促進。また、平成２７年度税制改正において、省エネ改修を行った住宅に対

する所得税の減額の特例措置を１年半延長する。 

・都市の低炭素化により環境対策の促進を図るため、低炭素建築物（非住宅のみ）の新築等を行う者に対して、日本

政策金融公庫により低利融資を実施。 

・サステナブル建築物等先導事業により、設計、設備、運用システム等において、CO2 の削減、木造・木質化、健康・

介護、災害時の継続性、少子化対策等に寄与する先導的な技術が導入される住宅・建築物プロジェクトに対して支

援を行う。 

・地域住宅グリーン化事業により、流通事業者、建築士、中小工務店等が連携して取り組む木造住宅の長期優良住宅、

ゼロエネルギー住宅及び認定低炭素住宅並びに認定低炭素建築物等の一定の良質な建築物（非住宅）の建設に対し

て支援を行う。 

・大規模な建築物（床面積２，０００㎡以上）の省エネ基準への適合義務化、中小規模の住宅・建築物（床面積３０

０㎡以上）の届出制度の厳格化、表示制度の創設等の措置を講ずる「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」（平成２７年７月８日公布）の施行に向けた環境整備を行う。 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 

     住宅局建築指導課（課長 石崎 和志） 

関係課： 官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室（室長 清水 侯二） 
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業績指標３８ 

モーダルシフトに関する指標（①トラックから鉄道コンテナ輸送へのシフト（鉄道コンテナ輸送量の増加）、②ト

ラックから海上輸送へのシフト（海上輸送量の増加（自動車での輸送が容易な貨物（雑貨）量）） 

 

 

（指標の定義） 

①トラックから鉄道コンテナ輸送に転換することで増加する鉄道コンテナ輸送量（トンキロ）および②トラックか

ら海上輸送に転換することで増加する海上輸送量（トンキロ） 

（目標設定の考え方・根拠） 

自動車よりも二酸化炭素排出量の少ない鉄道・海運へのモーダルシフトを推進し、京都議定書目標達成計画（第一

約束期間（２００８年から２０１２年まで）終了後、平成２５年３月に地球温暖化対策推進本部が決定した「当面の

地球温暖化対策に関する方針」を踏まえ、平成２６年度における鉄道コンテナ輸送トンキロ数を、休日列車の有効活

用等により平成１２年度と比較して３８億トンキロ増加させ、また、海上輸送量を、海運事業者に対するヒアリング

結果等を踏まえ施策を実施することで３３０億トンキロにするという目標値を設定。 

 

（外部要因） 

自然災害等による変動 

（他の関係主体） 

 物流事業者（鉄道事業者、海運事業者を含む）等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

京都議定書目標達成計画（平成２０年３月２８日全部改定） 

交通政策基本計画（平成２７年２月１３日決定） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

「当面の地球温暖化対策に関する指針」（平成２５年３月１５日）地球温暖化対策推進本部決定 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

①０．７億トンキロ

増 

②３１５億トンキロ 

①５億トンキロ増 

②３０５億トンキロ 

①１．６億トンキロ

増 

②３３３億トンキロ

①８億トンキロ増 

②３３０億トンキロ 

①集計中 

②集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

評 価 

 

①Ｂ 

②Ａ 

 

目標値：①３８億トンキロ増（平成２６年度） 

②３３０億トンキロ（平成２６年度） 

実績値：①８億トンキロ増（平成２５年度） 

②３３０億トンキロ（平成２５年度） 

①集計中（平成２６年度） 

    ②集計中（平成２６年度）  

初期値：①２１億トンキロ贈（平成１８年度） 

②３０１億トンキロ（平成１８年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進 

・３１フィート大型コンテナ導入支援 

  ３１フィートコンテナは１０トントラックと同じサイズであり、荷主の出荷システムを大きく変更する必要が

ないため物流効率化に資することから、３１フィートコンテナの導入を支援する。 

・輸出入コンテナ貨物の鉄道輸送の促進に向けた調査 

  日本の港湾における輸出入コンテナ貨物量の９割以上がトレーラーにより国内輸送されているが、輸出入コン

テナの鉄道輸送は、トンネルの高さ制限などハード面の課題等があることからわずかにしか行われていない。こ

うした現状を踏まえ、輸出入コンテナ貨物の鉄道輸送に対するニーズを調査するとともに、課題への対応策を検

討する。 

・エコレールマークの普及 

鉄道貨物の利用促進が図られるためには、荷主等の企業や消費者においても、鉄道貨物輸送による環境負荷低

減の取組に対する意識の向上が重要であることから、鉄道貨物輸送を積極的に行っている企業や商品に対してエ

コレールマークの認定を行い、鉄道貨物へのモーダルシフトの推進が図られるよう、エコレールマーク普及につ

いての取組を推進する。 

（税制特例） 

・長期保有の土地等から機関車及びコンテナ貨車への買換えの場合の特例措置 

法人税 取得価額の８０％の圧縮記帳 

・ＪＲ貨物が取得した高性能機関車・コンテナ貨車に係る特例措置 

固定資産税 ５年間 ３／５ 

・鉄軌道用車両等（ＪＲ貨物が駅の構内等でコンテナ貨物の積卸の用に供するフォークリフト等を含む）の動

力源に供する軽油の免税措置 

軽油引取税 課税免除 

 

②海上貨物輸送へのモーダルシフトの推進 

・海上貨物輸送へのモーダルシフトの推進 

  海上輸送を一定程度利用するモーダルシフト貢献事業者を選定し、当該企業にエコシップマークの使用を認め

る等の活用により船を使用したモーダルシフトのアピールを行う「エコシップ・モーダルシフト事業」を実施す

る。 

・海上交通低炭素化促進事業費補助金（内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業）の実施 

 モーダルシフトや内航フィーダー輸送の受け皿である海上交事業者のシャーシー等輸送機器の導入の取組みを

支援し、海上交通ネットワークの利用促進及び環境負荷低減等に貢献する。 

・船舶共有建造制度の活用によるモーダルシフトの促進 

 船舶共有建造制度を活用して船舶を建造することにより、モーダルシフトの促進を支援する。 

 

③荷主・物流事業者の連携による取組の促進 

・モーダルシフト等推進事業 

  荷主企業及び物流事業者等、物流に係る関係者によって構成される協議会が行うモーダルシフト等推進事業計

画に基づく事業に要する経費の一部を補助する。 

 予算額：３４百万円（平成２６年度） 

６４百万円（平成２５年度） 

・モーダルシフト促進事業 

  コンテナ・トレーラー等、モーダルシフトに必要となる設備導入経費の一部を補助する。 

・グリーン物流パートナーシップ会議 

  物流分野における地球温暖化対策に顕著な功績があった荷主、物流事業者等が共同した取組に対し、その功績

を国土交通大臣等から表彰することにより、モーダルシフトをはじめ、グリーン物流の普及拡大を図る。 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

①平成２２年度の輸送量は、一部持ち直しの動きが見られたが、平成２３年３月に発生した東日本大震災の影響

を受け、結果的には、平成２１年度から横ばいとなった。 

平成２３年度についても、震災により荷主企業も甚大な被害を受け完全な復旧に至っていないことや、同年度末

時点でも不通区間が残っていることなどにより、平成２２年度に比較して減少することとなった。 

平成２４年度には被災した貨物駅が全て復旧したことにより荷主企業の鉄道輸送が再開されたことに伴いコン

テナ輸送量が増加し、平成２５年度には、景気回復や円安、消費税増税前の駆け込み需要に伴い国内生産が好調に

推移したほか、トラックドライバー不足の影響もあり、輸送量が増加した。 

 

②世界同時不況の影響から回復せず、輸送量は徐々に減少傾向にあったが、平成２２年度はモーダル 

シフト対象品目である輸送用機械をはじめとした製品等の輸送量が増加したことにより前年度に比べ目標を上回
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る増加となったものの、平成２３年度は東日本大震災の影響を受け平成２２年度に比べ減少した。 

平成２５年度においても、平成２４年９月に東京オリンピック開催決定以降プラント等の産業機器等の生産量が

増加したが、当該機器等の保管施設が満杯状態となり、平成２４年度に比べ輸送量は減少した。 

（事務事業等の実施状況） 

① 鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進 

・３１フィート大型コンテナ導入支援 

  ３１フィートコンテナは１０トントラックと同じサイズであり、荷主の出荷システムを大きく変更する必要が

ないため物流効率化に資することから、平成２５年度から平成２６年度で、ＪＲ貨物、鉄道貨物利用運送事業者

へ計約６０個の導入支援を実施した。 

・輸出入コンテナ貨物の鉄道輸送の促進に向けた調査 

  輸出入コンテナの鉄道輸送は、トンネルの高さ制限などハード面の課題等があり、４０ft 背高コンテナに対応

した低床貨車などを対応策を検討した。 

・エコレールマークの普及 

平成２６年度の認定商品は合計で１５０件（１９０品目）、認定企業は８７件となった。 

今後も引き続きエコレールマーク普及についての取組を推進する。 

 

② 海上貨物輸送へのモーダルシフトの推進 
・平成２６年度は「エコシップモーダルシフト事業」の認定事業者として荷主１２者、物流事業者１２者を決定し

た。（認定事業者：荷主９４者、物流事業者１１０者（平成２７年２月現在合計））。 
・海上交通低炭素化促進事業費補助金（内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業）の実施 
  既存貨物のモーダルシフト又は新規貨物の海上輸送における輸送機器の導入費について、５事業者が行う輸送
事業に使用する機器（ウイングトレーラ等）に対し約０．８億円の補助金を交付した。 

・船舶共有建造制度の活用によるモーダルシフトの促進 
平成２６年度においては、船舶共有建造制度により、貨物船12隻、旅客船のうちフェリー4隻の建造決定をした。
 

③ 荷主・物流事業者の連携による取組の促進 

・モーダルシフト等推進事業 

  平成２５年度は、鉄道へのモーダルシフト事業１２件、内航海運へのモーダルシフト４件に対し補助を実施。 

 平成２６年度は、鉄道へのモーダルシフト事業５件、内航海運へのモーダルシフト２件、鉄道及び内航海運への

モーダルシフト１件に対し補助を実施。 

・モーダルシフト促進事業 

 平成２５年度は、鉄道へのモーダルシフト事業１件、内航海運へのモーダルシフト事業１件に対し補助を実施。

 平成２６年度は、鉄道へのモーダルシフト事業２件、内航海運へのモーダルシフト事業７件に対し補助を実施。

・グリーン物流パートナーシップ会議 

 モーダルシフトに関して、平成２５年は２件、平成２６年は５件の取組に対し国土交通大臣等から表彰を行った。

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①業績指標について、鉄道貨物輸送量は、平成２０年度の世界同時不況や平成２３年３月に発生した東日本大震災

の影響等を受け、平成２２年度までは落ち込んだが、平成２３年度からは、一部持ち直しの傾向にある。 

平成２５年度、環境省と連携し、２４年度からは、中長距離の幹線輸送において主力として用いられている１０

トントラックと同様に荷物を積載可能な、鉄道輸送用３１フィートコンテナの新規導入に対して支援を行うことや

低温物流のニーズを踏まえた物流の効率化を図っていくことで、トラックからのモーダルシフトを促進していると

ころである。 

今後においては、現在、トラックによる国内輸送が大半を占める輸出入コンテナについて、低床貨車の開発など

により諸課題を解決することにより、更なるモーダルシフトの推進が見込まれることから、Ｂと評価した。 

 

②業績指標について、平成２３年３月に発生した東日本大震災の影響等を受け減少したものの、その後回復基調

となり、目標達成に向けた成果を示していることから、現在の施策を継続していくことが適当である。以上よりＡ

と評価した。 

平成２７年度以降についても環境負荷の少ない大量輸送機関としての海上輸送へのモーダルシフトを促進する

必要があることに変わりはなく、引き続き、施策の着実な進捗を図っていくことにより、目標達成に向け努めてい

きたい。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・鉄道による国際海上コンテナ輸送の促進に向けたモデル実証 

日本の港湾における輸出入コンテナ貨物量の９割以上がトレーラーにより国内輸送されているが、輸出入コンテナの

鉄道輸送は、トンネルの高さ制限などハード面の課題等があることからわずかにしか行われていない。このため、鉄

道コンテナ貨車自体の高さを低床化する貨車を開発することで、海上背高コンテナの鉄道利用の促進が見込めること

から、平成２７年度は、低床貨車の開発・走行試験を行う。 

（平成２８年度以降） 

・鉄道による国際海上コンテナ輸送の促進に向けたモデル実証 

平成２７年度に開発した低床貨車について、長期耐久試験や輸送品質の評価を行い、低床貨車の実用化・普及につな
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げることで、国際海上コンテナの鉄道の利用の促進を図っていく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

①  

担当課：総合政策局物流政策課 （課長 島田 勘資） 

    総合政策局物流政策課企画室（室長 木村 大） 

関係課：鉄道局鉄道事業課 ＪＲ担当室 （室長 高橋 徹） 

 

②  

担当課：総合政策局物流政策課 （課長 島田 勘資） 

    総合政策局物流政策課企画室（室長 木村 大） 

関係課：海事局内航課（課長 新垣 慶太） 

    海事局総務課企画室（室長 日野 祥英） 
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業績指標３９ 

 都市公園の整備、公共施設等の緑化等による温室効果ガス吸収量 

 

 

（指標の定義） 

１９８９年１２月３１日時点で「森林」でなかった都市域等において、１９９０年以降２０１２年までの間に、樹

木（高木）の植栽（＝植樹）を含めた面積５００㎡以上の規模の緑化を行う事業（都市公園の整備、公共施設の緑化

等）によって創出された緑地による温室効果ガス吸収量。気候変動枠組条約等に基づき、「土地利用、土地利用変化

及び林業分野」の要素として日本国が国連へ報告しているもの。 

（目標設定の考え方・根拠） 

吸収源となる都市公園、道路、河川・砂防、港湾、下水処理施設、公的賃貸住宅、官公庁施設等の緑地などの都市

緑地の、平成２年から平成２２年までの整備面積のトレンドを踏まえ、目標値を設定 

【社会資本整備重点計画第３章の重点目標に関連する事業の指標「都市緑化等による温室効果ガス吸収量」】（同一定

義） 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・生物多様性国家戦略 2012-2020(平成 24 年 9月 28 日)第 3部第 2章第 9節 1生物多様性の観点からの地球温暖化の

緩和と影響への適応の推進 「都市緑化等による温室効果ガス吸収源対策として、 都市公園の整備や、 建築物の

屋上等の新たな緑化空間の創出等を推進します」 

・第四次環境基本計画(平成 24 年 4 月 27 日)第 2部第 1章第 4節 3.施策の基本的方向「森林等の吸収源対策」 

 【閣決（重点）】 

 社会資本整備重点計画(平成 24 年 8月 31 日)「第 3章に記載あり」  

 【その他】 

 「当面の地球温暖化対策に関する方針」(平成 25 年 3月 15 日地球温暖化対策推進本部) Ⅱ.地球温暖化対策計画の

検討方針 「国際的に合意された新たなルールに則った森林等の吸収源対策や、 バイオマス等の有効活用を積極的

に推進する。」 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１００万

t-CO2/年 

１０３万

t-CO2/年 

１０５万

t-CO2/年 

１０６万

t-CO2/年 

１０８万

t-CO2/年 

１１１万

t-CO2/年 
集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・都市公園の整備、道路、河川・砂防、港湾、下水処理施設、官公庁施設等の緑化を推進する。  

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１０７万 t-CO2/年（平成２８年度） 

実績値：１１１万 t-CO2/年（平成２５年度） 

集計中    （平成２６年度） 

初期値：１０５万 t-CO2/年（平成２２年度） 

90
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115

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（万t-CO2） 都市公園の整備、公共施設等の緑化等による温室効果ガス吸収量

0
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・都市緑化等における吸収量の算定方法の精査・検討、報告・検討体制の整備を行う。 

関連する事務事業等の概要 

・緑の創出に関する普及啓発と、 市民、 企業、ＮＰＯ等の幅広い主体による緑化の推進を行う。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・本業績指標は、平成２４年度時点で既に目標値を達成している。 

（事務事業等の実施状況） 

・都市公園の整備、道路、河川・砂防、港湾、下水処理施設、官公庁施設等の緑化を推進した。 

・都市緑化等における吸収量の算定方法の精査・検討、報告・検討体制の整備を行った。 

・緑の創出に関する普及啓発と、 市民、 企業、ＮＰＯ等の幅広い主体による緑化の推進を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・本業績指標は、平成２４年度時点で既に目標値を達成しているため、Ａと評価した。 

 引き続き、都市公園の整備等による緑化の推進を図ると共に、都市緑化等における吸収量の算定方法等の整

備や都市緑化等の意義や効果の普及啓発を行う。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明） 

関係課： 道路局環境安全課道路環境調査室（室長 高松 諭） 

水管理・国土保全局 河川環境課（課長 小俣 篤） 

水管理・国土保全局下水道部下水道企画課（課長 井上 誠） 

港湾局海洋・環境課（課長 小谷野 喜二） 

住宅局住宅総合整備課（課長 北 真夫） 

官庁営繕部 設備・環境課営繕環境対策室（室長 清水 侯二） 
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業績指標４０ 

 下水道に係る温室効果ガス排出削減 

（省エネ・創エネ対策及び下水汚泥焼却の高度化による温室効果ガス排出削減目標量） 

 

 

（指標の定義） 

・下水道における省エネ・創エネ対策及び下水汚泥焼却の高度化による温室効果ガス排出削減量 

（目標設定の考え方・根拠） 

・平成２８年度までにこれまでの下水汚泥エネルギー化率の進展のトレンドを踏まえて、消化ガス発電や固形燃料

化等によって下水汚泥エネルギー化率が約２９％まで進展するとともに、焼却炉の高温焼却化率１００％を達成

することを目指し、これらが達成された場合の削減量である２４６万ｔ－ＣＯ２を目標値とする。 

（外部要因） 

・技術開発の動向、資源価格の高騰 

（他の関係主体） 

 ・地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 ・第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「世界の温暖化対策をリードする。ＣＯＰ２１に向け、

温室効果ガスの排出について、新しい削減目標と具体的な行動計画を、できるだけ早期に策定いたします。」 

 【閣議決定】 

 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約１４３万 

ｔ－ＣＯ２ 

約１５５万 

ｔ－ＣＯ２ 

約１６８万 

ｔ－ＣＯ２ 

集計中 集計中 
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（万ｔ－CO2）
下水道に係る温室効果ガス排出削減

0

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約２４６万ｔ－ＣＯ２（平成２８年度） 

実績値：約１６８万ｔ－ＣＯ２（平成２４年度） 

集計中  （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：約１２９万ｔ－ＣＯ２（平成２１年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・下水道に係る温室効果ガス排出削減を促進するため、地方公共団体が行う省エネ・創エネ対策に係る施設整備

に対して支援を行うとともに、革新的技術の実証事業を行う。 

社会資本整備総合交付金予算額 ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 

下水道事業関連予算額 ５３億円の内数（平成２６年度国費） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５・２６年度の実績値は集計中である。過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標値を

若干下回ることになるが、多くの事業が円滑に進捗していることから、今後の実績値の上昇が見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・社会資本整備総合交付金等により、地方公共団体による下水道における温室効果ガス削減対策を支援した。 

・「下水道における地球温暖化防止推進計画策定の手引き」に基づき、各下水道管理者における計画的な地球温暖

化対策を推進した。 

・平成２３年度から、「下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）」により、下水道における省エ

ネ・創エネ対策に係る革新的技術を実証し、下水汚泥のエネルギー化及び下水道事業における温室効果ガス排

出量の削減を推進した。 

・下水汚泥固形燃料の JIS 規格を制定し、品位の安定化及び信頼性の確立を図り、市場の活性化を促進した。 

・「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン」を改訂するとともに、「下水汚泥のエネルギー化導入簡易検討ツー

ル」を公表し、各下水道管理者における下水汚泥のエネルギー化を促進した。 

・下水熱の賦存量や存在位置を容易に把握できる「下水熱ポテンシャルマップ」を開発し、下水熱の利用を促進

した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標値を若干下回ることになる

ため、Ｂと評価したが、今後、技術実証事業で実証した革新的技術の普及や、平成２７年度に温暖化対策推進

法に基づく温室効果ガス排出抑制等指針下水道部門を策定する予定であること等により、今後の実績値の上昇

が見込まれる。 

・平成２３年度から実施している「下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）」は、その成果が普

及するのに時間を要するため、今後業務指標への効果が発現するものと見込まれる。 

・課題として、地方公共団体の厳しい財政事情等のため、省エネ機器への更新や、再生可能エネルギーの導入、

維持管理コストが増加する高温焼却化は更新が進みにくい状況がある。 

・引き続き、社会資本整備総合交付金による財政支援を行うとともに、低コストな技術に関する実証を実施し、

実証事業の成果についてはガイドライン化を図ること等によって省エネ・創エネ技術の普及を図る。 

・また、民間活力による温室効果ガス排出削減を促進するため、民間事業者が下水道暗渠内に熱交換器を設置で

きるようにする規制緩和を実施する。 

・なお、平成２４年から施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（固

定価格買取制度）」等により下水汚泥のエネルギー利用がさらに加速すると見込まれる。（下水汚泥のバイオガ

ス発電に関する認定件数は、平成 24 年度で３件、平成 25 年度で８件、平成 26 年度で 19 件と増加中。） 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出抑制等指針下水道部門を策定する. 

・民間活力による温室効果ガス排出削減を促進するため、下水道法の改正により、民間事業者が下水道暗渠内に熱

交換器を設置できるようにする規制緩和を実施する。 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局下水道部下水道企画課（課長 井上 誠） 
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関連指標２ 

 環境ポータルサイトへのアクセス件数 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

１ヶ月あたりの環境ポータルサイト（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/index.html）へのアクセ

ス件数（年度平均） 

（目標設定の考え方・根拠） 

環境ポータルサイトにおいて、環境に関する施策紹介、報告書、新規トピック等の情報を提供する。環境に関する

国民の意識を高めるために、環境ポータルサイトのアクセス件数を月平均１万件以上にすることを目標とする。 

（外部要因） 

国土交通省ホームページのリニューアル（平成２２年３月） 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

平均約３，４２５件 平均約３，２６６件 平均約１８，０２３件 平均約１５，８０５件 平均約２，１２８件

 

 
 

 

 

 

実績値等 

目標値：       ２万件／月（年度平均）（平成２８年度） 

実績値：平均約１５，８０５件／月（年度平均）（平成２５年度） 

    平均約２，１２８件／月（年度平均）（平成２６年度） 

初期値：平均約 ３，２６６件／月（年度平均）（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

国民一人ひとりの環境に対する意識を高めるために、以下の事業を実施している。 

 

＜平成２５年度＞ 

○社会資本整備分野における地球温暖化対策のための施策に係る調査・検討経費 

予算額 約５４百万円（平成２５年度） 

・持続可能で活力ある国土・地域づくりに向けて、まち・住まい・交通の一体的な創畜省エネルギー化を総合的に

推進するため、地方公共団体、民間事業者等の取組を構想段階から支援することにより、都市規模、地域特性等

に応じた先進的なモデル構想及び全国的な普及促進を図るとともに、国土交通省等の各種支援メニュー・手法を

体系的に整理する。 

○生物多様性保全推進経費 予算額 ４．５百万円（平成２５年度） 

・社会資本整備における生物多様性保全のための活動の普及促進のために、地方公共団体や NPO 等を対象としたワ

ークショップ等の企画・運営等を行う。 

＜平成２６年度＞ 

○社会資本整備分野における地球温暖化対策のための施策に係る調査・検討経費 

予算額 約５１百万円（平成２６年度） 

・持続可能で活力ある国土・地域づくりに向けて、まち・住まい・交通の一体的な創畜省エネルギー化を総合的に

推進するため、地方公共団体、民間事業者等の取組を構想段階から支援することにより、都市規模、地域特性等

に応じた先進的なモデル構想及び全国的な普及促進を図るとともに、国土交通省等の各種支援メニュー・手法を

体系的に整理する。 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

環境ポータルサイトへのアクセス件数の目標値は２万件であるところ、平成２５年度の実績値は約１５，８０５

件、平成２６年度の実績値が約２，１２８件であり、目標達成とはならなかった。 

（事務事業等の実施状況） 

＜平成２５年度＞ 

・有識者及び国土交通省関係部局による支援を実施した結果、全国５地域においてまち・住まい・交通の一体的な

創畜省エネルギー化の構想が策定された。また、策定された構想を環境ポータルサイト内で公表し、全国的な普

及促進を図った。更に、国土交通省関係部局における各種支援メニュー・手法を同サイト内で体系的に整理し、

公表した。 

・国土交通分野における生物多様性の取組普及のためのワークショップの企画・運営、手引き書の作成を行い、ま

た、環境ポータルサイト内に開設した当該業務ホームページを利用して情報発信を行った。 

＜平成２６年度＞ 

・有識者及び国土交通省関係部局による支援を実施した結果、全国５地域においてまち・住まい・交通の一体的な

創畜省エネルギー化の構想が策定された。また、策定された構想を環境ポータルサイト内で公表し、全国的な普

及促進を図った。更に、国土交通省関係部局における各種支援メニュー・手法を同サイト内で体系的に整理し、

公表した。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 総合政策局環境政策課（課長 櫛田 泰宏） 
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関連指標３ 

 新車販売に占める次世代自動車の割合 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

新車販売に占める次世代自動車（ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池

自動車、クリーンディーゼル車、CNG 自動車等）の割合。 

（目標設定の考え方・根拠） 

「日本再興戦略」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）において掲げている、「2030 年までに新車販売に占める割合を

５割から７割とする」という目標達成に向けて、2017 年度（平成 29 年度）までに達成すべき目標値を設定。 

（外部要因） 

経済情勢、エネルギー価格、燃料供給施設の整備状況等 

（他の関係主体） 

 経済産業省 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第 189 回国会施政方針演説（平成 27 年２月 12 日）「あらゆる施策を総動員して、徹底した省エネルギーと、再

生可能エネルギーの最大限の導入を進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

 ・日本再興戦略（平成 25 年６月 14 日）「次世代自動車については、2030 年までに新車販売に占める割合を５割か

ら７割とする」 

 【閣決（重点）】 

 

 【その他】 

 ・国土交通省重点政策 2014（平成 26 年８月）「次世代自動車の普及・拡大・・・など、更なる省エネルギー・省

CO2 対策を推進することにより、『エネルギーを賢く消費する社会』の実現を目指す。」 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

10.5％ 14.7％ 21.2％ 23.2％ 24.3％ 

 

 

実績値等 

目標値：２９．２％（平成２９年度） 

実績値：２３．２％（平成２５年度） 

    ２４．３％（平成２６年度） 

初期値：２１．２％（平成２４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・環境対応車普及促進対策 

 自動車運送事業者による CNG トラック・バス、ハイブリッドトラックバスの導入、使用過程車の CNG 車両への改

造に対する支援。 

 ＜予算 4.8 億円（平成 25 年度）、5.3 億円（平成 26 年度）＞ 

・地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進 

地域や自動車運送事業者による電気自動車（バス、タクシー、トラック）の導入等であって、他の地域や事業

者による電気自動車の集中的導入を誘発・促進するような先駆的な取組みに対する支援。 

 ＜予算 3.0 億円（平成 25 年度）、3.1 億円（平成 26 年度）＞ 

・超小型モビリティの導入促進 

地方公共団体等によるまちづくり等一体となった超小型モビリティの先導導入や試行導入の優れた取組みに対

する支援。 

 ＜予算 1.7 億円（平成 25 年度）2.0 億円（平成 26 年度）＞ 

・次世代大型車開発・実用化事業 

環境性能を格段に向上させた次世代のバス・トラック等（電気・プラグインハイブリッドトラック、高効率ハ

イブリッドトラック、次世代バイオディーゼルエンジン及び高性能電動路線バス）を開発・試作し、実際の事

業で使用する走行試験等を実施する。 

＜予算 2.5 億円（平成 25 年度）2.5 億円（平成 26 年度）＞ 

 

・自動車税におけるグリーン化特例 

 電気自動車（燃料電池自動車を含む）、プラグインハイブリッド自動車、一定の排ガス性能を満たすＣＮＧ自動

車並びに排ガス及び燃費性能に優れた自動車に対して自動車税の税率を概ね 75％軽課する一方、新車新規登録か

ら一定年数以上を経過した自動車に対しては税率を概ね 15％重課。 

 

・自動車取得税及び自動車重量税におけるエコカー減税 

 電気自動車（燃料電池自動車を含む）、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車、一定の排

ガス性能を満たすＣＮＧ自動車並びに排ガス及び燃費性能に優れた自動車に係る自動車重量税及び自動車取得

税を減免。 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

目標値は平成 29 年度に 29.2%のところ、最新の実績値（平成 26 年度）は、24.3%である。 

（事務事業等の実施状況） 

・環境対応車普及促進対策 

合計 1809 台（平成 25 年度：976 台、平成 26 年度：833 台）のハイブリッド・CNG 車両に対する支援を実施した。

・地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進 

 合計 277 台（平成 25 年度：112 台、平成 26 年度 165：台）の電気自動車に対する支援を実施した。 

・超小型モビリティの導入促進 

 合計 42 件（平成 25 年度：29 件、平成 26 年度：13 件）の取組みに対する支援を実施した。 

・次世代大型車開発・実用化事業 

 環境性能を格段に向上させた次世代のバス・トラック等の技術開発を進め、試作車に係る実使用条件下での実証

走行試験、必要な基準の策定等、実用化に向けた取り組みを進めた。 

 

・自動車の車体課税の見直し 

環境性能に優れた自動車への買換・購入需要を促進するため、自動車税におけるグリーン化特例や自動車取得

税及び自動車重量税におけるエコカー減税を実施した。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局環境政策課 （課長 西本 俊幸） 
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

28% 28% 56% 79% 63% 83% 85%以上

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

32% 31% 32% 33% 38% 40% 41%

- - - - -

初期値 目標値

22年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

302km 302km 305km 314km 288km 275km 260km

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 26年度

0観測点 - 0観測点 0観測点 16観測点 38観測点 35観測点以上

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

56% - 56% 58% 60% 64% 70%

- - - - -

初期値 目標値

23年 22年 23年 24年 25年 26年 28年

0% - 0% 0% 17% -6% 25%

- - - - -

初期値 目標値

22年 22年 23年 24年 25年 26年 28年

①26日
②38日
③24日

①25日
②39日
③25日

①26日
②38日
③24日

①27日
②37日
③23日

①26日
②37日
③23日

①25日
②35日
③22日

①23日以下
②34日以下
③22日以下

- - - - -

施策目標個票
（国土交通省26－⑩）

施策目標 自然災害による被害を軽減するため、気象情報等の提供及び観測・通信体制を充実する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

防災情報の精度向上に向けた予測モデル開発、ソフトウェア改善等の対策を実施
し、また情報伝達体制の充実のための通信体制整備、防災地理情報の提供推進等
に取り組んだ結果、全ての実績が目標を達成又は目標達成に向けた成果を示した。

自然災害による国民の生命・財産・生活に係る被害の軽減を図るため、防災情報等の精度向上及び情報伝達体制を
充実する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

　（判断根拠）

実績値

年度ごとの目標値

②目標達成

評価

A

実績値
評価

評価結果

平成27年度以降も継続して自然災害による被害を軽減するため、引き続き防災情報
等の精度向上及び情報伝達体制の拡充を図っていく。

評価

A

全ての業績指標で目標が達成された（A評価であった）ため、「②目標達成」と判断し
た。なお、主要な業績指標は全ての指標としているが、目標を大幅に上回って達成さ
れたとは認められないため、「①目標超過達成」には該当しない。

評価

施策の分析

業績指標

A

41　緊急地震速報の精度向上

実績値

暦年ごとの目標値

関4　異常天候早期警戒情報の
精度向上

42　一定水準の防災情報伝達
が可能な事務所等の数

評価

暦年ごとの目標値

実績値

年度ごとの目標値

45　防災地理情報の整備率

実績値

44　津波シミュレーション技術を
用いた津波警報更新に活用す
る沖合津波観測点の数

次期目標等への
反映の方向性

関連指標

評価

A
年度ごとの目標値

関5　天気予報の精度（明日予
報が大きくはずれた年間日数）
①降水確率
②最高気温
③最低気温

暦年ごとの目標値

A
年度ごとの目標値

43　台風中心位置予報の精度

実績値
評価

実績値
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24年度 25年度 26年度 27年度

21,045 20,711 20,715 20,628

△ 17 715 253 -

1,701 3,744 1,234 -

22,730 25,171 22,202 20,628

18,736 23,748

3,744 1,234

251 188

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

28年度要求額

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
総務部総務課

業務評価室
（ 室長　須田　一人 ）

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

担当部局名 気象庁

学識経験を有する者の知
見の活用

政策評価実施時期

当初予算（a）

合計（a＋b＋c）

補正予算（b）

平成27年8月

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）
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業績指標４１ 

 緊急地震速報の精度向上 

 

 

（指標の定義） 

年度内に発生した地震で、震度４以上を観測した地域又は緊急地震速報で震度４以上を予想した地域について、震

度の予想誤差が±１階級におさまる割合を指標とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

指標の実績値は平成 19 年度に 77％を示し、その後も同程度の精度で推移していた。平成 22 年度においては、平成

23 年 3 月 10 日までの実績値は 72％であったが、東北地方太平洋沖地震発生後の活発な余震活動に伴い、同時に発生

した地震を分離して処理できなかったために適切に緊急地震速報が発表できない事例が多発し、指標の値が大幅に低

下した。 

このため、同時に発生した地震を適切に分離する・地震動予測手法を改善する・地震観測網の充実・強化等により、

緊急地震速報の精度改善を行っている。これらの改善により、余震活動の長期化や、余震活動地域の外側でも地震活

動が高まっている状況のもとでも、予想精度を改善し、低下した指標を回復・向上させることを目標とする。 

 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２８％ ５６％ ７９％ ６３％ ８３％ 

 

 
 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：８５％以上（平成２７年度） 

実績値：６３％  （平成２５年度） 

    ８３％  （平成２６年度） 

初期値：２８％  （平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

１． 地震津波観測業務等 予算額：1,350 百万円の内数（平成２５年度） 

２． 緊急地震速報・津波観測情報の高度化 予算額：３０４百万円（平成２６年度） 

国内外の地震を観測・監視・解析し、適時的確に緊急地震速報、津波警報等を発表することにより、地震や津波

による災害の防止・軽減を図る。 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

順調である。 

平成２５年度は、８月８日に東南海海底地震計の障害に伴う異常データを地震として処理し過大な警報を広範囲

に発表したことで予想精度が低下した。平成２６年度は平成２４年度より予想精度が良くなった。 

（事務事業等の実施状況） 

東北地方太平洋沖地震直後から適切に緊急地震速報が発表できない事態となったことを受け、適切に緊急地震速

報が発表できるように、同時に別の場所で発生した地震の分離、地震の規模を推定する計算式の見直し、観測点増

幅度※１の導入などの改善を行ってきた。この結果、震度予想精度が向上し順調に目標に近づいた（平成 24 年度

の実績値は 79%）。しかし、平成 25 年 8 月 8 日に東南海海底地震計の障害に伴う異常データを地震として処理し過

大な警報を広範囲に発表したことで、再び予想精度が低下した。これに対し、同様の現象が再発しても適切に処理

できるよう、同海底地震計の処理を改修するとともに、同様に海底地震計で観測を実施している機関に、今回の事

例の原因と対処について詳細な情報を提供し、同様の事象が発生しないよう関係機関との協議を進めた。 

また、(独)防災科学技術研究所の大深度地震計※２、(独)海洋研究開発機構の DONET※３及び当庁が新設した地

震計による観測データを取り込むための検証作業を進め、３月 31 日より緊急地震速報への活用を開始し、海域や

首都直下等の地震に対する緊急地震速報の精度向上と迅速化を図った。 

上記の改善のほか、地震が同時多発した場合や巨大地震発生時でもさらに精度の良い震度予測を可能とする新た

な手法の開発を進めており、この手法の次期システムへの導入に向け作業を進めている。 

（上記事務事業１、２） 

 
観測点増幅度※１・・・地震発生時の各地の揺れの大きさは、地震の規模や震源からの距離の他に、その場所毎の地面の揺れやすさが影響する。

この揺れやすさも震度予測に反映させるため、観測点毎に設定する補正値。 

大深度地震計※２・・・(独)防災科学技術研究所が設置した KiK-net（Kiban-Kyoshin Net：基盤強震観測網）の内、首都圏・南関東に概ね１

km以上地中深く設置した地震計。 

DONET※３・・・Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis の略称で、（独）海洋研究開発機構が熊野灘沖の海底に設

置した、ケーブル式地震・津波観測監視システム。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成２５年度は東南海海底地震計の障害に伴う異常データの影響により平成２４年度の予

想精度から低下したが、平成２６年度は平成２４年度よりも予想精度が上昇し、平成２７年度の目標達成に向けて

成果を示していることから、Ａ評価とした。 

また、確実な目標達成に向けて、今後も以下の取組みを実施していく。 

①精度向上のため、観測実績の増加に伴い観測点増幅度の更新・追加を実施する。 

②精度向上と迅速化のため、他機関・新規観測データの検証を進めさらなる活用を開始する。 

③新たな手法の開発を進め、次期のシステムへの導入に向け調整を進める。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 平成 26 年度に引き続き、他機関等の地震観測データのさらなる取り込み準備を継続して進める。また、地震が同

時多発した場合や巨大地震発生時にもさらに精度良く震度を予測する新手法の開発を進め、平成 27 年度に更新する

次期システムでの導入に向けて作業を進める。 

（平成２８年度以降） 

引き続き、他機関等の地震観測データの取り込みと新手法の導入を進める。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：気象庁地震火山部管理課      （課長 土井 恵治） 

関係課：気象庁地震火山部地震津波監視課  （課長 長谷川 洋平） 
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業績指標４２ 

 一定水準の防災情報伝達が可能な事務所等の数 

 

 

（指標の定義） 

危機管理を行っている国土交通省の河川及び道路関係事務所・都道府県（２４８事務所）のうち、光ファイバと接

続し、マイクロ回線で自動的にバックアップされている事務所及び都道府県の割合。 

（目標設定の考え方・根拠） 

危機管理を行っている国土交通省の河川及び道路関係事務所・都道府県について、予算の制約の中、国土交通省内

を結ぶ結合通信網における通信の信頼性を確保する上で必要な拠点の整備を順次進めており、平成２８年度末までに

整備を完了すべき拠点として、全体の４１％を目標として設定した。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（都道府県） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

防災基本計画（平成２０年２月１８日中央防災会議） 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１７％ ２２％ ３１％ ３２％ ３３％ ３８％ ４０％ 

 

 
 
 

評 価 

Ａ 

目標値：４１％（平成２８年度） 

実績値：３８％（平成２５年度） 

    ４０％（平成２６年度） 

初期値：３２％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○国土管理情報通信基盤の整備計画策定経費 予算額０．２億円（平成２５、２６年度） 

 光ファイバや多重無線の通信容量を増強するための検討 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は全事務所数に対して４０％と昨年度から増加しており、目標値に向けて進捗している。

（事務事業等の実施状況） 

平成２６年度大規模災害時の情報収集・提供の改善に関する調査検討業務において災害現場等における携帯電話

等のモバイル端末と国土交通省情報通信ネットワークとの接続について検討を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については４０％と目標達成に向けて進捗しているため、Ａと評価した。引き続き通信網の整備を推進

する。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 引き続き施策目標の推進に向けて検討を行う 

（平成２８年度以降） 

業績指標の目標年度に達する予定のため、目標の見直しを行う。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：大臣官房技術調査課電気通信室（室長 末吉 滋） 
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業績指標４３ 

 台風中心位置予報の精度 

 

 

（指標の定義） 

72 時間先の台風中心位置の予報誤差（台風の進路予報円の中心位置と対応する時刻における実際の台風中心位置と

の間の距離）を、当該年を含む過去５年間で平均した値。 

（目標設定の考え方・根拠） 

台風による災害の被害軽減を図るためには、台風に関する気象情報の充実が必要であり、それを支える技術的な基

盤として台風進路などの予報精度の向上が必要である。この精度向上を測定する指標として、台風の進路予報は個々

の台風の特性や気象の環境場の影響を受けて、その予報誤差が台風ごと年ごとに変動するものであることから、年ご

との誤差の値ではなく、当該年を含む過去５年間で平均した予報誤差の値を用いることとする。平成 22 年の指標の

実績（平成 18 年～平成 22 年の予報誤差の平均）は 302 ㎞である。平成 27 年の目標値は、過去５年間の同指標の改

善状況も踏まえ、新たな数値予報技術の開発等により、引き続き同程度の予報誤差の減少を図ることとし、260km と

設定することが適切と判断した。 
 

（外部要因） 

自然変動（台風の進路予想に影響を与える台風及び環境場の特性の変化） 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （）内は単年の予報誤差 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３０２km 

（３３２km） 

３０５km 

（２８９km） 

３１４km 

（２９１km） 

２８８km 

（２１５km） 

２７５km 

（２４９km） 

 

200

250

300

350

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（km） 台風中心位置予報（72時間予報）の予報誤差

目標値 実績値 単年

0

 
 

 
 

評 価 

Ａ 

目標値：２６０ｋｍ（平成２７年） 

実績値：２８８ｋｍ（平成２５年） 

    ２７５ｋｍ（平成２６年） 

初期値：３０２ｋｍ（平成２２年） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

スーパーコンピュータを中心とした気象資料総合処理システムの運用 

気象資料総合処理システムを用いて予測モデルの開発を推進し、局地予報、台風予報などの精度を向上させる。 

          予算額： 723 百万円（平成２５年度） 

          予算額： 724 百万円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

順調である。 

平成 25、26 年にかけて、目標に向けて精度が向上した。過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度

に目標値は達成できないことになるが、目標年の実績値は平成 23 年～平成 27 年の平均値で定義しており、その期

間の単年の予報誤差が十分改善していることから、実績値が、目標年に目標値に達成することが見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

前回の評価以降、平成 26年 3月に、鉛直層数の増強（60層から 100層に増強すると同時に、計算領域上端を 0.1hPa

から 0.01hPa に引き上げる）など、数値予報モデルの改良を行った。またこれに伴い、これまで高度約 30km まで

であった一部の人工衛星観測データの利用を約 60km までとするなど、高い高度の観測データを拡充した。9月には、

人工衛星による高精度かつ高分解能な気温や水蒸気の観測データの数値予報への利用拡充を行うとともに、台風解

析の情報を数値予報に取り込むための台風ボーガス※の改良を行った。 

 
※台風ボーガス：台風解析により得られた中心位置、中心気圧、強風半径等の情報を数値予報に反映させるため、モデルに投入する擬似的な観

測データ。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成 25、26 年にかけて目標に向けて精度が向上した。過去の実績値によるトレンドを延

長しても、目標年度に目標値は達成できないことになるが、目標年の実績値は平成 23 年～平成 27 年の平均値で定

義しており、その期間の単年の予報誤差が十分改善していることから、実績値が、目標年に目標値に達成すること

が見込まれるため、Ａ評価とした。 

本目標を達成するためには、予測に用いる数値予報モデルとその初期値の精度を改善することが重要となる。平

成 27 年度は、数値予報モデルの地表面やその付近の気温などを予測する手法の改善、アンサンブル予報※で使用

するモデルの鉛直層数の増強（60 から 100 へ）、及び新規衛星観測データの利用開始や観測データを数値予報モデ

ルに取り込む手法の改善を進める。これらの数値予報モデルの改善を的確に実施するとともに、数値予報資料の特

性の把握・評価などを通じた予報官の技能向上に努めることで、台風予報の一層の精度向上を図る。 

また、インド･フランスの地球観測衛星 Megha-Tropiques のマイクロ波観測データの早期利用を行い、水蒸気量

の予測精度向上を図る。 

 
アンサンブル予報※…数値予報モデルにおける誤差の拡大を把握するため、多数の予報を行い、その平均やばらつきの程度といった統計的な性

質を利用して最も起こりやすい現象を予報する手法。用いる予報の個数をメンバー数という。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 数値予報モデルの地表面やその付近の気温、太陽や地表面からの放射による加熱などを予測する手法を改良する、

新規衛星観測データの利用開始や観測データを数値予報モデルに取り込む手法の改善を進める、アンサンブル予報※

のモデルの鉛直層数増強等を行うなど、目標値達成に向けて台風予測精度の一層の向上を図る。 

 

（平成２８年度以降） 

引き続き観測データの利用手法の高度化を進めるとともに、数値予報モデルを改良する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：気象庁予報部業務課  （課長 田中 省吾） 

関係課：気象庁予報部予報課  （課長 弟子丸 卓也） 
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業績指標４４ 

 津波シミュレーション技術を用いた津波警報更新に活用する沖合津波観測点の数 

 

 

（指標の定義） 

より高度な津波シミュレーション技術を用いた津波警報更新に活用する沖合津波観測点の数を指標とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

東北地方太平洋沖地震では、地震の規模を過小評価したことから気象庁が最初に発表した津波の予想高が過小とな

った。この教訓を踏まえ、津波警報改善のため、地震発生後直ちに求まる地震の規模が過小評価となる東北地方太平

洋沖地震のような巨大地震については、各海域で予め最大地震を想定した津波予測を採用して津波警報第一報を発表

することとした。 

このような場合の津波警報第一報の発表後などには、より正確な警報の内容にできるだけ早く更新するため、GPS

波浪計や海底水圧計など沖合の津波観測データは重要である。このため、津波シミュレーション技術を用いた津波警

報の更新に活用する沖合津波観測点の利用拡大を進めることで津波に関する情報の改善に大きく寄与する。 

沖合津波観測点の利用拡大については、運用中の津波警報等を行う地震活動等総合監視システムで、沖合津波観測

データ等を基に推定された津波波源域を考慮したシミュレーションで得られる津波の高さを津波警報の更新に活用

する手法を用いることとし、沖合津波観測点ごとに津波波源域の推定に使用する津波伝播計算データの整備・活用を

進めることとする。平成 26 年度末までの目標として、当該データの整備された沖合津波観測点の数を 35 点以上とす

る。 
 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ０観測点 ０観測点 １６観測点 ３８観測点 

 

 
 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：３５点以上（平成２６年度） 

実績値：１６点  （平成２５年度） 

    ３８点  （平成２６年度） 

初期値： ０点  （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

１． 地震津波観測業務等 予算額：1,350 百万円の内数（平成 25 年度） 

２． 被災地域のための東北地方太平洋沖における津波監視機器点検整備 予算額：302 百万円 

（平成 26 年度）※東日本大震災復興特別会計（復興庁一括計上事業） 

国内外の地震を観測・監視・解析し、適時的確に緊急地震速報、津波警報等を発表することにより、地震や津波

による災害の防止・軽減を図る。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

順調に観測点数が伸び、平成２６年度の目標を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

平成 24 年度に、新たな沖合津波観測点として、東北地方太平洋沖に 3 台のブイ式海底津波計を整備した。津波

シミュレーションを用いた津波警報更新のための沖合津波観測点として、これら 3 観測点も活用する対象とするこ

とができるようになった。 

平成 25 年度は、沖合津波観測データ等に基づく津波波源域の推定のために、沖合津波観測点周辺の海底地形デ

ータからの津波伝播計算データの作成作業を進め、16 観測点について津波警報の更新に活用できるようになった。

また、気象研究所において開発が進められている、海底水圧計の観測値から津波初期波源の初期水位分布を推定し、

それをもとに沿岸の津波の高さを推定する手法についても、次期システム(EPOS5)への組み込みのため、その仕様

に反映した。 

平成 26 年度は、引き続き沖合津波観測点周辺の海底地形データからの津波伝播計算データの作成作業を進め、

38 観測点について津波警報の更新に活用できるようになり、目標値を達成した。また、気象研究所において開発が

進められている手法について、平成 26 年度から開始された EPOS5 の整備作業の中で、その導入作業を進めている。

（上記事務事業１、２） 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、目標年度に目標を達成したことから、Ａ評価とした。 

現在運用されている沖合津波観測点に対する津波伝播計算データの作成がすべて終了したことから業績指標は

廃止する。 

今後も新たに整備される沖合津波観測点があれば、津波伝播計算データを作成、沖合津波観測点を波源域推定プ

ログラムに組み込み、利用観測点数の拡充に努める。また、気象研究所が開発した手法の EPOS5 への導入作業を進

める。 

また、気象研究所において沖合津波観測値から津波波源の初期水位分布を推定し、それをもとに沿岸の津波の高

さを予測する手法の開発を進めており、地震活動等総合監視システムの更新（平成 27 年度）に併せて当該手法の

業務化と沖合津波観測点の更なる活用拡大を進める。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：気象庁地震火山部管理課     （課長 土井 恵治） 

関係課：気象庁地震火山部地震津波監視課 （課長 長谷川 洋平） 
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業績指標４５ 

 防災地理情報の整備率 

 

 

（指標の定義） 

国土地理院が整備する防災地理情報のうち都市圏活断層図について、主要活断層帯（注）を対象に、都市圏活断層

図で整備された断層帯の割合を指標とする。 

 

整備率（％）＝（都市圏活断層図で整備した断層帯／主要活断層帯）×１００ 

 
（注）「地震に関する総合的な調査観測計画～東日本大震災を踏まえて～」（平成２６年８月、地震調査研究推進本部）の策定を受け、主要活断層リ

ストの見直しが実施され、主要活断層帯の数は９７断層帯とされたが、ここでの「主要活断層帯」は、見直し前の「地震に関する基盤的調査観測計画

（平成９年８月）」等で定められている１１０断層帯のうち、海等を除く１０１断層帯を対象としている。 

（目標設定の考え方・根拠） 

想定される災害に対する危険箇所の把握や国民の防災意識の向上等に役立つ防災地理情報の提供を推進するため、

国土地理院が整備する防災地理情報のうち都市圏活断層図の整備を更に図っていくこととし、未整備の４４断層帯の

うち、特に人口の多い都市域周辺部の１４断層帯の整備完了を目指し、平成２８年度までの都市圏活断層図の整備予

定を踏まえた目標値である。 

（外部要因） 

大規模災害の発生による変動 

（他の関係主体） 

 国の機関・地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ５６％ ５８％ ６０％ ６４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

Ａ 

目標値：７０％ （平成２８年度） 

実績値：６０％ （平成２５年度） 

    ６４％ （平成２６年度） 

初期値：５６％ （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

全国活断層帯情報整備 

全国の活断層帯のうち、特に地震被害が広範囲に及ぶと考えられる主要な活断層帯について、断層の詳細な

位置、関連する地形の分布等の情報を整備・提供する。平成２５年度は警固断層帯他２断層帯を、平成２６年

度は、雲仙断層群他３断層帯について整備を完了した。 

予算額：１７,１７６千円（平成２５年度）、１７,６７５千円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「順調である」 

過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。なお、平成２６年度ま

でに６５断層帯の整備を完了した。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２５年１１月１日に、２万５千分１都市圏活断層図 横手盆地東縁断層帯とその周辺「田沢湖」他６面を、

平成２６年１１月１日に、２万５千分１都市圏活断層図 警固断層帯とその周辺「甘木」他６面を公表し、ホーム

ページでの閲覧を開始した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は順調であり、目標年度に目標値を達成すると見込まれることから、Ａと評価した。 

・平成２６年度の実績値は、65/101＝64.4%である（実績値欄は小数点以下を四捨五入して記入）。 

・目標を達成するためには毎年 2.8%（（70%－56%）÷5年）の実績をあげる必要があり、平成２６年度の中間目

標値は 64.4%（56%＋2.8%×3 年）である。 

・実績値は中間目標値に達していることから Aと評価した。 

 

今後も確実な目標達成に向けて、１４断層帯の整備を引き続き実施していくこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 国土地理院 総務部 政策調整室    （室長 加藤 信行） 

関係課： 国土地理院 企画部          （防災企画官 長谷川 裕之） 

国土地理院 企画部 企画調整課    （課長 大木 章一） 

国土地理院 応用地理部 防災地理課  （課長 山本 洋一） 
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関連指標４ 

 異常天候早期警戒情報の精度向上 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

異常天候早期警戒情報の精度を示すブライアスキルスコア（BSS）※の改善率。 

（目標設定の考え方・根拠） 

数値予報技術の向上やその翻訳技術の改善を考慮し、平成 23 年のブライアスキルスコア 0.21 を、平成 28 年に 25％

改善する（ブライアスキルスコア 0.26）ことが適切と判断。 

平成 26 年 3 月から改善された１か月予報モデルの運用を開始する予定であり、それにより異常天候早期警戒情報

の予測精度の向上が見込まれる。また、今後も、高解像度化に対応した確率予測資料の改善をさらに進める予定。 

 
※ブライアスキルスコア（BSS)の定義 

ブライアスキルスコア（BSS）は確率予報の誤差を表すブライアスコア（BS)の気候値予報（その時々の気象状況を考慮せず出現率 10％で固定した

予報）からの改善率である。 

まず、ブライアスコア BS は、 

  BS = 1/N ×∑(Pi-ai)^2  (i=1,N) ・・・・・① 

ここで、iは事象の番号で総数は N、Pi は予測確率、ai は現象の有無で（１：現象あり、０：現象なし）とする。 

∑のなかは、予報が現象が有るときに 100%、現象が無いときに 0%を予測すれば完全予報として 0となり、逆に現象が有るときに 0%、無いときに 100%

を予測する最悪予報の場合に 1となる。したがって、BS は成績が良いほど値が小さく、理想値は 0、最も悪い成績は１である。 

 一方、かなりの高温（低温）の予測確率を過去統計の出現率と同じ 10%と固定した場合（気候値予報）のブライア・スコア(BScl）は、 

  BScl＝ 1/N ×∑(10%-ai)^2  (i=1,N) ・・・・・② 

となる。 

 BSS は単なる気候値を予測に用いる②からの①の改善度（スキル）であるので、 

  BSS = (BScl-BS) / BScl 

これは①と②の差を②で規格化したものであり、改善が無ければ０、予報が完全であれば１となる。  

この指標は世界気象機関の標準検証システムで採用されているものである。 
（外部要因） 

エルニーニョ現象等の状態により年々変化する大気の変動特性が、数値予報の予測精度、ひいては確率予測資料の

精度に与える影響。 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 

  

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ０％ ０％ １７％ －６％ 

 

実績値等 

目標値：２５％  （平成２８年） 

実績値：１７％  （平成２５年） 

    －６％  （平成２６年） 

初期値： ０％  （平成２３年） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

平年からの隔たりの大きな天候が続くと、社会にさまざまな影響がある。このような現象の発生の可能性につい

て、できるだけ早い段階で発表する予測情報が「異常天候早期警戒情報」で、気温・降雪量を対象として発表して

いる。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

平成２５年は旧来のものと比較して約２０％の精度向上があったが、平成２６年は５～１０月の成績が極端 

に悪く、通年では平成２３年より６％低下した。 

（事務事業等の実施状況） 

分解能を向上し、海氷の取り扱いを改善するなどした新たな１か月予報モデルの運用を平成 26 年 3月に開始し、

同時に高解像度化されたモデルに最適化するように改善した確率予測資料の運用を開始した。この確率予測資料

は、1981 年～2010 年の過去予測実験において、旧来のものと比較して約 20％の精度向上を示した。 

一方で、平成 26 年の実績は、5～10 月の成績が極端に悪く、通年では平成 23 年より 6％低下した。その要因を

分析したところ、実況および予測ともに、この期間における異常天候早期警戒情報が対象とする現象の異常度が小

さく、判断閾値に近かったため、判断の難しい事例が多かったことがわかった。さらにこの期間は、発生や盛衰の

予測が難しいブロッキング現象がヨーロッパやアリューシャン付近で発生することが多かった。1 か月予報モデル

でブロッキング現象の予測を外した結果として、日本付近の大気の流れの予測も外れる例が多かったことがわかっ

た。このように、平成 26 年の実績値の低下は、年々変化する大気の変動特性による影響を受け、１か月予報モデ

ルの予測精度が悪かった結果であったと考えられる。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課（課長 矢野 敏彦） 

関係課：気象庁地球環境・海洋部気候情報課（課長 林 久美） 
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関連指標５ 

 天気予報の精度（明日予報が大きくはずれた年間日数） ①降水確率 ②最高気温 ③最低気温 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

１７時発表の明日を対象とした天気予報における①「降水確率」、②「最高気温」、③「最低気温」が大きくはずれ

た年間日数の３年間の全国の予報区の平均値。①「降水確率」については５０％以上外れた日数で、②「最高気温」

及び③「最低気温」については、３℃以上はずれた日数。ここで、降水確率は、予報対象の地域において実際に１mm

以上の降水があった割合（面積比率）で検証する。 

（目標設定の考え方・根拠） 

天気予報における降水や気温の予報は、その平均的な精度のみならず予報のはずれによる影響の程度にも注目され

ている。一般的利用においても関心が高い「降水確率」、「最高気温」、「最低気温」が大きくはずれた年間日数を減ら

すこととし、これらのそれぞれについて、平成２８年までに平成２３年実績から１割程度減らすことを目標とする。

「降水確率」では、たとえば降水確率４０%で雨なしと予報し降水があった場合よりも、降水確率０%で雨なしと予

報して降水があった場合の影響の方が大きいことから、降水確率が５０%以上はずれた日数とする。また、「最高気温」、

「最低気温」では、平均的な予報誤差の約２倍程度（例えば春や秋では半月程度の季節のずれに相当）にあたる３℃

以上はずれた日数とする。これらのそれぞれについて、近年の改善傾向を維持させ、平成２８年までに平成２３年実

績から１割程度減らすことを目標とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 

  

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

①２５日 

②３９日 

③２５日 

①２６日 

②３８日 

③２４日 

①２７日 

②３７日 

③２３日 

①２６日 

②３７日 

③２３日 

①２５日 

②３５日 

③２２日 

 

 
 

 

実績値等 

目標値：①２３日以下 ②３４日以下 ③２２日以下 （平成２８年） 

実績値：①２６日   ②３７日   ③２３日   （平成２５年） 

    ①２５日   ②３５日   ③２２日   （平成２６年） 

初期値：①２６日   ②３８日   ③２４日   （平成２３年） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

降水確率予報及び気温予報の検証を行い、予報が大きくはずれた事例の分析とガイダンスの特性を把握し、その

結果から新たなワークシートの作成、昨年度までに改良したワークシートの評価を行うとともにさらなる高度化を

図る。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

全要素とも単年度では目標値と同じかそれ以上の成績となっており、最低気温は評価指標である 3年平均でも目

標を達成している。 

（事務事業等の実施状況） 

これまで 「予警報の質的向上に向けた取り組み」として、各官署が下記の方針に基づく取り組みを行い、効果

的な改善事例といった取り組みの成果の集約と還元を繰り返して改善の進捗を図った成果と認識している。 

【降水確率】発表予報の検証結果やこれまでの調査を踏まえ、降水確率ガイダンスの適切な修正手法等の活用手

法を検討する。その際には、これまでに他中枢、他官署で検討された手法を参考とする。 

【気温予報】平成 26 年 3 月にバージョンアップしたガイダンスの特性把握に努める。同時にガイダンスが予想

を不得手とする気象状況を絞り込み、事例調査などを通じて修正手法について検討を進める。層別化やフローチャ

ート化の可能な場合は、新しいワークシートにまとめる。 

 
※ガイダンス：数値モデル計算結果に基づいた気温・雨量などの予報要素を直接使えるように数値化・翻訳した予測支援資料。 

※ワークシート:過去の事例調査によって得られた知見をもとに作成した予測手法を集約したもので、実況や予想される気象状況を入力してより

精度の高い予想値を得ることを目的とする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：気象庁予報部業務課  （課長 田中 省吾） 

関係課：気象庁予報部予報課  （課長 弟子丸 卓也） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

6,466ha - 6,466ha 8,016ha 9,586ha 10,752ha 13,000ha

- - - - -

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約73% 約73% 約78% 約74% 約76% 集計中 約84%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約53% - 約53% 約55% 約57% 約58% 約60%

- - - - -

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

約6,000ha 約6,000ha 5,745ha - - 4,547ha 約3,000ha

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約5% - 約5% 約9% 約8% 約14% 約50%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約34% - 約34% 約41% 約46% 約52% 約70%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約15% - 約15% 約39% 約43% 約56% 約100%

- - - - -

47 一定水準の防災機能を備え
るオープンスペースが一箇所以
上確保された大都市の割合

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

49　地震時等に著しく危険な密
集市街地の面積

実績値

48 下水道による都市浸水対策
達成率（都市浸水対策を実施
すべき区域のうち、下水道（雨
水）整備による浸水対策が完了
している区域の面積の割合）

実績値

評価

A

年度ごとの目標値

51 地震対策上重要な下水管渠
における地震対策実施率（地方
公共団体が定める地震対策上
重要な下水管渠のうち耐震化
が行われている割合）

実績値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

B

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

評価

B

業績指標

46 防災性の向上を目的とした
まちづくりのための事業が行わ
れた市街地等の面積

実績値

52　内水ハザードマップを作成・
公表し、防災訓練等を実施した
市町村の割合

50 地震時に地すべりや崩壊に
より甚大な被害を生じる可能性
のある盛土造成地が存在する
地方公共団体のうち、大規模盛
土造成地マップを作成・公表
し、住民に対して情報提供を実
施した地方公共団体の割合

実績値

次期目標等への
反映の方向性

今後とも大規模地震や気候変動による降雨強度の増加といった災害リスクを踏ま
え、住宅・市街地の脆弱性を軽減させるようなハード・ソフト両面にわたる諸施策を
講じ、総合的な観点から安全で安心して暮らせるまちづくりを進める。

評価

A
年度ごとの目標値

評価

A

年度ごとの目標値

評価

目標達成度合いの
測定結果

　（各行政機関共通区分）

④進展が大きくない

　（判断根拠）

目標達成に向け着実に実績値が進展している施策がある一方で、経済社会情勢の
変化等による影響により、今後も目標達成に向け努力が必要である施策が存在す
ることから、「④進展が大きくない」と判断する。

施策の分析
事前分析表に達成手段として掲げた事業について、引き続き補助しており達成すべ
き目標へ有効かつ効率的に寄与している。

施策目標個票
（国土交通省26－⑪）

施策目標 住宅・市街地の防災性を向上する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

防災性の高い施設及び環境を整備することにより、住宅・市街地における安全・安心度を高める。

評価結果
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約51% - 約51% 約71% 約84% 約90% 約100%

- - - - -

初期値 目標値

20年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

①約80% － － － 約85% － Ｂ 90%

②約79% － － － 約82% － Ｂ 90%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

88,248 100,928 117,319 115,036

5,000 0 1,000 -

55,638 62,683 70,600 -

148,886 163,612 188,919 115,036

71,273 84,054

62,683 70,600

14,930 8,958

評価

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）
＜意見等＞
主要な業績指標が多すぎる。
＜対応方針＞
評価会からの指摘を踏まえ、社会資本整備重点計画のKPI指標の検討状況に鑑みて、主要な業績指標の選抜を
行った。

翌年度繰越額（百万円）

担当部局名 都市局 作成責任者名
都市安全課

（課長　林田　康孝）
政策評価実施時期 平成27年8月

不用額（百万円）

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内数、
内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 28年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

A
年度ごとの目標値

実績値

実績値
53　下水道施設の長寿命化計
画策定率（地方公共団体）

評価

年度ごとの目標値

54多数の者が利用する建築物
及び住宅の耐震化率(①建築
物、②住宅)
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業績指標４６ 

 防災性の向上を目的としたまちづくりのための事業が行われた市街地等の面積 

 

 

（指標の定義） 

都市防災総合推進事業および防災公園街区整備事業等の完了地区の面積。 

（目標設定の考え方・根拠） 

今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震の被害想定を踏まえ、防災上必要な市街地を改善するため、

都市防災総合推進事業や防災公園街区整備事業を実施していく必要があることから、過去の実勢および予算の伸び

率、現在の事業計画等を考慮して設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体、都市再生機構等（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１６２回国会 施政方針演説（平成１７年１月２１日）「大規模地震や土砂災害対策など、防災対策を戦略的、

重点的に進めます。」 

・第１６６回国会 施政方針演説（平成１９年１月２６日）「災害に強い国づくりを一層進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（平成１８年９月１９日）大規模な火災や自然災害に対する住宅市街地の安全性を高めるため、

宅地耐震化対策、浸水対策、土砂災害対策、津波・高潮対策等を推進するとともに、道路等の基盤施設整備と建

築に係る規制の緩和を一体的に推進すること等により密集住宅市街地の整備を推進する。（第２章） 

・経済財政改革の基本方針２００７（平成１９年６月１９日）大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、

豪雪等への対策を推進する。（第４章５．） 

・住生活基本計画（全国計画）の全部変更（平成２３年３月１５日）大規模な地震時等において危険な住宅及び住

宅市街地の安全性の確保等により、安全・安心な住宅及び居住環境の整備を図る。（第２章） 

・新たな「社会資本整備重点計画」の策定について（平成２４年８月３１日）（第２章２．） 

  大規模地震発生の可能性の高い地域や地震時における大規模な火災の可能性や避難・消防活動の困難さ等が指

摘されている密集市街地において、都市基盤の整備と合わせて街区の再編を行う面的な市街地整備や、延焼遮断

帯として機能する幹線道路等の整備及び沿道建築物の不燃化、避難地・防災拠点となる都市公園等の整備、緊急

車両の進入路・避難路として機能する道路等の整備や老朽建築物から耐火建築物等への建替えを推進する。 

  避難することを前提にしたまちづくりを推進するため、津波による被害が想定される地域において、津波避難施

設や避難地、避難路の整備や津波防災に関する地域住民の活動に対する支援を推進し、津波到達時間内での避難

を可能にし、市街地等の安全性を向上させる。 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

６，４６６ha ８，０１６ha ９，５８６ha １０，７５２ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１３，０００ha（平成２８年度） 

実績値：１０，７５２ha（平成２６年度） 

９，５８６ha（平成２５年度） 

初期値：  ６，４６６ha（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①都市防災総合推進事業の推進 

密集市街地に代表される防災上危険な市街地の改善を図る。 

予算額：防災・安全交付金１．０５兆円の内数（平成２５年度国費） 

    防災・安全交付金１．０８兆円の内数（平成２６年度国費） 

②防災公園街区整備事業の推進 

 都市再生機構が防災公園と周辺市街地の整備改善を一体的に行うことで防災性の向上を図る。 

③優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（所得税・法人税・個人住民税）

 防災街区整備推進機構に土地等を譲渡した個人・法人に軽減税率を適用。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

防災性の低い市街地について、平成２６年度末までに１０，７５２ha の防災性能の向上が図られている。過去の

実績値によるトレンドを延長すると、目標年度までに目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２２年度より、従来の補助金に代わって「社会資本整備総合交付金」が創設されるとともに、平成２４

年度補正予算より「防災・安全交付金」が創設された。これにより、目標実現のための基幹事業である都市

防災総合推進事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業をより一層統合的・一体的に支援し、また手

続きを簡素化することで、地方公共団体による防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上を図った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標は、概ね順調に進捗していることから、Ａと評価した。 

・目標達成に向けて、今後発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震の被害想定を踏まえ、引き続き、

都市防災総合推進事業や防災公園街区整備事業を実施し、防災上危険な市街地の改善を推進していくことと

する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局まちづくり推進課（課長 横山 征成） 

都市局都市安全課（課長 林田 康孝） 

関係課：都市局都市計画課（課長 宇野 善昌） 

都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 

都市局街路交通施設課（課長 神田 昌幸） 

都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明） 
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業績指標４７ 

 一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇所以上確保された大都市の割合 

 

 

（指標の定義） 

人口２０万人以上の大都市（東京特別区、政令指定都市、中核市、特例市）（分母）における、災害応急対策施設

のうち、「備蓄倉庫」、「耐震性貯水槽」、「放送施設」のいずれかが整備され、地域の避難・防災の拠点となるオープ

ンスペース（注）が確保された都市（分子）の割合（なお、東京特別区及び政令指定都市においては、区を１都市と

扱う。） 
（注）誰もが簡単にアクセスできて、永続性が担保される公的空間。 

（目標設定の考え方・根拠） 

都市の防災機能の向上を図るため、長期的には１００％を目指している。これまでの実績を踏まえ、平成２８年度

の目標値約８４％を設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１６２回国会 施政方針演説（平成１７年１月２７日）「国内の被災地が迅速に復旧事業に取り組めるよう、

激甚災害指定を行い、補正予算を編成しました。一日も早く被災者の方々が安心して生活できるよう、復旧と

復興に全力を尽くすとともに、阪神・淡路大震災の発生から１０年目の本年、災害に強い国づくりを一層進め

てまいります。」 

・第１６６回国会 施政方針演説（平成１９年１月２６日）「大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を

戦略的、重点的に進めます。迅速かつ正確に防災情報を提供し、お年寄りや障害者などの被害を最小限にする

よう努めます。」 

 【閣議決定】 

  ・経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日）「集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつ

つ、大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、豪雪、火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社

会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的に実施する。」 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約７３％ 約７８％ 約７４％ 約７６％ 集計中 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約８４％ （平成２８年度） 

実績値：約７６％ （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：約７３％ （平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○防災公園の整備（◎） 

災害時の避難地や防災拠点となる防災公園の整備により、都市の防災機能の向上を図り、安全で安心できる都

市づくりを推進する。 

予算額：社会資本整備総合交付金９，１２４億円、防災・安全交付金１０，８４１億円、内閣府計上の沖縄振 

興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，０３１億円、防災・安全交付金１０，４６０億円、内閣府計上の沖縄振 

興公共投資交付金８１１億円の内数（平成２５年度国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

○防災公園となる国営公園の整備 

災害時の避難地や防災拠点となる国営公園の整備により、都市の防災機能の向上を図り、安全で安心できる都

市づくりを推進する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は集計中であるが、過去のトレンドから目標値にむかって順調に推移するものの、目標期

限である平成２８年度には目標値の達成は困難である。 

（事務事業等の実施状況） 

都市における防災機能を強化し、安全で安心できる都市づくりを推進するため、帰宅困難者対策のための既存

公園の防災機能強化や、震災時の避難地や防災拠点となる都市公園等の整備を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は集計中であるが、前述のとおり、本業績指標は、過去の実績値によるトレンドをやや

下回る値であるためＢと評価した。 

・平成２３年の東日本大震災の影響を受け、各都市における防災に対する危機意識が高まっていることを踏まえ、

都市における防災機能を強化し、安全で安心できる都市づくりを推進するため、引き続き災害時の避難地や防

災拠点となる都市公園等の整備を推進していく必要がある。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明） 
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業績指標４８ 

 下水道による都市浸水対策達成率（都市浸水対策を実施すべき区域のうち、下水道（雨水）整備による浸水対策が

完了している区域の面積の割合） 

 

 

（指標の定義） 

都市浸水対策を実施すべき区域のうち、５年に１回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した

区域の面積の割合。（＝①／②） 

①：５年に１回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の面積 

②：都市浸水対策を実施すべき区域の面積 

（目標設定の考え方・根拠） 

 地方公共団体における浸水対策の実施予定より、目標値を設定 

（外部要因） 

 地元との調整状況 

（他の関係主体） 

  地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日）「大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、

豪雪、火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的

に実施する。」（第３章） 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章、第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

約５３％ 約５５％ 約５７％ 約５８％（集計中） ― 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約６０％（平成２８年度） 

実績値：約５５％      （平成２５年度） 

    約５８％（速報値） （平成２６年度） 

初期値：約５３％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

〇 下水道による雨水対策施設の整備の推進（◎） 

下水道による雨水対策施設の整備により、都市の水害安全度の向上を図るため、事業を実施する地方公共団体に

対して交付を行う。 

社会資本整備総合交付金予算額 ９，０３１億円の内数（平成２５年度国費） 

               ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金予算額  １兆０，４６０億円の内数（平成２５年度国費） 

１兆０，８４１億円の内数（平成２６年度国費） 

下水道事業関連予算額        ５４億円の内数（平成２５年度国費） 

５３億円の内数（平成２６年度国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・下水道による都市浸水対策達成率の平成２６年度の実績値は約５８％であり、平成２５年度から約３％上昇し

ている。このトレンドを延長すると平成２８年度に目標値を達成すると見込まれる。 

・近年の浸水被害の状況を見ると、都市化の進展や雨水の流出率の増加、局所的な集中豪雨等により依然として

内水被害が頻発している。また、被害内容の現況を見ると、宅地等の浸水面積は減っているものの、都市化 

の進展や集中豪雨の多発により、被害額は減少しておらず、関係者の連携を図った取組みが必要である。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２０年度に雨に強い都市づくり支援事業を創設し、公共施設管理者との連携を強化しつつ、地域住民や民

間事業者と一体となって雨に強い都市づくりを実現するため、雨水の流出抑制や民間による被害軽減対策を計

画的に推進した。 

・平成２１年度に、一定規模以上の浸水実績があり浸水対策の必要性が高い地区を対象に「下水道浸水被害軽減

総合事業」を創設し、貯留浸透施設等の流出対策に加え、内水ハザードマップの公表等、地方公共団体、関係

住民等が一体となった総合的な浸水対策への取り組みを推進した。 

・平成２２年度には、「下水道浸水被害軽減総合事業」及び「雨に強い都市づくり支援事業」を統合し、ハード・

ソフト両面からの対策、住民自らの取り組みを含めたより効率的、総合的な浸水対策を推進した。 

・従来の補助金に代わって「社会資本整備総合交付金」を創設し、従来は補助対象ではなかった関連施設の整備や

ソフト事業も含めて支援を行った。また、手続きを簡素化することで地方公共団体による浸水対策を推進した。

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・下水道による都市浸水対策達成率は増加傾向にあり、目標値に向けて着実に進展している。また、平成２１年

度には下水道浸水被害軽減総合事業を創設し、また平成２２年度には下水道浸水被害軽減総合事業に雨に強い

都市づくり支援事業を統合し、社会資本整備総合交付金の創設により地方公共団体のより効率的な浸水対策を

推進していることから、Ａと評価した。 

・近年の集中豪雨の増加などに起因した新たな様相の災害に的確に対応しつつ、今後の投資余力が限られる中で、

できるだけ早期に安全度を高め、被害を最小化する「減災」を図るため、多様な整備手法の導入や既存施設の

有効活用、危機管理体制の強化などを強力に推進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 ・平成２７年度より、内水浸水シミュレーションに基づき、一定規模の被害のおそれのある地区を「下水道浸水被

害軽減総合事業」の交付対象地区に追加し、事前防災・減災の観点からの事業も推進する。 

（平成２８年度以降） 

  なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局下水道部流域管理官（流域管理官 加藤 裕之）  
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業績指標４９ 

 地震時等に著しく危険な密集市街地の面積 

 

  

（指標の定義） 

地震時等に著しく危険な密集市街地（※）の面積 

（※）地震時等に著しく危険な密集市街地とは、従来の重点密集市街地の基準である不燃領域率（市街地面積に占

める耐火建築物等の敷地及び幅員６ｍ以上の道路等の公共施設面積の割合）や住宅戸数密度等の延焼危険性

の指標に加え、避難の困難さの指標である地区内閉塞度及び周辺地区の状況や地形条件等の地域特性も基準

となり位置づけられる密集市街地のことをいい、各地方公共団体が位置づけを行う。 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成１８年９月１９日に閣議決定された住生活基本計画（全国計画）において「地震時等において大規模な火災の

可能性があり重点的に改善すべき密集市街地」の整備について、大規模火災に対する最低限の安全性を、平成２３年

度までに確保することが位置づけられた。これに基づき施策を推進してきたところであったが、社会における住宅を

取り巻く状況変化を踏まえて、住生活基本計画（全国計画）の全部変更が平成２３年３月１５日閣議決定された。そ

の中において、従来の延焼危険性の指標に加え、新たに避難の困難さの指標である、地区内閉塞度や地域特性等を考

慮した「地震時等に著しく危険な密集市街地」を平成３２年度末までに概ね解消（最低限の安全性を確保）すること

が位置づけられ、密集市街地の改善整備に向けた取り組みの方向性においても、従来までの住宅等の不燃化推進や公

共施設整備に加え、避難経路の確保や地域の防災活動の支援等のソフト面に及ぶ、きめ細やかな事業の実施を図るこ

ととなった。この「平成３２年度末」の期限は、できるかぎり早期に最低限の安全性の確保を目指すこととして設定

したものである。また、今回、政策評価基本計画の「５年以内の目標値を業績目標として設定」ということを踏まえ、

現況値と平成３２年度末までの目標値との差を按分し、平成２７年度末までの数値を形式的に設定したもの。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体、都市再生機構等（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・ 第１６９回国会 施政方針演説（平成２０年１月１８日）「都市の防災について、密集市街地対策を進めると

ともに、大規模地震発生に備え、高層建築物の防災対策や避難地・防災拠点の整備を進めるなど、総合的な対

策を講じてまいります。」 

・ 第１８３回国会 施政方針演説（平成２５年２月２８日）「首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自

然災害への備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守り

ます。」 

・ 第１８９回国会 施政方針演説（平成２７年２月１２日）「事前防災・減災対策に取り組み、国土強靱化を進

めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・ 住生活基本計画（全国計画）の全部変更（平成２３年３月１５日）大規模な地震時等において危険な住宅及び

住宅市街地の安全性の確保等により、安全・安心な住宅及び居住環境の整備を図る。（第２章） 

・ 日本再興戦略（平成２５年６月１４日）（第Ⅱ．３つのアクションプラン≫一．日本産業再興プラン≫５．立

地競争力の更なる強化≫④都市の競争力の向上） 

外国企業が我が国にアジアの拠点を置くインセンティブとなるよう、都市の多様性を確保し、老朽化した建

築物等を更新すること等により都市環境や生活環境の向上、良好な治安の確保、防災力の向上等を通じて、都

市の国際競争力を高めることが重要である。 

 ・ 国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）（第３章 国土強靱化の推進方針 ２ 施策分野ごとの国土強靱

化の推進方針（２）住宅・都市） 

    密集市街地の延焼防止等の大規模火災対策や住宅・建築物・学校等の耐震化の目標が着実に達成されるよう、

公園・街路等の活用による避難地・避難路の整備、老朽化マンション等の建替え、建築物の耐震改修を進める

とともに、中古住宅の建物評価改善等によるリフォームや耐震性に優れた木造建築物の建設等を促進する。 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章にあり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

 

評 価 

Ｂ 

目標値：約３，０００ｈａ（５０％）（平成２７年度） 

実績値：４，５４７ｈａ（７６％）（平成２６年度） 

初期値：約６，０００ｈａ（１００％）（平成２２年度） 
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過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約６，０００ｈａ ５，７４５ｈａ － － ４，５４７ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○密集市街地の緊急整備の促進のため、各種制度の充実等を行う。 

（予算額：社会資本整備総合交付金９，１３４億円の内数（平成２５年度国費）） 

（予算額：社会資本整備総合交付金９，１２４億円の内数（平成２６年度国費）） 

・住宅市街地総合整備事業等により老朽住宅の除却・建替、地区施設等の整備を図る。 

・住宅地区改良事業等により不良住宅の買収・除却、改良住宅の建設、地区施設等の整備を図る。 

・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（所得税・法人税・個人住民税）

  防災街区整備事業等の用に供するために土地等を譲渡した個人・法人に軽減税率を適用。 

・防災街区整備事業の施行に伴い新築された防災施設建築物に係る特例措置（固定資産税） 

防災街区整備事業の施行に伴い新築された、防災施設建築物に該当する家屋のうち、一定の要件を満たすもの

については固定資産税を減額。 

 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

地震時等に著しく危険な密集市街地の面積について、平成２６年度末までに４，５４７ｈａと減少しているもの

の、過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度までに目標値を達成することが困難と思われる。 

（事務事業の実施状況） 

 平成２４年度補正予算において新たに防災・安全交付金を創設するとともに、平成２５年予算において、住宅・

建築物安全ストック形成事業における密集市街地内の避難路沿道建築物の耐震改修等に係る補助率の拡充を実施

する 

 平成２５年度補正予算において、密集市街地における延焼防止を目的として、道路沿いの建築物を不燃化する事

業に対する補助制度の合理化を実施する。地方公共団体による密集市街地整備の一層の促進を図った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

○ 平成２６年度末までに地震時等に著しく危険な密集市街地の面積は、４，５４７ｈａと減少しているものの、

目標達成に向けた成果を示していないことからＢと評価した。 

○ しかしながら、地震時等に著しく危険な密集市街地のある地方公共団体が平成３２年度末までに概ねの解消に

向けて、着実に事業実施していることや、平成２７年度に密集市街地における総合的な環境整備を推進する「密

集市街地総合防災事業」を創設したことから今後一層成果が出てくることが見込まれるため、引き続き推進し

ていくこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

平成２７年度当初予算において、高齢化の著しい密集市街地において、防災対策の推進とあわせ、多様な世帯の居

住促進を図るため、子育て支援施設・福祉施設等の生活支援機能等の整備を進めるなど、密集市街地における総合的

な環境整備を推進する「密集市街地総合防災事業」を創設 

（平成２８年度以降） 

未定 
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担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局都市安全課（課長 林田 康孝） 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 長谷川 貴彦） 

関係課：都市局都市計画課（課長 宇野 善昌） 

都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 

都市局街路交通施設課（課長 神田 昌幸） 

都市局公園緑地・景観課（課長 梛野 良明） 

都市局まちづくり推進課（課長 横山 征成） 

住宅局住宅総合整備課住環境整備室 （室長 内田 純夫） 

住宅局総務課民間事業支援調整室 （室長 千葉 信義） 

住宅局市街地建築課 （課長 香山 幹） 
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業績指標５０ 

 地震時に地すべりや崩壊により甚大な被害を生じる可能性のある盛土造成地が存在する地方公共団体のうち、大規

模盛土造成地マップを作成・公表し、住民に対して情報提供を実施した地方公共団体の割合 

 

 

（指標の定義） 

地震時に地すべりや崩壊により甚大な被害を生じる可能性のある盛土造成地が存在する地方公共団体のうち、大規

模盛土造成地マップを作成・公表し、住民に対して情報提供を実施した地方公共団体の割合 

＜分母＞丘陵地と人口集中地区の分布及び変動予測調査の実施状況から抽出した、地震時に地すべりや崩壊により甚

大な被害を生じる可能性のある盛土造成地が存在する地方公共団体の数      

＜分子＞大規模盛土造成地マップを作成・公表又は危険な盛土造成地がないことを確認・公表した地方公共団体の数

（目標設定の考え方・根拠） 

地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模盛土造成地が存在する地方公共団においての現在まで

の事業実績及び進捗状況を踏まえ、今後の事業計画を考慮して設定した。 

（外部要因） 

  なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（平成２３年３月１５日） 

    延焼・倒壊の危険性の高い老朽建築物の建替え・除却や、避難経路、消防環境等の地域特性を踏まえた対策、

道路幅員等に関する建築基準法上の緩和措置の活用等により密集市街地の整備を促進する。また、宅地耐震

化対策、浸水対策、土砂災害対策、津波・高潮対策等を推進する。（第２章） 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ 約５％ 約９％ 約８％ 約１４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

 

Ａ 

 

 

目標値：約５０％（平成２８年度） 

実績値：約 ８％（平成２５年度） 

    約１４％（平成２６年度） 

初期値：約 ５％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○宅地耐震化推進事業 

・地震時に危険な大規模盛土造成地の被害を軽減するため、変動予測調査（大規模盛土造成地マップ作成）を行い、

住民への情報提供を図る等。 

社会資本整備総合交付金９,０３１億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金９,１３６億円の内数（平成２６年度国費） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

大規模盛土造成地マップを作成・公表している地方公共団体は、平成２６年度で約１４％であり、現在実施中や

新規に着手する地方公共団体の数を考慮し、目標については概ね達成される見込み。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２６年度までに９２８（約５３％）の地方公共団体が変動予測調査に着手し、そのうち７６１（約４３％）

の地方公共団体が大大規模盛土造成地の状況調査を完了している。調査を完了した地方公共団体においては、その

公表に向けた調整を進めていることから、目標達成に向けて順調に進捗していると判断し、Ａ評価とした。 

・地方公共団体における事業の推進を図るため、宅地耐震化推進事業に関する連絡調整会議を開催し、関係機関に

おける情報提供や情報提供を行ってきた。あわせて、地方公共団体のニーズや東日本大震災の被害状況を踏まえ、

変動予測調査ガイドラインや宅地耐震対策工法選定ガイドラインの改訂を行い、｢大規模盛土造成地の滑動崩落対

策推進ガイドライン｣をとりまとめた。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度末までに調査が完了している地方公共団体は約４３％と順調に推移し、毎年約１６０程度の地方公

共団体で調査が完了している。今年度以降についても、交付金申請などから同様の推移が見込まれるが、歩留ま

り９割で見積もっても今年度と来年度それぞれ１４０の地方公共団体で調査が完了し、平成２７年度末までに９

０１の地方公共団体で調査が完了するものと見込まれる。 

・平成２６年度末の公表率は約１４％にとどまっているが、公表率向上のための新たな措置として国土交通省ＨＰ

での調査結果の公表を進めており、今回は地方公共団体との調整に時間を要したため平成２６年度末までの公表

はできなかったものの、６月１日時点では平成２５年度末に調査完了した６０１地方公共団体の８５％にあたる

５１１の地方公共団体が公表し、公表率は２９％と大幅に向上している。 

・また、大規模盛土造成地のない地方公共団体については、国土交通省ＨＰで公表する措置により、調査終了後速

やかに公表が可能である。調査済みの地方公共団体のうち７５％(これまでの調査実績から公表済みの５１１地方

公共団体のうち３８１地方公共団体)において大規模盛土造成地がなく、同様の傾向であれば、平成２８年度に調

査完了見込みの１４０のうち１０５の地方公共団体は、大規模盛土造成地がないことから平成２８年度末までの

公表が可能となる。 

・以上のことから、平成２８年度末までには、①平成２７年度末までに調査完了見込みの９０１の地方公共団体の

うち８５％（７６６地方公共団体）が公表すること、②平成２８年度に調査完了見込みの地方公共団体のうち７

５％（１０５の地方公共団体）が大規模盛土造成地のない地方公共団体として年度内に公表し、さらに大規模盛

土造成地がある地方公共団体についてもある程度公表することが見込まれる。 

したがって、目標値設定年度の平成２８年度末には少なくとも公表率５０％（１７４２×０．５＝８７１の地方

公共団体）の目標を達成できることから、Ａと評価した。 

 

〈調査着手に向けた取組み〉 

調査に着手していない地方公共団体に対しては、昨年度策定した「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイ

ドライン」についてブロック会議での周知を図るなど、調査の実施に向けた支援を行っている。 

〈調査結果の公表が進まない理由〉 

都道府県が調査し、公表に向けて市町村との調整に時間を要している場合や、全ての市町村で調査が完了する

まで公表を控えている場合などがある。 

〈公表の促進に向けた取組み〉 

・調査完了に向けて変動予測調査等の実施を促進する。 

・公表した場合の影響を懸念する地方公共団体に対しては、実際に公表した地方公共団体で混乱がなかった状況

をブロック会議等で情報共有する。 

・国のホームページにおいて進捗状況や調査結果を公表するなど国の関与を強める。 

・地方整備局を通じて、直接市町村と公表に向けての相談を行う。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 
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（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局都市安全課 都市防災対策推進室（室長 須藤 哲夫）  
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業績指標５１ 

 地震対策上重要な下水管渠における地震対策実施率 

（地方公共団体が定める地震対策上重要な下水管渠のうち耐震化が行われている割合） 

 

 

（指標の定義） 

地方公共団体が定める地震対策上重要な下水管渠のうち、耐震化が行われている割合。 

（分母）地方公共団体が定める地震対策上重要な下水管渠延長 

（分子）耐震化が行われている下水管渠の延長 

（目標設定の考え方・根拠） 

地方公共団体が定める地震対策上重要な下水管渠延長のうち、実施予定から目標値を７０％と設定。 

（外部要因） 

地元の調整状況等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成 24 年 8月 31 日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

約３４％ 約４１％ 約４６％ 約５２％（速報値）  

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約７０％      （平成２８年度） 

実績値：約４６％      （平成２５年度） 

    約５２％（速報値） （平成２６年度） 

初期値：約３４％      （平成２３年度） 

162



事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○ 下水道施設の地震対策の推進（◎） 

・管きょの耐震化や計画的な減災対策等の促進を図り、下水道施設の地震対策を推進するため、事業を実施する

地方公共団体に対して補助を行う。 

社会資本整備総合交付金予算額 ９，０３１億円の内数（平成２５年度国費） 

               ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金予算額  １兆０，４６０億円の内数（平成２５年度国費） 

１兆０，８４１億円の内数（平成２６年度国費） 

下水道事業関連予算額        ５４億円の内数（平成２５年度国費） 

５３億円の内数（平成２６年度国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・当指標の平成２６年度の実績値は約５２％（速報値）であり、平成２３年度から約１８％上昇している。 

平成２６年度に「下水道施設の耐震対策指針と解説」を改定し、総合的かつ計画的な下水道地震対策の推進を図

ったこと、平成２７年度から下水道総合地震対策事業の地区要件を追加したことなどから、これまで以上の地震

対策実施率の向上を見込んでいる。 

（事務事業等の実施状況） 

・新潟県中越地震での甚大な施設被害の発生を受け、平成１７年度に下水道法施行令を改正し構造基準を制定した。

・平成１８年度に創設した下水道地震対策緊急整備事業に代え、平成２１年度に重要な下水道施設の耐震化を図る

「防災」と、被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進するための事

業制度として「下水道総合地震対策事業」を創設した。本事業では、ＤＩＤ地域を有する都市等地震対策に取り

組む必要性が高い地域を対象として、避難地、防災拠点等と終末処理場とを接続する管きょの耐震化事業を補助

対象として拡充した。また平成２５年度には、都市機能の継続的な確保を図るため、都市再生緊急整備地域に埋

設されている管渠や、河川下管渠等の耐震化事業を拡充、平成２７年度には「首都直下地震対策特別措置法」及

び「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に指定された緊急対策地区・防災対策推進

地区を現行の地区要件に追加するなどしており、地震対策の推進を図っている。さらに、本事業の実施にあたっ

ては平成２５年度より５年間以内に事業主体である地方公共団体が「下水道総合地震対策計画」を作成するよう

定めている。 

・平成２２年度より、従来の補助金に代わって「社会資本整備総合交付金」を創設し、従来は補助対象ではなかっ

た関連施設の整備やソフト事業も含めて支援を行った。また、手続きを簡素化することで下水道整備を推進した。

・東日本大震災を受け、「下水道地震・津波対策技術検討委員会」を設置し、被災地に向けて適切な復旧を行うた

めの技術的手法の検討を行うとともに、これまでの地震対策に係る技術指針の見直し方針、及び全国の下水道施

設に適用する耐震・耐津波対策の方向性についてとりまとめ、総合的かつ計画的な下水道地震対策を推進した。

また、これを踏まえ（公社）日本下水道協会において平成２６年度に「下水道施設の耐震対策指針と解説」及び

「下水道の地震対策マニュアル」の改定を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業務指標については、過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標値は達成できないことにな

るため、Ｂと評価した。 

・現在、下水道総合地震対策事業の旧制度から継続している箇所も含め、平成２５年度末現在、事業箇所は２９

２箇所となっている。平成２７年度からは同事業の地区要件を追加することとしており、今後、さらなる事業

実施を見込んでいる。また、平成２２年に創設した社会資本整備総合交付金や平成２４年度に創設した防災・

安全交付金により、従来は補助対象ではなかった関連施設の整備やソフト事業も含めて支援できるようになっ

たこと、「下水道地震・津波対策技術検討委員会」を設置し被災地に向けて適切な復旧を行うための技術的手法

の検討を行うとともに、これまでの地震対策に係る技術指針の見直し方針、及び全国の下水道施設に適用する

耐震・耐津波対策の方向性についてとりまとめられている「下水道施設の対策指針と解説」を平成２６年度に

改定したことなどにより、総合的かつ計画的な下水道地震対策を推進していることから、今後はさらなる対策

の促進による実施率の向上が見込まれる。 

・さらに、平成２６年度に行った今後の実施見込み事業量の調査結果も勘案すると、当指標は平成２８年度に目

標値に到達する見込みである。 

・下水道総合地震対策事業等により「防災」と「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を引き続き推進すると

ともに、被害を最小化する「減災」対策の一層の強化を図るため、下水道事業における事業継続計画（ＢＣＰ）

の策定や応急復旧対策のために必要な資機材の導入等を推進していく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 下水道総合地震対策事業の地区要件の追加 

（平成２８年度以降） 
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 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課 （課長 森岡 泰裕）  
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業績指標５２ 

 内水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合 

 

 

（指標の定義） 

内水ハザードマップ作成対象市町村数のうち内水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村

の割合（％）（＝①／②） 

 ①：内水ハザードマップを作成・公表かつ防災訓練等を実施した市町村数 

 ②：一定規模以上の床上浸水被害等が発生した地区などを有する市区町村 

（目標設定の考え方・根拠） 

一定規模以上の床上浸水被害等が発生した地区等を有する市町村については、できるだけ早期に防災訓練等が行

われる必要があり、これらの市町村全てで平成２８年度までに内水ハザードマップを作成・公表し防災意識の高

揚が図られたものとして設定。 

（外部要因） 

 地元との調整状況等 

（他の関係主体） 

  地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日）「大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、

豪雪、火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的

に実施する。」（第３章） 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

約１５％ 約３９％ 約４３％ 約５６％  

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約１００％（平成２８年度） 

実績値：約４３％（平成２５年度） 

    約５６％（平成２６年度） 

初期値：約１５％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

〇 下水道による浸水被害の軽減対策（◎） 

下水道による浸水被害の軽減対策を図るため、事業を実施する地方公共団体に対して交付を行う。 

社会資本整備総合交付金予算額 ９，０３１億円の内数（平成２５年度国費） 

               ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金予算額  １兆０，４６０億円の内数（平成２５年度国費） 

１兆０，８４１億円の内数（平成２６年度国費） 

下水道事業関連予算額        ５４億円の内数（平成２５年度国費） 

５３億円の内数（平成２６年度国費）（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に

係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は約５６％となり、平成２５年度より約１３％進捗した。内水ハザードマップの作成・

公表が着実に進捗しており、平成２８年度の目標値の達成のために、このトレンドを維持する必要がある。 

（事務事業の実施状況） 

・平成２０年度に、地方公共団体による内水ハザードマップの作成・公表を推進するため「内水ハザードマップ

作成の手引き（案）」を改定し、内水ハザードマップを早期に作成できるよう、地域特性等に応じた内水浸水想

定手法を追加するとともに、洪水ハザードマップとの連携等について内容の充実を図った。 

・平成２０年度に雨に強い都市づくり支援事業を創設し、公共施設管理者との連携を強化しつつ、地域住民や民

間事業者と一体となって雨に強い都市づくりを実現するため、雨水の流出抑制や民間による被害軽減対策を計

画的に推進した。 

・平成２１年度には、一定規模以上の浸水実績があり浸水対策の必要性が高い地区を対象に「下水道浸水被害軽

減総合事業」を創設し、貯留浸透施設等の流出対策に加え、内水ハザードマップの公表等、地方公共団体、関

係住民等が一体となった総合的な浸水対策への取り組みを推進した。 

・平成２２年度には、「下水道浸水被害軽減総合事業」及び「雨に強い都市づくり支援事業」を統合し、ハード・

ソフト両面からの対策、住民自らの取り組みを含めたより効率的、総合的な浸水対策を推進した。 

・従来の補助金に代わって「社会資本整備総合交付金」を創設し、従来は補助対象ではなかった防災訓練等のソ

フト事業についても地方公共団体へ支援を行った。また、手続きを簡素化することで地方公共団体によるハザ

ードマップの作成・公表、防災訓練等を推進した。 

・平成２６年度には、内水ハザードマップを作成するための技術的支援を行うため、「浸水実績を活用した内水ハ

ザードマップ作成に係るＱ＆Ａ集」を公表し、各地で勉強会を開催した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業務指標については、過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標値は達成できないことにな 

るため、Ｂと評価した。 

・国としても様々な取組みにより地方公共団体へ支援を行っており、内水ハザードマップの作成・公表は一定程 

度進んでいる。一方、内水ハザードマップを作成・支援を行っている公表したものの、防災訓練等を実施していな

い市区町村も多いことや、内水ハザードマップを作成するための調査等に時間を要しているなどの理由により、作

成が遅れている。 

・引き続き、内水ハザードマップ作成に向けた勉強会等を各地で開催するとともに、防災訓練等の実施を呼びかけ

るなど、地方公共団体の取組みを積極的に支援する。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 ・他のハザードマップ作成に向けた取組みと連携し、内水ハザードマップ作成に向けた周知を行う。 

（平成２８年度以降） 

  ・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局下水道部流域管理官（流域管理官 加藤 裕之） 
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業績指標５３ 

 下水道施設の長寿命化計画策定率（地方公共団体） 

 

 

（指標の定義） 

供用開始後３０年を経過した下水道施設を管理している自治体における長寿命化計画を策定した割合。  

（分母）供用開始後３０年を経過した下水道施設を管理している自治体数 

（分子）下水道施設の長寿命化計画を策定した自治体数 

（目標設定の考え方・根拠） 

供用開始後３０年を経過した下水道施設を管理している自治体については、できるだけ早期に長寿命化計画が

策定される必要があり、これらの自治体全てにおいて長寿命化計画を策定するとして設定。 

（外部要因） 

  なし 

（他の関係主体） 

  地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   

 【閣議決定】 

 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

約５１％ 約７１％ 約８４％ 約９０％（速報値）  
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（％） 下水道施設の長寿命化計画策定率

0

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約１００％      （平成２８年度） 

実績値：約 ８４％      （平成２５年度） 

    約 ９０％（速報値） （平成２６年度） 

初期値：約 ５１％      （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○ 下水道施設の老朽化対策の推進（◎） 

・下水道施設の予防保全的な管理による長寿命化対策を含めた計画的な改築を推進するため、事業を実施する地

方公共団体に対して補助を行う。 

社会資本整備総合交付金予算額 ９，０３１億円の内数（平成２５年度国費） 

               ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金予算額  １兆０，４６０億円の内数（平成２５年度国費） 

１兆０，８４１億円の内数（平成２６年度国費） 

下水道事業関連予算額        ５４億円の内数（平成２５年度国費） 

５３億円の内数（平成２６年度国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・当指標の平成２６年度の実績値は約９０％【速報値】であり、平成２３年度から約３９％上昇している。 

平成２３度から平成２５年度のトレンドを延長すると、平成２８年度は目標値を概ね達成できる見込みである。

（事務事業等の実施状況） 

・平成２０年度に下水道長寿命化支援制度を創設し、ライフサイクルコストの最小化を目的とした下水道長寿命

化計画の策定や長寿命化対策を含めた計画的な改築更新を補助対象とすることにより、限られた財源の中で下

水道施設の計画的な長寿命化対策・改築更新を推進した。 

・平成２１年６月に、「下水道長寿命化支援制度に関する手引き（案）」（平成２１年度版）をとりまとめ、下水道

長寿命化支援制度の円滑な運営を図った。 

・平成２２年度より、従来の補助金に代わって「社会資本整備総合交付金」を創設し、従来は補助対象ではなか

った関連施設の整備やソフト事業も含めて支援を行った。また、手続きを簡素化することで下水道整備を推進

した。 

・平成２３年９月に「下水道施設のストックマネジメント手法に関する手引き(案)」を公表し、ストックマネジ

メントの実践により、維持管理・改築修繕の一体的な最適化を図り、持続可能な下水道事業実施の推進を図っ

た。 

・平成２３年１２月に「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）」を公表し、下水管きょの改

築・修繕工事において採用されている更生工法に関する設計、施工、品質管理に関する指針としてとりまとめ、

適切な工法の選択、品質確保等の促進を図り、下水管きょの適切な改築・修繕を推進した。 

・平成２５年９月に「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）」を公

表し、ストックマネジメントの導入による下水道施設全体の将来的な改築事業量の平準化を踏まえた長寿命化

計画の策定を推進した。 

・平成２５年度より、下水道施設の改築に対する交付は「下水道長寿命化計画」に基づく予防保全的な管理を実

施しているものに限定し、地方公共団体における長寿命化計画策定を推進している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・当指標は平成２３年度からの実績によるトレンドを延長すると、平成２８年度に目標値に到達する見込みであ

る。更に、平成２５年度以降の施設の改築に対する交付は長寿命化計画に基づくものに限定すると定めている

ことから、今後は策定率の更なる上昇が見込める。 

・厳しい財政状況や人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、ライフサイクルコスト最小化の観点を踏まえ、耐震

化等の機能向上も考慮した、長寿命化対策を含めた下水道施設の計画的な改築を引き続き推進する。 

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課 （課長 森岡 泰裕）  
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業績指標５４ 

 多数の者が利用する建築物及び住宅の耐震化率(①建築物、②住宅) 

 

 

（指標の定義） 

① 多数の者が利用する建築物の耐震化率（Ａ／Ｂ） 

Ａ：Ｂのうち耐震性を有するもの（新耐震基準で建築されたもの、新耐震基準施行以前に建築されたもののうち

改修済みのもの又は診断の結果、改修が不要と判断されたもの若しくは改修が不要と推計されるもの）の数

Ｂ：多数の者が利用する建築物の総数 

※ 「新耐震基準」とは、「昭和５６年６月１日施行の改正建築基準法施行令の耐震基準」をいう。 

②住宅の耐震化率（Ａ／Ｂ） 

Ａ：Ｂのうち耐震性を有するもの（新耐震基準で建築されたもの、新耐震基準施行以前に建築されたもののうち

改修済みのもの又は診断の結果、改修が不要と判断されたもの若しくは改修が不要と推計されるもの）の数

Ｂ：住宅の総数 

※１ 「新耐震基準」とは、「昭和５６年６月１日施行の改正建築基準法施行令の耐震基準」をいう。 

※２ 住宅の耐震化率は、５年毎に実施される住宅・土地統計調査をもとに推計しており、平成２５年住宅・土

地統計調査が公表されたため、これをもとに平成２５年の耐震化率を推計した。 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 統計データ等から推計される多数の者が利用する建築物の総数に対し、過去の耐震改修データに基づく耐震化

の動向を踏まえ、実現性を勘案して目標を設定した。 

② 住宅・土地統計調査のデータベースによる住宅総数に対し、過去の耐震改修データに基づく耐震化の動向を踏

まえ、実現性を勘案して目標を設定した。 

（外部要因） 

・目的達成には、建築物の耐震改修・古い建築物の建替えのペースが維持される必要があるが、それらは経済状況

等に影響される。 

（他の関係主体） 

  なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８３回国会 施政方針演説（平成２５年２月２８日）「首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然

災害への備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守りま

す。」 

・第１８６回国会 施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、

危機管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハード

とソフトの両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱(きょうじん)

化を進めます。」 

 【閣議決定】 

・建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号、平成２５年１１月改正施行。以下「耐震改

修促進法」という。） 

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号、平成２６年１２月改正施行。以下「マ

ンション建替法」という。） 

・平成２３年３月１５日に閣議決定された「住生活基本計画（全国計画）」において、平成３２年までに住宅の耐

震化率を９５％まで引き上げることとされている。 

・平成２７年３月３１日に閣議決定された「首都直下地震緊急対策推進基本計画」において、平成３２年までに

住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を９５％とする目標が掲げられている。 

 【閣決（重点）】 

  ・平成２４年８月３１日に閣議決定された「社会資本整備重点計画」において、平成３２年度までに住宅の耐震

化率を９５％とする目標が掲げられている。 

 【その他】 

  ・平成２６年３月２８日に中央防災会議で策定された「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」において、平成

３２年までに住宅の耐震化率を９５％とする目標が掲げられている。 

  ・平成２６年６月３日に国土強靱化推進本部で策定された「国土強靱化アクションプラン２０１４」において、

平成３２年までに住宅の耐震化率を９５％とする目標が掲げられている。 

評 価 

① Ｂ 

目標値：９０％（平成２７年度） 

実績値：約８５％（平成２５年度） 

初期値：約８０％（平成２０年度） 

② Ｂ 

目標値：９０％（平成２７年度） 

実績値：約８２％（平成２５年度） 

初期値：約７９％（平成２０年度） 
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過去の実績値 （年度）

 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

①  約８０％ － － － － 約８５％ － 

②  約７９％ － － － － 約８２％ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

① ②共通 

・平成７年度より建築物の耐震化支援制度を創設し、継続的に住宅・建築物の耐震化に対する支援を行っている。

・平成２１年度以降、住宅・建築物安全ストック形成事業により、住宅・建築物の耐震化を促進している。 

 予算額：社会資本整備総合交付金 ９，１３４億円の内数（平成２５年度） 

                 ９，１２４億円の内数（平成２６年度） 

     防災・安全交付金 １０，４６０億円の内数（平成２５年度） 

              １０，８４１億円の内数（平成２６年度） 

・平成２５年１１月に施行された改正耐震改修促進法に基づき、不特定多数の人が利用する大規模建築物等に対す

る耐震診断結果の報告の義務づけ、建築物の耐震性に係る表示制度の創設等により、住宅・建築物の耐震化を促

進している。 

・耐震対策緊急促進事業により、改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に対し、通常の支援

に加え、重点的かつ緊急的な支援を実施している。 

 予算額：耐震対策緊急促進事業 １００億円（平成２５年度） 

     耐震対策緊急促進事業 ２００億円（平成２６年度） 

①建築物の耐震化 

・改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震改修を行った場合の法人税・所得税

の特例措置（取得価額の２５％の特別償却）及び固定資産税の減額措置（２年間１／２減額）を講じている。 

②住宅の耐震化 

・住宅・建築物安全ストック形成事業について、住宅の耐震改修等に関する補助額に３０．９万円／戸を加算する

時限措置を実施する。 

・住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修に要した費用の１０％相当額（２５万円を限度）を所得税額から控除す

るとともに、固定資産税の減額措置（１年間１／２減額、特に重要な避難路沿道にある住宅は２年間）を講じて

いる。 

・住宅金融支援機構において、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震

改修工事に必要な資金を貸し付ける措置を講じている。 

・改正耐震改修促進法に基づき、耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物（マンション等）について、大

規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和している。 

・改正マンション建替法に基づき、耐震性の不足する要除却認定マンションを対象としたマンション敷地売却事業

等を設けるとともに、必要な税制特例措置や予算上の支援措置を講じている。 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・建築物の耐震化については、平成２０年から平成２５年の５年間で５ポイント上昇し、着実に進捗しているもの

の、このトレンドを維持した場合、目標年（平成２７年）においては目標値を下回る結果となっている。耐震改

修促進法の改正による耐震化に向けた取組の一層の強化や、地方公共団体における耐震化の取組（補助制度の整

備等）により、平成３２年の目標の達成に向け、引き続き建築物の耐震化に向けた取組を実施する。 
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（％） ①多数の者が利用する建築物の耐震化率
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・住宅の耐震化については、平成２０年から平成２５年の５年間で３ポイント上昇し、着実に進捗しているものの、

このトレンドを維持した場合、目標年（平成２７年）においては目標値を下回る結果となっている。耐震改修

促進法やマンション建替え法の改正による耐震化に向けた取組の一層の強化や、地方公共団体における耐震化

の取組（補助制度の整備等）により平成３２年の目標の達成に向け、引き続き住宅の耐震化に向けた取組を実

施する。 

（事務事業等の実施状況） 

① ②共通 

・不特定多数の人が利用する大規模建築物等に対する耐震診断結果の報告の義務づけ、建築物の耐震性に係る表示

制度の創設等を内容とする耐震改修促進法の改正を行い、同法の的確な運用を図っている。 

・平成２５年度予算において、改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に対し、住宅・建築物

安全ストック形成事業による助成に加え、国が重点的・緊急的に支援する耐震対策緊急促進事業を創設している。

①建築物の耐震化 

・平成２６年度税制改正において、改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震改

修を行った場合の法人税・所得税の特例措置（取得価額の２５％の特別償却）及び固定資産税の減額措置（２年

間１／２減額）を創設している。 

②住宅の耐震化 

・平成２４年度補正予算において、住宅・建築物安全ストック形成事業について、住宅の耐震改修に関する補助額

に３０万円／戸を加算する時限措置などの拡充を実施している。（平成２６年度予算において、消費税増額にと

もない３０．９万円／戸とするとともに、平成２６年度補正予算において、期限を平成２７年度末まで延長。）

・平成２５年度税制改正において、耐震改修を行った住宅に対する所得税減額の特例措置の延長・拡充を行うとと

もに、固定資産税については、地方公共団体が指定する特に重要な避難路沿道にある住宅は一般住宅より減額期

間を延長する措置を講じている。（平成２７年度税制改正において、所得税減額の特例措置を平成３１年６月ま

で延長。） 

・住宅金融支援機構において、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震

改修工事に必要な資金の貸し付けを行っている。 

・平成２６年１２月に施行した改正マンション建替え法において、耐震性の不足する要除却認定マンションを対象

としたマンション敷地売却事業制度等を創設し、平成２６年度税制改正において同事業に係る税制特例措置等

（所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、事業税、事業所税、住民税及び消費税の軽減、控除又は非課税

措置）を創設するとともに、平成２６年度から専門家による相談体制の整備のための予算上の措置を講じている。

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・建築物の耐震化については、平成２０年から平成２５年の５年間で５ポイント上昇し、着実に進捗しているもの

の、このトレンドを維持した場合、目標年（平成２７年）においては目標値をやや下回る結果となることからＢ

と評価した。耐震改修促進法の改正による耐震化に向けた取組の一層の強化や、地方公共団体における耐震化の

取組（補助制度の整備等）により平成３２年の目標の達成に向け、引き続き建築物の耐震化に向けた取組を実施

する。 

・住宅の耐震化については、平成２０年から平成２５年の５年間で３ポイント上昇し、着実に進捗しているものの、

このトレンドを維持した場合、目標年（平成２７年）においては目標値をやや下回る結果となることからＢと評

価した。耐震改修促進法やマンション建替え法の改正による耐震化に向けた取組の一層の強化や、地方公共団体

における耐震化の取組（補助制度の整備等）により平成３２年の目標の達成に向け、引き続き住宅の耐震化に向

けた取組を実施する。 

具体的には、 

・地方ブロックごとに地方公共団体との協議を進め、改正耐震改修促進法の的確な運用を図る。 

・耐震診断・耐震改修の促進を図るためには、地方公共団体の補助制度による支援が重要である。特に、耐震改修

促進法により耐震診断が義務付けられた建築物の耐震化に際し、所有者の負担を軽減するためには、地方公共団

体における補助制度の整備・充実が必要であり、地方公共団体に対し引き続き補助制度の整備を要請していく。

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・耐震対策緊急促進事業において、改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物の耐震改修補助につ

いて、適用期限に係る事業要件の拡充を行うことにより、重点的かつ緊急的に耐震化の促進を図っている。 

（平成２８年度以降） 

・耐震対策緊急促進事業の適用期限（現行：平成２７年度まで）の延長について、耐震対策の実施状況等について把

握・分析した上で、平成２８年度予算編成過程において検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局建築指導課（課長 石崎 和志） 

関係課：住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 長谷川 貴彦） 

住宅局住宅生産課（課長 眞鍋 純） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 千葉 信義） 

住宅局市街地建築課マンション政策室（室長 佐藤 将年） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

0% - 0% 約16% 約22% 約56% A 約77%

0% - 0% 約29% 約46% 約54% A 約84%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

0% - 0% 約33% 約48% 約54% 約57%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

0% - 0% 約13% 約19% 約33% 約75%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

72% - 72% 約74% 約75% 約75.9% A 約76%

57% - 57% 約58% 約58% 約58.3% A 約59%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約6.1万戸 - 約6.1万戸 約5.6万戸 約5.0万戸 約4.5万戸 約4.1万戸

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約27万m3 - 約27万m3 約27万m3 約33万m3 約72万m3 約50万m3

- - - - -

施策目標個票
（国土交通省26－⑫）

施策目標 水害・土砂災害の防止・減災を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

B

A

洪水・土石流等による国民の生命・財産に係る被害の防止・軽減を図るため、河川事業や砂防事業等のハード整備
を実施するとともに、ハザードマップの周知などのソフト対策を一体として実施することにより水害・土砂災害の防
止・減災を推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

実績値

評価

③相当程度進展あり

A

A

評価結果

業績指標によって差はあるものの、全体として、目標達成に向け着実に進展してい
る。特に近年、雨の降り方が局地化、集中化、激甚化している状況から、土砂災害
防止法や水防法等の改正内容を踏まえつつ、今後も河川改修や砂防堰堤等の優
先順位を付けた計画的な整備、避難体制の充実・強化のための施策などを推進し
ていく。

評価

主要な業績指標は、全て達成率70％以上であり、目標に近い実績を示している。全
体としては、おおむね目標に向けて順調に推移しており、目標年度には達成が見
込まれる。とりわけ、人口・資産集積地区等の流域貯留施設の貯留量の指標につ
いては、近年の都市化の進展や雨の降り方が局地化、集中化、激甚化している状
況を受け、総合的な治水対策として、市町村等が実施する校庭をはじめとした流域
貯留施設などの整備を推進していることにより、目標を上回る成果があった。なお、
目標達成に向けた成果を示していない、大規模土砂移動検知システムによる監視
カバー率についても、平成24年度から振動センサー機器類やネットワーク化作業を
段階的に進めてきており、平成27年度に多くのエリアにおいて、監視の開始を想定
していることから、予定どおり目標が達成されると見込んでいる。

施策の分析

水害・土砂災害への対応として、河川改修や砂防堰堤の整備などのハード対策に
加え、ハザードマップを活用した防災訓練などのソフト対策も着実に進められてい
る。また、雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長などの税制措置や洪水ハ
ザードマップ作成の手引きの公表なども目標達成に寄与していると考えられる。

57　東海・東南海・南海地震等
の大規模地震が想定される地
域等において、今後対策が必
要な河川堤防の津波対策実施
率

実績値

58　人口・資産集積地区等にお
ける中期的な目標に対する河
川の整備率
（①国管理区間）
（②県管理区間）

実績値

60　人口・資産集積地区等の
流域貯留施設の貯留量

実績値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

55_東海・東南海・南海地震等
の大規模地震が想定されてい
る地域等において、今後対策
が必要な河川管理施設の耐震
化率
（①河川堤防）
（②水門・樋門等）

実績値
評価

年度ごとの目標値

56　東海・東南海・南海地震等
の大規模地震が想定される地
域等において、今後対策が必
要な水門・樋門等の自動化・遠
隔操作化率

年度ごとの目標値

評価

59　過去10年間に床上浸水被
害を受けた家屋のうち未だ浸
水のおそれのある家屋数

実績値
評価

評価

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

49% - 49% 62% 69% 77% 100%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

45% - 45% 54% 67% 78% 100%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

48% - 48% 59% 62% 76% 100%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

46% - 46% 47% 48% 49% A 51%

29% - 29% 31% 33% 35% A 39%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約25万9千区域 - 約25万9千区域 約31万区域 約35万区域 約40万区域 約46万区域

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

0% - 0% 0% 12% 34% 100%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

71% - 71% 91% 94% 99% 100%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

 1ブロック(10%) -  1ブロック(10%)  4ブロック(40%)  5ブロック(50%)  9ブロック(90%) A  10ブロック(100%)

5団体(11%) - 5団体(11%) 22団体(47%) 25団体(53%) 43団体(92%) A 47団体(100%)

2団体(10%) - 2団体(10%) 9団体(45%) 10団体(50%) 15団体(75%) A 20団体(100%)

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約3% - 約3% 約30% 約45% 約86% 100%

- - - - -
A

業績指標

年度ごとの目標値

評価

年度ごとの目標値

A

A

68　大規模災害を想定した「地
域ブロック広域訓練」の①実施
地域ブロック数②参加都道府
県及び③政令指定都市数

実績値

66　大規模土砂移動検知シス
テムによる監視カバー率

実績値

61　ハザードマップを作成・公
表し、防災訓練等を実施した市
町村の割合（洪水）

実績値
評価

62　土砂災害防止法に基づく
ハザードマップを作成・公表し、
防災訓練を実施した市町村の
割合

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

評価

63　リアルタイム火山砂防ハ
ザードマップ整備率（火山活動
による社会的影響が大きく、活
動が活発な火山のうち、リアル
タイム火山砂防ハザードマップ
を整備した火山の割合）

実績値
評価

64　社会経済上重要な施設の
保全のための土砂災害対策実
施率
（①重要交通網にかかる箇所）
（②主要な災害時要援護者関
連施設）

実績値
評価

年度ごとの目標値
A

実績値
評価

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

65　土砂災害警戒区域指定数

実績値
評価

B

A

年度ごとの目標値

69　主要な河川構造物の長寿
命化計画策定率

実績値
評価

年度ごとの目標値

67　リエゾン協定締結率（国土
交通省等とリエゾン（現地情報
連絡員）派遣に関する協定を
締結している全国の市町村の
割合）
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24年度 25年度 26年度 27年度

1,275,447 1,272,552 602,333 601,907
<89> <239> <0> <0>

654,006 217,325 22,060 -
<0> <0> <0> -

454,227 1,030,715 326,399 -
<0> <0> <0> -

2,383,679 2,520,591 950,792 601,907
<89> <239> <0> <0>

1,313,615 2,141,809
<89> <239>

1,030,715 326,399
<0> <0>

39,350 52,383
<0> <0>

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

河川計画課
（課長　塚原　浩一）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 水管理・国土保全局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）
＜意見等＞
主要な業績指標が多すぎる。
＜対応方針＞
ご意見を踏まえ、15のうち7つ（細分類ベースでは、20のうち11つ）を主要な業績指標として選抜した。

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

作成責任者名
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業績指標５５ 

東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等において、今後対策が必要な河川管理施設の耐震

化率（①河川堤防、②水門・樋門等） 

 

 

（指標の定義） 

① 東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等で、地震により堤防が崩壊した場合に甚大な被

災が想定される区間において、河川堤防の耐震点検により対策が必要と判断された区間のうち対策を実施した区

間の割合 

 

② 東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等で、地震により堤防が崩壊した場合に甚大な被

災が想定される区間において、水門・樋門等の耐震点検により対策が必要と判断された箇所のうち対策を実施し

た箇所の割合 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成 28 年度末までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定 

なお、国管理分については、できるだけ早期に耐震化を完了する必要があるため、計画期間内（平成２８年度末

まで）に 100％を目指して事業を実施予定である。 

（外部要因） 

 なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

・第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

・第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害などに対

して、インフラの整備に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強靱化を

進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）の取

組を推進する。同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された「国土強靱化基本計画」及び「国

土強靱化アクションプラン」に基づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点化・優先順位付

け、ハード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効

果の的確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、

河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めると

ともに、土地利用と一体となった減災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝

達、警戒避難体制整備等のソフト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支

援しつつ、強力に実施する」 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章」に記載あり 

 【その他】 

・なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

① ０％ 

② ０％ 

① 約１６％ 

② 約２９％ 

① 約２２％ 

② 約４６％ 

① 約５６% 

② 約５４% 

 

評 価 

① Ａ 

② Ａ 

① 目標値：約７７％ （平成２８年度） 

実績値：約２２％ （平成２５年度） 

      約５６％ （平成２６年度） 

初期値：  ０％ （平成２３年度） 

② 目標値：約８４％ （平成２８年度） 

実績値：約４６％ （平成２５年度） 

      約５４％ （平成２６年度） 

初期値：  ０％ （平成２３年度） 
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東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等に

おいて、今後対策が必要な河川管理施設の耐震化率（②水門・樋門等）

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

堤防・水門等の耐震・液状化対策（◎） 

液状化等により、多くの堤防が被災したこと等を踏まえ、堤防・水門等の耐震・液状化対策を実施し、被害の防

止・軽減を図る。 

予算額：河川事業費                     ４，４５３億の内数（平成２５年度 事業費） 

防災・安全交付金             １０，３２４億の内数（平成２５年度 国費） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費  ３２１億円（平成２５年度）の内数 
                            （うち復興８８億円、全国防災２３３億円） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費（社会資本整備総合交付金） 

５４４億円（平成２５年度）の内数 
                          （うち復興４４１億円、全国防災１０３億円） 

河川事業費                 ４，５１４億の内数（平成２６年度 事業費） 

防災・安全交付金             １０，７２７億の内数（平成２６年度 国費） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費 ３３９億円（平成２６年度）の内数 
                           （うち復興８１億円、全国防災２５８億円） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費（社会資本整備総合交付金） 

８４１億円（平成２６年度）の内数 
                      （うち復興７６３億円、全国防災７８億円） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。  

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は①約５６％、②約５４％であり、目標に向けて着実な進捗を示している。 

（事務事業等の実施状況） 

・大規模地震が想定されている地域等で、地震により堤防が崩壊した場合に甚大な被災が想定される区間におい

て、堤防・水門等の耐震・液状化対策を実施している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は①約５６％、②約５４％であり、今後も事業の進捗が見込まれる。 

 ・切迫する大規模地震に備え、津波浸水被害リスクの高い地域において、河川堤防、水門・樋門等の耐震化を推

進する。 

 ・以上からＡと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局治水課（課長 大西 亘）  

 

176



 
業績指標５６ 

 東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等において、今後対策が必要な水門・樋門等の自動化・

遠隔操作化率 

 

 

（指標の定義） 

東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等で津波の影響を受ける河川及び海岸において、自

動化・遠隔操作化等が未対策で早急な対策を要する水門・樋門のうち、対策を実施した箇所の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成 28 年度末までに実施予定の事業により見込まれる成果等から設定 

なお、国管理分については、できるだけ早期に自動化・遠隔操作化を完了する必要があるため、計画期間内（平成

28 年度末まで）に１００％を目指して事業を実施予定である。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 農林水産省、地方公共団体等（事業実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）の取

組を推進する。同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された「国土強靱化基本計画」及び「国

土強靱化アクションプラン」に基づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点化・優先順位付

け、ハード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効

果の的確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「水門等の自動化・遠隔操作化及び効果的な管理・運用や排水機場等

の耐水化・耐震化等の既存施設の効率的な管理・活用、水力エネルギーの有効活用、地域コミュニティとの連携、

自然との共生及び環境との調和等に配慮する。」 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ０％ 約３３％ 約４８％ 約５４％ 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約５７％ （平成２８年度） 

実績値：約４８％ （平成２５年度） 

    約５４％ （平成２６年度） 

初期値：  ０％ （平成２３年度） 
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東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等において、

今後対策が必要な水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

水門・樋門等の自動化・遠隔操作化（◎） 

東日本大震災の教訓を踏まえ、今後、東海、東南海・南海地震等の地震・津波被害が想定される河川及び海岸 

において、水門・樋門等の自動化・遠隔操作化を実施し、浸水被害の防止・軽減を図る。 

予算額：東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費 ３２１億円（平成２５年度）の内数 
                           （うち復興８８億円、全国防災２３３億円） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費（社会資本整備総合交付金） 

５４４億円（平成２５年度）の内数 
                          （うち復興４４１億円、全国防災１０３億円） 

河川事業費４，４５３億円（平成２５年度事業費）の内数 

海岸事業費２６１億円（平成２５年度事業費）の内数 

防災・安全交付金１０，３２４億円（平成２５年度国費）の内数 

 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費 ３３９億円（平成２６年度）の内数 
                           （うち復興８１億円、全国防災２５８億円） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費（社会資本整備総合交付金） 

８４１億円（平成２６年度）の内数 
                      （うち復興７６３億円、全国防災７８億円） 

河川事業費４，５１４億円（平成２６年度事業費）の内数 

海岸事業費３０２億円（平成２６年度事業費）の内数 

防災・安全交付金１０，７２７億円（平成２６年度国費）の内数 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。  

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は約５４％であり、多くの事業が円滑に進捗していることから、目標年度に目標値を達成

すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・水門・樋門等の自動化・遠隔操作化等を実施 

・平成２５年度に実施した規制の事前評価である「河川法施行令及び河川管理施設等構造令の一部を改正する政令

案」及び「海岸法の一部を改正する法律案」の事後検証については、本業績指標をもってその効果を測定している

ところ、平成２６年度の実績値は５４％となり、目標年度には目標値を達成すると見込まれることから、順調であ

ると評価できる。 
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課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は約５４％であり、目標達成に向けて着実な進捗を示している。 

・既存の制度を活用して、今後対策が必要な水門・樋門等の自動化・遠隔操作化について、対策を実施するととも

に、平成２６年度及び平成２７年度に以下のとおり新たに技術面、予算面、法制面での支援を行っているところ

であり、これらを踏まえ、今後も引き続き水門・樋門等の自動化・遠隔操作化を推進。 

・平成２６年度に既存の制度を拡充し、海岸管理者に対して、水門・陸閘等の統廃合や常時閉鎖、自動化・遠

隔操作化を含む効果的・効率的な整備・運用に係る計画策定（計画策定に伴う調査を含む。）を支援。 

・平成２６年度に海岸法を改正し、現場操作員の安全に配慮した操作規則の策定の義務付け等を行うとともに、

海岸保全施設の技術上の基準を定める省令に陸閘等の自動化・遠隔操作化に係る規定を整備 

・平成２７年４月に現場操作員の安全を最優先とした操作・退避ルールの考え方等を検討し、「津波・高潮対策

における水門・陸閘等管理システムガイドライン」を改訂 

・以上より、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・平成２７年４月に現場操作員の安全を最優先とした操作・退避ルールの考え方等を検討し、「津波・高潮対策にお

ける水門・陸閘等管理システムガイドライン」を改訂 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局治水課（課長 大西 亘） 

水管理・国土保全局砂防部保全課海岸室（室長 井上 智夫） 

港湾局海岸・防災課（課長 眞田 仁） 
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業績指標５７ 

東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等において、今後対策が必要な河川堤防の津波対策実施率

 

 

（指標の定義） 

東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等の河川の津波遡上区間において、想定される津

波（いわゆる L1 津波）に対する対策が必要と判断された河川堤防のうち、高さの確保及び耐震化を実施した区間

の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成 28 年度末までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定 

なお、国管理分については、できるだけ早期に津波対策を完了する必要があるため、計画期間内（平成２８年度末

まで）に 100％を目指して事業を実施予定である。 

（外部要因） 

 なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

・第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

・第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害などに対

して、インフラの整備に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強靱化を

進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）の取

組を推進する。同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された「国土強靱化基本計画」及び「国

土強靱化アクションプラン」に基づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点化・優先順位付

け、ハード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効

果の的確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、

河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めると

ともに、土地利用と一体となった減災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝

達、警戒避難体制整備等のソフト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支

援しつつ、強力に実施する」 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章」に記載あり 

 【その他】 

・なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

０％ 約１３％ 約１９％ 約３３％  
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東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等に

おいて、今後対策が必要な河川堤防の津波対策実施率

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約７５％ （平成２８年度） 

実績値：約１９％ （平成２５年度） 

    約３３％ （平成２６年度） 

初期値：  ０％ （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

河川津波対策（◎） 

津波により、甚大な被害が発生したことを踏まえ、堤防の嵩上げ等と実施し、被害の防止・軽減を図る。 

予算額：河川事業費                     ４，４５３億の内数（平成２５年度 事業費） 

防災・安全交付金             １０，３２４億の内数（平成２５年度 国費） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費  ３２１億円（平成２５年度）の内数 
                            （うち復興８８億円、全国防災２３３億円） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費（社会資本整備総合交付金） 

５４４億円（平成２５年度）の内数 
                          （うち復興４４１億円、全国防災１０３億円） 

河川事業費                 ４，５１４億の内数（平成２６年度 事業費） 

防災・安全交付金             １０，７２７億の内数（平成２６年度 国費） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費 ３３９億円（平成２６年度）の内数 
                           （うち復興８１億円、全国防災２５８億円） 

東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費（社会資本整備総合交付金） 

８４１億円（平成２６年度）の内数 
                      （うち復興７６３億円、全国防災７８億円） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は約３３％であり、目標へのトレンドに届いていないものの、事業は着実に進捗してい

る。 

（事務事業等の実施状況） 

・大規模地震が想定されている地域等の河川の津波遡上区間において、河川堤防の高さの確保及び耐震化を実施

している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は約３３％であり、目標へのトレンドに届いていないためＢとした。 

・一部の地域においては、堤防の嵩上げを段階的に実施しており、見かけ上の達成率には反映されていないもの

の、事業としては着実に進捗していることから、引き続き事業を実施することにより、今後数値が進捗するこ

とが見込まれる。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局治水課（課長 大西 亘） 
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業績指標５８ 

 人口・資産集積地区等における中期的な目標に対する河川の整備率（①国管理区間、②県管理区間） 

 

 

（指標の定義） 

背後地に人口・資産等が集積する地域や中枢・拠点機能を有する地域を流下する河川延長のうち、中期的な目標

に相当する規模の洪水を安全に流下させることのできる河川延長の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成 28 年度末までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定。 

（外部要因） 

 なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８６回国会施策方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

・第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害などに対

して、インフラの整備に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強靱化を

進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・経済財政改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・

減災等に資する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）の取組を推

進する。同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された「国土強靱化基本計画」及び「国土強靱

化アクションプラン」に基づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点化・優先順位付け、ハ

ード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効果の的

確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、

河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めると

ともに、土地利用と一体となった減災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝

達、警戒避難体制整備等のソフト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支

援しつつ、強力に実施する」 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章」に記載あり 

 【その他】 

・なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

① ７２% 

② ５７% 

① 約７４% 

② 約５８% 

① 約７５% 

② 約５８% 

① 約７５．９% 

② 約５８．３% 

 

 

 

評 価 

 

① Ａ 

② Ａ 

 

① 目標値：約７６％ （平成２８年度） 

実績値：約７５％ （平成２５年度） 

      約７５．９％ （平成２６年度） 

初期値：約７２％ （平成２３年度） 

② 目標値：約５９％ （平成２８年度） 

実績値：約５８％ （平成２５年度） 

      約５８．３％ （平成２６年度） 

初期値：約５７％ （平成２３年度） 
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69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（％）
人口・資産集積地区等における中期的な目標に対する河川の整備率

（①国管理区間）

55

56

57

58

59

60

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（％）
人口・資産集積地区等における中期的な目標に対する河川の整備率

（②県管理区間）

 
 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等における水害対策の推進◎ 

（河道掘削や堤防整備等の河川改修、洪水調節施設の整備、堤防強化等） 

 予算額：河川事業費        ４，４５３億の内数（平成２５年度 事業費） 

     河川総合開発事業費    ２，１６９億の内数（平成２５年度 事業費） 

     防災・安全交付金    １０，３２４億の内数（平成２５年度 国費） 

河川事業費        ４，５１４億の内数（平成２６年度 事業費） 

     河川総合開発事業費    ２，７０３億の内数（平成２６年度 事業費） 

     防災・安全交付金    １０，７２７億の内数（平成２６年度 国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・気候変動等に伴う被害の頻発・激甚化に備えるため、災害の起こりやすさや災害が発生した際に想定される被

害の程度を考慮し、抜本的な治水安全度の向上に寄与する整備や堤防強化対策など、予防的な治水対策を実施

している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は①約７６％、②約５８％であり、目標達成に向けて着実な進捗を示している。 

・抜本的な治水安全度の向上等を図るため、放水路の整備やダム事業等について整備効果の早期発現に向け重点

的に実施する。 

・以上より、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局治水課（課長 大西 亘）   
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業績指標５９ 

 過去 10 年間に床上浸水被害を受けた家屋のうち未だ浸水のおそれのある家屋数 

 

 

（指標の定義） 

過去１０年間に床上浸水被害を受けた家屋のうち、被災時と同程度の出水で依然として浸水のおそれのある戸数 

（目標設定の考え方・根拠） 

長期的には 0 戸を目指す。 

平成 28 年度末までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定。 

なお、国管理分については、計画期間内に約 9割の解消を目指す。 

（外部要因） 

 なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８６回国会施策方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

・第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害などに対

して、インフラの整備に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強靱化を

進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・経済財政改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・

減災等に資する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）の取組を推

進する。同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された「国土強靱化基本計画」及び「国土強靱

化アクションプラン」に基づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点化・優先順位付け、ハ

ード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効果の的

確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、

河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めると

ともに、土地利用と一体となった減災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝

達、警戒避難体制整備等のソフト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支

援しつつ、強力に実施する 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章」に記載あり 

 【その他】 

・なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

約６．１万戸 約５．６万戸 約５．０万戸 約４．５万戸  

 

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（万戸）
過去10年間に床上浸水被害を受けた家屋のうち未だ

浸水のおそれのある家屋数

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約４．１万戸（平成２８年度） 

実績値：約５．０万戸（平成２５年度） 

    約４．５万戸（平成２６年度） 

初期値：約６．１万戸（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等における水害対策の推進（◎） 

（河道掘削や堤防整備等の河川改修、洪水調節施設の整備、堤防強化等） 

 予算額：河川事業費        ４，４５３億の内数（平成２５年度 事業費） 

     河川総合開発事業費    ２，１６９億の内数（平成２５年度 事業費） 

     防災・安全交付金    １０，３２４億の内数（平成２５年度 国費） 

河川事業費        ４，５１４億の内数（平成２６年度 事業費） 

     河川総合開発事業費    ２，７０３億の内数（平成２６年度 事業費） 

     防災・安全交付金    １０，７２７億の内数（平成２６年度 国費） 

○下水道における浸水対策施設の整備の推進（◎） 

下水道事業による浸水対策施設の整備により、都市の浸水被害の軽減を図るため、事業を実施する地方公共団体

に対して補助を行う。 

 予算額：社会資本整備総合交付金 ９，０３１億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金 ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである 

○税制 

①雨水貯留浸透施設に係る特例措置（所得税、法人税） 

都市部及び特定都市河川流域において、河川管理者以外の者が設置する雨水貯留浸透利用施設につき、５年間 

１０％の割増償却の適用が可能。 

②特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置（固定資産税） 

特定都市河川浸水被害対策法の特定都市河川流域において、対策工事として設置された雨水貯留浸透施設につい

て、固定資産税の課税標準を２／３を参酌して１／２以上５／６以下の範囲内において市町村の条例で定める割

合とする。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・地球温暖化に伴う気候変動により、近年では、河川整備の目安としてきた時間雨量 50mm を大きく上回る時間

雨量 100mm の豪雨が頻発するなど、毎年各地で浸水被害が発生している。 

・激甚な水害が発生した地域等において、再度災害防止対策を集中的に実施している。 

・平成 25 年度から、「100mm/h 安心プラン」の取組みを推進しており、河川部局・下水道部局等が連携して実施

する事業に対して、重点的に予算を配分している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は、約４．５万戸であり、目標達成に向けて着実な進捗を示している。 

・近年甚大な被害が発生した地域等において水害対策を推進する。 

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

○税制 

①雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長（所得税・法人税） 

 「水防法等の一部を改正する法律（平成 27 年通常国会提出）」の成立を前提に、下水道法に基づき定められた浸水

被害対策区域において、貯留容量 300m3 以上の雨水貯留利用施設の整備に対し、５年間１０％の割増償却の適用が

可能とした上で、当該制度を２年間延長する。 

②特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置を３年間延長(固定資産税) 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局治水課（課長 大西 亘）   

水管理・国土保全局下水道部流域管理官（流域管理官 加藤 裕之） 
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業績指標６０ 

 人口・資産集積地区等の流域貯留施設の貯留量 

 

 

（指標の定義） 

背後地に人口・資産が集積する地域や中枢・拠点機能を有する地域において、流域の持つ保水・遊水機能を確保

するための調節池、流域貯留施設等の整備により確保される貯留量 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成 28 年度末までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定 

（外部要因） 

 なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

・第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害などに対

して、インフラの整備に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強靱化を

進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）の取

組を推進する。同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された「国土強靱化基本計画」及び「国

土強靱化アクションプラン」に基づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点化・優先順位付

け、ハード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効

果の的確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、

河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めると

ともに、土地利用と一体となった減災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝

達、警戒避難体制整備等のソフト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支

援しつつ、強力に実施する」 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章」に記載あり 

 【その他】 

・なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

約２７万ｍ３ 約２７万ｍ３ 約３３万ｍ３ 約７２万ｍ３  

 

15

25

35

45

55

65

75

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（万m3） 人口・資産集積地区等の流域貯留施設の貯留量）

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約５０万ｍ３（平成２８年度） 

実績値：約３３万ｍ３（平成２５年度） 

    約７２万ｍ３（平成２６年度） 

初期値：約２７万ｍ３（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○河川への流出抑制対策の推進（流域貯留施設、浸透ます、透水性舗装、防災調整池等の雨水貯留浸透施設の整備）◎ 

 予算額：防災・安全交付金    １０，３２４億の内数（平成２５年度 国費） 

防災・安全交付金    １０，７２７億の内数（平成２６年度 国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

 

○税制 

①雨水貯留浸透利用施設に係る割増償却制度(所得税・法人税) 

都市部及び特定都市河川流域において、河川管理者以外の者が設置する雨水貯留浸透利用施設につき、５年間 

１０％の割増償却の適用が可能。 

②特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置（固定資産税） 

特定都市河川浸水被害対策法の特定都市河川流域において、対策工事として設置された雨水貯留浸透施設につい

て、固定資産税の課税標準を２／３を参酌して１／２以上５／６以下の範囲内において市町村の条例で定める割

合とする。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成 26 年度の実績値で目標値を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

・近年の都市化の進展や地球温暖化に伴う気候変動に対応するため、河川管理者が行う河川整備や排水機場整

備のみならず、市町村等が実施する土地利用規制、流域貯留施設の整備、流出抑制対策、下水道整備等の総

合的な治水対策を推進している。 

・平成 25 年度から、「100mm/h 安心プラン」の取組みを推進しており、河川部局・下水道部局等が連携して実施

する事業に対して、重点的に予算を配分している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成 26 年度の実績値では、事業の進捗が図られ、目標年度の目標値を達成した。 

・近年、全国各地で豪雨が頻発していることを踏まえ、河川への流出抑制対策を引き続き推進するとともに、

新たな目標設定に関して、今後検討を実施していく。 

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

○税制 

①雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の延長（所得税・法人税） 

 「水防法等の一部を改正する法律（平成 27 年通常国会提出）」の成立を前提に、下水道法に基づき定められた浸水

被害対策区域において、貯留容量 300m3 以上の雨水貯留利用施設の整備に対し、５年間１０％の割増償却の適用が

可能とした上で、当該制度を２年間延長する。 

②特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置を３年間延長(固定資産税) 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局治水課 （課長 大西 亘） 
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業績指標６１ 

 ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合（洪水） 

 

 

（指標の定義） 

洪水ハザードマップ作成対象市町村数のうち洪水ハザードマップを作成・公表し、かつ防災訓練等を実施した市町

村数の割合（％） 

洪水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合＝①／② 

①：洪水ハザードマップを作成・公表済みかつ防災訓練を実施した市町村数 

②：洪水ハザードマップ作成対象となると想定している市町村数（約１，３００市町村：平成２６年度） 

（目標設定の考え方・根拠） 

洪水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等の実施することは、住民の水害時における円滑かつ迅速な避難の

確保に資するものであり、本指標はその成果を測るものである 

全国の大河川及び主要な中小河川（洪水予報河川、水位周知河川）の浸水想定区域に含まれている市町村について

は、できるだけ早期に防災訓練等が行われる必要があり、これらの市町村の全てで計画期間中（平成２８年度まで）

に実施されるようになることを目標とする。 

（外部要因） 

特になし 

（他の関係主体） 

 地方自治体（都道府県） （都道府県管理河川における浸水想定区域指定・公表） 

地方自治体（市町村） （洪水ハザードマップ作成・防災訓練実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ・第１８３回国会 施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「命を守るための「国土強靭化」が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害への備

えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

 【閣議決定】 

  ・ 基本方針（平成２４年１２月２６日）「老朽化インフラ対策など事前防災のための国土強靭化の推進や、大規

模な災害やテロなどへの危機管理対応にも万全を期すなど、国民の暮らしの不安を払拭し、安心社会をつくる。」 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３０％ ４９％ ６２％ ６９％ ７７％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％（平成２８年度） 

実績値：６９％（平成２５年度） 

    ７７％（平成２６年度） 

初期値：４９％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・市町村の洪水ハザードマップの作成及び公表を支援し、合わせて防災訓練等を実施することで住民の防災意識の

向上を促し、水害時における円滑かつ迅速な避難の確保に資するものである。 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２４年度に設定した本指標の動向については、洪水ハザードマップの作成・公表は平成２８年度目標達成に

向けた成果を示しており、また、平成２４年度より地方公共団体にとって自由度の高い防災・安全交付金が活用さ

れていることや近年の災害を受けて防災に対する意識が高まっていることなどから、洪水ハザードマップを活用し

た防災訓練等の実施を促していくことで、実績値の向上が見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２５年３月に「洪水ハザードマップ作成の手引き」を改定。 

・平成１９年４月に「ハザードマップポータルサイト」を開設。 

（http://www1.gsi.go.jp/geowww/disapotal/index.html） 

・洪水ハザードマップ作成に必要となる浸水想定区域図の公表については、平成１３年の水防法改正時から順

調に実績値が向上している。 

（平成２７年３月３１日現在の公表：１，９３０河川（対象１，９８６河川中）） 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績は前年度に比べて伸びており、目標達成に向けて順調に推移している。 

・洪水ハザードマップはすでに９割以上の市町村が作成・公表している。また、平成２５年３月に改定した「洪

水ハザードマップ作成の手引き」においても洪水ハザードマップ活用の優良事例を掲載するなど、防災訓練

実施に繋がる取組みをさらに促進することとしたところであり、こうした取組みを継続することにより、今

後市町村等が主催する避難訓練等の防災訓練の実績値の向上が期待され、目標年度に目標値を達成すると見

込まれる。 

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 ・水防法改正に伴い、現行の河川整備において基本となる降雨を前提とした浸水想定区域から、想定し得る最大規

模の降雨を前提とした浸水想定区域に拡充を図るため、洪水ハザードマップについて新たな浸水想定区域を踏ま

えたものへ更新を行っていく。 

（平成２８年度以降） 

 ・最大クラスの洪水に対応したハザードマップを作成・公表し、住民の防災意識向上に繋がる訓練（机上訓練、情

報伝達訓練等）を実施した市町村の割合の指標へと見直し予定。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局河川環境課（課長 小俣 篤） 
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業績指標６２ 

土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し、防災訓練を実施した市町村の割合 

 

 

（指標の定義） 

土砂災害警戒区域が指定された市町村のうち、土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し、防災訓練

を実施した市町村の割合 

 

土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し、防災訓練を実施した市町村の割合＝①／② 

 ①：土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し、かつ防災訓練を実施した市町村数 

 ②：土砂災害警戒区域が指定された市町村数（平成２３年度末時点） 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

土砂災害警戒区域が指定された市町村については、ハザードマップの作成・公表および防災訓練が、早期に実施さ

れる必要があり、これらの市町村の全てで平成 28 年度までに実施されるようになることを目標に設定。 

（社会資本整備重点計画第 3章のフォローアップ指標） 

 

（外部要因） 

開発行為による新規の住宅地等の増大 

 

（他の関係主体） 

 都道府県及び市町村 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・ 第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「一日も早く被災者の方々が安心して生活できるよう、復旧と復興に全力を尽くすとともに、阪神・淡路大震災

の発生から１０年目の本年、災害に強い国づくりを一層進めてまいります。」 

・ 第１６６回国会施政方針演説（平成１９年１月２６日） 

「大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を戦略的、重点的に進めます。迅速かつ正確に防災情報を提供

し、お年寄りや障害者などの被害を最小限にするように努めます。」 

・ 第１６９回国会施政方針演説（平成２０年１月１８日） 

「自然災害時の犠牲者ゼロを目指し、お年寄りや障害をお持ちの方への対策、小中学校や住宅の耐震化を進めま

す。被災者の生活再建支援にも万全を期します。都市の防災について、密集市街地対策を進めるとともに、大

規模地震発生に備え、高層建築物の防災対策や避難地・防災拠点の整備を進めるなど、総合的な対策を講じて

まいります。」 

・ 第１７４回国会施政方針演説（平成２２年１月２９日） 

「災害列島といわれる日本の安全を確保する責任を負う者として、防災、そして少しでも被害を減らしていく「減

災」に万全を期さねばならないとあらためて痛感しました。」 

・ 第１８０回国会施政方針演説（平成２４年１月２４日） 

「津波を含むあらゆる自然災害に強い持続可能な国づくり・地域づくりを実現するため、災害対策全般を見直し、

抜本的に強化します。」 

・ 第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「命を守るための『国土強靭化』が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害へ

の備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

・ 第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日） 

「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修

や、治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフトの両面から、事前防災、減災、老朽化対策に

取り組み、優先順位をつけながら国土強靱化を進めます。」 

  ・ 第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害など

に対して、インフラの整備に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強

靱化を進めてまいります。」   

 【閣議決定】 

・経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日） 

「集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、豪雪、

火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的に実施

する。」（第３章３．） 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％（平成２８年度） 

実績値：約６７％（平成２５年度） 

    約７８％（平成２６年度） 

初期値：約４５％（平成２３年度） 
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・ 国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日） 

「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危

険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めるとともに、土地利用と一体となった減災

対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝達、警戒避難体制整備等のソフト

対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支援しつつ、強力に実施する。」

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年１０月１

４日） 

 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律施行令（平成 27 年 1

月 9日） 

  

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」  

 【その他】 

  ・該当なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約３４％ 約４５％ 約５４％ 約６７％ 約７８％ 

 

 

 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 
（予算） 
○砂防基礎調査・急傾斜地基礎調査の実施（◎） 

砂防基礎調査・急傾斜地基礎調査の実施を通じ、土砂災害特別警戒区域の指定を行い、国土の保全と国民が
安全で安心できる社会づくりを進める。 
 予算額：防災・安全交付金１０，３２４億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金１０，７２７億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金（補正）１，８４７億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金（補正）  ５０５億円の内数（平成２６年度国費） 

     沖縄振興公共投資交付金８１０億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正）２６億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正） ４億円の内数（平成２６年度国費） 

 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

・該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・各年度の目標値どおり、順調に推移している。 

・過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成１３年に施行された土砂災害防止法に基づき、土砂災害から国民の生命及び身体を守るため、土砂災害警戒

区域の指定により、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制

の整備を図るとともに、著しい危害が発生するおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域として指定し、一定の

開発行為を制限するほか、建築物の構造を規制すること等により、土砂災害防止のための対策を推進している。

・平成１７年７月の同法の一部改正では、市町村に対する土砂災害ハザードマップの配布の義務付けや、土砂災害

情報の伝達方法の市町村地域防災計画への規定を義務づけたほか、平成１８年９月に土砂災害防止法に基づく土

砂災害防止対策基本指針を変更し、市町村の警戒避難体制整備に対する都道府県の役割について述べるなど、警

戒避難体制整備を強化し、土砂災害防止対策の効率的な推進を図っている。 

・平成２３年度には土砂災害防止法に関する政策レビュー実施し、レビューで明らかになった課題を踏まえ、引き

続き、土砂災害ハザードマップの作成・公表を推進しているところ。 

・毎年６月の土砂災害防止月間では、行政機関、防災関係機関及び地域住民が参加する土砂災害・全国統一防災訓

練を全国的に実施し、土砂災害に対する警戒避難体制の強化及び防災意識の向上を図っている。 

・平成２４年度までに、全国で約６００市町村において、土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し、

防災訓練が行われた。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年８月の広島での土砂災害を踏まえ、土砂災害防止法が改正されるなど、ハザードマップの作成・公表

及び土砂災害に係る防災訓練の実施の重要性が再認識されており、土砂災害に対する警戒避難体制を強化するた

め、引き続き、積極的に取り組みを進める。 

・業績指標については、各年度の目標値どおり順調に推移していることから、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局砂防部砂防計画課 （課長 栗原 淳一） 
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業績指標６３ 

 リアルタイム火山砂防ハザードマップ整備率（火山活動による社会的影響が大きく、活動が活発な火山のうち、リ

アルタイム火山砂防ハザードマップを整備した火山の割合） 

 

 

（指標の定義） 

火山噴火緊急減災対策砂防計画を策定する対象火山（２９火山）のうち、火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づき

リアルタイム火山砂防ハザードマップ（注）を整備した火山の割合（％） 

リアルタイム火山砂防ハザードマップ整備率＝①／② 

①：火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づきリアルタイム火山砂防ハザードマップを整備した火山 

②：火山噴火緊急減災対策砂防計画を策定する対象火山（２９火山）  

（注）火山災害予想区域図の一種で、噴火の前兆期以降に、火口位置の変化や降灰領域の拡大等、火山活動状況に

あわせて土砂移動現象の影響範囲、堆積深などを想定するもの。 

（目標設定の考え方・根拠） 

今後５年間に対象全火山（２９火山）については、火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づき、リアルタイム火山砂

防ハザードマップを早期に整備する必要があるため、平成２８年度までにこれらの全てについて整備することを目標

とする。 

（外部要因） 

地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

 都道府県及び市町村 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・ 第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「一日も早く被災者の方々が安心して生活できるよう、復旧と復興に全力を尽くすとともに、阪神・淡路大

震災の発生から１０年目の本年、災害に強い国づくりを一層進めてまいります。」 

・ 第１６６回国会施政方針演説（平成１９年１月２６日） 

「大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を戦略的、重点的に進めます。迅速かつ正確に防災情報を

提供し、お年寄りや障害者などの被害を最小限にするように努めます。」 

・ 第１６９回国会施政方針演説（平成２０年１月１８日） 

「自然災害時の犠牲者ゼロを目指し、お年寄りや障害をお持ちの方への対策、小中学校や住宅の耐震化を進

めます。被災者の生活再建支援にも万全を期します。都市の防災について、密集市街地対策を進めるととも

に、大規模地震発生に備え、高層建築物の防災対策や避難地・防災拠点の整備を進めるなど、総合的な対策

を講じてまいります。」 

・ 第１７４回国会施政方針演説（平成２２年１月２９日） 

「災害列島といわれる日本の安全を確保する責任を負う者として、防災、そして少しでも被害を減らしてい

く「減災」に万全を期さねばならないとあらためて痛感しました。」 

・ 第１８０回国会施政方針演説（平成２４年１月２４日） 

「津波を含むあらゆる自然災害に強い持続可能な国づくり・地域づくりを実現するため、災害対策全般を見

直し、抜本的に強化します。」 

・ 第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「命を守るための『国土強靭化』が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災

害への備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守りま

す。」 

・ 第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日） 

「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改

修や、治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフトの両面から、事前防災、減災、老朽化対

策に取り組み、優先順位をつけながら国土強靱化を進めます。」 

・ 第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日） 

「御嶽山の噴火を教訓に、地元と一体となって、観光客や登山者の警戒避難体制を充実するなど、火山防災

対策を強化してまいります。近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害などに対して、インフラの整備

に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強靱化を進めてまいりま

す。」 

 【閣議決定】 

・ 経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日） 

「集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、豪

雪、火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％ （平成２８年度） 

実績値：約６２％ （平成２５年度） 

    約７６％ （平成２６年度） 

初期値：約４８％ （平成２３年度） 
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に実施する。」（第３章３．） 

 ・ 国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日） 

「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害

危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めるとともに、土地利用と一体となった減

災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝達、警戒避難体制整備等のソフ

ト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支援しつつ、強力に実施する。」

 

 【閣決（重点）】 

    社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

    なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約３４％ 約４８％ 約５９％ 約６２％ 約７６％ 

 
 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①火山地域における砂防設備の整備(◎) 

 土石流及び火山噴火にともなう火山泥流、火砕流、溶岩流等による災害から人命、財産を守ることを通じ、国土

の保全と国民が安全で安心できる社会づくりを進める。 

予算額：砂防事業費等９３０億円の内数（平成２５年度事業費） 

砂防事業費等９５６億円の内数（平成２６年度事業費） 

砂防事業費等（補正）２２５億円の内数（平成２５年度事業費） 

砂防事業費等（補正）１２３億円の内数（平成２６年度事業費） 

社会資本整備総合交付金９，０８９億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，１４５億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金（補正）１，３１０億円の内数（平成２５年度国費） 

    社会資本整備総合交付金（補正）   ２５億円の内数（平成２６年度国費） 

②火山噴火時等の警戒避難対策の実施(◎) 

 火山地域において警戒避難対策の整備等を行うことで、国土の保全と国民が安全で安心できる社会づくりを進め

る。 

予算額：防災・安全交付金１０，３２４億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金１０，７２７億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金（補正）１，８４７億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金（補正）  ５０５億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，０８９億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，１４５億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金（補正）１，３１０（平成２５年度国費） 
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社会資本整備総合交付金（補正）   ２５（平成２６年度国費） 
(注)◎を付けた施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績は約７６％であり、目標の達成に向けて着実に進捗している。 

（事務事業等の実施状況） 

・活火山及びその周辺地域からなる火山砂防地域においては、土石流、火山泥流等の土砂災害から下流部の人家、

公共施設等を保全するため、砂防堰堤等のハード対策を実施する一方で、火山地域の住民の警戒避難に資するた

め、火山ハザードマップの整備や土砂の動きを監視するための監視カメラやワイヤーセンサー等のソフト対策を

実施するなど、ハード・ソフト一体となった対策を推進してきた。 

・火山噴火時の緊急的な対策の実施により土砂災害による被害を軽減するため、火山毎に、緊急ハード対策の施工

やリアルタイム火山砂防ハザードマップによる危険区域の設定等、平常時の準備事項及び噴火時の対応等のハー

ド・ソフト対策からなる火山噴火緊急減災対策砂防計画（以下、「計画」という）の策定を推進してきた。 

・各火山では、リアルタイム火山砂防ハザードマップ作成の基礎データとなる火山周辺の詳細な地形データの収集

や噴火シナリオの作成を進めているほか、事前に行った数値シミュレーション結果をロールプレイング型防災訓

練で活用することにより検証を行うなど、実用的なリアルタイム火山砂防ハザードマップの整備を進めてきた。

・現在は、平成１９年３月に「火山噴火緊急減災対策に関する検討会」により示された「火山噴火緊急減災対策ガ

イドライン（案）」により、計画策定の一環としてリアルタイム火山砂防ハザードマップの整備を進めている。 

・平成２５年５月にとりまとめられた「大規模火山災害対策への提言」において、「国（国土交通省）又は都道府

県（砂防部局）は、大規模火山災害時には、火山専門家の助言（シミュレーションに入力する値の決定等）を基

に、リアルタイムハザードマップを作成すべきである。」とされている。また、平成２７年３月に中央防災会議火

山防災対策ワーキンググループにより取りまとめられた「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進につ

いて（報告）」においても、「国は、火山防災協議会による複数の噴火シナリオ、火山ハザードマップの作成を促

進すべきである。」とされており、引き続きリアルタイム火山砂防ハザードマップの整備を進めているところ。 

・Ｈ２６年度末現在、富士山、浅間山等２２火山において、リアルタイム火山砂防ハザードマップを整備しており、

当面の噴火想定には対応できる。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・当該業績指標は着実に進捗しており、また、既存施策を引き続き推進していくこととし、「Ａ」と評価した。 

・平成２６年度までに２９火山中２８火山においてリアルタイム火山砂防ハザードマップの基となる火山噴火緊急

減災対策砂防計画策定の委員会が開催されているなど、各火山において、おおむね当初の予定通り準備及び作成

を進めている。 

・今後も前述の委員会にシミュレーション結果を提供するなど、リアルタイム火山砂防ハザードマップが早期に整

備されるよう取り組みを継続する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局砂防部砂防計画課（課長 栗原 淳一） 
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業績指標６４ 

 社会経済上重要な施設の保全のための土砂災害対策実施率（①重要交通網にかかる箇所、②主要な災害時要援護者

関連施設） 

 

 

（指標の定義） 

土砂災害のおそれのある社会経済活動に深刻な影響を及ぼす重要交通網にかかる箇所や、主要な災害時要援護者

関連施設のうち、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業の実施箇所の割合（分子／分母） 

（分子）土砂災害のおそれのある 

① 重要交通網にかかる箇所 

② 主要な災害時要援護者関連施設 

のうち、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業の実施箇所 

（分母）土砂災害のおそれのある 

① 重要交通網にかかる箇所 

② 主要な災害時要援護者関連施設 

（目標設定の考え方・根拠） 

直轄事業の実施計画や都道府県の社会資本総合整備計画等において予定されている対策が着実に実施されること

を目指して設定。 

（外部要因） 

地元調整の状況等 

開発行為による新規の住宅地等の増大による社会経済上重要な施設の増加 

（他の関係主体） 

 都道府県 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ・ 第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「一日も早く被災者の方々が安心して生活できるよう、復旧と復興に全力を尽くすとともに、阪神・淡路大震災

の発生から１０年目の本年、災害に強い国づくりを一層進めてまいります。」 

・ 第１６６回国会施政方針演説（平成１９年１月２６日） 

「大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を戦略的、重点的に進めます。迅速かつ正確に防災情報を提供

し、お年寄りや障害者などの被害を最小限にするように努めます。」 

・ 第１６９回国会施政方針演説（平成２０年１月１８日） 

「自然災害時の犠牲者ゼロを目指し、お年寄りや障害をお持ちの方への対策、小中学校や住宅の耐震化を進めま

す。被災者の生活再建支援にも万全を期します。都市の防災について、密集市街地対策を進めるとともに、大

規模地震発生に備え、高層建築物の防災対策や避難地・防災拠点の整備を進めるなど、総合的な対策を講じて

まいります。」 

・ 第１７４回国会施政方針演説（平成２２年１月２９日） 

「災害列島といわれる日本の安全を確保する責任を負う者として、防災、そして少しでも被害を減らしていく「減

災」に万全を期さねばならないとあらためて痛感しました。」 

・ 第１８０回国会施政方針演説（平成２４年１月２４日） 

「津波を含むあらゆる自然災害に強い持続可能な国づくり・地域づくりを実現するため、災害対策全般を見直し、

抜本的に強化します。」 

・ 第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「命を守るための『国土強靭化』が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害へ

の備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

・ 第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日） 

「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や、

治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフトの両面から、事前防災、減災、老朽化対策に取り

組み、優先順位をつけながら国土強靱化を進めます。」 

  ・ 第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害など

に対して、インフラの整備に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強

靱化を進めてまいります。」   

 【閣議決定】 

・ 経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日） 

「集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、豪雪、

火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的に実施

する。」（第３章３．） 

評 価 

 

①Ａ 

②Ａ 

 

目標値：①約５１％ ②約３９％ （平成２８年度） 

実績値：①約４８％ ②約３３％ （平成２５年度） 

①約４９％ ②約３５％ （平成２６年度） 

初期値：①約４６％ ②約２９％ （平成２３年度） 

196



・ 国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日） 

「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危

険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めるとともに、土地利用と一体となった減災

対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝達、警戒避難体制整備等のソフト

対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支援しつつ、強力に実施する。」

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

① 約４６％ 

② 約２９％ 

① 約４７％ 

② 約３１％ 

① 約４８％ 

② 約３３％ 

① 約４９％ 

② 約３５％ 

 

 

   
  

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

（予算） 

① 砂防設備の整備（◎） 

土砂流出による災害から人命、財産等を守ることを通じ、国土の保全と国民が安全で安心できる社会づくり

を進める。 

 予算額：砂防事業費等９３０億円の内数（平成２５年度事業費） 

砂防事業費等９５６億円の内数（平成２６年度事業費） 

     砂防事業費等（補正）２２５億円の内数（平成２５年度事業費） 

砂防事業費等（補正）１２３億円の内数（平成２６年度事業費） 

     社会資本整備総合交付金９，０８９億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，１４５億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金（補正）１，３１０億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金（補正）   ２５億円の内数（平成２６年度国費） 

     防災・安全交付金１０，３２４億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金１０，７２７億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金（補正）１，８４７億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金（補正）  ５０５億円の内数（平成２６年度国費） 

     沖縄振興公共投資交付金８１０億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正）２６億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正） ４億円の内数（平成２６年度国費） 

 

② 地すべり防止施設の整備（◎） 

人家、公共建物等に対する地すべり等による被害を防止・軽減することを通じ、国土の保全と国民が安全で

安心できる社会づくりを進める。 

 予算額：砂防事業費等９３０億円の内数（平成２５年度事業費） 

砂防事業費等９５６億円の内数（平成２６年度事業費） 

     砂防事業費等（補正）２２５億円の内数（平成２５年度事業費） 

砂防事業費等（補正）１２３億円の内数（平成２６年度事業費） 

     社会資本整備総合交付金９，０８９億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，１４５億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金（補正）１，３１０億円の内数（平成２５年度国費） 
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社会資本整備総合交付金（補正）   ２５億円の内数（平成２６年度国費） 

     防災・安全交付金１０，３２４億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金１０，７２７億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金（補正）１，８４７億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金（補正）  ５０５億円の内数（平成２６年度国費） 

     沖縄振興公共投資交付金８１０億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正）２６億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正） ４億円の内数（平成２６年度国費） 

③ 急傾斜地崩壊対策施設の整備（◎） 

急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを通じ、国土の保全と国民が安全で安心できる社

会づくりを進める。 

 予算額：砂防事業費等９３０億円の内数（平成２５年度事業費） 

砂防事業費等９５６億円の内数（平成２６年度事業費） 

     砂防事業費等（補正）２２５億円の内数（平成２５年度事業費） 

砂防事業費等（補正）１２３億円の内数（平成２６年度事業費） 

     社会資本整備総合交付金９，０８９億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金９，１４５億円の内数（平成２６年度国費） 

社会資本整備総合交付金（補正）１，３１０億円の内数（平成２５年度国費） 

社会資本整備総合交付金（補正）   ２５億円の内数（平成２６年度国費） 

     防災・安全交付金１０，３２４億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金１０，７２７億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金（補正）１，８４７億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金（補正）  ５０５億円の内数（平成２６年度国費） 

     沖縄振興公共投資交付金８１０億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正）２６億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正） ４億円の内数（平成２６年度国費） 

（税制） 

① 砂防設備の設置のために地役権を設定する場合の譲渡所得の特別控除適用（所得税） 

導流堤及び遊砂地の設置のために設定される地役権の対価が一定価格を超える場合、譲渡取得について特別

控除を適用し、砂防設備の整備推進に寄与。 

② 砂防指定地に対する固定資産税の課税標準の特例（固定資産税） 

砂防法第２条の規定に基づき指定された砂防指定地のうち、山林に係る固定資産評価額について減免措置を

適用し、砂防設備の整備促進に寄与。 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績は、①重要交通網にかかる箇所 約４９％、②主要な災害時要援護者関連施設 約３５％で

ある。①及び②はともに、目標の達成に向けて着実に進捗している。 

（事務事業等の実施状況） 

・大規模崩壊地等における根幹的な土砂災害対策や被災すると経済活動に甚大な影響を及ぼす重要交通網等の保全

は、従来から予防的な対策に取り組んできた。 

・平成２３年東日本大震災への対応として、強い地震動により不安定な土砂が流動化し、被災地の復興に不可欠な

重要交通網等に甚大な被害を及ぼすおそれが高まっている地域において、土砂災害対策を実施した。 

・災害時要援護者関連施設の保全は、平成１０年８月の福島県での災害時要援護者関連施設の被災（死者５名）を

受け、総合的な土砂災害対策の強化を図ってきた。 

・平成２１年７月には山口県で災害時要援護者関連施設の被災（死者 7 名)が発生したことを受け、市町村や福祉

部局等、関係機関との連携による災害時要援護者関連施設等に係る土砂災害対策の推進を都道府県に通知すると

ともに、平成２１年の豪雨・台風被害に鑑み、国土交通省をはじめ関係７府省庁連名で、災害時要援護者を含む

避難支援対策の推進を都道府県に通知し、ハード・ソフト両面での土砂災害対策のより一層の重点的な推進を図

ってきた。 

・平成２３年７月には「今後の土砂災害対策を考える会」の意見を踏まえ「今後の土砂災害対策の方向性」をとり

まとめ、「国土の保全に資する土砂災害対策の推進」「土砂災害対策を取り巻く社会条件・自然環境の変化への対

応」の一環として、社会経済上重要な施設の保全のための土砂災害対策を進めているところ。 

・平成２６年度の補正予算においても、当該指標に係る箇所での事業を進めている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・当該業績指標のうち、①重要交通網にかかる箇所及び②主要な災害時要援護者関連施設はともに着実に進捗して

いることから、既存施策を引き続き推進していくこととし、「Ａ」と評価した。 

・本施策は、国土保全や安全で安心できる社会の形成のために非常に重要であることから、一層の重点的な取り組
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みの必要性について十分理解が得られるよう、都道府県に対して機会あるごとに周知・要請に努め、目標の達成

を目指している。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局砂防部砂防計画課（課長 栗原 淳一）  
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業績指標６５ 

 土砂災害警戒区域指定数 

 

 

（指標の定義） 

土砂災害警戒区域の指定数 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成１９年度以降の実績の推移を勘案し設定。 

（外部要因） 

地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

 都道府県及び市町村 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 ・ 第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「一日も早く被災者の方々が安心して生活できるよう、復旧と復興に全力を尽くすとともに、阪神・淡路大震災

の発生から１０年目の本年、災害に強い国づくりを一層進めてまいります。」 

・ 第１６６回国会施政方針演説（平成１９年１月２６日） 

「大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を戦略的、重点的に進めます。迅速かつ正確に防災情報を提供

し、お年寄りや障害者などの被害を最小限にするように努めます。」 

・ 第１６９回国会施政方針演説（平成２０年１月１８日） 

「自然災害時の犠牲者ゼロを目指し、お年寄りや障害をお持ちの方への対策、小中学校や住宅の耐震化を進めま

す。被災者の生活再建支援にも万全を期します。都市の防災について、密集市街地対策を進めるとともに、大

規模地震発生に備え、高層建築物の防災対策や避難地・防災拠点の整備を進めるなど、総合的な対策を講じて

まいります。」 

・ 第１７４回国会施政方針演説（平成２２年１月２９日） 

「災害列島といわれる日本の安全を確保する責任を負う者として、防災、そして少しでも被害を減らしていく「減

災」に万全を期さねばならないとあらためて痛感しました。」 

・ 第１８０回国会施政方針演説（平成２４年１月２４日） 

「津波を含むあらゆる自然災害に強い持続可能な国づくり・地域づくりを実現するため、災害対策全般を見直し、

抜本的に強化します。」 

・ 第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「命を守るための『国土強靭化』が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害へ

の備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

・ 第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日） 

「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修

や、治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフトの両面から、事前防災、減災、老朽化対策に

取り組み、優先順位をつけながら国土強靱化を進めます。」 

・ 第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日）「近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害など

に対して、インフラの整備に加え、避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強

靱化を進めてまいります。」   

 【閣議決定】 

・ 経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日） 

「集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、豪雪、

火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的に実施

する。」（第３章３．） 

・ 国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日） 

「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危

険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めるとともに、土地利用と一体となった減災

対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝達、警戒避難体制整備等のソフト

対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支援しつつ、強力に実施する。」

・ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成 26 年 10 月

14 日） 

・ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律施行令（平成 27 年

1月 9日） 

 【閣決（重点）】 

評 価 

 

 

Ａ 

 

 

目標値：約４６万区域（平成２８年度） 

実績値：約３５万区域（平成２５年度） 

    約４０万区域（平成２６年度） 

初期値：約２５万９千区域（平成２３年度） 
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  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約 22 万区域 約 25 万 9千区域 約 31 万区域 約 35 万区域 約 40 万区域 

 

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 
（予算） 
○砂防基礎調査・急傾斜地基礎調査の実施（◎） 

砂防基礎調査・急傾斜地基礎調査の実施を通じ、土砂災害警戒区域等の指定を行い、国土の保全と国民が安
全で安心できる社会づくりを進める。 
 予算額：防災・安全交付金    １０，３２４億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金    １０，７２７億円の内数（平成２６年度国費） 

     防災・安全交付金（補正）１，８４７億円の内数（平成２５年度国費） 

防災・安全交付金（補正）  ５０５億円の内数（平成２６年度国費） 

     沖縄振興公共投資交付金 ８１０億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金 ９３２億円の内数（平成２６年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正） ２６億円の内数（平成２５年度国費） 

沖縄振興公共投資交付金（補正）  ４億円の内数（平成２６年度国費） 

 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績は約４０万区域であり、目標の達成に向けて着実に進捗している。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成１３年に施行された土砂災害防止法に基づき、土砂災害から国民の生命及び身体を守るため、土砂災害警戒

区域の指定により、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制

の整備を図るとともに、著しい危害が発生するおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域として指定し、一定の

開発行為を制限するほか、建築物の構造を規制すること等により、土砂災害防止のための対策を推進している。

・平成１７年７月の同法の一部改正では、市町村に対する土砂災害ハザードマップの配布の義務付けや、土砂災害
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情報の伝達方法の市町村地域防災計画への規定を義務づけたほか、平成１８年９月に土砂災害防止法に基づく土

砂災害防止対策基本指針を変更し、市町村の警戒避難体制整備に対する都道府県の役割について述べるなど、警

戒避難体制整備を強化し、土砂災害防止対策の効率的な推進を図っている。 

・平成２３年度には土砂災害防止法に関する政策レビュー実施し、レビューで明らかになった課題を踏まえ、引き

続き、早期の区域指定に向けた取り組みを推進しているところ。 

・平成２６年１１月の同法の一部改正では、基礎調査結果の公表の義務付けや、土砂災害警戒情報の市町村への通

知及び一般への周知、市町村地域防災計画へ避難場所、避難経路等を明示すること等が義務づけられた。また、

平成２７年１月に土砂災害防止法に基づく土砂災害防止対策基本指針を変更し、おおむね５年程度で基礎調査を

完了させることを目標として、都道府県が実施目標を設定することや避難場所、避難経路の設定、ハザードマッ

プの作成等、市町村地域防災計画の見直しにかかる事項について述べるなど、警戒避難体制の充実・強化に向け

た土砂災害対策を促進している。 

・毎年６月の土砂災害防止月間では、行政機関、防災関係機関及び地域住民が参加する土砂災害・全国統一防災訓

練を全国的に実施し、土砂災害に対する警戒避難体制の強化及び防災意識の向上を図っている。 

・平成２６年度までに、全国で約４０万区域の土砂災害警戒区域が指定された。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・当該業績指標は着実に進捗しており、また、既存施策を引き続き推進していくこととし、「Ａ」と評価した。 

・土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体

制の整備により、土砂災害から国民の生命及び身体を守るために指定するものである。 

・平成２６年度までに、全国で約４０万区域の土砂災害警戒区域が指定されたが区域指定は完了していない。引き

続き、財政支援や先進事例を紹介するなど、基礎調査及び区域指定の進捗を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

防災・安全交付金に土砂災害防止法に基づく基礎調査のための優先配分枠制度を創設し、基礎調査の確実な実施

を支援することにより、区域指定を促進する。 

（平成２８年度以降） 

防災・安全交付金に土砂災害防止法に基づく基礎調査のための優先配分枠制度を創設し、基礎調査の確実な実施を

支援することにより、区域指定を促進する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局砂防部砂防計画課（課長 栗原 淳一）  
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業績指標６６ 

 大規模土砂移動検知システムによる監視カバー率 

 

 

（指標の定義） 

平成２２年公表の深層崩壊推定頻度マップ（注１）において深層崩壊推定頻度が「特に高い」地域に対する大規模

土砂移動検知システム（注２）により監視できる面積の割合（以下、監視カバー率という）。 

大規模土砂移動検知システムによる監視カバー率＝①／② 

① 深層崩壊推定頻度が「特に高い」地域に大規模土砂崩壊が発生した場合に大規模土砂移動検知システムにより監

視できると思われる範囲（監視カバー範囲）の面積 

② 深層崩壊推定頻度が「特に高い」地域の総面積 

（注１）・・・過去の発生事例から得られている情報をもとに深層崩壊の発生頻度を推定したマップ 

（注２）・・・山地地域に配置した振動センサーをネットワーク化し、検知した地盤振動から、大規模な土砂移動

現象の発生位置と時間を推定することにより大規模土砂崩壊発生箇所の把握の時間短縮を行うシステム 

（目標設定の考え方・根拠） 

深層崩壊推定頻度が「特に高い」地域については、早期に大規模土砂移動検知システムにより監視できるようにす

る必要があるため、これらの地域について平成２８年度までに監視カバー率を１００％とすることを目標に設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 都道府県及び市町村 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・ 第１６２回国会施政方針演説（平成１７年１月２１日） 

「一日も早く被災者の方々が安心して生活できるよう、復旧と復興に全力を尽くすとともに、阪神・淡路大震災

の発生から１０年目の本年、災害に強い国づくりを一層進めてまいります。」 

・ 第１６６回国会施政方針演説（平成１９年１月２６日） 

「大規模地震対策や土砂災害対策など、防災対策を戦略的、重点的に進めます。迅速かつ正確に防災情報を提供

し、お年寄りや障害者などの被害を最小限にするように努めます。」 

・ 第１６９回国会施政方針演説（平成２０年１月１８日） 

「自然災害時の犠牲者ゼロを目指し、お年寄りや障害をお持ちの方への対策、小中学校や住宅の耐震化を進めま

す。被災者の生活再建支援にも万全を期します。都市の防災について、密集市街地対策を進めるとともに、大

規模地震発生に備え、高層建築物の防災対策や避難地・防災拠点の整備を進めるなど、総合的な対策を講じて

まいります。」 

・ 第１７４回国会施政方針演説（平成２２年１月２９日） 

「災害列島といわれる日本の安全を確保する責任を負う者として、防災、そして少しでも被害を減らしていく「減

災」に万全を期さねばならないとあらためて痛感しました。」 

・ 第１８０回国会施政方針演説（平成２４年１月２４日） 

「津波を含むあらゆる自然災害に強い持続可能な国づくり・地域づくりを実現するため、災害対策全般を見直し、

抜本的に強化します。」 

・ 第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「「命を守るための『国土強靭化』が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害へ

の備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

・ 第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日） 

「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や、

治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフトの両面から、事前防災、減災、老朽化対策に取り組

み、優先順位をつけながら国土強靱化を進めます。」 

・ 第１８９回国会施政方針演説（平成２７年２月１２日） 

「御嶽山の噴火を教訓に、地元と一体となって、観光客や登山者の警戒避難体制を充実するなど、火山防災対策

を強化してまいります。近年増加するゲリラ豪雨による水害や土砂災害などに対して、インフラの整備に加え、

避難計画の策定や訓練の実施など、事前防災・減災対策に取り組み、国土強靱化を進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・ 経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日） 

「集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、大規模地震、大規模水害・土砂災害、津波・高潮、豪雪、

火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的に実施

する。」（第３章３．） 

 ・ 国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日） 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１００％ （平成２８年度） 

実績値： １２％ （平成２５年度） 

     ３４％ （平成２６年度） 

初期値：  ０％ （平成２３年度） 
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「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害

危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めるとともに、土地利用と一体となった減

災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝達、警戒避難体制整備等のソフ

ト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支援しつつ、強力に実施する。」

 

 【閣決（重点）】 

 社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ０％ ０％ １２％ ３４％ 

 

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

大規模土砂災害に対する警戒避難体制の整備（◎） 

 大規模土砂災害への警戒避難体制を充実・強化するため、大規模土砂移動検知システムの整備等を推進する。 

  平成２５年度予算額：治水事業費 ６，８５４億円の内数 

  平成２６年度予算額：治水事業費 ６，９３６億円の内数 

            砂防事業費等（補正） １３０億円の内数 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・大規模土砂移動検知システムは、第一段階として各地方整備局においてセンサー等機器類の設置と通信ネットワ

ークの整備を行い、各地域の振動データを解析装置へ集約し、地方整備局ごとにシステム運用を開始する。並行

して、全国の解析装置等から得られたデータを通信ネットワークで繋ぎ、各地域から得られた解析結果を共有す

ると共に、設置が完了した機器から大規模土砂移動以外で発生する地震等のノイズを計測し、精度向上を図りつ

つ試験的に監視を開始するものである。 

・平成２４年度から振動センサーの設置を開始、平成２５年度からは設置が完了した地域からネットワーク化作業

を実施し、各地方整備局内でのデータ集約を行う環境を構築した。 

・各地方整備局におけるセンサー等機器類の設置とネットワーク化作業については、おおむね予定通り進んでいる

ことから、目標年度に目標値の達成が見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２２年８月に、過去の発生事例から得られている情報をもとに深層崩壊の推定頻度に関する全国マップを公

表し、これをもとに深層崩壊の頻度が特に高いと推定される地域を中心にさらに調査を実施し、渓流（小流域）
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レベルで評価することや、危険と判断された箇所については、必要に応じて天然ダムが形成される可能性などの

調査を実施し、周辺や下流の自治体とともに警戒避難対策について検討することとした。 

・平成２２年１１月の土砂災害防止法の一部改正では、平成２１年１２月の「特殊な土砂災害等の警戒避難に関す

る法制度検討会」から示された提言を踏まえ、大規模な土砂災害が急迫している状況において、市町村が適切に

住民の避難指示の判断等を行えるよう、国土交通省又は都道府県が緊急調査を実施し、被害が想定される区域・

時期の情報を提供することとした。 

・平成２３年７月に開催した「今後の土砂災害対策を考える会」の意見を踏まえ「今後の土砂災害対策の方向性」

をとりまとめ、「国土の保全に資する土砂災害対策の推進」「土砂災害対策を取り巻く社会条件・自然環境の変化

への対応」の一環として、大規模土砂移動検知システムの整備を進めているところである。 

・平成２４年度当初予算より、日本再生重点化措置の激甚な水害・土砂災害が生じた地域等における災害対策とし

て、大規模災害時のより迅速な対応を図るため、深層崩壊発生の危険性が高い地域において、大規模土砂移動検

知システムの整備を開始した。 

・平成２５、２６年度は全国で振動センサーの設置を進めつつ、設置が完了した地域からネットワーク化作業を実

施して各地方整備局内でデータ集約を行う環境を構築したことから、土砂移動や地震等による振動データを取得

できるようになった地域において大規模土砂移動検知システムの運用を開始した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・大規模土砂移動検知システムについて、調整を行いつつ段階的に性能の向上を図るとともに、引き続き振動セン

サーの設置及びネットワーク化作業を進め、全国でシステムの整備を進める。 

・平成２７年度は各地方整備局で監視が開始される予定であり、予定どおり目標年度に目標値を達成すると見込ま

れるが、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局砂防部砂防計画課（課長 栗原 淳一）  
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業績指標６７ 

 リエゾン協定締結率（国土交通省等とリエゾン（現地情報連絡員）派遣に関する協定を締結している全国の市町村

の割合） 

 

 

（指標の定義） 

国土交通省とリエゾン（現地情報連絡員）派遣に関する協定を締結している全国の市町村の割合（％） 

国土交通省とリエゾン派遣に関する協定を締結している市町村の割合（％）＝①/②×１００ 

①国土交通省とリエゾン派遣に関する協定を締結している市町村数 

②全国の市町村数（政令指定都市等は除く） 

（目標設定の考え方・根拠） 

本指標のリエゾン協定は、大規模自然災害等が発生又は発生の恐れがある場合において、国土交通省及び市町村

が必要とする各種情報の交換等に係る事項を定め、もって適切な災害対処に資することを目的とする。 

なお、全国政令指定都市とは既に協定締結済であるため、本指標では対象外としている。 

全国の市町村と迅速な情報共有を図ることにより、被災地域の被害拡大の防止や２次被害防止、を図り、国民の

安全・安心及び民生の安定を確保するため、できるだけ早期に全国全市町村との間で協定を締結する必要があるこ

とから、平成２８年度までに１００％にすることを目標とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 全国市町村（政令指定都市を除く）。 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  － 

 【閣議決定】 

  － 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章 計画期間における重点目標と事業の概要」の「重点目

標１ 大規模又は広域的な災害リスクを低減させる」に記載。 

 【その他】 

  － 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ７１％ ９１％ ９４％ ９９％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％（平成２８年度） 

実績値： ９４％（平成２５年度） 

     ９９％（平成２６年度） 

初期値： ７１％（平成２３年度） 
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（％） リエゾン協定を締結している全国市町村の割合
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・早期に全国市町村との協定締結を図ることを目途に、その主旨や過去の災害時における効果等について引き続き

市町村に説明することにより協定率の向上を図り、被災時における的確かつ迅速な災害対処体制の構築を図る。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度は、協定締結率を順調に伸ばしている。 

（事務事業等の実施状況） 

・全国各地方整備局等と市町村の間で定期的にリエゾン協定に係る協議を実施する体制を構築。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度は、協定締結率を順調に伸ばしている。 

・東日本大震災等、近年頻発する大規模自然災害での国土交通省リエゾンの果たした役割について、被災した 

市町村からの一定の評価を踏まえ、非常時における国土交通省の役割について明確に説明し、協定の締結促進 

を図ることとする。 

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 特になし 

（平成２８年度以降） 

 特になし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局 防災課（課長 平井 秀輝） 
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業績指標６８ 

大規模災害を想定した「地域ブロック広域訓練」の①実施地域ブロック数、②参加都道府県及び③政令指定都市数

 

 

（指標の定義） 

東日本大震災や東海・東南海・南海地震等の大規模災害を想定し、国の地方支分部局、地方公共団体、ライフライ

ン・インフラ事業者等、マスコミ、関係団体等で構成する協議会等が主体となり、地域ブロックで実施する「地域ブ

ロック広域訓練」の実施ブロック数、参加都道府県及び政令指定都市数 

①：全ブロックで実施   ②：全都道府県と共同実施   ③：全政令指定都市と共同実施  

（目標設定の考え方・根拠） 

 大規模災害は、広域かつ甚大な被害となることから、各関係機関は相互の連携のもと、広域的かつ実践的な防災訓

練を実施し、もって、総合的な防災力の強化を図る必要があり、こうした防災訓練は全国でできるだけ早期に実施す

る必要があることから、平成２８年度までに１００％にすることを目標としている。 

（外部要因） 

地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

都道府県、政令指定都市、ライフライン・インフラ事業者、マスコミ等 

（重要政策） 

 【施策方針】 

  － 

【閣議決定】 

 － 

【閣決（重点）】 

 社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章計画期間における重点目標と事業の概要」の「重点目

標１大規模又は広域的な災害リスクを低減させる」に記載。 

【その他】 

 － 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ 

－ 

－ 

①１ﾌﾞﾛｯｸ (10%) 

②５団体  (11%) 

③２団体  (10%) 

①４ﾌﾞﾛｯｸ (40%) 

②22 団体  (47%) 

③９団体  (45%) 

①５ﾌﾞﾛｯｸ (50%) 

②25 団体  (53%) 

③10 団体  (50%) 

①９ﾌﾞﾛｯｸ (90%) 

②43 団体  (92%) 

③15 団体  (75%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

 

① Ａ 

② Ａ 

③ Ａ 

 

 

目標値：①１０ブロック（１００％）（平成２８年度） 

    ②４７団体  （１００％）(平成２８年度) 

    ③２０団体  （１００％）（平成２８年度） 

実績値：① ９ブロック（ ９０％）（平成２６年度） 

      ５ブロック（ ５０％）（平成２５年度） 

    ②４３団体  （ ９２％）（平成２６年度） 

     ２５団体  （ ５３％）（平成２５年度） 

    ③１５団体  （ ７５％）（平成２６年度） 

     １０団体  （ ５０％）（平成２５年度） 

初期値：① １ブロック（ １０％）（平成２３年度） 

    ② ５団体  （ １１％）（平成２３年度） 

    ③ ２団体  （ １０％）（平成２３年度） 
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（％）
②「地域ブロック広域訓練」への参加都道府県数

年 度
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①「地域ブロック広域訓練」の実施地域ブロック数
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③「地域ブロック広域訓練」への参加政令指定都市数

年 度
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

関係機関との連携強化を図ることを目的に、協議会や連絡会等を通じた広域的な防災訓練の開催並びに訓練への

積極的な参加を促す。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 各指標ともに目標達成に向け順調に進捗しており、平成２６年度の取組みを継続することで目標値を達成すると

見込まれる。 

（事務事業の実施状況） 

各ブロックにおいて、協議会や連絡会等を通じた広域的な防災訓練の開催並びに訓練への積極的な参加を促して

いる。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

各指標ともに目標達成に向け順調に進捗している。 

また、更なる関係機関との連携強化を図るため、引続き、訓練への積極的な参加を促すとともに、防災訓練のフ

ォローアップに努め、より実践的・効果的な訓練となるよう工夫していく。 

以上のことからＡと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局防災課（課長 平井 秀輝） 

 

209



 
業績指標６９ 

 主要な河川構造物の長寿命化計画策定率 

 

 

（指標の定義） 

・堰、水門、排水機場等、主要な河川構造物について、施設毎に長寿命化計画を作成している施設の割合（％） 

主要な河川構造物の長寿命化計画策定率＝①／② 

①：長寿命化計画を策定済み施設数 

②：堰、水門、排水機場等主要な河川管理施設（約３，５００施設） 

（目標設定の考え方・根拠） 

本指標は、老朽化の進む河川構造物の点検・整備・更新等を、中長期の展望を持って効果的・効率的に推進してい

くことを目的に策定する河川構造物の長寿命化計画の策定状況を評価するものである。 

主要な河川構造物について確実な安全性を確保しつつ、長寿命化を促進し、コストの抑制を図るため、全ての主要

な河川構造物について、できるだけ早期に計画を策定する必要があることから、平成２８年度までに河川構造物の長

寿命化計画の全施設の策定を目標とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・「日本再興戦略」改訂 2014 -未来への挑戦-（平成 26 年 6 月 24 日）「インフラ長寿命化については、国や地方公共

団体等の各インフラを管理・所管する者は、2016 年度末までに「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定した

上で、個別施設計画を策定し、メンテナンスサイクルを推進する。」（二．戦略市場創造プラン テーマ３（３））

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成 24 年８月 31 日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

・インフラ長寿命化基本計画（平成 25 年 11 月 29 日） 

・国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（平成 26 年 5 月 21 日） 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ 約３％ 約３０％ 約５５％ 約８６％ 
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（％） 主要な河川構造物の長寿命化計画策定率

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％ （平成２８年度） 

実績値：約５５％ （平成２５年度） 

    約８６％ （平成２６年度） 

初期値：約３％  （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

社会資本の的確な維持管理・更新（◎） 

我が国においては、高度経済成長時代に集中投資した社会資本の老朽化の進行が見込まれていることから、 

社会資本がその役割を十分果たすことができるよう、適切な老朽化対策を講じる必要がある。 

そのため、社会資本の実態把握に努めるとともに、定期的な巡視、点検の実施や長寿命化計画の策定、予防 

的な修繕や計画的な更新を進めるなど、戦略的な維持管理・更新を実施する。 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「順調である」 

過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２４年度、全国に対して長寿命化計画策定に関する通知を送付 

・平成２５年度に実施した規制の事前評価である「水防法及び河川法の一部を改正する法律案」の事後検証に

ついては、本業績指標をもってその効果を測定しているところ、平成２６年度の実績値は約８６％となり、目

標年度には目標値を達成すると見込まれることから、順調であると評価できる。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれ、引き続き既存の施策を推進して

いくこととし、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

主要な河川構造物以外の河川構造物について、長寿命化計画を順次策定する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 水管理・国土保全局河川環境課（課長 小俣 篤）  
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約28％ - 約28％  約31％  約33％ 約35％ 約66％

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

0% - 0 約33％ 約48％ 約54％ 約57％

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約78％ - 約78％ 約80％ 約81％ 約82％ 約85％

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

0% - 0％ 14％ 53％ 61％ 100％

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約6％ - 約6％  約9％  約15％
 約39％

（速報値）
約100％

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約53％ - 約53％  約72％  約77％  約78％ 約100％

- - - - -

施策目標個票
（国土交通省26－⑬）

施策目標 津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

海岸保全施設等の施設を充実させるとともに、津波・高潮ハザードマップや住民避難対策の促進により、ハード・ソフト
一体となった総合的な防災対策を進めることにより、効率的に津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進す
る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

Ａ

70　東海・東南海・南海地震等
の大規模地震が想定されてい
る地域等における海岸堤防等
の整備率（計画高までの整備と
耐震化）

実績値

年度ごとの目標値

④進展が大きくない

評価結果

　引き続き、海岸事業等の既存及び目標年度までの間に拡充・創設した事業制度等
によりハード・ソフト一体となった総合的な防災対策を進め、津波・高潮・侵食等によ
る災害の防止・減災を推進していく。

評価

Ｂ

多く業績指標の実績値が平成28年度の目標値の達成に向けた成果を示している
が、業績指標70等は目標達成に向けた成果を示していない。業績指標70は、目標年
度までの達成は難しいが、東日本大震災の被災地における海岸堤防等の復旧・復
興について、平成30年度までの完了を目指し、鋭意着工し、工事を推進する等、引き
続き取り組みを進めていく。

評価

施策の分析
　海岸事業等の既存及び目標年度までの間に拡充・創設した事業制度等によりハー
ド・ソフト一体となった総合的な防災対策を推進しており、目標値の達成に向けた成
果を示している。

年度ごとの目標値

74　海岸堤防等の老朽化調査
実施率

実績値

Ａ

72　最大クラスの津波ハザード
マップを作成・公表し、防災訓
練等を実施した市町村の割合

実績値

56　【再掲】東海・東南海・南海
地震等の大規模地震が想定さ
れる地域等において、今後対
策が必要な水門・樋門等の自
動化・遠隔操作化率

実績値

年度ごとの目標値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

年度ごとの目標値

71　侵食海岸において、現状の
汀線防護が完了した割合

実績値
評価

評価

Ａ

年度ごとの目標値

73　下水道津波BCP策定率
（BCP：事業継続計画）

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

評価

Ａ
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24年度 25年度 26年度 27年度

21,611 26,843 27,723 28,102

9,787 3,850 598 -

11,395 17,858 13,177 -

42,793 48,550 41,498 28,102

24,908 34,976

17,858 13,177

27 397

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

水管理・国土保全局海岸室
（室長　井上　智夫）
港湾局海岸・防災課
（課長　眞田　仁）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名
水管理・国土保全局

港湾局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
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業績指標７０ 

 東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防等の整備率（計画高までの整備

と耐震化） 

 

 

（指標の定義） 

東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等で、耐震対策等により、背後地の重要な保全対象

等の防護が完了する海岸における堤防等（堤防、護岸、胸壁）の整備率＝①／② 

①：東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等で、耐震対策等により、背後地の重要な保全

対象等の防護が完了する海岸の海岸堤防等の総延長のうち、計画高までの整備と耐震性の確保が完了している

延長 

②：上記対象海岸の海岸堤防等の総延長 

（目標設定の考え方・根拠） 

東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域については、できるだけ早期に海岸堤防等を整備す

る必要がある。また、東日本大震災の被災地では、平成２７年度末までに復旧を完了させる予定である。長期的には

対象海岸全体で整備率を１００％とすることを目標に、当面の目標として平成２８年度までに達成可能な値として設

定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 農林水産省、地方公共団体等（事業実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）の取

組を推進する。同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された「国土強靱化基本計画」及び「国

土強靱化アクションプラン」に基づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点化・優先順位付

け、ハード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効

果の的確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、

河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めると

ともに、土地利用と一体となった減災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝

達、警戒避難体制整備等のソフト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支

援しつつ、強力に実施する。これにより、気候変動等の影響も踏まえ、計画規模を上回る、あるいは整備途上で発

生する災害に対しても被害を最小化する。」 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ 約２８％ 約３１％ 約３３％ 約３５％ 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約６６％ （平成２８年度） 

実績値：約３３％ （平成２５年度） 

    約３５％ （平成２６年度） 

初期値：約２８％ （平成２３年度） 
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東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等におけ

る海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

海岸堤防等の耐震化（◎） 

堤防・護岸等の耐震対策等を実施することにより、地震発生に伴う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害

の防止・軽減を図る。 

予算額：海岸事業費２６１億円（平成２５年度事業費）の内数 

防災・安全交付金１０，３２４億円（平成２５年度国費）の内数 

 

海岸事業費３０２億円（平成２６年度事業費）の内数 

防災・安全交付金１０，７２７億円（平成２６年度国費）の内数 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。  

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２５年に中央防災会議で公表された新たな南海トラフの地震の想定等を踏まえて、海岸管理者が海岸保全施

設の耐震性の整備目標を変更したことなどから、平成２６年度の実績値は約３５％であり、目標値の達成に向け

たトレンドを下回っている。 

（事務事業等の実施状況） 

・地震発生に伴う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害の防止を図るため、堤防・護岸等の耐震対策等を推

進している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・被災地以外においては、多くの事業が円滑に進捗している。 

・また、平成２６年度より既存制度を拡充し、海岸管理者に対して、耐震性能調査についても支援し、耐震対策を

推進している。 

・東日本大震災の被災地における海岸堤防等の復旧・復興については、平成３０年度末までの完了を目指し、鋭意

着工し、工事を推進している状況である。 

・以上より、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

・なし 
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担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局砂防部保全課海岸室（室長 井上 智夫） 

港湾局海岸・防災課（課長 眞田 仁） 
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業績指標７１ 

 侵食海岸において、現状の汀線防護が完了した割合 

 

 

（指標の定義） 

侵食海岸において、現状の汀線防護が完了した割合＝①／② 

①侵食海岸の汀線防護が完了している延長 

②侵食海岸の汀線防護を実施すべき延長 

（目標設定の考え方・根拠） 

長期的には１００％とすることを目標に、当面の目標として平成２８年度までに達成可能な値として設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 農林水産省、地方公共団体等（事業実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）の取

組を推進する。同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された「国土強靱化基本計画」及び「国

土強靱化アクションプラン」に基づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点化・優先順位付

け、ハード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効

果の的確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「地震・津波、洪水・高潮、火山・土砂災害等の自然災害に対して、

河川管理施設、海岸保全施設、土砂災害危険箇所等における砂防設備や治山施設の整備等のハード対策を進めると

ともに、土地利用と一体となった減災対策、ハザードマップの作成推進及び周知徹底、災害発生時の的確な情報伝

達、警戒避難体制整備等のソフト対策を効率的・効果的に組み合わせた総合的な対策を、地方公共団体を適切に支

援しつつ、強力に実施する。これにより、気候変動等の影響も踏まえ、計画規模を上回る、あるいは整備途上で発

生する災害に対しても被害を最小化する。」 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ 約７８％ 約８０％ 約８１％ 約８２％ 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約８５％ （平成２８年度） 

実績値：約８１％ （平成２５年度） 

    約８２％ （平成２６年度） 

初期値：約７８％ （平成２３年度） 
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（％） 侵食海岸において、現状の汀線防護が完了した割合

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

侵食対策事業（◎） 

海岸侵食により被害が発生するおそれのある地域について、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新設

又は改良を実施することにより、浸水被害の防止・軽減を図る。 

予算額：海岸事業費２６１億円（平成２５年度事業費）の内数 

防災・安全交付金１０，３２４億円（平成２５年度国費）の内数 

 

海岸事業費３０２億円（平成２６年度事業費）の内数 

防災・安全交付金１０，７２７億円（平成２６年度国費）の内数 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。  

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は約８２％であり、多くの事業が円滑に進捗していることから、目標年度に達成すると 

見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・侵食対策事業を実施。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は約８２％であり、目標達成に向けて着実な進捗を示していることから、Ａと評価し 

た。 

・引き続き、既存の制度を活用して、効率的な海岸侵食対策を進めていく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局砂防部保全課海岸室（室長 井上 智夫） 

港湾局海岸・防災課（課長 眞田 仁） 
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業績指標７２ 

最大クラスの津波ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合  

 

 

（指標の定義） 

最大クラスの津波ハザードマップ作成対象市町村数のうち津波ハザードマップを作成・公表し、かつ防災訓練等を

実施した市町村数の割合（％） 

ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合＝①／② 

①：津波ハザードマップを作成・公表済みかつ防災訓練を実施した市町村数 

②：津波ハザードマップ作成対象となると想定している市町村数 

（目標設定の考え方・根拠） 

最大クラスの津波に対して人命を守る観点から緊急に警戒避難体制が必要な市町村について、津波ハザードマップ

を作成・公表し、防災訓練をすることは、最大クラスの津波発生時に備え、円滑かつ迅速な避難の確保に資するもの

であり、本指標はその成果を測るものである。 

最大クラスの津波（発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波）で人的被害が発生また

は発生することが懸念される市町村（東日本大震災で死者・行方不明者が発生した沿岸市町村及び、東海・東南海・

南海地震で同様の被害が懸念される市町村）については、できるだけ早期に防災訓練等が行われる必要があり、これ

らの市町村の全てで、計画期間中（平成２８年度まで）に実施を目標とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方自治体（都道府県） （津波浸水想定の設定・公表、津波災害警戒区域の指定） 

 地方自治体（市町村）  （ハザードマップ作成・防災訓練実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ・ 第１８３回国会 施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

   「命を守るための「国土強靭化」が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災 

   害への備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守りま 

   す。」 

 【閣議決定】 

  ・ 基本方針（平成２４年１２月２６日）「老朽化インフラ対策など事前防災のための国土強靭化の推進や、大 

    規模な災害やテロなどへの危機管理対応にも万全を期すなど、国民の暮らしの不安を払拭し、安心社会をつ

    くる。」 

 【閣決（重点）】 

   ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ０％ １４％ ５３％ ６１％ 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（％）
最大クラスの津波ハザードマップを作成・公表し、

防災訓練等を実施した市町村の割合

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％（平成２８年度） 

実績値：５３％ （平成２５年度） 

    ６１％ （平成２６年度） 

初期値：０％  （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・市町村の津波ハザードマップの作成及び公表を支援し、合わせて防災訓練等を実施することで住民の防災意識の

向上を促し、津波時における円滑かつ迅速な避難の確保に資するものである。 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績は前年度に比べて伸びており、目標達成に向けて順調に進捗している。 

平成２４年度より津波ハザードマップの基となる最大クラスの津波浸水想定の設定・公表が着実に進められて 

おり、津波ハザードマップの作成・公表も進められている。加えて、ハザードマップを活用した防災訓練の実 

施を促していくことで、実績値の向上が見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・市町村による津波ハザードマップの作成を促進するため、ハザードマップ作成の手引きの改訂を検討中 

・平成１９年４月に「ハザードマップポータルサイト」を開設。 

（http://www1.gsi.go.jp/geowww/disapotal/index.html） 

・最大クラスの津波浸水想定の設定については、平成２６年度末までに２２県が公表。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績は前年度に比べて伸びており、目標達成に向けて順調に推移している。 

・都道府県が設定する最大クラスの津波浸水想定に基づいて、市町村による津波ハザードマップの作成を促進する

ため、ハザードマップ作成の手引きの改訂を検討中であり、今後市町村が、津波ハザードマップを作成・公表し、

ハザードマップを活用した津波避難訓練等の防災訓練の実績値の向上が期待される。 

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 市町村による津波ハザードマップの作成を促進するため、ハザードマップ作成の手引きの改訂を検討中であり、最

 大クラスの津波ハザードマップを作成・公表し、ハザードマップを活用して津波避難訓練等を実施する市町村を支

 援する。 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局河川環境課（課長 小俣 篤）  
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業績指標７３ 

 下水道津波ＢＣＰ策定率（ＢＣＰ：事業継続計画） 

 

 

（指標の定義） 

東海、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が想定されている地域に位置し、沿岸域にある

下水処理場のうち、津波を対象とした下水道ＢＣＰを策定した割合。  

（分母）東海、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が想定されている地域に位置し、 

沿岸域にある下水処理場数 

（分子）津波を対象とした下水道ＢＣＰを策定した下水処理場数 

（目標設定の考え方・根拠） 

東海、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が想定されている地域に位置し、沿岸域にある

下水処理場については、できるだけ早期に下水道ＢＣＰを策定する必要があり、その全てについて平成２８年度

までに津波を対象とした下水道ＢＣＰを策定することとして設定。 

（外部要因） 

  なし 

（他の関係主体） 

  地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

約６％ 約９％ 約１５％ 約３９％（速報値）  

 

 
 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約１００％      （平成２８年度） 

実績値：約 １５％      （平成２５年度） 

    約 ３９％（速報値） （平成２６年度） 

初期値：約  ６％      （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○ 下水道施設の地震対策の推進（◎） 

・管きょの耐震化や計画的な減災対策等の促進を図り、下水道施設の地震対策を推進するため、事業を実施する

地方公共団体に対して補助を行う。 

社会資本整備総合交付金予算額 ９，０３１億円の内数（平成２５年度国費） 

               ９，１２４億円の内数（平成２６年度国費） 

防災・安全交付金予算額  １兆０，４６０億円の内数（平成２５年度国費） 

１兆０，８４１億円の内数（平成２６年度国費） 

下水道事業関連予算額        ５４億円の内数（平成２５年度国費） 

５３億円の内数（平成２６年度国費） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・当指標の平成２６年度の実績値は約３９％（速報値）であり、平成２３年度から約３３％上昇している。 

平成２５年度までの実績値は目標に対して低いものの、平成２５年度末から、段階的なＢＣＰの策定概要の公表

や、ＢＣＰ策定に係る勉強会の開催などを実施しており、今後は大幅な指標値の向上を見込んでいる。 

（事務事業等の実施状況） 

・新潟県中越地震、新潟県中越沖地震等の発生を踏まえ、大規模地震により下水道施設等が被災した場合でも、

従来よりも速やかに、かつ高いレベルで下水道が果たすべき機能を維持・回復することを目的とし、平成２１

年１１月に『下水道ＢＣＰ策定マニュアル（地震編）～第１版～』を策定した。 

・東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、津波による被害や広域的・長期的な被害等に対応したＢＣＰを策定する

ため、「下水道ＢＣＰ策定マニュアル(地震・津波編)検討委員会」を設置し、平成２４年３月に『下水道ＢＣＰ

策定マニュアル～第２版～（地震・津波編）』を策定し、地方公共団体における下水道ＢＣＰ策定を推進して

いる。 

・「社会資本整備総合交付金」により、下水道ＢＣＰ策定を支援している。 

・段階的なＢＣＰ策定を容易に実施できるよう、平成２５年度に「簡易な下水道ＢＣＰ」の策定マニュアル及び

策定例を公表し、早期のＢＣＰ策定を推進している。 

・東日本大震災を受けて設置した「下水道地震・津波対策技術検討委員会」の報告書においても、下水道ＢＣＰ

の重要性を明記しており、これを踏まえて「下水道の地震対策マニュアル」においてもＢＣＰ策定の重要性等

を明記するよう改定し、平成２６年度に公表済み。 

・平成２６年７月に公表した新下水道ビジョンにおいて、２年以内に下水道ＢＣＰを策定するよう明記し、これ

まで以上にＢＣＰの策定の推進を実施した。 

・約１０の都道府県において下水道ＢＣＰの策定に係る勉強会を実施し、グループ討議などを通じて、ＢＣＰ策

定にあたっての課題や問題点等を整理した。さらに整理した結果をまとめ、都道府県が主導する勉強会の際に

活用できるように全都道府県に通知を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業務指標については、過去の実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標値は達成できないことになる

ため、Ｂと評価した。 

・平成２６年度に全国の市町村を対象に実施したＢＣＰ策定促進のための勉強会では、都道府県が「ＢＣＰ策定の

場」を設けていないことが、計画策定が進まない要因の一つである、との意見があった。このため、平成２６年

度末に、県が市町村と一体となってＢＣＰ策定のための勉強会を行う際の資料を作成し全都道府県に対し、通知

を行っている。さらに、ＢＣＰ策定率が低い都道府県を対象とした勉強会を平成２７年７月に実施する予定であ

り、個別に都道府県単位で実施予定の勉強会にも、本省職員が講師として参加する予定である。 

・引き続き、『下水道ＢＣＰ策定マニュアル～第２版～（地震・津波編）』の普及促進を図るとともに、地方公共

団体が速やかにＢＣＰを策定できるような策定手法や事例等を情報提供し、ＢＣＰ策定の推進を図る。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

下水道総合地震対策事業の地区要件の追加 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局下水道部下水道事業課（課長 森岡 泰裕） 
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業績指標７４ 

 海岸堤防等の老朽化調査実施率 

 

 

（指標の定義） 

東海、東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等で、老朽化調査を実施し、対応方針の検討が実施

された整備後概ね４０年を経過した海岸堤防等の割合＝①／② 

①：東海、東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等の海岸の１９７０年以前に整備された海岸

堤防等のうち、老朽化対策の要否について検討がなされている延長 

②：東海、東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等の海岸の１９７０年以前に整備された海岸

堤防等の延長 

（目標設定の考え方・根拠） 

１９７０年以前に整備された海岸堤防等については、できるだけ早期に老朽化調査を実施し、対応方針を検討する

必要があるため、平成２８年度までに約１００％とすることを目標に設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 農林水産庁、地方公共団体等（事業実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機

管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフト

の両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱化を進めます。」 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「老朽化が進行しつつある既設のインフラにつ

いては、民間活力を最大限活用しつつ、ＩＣＴや新技術を開発・導入し、戦略的な維持管理・更新等を全分野につ

いて総合的かつ計画的に行うことにより、国民の安全・安心を確保するとともに、中長期的なコストの縮減・平準

化を推進する。このため「インフラ長寿命化基本計画」95 に基づき、国や地方公共団体はインフラ長寿命化計画（行

動計画）等の策定・実施を加速する。」 

・国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日）「施設諸元や老朽化の進展状況など維持管理に必要な情報確保に努め

つつ、関係府省庁や地方公共団体は、インフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画及び個別施設計画をロードマッ

プに沿ってできるだけ早期に策定し、真に必要な各インフラにおける点検・診断・修繕・更新、情報の整備に係る

メンテナンスサイクルを構築するとともにメンテナンスサイクルが円滑に回るよう所要の取組を実施する。」 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ 約５３% 約７２％ 約７７％ 約７８％ 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約１００％ （平成２８年度） 

実績値：約７７％ （平成２５年度） 

    約７８％ （平成２６年度） 

初期値：約５３％ （平成２３年度） 
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海岸堤防等の老朽化調査実施率

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

海岸堤防等の老朽化対策（◎） 

老朽化により機能が確保されていない海岸堤防等について、海岸堤防等の老朽化調査、調査結果を踏まえた老朽

化対策計画の策定、老朽化対策計画に基づいた老朽化対策工事を実施することにより、浸水被害の防止・軽減を図

る。 

予算額：海岸事業費２６１億円（平成２５年度事業費）の内数 

防災・安全交付金１０，３２４億円（平成２５年度国費）の内数 

 

海岸事業費３０２億円（平成２６年度事業費）の内数 

防災・安全交付金１０，７２７億円（平成２６年度国費）の内数 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。  

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は約７８％であり、多くの事業が円滑に進捗していることから、目標年度に目標値を達成

すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・老朽化対策事業を実施。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は約７８％であり、目標達成に向けて着実な進捗を示している。 

・既存の制度を活用して、老朽化により機能が確保されていない海岸堤防等について、海岸堤防等の老朽化調査、

調査結果を踏まえた老朽化対策計画の策定、老朽化対策計画に基づいた老朽化対策工事を実施するとともに、平

成２５年度及び平成２６年度に以下のとおり新たに技術面、予算面、法制面での支援を行っているところであり、

これらを踏まえ、今後も引き続き老朽化対策を推進。 

・平成２５年度に長寿命化計画の立案方法や巡視（パトロール）と定期点検による効率的な点検方法等を検討

し、「海岸保全施設維持管理マニュアル」を改訂 

・平成２６年度に既存の制度を拡充し、海岸管理者に対して、長寿命化計画の策定（計画策定に伴う調査を含

む。）を支援 

・平成２６年度に海岸法関係法令を改正し、海岸管理者の海岸保全施設の維持管理の責務を明確化するととも

に、維持又は修繕に関する技術的基準を策定 

・以上より、目標年度に目標値を達成すると見込まれることからＡと評価した。 
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平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：水管理・国土保全局砂防部保全課海岸室（室長 井上 智夫） 

港湾局海岸・防災課（課長 眞田 仁） 
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鉄道・自動車・海運・航空の全交通モードにわたる公共交通などについて、安全運行（航）を確保するとともに、ハイ
ジャック・航空機テロを防止する

【現状】
（大臣官房運輸安全監理官室）
経営トップの主体的な関与の下、現場を含む事業者が一丸となった安全管理体制
の構築を目指し、国がその状況を確認して評価する運輸安全マネジメント評価につ
いては、対象事業者が9,564者であり、これまでに延べ6,570者に対して実施した。
（平成27年4月1日時点）
また、運輸安全マネジメント制度の理解向上を目的として、国が定期的に実施する
運輸安全マネジメントセミナー及び、国が認定した民間機関等が実施するセミナー
である認定セミナーを実施しており、これまでに延べ30,590人が受講した。（平成27
年4月1日時点）
またこれらの制度は、平成27年2月に閣議決定された交通政策基本計画にも位置
付けられ、運輸安全マネジメント制度の更なる実効性向上や、全事業者への同制
度のコンセプトの普及等、充実強化を図っており、運輸事業者における輸送の安全
の取組が年を追うごとに充実してきている。
（鉄道）
指標75については、所要の予算の計上により耐震化は着実に進捗しているもの
の、平成２７年度の目標達成が困難な可能性が高い。
また、指標76については、保安監査等の実施により目標を達成した。
（自動車）
指標77については、事業用自動車総合安全プラン２００９の取組により、概ね目標
に向けた推移を示している。
（海事）
指標78については、船舶の検査・監査等を通じたハード・ソフト両面からの安全対策
や、ポートステートコントロールの強化等により目標を達成した。
また、指標79については、船員災害防止のための管理体制・基準策定等の推進等
により、目標に向けた推移を示している。
（航空）
指標80については、国際標準に基づく航空保安対策に関する基準の策定等により
目標を達成した。
また、指標81についても、航空会社に対する効果的な安全監査の実施等により目
標を達成した。

【課題と今後の方向性】
（大臣官房運輸安全監理官室）
運輸安全マネジメント評価について、今後は、限られた行政資源の有効活用等によ
り、貸切バスを含む中小の事業者に対する評価を着実に実施するとともに、大手・
中堅事業者における安全管理の更なる実効性向上を図る。
また、運輸安全マネジメントセミナー及び認定セミナーの実施等により、制度の普及
啓発を図り、運輸事業者の安全意識の更なる向上を目指す。
（鉄道）
主要ターミナル駅については、一時避難場所としての公共的機能も考慮し、より多く
の鉄道利用者の安全確保を図るため、引き続き耐震対策を推進する。
また鉄道運転事故件数に関しては、長期的には減少傾向にあるものの、高密度、
大量輸送という鉄道輸送の特徴により、ひとたび事故が発生すると被害は甚大なも
のとなる。このため、現在の取組を継続、強化する。
（自動車）
事業用自動車総合安全プラン２００９の中間見直しによる施策の強化、追加等によ
り指標のさらなる改善に取組む。
（海事）
商船の海難船舶隻数は長期的には減少傾向を示しているところであるが、平成２６
年については、平成２５年からの海難の増加があるところ、引き続き、旅客船及び
貨物船の運航管理体制、船員の労働条件等の監査・指導や船舶検査をはじめとし

施策の分析

③相当程度進展あり

施策目標個票
（国土交通省26－⑭）

施策目標 公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャック・航空機テロ防止を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価結果

一部の業績指標で目標が達成されなかったが、主要な業績指標については目標を
達成したため。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

　（判断根拠）
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

89% 88% 89% 90% 92% 93% 100%

- - - - -

初期値 目標値

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人

初期値 目標値

20年 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年

 517人 490人 450人 466人 434人 421人 250人

- - - - -

初期値 目標値

20年 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年

56,305件 51,066人 49,085人 45,346人 42,425人 39,649人 30,000人

- - - - -

初期値 目標値

20年 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年

287件 177件 151件 121件 126件 119件 0件

- - - - -

初期値 目標値

18～22年の平均 22年 23年 24年 25年 26年 27年

497隻 475隻 353隻 422隻 379隻 394隻 447隻以下

- - - - -

初期値 目標値

20～24年度の平均 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

11.0‰ 10.9‰ 10.5‰ 11.0‰ 10.3‰ 集計中 9.6‰

- - - - -

初期値 目標値

14年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

0件 0件 0件 0件 0件

初期値 目標値

20～24年の平均 18～22年の平均 19～23年の平均 20～24年の平均 21～25年の平均 22～26年の平均 25～29年の平均

10.8件 10.4件 11.2件 10.8件 10.2件 9.6件 10件

- - - - -

た各種施策を推進する。
また、船員災害発生率については、平成２５年度から第１０次船員災害防止基本計
画が始まっており、死傷災害発生率減少割合の鈍化等の第９次船員災害防止基本
計画期間の問題等を踏まえ、引き続き取組を行う。
（航空）
ハイジャック及びテロの発生件数については目標値の０件を達成しており、今後も
引き続きハイジャック・テロ対策を推進する。
また国内航空における航空事故発生件数については、既に事故件数は低い水準
にあり、今後も引き続き、航空安全情報の収集、分析、航空会社に対する体系的・
専門的な安全監査等をはじめとした所要の措置を講じていく。

評価

B

実績値
評価

評価

B

公共交通等の安全確保のための各モードの取組の着実な実施により、目標達成状
況については一部指標を除いて概ね順調であり、本施策が有効的に機能している
と評価している。
今後も引き続き公共交通の安全確保のために運輸安全マネジメント制度の充実、
保安監査の強化等の諸施策を継続する。

業績指標

75　主要なターミナル駅の耐震
化率

実績値

年度ごとの目標値

77-①　事業用自動車による事
故に関する指標
（①事業用自動車による交通
事故死者数）

実績値

78　商船の海難船舶隻数

実績値

年度ごとの目標値

76　鉄道運転事故による乗客
の死亡者数

77－②　事業用自動車による
事故に関する指標
（②事業用自動車による人身
事故件数）

実績値

Ａ

次期目標等への
反映の方向性

Ａ
年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

評価

Ａ
年度ごとの目標値

79　船員災害発生率（千人率）

実績値
評価

80　航空機に対するハイジャッ
ク・テロの発生件数

実績値
評価

Ａ
年度ごとの目標値

81　国内航空における航空事
故発生件数

実績値
評価

年度ごとの目標値

評価

Ａ
年度ごとの目標値

Ａ

年度ごとの目標値

77－③　事業用自動車による
事故に関する指標
（③事業用自動車による飲酒
運転件数）

実績値
評価

Ａ
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

- - - 39人 90人 130人 約150人

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

- - - 134箇所 722箇所 833箇所 約150箇所

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年6月末

82% - 82% 87% 89% 94% 100%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年6月末

94% - 94% 96% 98% 99% 100%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年6月末

85% - 85% 89% 94% 97% 100%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

155,758 151,708 158,074 158,524

6,922 7,143 2,270 -

5,280 6,387 3,432 -

167,961 165,237 163,775 158,524

143,748 154,185

6,387 3,432

17,826 7,621

28年度要求額

年度ごとの目標値

当初予算（a）

補正予算（b）

関8－②　鉄道の対象車両にお
ける安全装置の整備率
②運転状況記録装置

実績値

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

作成責任者名
運輸安全監理官

（嘉村 徹也）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 大臣官房

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

関6－①　公共交通事故被害
者等支援体制の整備等セーフ
ティネットの充実度
（①研修を受けた公共交通事
故被害者支援員の数）

関連指標

実績値
評価

関6－②　公共交通事故被害
者等支援体制の整備等セーフ
ティネットの充実度
（②「公共交通事故被害者支援
室」における連携先となる関係
支援団体等の数）

評価

年度ごとの目標値

関8－①　鉄道の対象車両にお
ける安全装置の整備率
①運転士異常時列車停止装置

実績値
評価

関7　鉄道の対象曲線部等にお
ける速度制限機能付きＡＴＳ等
の整備率

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

評価
実績値

年度ごとの目標値

実績値
評価
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業績指標７５ 

 主要なターミナル駅の耐震化率 

 

 

（指標の定義） 

乗降客数が１日１万人以上の駅であって、かつ、折り返し運転が可能な駅又は複数路線が接続する駅の耐震化率 

（目標設定の考え方・根拠） 

中央防災会議の防災基本計画において、不特定多数の者が利用するターミナル駅の耐震性確保の重要性が掲げられ

ており、できるだけ早期に主要なターミナル駅の耐震性を確保する必要があるため、平成２７年度までにこれらの全

てについて耐震性を確保することを目標とする。また、平成２４年８月３１日に閣議決定された社会資本重点整備計

画の重点目標に位置付けられている。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 鉄軌道事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

８８％ ８９％ ９０％ ９２％ ９３％ 

 

 
 

 

評 価 

Ｂ 

目標値：１００％（平成２７年度） 

実績値： ９２％（平成２５年度） 

     ９３％（平成２６年度） 

初期値： ８９％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

鉄道駅耐震補強事業（◎） 

今後発生が予想される大規模地震に備え、複数路線が接続する等の機能を有する主要な鉄道駅について、耐震補 

強の緊急的実施を図る。 

予算額：２，０３８百万円（平成２５年度）の内数 

３，６９０百万円（平成２６年度）の内数 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するも

のである。 

関連する事務事業等の概要 

該当無し 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度の実績値は、９２％であり、平成２６年度の実績値は９３％である。 

耐震補強の予算について、平成２６年度当初及び補正予算、並びに平成２７年度当初予算で所要の額を計上し

ており、耐震化は着実に進捗している。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２５年度において、１１事業者１３駅の耐震補強について補助を実施した。 

平成２６年度において、８事業者１２駅の耐震補強について補助を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２５年度の実績値は、９２％であり、平成２６年度の実績値は９３％である。 

耐震補強の予算について、平成２６年度当初及び補正予算、並びに平成２７年度当初予算で所要の額を計上して

おり、耐震化は着実に進捗しているものの、平成２６年度の実績値は９３％であり、平成２７年度の目標達成が

困難な可能性が高いため、Ｂとした。 

一方、鉄道施設については、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっている首都直下地震・南海トラフ地震等

に備えて、国土強靱化の観点から地震時における鉄道網の確保を図るとともに、より多くの鉄道利用者の安全確

保を図るため、引き続き耐震対策を推進することが重要である。 

このため、現行の社会資本整備重点計画の見直しに伴い、業績指標及び目標年度について見直しを行うこととす

る。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局施設課（課長 江口 秀二） 
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業績指標７６ 

 鉄道運転事故による乗客の死亡者数 

 

 

（指標の定義） 

鉄軌道の運転事故による乗客の死亡者数 

※１ 鉄道の運転事故とは、列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故、道路障害事故、鉄道

人身障害事故及び鉄道物損事故をいう。 

※２ 軌道の運転事故とは、車両衝突事故、車両脱線事故、車両火災事故、踏切障害事故、道路障害事故、人身

障害事故及び物損事故をいう。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

第９次交通安全基本計画に掲げた鉄道運転事故による乗客の死者数ゼロを目標とする。 

（外部要因） 

自然災害 

（他の関係主体） 

 鉄道事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日、中央交通安全対策会議決定） 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

0

20

40
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80

100

120

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（人） 鉄道運転事故による乗客の死亡者数

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：０人（毎年度） 

実績値：０人（平成２５年度） 

    ０人（平成２６年度） 

初期値：０人（平成１８年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○ 鉄道交通環境の整備 

鉄道交通の安全を確保するためには、鉄道施設、運転保安設備等について常に高い信頼性を保持し、システム

全体としての安全性を確保する必要がある。このため、運転保安設備の整備等の安全対策の推進を図る。 

○ 鉄道事業者に対する保安監査等の実施 

鉄道事業者に対し、定期的に又は事故の発生状況等に応じて保安監査等を実施し、施設及び車両の保守管理状

況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育訓練の状況、安全管理体制等についての適切な指導を行う。 

○ 事故原因等の究明 

運輸安全委員会は、鉄道事故等が発生した場合、その原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これ

らの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求め、鉄道事故等の再

発防止及び被害の軽減に寄与する。 

関連する事務事業等の概要 

○ 運転保安設備等の整備 

曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置等について、着実に

その整備を進める。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成１７年度には重大事故が連続して発生したことにより乗客の死亡者数は１１１人に上ったが、平成１８年

度以降は乗客の死亡者数は０人となっており、進捗状況は順調といえる。 

（事務事業等の実施状況） 

○ 主要駅や高架橋等の耐震対策の促進を図った。 

○ 平成１８年度に改正した技術基準に基づき、曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等、運転士異常時列車停止

装置、運転状況記録装置等について、整備促進を図った。 

○ 鉄道の安全運行を確保するため、鉄道事業法等に基づき、鉄道事業者等に対し保安監査等を実施し、輸送の安

全確保の取組状況、施設及び車両の保守管理の状況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育訓練の状況、安

全管理体制等について適切な指導を行った。 

○ 運輸安全委員会は、鉄道事故等について、その原因を究明するための調査を行い、調査の結果に基づき、原因

関係者に対し講ずべき措置について勧告を実施した。また、平成２６年度から、踏切遮断機が設置されていない

踏切道における死亡事故について調査対象に追加した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は目標値である死亡者数０人を示しており、Ａと評価した。鉄道運転事故件数に関しては長期的には減

少傾向にあるものの、高密度、大量輸送という鉄道輸送の特徴により、ひとたび事故が発生すると被害は甚大なも

のとなる。このため、現在の取組を継続、強化し、業績指標の達成を目指す。 

運輸安全委員会は、引き続き適確な事故調査により事故及びその被害の原因究明を徹底して行うとともに、国土

交通大臣、関係行政機関及び原因関係者に対して、事故防止や被害軽減のための勧告、意見や事実情報の提供等を

タイムリーかつ積極的に行うこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：鉄道局安全監理官      （安全監理官 村田 義明） 

関係課：鉄道局技術企画課      （課長    中山 康二） 

鉄道局施設課        （課長    江口 秀二） 

運輸安全委員会事務局総務課 （課長    野澤 和行） 
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業績指標７７  

事業用自動車による事故に関する指標 

（①事業用自動車による交通事故死者数②事業用自動車による人身事故件数③事業用自動車による飲酒運転件数） 

 

 

（指標の定義） 

① 事業用自動車が第１当事者の交通事故における死者数。 

② 事業用自動車が第１当事者の交通事故における人身事故件数。 

③ 事業用自動車による飲酒運転に係る道路交通法違反取締件数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２１年１月に示された政府全体の新たな交通事故削減目標を踏まえ、国土交通省においては、平成２１年３月、

「事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会」において、「事業用自動車総合安全プラン２００９」を取りまと

めており、その中で、今後１０年間における目標を設定していることから、その事故削減目標値を本指標として設定

している。 

（目標） 

① １０年間で死者数半減（平成２０年５１７人を１０年後に２５０人） 

② １０年間で人身事故件数半減（平成２０年５６,３０５件を１０年後に３万件） 

③ 飲酒運転ゼロ 

（外部要因） 

交通量、事業者数、車両台数 

（他の関係主体） 

 警察庁（事故・違反通報） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 福島みずほ内閣府特命担当大臣談話（平成２２年１月２日）「平成３０年を目途に、交通事故死者数を半減させ、

これを２，５００人以下とし、世界一安全な道路交通の実現を目指す。」 

 【閣議決定】 

平成２３年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況（平成２４年５月２９日）「平成２１年３月に策定した「事

業用自動車総合安全プラン２００９」に基づき、各種取組を進めているところである。」 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

① ４９０人 

② ５１，０６６件 

③ １７７件 

① ４５０人 

② ４９，０８５件 

③ １５１件 

① ４６６人 

② ４５，３４６件

③ １２１件 

① ４３４人 

② ４２，４２５件 

③ １２６件 

① ４２１人 

② ３９，６４９件

③ １１９件 

 

 
 

評 価 

 

①Ｂ 

②Ａ 

③Ａ 

 

目標値：①２５０人②３０，０００件③０件（平成３０年） 

実績値：①４３４人②４２,４２５件③１２６件（平成２５年）

①４２１人②３９,６４９件③１１９件（平成２６年）

初期値：①５１７人②５６,３０５件③２８７件（平成２０年）
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

自動車運送事業の安全対策として以下を実施。【予算額：１０．９億円（平成２６年度）、１１．２億円（平成２５

年度）】 

 ・デジタル式運行記録計等の運行管理の高度化に資する機器の導入や、過労運転防止のための先進的な取組に対

する支援及び次世代運行管理・支援システムの検討 

  ・衝突被害軽減ブレーキ等のＡＳＶ技術について一層の普及加速 

 ・悪質違反・重大事故を引き起こした事業者に対し優先的に監査を実施する等の監査体制の強化 

 ・自動車運送事業者に対する指導監督の充実 

 ・国際海上コンテナの陸上輸送における安全の確保を図るため、「安全輸送ガイドライン」及び「安全輸送マニ

ュアル」について適切かつ確実な実施 

 ・社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故について、「事業用自動車事故調査委員会」による事故の調査機

能の強化 

・運輸安全マネジメント制度の充実・強化し、評価実施回数の増加を図る 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

①については過去の実績値によるトレンドから、目標値に対する実績値の推移は順調でないが、②③については

各指標とも順調に減少傾向。 

平成２６年度の指標（実績値）は、①については、２４年度に比べ４５人減少、②については、引き続き減少

（２４年度より５，６９７件減少）、③については、２５年度は２４年度に比べ増加したが、再び減少に転じて

いる。 

（事務事業等の実施状況） 

・事業用自動車総合安全プラン２００９において、①安全体質の確立、②コンプライアンスの徹底、③飲酒運転の

根絶、④より先進的なＩＴ・安全技術の活用等を重点施策として掲げ、運輸安全マネジメントの更なる実効性向

上、悪質事業者の徹底した排除、遠隔地でのアルコールチェックの更なる実効性向上、衝突被害軽減ブレーキを

始めとするＡＳＶ技術の一層の普及加速等を実施したところ。中間年である平成２６年には、同プランの見直し

を行い、⑤運行の現場を含めた関係者一丸となった行動、構造的な課題への対処を追加し、モード毎の特徴的な

事故発生状況を踏まえ、現場関係者とも一丸となった事故抑止の取組の実施や運転者の体調急変に伴う事故防止

対策の浸透・徹底、事故調査機能の強化等により、安全・安心の確保を図る。 

・平成２４年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラ

ン」に基づき、高速ツアーバスの新高速乗合バスへの移行・一本化、過労運転防止のための交替運転者の配置基

準の設定等を実施し、平成２５及び２６年度においても街頭監査の実施や継続的に監視すべき事業者の把握など

により本プランの各措置の実効性の確保を図る。 

・平成２６年３月に発生した北陸自動車道における高速乗合バス事故を受けて策定した「運転者の体調急変に伴う

事故防止対策」や「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」に基づき、健康診断のフォローアップの徹底

や運転者毎のきめ細やかな労務管理の徹底、点呼時・運行中の予兆把握と適切な対処等が着実に実施されるよう、

現場を含めた関係者への浸透・徹底等を図る。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度の指標（実績値）は、①については、２４年度に比べ４５人減少、②については、引き続き減少（２

４年度より５，６９７件減少）、③については、２５年度は２４年度に比べ増加したが、再び減少に転じている。

事業用自動車総合安全プラン２００９に基づく取組の推進等により、事故件数は順調に減少し、同プランの中間

年である平成２５年時点での中間指標（事故件数：４３，０００件、死亡者数：３８０人、飲酒運転件数：０件）

に達した一方、死亡者数は中間指標を達成できなかった。また、飲酒運転は着実に減少しているものの、平成２６

年時点においても１１９件発生している状況である。今後も各指標の更なる改善を図るために、モード毎の特徴的

な事故発生状況を踏まえ、現場関係者とも一丸となった事故抑止の取組の実施や運転者の体調急変に伴う事故防止

対策の浸透・徹底、各種情報を活用した事故防止対策の実施、監査・監視による悪質事業者の退出促進等の施策に
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ついて、事業用自動車総合安全プラン２００９を着実に実施し、事業用自動車の安全・安心の確保を図る。 

指標については中間指標を達成できなかった①についてはＢ、②、③については目標値に向けて減少しており、

また、事業用自動車総合安全プラン２００９の中間見直しを踏まえた施策の追加等により指標のさらなる改善が今

後見込まれることからいずれもＡと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・自動車運送事業に係る監査情報や事故情報など各種情報を活用した「事業用自動車総合安全情報システム」の開発

・次世代運行管理・支援システムのさらなる検討 

（平成２８年度以降） 

・自動車運送事業に係る監査情報や事故情報など各種情報を活用した「事業用自動車総合安全情報システム」の開発・

活用 

・次世代運行管理・支援システムのさらなる検討・普及 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局安全政策課（課長 平井 隆志） 

関係課： 大臣官房運輸安全監理官（運輸安全監理官 嘉村 徹也） 

     道路局環境安全課（課長 菊地 春海） 

自動車局保障制度参事官室（参事官 増田 直樹） 

     自動車局技術政策課（課長 島 雅之） 

     自動車局旅客課（課長 鶴田 浩久） 

     自動車局貨物課（課長 秡川 直也） 
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業績指標７８ 

 商船の海難船舶隻数 

 

 

（指標の定義） 

我が国周辺で発生する商船（旅客船、貨物船及びタンカー）の海難隻数の合計 

ただし、本邦に寄港しない外国船舶によるものを除く 

（目標設定の考え方・根拠） 

第９次交通安全基本計画第２部（海上交通の安全）における目標（我が国周辺で発生する海難隻数（本邦に寄港し

ない外国船舶によるものを除く。）を第８次計画期間の年平均と比較して、平成２７年までに約１割削減する。）に準

じた目標設定とし、平成１８年～平成２２年までの商船（旅客船、貨物船及びタンカー）に係る年平均海難隻数（４

９７隻）と比較して、平成２７年までに１割削減（４４７隻以下）とする。 

（外部要因） 

海上交通量の変化、異常気象、台風及び津波等に伴う海難 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

  第２部５（２）ア 

○船舶海難等の発生を未然に防止し、海運業における輸送の安全を確保するため、海運事業者の経営トップか

ら現場まで一貫した安全管理体制の構築を目指す運輸安全マネジメント制度を促進するとともに、従来から

の監査業務や安全評価手法の開発等も併せて実施する。  

○国際機関での協議を通じ、船舶の設計、建造、運航、解体に関わる各種の基準の策定と不断の見直しを行う

とともに、検査の確実な実施、外国船舶の監督（PSC）や、海上安全の啓発等に取り組む。 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日） 

第２章２．プログラム３．〔海上交通〕 

○さらに、船舶運航事業者に対し、船員の労働条件の遵守状況や運航管理の状況についての確認・指導を行う

運航労務監査や、安全管理体制の改善・向上を目的とする運輸安全マネジメント評価の実施等により、船舶

航行の安全の確保を図る。 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年）

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

５１３隻 ５４９隻 ４８７隻 ４６０隻 ４７５隻 ３５３隻 ４２２隻 ３７９隻 ３９４隻

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：４４７隻以下（平成２７年） 

実績値：３７９隻 （平成２５年） 

    ３９４隻 （平成２６年） 

初期値：４９７隻（平成１８年～平成２２年の平均） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

船舶の検査・監査等を通じハード・ソフト両面から安全対策を強化 予算額：５９７百万円（平成２５年度） 

                               予算額：５４５百万円（平成２６年度） 

・運航労務監理官の監査の効率的・効果的実施のための研修制度の強化や監査実施体制の整備 

・海事分野における運輸安全マネジメント評価の実施 

・船舶検査官等が効果的な検査を実施するための研修の充実、ＩＳＯ９００１品質認証の推進や船舶検査実施体制

の整備 

・ＰＳＣ（ポートステートコントロール：日本に入港する外国籍船に対して行う、船内設備等の安全に関する立入

検査）の強化 

 

事故原因等の究明 

・運輸安全委員会では、船舶事故等が発生した場合、その原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これ

らの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求め、船舶事故等の再発

防止及び被害の軽減に寄与する。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年の実績値は３７９隻、平成２６年の実績値は３９４隻であり、いずれも目標値（４４７隻以下）を達

成しており、長期的にも減少傾向で推移していることから、目標年においても引き続き目標値を達成すると見込ま

れる。 

指標の内訳を見ると、貨物船は平成２５年２６３隻、平成２６年２７５隻、タンカーは平成２５年７４隻、平成

２６年７９隻、旅客船は平成２５年４２隻、平成２６年４０隻であった。海難船舶隻数は複雑な要因が関係する指

標であるため年度毎の増減はあるが、それぞれの船舶種類別においても長期的に減少傾向で推移している。 
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（事務事業等の実施状況） 

・運航労務監理官により、旅客船及び貨物船の運航管理体制、船員の労働条件等の監査・指導を実施するとともに、

運航労務監理官及び運輸安全調査官による運輸安全マネジメント体制の評価を実施した。 

 （運輸安全マネジメント体制の評価実施実績 平成２５年度：２４８事業者、平成２６年度：２６２事業者） 

 

・船舶検査官により、船舶の構造・設備等に関する技術基準適合性の検査を実施するとともに、放射性物質等の危

険物の輸送に係る容器・積付等について審査・検査を実施した。 

（船舶の検査実施実績 平成２５年度：９，６６７隻、平成２６年度：８，９００隻） 

 

・外国船舶監督官により、我が国に入港した外国船舶に対し国際条約に基づき船体の安全基準及び船員の資格証明

等についてＰＳＣを実施した。 

（欠陥是正指示実績 平成２５年：１５，８８１件、平成２６年：１７，８３９件） 

 

・運輸安全委員会は、船舶事故等について、その原因を究明するための調査を行い、調査の結果に基づき、国土交

通大臣又は原因関係者に対し講ずべき措置について勧告を実施した。また、事故の再発防止と海上交通の安全性の

更なる向上を目的とした「船舶事故ハザードマップ」の運用を平成２５年５月より開始した。さらに、外国の事故

調査機関が公表した報告書も検索できる「船舶事故ハザードマップ・グローバル版」の運用を平成２６年４月より

開始した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２５年の実績値は３７９隻、平成２６年の実績値は３９４隻であり、いずれも目標値（４４７隻以下）を達

成しており、長期的にも減少傾向で推移しているため、目標年においても目標値を達成すると見込まれることから、

Ａとした。なお、平成２７年においても、引き続き海難の減少に努める。 

 

・周囲を海に囲まれ、資源に乏しい我が国は、エネルギー関連資源、食物資源等の大半を海外からの輸入に頼って

おり、また多くの基幹産業が臨海部に立地しているため、海上輸送は我が国の産業、国民生活を支える上で欠くこ

とができないものとなっている。ひとたび海難が発生すれば、尊い人命を失いかねないことはもとより、我が国の

経済活動や自然環境に計り知れない影響を及ぼす可能性もあるなど、国民の「安全・安心」を脅かすこととなる。

このため、海難の発生を未然に防止し、また、海難発生時の被害を最小化するために、引き続き上記の事務事業を

はじめとした各種施策を推進することとする。 
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・運輸安全委員会では、引き続き適確な事故調査により事故及びその被害の原因究明を徹底して行うとともに、国

土交通大臣、関係行政機関及び原因関係者等に対して、事故防止や被害軽減のための勧告、意見や事実情報の提供

等をタイムリーかつ積極的に行うこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海事局安全政策課（課長 金子 栄喜） 

関係課： 大臣官房運輸安全監理官（運輸安全監理官 嘉村 徹也） 

     運輸安全委員会事務局総務課（課長 野澤 和行） 
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業績指標７９  

船員災害発生率（千人率） 

 

 

（指標の定義） 

 毎年４月１日より翌年３月３１日までの間に発生した災害（船員の転倒、船舶の機器によりはさまれる等の事故、

海難、海中転落等）により死亡・行方不明又は３日以上休業した船員（予備船員を除く。以下同じ。）の船員千人当

たりの率 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

船員災害防止活動の促進に関する法律第 6条に基づき、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し、基本と

なるべき事項を定めた船員災害防止基本計画（以下「基本計画」という。）を５年ごとに作成している。平成２５年

度は、同年度を初年度とした第１０次基本計画期間である。 

第１０次基本計画期間（平成２５年度から平成２９年度まで）の死傷災害発生率を、第 9次基本計画期間（平成２

０年度から平成２４年度まで）の５年間の死傷災害の発生率（年間千人率）の平均値に比べ１３％減少させることと

した。 

目標設定の考え方は、 

① 平成２０～２２年度の３年平均の発生件数を基礎として目標を算出した。 

② 業績目標の初期値及び目標値は計画期間中の状況をより反映させるため、これまでの最終年度の比較でなく、計

画期間（５年間）の平均値を比較することとした。   

 

（外部要因） 

・海運業、漁業の置かれている経済状況、船員の労働条件（労働時間等） 

・船舶及び作業機器・設備の構造に係る問題 

・海上及び港における救急・救護体制 

  

（他の関係主体） 

 該当なし 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし  

 

 【閣議決定】 

なし 

 

 【閣決（重点）】 

なし 

 

 【その他】 

 第１０次船員災害防止基本計画（計画期間：平成２５年度から平成２９年度までの５年間） 

平成２６年度船員災害防止実施計画 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１０．９‰ １０．５‰ １１．０‰ １０．３‰ 集計中 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：９．６‰（平成２９年度） 

実績値：１０．３‰（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：１１．０‰（平成２０～２４年度の平均） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○船員災害防止のための管理体制・基準策定等の推進 

①安全管理体制の整備とその活動の推進 

・船舶所有者の安全管理体制の整備を推進し、安全管理活動の活性化を図る。 

②死傷災害の防止 

・作業時を中心とした死傷災害防止対策を図るため、業種別、態様別等の災害防止対策を策定するとともに、特に

死亡率の高い海中転落対策として作業用救命衣等保護具の使用徹底を図る。また、高年齢船員に対しては、心身 

機能の変化に対応した死傷災害防止対策を推進し、若手船員に対しては、乗船前に安全対策や健康管理に関する 

研修の実施等、安全衛生に係る教育を推進する。 

 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は集計中であるため、平成２５年度の実績値について分析すると、平成２５年度の実績値

は１０．３‰（６７６人）であり、前年度の１１．０‰（７３２人）と比べて減少している。図１） 

・船員の高齢化が進展する中、高年齢船員の占める割合は高く、平成２５年度における５０歳以上の船員の災害発

生率は、全体の約５４％（３６７人）を占めている（図２）。このことを踏まえ、高年齢船員の死傷災害防止対策

の推進を図った。 

 
（事務事業等の実施状況） 

・毎年開催される船員労働安全衛生月間期間中に、訪船指導を実施し、「転倒」、「はさまれ」、「海中転落」の防止
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対策等の指導を行うとともに、船員災害防止大会及び安全に関する各種講習会等を開催し、安全意識の高揚を図っ

た。 

指導隻数 １，６１１隻 

講習会等 ６３カ所 ２，８２３人参加 

・関係機関、団体等で構成される船員災害防止推進連絡会議を開催し、関係者間での情報交換、連絡強化等を行っ

た。（開催回数２４回） 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度の実績値は集計中であるため、平成２５年度の実績値について分析すると、平成２５年度の実績値

は前年度と比べて０．７ポイント進捗しており、過去の実績によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達

成できることから、Ａと評価した。 

平成２５年度からは第１０次船員災害防止基本計画が始まっており、死傷災害発生率減少割合の鈍化等の第９次

船員災害防止基本計画期間の問題等を踏まえ、引き続き取り組みを行うこととする。 

・今後は、第１０次船員災害防止基本計画の目標の達成に向けて、同基本計画に基づき、①作業時を中心とした死

傷災害防止対策、②海中転落・海難防止による死亡災害防止対策、③漁船における死傷災害対策、④年齢構成を踏

まえた死傷災害防止対策を行う。 

・この他、適切な保護具、作業用救命衣の着用を促すための取組の実施、安全に関する意識の啓発を目的として、

各船社単位での安全意識の高揚を図るため、特に船員災害防止のための顕著な取組を評価し表彰する船員安全取組

大賞の選定、個々の船員の安全意識の高揚を図るため、船内向け自主改善活動（ＷＩＢ）の普及促進、船員の家族

も参加できる安全講習、船員労働安全衛生月間での家族目線でのスローガンの募集等を実施することにより、安全

意識の高揚を図り、船員災害防止を目指すものとする。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

船内における死傷災害の防止に向けた取組の一環として、個々の船員の安全意識の高揚を図ることを目的とした船

内向け自主改善活動（ＷＩＢ）の普及を図るため、ＷＩＢ指導員養成のための講習会を新たに実施する等の措置を講

じる。 

  

（平成２８年度以降） 

 検討中。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海事局船員政策課（課長 髙田 陽介） 
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業績指標８０ 

 航空機に対するハイジャック・テロの発生件数 

 

 

（指標の定義） 

 国内空港出発の航空機に係るハイジャック及びテロの発生件数 

（目標設定の考え方・根拠） 

 米国同時多発テロ事件以降、航空機に対するハイジャック及びテロを未然に防止するため、従来の空港警戒態

勢の最高レベルを恒久化するなどの航空保安措置を講じており、我が国でハイジャック事件等は発生していない。

 しかし、大西洋液体爆発物テロ未遂事件（平成１８年８月）、米国航空機爆破未遂事件（平成２１年１２月）、 

イエメン発米国向け航空貨物爆破事件（平成２２年１０月）など国際的なテロ情勢は依然として厳しく、更にシ

リアにおける邦人殺害テロ事件（平成２７年１月）により、公共交通機関等へのテロの脅威は増しており、国民

に大きな不安をもたらしているため、ハイジャック対策を含めたあらゆる分野におけるテロ対策をより一層推進

することが求められている。 

 このため、航空局においては、ハイジャックテロ対策を徹底することにより、国内空港出発の航空機に係るハ

イジャック及びテロ（爆破等）の発生件数ゼロを目標とし、長期的にも常時ハイジャック及びテロの未然防止が

できる状態を維持する。 

（外部要因） 

 治安情勢の変動 

（他の関係主体） 

  警察庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  な し 

 【閣議決定】 

  な し 

 【閣決（重点）】 

  な し 

 【その他】 

  な し 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

0

1

2

3

4

5

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（件） 航空機に対するハイジャック・テロの発生件数

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：０件 （毎年度） 

実績値：０件 （平成２５年度） 

    ０件 （平成２６年度） 

初期値：０件 （平成１４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

（ハイジャック・テロ対策の推進） 

 ・国際標準に基づき、航空保安に関する基準を策定。 

 ・セキュリティレベルを維持ししつつ、物流の円滑化を図るため、航空貨物に係る荷主から航空機搭載までの課

程を一貫して保護する制度（ＫＳ／ＲＡ制度）の推進。 

 ・航空旅客等保安検査、空港関係者等検査、貨物ターミナルビル監視、航空貨物爆発物検査等の保安措置につい

て、必要な補助・負担の実施。 

 ・航空会社等に対する航空保安に係る教育訓練の実施。 

 ・先進技術の活用を踏まえた航空保安検査機器の性能向上に関する調査研究の実施。 

 ・各空港における保安措置の実施状況等について監査を実施。 

 ・保安検査について、全国一律の水準を確保するため、検査員及び検査機器の抜き打ち監査の実施。 

 ・航空保安監査に係るデータ管理及び運用 

 

関連する事務事業等の概要 

該当無し 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 ・平成１４年度以降毎年度の目標値は０件であり、目標については達成している。 

 

（事務事業等の実施状況） 

 ・国際標準に基づき、航空保安対策に関する基準の策定等、ハイジャック・テロ対策を引き続き適切に実施した。

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・実績値は目標値の０件を達成している。この実績値は従来からのハイジャック・テロ対策とともに新たな施策

を推進してきた結果達成されたものであり、今後も引き続きハイジャック・テロ対策を推進していくとともに、Ｉ

ＣＡＯ、関係各国などの取組に対する貢献等国際協力の推進、先進的な保安検査機器活用の検討や関係機関・事業

者等に対する教育訓練・監査を通じて、それぞれの航空保安対策が適切に実施されるよう取り組んでいくこととし、

Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 ・主要空港に先進的な保安検査機器が運用開始されるよう、導入促進策等の保安対策の強化・高度化の推進。 

 ・情報管理の徹底などが図れるよう教育訓練、監査の実施。 

（平成２８年度以降） 

 ・主要空港においてセキュリティの高度化を図るため、先進的な保安検査機器の導入等を推進。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 航空局 安全部 空港安全・保安対策課 （課長 酒井 洋一）  
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業績指標８１  

国内航空における航空事故発生件数 

 

 

（指標の定義） 

国内航空における大型航空機、小型航空機及びヘリコプターの航空事故（航空法第７６条に定める事故）の年間発

生件数（５年間の平均） 

（目標設定の考え方・根拠） 

航空安全性向上に関する諸施策を講じることにより、航空事故の発生件数（平成 25 年～29 年の 5 ヵ年平均値）を

現況値 (平成 20 年～24 年の 5ヵ年平均値)の約 1割減とすることを目標とする。 

（外部要因） 

気象条件 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

10.4 件※ 

（単年）8 件 

11.2 件※ 

（単年）12 件 

10.8 件※ 

（単年）12 件 

10.2 件※ 

（単年）8 件 

9.6 件※ 

（単年）8 件 

（※注：過去５ヵ年平均値） 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１０．０件（平成２５～２９年の平均）  

実績値：１０．２件（平成２１～２５年の平均） 

     ９．６件（平成２２～２６年の平均）  

初期値：１０．８件（平成２０～２４年の平均） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

① 航空機の安全な運航や安全性の確保  

運航規程・整備規程の認可、運航管理施設の検査等を通じて、航空運送事業者等の安全基準への適合性を確保す

るほか、年間を通じて安全監査を高頻度で行うことにより、その体制や業務の実施状況を厳しくチェックするとと

もに、経営管理部門に対する運輸安全マネジメント評価を実施し、高い安全性を確保する。さらに、小型航空機等

の運航者に対し、法令及び関係規程の遵守等安全運航セミナー等を通じて指導を行う。また、自家用航空機等の操

縦者の技量維持のための特定操縦技能審査の環境を順次整備する。（平成２６年度より、飛行前一定期間において

同審査に合格していることを義務付けることとなっている。）  

さらに、ＩＣＡＯ（国際民間航空機関）等の国際動向や技術の進歩等に合わせて航空機の安全基準を適時見直す

等、所要の措置を行う。  

予算額：航空安全対策の強化 107 百万円(平成 25 年度)・210 百万円（平成 26 年度）  

運輸安全マネジメント制度の充実・強化 約 0.4 億円の内数（平成 25・26 年度）  

②航空保安施設の整備  

より一層安全な航空交通を目指し、管制支援システム等の施設整備等を進める。  

予算額：空港整備事業費 約５億円（平成２５年度） 

③事故原因等の究明  

運輸安全委員会は、航空事故等が発生した場合、その原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これら

の調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求め、航空事故等の再発防

止及び被害の軽減に寄与する。 

関連する事務事業等の概要 

 該当無し 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

当該指標は、各年毎に変動はあるものの、平成２６年度までの５年間の平均で見た場合、目標値を下回っており、

目標を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

・航空安全に係る情報を幅広く収集し、トラブル発生の傾向を把握するため統計的な分析を行うとともに、有識者

会議（航空安全情報分析委員会）を設置し、機材不具合やヒューマンエラー等への対応策について審議・検討を

行った。  

・この分析結果も含めて航空輸送の安全にかかわる情報をとりまとめ、平成２６年７月に公表を行った。  

・航空会社毎に重点事項を定め、監査専従組織による専門的かつ体系的な立入検査を高頻度で実施するとともに、

安全上のトラブルが発生した場合には機動的に立入検査を実施するなど、航空会社に対する効果的な安全監査を

実施した。（平成２６年度航空運送事業者の本社・基地に対する立入検査実施件数：３６６件） 

・事業者が経営トップの主体的な関与の下、現場を含む組織が一丸となって安全管理体制を構築し、国がその実施

状況を確認する運輸安全マネジメント評価を平成２６年度は延べ２１事業者に対して実施した。  

・ヒューマンエラーの予防を目的とした、滑走路占有状態等を管制官やパイロットへ視覚的に表示・伝達するシス

テムの整備について、平成２５年度は福岡空港において正式運用を開始し、平成２６年度は新千歳空港において

正式運用を開始するとともに大阪空港・那覇空港において評価運用を実施した。  

・運輸安全委員会は、航空事故等について、その原因を究明するための調査を行い、調査の結果に基づき、国土交

通大臣及び原因関係者に対し講ずべき施策について勧告を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・国内航空事故発生件数は各年毎に変動はあるものの、５年間の平均で見た場合、減少してきている。また、平成

２２～２６年の実積値が９．６件となり、目標値である１０．０件を下回り、目標値を達成した。 引き続き、

平成２９年度の目標値の達成に向け、航空安全性向上に関する諸施策を講じることにより、国内航空における

航空事故の発生を防止する。 

・既に事故件数は低い水準にあり、大幅に減少させることは難しいが、今後も引き続き、航空安全情報の収集、分

析を行うとともに、有識者会議にて機材不具合やヒューマンエラー等への対応策について審議・検討を行うほか、

航空輸送の安全にかかわる情報の公表を行う。また、より一層安全な航空交通を目指し、各種支援システムの充

実強化を図るほか、航空会社に対する体系的・専門的な安全監査及び経営管理部門に対する運輸安全マネジメン

ト評価を引き続き実施していく。さらに、ＩＣＡＯ等の国際動向や国内の動向を踏まえつつ、所要の措置を講じ

ていく。  

・運輸安全委員会は、引き続き適確な事故調査により事故及びその被害の原因究明を徹底して行うとともに、国土

交通大臣、関係行政機関及び原因関係者に対して、事故防止や被害軽減のための勧告、意見や事実情報の提供等

をタイムリーかつ積極的に行うこととする。  

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 
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 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等）

担当課：航空局安全部運航安全課（課長 髙野 滋）  

関係課：大臣官房運輸安全監理官（運輸安全監理官 嘉村 徹也）  

航空局安全部航空機安全課（課長 川勝 弘彦）  

航空局安全部航空事業安全室（官房参事官（航空事業安全） 遠藤 武）  

航空局交通管制部交通管制企画課（課長 河原畑 徹）  

運輸安全委員会事務局総務課（課長 野澤 和行） 
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関連指標６ 

 公共交通事故被害者等支援体制の整備等セーフティネットの充実度（①研修を受けた公共交通事故被害者支援員の

数、②「公共交通事故被害者支援室」における連携先となる関係支援団体等の数） 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

①「公共交通事故被害者支援室」室員並びに本省及び地方局職員で「公共交通事故被害者支援員」に指名された職員

のうち、被害者等の支援にあたって必要な研修を受けた者の数。 

②「公共交通事故被害者支援室」が活動するにあたり、各種支援の提供に係る連携先となる関係支援団体等の数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２３年６月にとりまとめられた「公共交通による事故による被害者等への支援のあり方検討会」の結果を踏ま

え、平成２４年度から公共交通事故被害者等に対する支援を確保するための常設の窓口機能を果たす「公共交通事故

被害者支援室」を設置したところ。 

①国土交通省職員が公共交通事故被害者支援員として被害者等に対して情報提供や相談の受付等の業務を行うに

あたって、被害者等に寄り添った支援を提供するために必要な知識や留意すべき事項等について平成２４年度より毎

年度教育訓練を行うこととしている（１回４０名程度を想定）。当該研修を受講した公共交通事故被害者支援員の数

によって、適切な対応ができる職員の充実の度合いを示すことができるため、国土交通省における公共交通事故被害

者等支援のための体制の整備状況を測る指標とする。 

②国土交通省の「公共交通事故被害者支援室」が公共交通事故被害者等に対する「相談窓口」として機能するため、

公共交通被害者等の要望や相談に対応し、当室の「総合窓口」から関係支援団体や心のケアの専門家、弁護士等へ繋

げることができるよう、協力体制を構築することとしている。その連携先となる関係支援団体等の数によって、常時

紹介や相談等ができるネットワークの充実の度合いを示すことができるため、国土交通省における公共交通事故被害

者等支援のための体制の整備状況を測る指標とする。 

 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

  

 

 

過去の実績値 ①研修を受けた公共交通事故被害者支援員の数 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ － ３９人 ９０人 １３０人 

過去の実績値 ②「公共交通事故被害者支援室」における連携先となる関係支援団体等の数 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ － １３４箇所 ７２２箇所 ８３３箇所 

 

実績値等 

① 目標値： 約１５０人（平成２７年度）

実績値：     ９０人（平成２５年度）

        １３０人（平成２６年度）

初期値：    ―  （平成２３年度）

② 目標値：約１５０箇所（平成２７年度）

実績値： ７２２箇所（平成２５年度）

       ８３３箇所（平成２６年度）

初期値：    ―  （平成２３年度）
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○公共交通における事故発生時の被害者等支援のための施策の実施 

 ・国では、これまで事故などを経験している大手の航空事業者や鉄道事業者において先行的に被害者等支援計画

の策定・公表を行うよう促してきたところ、JAL、ANA、JR 各社、東京メトロ等において、被害者等支援計画を

策定・公表した。今後は、こうした先行的な取組を全国の公共交通事業者に広げていくことが重要であるため、

各地方運輸局の所在地において、関係事業者に対して被害者等支援計画の策定・公表を促すための説明会を実

施した。 

 ・被害者等支援や関係者との連携の強化を図るため、必要なネットワークづくりを進める。 

  予算額：３，６５２千円（平成２５年度） ３，６４８千円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

①研修を受けた公共交通事故被害者支援員の数 

・目標値は平成２７年度に１５０人であるところ、平成２６年度末は延べ１３０人である。 

②「公共交通事故被害者支援室」における連携先となる関係支援団体等の数 

・目標値は平成２７年度に１５０箇所であるところ、最新の実績値（平成２６年度）は８３３箇所である。 

（事務事業等の実施状況） 

公共交通における事故被害者等への支援の確保を図るため、平成２４年４月に公共交通事故被害者支援室を開設

した。事故被害者等への支援業務を行うに際しては、人的・組織的基盤が重要であるため、平成２４年度より、実

際に支援業務にあたる職員を対象に教育訓練を実施している。また、被害者等への支援は広範かつ多岐にわたる内

容を有していることから、関係支援団体との有機的な連携を構築するため、着実に取り組んでいくこととしている。

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局安心生活政策課（課長 松本 勝利） 
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関連指標７ 

 鉄道の対象曲線部等における速度制限機能付きＡＴＳ等の整備率 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

対象曲線部等（※）における速度制限機能付きＡＴＳ等の整備率 

※脱線のおそれのある曲線部等であって、旅客列車の１時間当たりの最大運転本数が往復 10 本以上の線区又は運

転速度が 100km/h を超える車両が走行する線区の施設 

（目標設定の考え方・根拠） 

ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故（平成１７年４月２５日）を受け、重大な列車事故を未然に防止するため、鉄道

に関する技術上の基準を定める省令により整備を義務づけているものであり、また、新たな社会資本整備重点計画の

重点目標に位置づけられたことから当該指標を設定した。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 鉄軌道事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載有り」 

 【その他】 

 なし 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ８２％ ８７％ ８９％ ９４％ 

 

 
 

 

実績値等 

目標値：１００％（平成２８年６月末） 

実績値：８９％（平成２５年度） 

    ９４％（平成２６年度） 

初期値：８２％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○鉄軌道における曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等の整備（◎） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

平成２６年度の実績値は現在集計中である。整備は着実に進んでいると推定されることから、目標を達成すると

見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

平成１８年度に改正した技術基準に基づき、曲線、分岐器、線路終端、その他重大な事故を起こすおそれのある

箇所へのＡＴＳ等の整備促進を図った。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：鉄道局安全監理官 （安全監理官 村田 義明） 

関係課：鉄道局施設課   （課長    江口 秀二）  
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関連指標８ 

 鉄道の対象車両における安全装置の整備率 

① 運転士異常時列車停止装置 

② 運転状況記録装置 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

①対象車両（※）における運転士異常時列車停止装置の整備率 

②対象車両（※）における運転状況記録装置の整備率 
※ 同一の運転台に１人の乗務員が乗務することを前提としている車両等であって、旅客列車の１時間当たりの最大運転本数が往復１０本以上の

線区を走行する車両又は運転速度が１００km/h を超える車両 
（目標設定の考え方・根拠） 

ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故（平成１７年４月２５日）を受け、重大な列車事故を未然に防止するため、

鉄道に関する技術上の基準を定める省令により整備を義務づけているものであり、また、新たな社会資本整備重

点計画の重点目標に位置づけられたことから当該指標を設定した。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

  鉄道事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載有り」 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 

 

①９４％ 

②８５％ 

①９６％ 

②８９％ 

①９８％ 

②９４％ 

①９９％ 

②９７％ 
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（％） 鉄道の対象車両における運転士異常時列車停止装置の整備率

0

 

実績値等 

目標値：①１００％ ②１００％（平成２８年６月末）

実績値：①９８％  ②９４％（平成２５年度） 

    ①９９％  ②９７％（平成２６年度） 

初期値：①９４％  ②８５％（平成２３年度） 
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（単位） 鉄道の対象車両における運転状況記録装置の整備率

0

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○鉄道における運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置等の整備（◎） 
 （注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

平成２６年度の実績値は運転士異常時列車停止装置は９９％、運転状況記録装置は９７％であり、着実に整備が

進んでいることから、目標を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

平成１８年度に改正した技術基準に基づき、同一の運転台に１人の乗務員が乗務することを前提としている車両

等であって、旅客列車の１時間当たりの最大運転本数が往復１０本以上の線区を走行する車両又は運転速度が

１００km/h を超える車両への運転士異常時列車停止装置及び運転状況記録装置の整備促進を図った。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局安全監理官  （安全監理官 村田 義明） 

関係課： 鉄道局技術企画課 （課長    中山 康二） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

76% 63% 76% 89% 96% 集計中 概ね100%

－ － － － －

初期値 目標値

－ 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

－ － － － 集計中 集計中 約3割抑止

－ － － － －

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

77% 77% 78% 79% 81% 集計中 82%

－ － － － －

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

51% 51% 52% 53% 54% 集計中 約6割

－ － － － －

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

54% 54% 56% 60% 62% 集計中 68%

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

465,551 457,920 381,069 405,801
<1,308,275> <1,211,867> <0> <0>

174,472 70,392 11,326 -
<431,219> <176,148> <0> -

194,238 278,515 137,574 -
<457,927> <757,014> <46> -

834,260 806,828 529,969 405,801
<2,197,421> <2,145,029> <46> <0>

561,263 642,679
<1,375,295> <2,129,708>

269,639 133,662
<757,014> <46>

3,358 5,839
<65,990> <14,919>

A
年度ごとの目標値

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

評価

A
年度ごとの目標値

85　通学路の歩道整備率

実績値
評価

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

補正予算（b）

当初予算（a）

A

実績値

N

評価

A

28年度要求額

年度ごとの目標値

実績値

施策の分析

83　道路交通による事故危険
箇所の死傷事故抑止率

目標達成度合いの
測定結果

今後も引き続き、信頼性の高い道路ネットワークづくりや交通安全対策、戦略的な維
持管理を推進していく。

評価

業績指標

年度ごとの目標値

信頼性にお高い道路ネットワークづくりや交通安全対策、戦略的な道路管理を進めることで、道路交通の安全性を確
保・向上する

84　緊急輸送道路上の橋梁の
耐震化率

　（各行政機関共通区分）

実績値

86　道路斜面や盛土等の要対
策箇所の対策率

業績指標83については実績値が把握できないためN評価であるが、それ以外の主
要な業績指標については全てA評価であり、現在の推移のまま進捗すれば目標年
度内に目標達成すると見込まれるため。

評価

道路交通の安全性の確保・向上のため、生活道路と幹線道路での交通事故対策を
両輪とした効果的・効率的な対策を実施し、また、地方自治体における長寿命化修
繕計画策定への支援、緊急輸送道路上の橋梁の耐震化をはじめとする防災対策を
行ってきたところであり、順調かつ着実に推移しているところである。

評価結果

③相当程度進展あり

年度ごとの目標値

82　全国道路橋の長寿命化修
繕計画策定率

実績値

施策目標個票
（国土交通省26－⑮）

施策目標 道路交通の安全性を確保・向上する

施策目標の概要及び
達成すべき目標
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※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

担当部局名 道路局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月作成責任者名

・道路局　国道・防災課　道路
防災対策室　（室長　吉田　敏
晴)

・道路局　国道・防災課　道路
保全企画室　（室長　長谷川
朋弘）

・道路局　環境安全課　道路
交通安全対策室　（室長　酒
井　洋一）
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業績指標８２   

全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率 

 

 

（指標の定義） 

全国の１５ｍ以上の道路橋（約１８万橋）について、長寿命化修繕計画（※）を策定している割合 

長寿命化修繕計画策定率＝全国の１５ｍ以上の道路橋のうち長寿命化修繕計画を策定している橋梁箇所数（※２）

÷全国の１５ｍ以上の橋梁箇所数（※２） 
※ 長寿命化修繕計画とは、点検に基づき、必要な修繕・架替えの時期等を定めた計画 

※２ 橋梁箇所数とは、上下線が別々の場合は、それぞれ１箇所として勘定した数 
 

（目標設定の考え方・根拠） 

予防保全への転換に向け、平成２８年度末までに全ての橋梁で長寿命化修繕計画を策定することを目標とする 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

  なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

 

 【閣議決定】 

・日本再生戦略（平成２４年７月３１日） 

「社会資本の適確な維持管理・更新等が不可欠であり、長寿命化計画の策定推進等による戦略的な取組を推進す

る。」 

・道路法等の一部を改正する法律（平成２５年法律３３号） 

「５．道路管理者は、予防保全の観点を踏まえ道路の点検を行うべきことを明確化する。」 

「８．国土交通大臣による道路の維持又は修繕の実施状況に関する調査ができることを明確化する。」 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６３％ ７６％ ８９％ ９６％ 集計中 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：概ね１００％（平成２８年度） 

実績値：   ９６％（平成２５年度） 

       集計中（平成２６年度） 

初期値：   ７６％（平成２３年度） 
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（％）
全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

地方自治体に対して、自治体職員を対象とした橋梁点検の講習会の開催、技術者の派遣等の技術支援や長寿命化

修繕計画の策定及び当該計画の策定のために実施する健全度の把握のための点検に要する費用に対する財政支援 

等を実施しているところ。（◎） 

予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

成２６年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・長寿命化修繕計画策定率の実績値については、平成２４年度８９％から平成２５年度９６％と向上している。

・平成２５年度における長寿命化修繕計画策定率の実績値について、道路管理者別に見ると、高速国道及び直轄

国道で１００％、都道府県管理道で９８％、政令市管理道で９８％が策定されており、市区町村管理道（政令

市道を除く）においては、９３％が策定されている状況である。 

（事務事業等の実施状況） 

・地方自治体における長寿命化修繕計画策定率を向上するため、平成２７年度においても、地方自治体職員を対

象とした橋梁点検の講習会の開催、技術者の派遣等の技術支援や長寿命化修繕計画の策定及び当該計画の策定

のために実施する健全度の把握のための点検に要する費用に対する財政支援等を実施しているところ。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標は、平成２４年度の実績値８９％から平成２５年度の実績値９６％と向上しており、特に市区町村管

理道（政令市道を除く）の長寿命化修繕計画策定率が７９％から９３％と計画策定率が上がっていることから、

目標達成に向け成果を示している。課題は市町村の修繕計画策定率をいかに向上させるかということであり、

引き続き、技術支援や財政支援に取り組むことが重要。以上の観点から、「Ａ」としている。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局 国道・防災課 道路保全企画室（室長 長谷川 朋弘）  

関係課：道路局 環境安全課         （課長 菊地 春海）  

 

257



 
業績指標８３ 

 道路交通による事故危険箇所の死傷事故抑止率 

 

 

（指標の定義） 

 道路交通による事故危険箇所（※）のうち、交通事故対策が実施された箇所において抑止される死傷事故件数

の割合 

 

事故危険箇所の死傷事故抑止率＝ 

 （対策前の死傷事故件数 - 対策後の死傷事故件数） ÷ 対策前の死傷事故件数 

 

※事故の発生割合の高い区間や潜在的な危険区間のうち、特に重点的に対策を実施すべき箇所として警察庁と国

土交通省が指定するもの。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

社会資本整備重点計画（平成１５年度～１９年度）における事故危険箇所対策では、事故抑止率約３割の目標を達

成していることから、引き続き本対策を実施することとし、その目標値についても前計画（平成２０年度～平成２４

年度）と同様に約３割抑止とする。 

（外部要因） 

・交通量の変動 

・交通安全思想の普及 

（他の関係主体） 

 警察庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  第１７１回国会施政方針演説（平成２１年１月２８日） 

「昨年の交通事故死者数は、五千百人余りとなり、昭和 45 年のピーク時に比べ、三分の一以下に減らすこ

とができました。今後十年間で、更に半減させます。」 

  第１６９回国会施政方針演説（平成２０年１月１８日） 

    「昨年、交通事故の犠牲者は半世紀ぶりに６千人を下回りました。今後も効果的な対策を実施します。」 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日中央交通安全対策会議決定） 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

※1 約 3.5 割抑止 ※2 約 4割抑止 ※3 約 4割抑止 ※4 集計中 ※5 集計中 

※1 H20～H21 に対策が完了した箇所の抑止率 

※2 H20～H22 に対策が完了した箇所の抑止率 

※3 H20～H23 に対策が完了した箇所の抑止率 

※4 H20～H24 に対策が完了した箇所の抑止率（H27 算出予定） 

※5 H25 に対策が完了した箇所の抑止率 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

幹線道路における対策を効率的かつ効果的に実施するため、特に事故の危険性が高い箇所を事故危険箇所として指

定し、公安委員会と連携して交差点改良等の交通事故対策を集中的に実施。 

 予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

評 価 

 

Ｎ 

 

目標値：約３割抑止（平成２８年度） 

実績値：集計中（平成２５年度） 

 集計中（平成２６年度） 

初期値： ― 
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成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年の実績値については、対策実施後の事故データが平成２８年度上半期にとりまとまる予定であり、算

定は平成２８年度当初になる見通し。 

（事務事業等の実施状況） 

事故危険箇所において、交差点改良等の対策を実施中である。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２５年度の事故危険箇所の死傷事故抑止率の実績は、集計中であるが、平成２１年～平成２３年においては抑

止率約３割を達成している。引き続き、事故危険箇所の死傷事故率抑止を推進し、目標値の達成に向けて整備を推

進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局 環境安全課 道路交通安全対策室（室長 酒井 洋一） 

関係課：道路局 国道・防災課         （課長 川﨑 茂信） 
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業績指標８４ 

 緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率 

 

 

（指標の定義） 

緊急輸送道路上に存在する橋梁のうち、損傷のおそれがない橋梁の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２２年度の工事完了数で推移するものとして設定 

（外部要因） 

高速道路会社・地方公共団体の取組み状況により影響あり 

（他の関係主体） 

  なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月８日） 

  「命を守るための「国土強靱化」が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害へ

の備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

７７％ ７８％ ７９％ ８１％ 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

 大規模地震等の発災後、緊急輸送に必要なルートを中心として、陸海空の各施設の耐震対策を連携させて推進す

ることにより、いち早く人流・物流ルートを確保する。緊急輸送道路等の重要な道路においては、橋梁の耐震対策

を推進する（◎） 

 予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

成２６年度） 
 （注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：８２％（平成２８年度） 

実績値：８１％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：７７％（平成２２年度） 

70%

75%

80%

85%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（単位） 緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率

0
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 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率の実績値については、平成２２年度約７７％から平成２５年度約８１％と 

向上している。 

・平成２５年度における耐震化率の実績値について、道路管理者別にみると、高速道路で約８６％、直轄国道で

約７９％、地方公共団体管理道路で約７８％となっている。 

（事務事業等の実施状況） 

大規模地震等の発災時、緊急輸送道路をいち早く確保するため、平成２７年度においても橋梁の耐震補強を実施

しているところ。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は、平成２２年度から平成２５年度にかけて４％増加しており、順調に増加しているため、Ａと評価し

た。引き続き、緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強を推進し、目標値の達成に向けて整備を推進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

 ・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 国道・防災課 道路防災対策室（室長：吉田 敏晴） 
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業績指標８５ 

 通学路の歩道整備率 

 

 

（指標の定義） 

 交通安全施設整備事業の推進に関する法律第３条に基づき指定された道路における通学路のうち、歩道整備済 

み（簡易整備（※）を含む）の道路延長の割合 

 

 通学路の歩道整備率 ＝ 通学路延長のうち、歩道整備済（簡易整備を含む）の道路延長 ÷ 通学路延長 

 ※簡易整備：歩行者の安全確保のための防護柵設置、道路端のカラー舗装など簡易な方法による整備 

※Ｈ２６．３指定の通学路に対する整備率を対象とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

Ｈ２２の実績をもとに、歩道設置のほか防護柵の設置やカラー舗装等即効性の高い対策も有効に活用し安全な

歩行空間を早期に確保していくことを踏まえ目標値を設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 文部科学省、警察庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日中央交通安全対策会議決定） 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

５１％ ５２％ ５３％ ５４％ 集計中 

※交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第３条に基づき指定（平成２６年３月２４日指定）された道路における通

学路での実績 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約６割（平成２８年度） 

実績値：５４％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：５１％（平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第３条で指定された道路における通学路について、歩道整備及び防護

柵の設置等により、通学児童等の安全な歩行空間を確保する。 

 予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平成２６年

度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年３月に交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第３条に基づき指定された道路における通学路 

の歩道整備率については、平成２４年度から平成２５年度にかけて増加しており、このトレンドから推測すると、

目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２６年３月に交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第３条に基づき指定された道路における通学路

について、現在、歩道整備及び防護柵の設置等による安全対策を実施中である。 

平成２４年度に、文部科学省、警察庁と連携し、全国の公立小学校及び公立特別支援学校小学部の通学路につい

て、交通安全の確保に向けた緊急合同点検を実施し、この結果に基づいて、道路管理者等が実施する対策が着実に

進むよう、必要な支援を行っており今後歩道整備が進んでいく見込みである。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度実績値については、平成２７年度下半期を目途に算定する見込みであるが、平成２６年３月に交通

安全施設等整備事業の推進に関する法律第３条に基づき指定された道路における通学路の歩道整備率については、

順調に推移していることより、引き続き、平成２８年度の目標達成に向けた対策を実施する。以上を踏まえ、Ａと

評価した。 

今後も、通学路やバス停周辺の歩道整備等を重点的に実施し、通学路における歩道等の整備を概成する。また、

引き続き、平成２４年度の緊急合同点検結果に基づく対策に対する必要な支援等を実施する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：道路局 環境安全課 道路交通安全対策室（室長 酒井 洋一） 

関係課：道路局 国道・防災課         （課長 川﨑 茂信） 
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業績指標８６ 

 道路斜面や盛土等の要対策箇所の対策率 

 

 

（指標の定義） 

Ｈ８防災総点検、Ｈ１８防災点検等により災害のおそれのある箇所（要対策箇所）のうち、幹線道路※における対

策完了箇所数の割合 
※幹線道路：高速道路、直轄国道、補助国道 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２２年度の要対策箇所の対策完了数で推移するものとして設定 

（外部要因） 

地方公共団体の取組み状況により影響あり 

（他の関係主体） 

  なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月８日） 

  「命を守るための「国土強靱化」が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害へ

の備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

５４％ ５６％ ６０％ ６２％ 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

 人流・物流の停滞等による国民生活への深刻な影響の回避の観点から、道路斜面や盛土等の防災対策を推進する

（◎） 

 予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

成２６年度） 
 （注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：６８％（平成２８年度） 

実績値：６２％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：５４％（平成２２年度） 

50%

55%

60%

65%

70%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（％） 道路斜面や盛土等の要対策箇所の対策率

0
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 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・道路斜面や盛土の防災対策の実測値については、平成２２年度約５４％から平成２５年度約６２％と向上して

いる。 

・平成２５年度における道路斜面、盛土等の防災対策の実績値について、道路管理者別にみると、高速道路で 

１００％、直轄国道で約７４％、地方公共団体管理道路で約５１％となっている。 

（事務事業等の実施状況） 

人流・物流の停滞等による国民生活への深刻な影響回避のため、平成２７年度においても道路斜面や盛土等の防

災対策を実施しているところ。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は、平成２２年度から平成２５年度にかけて８％増加しており、順調に増加しているため、Ａと評価し

た。引き続き、道路斜面や盛土等の要対策箇所の対策を推進し、目標値の達成に向けて整備を推進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

 ・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 国道・防災課 道路防災対策室（室長：吉田 敏晴） 
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

34.1% 34.1% 40.6% 46.3% 49.5% 55.2% 60.0%

－ － 40.0% 45.0% 50.0%

24年度 25年度 26年度 27年度

16,996 16,745 16,562 16,231

0 0 0 -

0 0 0 -

16,996 16,745 16,562 16,231

14,326 14,718

0 0

2,671 2,028

業績指標

②目標達成

施策目標個票
（国土交通省26－⑯）

施策目標 自動車事故の被害者の救済を図る

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

　自動車事故の被害者救済対策については、適切な自賠責保険金支払（含ひき逃
げ事故等の被害者に対する保障金支払）を図るほか、重度後遺障害者のための療
護施設の運営や介護料の支給、訪問支援サービスの実施等の施策を適切に実施し
ているところである。

現状、年間約90万人もの自動車事故被害者が発生していることを踏まえ、自動車事故による重度後遺障害者への介
護料の支給や重度後遺障害者宅への訪問支援等の被害者救済対策を実施することで、被害者本人及びその家族に
生じる経済的・肉体的・精神的被害の軽減を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

87　自動車事故による重度後
遺障害者宅への訪問支援サー
ビスの実施割合

実績値

評価結果

　訪問支援の実施割合については平成28年度目標を受けた各年度の目標値を順調
に達成してきているところであるが、今後とも、独立行政法人自動車事故対策機構を
中心に、被害者救済対策事業を適切に実施していく。

評価

A

平成28年度目標値である60％以上の達成に向け順調に推移しているところであり、
平成26年度における目標値を達成しているため。

年度ごとの目標値

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

保障制度参事官室
(参事官　増田　直樹)

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 自動車局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
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業績指標８７ 

 自動車事故による重度後遺障害者宅への訪問支援サービスの実施割合 

 

 

（指標の定義） 

自動車事故により在宅療養生活を送る重度後遺障害者（介護料受給資格者）やその家族を精神的な面で支援するた

めに、重度後遺障害者（介護料受給資格者）宅に対して独立行政法人自動車事故対策機構が実施する訪問支援の実施

割合。 

※介護料：自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及

び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方へ独立行政法人自動車事故対策機構を

通じて支給する。 

（目標設定の考え方・根拠） 

①平成 21 年度末の介護料受給資格者数は 4,489 名（平成 22 年度の訪問支援件数は 1,530 件） 

②平成 22 年度において、介護料受給資格者の 3 割以上に対して訪問を行っているところ、限られた人員で業務の効

率化を図ることにより、可能な限り訪問支援の実施割合を伸ばすこととし、当面の目標として、平成 28 年度まで

に、介護料受給者の 6割以上に対して訪問支援サービスを提供することを目指すこととした。 

（外部要因） 

訪問支援実施に当たっての重度後遺障害者（介護料受給資格者）やその家族の意向 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

・第２次犯罪被害者等基本計画(平成２３年３月２５日) 

  交通事故による重度後遺障害者数が依然として高い水準で推移していることを踏まえ、これらの者が質の高い治

療・看護を受けられる機会の拡充を図るとともに、被害者の実態把握に努める。(Ｖ. 第２. １) 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

  独立行政法人自動車事故対策機構における自動車事故被害者等からの要望把握に係る体制の整備等を通じ、より

効果的な被害者支援の充実方策について検討する。（第２章 基本的方針Ｃ 目標②） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

・第９次交通安全基本計画(平成２３年３月３１日本中央交通安全対策会議決定) 

  交通事故による重度後遺障害者数は依然として高い水準にあることから、引き続き、重度後遺障害者に対する救

済対策の充実を図る。 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３４．１％ ４０．６％ ４６．３％ ４９．５％ ５５．２% 

 

 

評 価 

 

Ａ 
 

目標値：６０．０％（平成２８年度） 

実績値：４９．５％（平成２５年度） 

５５．２％（平成２６年度） 

初期値：３４．１％（平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

独立行政法人自動車事故対策機構の職員が、自動車事故の被害者である重度後遺障害者（同機構の行う介護料受

給資格者）宅を訪問し、被害者本人やその家族から相談・要望を受けるほか、介護に関した有用な情報を提供する

など、被害者やその家族に対して精神的な支援を行うもの   

予算額：独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金６８億円の内数（平成２５年度） 

独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金６９億円の内数（平成２６年度） 

関連する事務事業の概要 

(介護料の支給) 

独立行政法人自動車事故対策機構が、自動車事故の被害者であって、介護が必要な重度後遺障害者に対して介護

に要する経費を支給し、被害者やその家族に対して経済的な支援を行うもの 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の訪問支援の実施割合は、当該年度に取り組んだ業務の効率化及び訪問支援の取組強化により、初

期値に比して順調に増加している。 

（事務事業の実施状況） 

平成２５年度は、前年度末の介護料受給資格者４，６３４名に対し、２，２９６件実施。 

平成２６年度は、前年度末の介護料受給資格者４，６６５名に対し、２，５７７件実施。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度から、毎週木曜日を「被害者援護促進の日」と位置付け、人的資源を被害者援護業務に重点的に配

分するなどの工夫を行うことにより、平成２５年度よりも実施割合を増加させるなど、平成２８年度目標値の達成

に向け順調に状況を推移させていることから、「Ａ」と評価した。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：自動車局保障制度参事官室（参事官 増田 直樹）  
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

16.2% 16.2% 43.8% 54.4% 54.4% 59.5% 85.0%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

3,609 4,479 4,704 6,068

1,002 0 0 -

48 1,002 9 -

4,659 5,481 4,712 6,068

3,582 5,256

1,002 9

76 216

担当部局名 自動車局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
技術政策課

（課長　島　雅之）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

評価

Ｂ

業績指標としてはＢ評価であったものの、車両安全対策の一環として衝突被害軽減
ブレーキ等の普及促進を図っており、年間装着率はおおむね目標に近い実績を示し
ていることから、③相当程度進展ありと判断した。

年度ごとの目標値

業績指標

88　衝突被害軽減ブレーキの
年間装着率

実績値

施策の分析
技術基準の強化等を行い自動車の安全性能が向上したこと等により、交通事故死
者数は近年着実に減少している。また、衝突被害軽減ブレーキ等を装着した自動車
に対する補助制度・税制特例の実施により、年間装着率は増加している。

車両安全対策を実施し自動車の安全性を向上させることにより、平成30年を目処に交通事故死者数を2,500人以下に
減少させる。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

③相当程度進展あり

施策目標個票
（国土交通省26－⑰）

施策目標 自動車の安全性を高める

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価結果

引き続き、衝突被害軽減ブレーキ等の年間装着率の増加を図るとともに、自動車の
安全性を向上させる施策を実施していくこととする。
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業績指標８８ 

 衝突被害軽減ブレーキの年間装着率 

 

 

（指標の定義） 

１年間に生産される大型自動車（車両総重量８トン超の大型貨物車）のうち、衝突被害軽減ブレーキが装着される

車両台数の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

車両安全対策の一環として衝突被害軽減ブレーキの普及促進を図り、過去の装着台数実績より平成２７年までに

８５．０％の装着台数が見込まれるものとして設定したもの。 

（外部要因） 

交通安全思想の普及状況等 

（他の関係主体） 

 － 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

  世界最先端ＩＴ国家創造宣言（平成２５年６月１４日） 

  科学技術イノベーション総合戦略（平成２５年６月７日） 

  総合物流施策大綱（2013-2017）（平成２５年６月２５日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１６．２％ ４３．８％ ５４．４％ ５４．４％ ５９．５％ 
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（%） 衝突被害軽減ブレーキの年間装着率

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：８５．０％（平成２７年度） 

実績値：５４．４％（平成２５年度） 

    ５９．５％（平成２６年度） 

初期値：１６．２％（平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・事故実態の把握・分析→安全対策の実施→対策の効果評価からなる「自動車安全対策のサイクル」を実施するた

め、車両安全対策検討会を設置し、自動車安全対策サイクルを推進している。 

関連する事務事業等の概要 

・学識経験者等の専門家からなる「車両安全対策検討会」において、事故実態等に基づく重要性、技術開発動向、

国際調和活動等を勘案し、法令に基づく安全基準の拡充・強化項目の検討や今後の対策の検討を行っている。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・車両安全対策の一環として、予防安全技術である衝突被害軽減ブレーキの普及促進を図っているところであ

る。 

・衝突被害軽減ブレーキの平成２６年の装着率は５９．５％であり、目標値にむけて増加している。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２６年１１月より、車両総重量２２トン超の大型貨物車等の新型車に対する衝突被害軽減ブレーキ等の装

備義務付けを開始した。 

・平成２６年度においても、衝突被害軽減ブレーキ等の補助制度を継続して実施した。 

・また、衝突被害軽減ブレーキを装着した大型貨物車（８トン超）に対する税制特例について、平成２７年度税

制改正により特例の延長を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・衝突被害軽減ブレーキの年間装着率は、目標値に向けて増加しているが、車両総重量の比較的小さい車両への

装備（オプション設定を含む）が進んでおらず、これらの台数が相対的に多いため、指標としては伸び悩んで

いるところ。今度も、更なる普及促進を目指し、引き続き各施策を実施していくこととし、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・衝突被害軽減ブレーキの装備義務付けを順次実施する。 

・衝突被害軽減ブレーキを装着した自動車に対する補助を継続して実施する。 

・衝突被害軽減ブレーキを装着した大型貨物車に対する税制特例を継続するとともに、新たに対象とした車両及び装

置に対しても実施する。 

（平成２８年度以降） 

・上記施策を継続的に実施する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局技術政策課 （課長 島 雅之）  
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初期値 目標値

14年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

0件 0件 0件 0件 0件

初期値 目標値

18～22年の平均 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年

95.2% 96% 95% 96% 96% 95% 95%以上

95%以上 95%以上 95%以上 95%以上 95%以上

初期値 目標値

14年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

0件 0件 0件 0件 0件

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

81.6% - 81.6% 84.5% 85.3% 85.9% 86%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

79,005 88,199 85,954 85,193

22,590 19,036 21,302 -

26,791 11,351 4,110 -

128,385 118,586 111,366 85,193

114,342 112,813

11,362 4,110

2,681 1,663

評価

A
年度ごとの目標値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

関9　航路標識の自立型電源
導入率

実績値

年度ごとの目標値

91　ふくそう海域における社会
的影響が著しい大規模海難の
発生数

実績値

28年度要求額

90　要救助海難の救助率

実績値

関連指標

評価

年度ごとの目標値

評価結果

　船舶交通の安全の確保については、通航船舶の実態や海難の発生状況を調査・
分析し、その結果を踏まえながら各事務事業等を計画的に推進していくとともに、
海上交通法令の励行、海上交通センターの的確な運用を中心に当該事務事業等
を継続して実施していく。
　また、海上の治安の確保については、不安定な国際情勢の中で未だに予断を許
さない警備情勢を踏まえ、「臨海部の重要施設等の警備」、「港湾危機管理体制の
強化」、「国際的なテロ対策への積極的な参画」をテロ対策の主軸業務とし、総合的
かつ強力に推進していく。

評価

A

全ての実績が目標を達成した。

評価

施策の分析

　施策目標達成にかかる各業績指標等は順調に推移しており、事前分析表に掲げ
る各事業（達成手段）が横断的に有効かつ効率的に寄与している。
　船舶交通の安全の確保には、航路標識等の整備による海上交通環境の向上、巡
視船艇等による航法指導、海上交通センター等による的確な航行管制及び情報提
供等が効果的に機能していると分析。
　また、海上の治安の確保には、当庁が関係機関と連携しつつ実施している、巡視
船艇・航空機による監視・警戒活動、国際船舶・港湾保安法による入港規制、公安
情報の収集分析、警乗、旅客ターミナル警戒等が効果的に機能していると分析。

すべての人が安心して海を利用し様々な恩恵を享受できるよう船舶交通の安全と海上の治安を確保する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

A

89　海上及び海上からのテロ
活動による被害発生件数

実績値

年度ごとの目標値

②目標達成

施策目標個票
（国土交通省26－⑱）

施策目標 船舶交通の安全と海上の治安を確保する

施策目標の概要及び
達成すべき目標
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担当部局名 海上保安庁

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月作成責任者名
総務部政務課

（課長　上原　淳）
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業績指標８９ 

 海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数 

 

 

（指標の定義） 

海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

近年、世界各地においてテロが頻発するなど依然として厳しい状況にあり、我が国沿岸部では、石油備蓄基地、Ｌ

ＮＧ基地、原子力発電所等の重要インフラや旅客ターミナル、海水浴場等の多数集客施設が集中しているなど、ひと

たびテロが発生すると非常に大きな被害が生じるおそれがある地域が幾多も存在する。 

テロによる被害は、的確な予防措置を講じるとともに万が一発生した場合においても適切に対処することにより、

抑止し又は軽減することが可能である。 

このため、海上保安庁においては、巡視船艇・航空機による監視・警戒活動、国際船舶・港湾保安法に基づく入港

規制、公安情報の収集分析、不審船・工作船対策、警乗（※）、旅客ターミナルの警戒等のテロ対策を徹底すること

により、海上テロによる被害を発生させないことを目指す。 

※警乗・・・海上保安官が、旅客船等におけるテロ行為等を未然に防止し、旅客及び乗員の安全を確保することな

どを目的として旅客船等へ乗船すること。 

（外部要因） 

内外の治安情勢 

（他の関係主体） 

 警察庁、財務省、法務省、防衛省、各地方自治体、海事関係者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ・第１８３回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

   「治安に対する信頼も欠かせません。（中略）平穏な暮らしを脅かす暴力団やテロリストなどへの対策・取組

を徹底します。（中略）「世界一安心な国」、「世界一安全な国、日本」を作り上げます。」 

    ・第１８９回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説（平成２７年２月１２日） 

   「日本がテロに屈することは決してありません。水際対策の強化など、国内外の日本人の安全確保に、万全を

期してまいります。そして食糧、医療などの人道支援。テロと闘う国際社会において、日本としての責任を、

毅然として、果たしてまいります。」 

 【閣議決定】 

  ・「世界一安全な日本」創造戦略（平成２５年１２月１０日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

・テロの未然防止に関する行動計画（平成１６年１２月１０日 国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決定）

・犯罪に強い社会の実現のための行動計画２００８（平成２０年１２月２２日 犯罪対策閣僚会議決定） 

・原子力発電所に対するテロの未然防止対策の強化について（平成２３年１１月１４日 国際組織犯罪等・国際

テロ対策推進本部決定） 

  ・犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画の策定の基本方針について 

（平成２５年５月２８日 犯罪対策閣僚会議決定） 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：０件（毎年度） 

実績値：０件（平成２５年度） 

    ０件（平成２６年度） 

初期値：０件（平成１４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①テロ対応体制の強化 

 ・巡視船艇・航空機等の充実整備及び効果的な運用 

 ・巡視船艇・航空機職員の技術向上 

 ・関係機関との事案対処に係る連携強化 

②情報収集、分析、伝達体制の強化 

 ・緊急通報用電話番号「１１８番」の効果的な運用 

・携帯電話からの１１８番通報の通報位置情報を活用 

・データベースの最適化 

 ・国内外関係取締機関等との情報交換の推進、連携・協力の強化 

③テロへの警備警戒 

・臨海部の重要施設（原子力発電所、石油コンビナート等の危険物施設、米軍施設等）を対象にした巡視船艇・

航空機による監視・警戒。 

予算額：船舶交通安全及海上治安対策費の一部   １１５億円（平成２５年度） １７６億円（平成２６年度）

船舶建造費               ３８２億円（平成２５年度） ３３２億円（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

海上及び海上からのテロ活動による被害の発生はゼロであった。これはテロの未然防止に係る各種施策が効果的

に機能したものと分析できる。 

（事務事業等の実施状況） 

①テロ対応体制の強化 
・東南アジアの海上治安機関の職員を招へいし、海上テロ等に係る情報交換、国際協力の強化を含む海上テロ

等の防止のための効果的な対策について議論し、海上セキュリティの向上を図った。 
・国際港湾において、港湾危機管理（担当）官を中心に港湾保安委員会等の枠組みを活用し、各都道府県警察、

入国管理局、税関、港湾管理者等とテロ対策のための合同訓練を実施するなどして、関係機関との情報連絡、
警戒、検査等の強化についての連携強化を推進した。 

・速力、捜索監視能力等の向上を図った巡視船艇・航空機の整備を推進し、効果的な運用を推進した。 
・巡視船艇・航空機職員の技術向上を図った。 
・個人装備等の充実整備を図った。 
・海上自衛隊と原子力発電所に対するテロ対処共同訓練を実施し、事案対処に係る連携を強化した。 

②情報収集、分析、伝達体制の強化 

・テロ対応に関する情報収集等のために、緊急通報用電話番号「１１８番」の効果的な運用を図った。 

・携帯電話からの１１８番通報があった場合には通報位置情報も受信し、海上保安業務情報システムに表示さ
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せることにより、情報の効果的な活用を図った。 

・国内外関係取締機関等との情報交換の推進、連携・協力の強化を図った。 

・海上防犯活動等の充実強化を推進した。 

③テロへの警備警戒 
・臨海部の重要施設（原子力発電所、石油コンビナート等の危険物施設、米軍施設等）に対する海上からのテ

ロに備え、巡視船艇・航空機による監視・警戒を実施するとともに、海事関係者等に対する不審物・不審者
への警戒、不審情報の通報の徹底指導を行った。 

・ゴールデンウィークや夏期、年末年始といった旅客の往来が活発となる期間を重点に、旅客ターミナル等の
警戒を行った。 

  ・「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づき、船舶保安情報や、保安措置につ
いて調査する立入検査等から、テロが発生するおそれの有無について確認を行った。 

・「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に基づき、我が国領海等において正当な理由なく停留や徘
徊等の不審な航行を行っている外国船舶に対し厳正に対応し、領海の安全確保に努めた。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の実績値は、平成２５年度及び平成２６年度においても０件であった。この結果は、当庁が関係機関と

連携しつつ、実施している巡視船艇・航空機による監視・警戒活動、国際船舶・港湾保安法による入港規制、公安

情報の収集分析、警乗、旅客ターミナル警戒等の事務事業等が効果的に機能しているものと分析し、「Ａ」と評価

した。 

当庁においては、海上及び海上からのテロの未然防止に万全を期してきているが、依然として全世界的にテロの

脅威は存続しており、予断を許さない状況にある。 

このため、「臨海部の重要施設等の警備」、「港湾危機管理体制の強化」、「国際船舶・港湾保安法に基づく入港規

制の厳正な実施」、「領海等における外国船舶の航行に関する法律に基づく領海警備の厳正な実施」、「国際的なテロ

対策への積極的な参画」を海上及び海上からのテロ対策の主軸業務とし、これらの業務を総合的かつ強力に推進し

ていく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海上保安庁警備救難部警備課  （課長 廣川 隆） 

関係課：海上保安庁警備救難部管理課  （課長 伊藤 裕康） 
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業績指標９０ 

 要救助海難の救助率 

 

 

（指標の定義） 

要救助海難の救助率とは、要救助者に対する救助成功者の割合をいう。 

救助率＝（救助された乗船者数＋救助された海中転落者数）/（自力救助を除く要救助海難の乗船者数＋自力救助

を除く乗船者の海中転落者数） 

（目標設定の考え方・根拠） 

海難等における死者・行方不明者を減少させるためには、救助率を維持・向上することが重要であることから、救

助率９５％以上を目標とする。なお、平成２３年３月３１日に閣議決定された第九次交通安全基本計画において、要

救助海難に対する全体の救助率は、今後も９５％以上に維持確保とすることが目標に掲げられている。 

（外部要因） 

気象海象、小型船舶の隻数の増減 

（他の関係主体） 

 各地方自治体、海事関係者、民間海難救助組織 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日閣議決定） 

   「要救助海難に対する全体の救助率は、今後も９５％以上に維持確保」 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

９６％ ９５％ ９６％ ９６％ ９５％ 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：９５％以上（毎年） 

実績値：９６％（平成２５年度） 

    ９５％（平成２６年度） 

初期値：９５.２％（平成１８年から平成２２年の平均） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

① 海難情報の早期入手に向けた取り組みの推進 

海難発生から海上保安庁が情報を入手するまでの所要時間を２時間以内とするために以下の事業を実施。 

・自己救命策確保（ライフジャケットの常時着用、防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保、緊急通報用電

話番号「１１８番」の有効活用）の指導・啓発 

・漁業関係者に対する指導 

 

② 救助・救急体制の充実 

  沿岸海域における迅速かつ的確な人命救助体制の充実・強化を促進するため以下の事業を実施 

・救難体制の強化 

・周辺国や関係機関との合同訓練等を実施 

・携帯電話からの１１８番通報の通報位置情報を活用 

 

③ ライフジャケットの着用率の向上 

   ライフジャケットの着用率の向上を目指すために以下の事業を実施。 

 ・自己救命策確保の指導・啓発 

 ・ライフジャケット着用推進モデル漁協・マリーナ等の拡充及び地域拠点化の展開 

 ・ライフジャケット着用義務違反に対する指導 

 

予算額：船舶交通安全及海上治安対策費の一部    １１８億円（平成２５年度） １７８億円（平成２６年度）

    船舶建造費               ３８２億円（平成２５年度） ３３２億円（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・「要救助海難の救助率」は、平成２５年度９６％、平成２６年度９５％となり、当庁のほか関係機関と連携した

海事関係者等への粘り強い安全指導や当庁救助体制の強化等によって、両年度において目標の９５％以上を達成

することができた。 

・引き続き本事業を推進していくことで９５％以上を達成できるものと思料する。 

（事務事業等の実施状況） 

① 海難情報の早期入手に向けた取り組みの推進 

 ・「ライフジャケットの常時着用」、「防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保」、「緊急通報用電話番号「１

１８番』の有効活用」を基本とする自己救命策確保を推進する各種キャンペーン活動、あらゆる広報媒体を活

用した周知・啓発活動を実施した。 

 ・海難率の高い漁業従事者・プレジャーボート等乗船者に対する安全指導・啓発活動等を実施した。 

 ・ＧＭＤＳＳ機器（注１）の適正使用の指導・啓発を実施した。 

② 救助・救急体制の充実 

 ・速力、捜索監視能力等の向上を図った巡視船艇・航空機の整備等を行った。 

 ・周辺国等の捜索救助機関の実務者間による協議並びに捜索救助に関する合同訓練及び机上訓練を実施した。 

 ・公益社団法人日本水難救済会、財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会等民間海難救助組織との連携を図っ

た。 

・メディカルコントロール体制（注２）の充実のため、海上保安庁メディカルコントロール協議会総会及び小委

員会を開催し、救急救命士の救急救命処置等に関する所要の改善を図った。 

・携帯電話からの１１８番通報があった場合には通報位置情報も受信し、海上保安業務情報システムに表示させ

ることにより、情報の効果的な活用を図った。 

③ ライフジャケット着用率の向上 

 ・「海難情報の早期入手に向けた取り組みの推進」と同様、自己救命策確保を推進する各種キャンペーン活動、

あらゆる広報媒体を活用した周知・啓発活動を実施した。 

 ・ライフジャケット着用推進モデル漁協・マリーナ等を指定した（平成２６年末現在、全国６９４箇所となって

いる）。さらに、都道府県漁協女性部連絡協議会等に対する漁業者のライフジャケット着用の推進の働きかけ

を行い、平成２６年末現在、全国２９の府県で３２７９人の女性着用推進員が誕生する等、漁業者自らがライ

フジャケット着用の推進を図る取り組みを実施した。 

 ・プレジャーボート等の乗船者における着用義務違反に対して指導を実施した。 

 

（注１）：海上における遭難および安全の世界的制度で、ＳＯＬＡＳ条約に基づく人工衛星を利用した海上安全通

信システム 

（注２）：救急救命士が実施する救急救命業務の質を医学的観点から保証する体制 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２５年度及び平成２６年度においても目標値を達成することができた。 
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・この結果は、当庁が実施している海難情報の早期入手に向けた取り組みの推進、救助、救急体制の充実等の取

組が機能した結果であり、現在の事業を継続することが適当であると判断し「Ａ」と評価した。 

・引き続き、本事業を推進していく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海上保安庁警備救難部救難課    （課長 粟津 秀哉）  

関係課：海上保安庁警備救難部管理課    （課長 伊藤 裕康）  
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業績指標９１ 

 ふくそう海域における社会的影響が著しい大規模海難の発生数 

 

 

（指標の定義） 

ふくそう海域（注）において、一般船舶（全長５０ｍ以上）が通常航行する航路を閉塞、多数の死傷者の発生、我

が国の社会経済活動に甚大な影響を及ぼすなどの社会的影響が著しい海難の発生数 

（注）：ふくそう海域：東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港（海上交通安全法又は港則法の適用海域に限る。） 

（目標設定の考え方・根拠） 

ふくそう海域で過去に発生した大規模海難（平成９年の東京湾でのダイヤモンドグレース号の事故、平成２１年の

関門海峡でのくらまとＣＡＲＩＮＡ ＳＴＡＲ号の事故）の社会的影響の重大性に鑑みて、毎年度発生数０件を目標

とする。 

（外部要因） 

・マリンレジャーの進展等による海域利用の複雑化 

・沿岸部の埋立等大規模プロジェクトの進展による可航水域の減少、航行形態の変化 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  ・第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日）「第２部に記載あり」 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：０件（毎年度） 

実績値：０件（平成２５年度） 

    ０件（平成２６年度） 

初期値：０件（平成１４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

① 海上交通センター等の的確な運用 

  予算額：航路標識整備事業費の一部 ３．９億円（平成２５年度） ２３．１億円（平成２６年度） 

・海上交通センター等において的確な航行管制、情報提供、海域特性に応じた危険防止のための措置等を継続

して実施する。 

・沿岸域情報提供システムによる的確な情報提供の業務を継続して実施する。 

② 海上交通法令の励行・巡視船艇等による航法指導等を実施する。 

③ 航路標識の高度化等の整備等 

・気象情報提供体制を強化するため、灯浮標をプラットフォームにした気象情報提供システムを整備する。 

・雨、霧などの視界不良時等において、より安定した運用が必要となる航路標識にＡＩＳ信号所を整備する。

④ 安全対策の強化 

・東京湾における海上交通管制の一元化のため、湾内全ての港内交通管制室と東京湾海上交通センターを統合

し、船舶動静監視と情報提供を一元的に実施する体制を構築する。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

航路標識等の整備による海上交通環境の向上、巡視船艇等による航法指導等、海上交通センター等による的確な

航行管制及び情報提供を実施したことにより、平成２６年度においても大規模海難を未然に防止し、目標を達成し

た。 

（事務事業等の実施状況） 

① 海上交通センター等の的確な運用 

・関門海峡海上交通センターの信頼性の強化のため、電源の二重化整備を実施した。 

・備讃瀬戸海上交通センターのレーダー不感地帯の解消のため、備讃瀬戸航路（粟島）にレーダー局整備を実

施した。 

・海上交通センター等において的確な航行管制、情報提供、海域特性に応じた危険防止のための措置等を継続

して実施した。 

・沿岸域情報提供システムによる的確な情報提供の業務を継続して実施した。 

② 海上交通法令の励行 

・巡視船艇等による航法指導等を実施した。 

・海難の発生状況を踏まえ、プレジャーボート、漁船に対して重点的な安全指導を実施した。 

③ 航路標識の高度化等の整備等 

・気象情報提供体制を強化するため、灯浮標をプラットフォームにした気象情報提供システムを整備した。 

（浦賀水道、伊予灘、関門海峡） 

・雨、霧などの視界不良時等において、より安定した運用が必要となる航路標識にＡＩＳ信号所を整備した。

（浦賀水道、伊予灘、関門海峡） 

  ・海の安全に関する情報を提供するスマートフォン向けのサイトの整備を推進した。 

④ 安全対策の強化 

・東京湾における海上交通管制の一元化のため、湾内全ての港内交通管制室と東京湾海上交通センターを統合

し、船舶動静監視と情報提供を一元的に実施する体制を構築するため、レーダーなどの関連施設の整備等を

推進した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２５年度及び平成２６年度においても、ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難は０件であ

り目標を達成できた。この結果は、施策が有効であったと評価できるものであり、現在の施策を継続することが適

当であることから「Ａ」と評価した。 

我が国の経済活動を支える船舶の海難を未然に防ぎ、人命、財産、環境を保護し、国民が安心して生活できる環

境を確保していくことは普遍的な社会ニーズである。 

特に船舶交通が集中するふくそう海域においては、社会経済活動に甚大な影響を及ぼす海難が発生する蓋然性が

高い。 

したがって、通航船舶の実態や海難の発生状況を調査・分析し、その結果を踏まえながら各施策を計画的に推進

していくとともに、海上交通法令の励行、海上交通センターの的確な運用を中心に当該施策を継続して実施し、ふ

くそう海域における航路を閉塞するような社会的影響が著しい大規模海難の発生数０を目指す。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 
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なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海上保安庁交通部企画課  （課長 服部 真樹）  

関係課：海上保安庁交通部安全課  （課長 伊丹 潔） 

 計画運用課（課長 尾崎 正宏） 

整備課  （課長 粟井 次雄） 
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関連指標９ 

 航路標識の自立型電源導入率 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

航路標識のうち、電源として太陽光発電等を導入している標識数 

（目標設定の考え方・根拠） 

航路標識用電源に停電の影響を受けない太陽光発電等を導入する割合 

 【社会資本整備重点計画第３章災害時の緊急輸送のバックアップ機能強化や円滑な交通確保に関する指標】 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ８１．６％ ８４．５％ ８５．３％ ８５．９％ 

 

 
 

 

 

 

 

実績値等 

目標値：８６％（平成２８年度） 

実績値：８５．３％（平成２５年度） 

    ８５．９％（平成２６年度） 

初期値：８１．６％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

地震発生後、船舶の安全で円滑な交通を確保するための対策としての航路標識の耐震化及び太陽光発電による自

立型電源化を図ることで、災害時における緊急輸送のバックアップ機能を強化するとともに、円滑な交通を確保す

る。 

予算額：航路標識整備事業費の一部    １．０億円（平成２５年度） １．５億円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

航路標識の省エネ・エコロジー化を行う。 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

目標は平成２８年度に８６％のところ、最新の実績値（平成２６年度）は８５．９％である。 

（事務事業等の実施状況） 

・６０基（平成２５年度：３５基、平成２６年度：２５基）の航路標識の電源をクリーンエネルギー化 

・１２８基（平成２５年度：３１基、平成２６年度：９７基）の航路標識の光源をＬＥＤ化 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海上保安庁交通部企画課  （課長 服部 真樹） 

関係課：海上保安庁交通部計画運用課（課長 尾崎 正宏） 

整備課  （課長 粟井 次雄） 
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初期値 目標値

23年央 22年央 23年央 24年央 25年央 26年央 28年央

135隻 117隻 135隻 150隻 158隻 179隻 約230隻

- - - - -

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

約10% 9.1% 10.2% 10.2% 10.1% 9.8%(暫定値) 約10%

約10% 約10% 約10% 約10% 約10%

初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

57%（150隻） 45%（119隻）  52%(136隻) 57%(150隻） 61%(159隻) 70%(184隻) 100%(262隻)

- - - - -

初期値 目標値

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

0件 0件 0件 0件 0件

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

619トン 619トン 654トン 673トン 688トン 集計中 610トン

610トン 610トン 610トン 610トン 610トン

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

- - - 平成22年度比
1.2%減

平成22年度比
1.5%減

平成22年度比
1.6%減（速報値）

平成22年度比
5%減

- - - - -

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

- - -
平成22年度比

0.5%減
平成22年度比

1.2%減
平成22年度比

1.3%減（速報値）
平成22年度比

3%減

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

6% - 6% 20% 36% 46% 100%

- - - - -

年度ごとの目標値

業績指標

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

92 国際船舶の隻数

実績値
評価

B
年央ごとの目標値

評価

93 世界の海上輸送量に占める
日本の外航海運事業者による
輸送量の割合

実績値
評価

B

94 外航海運事業者が運航する
日本船舶の隻数の目標値に対
する達成率

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

95 マラッカ・シンガポール海峡
における航路閉塞を伴う大規模
海難の発生数

96 内航船舶の平均総トン数

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

97 国際海上コンテナ・バルク貨
物の輸送コスト低減率

実績値

B

年度ごとの目標値

実績値
評価

B

年度ごとの目標値

99 長寿命化計画に基づく港湾
施設の対策実施率

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

98 国内海上貨物輸送コスト低
減率

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

評価結果

業績指標の中には目標に向かった成果が必ずしも十分に出ていないものも見られる
ため、我が国の国際競争力の強化に向け、引き続き本業績指標・施策目標に基づく
施策の推進に継続的に取り組んでいく。

施策目標個票
（国土交通省26－⑲）

施策目標 海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

海運に関しては、内航船舶の総トン数維持などが目標を上回って達成しており、港
湾に関しても、長寿命化計画に基づく対策や緊急物資供給のための対策等に進展
がみられるが、海上輸送コストの低減率等については進展に向けて、引き続き所要
の施策を推進していく必要がある。

港湾及び海上等における総合的な物流体系の整備を促進することで、我が国の国際競争力の強化を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果 業績指標の中には目標に向かった成果を示しているものも見られるが、主要な業績

指標のうち、海上輸送コストの低減率を指標とした97及び98等については平成26年
度の実績値が目標値達成に向けたトレンドを下回っており、「④進展が大きくない」と
判断した。

④進展が大きくない
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約54% 約54% - - - 約56% 約60%

- - - - -

初期値 目標値

23年 22年 23年 24年 25年 26年 29年

37.5% 39.2% 37.5% 37.5% 40.6% 集計中 40%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約2,640万人 約2,550万人 約2,640万人 約2700万人 約2810万人 約2,860万人 約2,950万人

- - - - -

初期値 目標値

20年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

10% - - - 12% - 5%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

65% - 65% 79% - 96% 95%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

0港 - 0港 2港 2港 5港 5港

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

237,810 233,259 182,724 183,296
<152,397> <144,529> <0> <0>

76,791 36,227 5,575 -
<46,667> <20,500> <0> -

72,348 141,546 90,152 -
<39,295> <49,131> <0> -
386,948 411,031 278,451 183,296

<238,359> <214,159> <0> <0>
242,814 319,242

<188,209> <212,859>
141,546 90,152

<49,131> <0>
2,588 1,637

<1,020> <1,300>

実績値
評価

年度ごとの目標値
関連指標

評価

年度ごとの目標値

担当部局名 総合政策局

100 港湾におけるプレジャー
ボートの適正な係留・保管率

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

101 国内循環資源取扱量（海
運）におけるリサイクルポート指
定港の国内シェア率

実績値
評価

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）
＜意見等＞
主要な業績指標が多すぎる。
＜対応方針＞
「代表性」及び「重要性」の観点から、内航海運・外航海運の各事業及び港湾整備等の事業から主要な業績指標を４
指標選抜することとする。

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

A
暦年ごとの目標値

関10 国際コンテナターミナルの
出入管理情報システムの使用
に必要なＰＳカード（Ｐｏｒｔ　Ｓeｃ
ｕｒｉｔｙ　カード）の普及率

作成責任者名
物流政策課

（課長　島田　勘資）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

28年度要求額

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

評価

B

102 大規模地震が特に懸念さ
れる地域における港湾による緊
急物資供給可能人口

実績値

暦年ごとの目標値

関11 国際コンテナ戦略港湾の
うち、中韓主要港の港湾物流情
報システムと相互連携している
港湾数

実績値

年度ごとの目標値

103 日本発着コンテナ貨物の
釜山等東アジア主要港でのトラ
ンシップ率

実績値

評価

A
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業績指標９２ 

 国際船舶の隻数 

 

 

（指標の定義） 

海上運送法第４４条の２に定める船舶（注）の隻数をいう。 
（注）「国際船舶」：日本船舶のうち、国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省令で定められた船舶。 

          具体的には、２，０００トン以上のＬＮＧ船、ロールオン・ロールオフ船、近代化船等の船舶をいう。 

          平成８年創設 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

安定的な国際海上輸送の確保のため、「日本船舶・船員確保計画」の平成２１年～２５年の平均増加隻数をもとに

平成２８年央時点で約２３０隻と算出した。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 （一社）日本船主協会等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

 日本商船隊の国際競争力の確保及び安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本籍船及び日本人船員の計画的増

加に取り組む我が国の外航海運事業者に対し、トン数標準税制の適用等を実施し、日本船舶と日本船舶を補完する準

日本船舶合わせて４５０隻体制の早期確立を図る（第２部４（１）） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会（平成１９年１２月） 

 

 

 

過去の実績値        （年央）

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

８５隻 ９５隻 １０６隻 １１７隻 １３５隻 １５０隻 １５８隻 １７９隻 

 

 

 

評 価 

Ｂ 

目標値：約２３０隻（平成２８年央） 

実績値： １５８隻（平成２５年央） 

１７９隻（平成２６年央） 

初期値： １３５隻（平成２３年央） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

【税制上の特例措置】 

国際船舶の所有権の保存登記等の特例（登録免許税・固定資産税） 

我が国商船隊の中核を担い、そのフラッグシップとしての先導的な役割を果たし、質の高いサービスを確実

に提供している日本籍船のうち、安定的な国際海上輸送の確保上、特に重要な船舶である国際船舶の安定的な

確保を図るための税制特例措置。 

減収額： ４４百万円（登録免許税）（平成２６年度・速報値） 

       ５３３百万円（固定資産税）（平成２６年度・速報値） 

関連する事務事業の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 我が国商船隊における平成２６年央の国際船舶は１７９隻であり、平成１９年央に比べ９４隻増となり、昨年

度に続き７期連続で増加している。平成２６年度以降の日本船舶・船員確保計画及び過去の実績値によるトレン

ドを考慮すると、目標年度に目標値を達成する蓋然性は相応に認められることから、進捗状況は順調である。 

（事務事業の実施状況） 

 国際船舶の所有権の保存登記等の特例（登録免許税及び固定資産税の軽減）を延長した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の「国際船舶の隻数」については、国際船舶に係る課税の特例等の外航海運税制の効果により、平成

１９年度以降増加しているものの、安定的な国際海上輸送の確保には新たな追加施策が必要である。 

また、平成２６年度以降の日本船舶・船員確保計画及び直近の平成２５～２６年度の増加隻数（２１隻）を平

成２６～２７年度,平成２７～２８年度の増加隻数として見込むと、目標値に対しおおむね達成する見込みである

が、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 経済安全保障を早期に確立するとともに、日本商船隊の国際競争力強化を図るため、引き続き外航海運税制の

追加施策を検討する。 

（平成２８年度以降） 

同上 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局外航課（課長 磯野 正義） 
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業績指標９３ 

 世界の海上輸送量に占める日本の外航海運事業者による輸送量の割合 

 

 

（指標の定義） 

世界の海上荷動量に占める日本の外航海運事業者による輸送量の割合 

分子：我が国商船隊（※）による輸送量 

分母：世界の海上荷動量 
（※）我が国商船隊：我が国外航海運企業が運航する２，０００総トン以上の外航商船群をいう。自らが所有する日本籍船のみならず、外国企業

（自らが設立した外国現地法人を含む。）から用船（チャーター）した外国籍船も合わせた概念。 

（目標設定の考え方・根拠） 

我が国の外航海運の発展を図るため、各国動向等の把握、当局間協議等の取り組み及び海上輸送の安全確保等の推

進を通じて、国際競争力の強化を図り安定的な国際海上輸送を確保することとし、平成１８年度から平成２２年度ま

での過去５年間の我が国商船隊の輸送比率である約１０％を元に、引き続きその輸送比率を維持することを目指す。

（外部要因） 

治安情勢の変動、資源の枯渇、国際経済情勢の変化 

（他の関係主体） 

 民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

日本商船隊の国際競争力の確保及び安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本籍船及び日本人船員の計画的増

加に取り組む我が国の外航海運事業者に対し、トン数標準税制の適用等を実施し、日本船舶と日本船舶を補完する準

日本船舶合わせて４５０隻体制の早期確立を図る（第２部４（１）） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値    （年度） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

９．１％ １０．２％ １０．２％ １０．１％ ９．８％（暫定値） 

 

 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（単位：％）
世界の海上輸送量に占める日本の外航海運事業者による輸送量の割合

評 価 

 

Ｂ 

目標値：約１０％（毎年度） 

実績値：９．８％（平成２６年度）（暫定値） 

初期値：約１０％（平成２２年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・外航海運対策の強化（予算額：０．０７億円） 

我が国商船隊の我が国経済・社会に対して負っている重要性に鑑み、国際経済情勢等の変化に即応して、安定し

た貿易輸送のため、輸入物資の産出国の政策動向や輸出先となる各国の経済状況等のトレンドの把握等、また、主

要航路における海運活動は米国やＥＵ等の主要航路の関係国の海運政策に左右されるところが大きいことから、こ

れらの海運政策の動きに対し、我が国としても情報収集を行い、国内関係者とも十分協議の上、本邦外航船舶運航

事業者の国際競争条件の均衡化を図ることに加え、国際競争力の強化を図り我が国商船隊の安定的な輸送の確保の

ため適切な対策を講じる。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度においては、目標値である約１０％を達成していないため順調ではない。 

（事務事業の実施状況） 

・外航海運対策の強化 

輸入物資の産出国の政策動向や輸出先となる各国の経済状況等の調査等を実施。また主要航路の関係国の海運政

策の動きに対し、情報収集を行い、国内関係者とも十分協議の上、関係国と協議等を行った。具体的には英国、韓

国、ＣＳＧ（海運先進１８カ国）とそれぞれ協議を行い、海事政策についての情報及び意見を交換するとともに、

外航海運を取り巻く世界的な課題について相互理解を図った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度においては、目標値である約１０％維持を達成していない。 

・我が国商船隊による安定的な輸送を確保する観点から、引き続き輸入物資の産出国の政策動向や輸出先となる各

国の経済状況について調査・分析するとともに、主要航路の関係国の海運政策について情報収集を行う。 

・以上から、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局外航課（課長 磯野 正義） 
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業績指標９４ 

 外航海運事業者が運航する日本船舶の隻数の目標値に対する達成率 

 

 

（指標の定義） 

・日本の外航海運事業者が運航する日本船舶を増加させるという目標へ向けての各年度の達成状況を割合で示した

ものをいう。 

分子：各年度の日本の外航海運事業者が運航する日本船舶の隻数 

分母：達成すべき日本の外航海運事業者が運航する日本船舶の隻数（平成 29 年度までの目標隻数は 262 隻） 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

・交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会答申（平成 19 年 12 月）において、非常時において一定規模の国民

生活・経済活動水準を維持するために最低限必要な、日本の外航海運事業者が運航する日本船舶（以下「日本船

舶」）の隻数は「約 450 隻」と試算されたところである。 

 

・しかしながら、日本船舶 450 隻を短期間で達成することは困難であることから、平成 25 年 3月 30 日に改正した

「日本船舶・船員の確保に関する基本方針」において、当面の目標として、トン数税制認定事業者が所有する日

本船舶数を平成 20 年度からの 9年間で 3.2 倍とすることを目指すこととしている。 

 

・上記「基本方針」に基づき、トン税認定事業者が所有している平成 20 年度の日本船舶数 74 隻を 3.2 倍、その他

の事業者は横ばいとし、平成 29 年には 262 隻に増加させることを目標値として設定するものである。 

 

・上記目標値は、「基本方針」に基づく計画認定事業者の増加計画を踏まえ、トン数標準税制、船舶特別償却制度

及び買換特例制度等の税制特例措置の効果により、達成すべき目標値として設定している。 

 

・上記目標値の達成により、非常時における一定規模の国民生活・経済活動水準を維持するために最低限必要な外

航日本船舶 450 隻の早期確保等の効果が期待出来る。 

 

（外部要因） 

景気の動向、他国の外航海運政策 

（他の関係主体） 

 外航海運事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

日本商船隊の国際競争力の確保及び安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本籍船及び日本人船員の計画的増

加に取り組む我が国の外航海運事業者に対し、トン数標準税制の適用等を実施し、日本船舶と日本船舶を補完する準

日本船舶合わせて４５０隻体制の早期確立を図る（第２部４（１）） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会答申（平成１９年１２月） 

 

 

 

 

 

（年央） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３５％ 

(92 隻) 

３７％ 

(98 隻) 

４１％ 

(107 隻) 

４５％ 

(119 隻) 

５２％ 

(136 隻) 

５７％ 

(150 隻) 

６１％ 

(159 隻) 

７０％ 

(184 隻) 

 

評 価 

Ｂ 

目標値：１００％（２６２隻）（平成２９年度） 

実績値： ６１％（１５９隻）（平成２５年度） 

７０％（１８４隻）（平成２６年度） 

初期値： ５７％（１５０隻）（平成２４年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・日本船舶・船員確保計画認定制度の適切な実施 

安定的な国際海上輸送の確保を図るため、外航日本船舶及び外航日本人船員の計画的増加について外航海運

事業者の自発的な取り組みを促すための環境整備として、国土交通大臣による「日本船舶及び船員の確保に関

する基本方針」を定め、それに基づき日本船舶及び船員の確保が図られる計画である旨を審査するとともに、

認定計画に従った措置の実施状況について的確に把握し、必要な措置を講じていない場合には勧告や認定の取

り消しを行うこと等により、認定制度の適切な実施を確保する。 

・税制上の特例措置（外航海運におけるみなし利益課税（トン数標準税制）） 

外航船舶運航事業者が、日本船舶・日本人船員の確保に係る「日本船舶・船員確保計画」を作成し、国土交

通大臣の認定を受けた場合、日本船舶に係る利益について、通常法人税に代えて、みなし利益課税を選択でき

る制度（平成２０年度より）。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の隻数は１８４隻（目標達成率７０％）で、平成１９年度に比べ９２隻増となり、昨年度に続き７

期連続で増加している。 

（事務事業の実施状況） 

・トン数標準税制の適用を受けるために必要な「日本船舶・船員確保計画」の認定を受けた事業者（トン数税制認

定事業者）は、合計９社である。 

・トン数税制認定事業者については、租税特別措置法に基づき、認定を受けた「日本船舶・船員確保計画」に記載

された計画期間内の日を含む各事業年度終了時（平成２９年度）まで、課税の特例（みなし利益課税）を受けるこ

とができる。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、平成２６年度の隻数は１８４隻（目標達成率７０％）で、外航海運税制の効果により、平
成１９年度以降７期連続で増加している。 
・安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の計画的増加を推進していく必要がある。実績値に関しては、目
標は達成しなかったものの、７期連続で増加するなど、着実に成果は出ており、また、外航海運業界は、業界の総
意として、平成２５年に、日本船舶を平成２０年度からの９年間で３．２倍程度となるよう全力で対応する旨を表
明している。 
・平成２６年度以降の日本船舶・船員確保計画及び直近の平成２５～２６年度の増加隻数（２５隻）を平成２６～
２７年度、平成２７～２８年度及び平成２８～２９年度の増加隻数として見込むと、目標値に対しおおむね達成す
る見込みであるが、Ｂと評価した。 
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平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

トン数標準税制の効果もあり、日本船舶は着実に増加しているものの、適用範囲が日本船舶に限定された現行税制

の下では、交通政策審議会答申にて試算された４５０隻を確保するには、相応の期間を要する。 

こうした背景から、日本船舶の増加ベースアップ及びこれを補完する船舶の確保を促進する施策を講じるため、一

定の条件を満たす外国船舶（準日本船舶）をトン数標準税制の追加対象とする拡充要望を行った。 

平成２５年度税制改正大綱において、「平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に日本船舶・船員

確保計画の認定（変更の認定を含む。）を受けた対外船舶運航事業を営む法人については、日本船舶による事業収入

に加えて、海上運送法に規定する準日本船舶で国土交通大臣が認定したものによる事業収入について本特例を適用す

る」ことが盛り込まれ、トン数標準税制の対象を日本船舶のみならず一定の条件を満たす外国船舶（準日本船舶）に

ついても適用とする内容を含む、所得税法等の一部を改正する法律が、平成２５年３月２９日、第１８３回通常国会

において成立し、同年４月１日より施行されたところである。 

「日本船舶・船員確保計画」を作成した事業者を拡充トン数税制等で支援することにより、日本船舶の確保を推進

するとともに、併せて他の外航海運税制の追加施策を検討する。 

 

（平成２８年度以降） 

「日本船舶・船員確保計画」を作成した事業者を拡充トン数税制等で支援することにより、日本船舶の確保を推進

するとともに、併せて他の外航海運税制の追加施策を検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局外航課（課長 磯野 正義） 
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業績指標９５ 

 マラッカ・シンガポール海峡における航路閉塞を伴う大規模海難の発生数 

 

 

（指標の定義） 

マラッカ・シンガポール海峡に設定された分離通行帯（ＴＳＳ）を閉塞するような海難の発生数 

（目標設定の考え方・根拠） 

インド洋と南シナ海を結ぶマラッカ・シンガポール海峡（以下、「マ・シ海峡」という。）は、世界有数の船舶通航

量を誇る海上交通の要衝であるとともに、浅瀬、暗礁等が点在していることから、航海の難所と言われている。また、

我が国輸入原油の８割以上が通過する経済活動の生命線であるマ・シ海峡においてＴＳＳを閉塞するような大規模海

難が発生した場合、大型タンカー（ＶＬＣＣ）などは航路整備がなされていない迂回ルートの通航を強いられるとと

もに、航路延長による燃料費増大だけでも１，０００万円以上となることから、我が国経済への影響は計り知れない。

これまで、海峡利用国として唯一我が国は、関係民間団体等を通じて、約４０年にわたり航路標識の整備・維持管理、

水路測量・海図編纂などの支援協力（約１４７億円）を行ってきたところであるが、アジアの経済発展に伴い日本関

係船舶以外の通航が増加し、また同海峡の通航量は今後も増加するものと予測されることから、海上交通の安全確保

を推進するため、利用国と沿岸国の協力による新たな枠組み構築が急務となっている。このようなことから、我が国

としては、沿岸国、ＩＭＯや他の利用国と協力し、同海峡の航行安全・環境保全等に関する国際協力を推進し、マ・

シ海峡の安全確保に取り組むこととしている。なお、国連海洋法条約では「国際海峡の航行安全と海洋汚染防止につ

いて、利用国と沿岸国の協力」が求められ、また海洋基本法では「海上輸送の安全確保のほか、国際的連携の確保、

国際協力の推進」が求められるとともに、海洋基本計画においても「協力メカニズム」に参加し、協力を推進するこ

とが求められている。 

（外部要因） 

治安情勢の変動 

（他の関係主体） 

 外務省、（公財）マラッカ海峡協議会（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

「マラッカ・シンガポール海峡協力メカニズム」の下で実施されるプロジェクトのうち、航行援助施設の整備に関

する協力や、航行援助施設の維持管理に係る人材育成を推進するとともに、同メカニズムを有効に機能させ、マラッ

カ・シンガポール海峡における航行安全・環境保全対策の充実が図られるよう、利用国、利用者等に幅広く参加を働

きかける。（第２部１１（３）） 

【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

過去の実績値    （年度） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

評 価 

 

Ａ 
 

目標値：０件（毎年度） 

実績値：０件（平成２５年度） 

０件（平成２６年度） 

初期値：０件（平成１８年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○マ・シ海峡における航行安全対策（予算額（平成２５年度）：０．３４億円、（平成２６年度）：０．３１億円）

マ・シ海峡の安全確保に必要な国際協力を推進する（早急な整備が必要な航行援助施設に係る調査等） 

関連する事務事業の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

海峡利用国として唯一我が国は、関係民間団体等を通じて、航路標識の整備・維持管理、水路測量・海図編纂な

どの支援協力を行ってきたこと等により、平成２６年度においても、マ・シ海峡に設定された分離通行帯（ＴＳ

Ｓ）を閉塞するような海難はなく、目標を達成しており、順調である。 

（事務事業の実施状況） 

○マ・シ海峡における航行安全対策 

・当該海峡の主要な利用国として「協力メカニズム」の下、航行援助施設基金運営委員会等の国際会議の場におい

て、沿岸国と利用国間の利害調整を行うこと等により、新たな国際的協力スキームの早期の実施、円滑な運用に

積極的に貢献。 

・既存の航行援助施設の維持更新や小型船舶動静把握システムの実証実験、さらに、平成２３年度より沿岸国現場

担当者の航行援助施設維持管理技術に関するキャパシティ・ビルディングを実施し、沿岸国に対し安全対策に関

する支援協力を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は、平成１８年度以降毎年度の目標値である０件を達成している。 

・しかしながら、マ・シ海峡は我が国輸入原油の８割以上が通過する経済活動の生命線であり、当該海峡におい

て大規模海難が発生した場合の我が国経済への影響は計り知れず、また、アジアの経済発展等に伴い、同海峡

の通航量は今後も増加するものと予測されている。 

・平成１９年７月にはＩＭＯ・シンガポール政府の共催によるシンガポール会議において、当該海峡の航行安全

対策に関する沿岸国と利用国等の協力の枠組みを具体化した「協力メカニズム」が創設されたところであり、

我が国は、当該海峡の第一の利用国であることから、安全対策の支援協力において、今後も国際的に先導的な

役割を果たしていくことが必要であり、これまでの貢献で培ってきた沿岸国との信頼関係を基盤として、今後

も複雑な関係国間の利害調整等に積極的な活動を行うとともに、関係国や関係業界から幅広い支援を得られる

よう働きかける。 

・以上から、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局外航課（課長 磯野 正義） 
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業績指標９６ 

内航船舶の平均総トン数 

 

 

（指標の定義） 

内航海運における船舶の平均の総トン数 
（注）総トン数：船舶の大きさを示すのに用いる指標。 

（目標設定の考え方・根拠） 

効率的で安定した国内海上輸送を確保するためには、産業基礎物資の約８割の輸送を担う等の内航海運の特性を踏

まえると、代替建造の促進により、効率的かつ一定規模の輸送能力（船腹量）の確保が求められる。この代替建造の

促進の指標として、船腹量の維持又は平均総トン数の維持という、主に２つの考え方があるが、船腹量は需給動向に

応じて変動するものであるため、内航船舶の平均総トン数を最低限維持していくという目標設定が有効かつ最適であ

る。このため、内航船舶の過去 5 年（平成 18 年度～平成 22 年度）の平均総トン数 610（平均総トン）の数値の維持

を目標とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６１９トン ６５４トン ６７３トン ６８８トン ７０４トン 
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（単位：トン） 内航船舶の平均総トン数の推移

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：６１０トン（毎年度） 

実績値：６８８トン（平成２５年度） 

    ７０４トン（平成２６年度） 

初期値：６１９トン（平成２２年度） ※それぞれ平均総トン数
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

内航海運は、国内物流の約３分の１、特に産業基礎物資（鉄鋼、石油、セメント等）の輸送の約８割を担う、我

が国の経済・国民生活を支える基幹的な物流産業である。このような内航海運の効率的で安定した海上輸送を確保

し、内航船舶の平均総トン数を維持していくためには、老朽化が進んだ内航船舶の代替建造の促進が重要であり、

平成２２年１１月に「内航海運代替建造対策検討会」を設置し、平成２３年３月に「内航海運における代替建造促

進に向けた施策の方向性」を取りまとめた。今後、これを受け、競争力の強化、環境適応型産業への展開、新たな

需要構造への対応などの取り組みを具体化してく予定である。 

予算額：内航海運対策 ３百万円（平成２５年度）、３百万円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度及び平成２６年度の内航海運における船舶の平均の総トン数はそれぞれ、６８８トン、７０４トンで

あり、目標値の６１０トンを上回っていることから、順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

「内航船舶管理の効率化及び安全性の向上に関する調査研究」の実施等、「内航船舶の代替建造推進アクションプ

ラン」に沿った施策を関係者が一体となって進めた結果、平成１８年度から平成２０年度の建造実績は３年連続で

１００隻を超え、建造量の大幅な増加に伴い平均総トン数も順調に推移した。平成２１年度の世界同時不況の影響

や平成２２年度の輸送需要の低迷、建造船価格の高止まり等による建造量の落ち込みにより、平均総トン数は横ば

いであったものの、平成２３年度以降、新造船の建造が堅調に推移したこともあり、順調に推移している。  

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は目標値の６１０トンを上回って推移しており、平成２５年度及び平成２６年度の内航海運における船

舶の平均の総トン数はそれぞれ目標を達成していることから、現在の施策を継続することが適当である。以上より

Ａと評価した。 

平成２７年度以降についても、更なる代替建造促進を図るため、「内航海運における代替建造促進に向けた施策

の方向性」の取りまとめに基づき、海事局をはじめとする関係者が一体となって積極的に行い、引き続き内航船舶

の平均総トン数の維持に努めていくこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局内航課（課長 新垣 慶太）  
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業績指標９７ 

 国際海上コンテナ・バルク貨物の輸送コスト低減率 

 

 

（指標の定義） 

国際海上貨物の輸送コスト（海上輸送コスト＋陸上輸送コスト）の低減割合 

・海上輸送コスト：船舶の大型化への対応等による低減 

・陸上輸送コスト：効率的な施設配置等による低減 

コンテナ貨物等を扱う国際海上コンテナターミナル及びバルク貨物等を扱う国際物流ターミナルの整備による輸

送コストの削減便益（公共事業の事業評価時に算出）を算出し、平成２４年度以降の輸送コスト削減便益の合計が平

成２２年度の総輸送コストに対してどれだけの割合となるかを指標値として設定する。（指標値＝各年度の輸送コス

ト削減便益の合計／平成２２年度の総輸送コスト） 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２３年度の実績値は平成１９年度比３．１％減となったことから、過去のトレンドを勘案し、引き続き国際海

上貨物のコスト削減を推進していくことを踏まえ、平成２８年度において前回目標値とほぼ同程度の平成２２年度比

５％減を設定。 

（注）「前回目標値」とは、平成２４年度の輸送コストにおいて平成１９年度比５％減である 

（外部要因） 

・輸送コストに係る原油価格変化 

・輸出入貨物量に影響する景気動向・世界情勢の変化 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・日本再興戦略 -JAPAN is BACK- （平成２５年６月１４日） 

国際的に遜色ない物流コストと利便性の実現に向け、港湾における大型船舶への対応力強化、稼働時間延長等の

ニーズへの対応、港湾・空港への輸送アクセスを向上させる。（第Ⅱ．一．５．③） 

・総合物流施策大綱（２０１３－２０１７）（平成２５年６月２５日） 

グローバル・サプライチェーンの一端を担う我が国物流ネットワークの国際競争力を強化するため、物流インフラ

の整備や運営効率化を図るとともに、国際物流に不可欠な物流インフラ・物流システムの整備・充実を推進する。

（２．（１）） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2014～デフレから好循環拡大へ～（平成２６年６月２４日） 

人口減少・高齢化や厳しい財政制約の下で、民需誘発効果や投資効率の高いインフラ、国際競争力を強化するイ

ンフラ（首都圏空港・国際コンテナ戦略港湾・首都圏３環状道路を始めとする大都市圏環状道路等）や国土強靱化

（ナショナル・レジリエンス）、防災・減災等に資するインフラに重点化し、コンパクトシティ等による集約・活

性化、インフラの維持管理・更新を効果的、効率的に実施する。（第３章２．（２）） 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

我が国の産業や国民生活に必要不可欠な資源、エネルギー、食糧の安定的かつ安価な輸入を実現するため、大

型のばら積み貨物船に対応した港湾機能の拠点的確保や企業間連携の促進等により、安定的かつ効率的な海上輸

送網の形成を図る。（第 2章 基本方針Ｂ 目標①） 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 

－ 

 

－ 

平成２２年度比 

１．２％減 

平成２２年度比 

１．５％減 

平成２２年度比 

１．６％減 

（速報値） 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：平成２２年度比 ５％減（平成２８年度） 

実績値：平成２２年度比 １．５％減（平成２５年度） 

    平成２２年度比 １．６％減（平成２６年度）（速報値）

初期値：－ 
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（単位：％） 国際海上コンテナ・バルク貨物の輸送コスト低減率

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・国際コンテナ戦略港湾における総合的な対策（◎） 

 アジアと北米・欧州等を結ぶ基幹航路のコンテナ船の我が国への寄港の維持・拡大のため、国際コンテナ戦略港

湾（阪神港及び京浜港）において、釜山港等アジア諸港に比肩しうる仕様（水深・広さ）を有する高規格コンテナ

ターミナルの整備、フィーダー輸送網強化による広域からの貨物集約、港湾運営会社による「民」の視点での港湾

運営の効率化等といった、ハード・ソフト一体となった施策を国家戦略として集中して実施する。 

・国際バルク戦略港湾における総合的な対策（◎） 

資源、エネルギー、食糧といった国際バルク貨物の需給が逼迫し、世界的な資源獲得競争が起こりつつあるなか

で、大型船舶の活用等により、これら物資の安定的かつ安価な輸入を実現するため、選択と集中の観点から選定さ

れた「国際バルク戦略港湾」において、大型船舶に対応した港湾施設の整備、「民」の視点による埠頭運営の効率

化、船舶の運航効率改善のための制限の緩和等の総合的な対策を推進する。 

予算額： 

港湾整備事業費１，６９６億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，４９１億円の内数（平成２５年度）

港湾整備事業費２，３１２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６４億円の内数（平成２６年度）

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関す

るものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２５年度のコスト低減率は平成２２年度比１．５％減、平成２６年度のコスト低減率は平成２２年度比１．

６％減（速報値）となり、年々コスト低減が図られている。 

（事務事業等の実施状況） 

・港湾整備事業等により、国際海上コンテナターミナル及び国際物流ターミナルなどの外貿ターミナルの整備を

着実に推進している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２５年度のコスト低減率は平成２２年度比１．５％減、平成２６年度のコスト低減率は平成２２年度比１．

６％減（速報値）となり、年々コスト低減が図られている。また、港湾整備事業等の実施により、引き続き国際海

上コンテナターミナル及び国際物流ターミナル等の外貿ターミナルの整備を推進していくこととしている。 

・平成２６年度の実績値は目標値の達成に向けたトレンドを下回っていることから、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局計画課（課長 宮崎 祥一） 
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業績指標９８ 

 国内海上貨物輸送コスト低減率 

 

 

（指標の定義） 

国内海上貨物の輸送コスト（海上輸送コスト＋陸上輸送コスト）の低減割合 

・海上輸送コスト：船舶の大型化への対応等による低減 

・陸上輸送コスト：効率的な施設配置等による低減 

複合一貫輸送ターミナル及び国内物流ターミナルの整備による輸送コストの削減便益（公共事業の事業評価時に算

出）を算出し、平成２４年度以降の輸送コスト削減便益の合計が平成２２年度の総輸送コストに対してどれだけの割

合となるかを指標値として設定する。（指標値＝各年度の輸送コスト削減便益の合計／平成２２年度の総輸送コスト）

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２３年度の実績値は平成１９年度比１．４％減となったことから、過去のトレンドを勘案し、平成２８年度に

おける目標値として達成可能であると推測される平成２２年度比３％減を設定。 

（外部要因） 

・輸送コストに係る原油価格変化 

・輸出入貨物量に影響する景気動向・世界情勢の変化 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

輸送効率が高く環境負荷の少ない国内海上輸送の利用促進を図るため、陸上輸送と海上輸送が円滑かつ迅速に

結ばれた複合一貫輸送に対応した国内物流拠点等の整備を着実に推進する。（第 2 章 基本方針Ｂ 目標②） 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 

－ 

 

－ 

平成２２年度比 

０．５％減 

平成２２年度比 

１．２％減 

平成２２年度比 

１．３％減 

（速報値） 
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（単位：％） 国内海上貨物輸送コスト低減率

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：平成２２年度比 ３％減（平成２８年度） 

実績値：平成２２年度比 １．２％減（平成２５年度） 

平成２２年度比 １．３％減（平成２６年度）（速報値）

初期値：－ 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・複合一貫輸送等に対応した内貿ターミナルの整備（◎） 

環境負荷が少なく、輸送効率の高い国内海上輸送の利用促進を図るため、陸上輸送と海上輸送が円滑かつ迅速に 

結ばれた複合一貫輸送に対応した国内物流拠点等を整備する。 

予算額： 

港湾整備事業費１，６９６億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，４９１億円の内数（平成２５年度）

港湾整備事業費２，３１２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６４億円の内数（平成２６年度）

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関す

るものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２５年度のコスト低減率は平成２２年度比１．２％減、平成２６年度のコスト低減率は平成２２年度比１．

３％減（速報値）となり、年々コスト低減が図られている。 

（事務事業等の実施状況） 

・港湾整備事業等により、複合一貫輸送の拠点となる内貿ターミナルの整備を着実に推進している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２５年度のコスト低減率は平成２２年度比１．２％減、平成２６年度のコスト低減率は平成２２年度比１．

３％減（速報値）となり、年々コスト低減が図られている。また、港湾整備事業等の実施により、引き続き複合一

貫輸送の拠点となる内貿ターミナルの整備を推進していくことしている。 

・平成２６年度の実績値は目標値の達成に向けたトレンドを下回っていることから、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局計画課（課長 宮崎 祥一） 
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業績指標９９  

長寿命化計画に基づく港湾施設の対策実施率 

 

 

（指標の定義） 

重要港湾以上の主要な係留施設について、策定された長寿命化計画に基づき、点検・補修等の対策が実施された

施設の割合（重要港湾以上の主要な係留施設における長寿命化計画に基づき対策を実施した数／重要港湾以上の

主要な係留施設数） 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成１９年４月の省令の改正、告示の整備により、港湾施設についてはライフサイクルコスト縮減等の観点から、

長寿命化計画（維持管理計画）に基づき適切に維持することを標準とした。そのうち、重要港湾以上の主要な係

留施設については、港湾施設の中でも特に重要な施設であり、対象期間内に重点的に適切な詳細点検や維持補修

等を実施し、対策実施率が１００％になるように設定している。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 港湾管理者 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ・経済財政運営と改革の基本方針 2014（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定） 

  老朽化が進行しつつある既設のインフラについては、民間活力を最大限活用しつつ、ICT や新技術を開発・導入

  し、戦略的な維持管理・更新等を全分野について総合的かつ計画的に行うことにより、国民の安全・安心を確保

するととともに、中長期的なコストの縮減・平準化を推進する。 

  このため「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、国や地方公共団体はインフラ長寿命化計画（行動計画）等の

策定・実施を加速する。その中で、インフラの情報のデータベース化と分野横断的な共有、メンテナンスサイク

ルの構築や更新等のコストの見通しを明確化する。また、既存のインフラネットワークの最適利用を図る。さら

に、地域における公的施設について、国と地方公共団体が連携し国公有財産の最適利用を図る。 

（第３章２．（２）） 

 ・「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年 6月 24 日閣議決定） 

  これまでの取組に続き、インフラ長寿命化については、国や地方公共団体等の各インフラを管理・所管する者は、

2016 年度末までに「インフラ長寿命化計画（行動計画）を策定した上で、個別施設計画を策定し、メンテナンス

サイクルを推進する。（第二 二．テーマ３（３）） 

【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成 24 年 8 月 31 日）「第 3章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 ６％ ２０％ ３６％ ４６％ 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％ （平成２８年度） 

実績値： ３６％ （平成２５年度） 

     ４６％ （平成２６年度） 

初期値：  ６％ （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・戦略的な維持管理の推進（◎） 

 高度経済成長時代に集中投資した港湾施設の老朽化が今後進行することから、事後的な維持管理から予防保全的

な維持管理へ転換を推進する。 

予算額： 

港湾整備事業費１，６９６億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，４９１億円の内数（平成２５年度）

港湾整備事業費２，３１２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６４億円の内数（平成２６年度）

 

 (注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関す

るものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度における実績値は４６％であるが、長寿命化計画を策定したばかりで点検時期に達していない施

設があるものの、今後点検時期に達する施設が増加していくため、平成２８年度には計画通り目標を達成すると見

込んでいる。 

（事務事業等の実施状況） 

各施設の長寿命化計画を策定し、計画を反映しつつ事業の進捗が図られている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 これまで、港湾法等の改正（平成２５年度）を行い施設の定期点検を義務づけるとともに、限られた財源のもと

効果的・効率的な補修等を実施するべく対策の優先順位を決める取り組みを始めたところである。 

 今後は、法改正を踏まえて長寿命化計画（平成２６年度末時点でほぼ策定済み）に基づく維持管理の着実な実施

により補修等対策が必要な箇所や経過観察で対応可能な施設を把握するとともに、必要に応じて直ちに補修等対策

を実施する予定であり、平成２７年度には対策実施率７５％、平成２８年度には同実施率の計画目標を達成すると

見込んでいるためＡ評価とする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 長寿命化計画策定に係る予算制度の支援を平成２９年度まで延長（３年間延長） 

（平成２８年度以降） 

 なし 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局技術企画課（課長 浅輪 宇充） 
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業績指標１００ 

 港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・保管率 

 

 

（指標の定義） 

・港湾内におけるプレジャーボートの確認艇隻数のうち、適正に係留・保管されている隻数の割合。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

・近年における当施策への投資量を基に設定。中長期的には、港湾における放置艇の解消を目指す。 

（外部要因） 

・プレジャーボートの需要の変動 

・施設整備に係る地元調整の状況等 

（他の関係主体） 

 ・港湾管理者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ・なし 

 【閣議決定】 

  ・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日） 

    「ボートパークの整備等による収容保管能力の向上と放置等禁止区域の指定拡充等の規制措置を両輪として

プレジャーボートを円滑に収容し、公共水域の適正な利用促進を図るほか、マリンレジャーや地域活性化の拠

点である「海の駅」の設置支援及びネットワーク化を推進し、レンタルボート、チャータークルーズ等の幅広

いマリンレジャーの体験機会を創出する。」（Ｐ３４） 

  ・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

    「プレジャーボートの適正な管理を実現させるため、係留・保管能力の向上と規制措置を両輪とした放置艇

対策を推進する。」（第２部９（４）） 

 

 【閣決（重点）】 

  ・なし 

 【その他】 

  ・国土交通省と水産庁は、港湾、河川、漁港等の管理者、マリン関係団体、プレジャーボート利用者等が連携し

て取り組むべき施策を総合的にとりまとめ、各々の関係者が着実に実践することを目的に、平成２５年５月に、

｢プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画｣を策定した。 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約５４％ － － － 約５６％ 

 

  

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約６０％（平成２８年度） 

実績値：－（平成２５年度） 

約５６％（平成２６年度） 

初期値：約５４％（平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

放置艇を削減するため、「規制措置」と「係留・保管能力の向上」を両論とした対策を推進。 

① 規制措置 

・放置等禁止区域の指定 

港湾管理者による放置等禁止区域の指定を促進。 

② 係留・保管能力の向上 

 ・ボートパークの整備 

  既存の静穏水域を活用した係留施設や公共空地等を活用した陸上保管施設など、必要最小限の施設を備えた簡

易な係留・保管施設であるボートパークに放置艇の収容を促進。  

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・保管率の推移は下記のとおり上昇している。 

＜港湾における適正な係留・保管率と放置艇隻数の推移＞ 

 ・平成１８年 適正な係留・保管率 ４９％  放置艇隻数 ６.０万隻 

 ・平成２２年     同上    ５４％    同上   ４.９万隻（▲１.１万隻） 

 ・平成２６年     同上    ５６％    同上  ４.２万隻（▲０.８万隻） 

（事務事業等の実施状況） 

・放置等禁止区域等の指定状況 

放置等禁止区域等の指定状況については、平成２６年度末時点で、全国４０港湾管理者が告示。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２５年５月に策定した｢プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計

画｣に基づいて、放置艇対策として実績を上げている事例など、実効性のある対策事例を各自治体に周知、放置等

禁止区域の指定拡充及び地域の関係者が連携・協力して、協議会等を設置し、放置艇対策を推進する環境を整備す

ることで放置艇を減少させる。 

・平成２６年度の実績値は目標の達成に向けたトレンドを下回っていることから、Ｂと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・津波・高潮防災のためのプレジャーボート収容方策検討のための調査を実施予定。 

（平成２８年度以降） 

・平成３０年度に「プレジャーボート全国実態調査」を実施予定。 
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担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海洋・環境課（課長 小谷野 喜二） 

関係課：水管理・国土保全局水政課（課長 市川 篤志） 
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業績指標１０１ 

 国内循環資源取扱量（海運）におけるリサイクルポート指定港の国内シェア率 

 

 

（指標の定義） 

港湾における循環資源取扱量（内貨）のうち、リサイクルポート（※）指定港における取扱量の占める割合を指標

とする。 
※リサイクルポートとは、循環資源の広域活動の拠点となる港湾を国土交通省港湾局が指定し、岸壁等の港湾施設の確保や循環資源の取扱いに関す

る運用等の改善等を行うことにより、循環資源の物流拠点ネットワークを形成し、循環型社会の構築に寄与するものである。 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成１７～２３年における国内循環資源取扱量（海運）（実績値）のシェアの増加状況から、毎年度約０．３％増

加していることから、平成２９年の目標を４０％設定している。 

 数値は、基幹統計調査「港湾調査」において中分類（８１品種）のうち「４８１金属くず」「４９１再利用資材」

「５１１廃棄物」「５１２廃土砂」に分類される貨物を対象とする。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 環境省（廃棄物行政を所管）、経済産業省（リサイクル産業を所管）、港湾管理者、港湾所在自治体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・総合物流施策大綱（２０１３－２０１７）（平成２５年６月２５日） 

資源の有効活用を促進するための静脈物流拠点を整備し、関連する制度の改善等を行う。（２．（１）） 

・第３次循環型社会形成推進基本計画（平成２５年５月３１日） 

効率的な静脈物流システムの構築も進み、リサイクルポート（総合静脈物流拠点港湾）の整備と利便性向上により、

大量・長距離輸送に対応した、環境に配慮した海上輸送が積極的に行われる。（第２章第３節） 

静脈物流の拠点となる港湾をリサイクルポートに指定し、広域的なリサイクル関連施設の臨海部への立地を推進する

とともに、官民連携の促進、港湾施設の整備など総合的な支援を講じることにより国内外の資源循環を促進する。 

（第５章第２節５（２）） 

静脈物流の輸送手段を道路輸送から相対的に環境負荷が小さい鉄道・船舶へと転換するモーダルシフトを促進する。

（第５章第２節５（２）） 

国際的な循環資源の移動に当たっては、玄関口としての港湾が果たす役割の重要性に鑑み、円滑な資源輸送に必要な

港湾施設の整備や受入体制の確保を図る。（第５章第３節２） 

・第４次環境基本計画（平成２４年４月２７日） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）の適正な運用を図りつつ、静脈物流コストの

低減を図るための取組の検討を進める。（第２部第１章第６節３．（３）①） 

・２１世紀環境立国戦略（平成１９年６月１日） 

総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）の整備等を通じた静脈物流システムの検討などを推進する（３．戦略３②）

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

平成 26 年度より新たに「モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業」を開始し、モーダルシフ

トの推進や輸送効率化による静脈物流システムの低炭素化，低コスト化に向けた検討を進めている。 

 

 

 

過去の実績値 （暦年） 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３８．４％ ３９．２％ ３７．５％ ３７．５％ ４０．６％ 集計中 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：４０％  （平成２９年） 

実績値：４０．６％（平成２５年） 

    集計中  （平成２６年）  

初期値：３７．５％（平成２３年） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・循環資源の広域流動の拠点となる港湾をリサイクルポートに指定し、岸壁等の港湾施設の確保や循環資源の取扱

に関する運用等の改善等を行うことにより、循環資源の物流拠点ネットワークを形成し、循環型社会の構築に寄 

与した。また、静脈物流システムの構築に向け、リサイクルポートに指定された港湾管理者やリサイクルを行う 

民間企業等によって設立されたリサイクルポート推進協議会との連携を促進した。(平成年２５年度、２６年度) 

平成２７年度も引き続き上記の施策を実施していく。 

予算額： 

港湾整備事業費１，６９６億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，４９１億円の内数（平成２５年度）

港湾整備事業費２，３１２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６４億円の内数（平成２６年度）

エネルギー特別会計予算  なし（平成２５年度 環境省連携予算） 

エネルギー特別会計予算 ３．５億円（平成２６年度 環境省連携予算） 

関連する事務事業等の概要 

港湾整備等の公共工事におけるリサイクル製品の利活用を推進することで、リサイクル製品の需要拡大に寄与す 

る。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度の基幹統計調査「港湾調査」では、港湾における循環資源取扱量（内貨）のうち、リサイクルポー

ト指定港における取扱量の占める割合は目標値である４０％を達成している。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２３年１月に境港（鳥取県・島根県）を新たにリサイクルポートに指定し、全国にある２２港の指定港に

おいて、重点的に静脈物流基盤の整備を行ってきた。港湾での循環資源の円滑な取扱いを促進するため、平成

２２年に「港湾における循環資源の取扱に関する指針」を作成し、循環資源の取扱いに関する港湾の管理運営

方針として、リサイクルポート指定港の港湾管理者宛てに周知した。 

この他、静脈物流拠点の形成に向け、積替・保管施設等、基盤施設への補助制度を平成１７年に創設し、積極

的な支援を行っている（平成２６年度末実績：５港６施設）。 

また、港湾・空港等工事におけるリサイクル製品の利活用を促進するため、リサイクルポート推進協議会など

からの要望を踏まえ、平成２４年に「港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針」の一部改訂を行った。 

さらに、平成２６年度より新たに「モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業」を開始し、

モーダルシフトの推進や輸送効率化による静脈物流システムの低炭素化，低コスト化に向けた検討を進めてい

る。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２５年に目標値を上回ったことから、評価はＡとした。 

現在の施策を維持するとともに、引き続き官民の連携促進、静脈物流基盤の整備等を推進する。また、リサイク

ルポート推進協議会と連携し、リサイクルポートを活用した静脈物流システムの構築に向けてさらに、新たな指

標の設定を含む検討を進める。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海洋・環境課（課長 小谷野 喜二）  

関係課：港湾局技術企画課（課長 浅輪 宇充） 
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業績指標１０２ 

 大規模地震が特に懸念される地域における港湾による緊急物資供給可能人口 

 

 

（指標の定義） 

大規模地震の切迫性の高い観測強化地域（注１）、特定観測地域（注２）並びに東海地震、東南海・南海地震及び

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の各地震防災対策推進地域内の港湾において、耐震強化岸壁等の整備により、緊

急物資等の供給が可能となる人口。 
（注１）地震予知連絡会が選定。異常が発見された場合に、さらに観測を強化して異常を確かめる必要のある地域を指す。具体的には南関東、東海

の２地域。 

（注２）地震予知連絡会が選定。要件は、①過去に大地震があって、最近大地震が起きていない②活構造地域③最近地殻活動が活発④社会的に重要

な地域であること。具体的には宮城県東部、福島県東部、名古屋・京都・大阪・神戸地区等 
（目標設定の考え方・根拠） 

地震発生の切迫性が特に高い地域等を優先的に整備することによって、緊急物資を供給できる人口を増加させるこ

ととし、港湾の位置、整備状況等を考慮しつつ、目標を設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし  

 【閣議決定】 

 ・国土強靱化アクションプラン 2014（平成２６年６月３日）大規模地震が特に懸念される地域における港湾による

緊急物資供給可能人口カバー率は約 6 割（H24）であり、陸上輸送の寸断に備えた海上輸送拠点の耐震化を進め

る必要がある。（別紙１） 

 ・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日）③大規模地震が特に懸念される地域における港湾による緊急物資供

給可能人口【2013 年度 約 2,810 万人 2016 年度 約 2,950 万人】（第２章基本的方針Ｃ．目標①） 

 【閣決（重点）】 

 ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約２，５５０万人 約２，６４０万人 約２，７００万人 約２，８１０万人 約２，８６０万人  
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0

大規模地震が特に懸念される地域における港湾による緊急物資供給可能人口

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約２，９５０万人（平成２８年度） 

実績値：約２，８１０万人（平成２５年度） 

    約２，８６０万人（平成２６年度） 

初期値：約２，６４０万人（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○耐震強化岸壁の整備（◎） 

人口や産業が集中する臨海部において、大規模地震発生時における避難者や緊急物資等の輸送機能を確保す

るため、耐震強化岸壁を整備する。 

予算額： 

港湾整備事業費１，６９６億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，４９１億円の内数（平成２５年度）

港湾整備事業費２，３１２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６４億円の内数（平成２６年度）
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

 ・基幹的広域防災拠点の整備・運用、緊急輸送ルートに接続する臨港道路の耐震補強、緑地等のオープンスペー

スの確保 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２５年度の実績値は約２，８１０万人、平成２６年度の実績値は約２，８６０万人となり、目標達成に向

けた成果を示している。また、残りの耐震強化岸壁についても全てが整備着手済みであり、目標（平成２８年

度：約２，９５０万人）も達成できる見込みである。 

（事務事業等の実施状況） 

・相馬港や高知港等において耐震強化岸壁を供用した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、目標達成に向け順調に推移しているため、Ａと評価した。 

・大規模地震発生時における人員や緊急物資等の海上輸送の実効性を高めるため、耐震強化岸壁の整備等のハ

ード施策を推進するとともに、港湾ＢＣＰの策定、関係機関との災害協定締結、緊急物資輸送訓練の実施等

のソフト施策を推進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・なし 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海岸・防災課（課長 眞田 仁）  

関係課：港湾局計画課（課長 宮崎 祥一）  

 

310



 
業績指標１０３ 

 日本発着コンテナ貨物の釜山等東アジア主要港でのトランシップ率 

 

 

（指標の定義） 

・日本発着のコンテナ貨物のうち釜山港等東アジア主要港で積み替えられて諸外国へまたは諸外国から輸送される貨

物の率。 

（目標設定の考え方・根拠） 

・国際コンテナ戦略港湾政策では、我が国における基幹航路の維持・強化のため、民の視点による港湾経営を実施 

し、港湾コストの低減等貨物集約のための対策を実施する（注１）。 

・具体的な指標として、平成２７年に当該トランシップ率を、現行の半分に縮減することを目指している（注２）。 

これから、平成２７年の目標を現行の半分の５％とする。 
注１：新成長戦略（平成２２年６月） 別表ＩＩＩ－② 

注２：国土交通省成長戦略（平成２２年５月） Ｉ－１－１） 

（外部要因） 

・輸出入貨物量に影響する景気動向・為替変動・世界情勢の変化 

・釜山港等東アジア主要港の港湾施策 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  該当なし 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針 2015（平成２７年６月３０日） 

   社会資本整備について、民需誘発効果や投資効率の高いインフラ、国際競争力を強化し経済成長に寄与するイ

ンフラ（首都圏空港・国際コンテナ戦略港湾・首都圏３環状道路をはじめとする大都市圏環状道路等）や国土強

靱化、防災・減災、地域活性化等に資するインフラ等に重点化を図る。（第３章５．[２]） 

・「日本再興戦略」改訂 2015（平成２７年６月３０日） 

我が国の国際競争力を強化し、経済成長を促進するため、高規格幹線道路、整備新幹線、リニア中央新幹線

等の高速交通ネットワーク、首都圏空港、国際コンテナ戦略港湾等の早期整備・活用を通じた産業インフラの

機能強化を図るとともに、民間投資の喚起や生産性向上等のインフラのストック効果が最大限発揮される取組

を進める。併せて、以下の施策を講ずる。（第二.一.５．５－１.（３）.iv）） 

・総合物流施策大綱（２０１３－２０１７）（平成２５年６月２５日） 

国際コンテナ戦略港湾におけるコンテナターミナルの大水深化等、船舶の大型化に対応した港湾機能の強化を

推進するとともに、国際コンテナ戦略港湾と国内各港を結ぶ内航船による「国際フィーダー航路」、インランド

デポでのコンテナラウンドユース等を活用した広域からの貨物集約、特例港湾運営会社の経営統合等による港湾

の効率的かつ一体的な運営の促進を図る。（２．（１）） 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章及び第３章に記載あり」 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日） 

 

過去の実績値 （年度）
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評 価 

 

Ｂ 

 

目標値： ５％（平成２７年） 

実績値：１２％（平成２５年） 

     － （平成２６年） 

初期値：１０％（平成２０年） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・国際コンテナ戦略港湾における総合的な対策（◎） 

 アジアと北米・欧州等を結ぶ基幹航路のコンテナ船の我が国への寄港の維持・拡大のため、国際コンテナ戦略港

湾（阪神港及び京浜港）において、釜山港等アジア諸港に比肩しうる仕様（水深・広さ）を有する高規格コンテナ

ターミナルの整備、フィーダー輸送網強化による広域からの貨物集約、港湾運営会社による「民」の視点での港湾

運営の効率化等といった、ハード・ソフト一体となった施策を国家戦略として集中して実施する。 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 
予算額：４００億円（平成２５年度国費）、６１６億円（平成２６年度国費） 

・港湾運営会社が取得した荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置（固定資産税・都市計画税）  

国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾の港湾運営会社(特例港湾運営会社を含む)が、国の無利子貸

付又は補助を受けて取得した荷さばき施設等に対する固定資産税及び都市計画税について、その課税標準を以下の

通りとする特例措置。 

①国際戦略港湾(京浜港、阪神港)  課税標準 1/2(取得後 10 年間) 

②一定の要件を満たす国際拠点港湾  課税標準 2/3(取得後 10 年間) 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２５年の実績値は１２％であり、平成２０年の指標値より、若干上昇した。しかし、方面別に見ると、北米

方面の貨物については、上昇傾向に歯止めがかかり減少に転じている。特に、釜山港において積み替えられる貨

物が減少している。一方で、欧州方面の貨物については船社のアライアンスの進展等により上昇している。前回

５年前と比較して、日本に寄港する欧州航路が減少し、直航便のスペースが十分確保できず、トランシップせざ

るを得ない貨物が増加しているものと考えられる。 

（事務事業等の実施状況） 

・国際コンテナ戦略港湾における総合的な対策 

国際コンテナ戦略港湾政策については、阪神港及び京浜港を選定して以降、両港において、ハード・ソフト一

体の施策を集中してきたところであるが、船舶の大型化や基幹航路の再編等、海運・港湾を取り巻く情勢は大

きく変化した。このような状況を踏まえ、国際コンテナ戦略港湾政策全体を深化させるとともに、取組を加速

していくため、平成２５年７月、｢国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会（座長：副大臣）｣を設置し、平成２

６年１月には、戦略港湾への広域からの貨物集約等による「集貨」、戦略港湾背後への産業集積による「創貨」、

大水深コンテナターミナルの機能強化や港湾運営会社に対する国の出資制度の創設等による「競争力強化」の

３本柱からなる「最終とりまとめ」を公表した。同委員会の議論を踏まえ、同年７月には、国際コンテナ戦略

港湾の港湾運営会社に対して国からの政府出資を可能にするとともに、無利子貸付制度の対象施設に国際コン

テナ戦略港湾の埠頭近傍の流通加工機能を伴う倉庫を追加すること等を内容とする「港湾法の一部を改正する

法律」が施行された。さらに、同年１０月には、阪神港の特例港湾運営会社が経営統合し「阪神国際港湾株式

会社」が設立された。これにより、「国際戦略港湾競争力強化対策事業」（注）の活用等による阪神港への集貨の取

組みが進められている。さらに、同年１２月には、阪神国際港湾株式会社に対して、国が出資を行い、これに

より、国・港湾管理者・民間の協働体制が構築され、国際コンテナ戦略港湾における基幹航路の維持・拡大を

図るための環境整備を着実に行ってきている。 
（注）港湾運営会社が実施する集貨事業に対して国が補助する事業 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・船舶の急速な大型化や船社間のアライアンス再編の進展により、我が国に寄港するコンテナ航路数は年々減少し

ている。その結果、特に欧州方面を中心として、直行便のスペースが十分確保できず、トランシップせざるを得

ない貨物が増加していると考えられ、平成２５年の実績値が、平成２０年の実績値より、若干上昇している。そ

のため、現時点では、Ｂと評価した。今後は、平成２６年１月に、とりまとめた「最終とりまとめ」に基づき、

「集貨」「創貨」「競争力強化」の３本柱の施策を総合的に実施し、国際コンテナ戦略港湾における基幹航路の維

持・拡大を図るための環境整備を着実に行っていく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・京浜港において、港湾運営会社の設立により、国・港湾管理者・民間の協働体制の構築を促進する。 

（平成２８年度以降） 

・引き続き、｢集貨｣｢創貨｣｢競争力強化｣の三本柱の施策を推進することにより、基幹航路の維持・拡大を図る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局港湾経済課（課長 片山 敏宏） 

関係課： 港湾局計画課（課長 宮崎 祥一） 
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関連指標１０  

国際コンテナターミナルの出入管理情報システムの使用に必要なＰＳカード（Ｐｏｒｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ カー

ド）の普及率 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

出入管理情報システムを導入している国際コンテナターミナルを利用するトラックドライバーのうち PS カードを

所持している者の割合。 

（目標設定の考え方・根拠） 

PS カード（Port Security カード）による物流効率化が最大限発揮されるために必要な普及率として 95％を目標

値として設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 港湾管理者、ターミナル運営者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ６５％ ７９％ － ９６％ 
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（％）

年度

国際コンテナターミナルの出入管理情報システムの使用に

必要なＰＳカードの普及率

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

トラックドライバー等に対して施策の必要性について説明するとともに、ＰＳカードの広報活動を実施。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

実績値等 

目標値：９５％ （平成２８年度） 

実績値： －  （平成２５年度） 

    ９６％ （平成２６年度） 

初期値：６５％ （平成２３年度） 
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達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

平成２６年度の実績値が目標値を達成していることから、順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

ＰＳカードの普及率については、参加するターミナル数やＰＳカードを所有する利用者数の動向により変動する

ことから、継続的に目標値を達成しているかについて、分析を行う。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局海岸・防災課危機管理室（室長 酒井 浩二） 
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関連指標１１ 

 国際コンテナ戦略港湾のうち、中韓主要港の港湾物流情報システムと相互連携している港湾数 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

国際コンテナ戦略港湾のうち、中韓主要港の港湾物流システムと相互連携している港湾数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

北東アジアにおける物流サービスの能力と効率性を向上させることを目的としたＮＥＡＬ－ＮＥＴ（北東アジア物

流情報サービスネットワーク）の枠組みにおいて、日中韓３国間で港湾物流システムを連携することとしている。 

平成２８年度までに国際コンテナ戦略港湾の各港における港湾物流情報システムを中韓主要港のシステムと相互

連携させることとして目標値を設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 中国政府及び韓国政府、並びに国際コンテナ戦略港湾の港湾管理者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

・「日本再興戦略」改訂２０１５－未来への投資・生産性革命－中短期工程表（平成２７年６月３０日） 

「日中韓における NEAL-NET 対応港湾の順次拡大」 

「日中韓と ASEAN 諸国等で NEAL-NET 対象港湾の拡大協議の開始」 

・総合物流施策大綱（２０１３－２０１７）（平成２５年６月２５日） 

日中韓で構築しつつある物流情報を中核とする NEAL-NET（北東アジア物流情報サービスネットワーク）をアジア地

域等に展開することにより、貨物動静の可視化を推進し、アジア地域等における物流の効率化に寄与する。（２．（１））

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

日中韓でのシャーシの相互通行による海陸一貫輸送、フェリー・RORO 船を活用した海陸複合一貫輸送に対応した

港湾施設整備、さらに北東アジア物流情報サービスネットワーク（NEAL-NET）の ASEAN 諸国等への拡大、パレット等

物流機材のリターナブルユースの促進等により、国内外一体となったシームレスな物流を推進する。 

（第２章 基本的方針Ｂ．目標①） 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

・国土交通省技術基本計画（平成２４年１２月１０日） 

国際海上コンテナ貨物の位置情報の可視化により、物流業務が効率化され、国際競争力の強化に寄与することが期

待されるが、現状では港湾に係る国際貨物の位置情報把握のための情報システムは構築されていない。 

このため、平成２４年度に北東アジア物流情報サービスネットワーク（ＮＥＡＬ－ＮＥＴ）の枠組みの下、国内貨

物の位置情報データベースを有するコンテナ物流情報サービス（Ｃｏｌｉｎｓ）を海外の港湾物流情報データベース

と接続することにより、日中韓での港湾物流情報のネットワークを構築し、我が国産業の国際競争力の向上を図る。

（別添資料（２）持③） 

・国土のグランドデザイン２０５０～対流促進型国土の形成～（平成２６年７月４日） 

港湾については、ＩＴの活用等によるコンテナ物流情報の関係者間での共有、埠頭周辺における渋滞対策等により、

物流の効率化を促進する。（４．（９）） 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ０港 ２港 ２港 ５港 

実績値等 

目標値：５港（平成２８年度） 

実績値：２港（平成２５年度） 

５港（平成２６年度） 

初期値：０港（平成２３年度） 
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（港湾数）
国際コンテナ戦略港湾のうち、中韓主要港の港湾物流システムと

相互連携している港湾数

 
 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・国際物流競争力強化に対応した情報ネットワーク構築（◎） 

日中韓３国間におけるコンテナ動静情報共有のためのシステム改修等を行うもの 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

目標値は平成２８年度に５港のところ、最新の実績値（平成２６年度）は５港であり、目標を達成した。そのため、

新しい指標について検討する。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２６年度に、日中韓でのコンテナ物流情報共有テストを実施し、本格運用を開始した。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局港湾経済課（課長 片山 敏宏） 
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初期値 目標値

23年 22年 23年 24年 25年 26年 32年

622万人 861万人 622万人 836万人 1,036万人 1,341万人 2,000万人

- - - - -

初期値 目標値

25年 22年 23年 24年 25年 26年 32年

465.89百万人泊 - 417.23百万人泊 439.50百万人泊 465.89百万人泊 472.32百万人泊 500万人泊

- - - - -

初期値 目標値

23年 22年 23年 24年 25年 26年 32年

1,699万人 1,664万人 1,699万人 1,849万人 1,747万人 1,690万人 2,000万人

- - - - -

初期値 目標値

25年 22年 23年 24年 25年 26年 32年

1.4兆円 1.1兆円 0.8兆円 1.1兆円 1.4兆円 2.0兆円 3兆円

- - - - -

初期値 目標値

- 22年 23年 24年 25年 26年 32年

- 1位 2位 1位 1位 1位
過去5年のアジア

順位の平均値がア
ジア第1位

- - - - -

初期値 目標値

- 22年 23年 24年 25年 26年 28年

- - - 40.7% 43.5% 49.5% 45%

- - - 57.8% 56.5% 57.6% 60%

- - - - -

初期値 目標値

- 22年 23年 24年 25年 26年 28年

- - - 19.7% 20.7% 集計中 25％程度

- - - 14.9% 16.6% 集計中 25％程度

- - - - -

施策目標個票
（国土交通省26－⑳）

施策目標 観光立国を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

観光立国実現に向け、政府一丸となって強力に施策を推進した結果、平成26年の訪
日外国人旅行者数が約1,341万人まで急増するなど、インバウンド関係指標は全体
として順調な結果となった。一方、指標106については、近年の円安傾向や社会情勢
の変化等の外的要因から、減少傾向となったものと考えられる。

震災からの復興、国民経済の発展、国際相互理解の増進、国民生活の安定向上等の意義を有する観光立国の実現
を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

A

104 訪日外国人旅行者数

実績値

暦年ごとの目標値

③相当程度進展あり

暦年ごとの目標値

108 主要な国際会議の開催件
数におけるアジアでの順位

実績値

実績値

評価

暦年ごとの目標値

評価結果

「観光立国実現に向けたアクション･プログラム2015」（平成27年6月5日観光立国推
進閣僚会議決定）等を踏まえ、必要に応じて指標の見直し等を実施する。

評価

A

主要な業績指標の実績値が目標達成に向けた成果を示していることから、「③相当
程度進展あり」と判断した。

評価

施策の分析

105 外国人を含む延べ宿泊者
数

実績値

関12 訪日外国人の満足度

①大変満足

暦年ごとの目標値

実績値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

関連指標

評価

A

106 日本人海外旅行者数

実績値

暦年ごとの目標値

107 訪日外国人旅行消費額

②必ず再訪したい

関13 国内観光地域の旅行者
満足度

①総合満足度「大変満足」

②再来訪意向「必ず再訪した
い」

評価

B
暦年ごとの目標値

実績値
評価

評価

A
暦年ごとの目標値
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24年度 25年度 26年度 27年度

9,921 9,531 9,674 9,775

2,514 1,500 4,246 -

0 2,554 1,155 -

12,435 13,584 15,075 9,775

9,403 12,010

2,554 1,155

479 419

28年度要求額

補正予算（b）予算の
状況

（百万円） 前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

当初予算（a）

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
観光戦略課

（課長　大石　英一
郎）

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

担当部局名 観光庁

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月
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業績指標１０４ 

 訪日外国人旅行者数 

 

 

（指標の定義） 

国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者数（当該国の旅券を所持した入国者）から日本に居住する外国人

を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者の数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

「日本再興戦略」改訂２０１４（平成２６年６月２４日閣議決定）及び「観光立国実現に向けたアクション・プロ

グラム２０１４」（平成２６年６月１７日観光立国推進閣僚会議決定）に記載あり。 

 

（外部要因） 

景気・為替相場等の社会・経済動向 

 

（他の関係主体） 

 （独）国際観光振興機構 

外務省・法務省・経済産業省等の関係省庁、旅行業者、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 ・第１８９回国会における施政方針演説（平成２７年２月１２日）「外国人観光客は、この２年間で５００万人 

増加し、過去最高、１３４１万人を超えました。ビザ緩和などに戦略的に取り組み、更なる高みを目指します。」

 【閣議決定】 

・「日本再興戦略」改訂２０１４（平成２６年６月２４日）「第二．二．テーマ４－②観光資源等のポテンシャルを

活かし、世界の多くの人々を地域に呼び込む社会」に記載あり 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

・「観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１５」（平成２７年６月５日観光立国推進閣僚会議決定）「は

じめに」に記載あり 

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

８６１万人 ６２２万人 ８３６万人 １,０３６万人 １,３４１万人 
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（万人） 訪日外国人旅行者数

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：２，０００万人（平成３２年） 

実績値：１，０３６万人（平成２５年） 

    １，３４１万人（平成２６年） 

初期値：  ６２２万人（平成２３年） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

訪日旅行促進事業 

現地消費者向け情報発信対象市場の拡大や、多様な主体との連携による日本ブランド発信力の強化、及び、首都

圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションを実施した。 

 

予算額 ８，４９７百万円（平成２６年度） 

    ８，２０８百万円（平成２５年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 平成２５年の訪日外国人旅行者数は１，０３６万人となり、史上初めて年間１，０００万人を越えた。さらに、

平成２６年は１，３４１万人と過去最高を記録した。 

 

（事務事業等の実施状況） 

現地消費者向け情報発信対象市場の拡大や、多様な主体との連携による日本ブランド発信力の強化、及び、首都

圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションを実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標については、平成２６年は１，３４１万人と過去最高を記録しており、平成３２年に２，０００万人と

の目標に向け順調に推移していることから、Ａと評価した。 

今後も目標の達成を目指し、訪日プロモーションの強化等を実施する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

訪日２，０００万人時代を目指し、ビザ要件の緩和、免税店拡大、航空路線の新規就航等の機会を捉えたプロモー

ションの実施、今後大幅な成長が期待できる市場の取り込み、及び、大幅な成長が期待できる中国沿岸部及び内陸部

等への訪日プロモーションの強化を実施する。 

予算額 ８，４５１百万円（平成２７年度） 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 観光庁国際観光課（課長 岡野 まさ子） 

関係課： 観光庁外客受入参事官室(参事官 舟木 浩) 

観光庁 MICE 参事官室（参事官 田中 由紀） 
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業績指標１０５ 

 外国人を含む延べ宿泊者数 

 

 

（指標の定義） 

訪日外国人旅行者および日本人旅行者による年間延べ宿泊者数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成３２年に訪日外国人旅行者が２，０００万人に達成したとき、「外国人延べ宿泊者数」は平成２５年（訪日外

国人旅行者１，０３６万人）の３３．５０百万人泊の約２倍である６７百万人泊となる。 

「日本人延べ宿泊者数」は全体の大半（平成２５年では４３２．３９百万人泊）を占めるが、国内人口の減少が進

むことから、滞在日数を伸ばすことによって現状維持を目指す。 

したがって、これらを合計した５００百万人泊を目標に設定する。 

 

（外部要因） 

景気・為替相場等の社会・経済動向 

 

（他の関係主体） 

 （独）国際観光振興機構、関係府省庁、旅行業者、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

・「観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１５」（平成２７年６月５日観光立国推進閣僚会議決定） 

「はじめに」に関連記載あり 

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

- ４１７．２３百万人

泊 

４３９．５０百万人

泊 

４６５．８９百万人

泊 

４７２．３２百万人

泊 

（速報値） 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：５００百万人泊（平成３２年） 

実績値：４７２．３２百万人泊（平成２６年（速報値）） 

初期値：４６５．８９百万人泊（平成２５年） 

321



0

100

200

300

400

500

600

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

（百万人泊） 外国人を含む延べ宿泊者数

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

訪日旅行促進事業 

現地消費者向け情報発信対象市場の拡大や、多様な主体との連携による日本ブランド発信力の強化、及び、首都

圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションを実施した。 

 

予算額 ８，４９７百万円（平成２６年度） 

    ８，２０８百万円（平成２５年度） 

 

観光地域ブランド確立支援事業 

国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域独自の「ブランド」の確

立を通じた滞在交流観光の推進に向けた取組を支援した。 

 

予算額 ２７４百万円（平成２６年度） 

    ３４３百万円（平成２５年度） 

 

観光地ビジネス創出の総合支援 

地域経済の活性化を図るためには、地域自らが自立的・継続的に着地型旅行商品を開発・販売できる仕組みが必

要である。そのため、観光地域づくりの取組を進める主体が自ら着地型旅行商品の販路を拡大し、収益をさらなる

着地型旅行開発に充てることが可能となるビジネスモデル構築のための取組を促進した。 

 

予算額  ７２百万円（平成２６年度） 

    ４００百万円（平成２５年度補正） 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 平成２５年の訪日外国人旅行者数は１，０３６万人となり、史上初めて年間１，０００万人を越えた。さらに、

平成２６年は１，３４１万人と過去最高を記録した。 

その結果、平成２５年の外国人を含む延べ宿泊者数は４６５．８９百万人泊、平成２６年は４７２．３２百万人

泊（速報値）となった。 

 

（事務事業等の実施状況） 

現地消費者向け情報発信対象市場の拡大や、多様な主体との連携による日本ブランド発信力の強化、及び、首都

圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションを実施した。 
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課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標については、平成２６年は４７２．３２百万人泊（速報値）となり、目標に向け順調に推移しているこ

とから、Ａと評価した。 

 今後も目標の達成を目指し、訪日プロモーションの強化等を実施する。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

訪日旅行促進事業 

訪日２，０００万人時代を目指し、ビザ要件の緩和、免税店拡大、航空路線の新規就航等の機会を捉えたプロモー

ションの実施、今後大幅な成長が期待できる市場の取り込み、及び、大幅な成長が期待できる中国沿岸部及び内陸部

等への訪日プロモーションの強化を実施する。 

 

予算額 ８，４５１百万円 

 

観光地域ブランド確立支援事業 

引き続き、国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域独自の「ブラン

ド」の確立を通じた滞在交流観光の推進に向けた取組を支援する。 

 

予算額 ２５７百万円 

 

地域資源を活用した観光地魅力創造事業 

地域の観光資源を世界に通用するレベルまで磨き上げるため、歴史的景観、美しい自然、海洋資源、豊かな農山漁

村、魅力ある食文化等の観光資源を活かした地域づくり施策と、体制づくり、受入環境整備、二次交通の充実等の観

光振興のための施策を一体で実施する。 

 

予算額 ２９０百万円 

 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 観光庁観光地域振興課（課長 後藤 貞二） 

観光庁観光資源課（課長 長﨑 敏志） 

観光庁観光産業課（課長 西海 重和） 

関係課： 観光庁国際観光課（課長 岡野 まさ子） 
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業績指標１０６ 

 日本人海外旅行者数 

 

 

（指標の定義） 

日本国内から海外へ出国した日本人数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

観光は、国際相互理解の増進に重要な役割を果たすものであり、訪日外国人旅行者、日本人海外旅行者双方のバ 

ランスのとれた交流を図っていく必要がある。 

訪日外国人旅行者数については、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１４」（平成２６年６月１７

日観光立国推進閣僚会議決定）において、平成３２年までに２，０００万人を目指すという目標が定められていると

ころであり、これを踏まえ、日本人海外旅行者数についても目標年度を揃え、平成３２年までに２，０００万人とし

ている。国際観光の拡大・充実を図り、観光立国を推進するためには、日本人海外旅行者数の増加を目指す必要があ

る。 

 

（外部要因） 

景気・為替相場等の社会・経済動向 

 

（他の関係主体） 

（一社）日本旅行業協会、（一社）全国旅行業協会 

関係各府省庁 

旅行会社、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

・「観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１５」（平成２７年６月５日観光立国推進閣僚会議決定）「第

１章(７)インバウンド・アウトバウンド双方向での交流促進」に関連記載あり 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１，６６４万人 １，６９９万人 １，８４９万人 １，７４７万人 １，６９０万人 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：２，０００万人（平成３２年） 

実績値：１，７４７万人（平成２５年） 

１，６９０万人（平成２６年） 

初期値：１，６９９万人（平成２３年） 
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（万人） 日本人海外旅行者数

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・主要国政府間でハイレベルでの観光に関する定期的な政策対話の促進 

・日中韓三国間での文化・歴史交流や共同プロモーション等を通じた観光交流の拡大に向けた取組の促進 

・民間による相互交流イベントへの支援等を通じた、各国との相互交流の促進 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年の日本人海外旅行者数は１，７４７万人（対前年比５．５％減）、平成２６年は１，６９０万人（対

前年比３．３％減）を記録した。 

（事務事業等の実施状況） 

・ 日中韓観光大臣会合をはじめ、中国や韓国その他のアジア諸国など主要国政府間でハイレベルでの観光に関す

る定期的な政策対話を行うとともに、在京大使館や外国政府関係機関等と情報交換等を行い、観光分野における

二国間関係の強化を図り、インバウンド・アウトバウンド双方向での交流拡大（ツーウェイツーリズム）を推進。

・ 日中韓三国間での官民連携のもと、姉妹都市・友好都市同士の交流にあわせた交流ツアー、お祭り・伝統芸能・

世界遺産等を通じた文化・歴史交流や国際的スポーツ大会を契機とした共同プロモーション等の取組を実施し、

日中韓三国間の観光交流の拡大を強力に推進。 

・ 世界の100 を超える国・地域から政府観光局、旅行関連団体・企業が集結する世界最大規模の相互交流イベン

トである「ツーリズムEXPO ジャパン」の開催支援を行い、世界各地の魅力に触れる機会を通じて、日本人の海

外旅行需要を喚起。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２５年の日本人海外旅行者数は対前年比５．５％減、平成２６年は対前年比３．３％減となり、２年連続の

減少となったため、評価はＢとする。平成２５・２６年においても、日本人海外旅行者数の増加に向けた取組を実

施してきたものの、近年の円安傾向や社会情勢の変化等の外的要因から、減少傾向となったものと考えられる。 

国際観光の拡大・充実を図り、観光立国の実現を推進するためには、訪日外国人旅行者数拡大に加え、日本人海

外旅行者数の増加による、相互の交流人口の拡大（ツーウェイツーリズム）が重要である。そのため、外部要因に

より実績値が変動する可能性はあるものの、今後も引き続き、政府一丸、官民一体となって日本人の海外旅行の促

進を図る。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

イベント・周年事業等を活用した海外旅行プロモーションの実施、海外危険情報の発信等海外旅行の安全・安心 

の確保と質の向上、休暇制度の取得・促進等の取組により、日本人の海外旅行の促進を図る。 

（平成２８年度以降） 
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なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：観光庁観光産業課（課長 西海 重和） 

関係課：観光庁国際関係参事官室（参事官 高橋 良明） 

    観光庁国際観光課外客誘致室（室長 佐藤 久泰）  
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業績指標１０７ 

 訪日外国人旅行消費額 

 

 

（指標の定義） 

訪日外国人旅行者による日本国内での旅行消費額 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２６年における訪日外国人一人当たり旅行支出は約１５万円であり、平成３２年に訪日外国人旅行者が２，０

００万人を達成するという目標を踏まえ、３兆円を目標に設定する。 

なお、当目標値は「まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２６年１２月２７日閣議決定）」において掲げられて

いる。 

 

（外部要因） 

景気・為替相場等の社会・経済動向 

 

（他の関係主体） 

 （独）国際観光振興機構、関係各府省庁、旅行業者、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８９回国会における施政方針演説（平成２７年２月１２日）「日本を訪れる皆さんに、北から南まで、豊かな

自然、文化や歴史、食など、地方の個性あふれる観光資源を満喫していただきたい。」 

 【閣議決定】 

まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２６年１２月２７日） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１．１兆円 ０．８兆円 １．１兆円 １．４兆円 ２．０兆円 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：３兆円（平成３２年） 

実績値：２．０兆円（平成２６年） 

初期値：１．４兆円（平成２５年） 
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（兆円） 訪日外国人旅行消費額

 
 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

訪日旅行促進事業 

現地消費者向け情報発信対象市場の拡大や、多様な主体との連携による日本ブランド発信力の強化、及び、首都

圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションを実施した。 

 

予算額 ８，４９７百万円（平成２６年度） 

    ８，２０８百万円（平成２５年度） 

 

【税制上の特例措置】 

外国人旅行者向け消費税免税制度に係る対象品目の拡大等及び手続の簡素化 

平成２６年 1０月１日より、訪日外国人旅行者向け消費税免税制度の対象品目を、従来対象でなかった消耗品に

も拡大し、全ての物品を免税対象品目とした。また、購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化を行った。

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 平成２５年の訪日外国人旅行者数は１，０３６万人となり、史上初めて年間１，０００万人を越えた。さらに、

平成２６年は１，３４１万人と過去最高を記録した。また、平成２５年４月１日時点で４，６２２店舗であった免

税店舗数は、平成２６年１０月１日時点で９，３６１店舗まで拡大した。 

その結果、平成２５年の訪日外国人旅行消費額は１．４兆円、平成２６年は２．０兆円となった。 

 

（事務事業等の実施状況） 

現地消費者向け情報発信対象市場の拡大や、多様な主体との連携による日本ブランド発信力の強化、及び、首都圏

空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションを実施した。また免税制度の改正に向けて説明会の実施・相

談窓口の体制充実等を行い免税店拡大に取り組んだほか、免税制度改正にあわせた海外への積極的なプロモーショ

ンを行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標については、平成２６年は約２．０兆円となり、目標に向け順調に推移していることから、Ａと評価し

た。 

今後も目標の達成を目指し、訪日プロモーションの強化、消費税免税店の拡大等を実施する。 
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平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

訪日２，０００万人時代を目指し、ビザ要件の緩和、免税店拡大、航空路線の新規就航等の機会を捉えたプロモー

ションの実施、今後大幅な成長が期待できる市場の取り込み、及び、大幅な成長が期待できる中国沿岸部及び内陸部

等への訪日プロモーションの強化を実施する。 

予算額 ８，４５１百万円（平成２７年度） 

 

平成２７年４月１より、免税手続カウンター制度を開始し、商店街やショッピングセンターにおいて免税手続を第

三者に委託して、合算してまとめて手続を行うことが可能となったことを踏まえ、制度の活用を促し、引き続き地方

における更なる免税店の拡大に取り組む。 

 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 観光庁観光戦略課（課長 大石 英一郎） 

     観光庁観光地域振興課（課長 後藤 貞二） 

観光庁観光資源課（課長 長﨑 敏志） 

観光庁観光産業課（課長 西海 重和） 

関係課： 観光庁国際観光課（課長 岡野 まさ子） 
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業績指標１０８  

 主要な国際会議の開催件数におけるアジアでの順位 

 

 

（指標の定義） 

ＩＣＣＡ（国際会議協会）統計による我が国における国際会議の開催件数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

○ 我が国の過去の国際会議開催件数のトレンドを今後の施策努力により維持・向上させることで、同予測値を域内

のアジア主要競合国の開催数の将来予測と比較し、アジア首位となるレベルを想定して、平成４２年（２０３０年）

にアジアＮｏ１の国際会議開催国としての不動の地位を築くことを最終的な目標とする。 

○ なお、当目標は日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）、「日本再興戦略」改訂２０１４（平成２６年６

月２４日閣議決定）において、ＫＰＩとして定められている。 

○ 目標値達成のため、中間地点である２０２０年時点も含め、アジアＮｏ１の国際会議開催国としての不動の地位

を築くこととする。目標値における定量的解釈は、過去５年のアジア順位の平均値がアジア第 1位となることを目

指すこととする。 

 

（外部要因） 

景気・為替相場等の社会・経済動向、他国の誘致活動状況 

 

（他の関係主体） 

 （独）国際観光振興機構、関係各府省庁、地域のコンベンションビューロー、 

民間事業者（ＰＣＯ（Professional Congress Organizer）、観光事業者等） 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

   ・「日本再興戦略」改訂２０１４（平成２６年６月２４日）KPI として記載あり 

 【閣決（重点）】 

   なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３０５ 

(アジア１位、 

世界７位) 

２３３ 

(アジア２位、 

世界 13 位) 

３４１ 

(アジア１位、 

世界８位) 

３４２ 

(アジア１位、 

世界７位) 

３３７ 

(アジア１位、 

世界７位) 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：平成４２年にアジアＮｏ１の国際会議開催国としての不

動の地位を築く 

（上記の中間目標の定量的解釈として、過去５年のアジア順位の

平均値がアジア第 1位(平成３２年)） 

実績値：３４２件(アジア１位、世界７位)（平成２５年） 

    ３３７件(アジア１位、世界７位)（平成２６年） 

初期値：－ 
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0

1

2

3
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

（位） 主要な国際会議の開催件数におけるアジアでの順位

日本

中国（参考）

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○国際会議等(MICE)の誘致・開催の促進 

 日本再興戦略で掲げられた「２０３０年には、アジアＮｏ.１の国際会議開催国として不動の地位を築く」との

目標達成に向け、国際会議等（MICE）の誘致・開催を促進。 

予算額 ４５０百万円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年の実績値は、３３７件でアジア第１位であり、過去５年のアジア順位の平均値は、1.2 位でアジア 

第１位である。（アジア第２位は中国で、過去５年の平均順位は 1.8 位である。） 

 

（事務事業等の実施状況） 

○国際会議等(MICE)の誘致・開催の促進 

・アドバイザー派遣等を通じたマーケティング能力の向上支援等による世界トップレベルの MICE 都市の育成 

・MICE 開催地としての日本の魅力向上・確立と世界への発信 

・ユニークベニュー（※）の開発、利用促進や人材育成を通じた MICE の受入環境・体制の構築・強化 

 （※）歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで特別感や地域特性を 

演出できる会場 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

「２０３０年には、アジア No.1 の国際会議開催国としての不動の地位を築く」との目標達成のため、①都市・

地域の MICE 誘致力を高めるとともに、②プロモーションを強化する。また、海外 MICE 専門見本市出展、商談会・

セミナー、メディア等の招請、MICE アンバサダープログラム等のメニューを通じ、日本の MICE 開催地としての認

知度の向上、誘致案件の発掘を図る。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

MICE に関する取組の抜本的強化のため以下に取組む。 

＜MICE 誘致による地域の活性化＞ 

・ JNTO が、地方都市のニーズや体制に応じたきめ細かなコンサルティングを行い、地方都市の MICE 誘致力を向上

させる。 

・ 中規模程度のコンベンションの受け皿を充実させるため、新たに「グローバル MICE 強化都市」を４都市程度選定

する。 

・ 名古屋大学等の取組を参考に、地元大学、自治体、民間事業者との連携枠組みの構築を促すことにより、大学関
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係者等 MICE を主催しようとする者の掘り起こし、支援を行う。 

＜戦略的な国際会議の誘致＞ 

○日本が優位性を有し、さらなる発展が期待される科学、技術、医学分野を重点分野とし、当該分野に関する国際会

議の誘致に集中的に取り組む。 

・ 重点分野における国際会議誘致のキーパーソンを「MICE 誘致アンバサダー」（仮称）に認定し、会議の開催場所

を実質的に決定する権限を有する者への直接的な働きかけ等により、誘致を強力に進める。 

・ 海外からのユニークベニューの問い合わせに迅速かつ実効的に対応し、具体的な開催候補地の提案・情報提供を

行うため、JNTO に一元的な問い合わせ窓口を設置するとともに、ユニークベニューとして活用可能な施設、文化

財等をリストアップして公表する。 

・ 日本学術会議と観光庁の連携強化により、学会やアフターコンベンションでのユニークベニューの活用を促進す

る。 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：観光庁国際会議等参事官室（参事官 田中 由紀） 
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関連指標１２ 

 訪日外国人の満足度、①大変満足、②必ず再訪したい 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

「訪日外国人消費動向調査」において「大変満足」と回答する割合及び「必ず再訪したい」と回答する割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

観光分野の満足度や再来訪意向は、景観・自然や社会・経済動向が大きく影響を与えるため、地域によっては向上

することが決して容易ではないことを踏まえ、「大変満足」と回答する割合を４５％、「必ず再訪したい」と回答する

割合６０％とすることを目標とする。 

なお、当目標値は観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日閣議決定）に「観光立国の推進に関する目標」と

して定められている。 

 
＜参考＞訪日外国人消費動向調査（訪日旅行満足度） 

①大変満足 ②必ず再訪したい 

平成２２年 ①３５．６％ ②４９．７％ 

平成２３年 ①４３．５％ ②５８．２％ 

 

（外部要因） 

景気・為替相場等の社会・経済動向 

（他の関係主体） 

地方公共団体、経済団体・民間事業者等（事業主体） 

外務省・法務省等の関係省庁（観光立国推進基本計画に基づき連携） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ － ①４０．７％ 

②５７．８％ 

① ４３．５％ 

② ５６．５％ 

① ４９．５％ 

② ５７．６％ 

 

30
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50

55

H24 H25 H26 H27 H28

（%） 訪日外国人の満足度 ①「大変満足」

0

 

50

52

54

56

58

60

62

H24 H25 H26 H27 H28

（%） 訪日外国人の満足度 ②必ず再訪したい

0

 

実績値等 

目標値：①４５％ ②６０％（平成２８年） 

実績値：①４３．５％ ②５６．５％（平成２５年）

①４９．５％ ②５７．６％（平成２６年）

初期値：－ 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

観光地域ブランド確立支援事業 

国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域独自の「ブランド」の確

立を通じた滞在交流観光の推進に向けた取組を支援する。 

 

予算額 ２７４百万円（平成２６年度） 

    ３４３百万円（平成２５年度） 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

平成２６年においては①４９．５％ ②５７．６％と、前年比①約６％増、②約１％増となっている。 

（事務事業等の実施状況） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：観光庁観光戦略課（課長 大石 英一郎） 

関係課：観光庁国際観光課（課長 岡野 まさ子） 

    観光庁外客受入参事官室（参事官 舟木 浩） 

    観光庁国際会議等参事官室（参事官 田中 由紀） 

    観光庁国際関係参事官室（参事官 高橋 良明） 

    観光庁観光地域振興課（課長 後藤 貞二） 

    観光庁観光資源課（課長 長﨑 敏志） 
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関連指標１３ 

 国内観光地域の旅行者満足度、①総合満足度「大変満足」、②再来訪意向「必ず再訪したい」 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

「旅行・観光消費動向調査」において「大変満足」と回答する割合及び再来訪意向について「大変そう思う」と回

答する割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

観光分野の満足度や再来訪意向は、景観や自然が大きく影響を与えるため、地域によっては向上することが決して

容易でないことや、類似の調査による結果を踏まえ、回答割合を「２５％程度」を目標とする。 

なお、当目標値は観光立国推進基本計画（平成 24 年 3 月 30 日閣議決定）に「観光立国の推進に関する目標」とし

て定められている。 

 

（参考１）観光地の魅力向上に向けた評価手法調査事業（平成 22 年１月上旬～２月中旬調査）：観光庁 

総合満足度「大変満足」回答割合：23.1％、再来訪意向「大変そう思う」回答割合：24.0％ （調査地域：全

国 50 地域、調査票回収数：11,626 件） 

 

（参考２）2011 年度第１回基礎調査（CS ロイヤリティ調査）中間報告（平成 23 年７月～９月調査）：観光地マネジ

メント研究会（(財)日本交通公社） 

総合満足度「大変満足」回答割合：18.6％、再来訪意向「大変そう思う」回答割合：14.5％ （調査地域：全

国 49 地域、調査票回収数：7,073 件） 

（外部要因） 

景気・為替相場等の社会・経済動向、余暇時間・自由時間、家計収支等 

（他の関係主体） 

地方公共団体、経済団体・民間事業者等（事業主体） 

農林水産省・環境省等の関係省庁（観光立国推進基本計画に基づき連携） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （暦年）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ － ① 19.7% 

② 14.9% 

① 20.7% 

② 16.6% 

① 集計中 

② 集計中 
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（%） 国内観光地域の旅行者満足度 ①総合満足度「大変満足」
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（%） 国内観光地域の旅行者満足度 ②再来訪意向「必ず再訪したい」

 
 

実績値等 

目標値：①２５％程度 ②２５％程度（平成２８年）

実績値：①２０．７％ ②１６．６％（平成２５年）

    ①集計中   ②集計中  （平成２６年）

初期値：－ 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

観光地域ブランド確立支援事業 

国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域独自の「ブランド」の確

立を通じた滞在交流観光の推進に向けた取組を支援する。 

 

予算額 ２７４百万円（平成２６年度） 

    ３４３百万円（平成２５年度） 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

平成２５年においては①「大変満足」が２０．７％、②「必ず再訪したい」が１６．６％と、①１％増、②１．７％

増となっている。 

（事務事業等の実施状況） 

なし 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：観光庁観光戦略課（課長 大石 英一郎） 

関係課：観光庁観光産業課（課長 西海 重和） 

観光庁国際観光課（課長 岡野 まさ子）     

    観光庁観光地域振興課（課長 後藤 貞二） 

    観光庁観光資源課（課長 長﨑 敏志）  
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

315団体 267団体 315団体 364団体 409団体 458団体 550団体

― ― ― ― ―

初期値 目標

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

31団体 22団体 31団体 35団体 44団体 49団体 60団体

― ― ― ― ―

24年度 25年度 26年度 27年度

103 95 414 298

0 0 0 -

25 0 0 -

128 95 414 298

121 90

0 0

7 5

施策目標の評価、達成
状況及び今後の方向性 施策の分析

　良好な景観や歴史的資産を活かした国土・観光地づくりの推進に向けた取り組み
の支援を行っており、各指標の実績値は増加していることから、目標達成に向けて
着実に進んでいる。

施策目標個票
（国土交通省26－㉑）

施策目標 景観に優れた国土・観光地づくりを推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

②目標達成

良好な景観及び歴史的資産は地域固有の資源であり、交流人口の拡大を生み、地域振興・活性化に繋がるものであ
ることから、その保全及び活用を中心とした取組の支援を行う。

前年度繰越等（c）

　（各行政機関共通区分）

次期目標等への
反映の方向性

　地域内外からの人口交流による地域の賑わい等の創出や居住人口の集約の促進
を図るため、景観・歴史資源となる建造物の修理・改修や、景観や歴史文化といった
地域資源に着目した魅力ある地域作りに資する取組への支援を行っているところで
ある。また、地域のニーズを踏まえつつ、行政だけでなく住民・事業者等と連携した
取組を推進するため、「景観法」の基本理念の普及啓発や、「地域における歴史的風
致の維持及び向上に関する法律」の趣旨に沿った制度の的確な運用の支援を図っ
ているところである。今後も引き続き、これらの取組みを促進し、目標値の着実な達
成を目指す。

109　景観計画を策定した市区
町村の数

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

　（判断根拠）

年度ごとの目標値

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 28年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

不用額（百万円）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

翌年度繰越額（百万円）

担当部局名 都市局 作成責任者名
公園緑地・景観課

景観・歴史文化環境整備室

（室長　出口　陽一）
政策評価実施時期

全ての実績値がA評価であり、主要な業績指標である指標109についても目標達成
に向けて順調に推移しているため。

目標達成度合いの
測定結果

平成27年8月

業績指標

110　歴史的風致維持向上計画
の認定を受けた市区町村の数

実績値
評価

A

学識経験を有する者の知
見の活用

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。
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業績指標１０９ 

 景観計画を策定した市区町村の数 

 

 

（指標の定義） 

景観計画を策定・公表（告示）した景観行政団体（市区町村に限る）の数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

全国市区町村を対象にした景観計画策定意向調査において、平成２４年３月１日時点で、平成２８年度末までに策

定する意向があると回答した市町村数に基づき設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（都道府県、政令市、中核市、景観法第７条第１項但し書きに定める市町村） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし  

 【閣議決定】 

・観光立国推進基本計画（平成２４年３月３０日）：「景観行政団体による景観計画の策定等景観法に基づく制度の活

用による良好な景観形成の推進を図り、地域の魅力を増進、創出するため、法制度の効果的な活用のあり方や先進

事例に関する情報提供といった取組を行うとともに、法にある基本理念の普及や良好な景観形成に関する国民の意

識向上を目的とした各種の啓発活動、多様な主体の参加を図るための景観に関する教育、専門家の育成といったソ

フト面での各種支援策について充実を図る。」（３ ３－５（六）②）  

・経済財政運営と改革の基本方針 2014（平成２６年６月２４日）：「地域は、民間の資金、ノウハウ等を大胆に導入し、

景観や歴史文化といった地域資源を活用し、人や情報の交流・連携による広域ネットワークを活かした取組を通じ

て、地域に働く場所を創出する「個性を活かした地域戦略」を推進する。」（第２章３．（３）（長期的な観点からの

取組）） 

 【閣決（重点）】 

 社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014（平成２６年６月１７日）：「地域の「顔」となる空間を、無

電柱化の推進や水辺空間の活用、良好な景観形成等を通じて、魅力あるものとし、さらにはそれ自体を観光資源

として活用していくことで、外国人旅行者を惹きつける地域の形成を推進する。」（４．（３）＜魅力ある空間の形

成＞） 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２６７団体 ３１５団体 ３６４団体 ４０９団体 ４５８団体 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：５５０団体（平成２８年度） 

実績値：４０９団体（平成２５年度） 

    ４５８団体（平成２６年度） 

初期値：３１５団体（平成２３年度） 
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（単位） 景観計画を策定した市区町村の数

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

景観法の活用及び良好な景観形成のための普及促進 

関連する事務事業等の概要 

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業、社会資本整備総合交付金の活用 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

景観計画を策定した市区町村の数については、平成２５年度も着実に増加しており、今後も順調に増加していく

ことが見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

景観法の活用状況を調査・把握・分析した結果や効果的で先進的な取組事例等を各種会議やホームページ等を通

じて情報提供し、景観形成を推進するための普及促進を図った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業務指標については、順調に増加していくことが見込まれる状態であることから、今後も景観法の活用及び良好

な景観形成のための普及促進等の現在の施策を着実に推進していくこととし、「Ａ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 地域内外からの人口交流による地域の賑わい等の創出や居住人口の集約の促進を図るため、集約促進景観・歴史的

風致形成推進事業等により、引き続き、景観・歴史資源となる建造物の修理・改修や、景観や歴史文化といった地域

資源に着目した魅力ある地域作りに資する取組への支援を行っていく。 

 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室（室長 出口 陽一）  
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業績指標１１０ 

 歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市区町村の数 

 

 

（指標の定義） 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき、歴史的風致の維持及び向上に取り組む市区町村 

(歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市区町村)の数 

（目標設定の考え方・根拠） 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史的風致維持向上計画を策定し、地域の歴史的な

資産を活用したまちづくりを行う意向のある市町村について平成２４年に調査を行った結果、平成２８年度末までに

意向ありと回答した市区町村の数に基づき設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 関係省庁(文化庁、農林水産省)、地方公共団体、民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・観光立国推進基本計画(平成２４年３月３０日)「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まち

づくり法）に基づく歴史的風致維持向上計画の策定を推進し、歴史的建造物の修理、無電柱化等を通じて、良好な

景観を形成するとともに地域固有の観光資源である歴史・文化・風土を生かしたまちづくりを進める。」（３ ３－

５（六）②） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2014（平成２６年６月２４日）「地域は、民間の資金、ノウハウ等を大胆に導入し、

景観や歴史文化といった地域資源を活用し、人や情報の交流・連携による広域ネットワークを活かした取組を通じ

て、地域に働く場所を創出する「個性を活かした地域戦略」を推進する。」（第２章３．（３）（長期的な観点からの

取組）） 

 【閣決（重点）】 

 社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

 観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2014（平成２６年６月１７日）「歴史まちづくり法に基づく歴史的

風致を活かしたまちづくりや、街なみ環境の整備改善による美しい景観形成の整備を推進する。」（４．（３）＜魅力

ある空間の形成＞） 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２２団体 ３１団体 ３５団体 ４４団体 ４９団体 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（団体）
歴史的風致の維持及び向上に取り組む市区町村

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：６０団体（平成２８年度） 

実績値：４９団体（平成２６年度） 

    ４４団体（平成２５年度） 

初期値：３１団体（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

歴史的風致維持向上推進等調査 

良好な景観や歴史的なまち並の形成における資金面、人材面、制度面の共通課題に対応した取組提案の募集を行

い、応募された提案の中から優れたものを選定し、提案者へ調査を委託する。国と地方公共団体、民間等が連携の

もと、モデル的な調査、実証事業を実施し、その成果を全国に広めることによって、地域における良好な景観の形

成や歴史的風致の維持向上の推進を図る。   

予算額：７７百万円（平成２５年度） 

    ５５百万円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

集約促進景観・歴史的風致形成推進事業、社会資本整備総合交付金の活用 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市区町村の数は、平成２６年度末で４９団体となっており、今後も順調

に増加していくことが見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行後５年間の取組状況について調査・把握・分析した

結果や、歴史的風致維持向上推進等調査を通じて得られた先導的な取組事例などを各種会議、ＨＰ等を通じて地方

公共団体に情報提供し、歴史的風致の維持及び向上に取り組む市区町村が増えるよう、普及啓発を図った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

目標年度には目標値を達成すると見込まれ、引き続き、歴史的風致維持向上計画の認定等を通じた歴史的風致の

維持及び向上に向けた取組みの推進を図っていくこととし、「Ａ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・広域観光周遊ルート形成に向けた取組の一環として、歴史的風致維持向上計画認定都市において、官民により構成

された協議会が作成する整備計画に位置づけられた受入環境整備に係るソフト・ハード両面の取組に対して総合的に

支援を行う。 

・地域内外からの人口交流による地域の賑わい等の創出や居住人口の集約の促進を図るため、集約促進景観・歴史的

風致形成推進事業により、引き続き、景観・歴史資源となる建造物の修理・改修や、景観や歴史文化といった地域資

源に着目した魅力ある地域作りに資する取組への支援を行う。 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室（室長 出口 陽一） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

56% 56% 56% 58% 63% 68% 約75%

－ － － － －

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

46% 46% 47% 48% 49% 集計中 約50%

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

831,100 868,488 580,624 532,626
<1,078,412> <986,338> <0> <0>

189,852 117,555 23,296 -
<417,437> <173,164> <0> -

226,416 424,421 268,321 -
<372,030> <692,382> <46> -
1,247,368 1,410,464 872,241 532,626

<1,867,879> <1,851,885> <46> <0>
799,142 955,783

<1,111,083> <1,839,070>

427,459 268,321
<692,382> <46>

20,767 26,054
<64,413> <12,769>

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

前年度繰越等（c）

112　道路による都市間速達性
の確保率

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

担当部局名 道路局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

作成責任者名
道路局　企画課　道路経
済調査室（室長　山本　悟

司）

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

執行額（百万円）

区分

補正予算（b）

当初予算（a）

28年度要求額

施策目標個票
（国土交通省26－㉒）

施策目標 国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワークを形成する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

国際競争力・地域の自立等を強化するため、国際物流に対応した基幹ネットワークや日常の暮らしを支える生活幹線
道路ネットワークを構築する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

年度ごとの目標値

評価結果

全ての主要な業績指標がＡ評価であり、現在の推移のまま進捗すれば目標年度内
に目標達成すると見込まれるため。

年度ごとの目標値

実績値
評価

業績指標

A

②目標達成

A

111　三大都市圏環状道路整備
率

実績値
評価

施策の分析

国際物流に対応した　基幹ネットワークの構築及び日常の暮らしを支える生活幹線
道路ネットワークの構築に向け、三大都市圏環状道路の整備をはじめとした基幹
ネットワークや生活幹線道路ネットワーク等を整備してきたところであり、順調かつ着
実に推移しているところである。

今後も引き続き、重点的かつ効率的な道路ネットワークの整備を推進し、国際競争
力・地域の自立等を強化する道路ネットワークの形成を推進する。

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性
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業績指標１１１ 

 三大都市圏環状道路整備率 

 

 

（指標の定義） 

三大都市圏環状道路の供用延長を計画延長で割ったもの 

三大都市圏環状道路整備率 

   ＝ 三大都市圏における環状道路の供用延長 ÷ 三大都市圏における環状道路の計画延長 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２８年度の目標については、高速道路会社と（独）日本高速道路保有・債務返済機構が締結した協定や、

道路事業の見通しにおいて既に供用時期を公表している区間について、供用予定延長を積み上げ 

（外部要因） 

地元調整の状況 等 

（他の関係主体） 

 ・ＮＥＸＣＯ、首都高速道路（株）、阪神高速道路（株）（会社区間の事業進捗 等）  

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「命を守るための「国土強靭化」が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害

への備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」

 【閣議決定】 

日本再興戦略（平成２６年６月２４日） 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

   なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

５６％ ５６％ ５８％ ６３％ ６８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約７５％（平成２８年度） 

実績値：６３％（平成２５年度） 

６８％（平成２６年度） 

初期値：５６％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

三大都市圏環状道路の整備 

迅速かつ円滑な物流の実現などのため、三大都市圏環状道路等を中心とする根幹的な道路網を重点的に整備す

る。（◎） 

 予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

成２６年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

○平成２５年度は、首都圏中央連絡自動車道（茅ヶ崎ＪＣＴ～寒川北ＩＣ、東金ＪＣＴ～木更津東ＩＣ）、京奈和

自動車道（紀北かつらぎＩＣ～紀の川ＩＣ）、阪神高速淀川左岸線（島屋ＩＣ～海老江ＪＣＴ）の計６５ｋｍが

供用を開始し、平成２６年は、首都圏中央連絡自動車道（寒川北ＩＣ～海老名南ＪＣＴ、相模原相川ＩＣ～高

尾山ＩＣ、久喜白岡ＪＣＴ～境古河ＩＣ）、京奈和自動車道（御所ＩＣ～御所南ＩＣ、郡山下ツ道ＪＣＴ～郡山

南ＩＣ）等の計６１ｋｍが供用を開始したところであり、三大都市圏の環状道路整備率の実績値は、平成２６

年度末時点で６８％である。 

（事務事業等の実施状況） 

○平成２６年度末供用延長８３４ｋｍ 

 （平成２５年度新規供用延長６５ｋｍ、平成２６年度新規供用延長６１ｋｍ） 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

○業績指標は、平成２３年度の５３％が平成２６年度末に６８％まで向上。今後の供用予定の推移を見ると、目

標年度には目標値を達成できると見込まれることから、Ａと評価した。 

○平成２７年度は、首都圏中央連絡自動車道（桶川北本ＩＣ～白岡菖蒲ＩＣ、境古河ＩＣ～つくば中央ＩＣ、神

崎ＩＣ～大栄ＪＣＴ）、東海環状自動車道（東員ＩＣ～四日市北ＪＣＴ）、近畿自動車道名古屋神戸線（四日市

ＪＣＴ～四日市北ＪＣＴ）の計５５ｋｍの供用を予定しており、引き続き、目標値の達成に向けて整備を推進

する。  

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 企画課 道路経済調査室（室長 山本 悟司） 

関係課： 道路局 国道・防災課     （課長 川﨑 茂信） 

     道路局 高速道路課      （課長 吉岡 幹夫） 
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業績指標１１２ 

 道路による都市間速達性の確保率 

 

 

（指標の定義） 

主要都市間等※を結ぶ都市間リンクのうち都市間連絡速度（都市間の最短道路距離を最短所要時間で除したも

の）６０km/h が確保されている割合 

 

道路による都市間速達性の確保率  

＝ 都市間連絡速度 60km/h 以上の主要都市等を結ぶ都市間リンク数 ÷ 都市間リンクの総数 

 

※主要都市等：都道府県庁所在地、人口１０万人以上の都市その他の生活圏中心都市等 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２８年度の目標については、公表している今後の高規格幹線道路の供用予定等により都市間連絡速度の改

善が見込める都市間リンクをもとに設定 

（外部要因） 

高規格幹線道路等の事業進捗 等 

（他の関係主体） 

 ・ＮＥＸＣＯ（会社区間の事業進捗 等） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 ・第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

「命を守るための「国土強靭化」が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害

への備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」  

 【閣議決定】 

  日本再興戦略（平成２６年６月２４日） 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

４６％ ４７％ ４８％ ４９％ 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約５０％（平成２８年度） 

実績値：４９％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：４６％（平成２２年度） 

40

45

50

55

60

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（%）
道路による都市間速達性の確保率
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

個性ある地域やコンパクトな拠点を道路ネットワークでつなぎ、距離の制約を克服し、地域・拠点の連携を確保

する。（◎） 

予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

成２６年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

○業績指標は、平成２２年度から平成２５年度にかけて３％増加しており、また、公表している今後の高規格幹

線道路の供用予定等を加味すると、目標年度までに目標値を達成すると見込まれ、順調に進捗している。 

（事務事業等の実施状況） 

○平成２５年度は、東九州自動車道（苅田北九州空港ＩＣ～行橋ＩＣ、日向ＩＣ～都農ＩＣ、北浦ＩＣ～須美江

ＩＣ）、日本海沿岸東北自動車道（大館市商人留ＩＣ～小坂ＪＣＴ）、近畿自動車道紀勢線（海山ＩＣ～紀伊長

島ＩＣ）、中国横断自動車道尾道松江線（吉舎ＩＣ～三次東ＪＣＴ）、九州横断自動車道延岡線（嘉島ＪＣＴ～

小池高山ＩＣ）等の計約１９５ｋｍが供用。 

〇平成２６年度は、常磐自動車道（相馬ＩＣ～山元ＩＣ、常磐富岡ＩＣ～南相馬ＩＣ）、近畿自動車道敦賀線（小

浜ＩＣ～敦賀ＪＣＴ）、四国横断自動車道（徳島ＩＣ～鳴門ＪＣＴ）、東九州自動車道（行橋ＩＣ～みやこ豊津

ＩＣ、豊前ＩＣ～宇佐ＩＣ、佐伯ＩＣ～蒲江ＩＣ、鹿屋串良ＪＣＴ～曽於弥五郎ＩＣ）、北海道横断自動車道根

室線（浦幌ＩＣ～白糠ＩＣ）、中国横断自動車道尾道松江線（世羅ＩＣ～吉舎ＩＣ）等の計約３６５ｋｍが供用。

課題の特定と今後の取組みの方向性 

○業績指標は、平成２２年度から平成２５年度にかけて３％増加しており、また、公表している今後の高規格幹

線道路の供用予定等を加味した場合、目標年度までに目標値を達成すると見込まれ、順調に進捗している。引

き続き、平成２８年度の目標達成に向け、都市間速達性の確保に向けた取組みを実施するため、Ａと評価した。

○平成２７年度は、東関東自動車道水戸線（鉾田ＩＣ～茨城空港北ＩＣ）、第二東海自動車道（浜松いなさＪＣ

Ｔ～豊田東ＪＣＴ）、近畿自動車道名古屋神戸線（四日市ＪＣＴ～四日市北ＪＣＴ）、東九州自動車道（椎田南

ＩＣ～豊前ＩＣ）、北海道横断自動車道網走線（訓子府ＩＣ～北見西ＩＣ）、北海道横断自動車道根室線（白糠

ＩＣ～阿寒ＩＣ）、東北横断自動車道釜石秋田線（遠野ＩＣ～宮守ＩＣ）、近畿自動車道紀勢線（南紀田辺ＩＣ

～すさみＩＣ）等の計約２８０ｋｍの供用を予定。引き続き、目標値の達成に向けて整備を推進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 企画課 道路経済調査室（室長 山本 悟司） 

関係課： 道路局 国道・防災課     （課長 川﨑 茂信） 

     道路局 高速道路課      （課長 吉岡 幹夫） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

- - - 21%（30万人） 21%（30万人） 114%（160万人） 100%（140万人）

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

77,620 73,350 74,335 77,947

3,422 454 1,430 -

24,079 33,068 38,687 -

105,121 106,872 114,452 77,947

72,052 68,186

33,068 38,687

0 0

担当部局名 鉄道局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
幹線鉄道課

（課長　村田　茂樹）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

目標達成度合いの
測定結果

当初予算（a）

補正予算（b）

施策目標個票
（国土交通省26－㉓）

施策目標 整備新幹線の整備を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

28年度要求額

評価結果

今後も広域的な幹線鉄道ネットワークの質的向上により全国一日交通圏の形成に
一層寄与するため、引き続き、整備新幹線の着実な整備を進めるとともに在来線と
の接続の円滑化に向けた鉄道事業者及び沿線自治体の取組を支援し、新幹線と在
来線が一体となったネットワークの形成を推進することとする。なお、次期目標につ
いては、施策の進捗及び平成２７年度の国勢調査の結果を踏まえて設定する。

評価

A

広域的な幹線鉄道ネットワークの質的向上により、全国一日交通圏の形成に寄与する観点から、整備新幹線の整備
を推進する。

業績指標

113　鉄道整備等により５大都
市からの鉄道利用所要時間が
新たに３時間以内となる地域の
人口数

実績値

①目標超過達成

年度ごとの目標値

唯一の業績指標である指標113はA評価で、平成26年度実績値の達成率が235%で
あり、目標年度より前に目標も達成したことから、①目標超過達成と判断した。

施策の分析

外的要因としてＪＲ東日本の平成２５年３月１６日のダイヤ改正により、東北新幹線の
一部列車において東京・新青森間の輸送時間が、従来の３時間１０分から最短２時
間５９分に短縮されたことで実績値の増加となった。さらに、平成２７年３月１４日の北
陸新幹線（長野・金沢間）の開業により、新たに３時間圏が増加し、目標値を達成し
た。

　（各行政機関共通区分）
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業績指標１１３ 

 鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数 

 

 

（指標の定義） 

５大都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）の各中心駅からＪＲ等の幹線鉄道により、新たに３時間以内に到達

できる地域の人口数 

（目標設定の考え方・根拠） 

広域的な幹線鉄道ネットワークの質的向上により全国一日交通圏の形成に一層寄与する観点から、国勢調査による

人口、現行のダイヤ設定等に基づき、５大都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）の各中心駅から、新たに３時間

以内で到達することが出来る地域の人口数を目標値として設定。 

（外部要因） 

鉄道事業者のダイヤ改正等 

（他の関係主体） 

  地方公共団体（建設財源の一部を負担）、鉄道事業者（営業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

整備新幹線問題検討会議決定 

「整備新幹線の整備に関する基本方針」（平成２１年１２月２４日） 

「当面の整備新幹線の整備方針」（平成２１年１２月２４日） 

「整備新幹線の未着工区間等の取扱いについて」（平成２２年８月２７日） 

「整備新幹線問題に関する今後の対応について」（平成２２年１２月２７日） 

「整備新幹線の取扱いについて（政府・与党確認事項）」（平成２３年１２月２６日） 

「整備新幹線の取扱いについて（政府・与党申合せ）」（平成２７年１月１４日） 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

― ― ２１％（３０万人） ２１％（３０万人） 114％（160 万人） 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％（１４０万人）（平成２８年度） 

実績値：２１％（３０万人）  （平成２５年度） 

    １１４％（１６０万人）（平成２６年度） 

初期値：―（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・新幹線鉄道の整備 

整備新幹線については、平成２２年１２月に東北新幹線（八戸・新青森間）が、平成２３年３月に九州新幹線

鹿児島ルート（博多・新八代間）が開業。現在、北海道新幹線（新青森・新函館（仮称）間）、北陸新幹線（長

野・金沢間）の２路線の建設が着実に進められている。 

また、平成２４年６月２９日に北海道新線（新函館（仮称）・札幌間）、北陸新幹線（金沢・敦賀間）、九州新

幹線（武雄温泉・長崎間）の工事実施計画を認可したところである。 

  予算額：整備新幹線整備事業費補助 156,000 百万円（平成２６年度） 

整備新幹線建設推進高度化等事業費補助金 2,385 百万円（平成２６年度） 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

外的要因としてＪＲ東日本の平成２５年３月１６日のダイヤ改正により、東北新幹線の一部列車において東

京・新青森間の輸送時間が、従来の３時間１０分から最短２時間５９分に短縮されたことで実績値の増加となっ

た。さらに、平成２７年３月１４日の北陸新幹線（長野・金沢間）の開業により、新たに３時間圏が増加し、目

標値を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

整備新幹線の以下の路線について、本評価期間中に開業が予定されている。 

・北海道新幹線 (新青森-新函館北斗間) ２７年度末開業予定 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標について、整備新幹線の開業等により、新たに３時間圏が増加し、目標値に到達した。 

今後も広域的な幹線鉄道ネットワークの質的向上により全国一日交通圏の形成に一層寄与するため、引き続き、

整備新幹線の着実な整備を進めるとともに在来線との接続の円滑化に向けた鉄道事業者及び沿線自治体の取組を

支援し、新幹線と在来線が一体となったネットワークの形成を推進することとし、Ａと評価した。 

なお、目標値を達成したことにより、次期目標については、施策の進捗及び平成２７年度の国勢調査の結果を踏

まえて設定することにする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 
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なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：鉄道局幹線鉄道課（課長 村田 茂樹） 

関係課：鉄道局都市鉄道政策課（課長 五十嵐 徹人） 

鉄道局施設課（課長 江口 秀二） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

85.7％
（64万回）

81.7％
（61万回）

85.7％
（64万回）

91.0％
（68万回）

96.0％
（71.7万回）

100％
（74.7万回）

100％
(74.7万回)

- - - - -

初期値 目標値

25年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

95.1% - - - 95.1% 95.2% 95.3%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

57% - 57% 59% 73% 73% 74%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

232,147 242,351 271,448 263,634

48,730 27,496 3,856 -

36,196 67,217 67,634 -

317,073 337,065 342,938 263,634

241,741 262,632

67,217 67,634

8,115 6,798

施策目標個票
（国土交通省26－㉔）

施策目標 航空交通ネットワークを強化する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

国際競争力の強化、地域活力の向上などの推進等に向けて、国際拠点空港の整備、既存ストックを活用した空港の
高質化、航空交通容量の拡大等を推進し、航空交通ネットワークの強化を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

A

114　大都市圏拠点空港の空港
容量の増加

実績値

年度ごとの目標値

①目標超過達成

評価結果

施策目標へ向けた順調な推移が見られた。引き続き、航空交通ネットワークの強化
を図る。

評価

A

主要な業績指標である「114 大都市圏拠点空港の空港容量の増加」については、平
成２７年３月に目標値である７４．７万回を達成し、他の業績指標についてもこのまま
推移すると近年中の目標達成が可能であると判断したため。

評価

施策の分析

「114 大都市圏拠点空港の空港容量の増加」については、羽田空港における国際線
地区の拡充、エプロンの整備等、成田空港におけるＬＣＣターミナル（ＣＩＱ施設）の整
備等により目標値を達成した。「115　航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率」に
ついては、住宅防音工事補助等により総合的な空港環境対策が順調に進捗してい
ることから、目標年度での達成が見込まれている。「116　航空輸送上重要な空港の
うち、地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を有する空港から一定
範囲に居住する人口の割合」については、空港の耐震事業が順調に進捗しているこ
とから、目標年度での達成が見込まれている。

年度ごとの目標値

116　航空輸送上重要な空港の
うち、地震時に救急・救命、緊
急物資輸送拠点としての機能
を有する空港から一定範囲に
居住する人口の割合

実績値

執行額（百万円）

28年度要求額

115　航空機騒音に係る環境基
準の屋内達成率

実績値

当初予算（a）

補正予算（b）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

不用額（百万円）

評価

A
年度ごとの目標値

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

担当部局名 航空局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月作成責任者名
航空戦略課

（課長　石原　大）
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業績指標１１４ 

 大都市圏拠点空港の空港容量の増加 

 

 

（指標の定義） 

大都市圏拠点空港（羽田、成田、関西、中部の４空港）のうち首都圏空港（羽田、成田）における空港容量の増加

（目標設定の考え方・根拠） 

羽田、成田両空港の整備により見込まれる大都市圏拠点空港（首都圏空港）の空港容量の増加を目標とした。 

（外部要因） 

景気及び自由時間、家計収支等の社会・経済動向 

（他の関係主体） 

 航空運送事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  該当なし 

 【閣議決定】 

  日本再興戦略改訂２０１４（平成２６年６月２４日）「一．５．立地競争力の更なる強化 ①「国家戦略特区」の

  実現」及び「③空港・港湾などの産業インフラの整備」等に記載あり 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第２章」及び「第３章」に記載あり 

 【その他】 

  該当なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６１万回 ６４万回 ６８万回 ７１．７万回 ７４．７万回 
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（万回） 大都市拠点空港(首都圏空港)の空港容量の増加

0

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

羽田空港の２４時間国際拠点空港化及び成田空港のアジアのハブ空港としての地位を確立するための取り組みに

より、首都圏における空港容量の増加を図る。（◎） 

予算額：空港整備事業費（首都圏空港）３１９億円（平成２５年度）の内数 

空港整備事業費（首都圏空港）３２０億円（平成２６年度）の内数 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：  １００％ （７４．７万回）（平成２８年度） 

実績値：   ９６％ （７１．７万回）（平成２５年度） 

１００％ （７４．７万回）（平成２６年度） 

初期値： ８５．７％ （６４．０万回）（平成２３年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

大都市圏拠点空港（首都圏空港）における空港容量は、羽田空港におけるＤ滑走路等の供用、運用方式の慣熟、

国際線地区の拡充等や、成田空港における誘導路、エプロン、第３ターミナル（ＬＣＣターミナル）の整備等によ

り、平成２２年度の６１万回から平成２６年度の７４．７万回まで段階的に拡大し、目標値を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

羽田空港は、平成２２年１０月のＤ滑走路等の供用開始により空港容量が３７．１万回に拡大し、国際線につい

ても、３２年ぶりに本格的な定期便（うち６万回（昼間３万回＋深夜早朝３万回））の就航を果たした。その後も

年間発着枠が段階的に拡大し、運用方式の慣熟や国際線地区の拡充により平成２５年３月末に４１．７万回、平成

２６年３月末には４４．７万回まで拡大した。また、同年１２月にはＣ滑走路延伸部の供用を開始し、長距離国際

線の輸送能力増強を図った。 

成田空港は、平成２３年１０月から同時平行離着陸方式が開始されるとともに、年間発着枠が２２万回から２３．

５万回まで拡大し、その後平成２４年３月には２５万回まで拡大した。さらに、平成２５年３月にＢ滑走路西側誘

導路及び横堀地区エプロンが供用され、同年３月末には２７万回まで拡大し、オープンスカイを実現した。また、

第３ターミナル（ＬＣＣターミナル）等を整備し、平成２７年３月には３０万回まで拡大した。 

このように、大都市圏拠点空港（首都圏空港）における空港容量は７４．７万回まで拡大し、目標値を達成した。

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度において、目標値である７４．７万回を達成したことから、Ａと評価した。 

７４．７万回達成以降も、首都圏空港の更なる機能強化を図る。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度以降） 

首都圏の国際競争力の強化、地方への世界の成長力の波及、訪日外国人旅行者 2,000 万人の政府目標や 2020 年の

オリンピック・パラリンピック東京大会への万全な対応のため、羽田・成田両空港の更なる機能強化を図る必要があ

るため、羽田空港における飛行経路の見直しや成田空港における管制機能の高度化等の具体化に向けて、関係自治体

等と協議を進める。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：航空局航空ネットワーク部 首都圏空港課（課長 金井 昭彦） 

               空港施設課大都市圏空港調査室（室長 杉野 浩茂） 
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業績指標１１５ 

 航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率 

 

 

（指標の定義） 

空港周辺地域の全対象家屋（約４万７千戸）のうち、住宅防音工事を施工した家屋数の割合。 

（住宅防音工事を施工した家屋数／空港周辺地域の全対象家屋） 

（対象空港） 

   特定飛行場：函館空港、仙台空港、新潟空港、東京国際空港、松山空港、高知空港、 

         福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港 
(注１)特定飛行場とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であって、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な 

実施により生じる騒音等による障害が著しいと政令で指定するもの。 

（公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（昭和４２年法律第１１０号）） 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

目標設定については、航空機騒音により屋外環境基準を満たせない空港周辺地域の住民の生活環境改善のため、

住宅防音工事を促進することにより環境基準の屋内達成率の向上を図ることを趣旨とする。これまでの実績によ

り、屋内達成率についてはおおむね概成しているが、騒音対策は設置管理者である国の重要な責務であることか

ら、今後も継続的な対策により、申請のあった対象家屋については、屋内環境基準の達成を図る必要があり、現

状及び近年の推移を勘案して目標値を設定した。 

 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

  なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値  （年度） 

Ｈ２５ Ｈ２６     

９５．１％ ９５．２％     
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94.5
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95.5
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H25 H26 H27 H28

（単位：%）

航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率

0

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：９５．３％（平成２８年度） 

実績値：９５．１％（平成２５年度） 

    ９５．２％（平成２６年度） 

初期値：９５．１％（平成２５年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

１ 住宅防音工事の推進 

空港周辺住民が住宅に対して行う防音工事に対し補助する。 

予算額：住宅防音工事補助 ３億円（平成２５年度） ３億円（平成２６年度） 

 

２ 空港周辺環境対策の実施 

住宅防音工事に対する補助の他、空港周辺環境対策として、教育施設等に対する防音工事の補助、移転補償

等及び緩衝緑地帯の整備等を実施している。 

予算額：空港周辺環境対策（住宅防音工事補助除く） ３２億円（平成２５年度） ３７億円（平成２６

年度） 

関連する事務事業の概要 

該当無し 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

毎年度、申請に基づく防音工事に対して補助を実施しているもので、徐々にではあるが実績値は着実に伸びて

いる。（平成２５年度実施件数２件、平成２６年度実施件数２件） 

（事務事業の実施状況） 

住宅防音工事補助、教育施設等防音工事補助、移転補償等及び緩衝緑地帯の整備等総合的な空港環境対策を着

実に実施している。 

また、関係市町村及び独立行政法人空港周辺整備機構の広報誌やホームページ等を通じて事業内容の周知を

行い、その推進を図っている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

  平成２５、２６年度においては、住宅防音工事補助の実施により、環境基準の屋内達成率が目標達成に向けて

成果を示していることから「Ａ」と評価した。 

住宅防音工事は、おおむね概成している為、申請件数については減少傾向にあるが、関係市町村等との連携

を強化し、空港毎に未実施家屋の把握に努めるとともに、対象家屋からの補助申請を促し事業の推進を図る。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

  なし 

 

（平成２８年度以降） 

  なし 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 航空局航空ネットワーク部環境・地域振興課（課長 藤田 穣） 
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業績指標１１６ 

 航空輸送上重要な空港のうち、地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を有する空港から一定範囲に

居住する人口の割合 

 

 

（指標の定義） 

 航空輸送上重要な空港のうち、地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を有する空港から一定範囲

（１００km 圏内）に居住する人口の割合 （一定範囲に居住する人口／日本の総人口） 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成１６年度の新潟県中越地震等大規模地震発生時において、空港が緊急物資の拠点等としての役割を果たし 

たように、地震災害時には、空港は緊急物資及び人員等の輸送基地としての役割が求められる。 

このため、航空輸送上重要な空港において、滑走路、誘導路等の耐震化を図り、空港の耐震性向上を進めるこ 

とにより、救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を確保し、空港から１００km 圏内に居住する人口の 

割合を高める。 

 ※航空輸送上重要な空港：緊急輸送の拠点となる空港のうち、特に、航空ネットワークの維持、背後圏経済活 

動の継続性確保において重要と考えられる空港（東京国際、成田国際、関西国際、大阪国際、中部国際、新千

歳、仙台、新潟、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇）。 

（外部要因） 

  なし 

（他の関係主体） 

  なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日） 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  

５７％ ５９％ ７３％ ７３％  
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航空輸送上重要な空港のうち、地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点とし

ての機能を有する空港から一定範囲に居住する人口の割合

 
 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：７４％  （平成２８年度） 

実績値：７３％  （平成２５年度） 

    ７３％  （平成２６年度） 

初期値：５７％  （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

 地震災害時に、空港が災害復旧支援、救急・救命活動や緊急物資輸送など様々な役割を果たすことができるよう、

基本施設等※の耐震性の向上を推進する。 

※滑走路、誘導路など 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 平成２５年度にも新たに地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を確保した空港があり、指標は

順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

  空港の耐震性向上の事業は計画に基づいて実施しており、新たに大阪国際空港、新千歳空港が地震時の救急・

救命、緊急物資輸送拠点としての機能を確保している。 

他の対象空港についても、救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を確保することを目指して、耐震工事

の実施を計画しているところである。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成２８年度の目標達成に向けて空港の耐震事業は順調に推移していることからＡ評価と

した。引き続き施策を推進していく。 

（平成２６年度も空港の耐震対策事業は順調に推移しているが、平成２６年度中に新たに地震時の緊急輸送 

の拠点機能を確保するための事業が終了した空港がないことから、平成２５年度から平成２６年度にかけて 

の実績値が伸びていない。） 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：航空局安全部空港安全・保安対策課（課長 酒井 洋一）  

関係課：航空局航空ネットワーク部空港施設課（課長 長谷川 武）  
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

86.7% 85.5% 86.7% 86.6% 82.9% 81.4% 82%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

9,270ha 7,605ha 9,270ha 9,497ha 9,917ha 10,353ha 14,700ha

- - - - -

初期値 目標値

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 年度

①74件
（21年度）
②115施
設
（23年度）
③217人
（22年度）

①69件

②113施設

③217人

①46件

②115施設

③221人

①53件

②118施設

③232件

①51件

②121施
設

③219人

①集計中

②126施
設

③集計中

①80件
（27年度）
②140施設
（28年度）
③240人
（27年度）

- - - - -

初期値 目標値

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

- 0.94 1.01 1.00 1.10 集計中
全国の増加

率比1.00以上

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

60% - - 60% 62% 63% 約90%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

3件 - 3件 7件 8件 9件 11件

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

12.3倍 - 12.3倍 10.2倍 10.8倍 11.1倍 12.0倍

- - - - -

122　特定都市再生緊急整備
地域において、官民により設置
された協議会が作成した整備
計画の数

実績値
評価

Ａ
年度ごとの目標値

120　半島地域の観光入込客
数（増加率）と全国の観光入込
客数（増加率）の比

実績値
評価

Ａ

年度ごとの目標値

121　共助等による除雪体制が
整備された市町村の割合

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

118　都市再生誘発量（基盤整
備等により、民間事業者等によ
る投資が可能となった面積の
合計）

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

119　文化・学術・研究拠点の
整備の推進（①筑波研究学園
都市における国際会議開催
数、②関西文化学術研究都市
における立地施設数、③関西
文化学術研究都市における外
国人研究者数）

実績値

評価

①B
②B
③B

年度ごとの目標値

123　民間都市開発の誘発係
数（民都機構が係わった案件
の総事業費を当該案件の民都
機構支援額で除したもの）

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

施策目標個票
（国土交通省26－㉕）

施策目標 都市再生・地域再生を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

都市・地域の魅力ある将来像を実現するため、都市の競争力・成長力を高めるとともに、地域の活性化を図るなど、都
市再生・地域再生を推進する。

評価結果

目標達成度合いの
測定結果

　（各行政機関共通区分）

③相当程度進展あり

　（判断根拠）

経済社会情勢の変化等の影響により、今後も努力が必要である施策がある一方で、主
要な業績指標を中心に、施策の多くは目標達成に向け着実に進んでいることから、「③
相当程度進展あり」と判断する。

施策の分析
国際的な都市間競争の激化等に対応した活力ある都市の再生に向けた施策を実施す
るとともに、地域が抱える様々な課題を踏まえ、魅力ある地域の再生に向けた施策を実
施している。

次期目標等への
反映の方向性

国際的な都市間競争の激化等に対応した活力ある都市の再生に向けた施策を実施す
るとともに、地域が抱える様々な課題を踏まえ、魅力ある地域の再生に向けた施策を実
施している。目標達成に向け着実に進んでいるものと努力が必要と思われる施策が存
在していることから、施策のさらなる改善を含め、引き続き、都市の競争力・成長力を高
めるとともに、地域の活性化を図るため、都市の再生、地域の再生に向けた施策を推
進していく。

評価

B
年度ごとの目標値

業績指標

117　全国の地方圏における大
都市圏との間の転出者数に対
する転入者数の割合

実績値
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初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

80.5% - - 80.5% 94.1% 集計中 100%

- - - - -

初期値 目標値

25年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

40.5% 38.5% 39.3% 40.0% 40.5% 40.8% 44.0%

- - - - -

初期値 目標値

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

前年度比
0.16%減

0.35%減 0.04%増 0.7%増 0.83%増 集計中
前年度比

0.2%増

0.2%増 0.2%増 0.2%増 0.2%増 0.2%増

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

79%
（63地区）

73%
（58地区）

79%
（63地区）

83%
（66地区）

83%
（66地区）

84%
（67地区）

100%
（80地区）

- - - - -

初期値 目標値

- 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

- 約4% 約4% 約4% 約4% 約4%
前年度比
+0%以上

前年度比+0%以上 前年度比+0%以上 前年度比+0%以上 前年度比+0%以上 前年度比+0%以上

初期値 目標値

- 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 32年度

- - - - 4.5% 3.9% 10.0%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

34,390 33,708 33,930 32,899

45,000 0 200 -

5,040 10,587 5,348 -

84,431 44,295 39,478 32,899

61,422 22,969

10,587 5,348

12,422 15,977

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内数、内
閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

125　都市機能更新率（市街地
再開発事業等により４階建以
上の建築物へ更新された宅地
面積の割合）

実績値
評価

Ａ
年度ごとの目標値

126　中心市街地人口比率の
増加率

実績値
評価

Ａ

年度ごとの目標値

124　自動二輪車駐車場供用
台数

実績値
評価

Ａ
年度ごとの目標値

127　物流拠点の整備地区数

実績値
評価

Ａ
年度ごとの目標値

128　主要な拠点地域における
都市機能集積率

実績値
評価

Ａ

年度ごとの目標値

関連指標

関14　全労働者数に占める週
１日以上終日在宅で就業する
雇用型在宅型テレワーカー数
の割合

実績値
評価

年度ごとの目標値

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 28年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

不用額（百万円）

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）
＜意見等＞
主要な業績指標が多すぎる。
＜対応方針＞
評価会からの指摘を踏まえ、社会資本整備重点計画のKPI指標の検討状況に鑑みて、主要な業績指標の選抜を行っ
た。

担当部局名

 担当局：都市局

 関係局：国土政策局
              住宅局
              港湾局

作成責任者名

担当課：
都市局都市政策課
（課長　井崎　信也）

関係課：
国土政策局地方振興
課（課長　織田村　達）
住宅局市街地建築課
（課長　香山 幹）
市街地建築課市街地
住宅整備室　（室長　長
谷川　貴彦）
港湾局産業港湾課産
業連携企画室（室長
西村　拓）

政策評価実施時期 平成27年8月

359



 
業績指標１１７ 

 全国の地方圏における大都市圏との間の転出者数に対する転入者数の割合 

 

 

（指標の定義） 

全国の大都市圏から地方圏への転入者数を地方圏から大都市圏への転出者数で除した数値 

（大都市圏から地方圏への転入者数）／（地方圏から大都市圏への転出者数） 

※大都市圏・・・三大都市圏（東京圏、名古屋圏、関西圏） 

  地方圏・・・・・三大都市圏以外の地域 

 （東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県   名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県 

  関西圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県） 

（目標設定の考え方・根拠） 

過去７年間（平成１８年度～平成２４年度の間）の実績は８．７ポイント増加となっているが、それまでの４年間

は減少傾向であり、短期変動の可能性があるので、過去１０年間（平成１３年度～平成２３年度）の平均値である８

１．９％を近年の平均的な傾向ととらえることとする。その上で、ＵＩＪターンや二地域居住の地方定住を支援する

施策として、地域活性化及び地域振興を図り、積極的な環境構築を行っていく中で地方圏への転入者の比率を維持さ

せていく。そのため、平成２８年度では過去１０年間の平均値である８２％を下回らないことを目標とする。 

（外部要因） 

・景気の動向（都市部と地方部との景気格差拡大） 

・総人口の減少 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） （％）
Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

８１．１ ７７．９ ７４．８ ７４．７ ８１．９ ８５．５ ８６．７ ８６．６ ８２．９ ８１．４

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：８２．０％（毎年度） 

実績値：８２．９％（平成２５年度） 

    ８１．４％（平成２６年度） 

初期値：８６．７％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

人口減少や高齢化が先行・加速する地方の条件不利地域（過疎、山村、半島、離島、豪雪の各地域）において、

必要となる既存の公共施設を活用した施設改修等に所要の補助を行う。 

 予算額３１０百万円（平成２６年度） 予算額２９０百万円（平成２５年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は、前年度比で１．５ポイント減少し８１．４％と目標数値を若干下回ったが、過去の実

績値の推移でも見られたように短期変動等の可能性がある。 

（事務事業等の実施状況） 

・人口減少や高齢化が先行・加速する条件不利地域（過疎、山村、半島、離島、豪雪地域）において、市町村の創

意工夫により所有する廃校舎等の既存公共施設（ストック）を活用した、公益サービスの集約化施設への改修整

備を支援した。 

・市町村が行う地方体験交流プログラム等に係る情報について国土交通省ＨＰに掲載するとともに、都市部の大学

等に対して当該情報をまとめた冊子を送付するなどの情報提供を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度の実績値は、前年度比で１．５ポイントの減となっており、目標を達成できなかったことからＢ評

価とした。過去の実績値の推移でも見 

られたように短期変動の可能性もあるが、直近５カ年における地方圏から三大都市圏への転出者数と、三大都

市圏から地方圏への転入者数（実数）を整理すると、後出の表のとおりとなっている。これを見ると、地方圏

から三大都市圏への転出者数はほぼ横ばいとなっている一方、三大都市圏から地方圏への転入者数は、ここ２

年は若干減少している状況にある。 

・現在、各省が連携し、地方移住等を含む地方創生に資する関連施策を積極的かつ多角的に推進しているところで

あり、今後、これらの施策効果を顕在化させ、三大都市圏から地方圏への転入者の増加につなげることが必要と

考えられる。 

・こうした状況を踏まえ、平成２７年度以降、指標の動向に注視しつつ、関連施策の効果を判断し施策の改善に反

映させていく。 

 

【参考】直近５カ年における地方圏から三大都市圏への転出者数と、三大都市圏から地方圏への転入者数 

          地方圏から三大都市圏への転出者数 三大都市圏から地方圏への転入者数 

平成２６年 ５２０，２２８ ４２３，３４５ 

平成２５年 ５２５，６５８ ４３５，８７２ 

平成２４年 ５２０，４１１ ４５０，６５８ 

平成２３年 ５２７，４２３ ４５７，３４５ 

平成２２年 ５２６，４８０ ４５０，３４３ 
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平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

転出入者の割合による業績指標の目標達成状況について総括し、新たな目標数値の設定の要否について検討する必

要がある。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局地方振興課（課長 織田村 達） 
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業績指標１１８ 

 都市再生誘発量（基盤整備等により、民間事業者等による投資が可能となった面積の合計） 

 

 

（指標の定義） 

我が国の都市構造を、豊かな都市再生や経済活動を実現できるレベルへと再構築し、健全で活力ある市街地の整備

などを通じて都市再生が誘発された量。都市再生総合整備事業や都市再生区画整理事業といった基盤整備等により、

民間事業者等による都市再生に係る投資が可能となった面積の合計を計上。 

（目標設定の考え方・根拠） 

民間投資を誘発する市街地整備などのこれまでの実績や今後の事業計画等をもとに算出。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体、都市再生機構等（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値                                                   （年度）

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 H26 

3,682ha 3,878ha 5,401ha 6,716ha 6,964ha 7,605ha 9,270ha 9,497ha 9,917ha 10,353ha

 

0
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（ha） 都市再生誘発量

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１４，７００ ｈａ（平成２８年度） 

実績値： ９，９１７ ｈａ（平成２５年度） 

    １０，３５３ ｈａ（平成２６年度） 

初期値： ９，２７０ ｈａ（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○都市再生総合整備事業の推進 

 大都市圏等の臨海部や既成市街地を中心に発生している大規模工場跡地等低未利用地において、都市再生を促す

トリガー（引き金）となる地区への都市基盤施設等の集中的な整備を実施するとともに、都市拠点の形成に資す

る民間都市開発事業等を促進することにより、円滑な土地利用転換を公民協働で推進する。 

  予算額：社会資本整備総合交付金９０３１億円（平成２５年度）、９１２４億円（平成２６年度）の内数。 

○都市再生区画整理事業の推進 

 防災上危険な密集市街地及び空洞化が進展する中心市街地等の都市基盤が不十分で整備の必要な既成市街地等

において、都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、もって土地の有効利用を促進するとともに、安全・安心

で快適に暮らすことができ、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を図る。 

  予算額：社会資本整備総合交付金９０３１億円（平成２５年度）、９１２４億円（平成２６年度）の内数。こ

の他、都市再生機構向けに都市再生区画整理事業０.８４億円（平成２５年度）がある。（平成２６年度につい

てはゼロ。） 

○都市再生機構によるコーディネート業務等（都市再生コーディネート等推進事業） 

 都市再生分野における民間の新たな事業機会を創出し、民間の潜在力を最大限に引き出すため、都市再生に民間

を誘導するための条件整備として、独立行政法人都市再生機構がコーディネート業務等を実施する。 

  予算額：１０．５７億円（平成２５年度）、９．５１億円（平成２６年度） 

○税制上の特例措置 

 ①特定住宅地造成事業等に係る土地等の譲渡所得に係る１，５００万円特別控除制度（所得税、法人税、個人住

民税、法人住民税、事業税） 

  ・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特例措置 

 ②優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置（所得税、法人税、個人

住民税、法人住民税、事業税） 

  ・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率 

  ・仮換地指定後３年以内に、一定の住宅建設を行う個人又は法人に対して土地等を譲渡した場合の軽減税率 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度の実績値は９，９１７ｈａ（単年度の増加量：約４２０ｈａ）、平成２６年度の実績値は１０，３

５３ｈａ（単年度の増加量：約４３６ｈａ）、で、平成２８年度目標値に対してのトレンド（平成２５年度：約

１１，４４２ｈａ、平成２６年度：１２，５２８ｈａ）を下回っている。 

（事務事業等の実施状況） 

都市再生総合整備事業や都市再生区画整理事業により、都市再生の喫緊の課題である大規模工場跡地の基盤整備

や中心市街地等の基盤整備による街区再編等を通じて、民間事業者等の都市再生への投資を誘導している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・実績値が目標値に対するトレンドを下回っており、目標達成に向けた成果を示していないことから、Ｂと評価し

た。これは、近年の地方公共団体における厳しい財政状況を起因として、事業完了の遅れや、貸付金需要の減少が

生じていることによるものと思われる。一方で、地方公共団体への調査によれば、目標年度までに一定の事業完了

が見込まれている。 

・今後も民間事業者等の都市再生への誘導のため、需要やニーズの把握に努め、基盤整備等を着実に進める。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

  なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局まちづくり推進課（課長 横山 征成） 

都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 

        住宅局市街地建築課（課長 香山 幹） 
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業績指標１１９ 

 文化・学術・研究拠点の整備の推進（①筑波研究学園都市における国際会議開催数、②関西文化学術研究都市にお

ける立地施設数、③関西文化学術研究都市における外国人研究者数） 

 

 

（指標の定義） 

①「筑波研究学園都市における国際会議開催数」： 

 つくば地区内の国際会議開催数。 

②「関西文化学術研究都市における立地施設数」： 

 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における立地施設数。対象とする立地施設は、本都市が文化、学術

及び研究の中心となる都市の建設を目的としていることから、文化学術研究の向上に資するものとする。 

 ・ 研究施設（研究施設、技術開発施設） 

 ・ 大学（大学・短大） 

 ・ 文化施設（都市の文化の発展に寄与する施設） 

 ・ 交流施設（文化・学術・研究の発展等に係る交流または共同研究を推進するための施設） 

 ・ 宿泊研修施設（研修、保養、スポーツ・レクリエーション機能を有する施設） 

 ・ その他（基本方針または建設計画に掲げる施設等） 

③「関西文化学術研究都市における外国人研究者数」： 

関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における外国人研究者数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

①「筑波研究学園都市における国際会議開催数」： 

 筑波研究学園都市は科学技術中枢拠点都市（サイエンス型国際コンベンション都市）を目標の一つとしており、

国際会議は、主に研究施設の集積、先進的な研究機能を有する場所で開催されるものであるため、従前よりその

開催数を目標としてきたものである。 

 筑波研究学園都市における国際会議開催数は、H17：60 件、H18：64 件、H19：82 件、H20：80 件、H21：74 件で

あり、5カ年平均の 72 件を上回る 80 件を目指すこととする。 

 直近の実績では、H25 年度に 51 件開催されているところ。H23 年度には、東日本大震災及び福島第一原子力発

電所事故による、国際会議の取り消し等が発生し、開催件数が 46 件と減少していたところであるが、今後につい

ては、近年の傾向を維持してゆくことが肝要であることから、引き続き開催数年間 80 件を目標値として設定する。

②「関西文化学術研究都市における立地施設数」： 

 本指標は、都市建設の進捗状況を評価しうるものであり、その数の増加は、我が国及び世界の文化等の発展に

資するものである。 

 関西学研都市における立地施設数の推移は、H19：8 施設、H20：8 施設，H21：3 施設、H22：3 施設、H23：4 施

設あり、年平均施設立地数は 5件となっていることから、H23 を初期値に 5年後である H28 までに年 5件ずつ増加

するものとして 140 施設を目指すこととする。 

③「関西文化学術研究都市における外国人研究者数」： 

 本指標は、世界各国の優秀な研究者の集まる魅力的な都市への成長度合いを評価するものであり、その数の増

加は新産業創出等、我が国及び世界の発展に寄与するものである。 

 関西学研都市の全研究者数の推移は、H19：6,350 人、H20：6,513 人、H21：6,565 人、H22：6,589 人であり、

この間の年平均増加率は 1％となっている。一方、外国人研究者については、H19：246 人、H20：212 人、H21：221

人、H22：217 人であり、この間の年平均増加率は▲4％である。今後、世界各国の優秀な研究者の集まる魅力的な

都市への成長を目指すため、少なくとも外国人研究者についても全研究者数と同様に増加してゆく必要があるこ

とから、H22 実績を初期値に 5年後である H27 までに年 1％ずつ増加するものとした推計値（227 人）を上回る 240

人を目指すこととする。 

（外部要因） 

②「関西文化学術研究都市における立地施設数」：景気の動向 

③「関西文化学術研究都市における外国人研究者数」：景気の動向 

（他の関係主体） 

 ①「筑波研究学園都市における国際会議開催数」： 

評 価 

 

 

① Ｂ 

 

② Ｂ 

 

③ Ｂ 

 

 

① 目標値：８０件（平成２７年度） 

実績値：５１件（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値： ７４件（平成２１年度） 

② 目標値：１４０施設（平成２８年度） 

実績値：１２１施設（平成２５年度） 

１２６施設（平成２６年度） 

初期値：１１５施設（平成２３年度） 

③ 目標値：２４０人（平成２７年度） 

実績値：２１９人（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：２１７人（平成２２年度） 
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   研究学園地区内の研究・教育施設 32 機関 

   （国立大学法人筑波大学、国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人国立環境研究所、 

   独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 等） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ①②③なし 

 【閣議決定】 

①②③なし 

 【閣決（重点）】 

①②③なし 

 【その他】 

①②③なし 

 

 

 

過去の実績値（①筑波研究学園都市における国際会議開催数） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６９件 ４６件 ５３件 ５１件 集計中 

過去の実績値（②関西文化学術研究都市における立地施設数） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１１３施設 １１５施設 １１８施設 １２１施設 １２６施設 

過去の実績値（③関西文化学術研究都市における外国人研究者数） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２１７人 ２２１人 ２３２人 ２１９人 集計中 

 

 

    
 

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①筑波研究学園都市における国際会議開催数 

・筑波研究学園都市が国家的戦略である「科学技術創造立国」を実現し、今後の我が国の国際競争力を維持する上

で必要な最先端の科学技術の研究開発拠点として機能するためにも、研究学園地区建設計画で示されている「サ

イエンス型国際コンベンション都市」等の実現に資する情報収集等を実施。 

②関西文化学術研究都市における立地施設数、③関西文化学術研究都市における外国人研究者数 

・税制：関西文化学術研究都市建設促進法に基づく関西文化学術研究都市の建設促進を図るための文化学術研究施

設の整備に係る課税の特例措置 

○法人税：特別償却 機械・装置：１２%、建物・附属設備：６% 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
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（指標の動向） 

①筑波研究学園都市における国際会議開催数 

平成２６度については現在集計中であるが、平成２５度の実績値は５１件であった。これは平成２４年度と比

較して減少している。 

②関西文化学術研究都市における立地施設数 

平成２６年度の実績値は１２６施設で、平成２５年度と比較して増加しているものの、目標値には届いていな

い。 

③西文化学術研究都市における外国人研究者数 

平成２６年度については現在集計中であるが平成２５年度については２１９人で、平成２４年度と比較して

減少している。 

（事務事業等の実施状況） 

①波研究学園都市における国際会議開催数  

筑波研究学園都市については、「研究学園地区建設計画」で示されている「サイエンス型国際コンベンション

都市」等の実現に資する情報収集等を実施している。 

②関西文化学術研究都市における立地施設数、③関西文化学術研究都市における外国人研究者数 

 西文化学術研究都市建設促進法に基づく文化学術研究施設・文化学術研究交流施設への税制特例措置 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①筑波研究学園都市における国際会議開催数 

平成２６年度については現在集計中であるが、平成２５年度の実績値は５１件であり、平成２４年度と比較し

ても減少しており、目標達成に向けて進捗していないことからＢと評価した。平成２２年度までについては目標

達成に向け進捗していたが、福島第一原発事故が発生した平成２３年度は予定されていた国際会議の取り消し、

延期等があり減少した。その後も当該事故が原因で例年に比べ国際会議数が減少しているが、当該事故後の放射

性物質の安全性等を主張しているため、平成２３年度に比べ上昇している。今後も当該会場の安全性を主張して

いき、開催数を増加させる。 

②関西文化学術研究都市における立地施設数 

平成２６年度の実績値は１２６施設で、平成２５年度と比較して増加したものの、世界金融危機以降の景気悪

化、その後の円高進行等による企業の国内設備投資計画の凍結・見直しや投資意欲の減退等により、学研地区に

おける新規立地についても一時停滞していたたため、目標は達成できなかったことから、Ｂ評価とした。しかし

ながら、関西文化学術研究都市が次世代エネルギー実証実験の実施地域に選定されるなど、同都市において環境

分野での最先端の取り組みが進められているとともに、平成２７年５月にサントリーグループの研究・技術開発

施設の同都市への移転、及び平成２８年４月に京都大学大学院農学研究科附属農場の同都市への移転が予定され

ており、関連施設等の新規立地が期待されている。よって、経済情勢の悪化等の外部要因により一時的に立地施

設数は伸び悩んでいるものの、地域における様々な取り組みに加えて、これまでの施策を継続させることで、今

後着実に立地施設数は増加してゆくものと考えられる。 

③関西文化学術研究都市における外国人研究者数 

平成２６年度にうちては集計中であるが、平成２５年度の実績値は２１９人であり、平成２４年度と比較して

も減少しており、目標達成に向けて進捗していないことからＢと評価した。 

しかしながら、国、地方公共団体、経済団体等で構成されるサード・ステージ会議において、国際交流の促

進のための検討が進み諸外国のサイエンスパークとの交流が推進されるとともに、平成２７年５月にサントリ

ーグループの研究・技術開発施設の同都市への移転が予定されているなど、今後も着実な外国人研究者の増加

が見込まれる。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

②③関西文化学術研究都市において、平成２７年度にサード・ステージ終了に伴い、新たなステージにおけるあり方

（ビジョン、戦略等）の検討 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局都市政策課 （課長 井崎 信也） 
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業績指標１２０ 

 半島地域の観光入込客数（増加率）と全国の観光入込客数（増加率）の比 

 

 

（指標の定義） 

半島地域の道府県が集計した観光入込客数の合計値とし、その合計値の増加率が、全国の観光入込客数の増加率以

上となることを目指す。（平成２２年度を基準とする）。 

（注）観光入込客数：観光地及び行祭事・イベントに地域外から訪れた人の数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

半島地域においては、人口の減少・高齢化が進行するなかで、地域間交流を活発化させることにより地域の自立的

発展を目指し、半島振興法に基づく半島循環道路等の交通施設整備、地域の内発的発展を促進するための税制措置、

地域資源の活用や地域間連携等の取組の支援施策を実施している。 

このため、地域間交流の活発化（交流人口の拡大）の程度を示す指標として、観光入込客数の増大（少なくとも全

国水準以上の伸び）を目標とする。 

なお、地域間交流の促進は半島振興法上の半島振興計画記載事項に掲げられている。 

 

（外部要因） 

気象変動、災害、景気変動、観光ニーズの変化、集計方法の変更 

（他の関係主体） 

 半島振興対策実施地域指定を受けた２２道府県 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０．９４ １．０１ １．００ １．１０ 集計中 

 

評 価 

 

Ａ 

目標値：全国の増加率比１．００以上（毎年度） 

実績値：１．１０（平成２５年度) 

    集計中 （平成２６年度） 

初期値：  －   
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

【予算事業】 

○半島地域振興対策事業経費等 

担い手育成に向けた農林水産資源等の地域資源を活用した内発的な地域づくりや半島間連携に向けた取組に係

る実証調査を行い、有効な支援方策を検討する。検討を通じて得られた知見を集約し地域への普及を図ることによ

り、半島地域の自立的な発展を推進する。 

予算額：３６，４０５千円（平成２６年度） 予算額：３９，６４５千円（平成２５年度） 

【税制上の特例措置】 

○半島振興対策実施地域における工業用機械等の割増償却（所得税・法人税） 

半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画（一定の基準を

満たすものに限る。）に係る地区として関係大臣が指定する地区において、青色申告書を提出する個人又は法人若

しくは連結法人が、機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等をして製造業、農林水産物等販売業、旅館

業及び情報サービス業等の用に供した場合、供用日以降５年間、機械・装置につき普通償却限度額の 32/100、建物・

附属設備、構築物につき普通償却限度額の 48/100 の割増償却を認める。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度の半島地域の観光入込客数の比率は、対平成２２年度比で１２３．１％、全国は対平成２２年度

比で１１２．３％であり、全国値と比較した半島地域の変動比は１．１０となった（ただし、一部集計中等のた

め、半島地域、全国値ともに、当室において推計値を使用している）。 

平成２６年度の実績値については現在集計中であり、目標の達成状況については判断できない。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２５年度は、半島地域振興対策事業経費等において、８地域において、半島地域の担い手育成、半島間

の連携の活動のためのワークショップの開催や専門家によるアドバイス等支援を行ったほか、半島地域の社会

経済情勢等に係る基礎調査を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・ 平成２２年度と比較して、平成２５年度の観光入込客数が全国で増加している状況の中、半島地域では対全

国値を超える増加率を示した事から目標を達成したと判断してＡと評価した。なお平成２６年度の実績値につ

いては集計中である。 

・ なお、今後、目標を継続的に達成するためには、農林水産物等の地域資源を活用した６次産業化や半島地方

の多様な食や自然景観を活用した観光に注目が集まっていることを踏まえ、国内外からの観光人口の増大を含

めた交流人口の拡大に資する取組に重点を置きつつ、引き続き支援する必要がある。 
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平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 ・半島振興法は平成２７年３月３１日が法期限とされていたが、半島地域の実情を踏まえ、議員立法により法の期

限が１０年間延長されるとともに、目的規定の改定、計画事項の拡充、配慮規定の追加、多様な主体の連携及び協

力により実施される事業に対する助成等の措置を講ずる旨の規定の新設等が行われた。 

  この趣旨を踏まえ、平成２７年度から「半島振興広域連携促進事業」を創設し、地域間交流の促進や産業の振興

を通じた、地域への定住の促進を図っていくこととしている。 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局地方振興課半島振興室（室長 中島 壮一） 
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業績指標１２１ 

 共助等による除雪体制が整備された市町村の割合 

 

 

（指標の定義） 

特別豪雪地帯に指定されている市町村（２０１市町村）のうち、共助等による除雪体制が整備された市町村の割合

（共助等による除雪体制が整備された特別豪雪地帯に指定されている市町村数／特別豪雪地帯に指定されている市

町村数）。 

共助等による除雪体制とは、雪処理について支援を要する高齢者世帯等（以下、「要支援世帯」という）に対し、

平時から共助等による雪処理を支援することができる体制とする。 

体制整備の要件は以下のいずれかを実施できる体制とする。 

・「地域コミュニティによる共助除雪」により要支援世帯を支援する体制が整備されている 

・「地域内外の担い手（ボランティア等）による除雪」により要支援世帯を支援する体制が整備されている 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢化、過疎化が進行している豪雪地帯においては、毎年、高齢者を中心に雪処理作業中の事故が多発している状

況である。今後更に雪処理の担い手が不足すると予測される中で、除雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安

心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、地域コミュニティの形成や、地域内外のボランティア等によ

る地域防災力の向上が求められている。 

このような状況に鑑み、平成２４年３月に豪雪地帯対策特別措置法が改正、同年１２月に豪雪地帯対策基本計画が

変更され、「除排雪の体制の整備（雪処理の担い手の確保）」に係る規定が追加された。 

特に、高齢化・過疎化が著しく、雪処理の担い手が不足している特別豪雪地帯の市町村において、平成２９年度を

目途に、全２０１市町村の約９０％となる１８０市町村で共助等による除雪体制の整備を促進する。 

 

（外部要因） 

過疎、高齢化、気象変動 

 

（他の関係主体） 

・関係省庁（内閣府、警察庁、消防庁、総務省、農林水産省等） 

・豪雪地帯の指定を受けた市町村を含む２４道府県及び特別豪雪地帯の指定を受けた２０１市町村 

・自治会 等 

 

（重要政策） 

【施政方針】 

  なし 

【閣議決定】 

  豪雪地帯対策基本計画（平成２４年１２月７日） 

  国が策定する豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣っている産業等の基礎条件の改善に関する施策 

の基本となる計画 

【閣決（重点）】 

  なし 

【その他】 

  豪雪地帯対策特別措置法（平成２４年３月３１日改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値： 約９０％（平成２９年度） 

実績値：  ６２％（平成２５年度） 

      ６３％（平成２６年度） 

初期値：  ６０％（平成２４年度） 
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過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ － ６０％ ６２％ ６３％ 

 

 

 

 
※豪雪地帯における６５才以上の屋根の雪下ろし等、除雪作業中の死者数 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６９人 ６４人 ５８人 ４４人 ４６人 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・豪雪地帯に係る調査・検討 

 豪雪地帯の現状・課題を把握し、豪雪対策に関する行政ニーズの変化に対応するとともに、地域コミュニティの

形成により防災力向上を図り、安全・安心な雪国の形成の視点等により、豪雪地帯対策に関する調査・検討を行う。

予算額：３５百万円（平成２６年度） 予算額：３５百万円（平成２５年度） 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

H22 H23 H24 H25 H26

豪雪地帯の

冬期間累計降雪量（㎝）
488 529 478 439 520

死者数（人） 69 64 58 44 46
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

実績値は、平成２４年度から微増であるため、順調でないと判断した。 

（事務事業等の実施状況） 

・雪害による被災者の事故原因分析、自治体に係る降積雪状況・防除雪施設状況等の基礎的なデータの収集・分析

を実施。また、H24.3 の法改正時、H24.12 の基本計画変更時において追加規定となった雪処理の担い手確保や雪冷

熱エネルギー活用等の分析・検討を行った。 

・豪雪地帯における雪処理の担い手の確保・育成を通じて、共助等による効率的・効果的な地域除排雪体制の整備

を推進するため、先導的で実効性のある地域の実情に即した克雪体制整備の取組を支援。「新たな地域除排雪の地

取組事例」「住民除雪・除雪交流の取組事例」「除雪ボランティア活動関連文書事例集」を作成し、ＨＰで公開、地

方自治体等に周知を実施。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・実績値は、平成２４年度に初期値を設定してから微増であり、目標値は平成２９年度までであるものの、体制整

備が鈍化していることから、現時点における評価は「Ｂ」とした。 

・一方で、近年の雪害による被害の特徴として、屋根の雪下ろし等除雪作業中の事故が大半を占め、このうち６５

才以上の高齢者の占める割合が 7割以上を占めていることから、豪雪地帯対策基本計画の中でも位置づけられてい

る地域における除排雪体制の整備を促進し、雪処理の担い手を確保することが重要である。また、地域の実情に即

した地域除排雪づくりに向けた取組への支援を通じ、豪雪地帯における除雪ボランティア等による地域除雪や、ボ

ランティアと地域を繋ぐコーディネーターの養成等、各地で克雪体制整備の取組の機運が見られ、今後も増加傾向

になると推測されることから、引き続き現在の施策を維持することが妥当であると考えられる。 

・なお、特別豪雪地帯における共助等による除雪体制の整備率が６３％である一方、公助による除雪体制の整備率

は７５％と高いため（参考：豪雪地帯における公助体制整備率５３％、共助等体制整備率５５％）、今後、ヒアリ

ングやアンケート調査等を通じて、特別豪雪地帯の高齢化率や生活環境、地域特性、冬期の自治会等の仕組み等、

公助、共助体制の実情や自治体の考え方を把握し、要因分析を行った上で、これら実態を踏まえて、目標達成に向

けた必要な施策の改善についても検討することとする。 

 

※ 施策の効果をアウトカムの観点からも確認するため、「豪雪地帯における６５才以上の屋根の雪下ろし等、除

雪作業中の死者数」についても評価を行った。 

・過去の動向から、死者数は降雪量に左右されることが判明しているが、直近５年間の当該死者数は、降雪量が全

体的に過去に比べ多い中、減少傾向が見られる。 

・一方、平成２６年度は当該死者数が増加しているが、雪の降り出し時期が１２月第１週目と例年より早かったた

めと考えられる。 

・引き続き、「共助等による除雪体制が整備された市町村の割合」と併せて、「豪雪地帯における６５才以上の屋根

の雪下ろし等、除雪作業中の死者数」についても評価を行っていくこととする。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 国土政策局地方振興課（課長 織田村 達） 
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業績指標１２２ 

 特定都市再生緊急整備地域において、官民により設置された協議会が作成した整備計画の数 

 

 

（指標の定義） 

都市再生特別措置法１９条の２に基づき、特定都市再生緊急整備地域において、官民により設置された協議会が作

成した整備計画の数 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２３年４月に都市再生特別措置法を改正し、都市の国際競争力の強化を図る「特定都市再生緊急整備地域」制

度を創設し、平成２４年１月には、特定都市再生緊急整備地域として全国１１箇所が指定された。この特定都市再生

緊急整備地域において官民連携により整備計画を策定し、これに基づいて国際競争力の強化に資する都市開発プロジ

ェクト推進及びインフラ整備等を推進することが、都市の国際競争力の強化を図る上で重要であるため、平成２８年

度までに現在指定されている１１箇所の特定都市再生緊急整備地域の全てで整備計画が策定されることを目標とし

て設定する 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 内閣官房、地方公共団体、地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、地域内において公共公益施設の整

備若しくは管理を行う者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）第３章に記載あり 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３件 ７件 ８件 ９件 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１１件（平成２８年度） 

実績値： ８件（平成２５年度） 

     ９件（平成２６年度） 

初期値： ３件（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

内閣官房、地方公共団体、地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、地域内において公共公益施設の

整備若しくは管理を行う者等と協力しながら、地域整備方針に基づき、都市の国際競争力の強化を図るために必要

な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画の作成を行う。 

関連する事務事業等の概要 

国際競争拠点都市整備事業により、国際的な経済活動の拠点を形成する上で必要となる都市拠点インフラの整備

を推進する。（平成２５年度：６２億円、平成２６年度：６５億円） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度には大阪駅周辺地域、平成２６年度には大阪コスモスクエア駅周辺地域で整備計画を作成してお

り、目標達成に向け順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

整備計画が作成されていない地域においても、協議会を開催し整備計画を検討するよう、関係者と調整を行って

いる。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の実績値は目標達成に向け順調に推移していると見込まれることから、現在の施策を着実に推進するこ

ととし、Ａと評価した。今後も着実に官民連携を推進し、都市の国際競争力の強化を図っていく。 
 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局まちづくり推進課官民連携推進室（室長 中村 健一） 

関係課：都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 
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業績指標１２３ 

 民間都市開発の誘発係数（民都機構が係わった案件の総事業費を当該案件の民都機構支援額で除したもの） 

 

 

（指標の定義） 

（一財）民間都市開発推進機構（以下「民都機構」という。）が係わることにより、優良な都市開発が誘発された

過去５年間の平均の倍率。 

分母を民都機構が係わった案件の民都機構支援額とし、分子を当該案件の総事業費とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

本業績指標について、平成２３年度までの支援実績及び平成２４年度予算を元に算出した平成２４年度実施業務に

おける見込値が約１２倍であり、今後もこの水準を維持することを目標とする。 

（外部要因） 

民間事業者等の都市開発事業に対する取組状況、経済状況、金利環境 

（他の関係主体） 

 民都機構 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値                       （年度）

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 

（14.4 倍） 

 

（6.1 倍） 

 

（6.8 倍） 

 

（22.8 倍）

12.3 倍 

（11.6 倍）

10.2 倍 

（3.8 倍）

10.8 倍 

（9.0 倍） 

11.1 倍 

（8.1 倍）

※下段括弧内は当該年度の単年度実績値 
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評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１２．０倍（平成２４～２８年度の平均） 

実績値：１１．１倍（平成２２～２６年度の平均） 

１０．８倍（平成２１～２５年度の平均） 

初期値：１２．３倍（平成１９～２３年度の平均） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○民都機構の行う各業務の推進 

・メザニン支援業務  

都市再生特別措置法に基づく認定を受けた都市開発事業のうち公共施設等の整備に要する費用について、貸

付け又は社債取得によりミドルリスク資金を供給し、事業の着実な推進を図る。 

    政府保証枠：５００億円（平成２５年度）、５２０億円（平成２６年度） 

・まち再生出資業務 

都市再生特別措置法に基づく認定を受け、市町村が作成する都市再生整備計画に基づく事業と一体的に公共施

設等の整備を行う都市開発事業等について、出資により公共施設等の整備に要する費用を支援し、事業の着実

な推進を図る。 

・共同型都市再構築業務 

  地域の生活に必要な都市機能（教育文化、医療、社会福祉、子育て支援、商業等）の増進や都市の環境・防災

性能の向上に資する、公共施設等の整備を行う都市開発事業等について、共同施行方式で支援する。 

   予算額：５０億円（平成２５年度）、５５億円（平成２６年度） 

・住民参加型まちづくりファンド支援業務 

地域の資金を地縁により調達し、これを景観形成・観光振興等のまちづくりに誘導するため、「まちづくりフ

ァンド」に対して支援を行う。 

    予算額：２億円（平成２５年度）、２億円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

金融環境の緩和等により、平成２６年度において誘発係数は８．１倍となり、前年度に比べて減少した。 

なお、平成２２年度から平成２６年度までの平均では１１．１倍となり、目標値を下回っている。 

（事務事業等の実施状況） 

民都機構において、当機構の業務である各業務（融資等を行うメザニン支援業務、出資を行うまち再生出資業務、

共同施行方式で支援する共同型都市再構築業務、補助を行う住民参加型まちづくりファンド支援業務）において、

融資、出資等を行うことにより、民間資金の呼び水となることで、民間事業者が行う都市開発事業の推進を図っ

ている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

金融環境の緩和等により、平成２６年度において誘発係数は８．１倍となり、前年度に比べて減少し、平成２２

年度から平成２６年度までの平均でも１１．１倍となり、目標値を下回ったことから、Ｂと評価した。 

他方、事業規模等については個別の案件毎で額の幅が大きいため、直近の単年度の数値が低くても、複数年でみ

ると目標の達成は可能と考えられ、今後、外部要因である経済環境を含めた都市開発市場の動向等を踏まえながら、

見直し等を行った民都機構の業務を活用していくことにより、引き続き民間都市開発の推進を図り、目標値の達成

を目指し、取組を進めていく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

  共同型都市再構築業務について、都市開発市場の動向を踏まえ、特別目的会社（ＳＰＣ）への支援ニーズ及び土地

取得段階での支援ニーズに対応する拡充を行った。 

 住民参加型まちづくりファンド支援業務について、まちづくりにおける新たな資金調達手段であるクラウドファン

ディングに対応するための拡充を行った。 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室（室長 光安 達也） 

港湾局産業港湾課産業連携企画室（室長 西村 拓） 
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業績指標１２４ 

 自動二輪車駐車場供用台数 

 

 

（指標の定義） 

駐車場法に基づく自動二輪車駐車場の整備台数及び自転車等駐車場での自動二輪車受入台数を合わせた自動二輪

車駐車場供用台数とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成１８年度より駐車場法の対象に自動二輪車が追加されたが、自動車駐車場に比して整備が進んでいない自動二

輪車駐車場の整備を推進するため、駐車場法に基づく自動二輪車駐車場の整備台数及び自転車等駐車場における自動

二輪車の受入台数を合わせた自動二輪車駐車場供用台数について、平成３０年度末までに、自動車の駐車場整備比率

（注１）に対する自動二輪車の駐車場整備比率（注２）が同等（１００％；注３）となるように整備されることを目

標とし、目標値を設定。 

（注１） 自動車の駐車場整備比率 ＝ 整備済み自動車駐車場台数／自動車保有台数 

（注２）自動二輪車の駐車場整備化率＝自動二輪車駐車場供用台数／自動二輪車保有台数 

（注３） 業績目標値の算出方法 ・・・ 目標値＝ 自動二輪車の駐車場整備比率／自動車の駐車場整備比率 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体）、民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ － ８０．５ ９４．１ 集計中 
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（％） 駐車場法に基づく自動二輪車駐車場供用台数

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％ （平成３０年度） 

実績値：９４．１％（平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：８０．５％（平成２４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○駐車場法に基づく駐車場整備の推進 

各地方公共団体における附置義務条例の策定等を促進することにより、駐車場法に基づく駐車場整備の推進を図

る。 

○既存駐車場や自転車等駐車場への自動二輪車への受け入れ 

既存の駐車場への自動二輪車の受け入れを推進するため、地方公共団体を対象とした担当者会議や駐車場管理者等

を対象とした講習会等において周知徹底する。また、各地方公共団体へ既存の自転車等駐車場への自動二輪車の受

け入れ推進について通知（Ｈ２２．４．２０付け及びＨ２３．５．１２付け）。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度については９４．１％（前年度比１３．６％増加）となっており、目標に向けて順調に推移してい

る。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２６年度においても、引き続き既存駐車場や自転車等駐車場への自動二輪車の受け入れを推進しており、地

方公共団体を対象とした担当者会議等において周知徹底を図った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標は、平成２５年度については前年度比１３．６％増加となっており、目標達成に向けて順調に推移

しているためＡと評価した。 

・引き続き、地方公共団体や駐車場関係者に対し、自動二輪車の受け入れの周知に努める。 

 

※施策の効果をアウトカムの観点からも確認するため、「自動二輪車の駐車違反取締件数（放置車両確認標章取

付件数）」についても評価を行った。 

・実績値は、平成２５年中については９１,２４７件、平成２６年中については７７,４７３件となっており、

減少傾向となっている。 

・引き続き、「自動二輪車駐車場供用台数」と併せて、「自動二輪車の駐車違反取締件数（放置車両確認標章取 

付件数）」についても評価を行っていくこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局街路交通施設課（課長 神田 昌幸）  
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業績指標１２５ 

都市機能更新率（市街地再開発事業等により４階建以上の建築物へ更新された宅地面積の割合） 

 

 

（指標の定義） 

特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき地区（都市再開発方針に位置付けられたいわゆる２号地区及び２項

地区等の区域）における宅地面積のうち４階建て以上の建築物の宅地面積の割合。従前の市街地が一般に木造２階

建て又は空閑地であることを踏まえ、再開発の目的である土地の高度利用と建築物の耐震化等による市街地の防災

性向上の状況を表す指標として、４階建て以上の建築物等への更新割合を測定する。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき地区の再開発が、今後も着実に推進されるものとして、これまでの

実施状況を踏まえ５年後の目標値を設定。 

 

（外部要因） 

当該地区に対する任意の民間建築投資量の動向等 

 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（都市計画決定、事業主体、民間事業者への補助金交付等） 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし  

 【閣議決定】 

   ・「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年 6月 24 日）都市の競争力の向上を図るため、都市再生や都市防災等にお

ける課題を解消し、外国企業や来訪者を呼び込むための環境整備を行う。（第二、一.５．（３）ⅳ）①都市の競

争力の向上） 

  ・経済財政運営と改革の基本方針 2014（平成 26 年 6 月 24 日）コンパクトシティ、スマートシティ等の形成に向

けて、民間の資金やノウハウを活かし、都市機能の集約を含めた都市再生（中略）等の持続可能な地域づくり

を推進する。（第２章３．（３）（都市再生等）） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

38.5% 39.3% 40.0% 40.5% 40.8% 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：４４．０％ （平成３０年度） 

実績値：４０．８％ （平成２６年度） 

初期値：４０．５％ （平成２５年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○ 市街地の再開発の推進 

・市街地再開発事業の実施 

都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る市街地再開発事業

を、補助、融資、債務保証、税制特例等により支援し、その推進を図っている。 

予算額（平成２５年度）：社会資本整備総合交付金０．９兆円の内数及び防災・安全交付金１．０兆円の内数 

   （平成２６年度）：社会資本整備総合交付金０．９兆円の内数及び防災・安全交付金１．１兆円の内数 

・市街地の再開発を支援する事業の推進 

市街地における任意の再開発のうち、一定の要件を満たすものについて優良建築物等整備事業等により支援する

とともに、再開発と一体的に周辺地域の整備を行う都市再生総合整備事業等により、市街地の面的な整備や拠点

の形成を図っている。（優良建築物等整備事業、都市再生総合整備事業等） 

予算額（平成２５年度）：社会資本整備総合交付金０．９兆円の内数及び防災・安全交付金１．０兆円の内数 

   （平成２６年度）：社会資本整備総合交付金０．９兆円の内数及び防災・安全交付金１．１兆円の内数 

・暮らし・にぎわい再生事業の実施 

中心市街地の再生を図るため、内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区について、都

市機能のまちなか立地、空きビルの再生、多目的広場等の整備等を総合的に支援し、その推進を図っている。 

予算額（平成２５年度）：社会資本整備総合交付金０．９兆円の内数及び防災・安全交付金１．０兆円の内数 

   （平成２６年度）：社会資本整備総合交付金０．９兆円の内数及び防災・安全交付金１．１兆円の内数 

 

【税制上の特例措置】 

①施設建築物に対する割増償却制度（所得税・法人税） 

・市街地再開発事業により建築された施設建築物（権利床、再開発会社の取得する保留床及び住宅の用に供す

る部分を除く。）の取得者に対する割増償却（５年間10％）の特例措置 

②権利床に係る固定資産税の減額制度（固定資産税） 

・市街地再開発事業の施行により従前の権利者に対して与えられる一定の床面積の施設建築物（権利床）に係

る特例措置（住宅床２／３、非住宅床１／３（一種事業の場合１／４）を減額（新築後５年間）） 

③優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（所得税・法人税・個人住民

税） 

・市街地再開発事業の用に供するために施行者に土地等を譲渡した場合の軽減税率 

・三大都市圏の既成市街地等内で行われる一定の要件を満たす特定の民間再開発事業（認定再開発事業を含む）

のために事業区域内の土地等を譲渡した場合の軽減税率 

・認定民間都市再生事業または認定都市再生整備事業の用に供するために認定事業者に土地等を譲渡した場合

の軽減税率 

④特定の事業用資産の買換え等の特例措置（所得税・法人税） 

・市街地再開発事業の資産を譲渡して施設建築物及びその敷地を取得した場合の事業用資産の買換特例等（繰

延割合80％） 

・市街化区域又は既成市街地等の地域内における特定建物の建築のための特定の事業用資産の買換特例等（繰

延割合80％） 

・特定民間再開発事業により資産を譲渡して中高層の耐火建築物等を取得した場合の居住用資産の買換特例等

（繰延割合100％） 

⑤都市再生促進税制（所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税） 

・我が国の活力の源泉である都市について、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上（=都市再生）を図る

ため、都市再生緊急整備地域における認定民間都市再生事業に係る特例措置 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２５年度は４０．５％で、対前年度０．５ポイントの増加、平成２６年度は４０．８％で、対前年度０．３

ポイントの増加となっており、平成３０年度目標値の達成に向けて概ね順調に推移している。 

 

（事務事業等の実施状況） 

・市街地再開発事業は、これまでに約８４０地区で事業完了しているほか、約１５０地区で事業中である（平成２

６年３月３１日時点）。生活に必要な都市機能等を集約し持続可能な都市構造への再編に資する魅力ある都市拠

点の形成や、防災上危険な密集市街地の解消を図るため、これらの課題を抱える地区について特に重点的に、市

街地再開発事業とその関連制度により、市街地の再開発を推進している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標は目標値の達成に向けて順調に推移しており、Ａと評価した。引き続き、市街地再開発事業等による既

成市街地の更新について、より一層の推進に努める。特に、コンパクトシティの形成や都市の競争力の向上に資

する重点的に再開発を進めるべき地区については、予算の重点配分や支援制度の整備・拡充等所要の施策を講じ
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ることにより、早期の事業化、事業完了を目指す。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 

関係課：住宅局市街地建築課（課長 香山 幹） 

都市局まちづくり推進課（課長 横山 征成） 
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業績指標１２６ 

 中心市街地人口比率の増加率 

 

 

（指標の定義） 

市全域の人口に対する中心市街地（商店街と主要駅、市役所等への徒歩アクセスを考慮した街なみ居住を推進すべ

き地域※）人口の比率の増加率。 

※中心市街地活性化法に基づく基本計画区域に近似した区域。 

※中心市街地人口比率：市中心部の３Ｋｍ×３Ｋｍの区域に含まれる町丁目の人口／市域全体の人口 

中心市街地人口比率の増加率（（Ａ－Ｂ）／Ｂ） 

Ａ：当該年度の中心市街地人口比率 

Ｂ：前年度の中心市街地人口比率 

（目標設定の考え方・根拠） 

街なか居住推進施策等に取り組むことを前提として、中心市街地の衰退、人口の郊外流出による現在のトレンドを

踏まえ、歩いて暮らせるまちづくり（コンパクトシティ）の実現に向けてのメルクマールである、市全域人口に対す

る中心市街地人口の比率を着実に伸ばしていく必要があることから、前年度比０．２％増を目標とする。 

（外部要因） 

市町村合併による市全域の人口増、民間による投資動向（郊外の住宅地、大型商業施設への投資等） 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体）、民間事業者（事業主体） 等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

一．日本産業再興プラン ５．立地競争力の更なる強化 ④都市の競争力の向上 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

1.1％減 0.7％減 0.5％減 0.04％減 0.16％減 0.35％減 0.04％増 0.7%増 0.83%増 集計中 

 

 
事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○ 街なか居住再生ファンド 

 地方都市等の中心市街地活性化を図るため、小規模な遊休地等を核として行われる民間の多様な住宅等の整備

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：前年度比０．２％増  (毎年度） 

実績値：前年度比０．８３％増 (平成２５年度） 

    集計中        （平成２６年度） 

初期値：前年度比０．１６％減 (平成２１年度） 
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事業に対して出資による支援を行う街なか居住再生ファンドを平成１７年度に創設し、都市の中心部への居住を

推進している。平成２０年度に、街なか居住再生ファンドの出資対象地区に、景観法に基づく景観計画が定めら

れた区域等を追加した。 

○ 地方都市等の中心市街地等における居住機能の回復に対する支援 

 中心市街地において一定の要件を満たす住宅整備に対し、街なか居住再生型住宅市街地総合整備事業による支

援を行い、街なか居住の推進を図っている。 

 予算額：住宅市街地総合整備事業（社会資本整備総合交付金９，０３１億円［当初予算］の内数（平成２５年

度）、社会資本整備総合交付金９，１２４億円［当初予算］の内数（平成２６年度）） 

○ 中心市街地共同住宅供給事業 

 中心市街地における優良な共同住宅の供給を支援し、街なか居住の推進を図るため、平成１８年度に優良建築

物等整備事業に中心市街地共同住宅供給タイプを追加している。 

 予算額：優良建築物等整備事業（社会資本整備総合交付金９，０３１億円［当初予算］の内数（平成２５年度）、

社会資本整備総合交付金９，１２４億円［当初予算］の内数（平成２６年度）） 

○ 中心市街地整備推進機構に係る税制特例（所得税・法人税・個人住民税・不動産取得税） 

 中心市街地において、都市機能の集積や優良な住宅の供給を促進するため、中心市街地整備推進機構の土地取

得に係る特例措置を講じる。 

関連する事務事業の概要 

○ 暮らし・にぎわい再生事業 

 中心市街地の再生を図るため、「選択と集中」の考え方に基づき、意欲のある地区を選定し、都市機能のまち

なか立地及び空きビルの再生並びにこれらに関連する賑わい空間施設整備や計画作成・コーディネートに要する

費用について総合的に支援する事業を平成１８年度に創設している。 

予算額：暮らし・にぎわい再生事業（社会資本整備総合交付金９，０３１億円［当初予算］の内数及び防災・

安全交付金１．０４兆円の内数（平成２５年度）、社会資本整備総合交付金９，１２４億円［当初予算］の内

数及び防災・安全交付金１．０８兆円の内数（平成２６年度）） 

○ 集約都市開発支援事業 

都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素まちづくり計画区域内で実施される認定集約都市開発

事業（都市機能の集約を図るための拠点の形成に資する事業）及び同事業と関連して実施される事業を一体的

に支援する事業を平成２４年度に創設している。 

○ 集約都市形成支援事業 

   拡散した都市機能の集約に必要な都市機能の中心拠点への移転に際し、旧建物の除却処分や跡地の緑地化等を

支援する事業を平成２５年度に創設している。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

指標の動向については、平成２０年から平成２２年度までの実績値は降下傾向であったが、平成２３年度以降の

実績値については上昇に転じており、順調に進捗すれば、平成２６年度も目標値を達成することが見込まれる。な

お、平成２６年度の実績値の算定は、平成２７年１２月までに集計予定。 

（事務事業の実施状況） 

中心市街地の活性化を図るため、街なか居住再生ファンドを平成１７年度に創設したほか、街なか居住再生型住

宅市街地総合整備事業等の施策により街なか居住の推進を図っている。また、平成１８年度に暮らし・にぎわい再

生事業や中心市街地共同住宅供給事業を創設し、中心市街地活性化の取り組みに対する支援を行っている。このほ

か、平成２４年度より集約都市開発支援事業、平成２５年度より集約都市形成支援事業を創設し、支援を行ってい

る。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２３年度以降の実績は好調に推移しており、平成２６年度における実績値は集計中であるが、平成２５年度

は目標を達成し、平成２６年度も目標を達成することが見込まれることから、Ａと評価した。引き続き、中心市街

地の活性化を総合的かつ一体的に推進すべく、支援制度の拡充、税制特例措置といった各種施策を講じていくこと

とする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局市街地建築課（課長 香山 幹） 

関係課：都市局まちづくり推進課（課長 横山 征成） 

都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 長谷川 貴彦） 

 

384



 
業績指標１２７ 

 物流拠点の整備地区数 

 

 

（指標の定義） 

流通業務市街地の整備に関する法律（昭和４１年法律第１１０号）による流通業務団地造成事業及び土地区画整理

事業により整備された物流拠点の地区数 

（目標設定の考え方・根拠） 

総合物流施策大綱（2009-2013）において掲げられた「今後推進すべき物流施策」の進捗状況を反映し、平成２８

年度までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定 

（外部要因） 

地元との調整等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体等（事業施行者） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

物流施策大綱（2013－2017）（平成 25 年 6 月 25 日） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

７３％ 

（５８地区） 

７９％ 

（６３地区） 

８３％ 

（６６地区） 

８３％ 

（６６地区） 

８４％ 

（６７地区） 

  

       
       

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○流通業務市街地の整備の推進 

流通業務市街地の整備に関する法律の適切な運用等に基づき、流通業務市街地の整備推進を図る。 

 

関連する事務事業等の概要 

○土地区画整理事業の活用 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％（８０地区）（平成２８年度） 

実績値：８３％（６６地区）（平成２５年度） 

    ８４％（６７地区）（平成２６年度） 

初期値：７９％（６３地区）（平成２３年度） 
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土地区画整理事業手法等の活用等により、ＩＣ周辺等における物流施設用地の整備推進を図る。 

〇税制上の特例措置 

①収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税特例(所得税・法人税) 

・流通業務団地造成事業により土地等が買い取られる場合の 5,000 万円特別控除又は代替資産取得の特例 

②被収用不動産等に代わる不動産の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例(不動産取得税) 

・流通業務団地造成事業により土地が買い取られる場合の代替資産取得の課税標準の特例 

③ 流通業務地区内に設置される一定の施設に対する課税標準の特例（事業所税） 

・事業に係る事業所税の課税標準(1/2)の特例 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度までの実績値は６７地区であり、前年度比で１件増加している。実績値が目標値に対するトレンド

を下回っているものの、今後、平成２７年度に９地区、平成２８年度に６地区の整備完了を予定しており、 

目標年度である平成２８年度までに、整備完了地区数の目標値である８０地区を超える物流拠点の整備完了が予

定されており、目標値達成に向け、着実に推移していると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

流通業務立地等の円滑化を図るため、主として物流拠点の整備を行う地方公共団体から構成される流通業務市街

地整備連絡協議会等において、意見交換や普及促進等を行うとともに、社会資本整備総合交付金等の支援制度の

活用により物流用地の整備を推進するなど、物流拠点の整備に資する取組を実施している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業務指標の実績値は目標達成に向け着実に推移していると見込まれ、現在の施策を着実に推進することが適切で

あることから、Ａと評価した。今後も、現在の施策を着実に推進していく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局市街地整備課（課長 英 直彦）  
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業績指標１２８ 

 主要な拠点地域における都市機能集積率の増減率 

 

 

（指標の定義） 

分母を人口１０万人以上の各都市の市域全体の延べ床面積、分子を主要な拠点地域※１の延べ床面積として、都市

機能の拡散・集積の動向を評価する。 

※１一定の基盤整備がなされている、もしくは拠点形成に向け市街地整備等が行われている主要な中心市街地及 

び交通結節点周辺等を地方公共団体より４次メッシュ（５００ｍメッシュ）単位でヒアリングしたもの 

（目標設定の考え方・根拠） 

人口減少時代を迎え、全体的な床需要は減少する中、主要な拠点地域においては、施策を講じることにより都市機

能の維持・集積を図り、中心市街地の衰退・都市機能の拡散に歯止めをかけることを目標とする。 

（外部要因） 

地元調整（権利者との権利調整等）、不動産の需要動向等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体等）、民間等（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

・都市再生特別措置法（平成 26 年 6月 13 日法律第 69 号） 

・経済財政運営と改革の基本方針（平成 26 年 6 月 24 日）コンパクトシティ、スマートシティ等の形成に向けて、民

間の資金やノウハウを活かし、都市機能の集約を含めた都市再生や地域公共交通網の再構築、中心市街地の活性化

を推進するとともに、子育てしやすく高齢者の暮らしやすい住宅・まちづくり・・・（中略）・・・を推進する。 

 （第２章３．（３））等 

・日本再興戦略（平成 26 年 6月 24 日）都市の競争力の向上に関連して、都市再生特別措置法等及び地域公共交通活

性化再生法の改正が本年５月に成立し、これらの法律に基づく立地適正化計画及び地域公共交通網形成計画を作成

する地方公共団体を総合的に支援する体制を構築するとともに、・・・（中略）・・・コンパクトシティ・プラス・

ネットワークの形成を推進しているところ。（第二、一.５．５－１．（２））等 

 【閣決（重点）】 

 社会資本整備重点計画（平成 24 年 8月 31 日）「第 3章に記載あり」 

 【その他】 

 なし 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

前年度比＋0％ 

（約 4％） 

前年度比＋0％ 

（約 4％） 

前年度比＋0％ 

（約 4％） 

前年度比＋0％ 

（約 4％） 

前年度比＋0％ 

（約 4％） 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：前年度比＋0％以上（毎年度） 

実績値：前年度比＋0％（約 4％）（平成２５年度） 

    前年度比＋0％（約 4％）（平成２６年度） 

初期値：－ 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

〇コンパクトシティの形成支援 

 社会資本整備総合交付金等の財政支援等により、都市機能の集約を図っている。 

 予算額（平成２５年度）：社会資本整備総合交付金０．９兆円の内数及び防災・安全交付金１．０兆円の内数等

    （平成２６年度）：社会資本整備総合交付金０．９兆円の内数及び防災・安全交付金１．１兆円の内数等

〇税制上の特例措置 

①特定の事業用資産の買換え等の特例措置(所得税・法人税) 

・都市機能誘導区域外に存する事業用資産を譲渡して都市機能誘導区域内に存する事業用資産を取得した場合の

事業用資産の買換特例(繰延割合 80％) 

 ②特定民間再開発事業の促進に係る資産の買換えの場合の課税の特例（所得税） 

 ・特定民間再開発事業(認定集約都市開発事業計画)により資産を譲渡して中高層の耐火建築物等を取得した場合

の居住用資産の買換特例（繰延割合 100％） 

 ③優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（所得税・法人税・個人住民

税） 

 ・認定集約都市開発事業地区内で行われる一定の要件を満たす特定の民間再開発事業のために事業地区内の土地

等を譲渡した場合の軽減税率 

 ④認定誘導施設等整備事業の公共施設等の課税標準の特例措置（固定資産税・都市計画税） 

 ・立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域における認定誘導事業計画で整備する公共施設等の部分に係る

課税の特例措置（固定資産税・都市計画税の課税標準 1/5 控除（5年間）） 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度及び平成２６年度の実績値は目標である前年度比＋０％を達成しており、目標達成に向け順調に推

移していると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

社会資本整備総合交付金等の支援制度の活用により都市機能の集約を図ることで、コンパクトシティの形成を

推進している。また、まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）に基づき、コンパク

トシティ形成支援チームを設置し、コンパクトシティ形成に向けた市町村の取組が一層円滑に進められるよう、

関係施策が連携した支援策について検討するなど、関係省庁を挙げて市町村の取組に対する支援を進めている

ところ。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業務指標の実績値は目標達成に向け着実に推移していると見込まれ、現在の施策を着実に推進することが適切で

あることから、Ａと評価した。今後も、現在の施策を着実に推進していく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

  なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 

関係課：都市局まちづくり推進課（課長 横山 征成） 

都市局都市計画課（課長 宇野 善昌） 

都市局街路交通施設課（課長 神田 昌幸） 

住宅局市街地建築課（課長 香山 幹） 

 

388



 
関連指標１４ 

 全労働者数に占める週１日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

テレワーカーとは、ＩＣＴを活用して、場所にとらわれない柔軟な働き方をする人である。「週１日以上終日在宅

で就業する雇用型在宅型テレワーカー」とは、テレワーカーのうち、会社・官公庁・団体や自営業主に雇われている

人、会社の社長・取締役・監査役、団体の理事・幹事などの役員の人及び派遣社員、契約社員、嘱託、パート、アル

バイトとして働いている人で、週１日以上終日在宅でテレワークを行っている人とする。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

政府では、ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画型社会、高齢者・障害者の社会参画、都市問題の解決等を着

実に進めること等を目的としてテレワークを推進しており、当省も含めたテレワーク関係省庁が連携してテレワーク

の普及・推進に取り組んでいる。当政策目標の関連指標として、最新のテレワークに関する政府目標である「世界最

先端 IT 国家創造宣言」（平成２５年６月１４日閣議決定）におけるＫＰＩ（Ｋｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ  

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）の「全労働者数に占める週１日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数の割合」

を目標として交通混雑や環境負荷等の都市問題の解決や地域活性に資するものと考える。 

 

（外部要因） 

該当なし 

 

（他の関係主体） 

 総務省、厚生労働省、経済産業省 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 第１８３回国会における内閣総理大臣施政方針演説（平成２５年２月２８日） 

 「将来の資源大国にもつながる海洋開発、安全保障や防災など幅広い活用ができる宇宙利用、テレワークや遠隔医

療など社会に変革をもたらし得るＩＴ活用。日本に「新たな可能性」をもたらすこれらのイノベーションを、省庁

の縦割りを打破し、司令塔機能を強化して強く進めてまいります。 

  

【閣議決定】 

 世界最先端ＩＴ国家創造宣言（平成２５年６月１４日閣議決定） 

 「２０２０年には、（略）週１日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数を全労働者数の１０％以上」

  

【閣決（重点）】 

 なし 

  

【その他】 

 世界最先端ＩＴ国家創造宣言工程表（平成２５年６月１４日 ＩＴ総合戦略本部決定） 

 「２０２０年には、（略）週１日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数を全労働者数の１０％以上」

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ － － ４．５％ ３．９％ 

 

実績値等 

目標値：１０．０％ （平成３２年度） 

実績値： ４．５％ （平成２５年度） 

     ３．９％ （平成２６年度） 

初期値： － 
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（単位 ％） 週１日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数の割合

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・テレワークの推進 

テレワーク人口実態調査やテレワークセンターに関する調査、普及啓発活動等を実施し、テレワークの普及促進

を図る。 

 予算額：０．２億円（平成２５年度）、０．１億円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

平成２６年度実績値は３．９％であり、引き続き関係省庁と連携し、テレワークの普及促進を図ることにより、

実績値の増加が見込まれ、目標年度に目標値の達成が見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

テレワーカー率・テレワーカー人口やテレワーク普及・推進に係る課題等を定量的に把握するためのテレワーク

人口実態調査及びテレワークセンター整備に係る検討などのテレワーク推進方策の検討並びにテレワークを普

及・推進するための普及啓発活動を継続的に実施し、テレワークの普及促進に努めてきた。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局都市政策課（課長 井崎 信也） 
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初期値 目標値

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

70% 78% 81% 82% 83% 集計中 約85%

- - - - -

初期値 目標値

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 26年度

21億ﾄﾝｷﾛ増 0.7億ﾄﾝｷﾛ減 5億ﾄﾝｷﾛ減 1.6億ﾄﾝｷﾛ増 8億ﾄﾝｷﾛ増 集計中 38億ﾄﾝｷﾛ増

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

- - - 30万人 30万人 160万人 140万人

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

- - - - - - 8千人/日

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

164% 166% 164% 165% 165% 集計中 150%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

201% 203% 201% 200% 202% 集計中 180%

- - - - -

初期値 目標値

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

39% 67% 75% 77% 77% 76% 85%

- - - - -

130　東京圏鉄道における混雑
率 ②全区間のピーク時混雑率

実績値
評価

B

年度ごとの目標値

評価

B

年度ごとの目標値

A
年度ごとの目標値

129　都市鉄道整備により創出
される利用者数

実績値
評価

N
年度ごとの目標値

施策目標個票
（国土交通省26－㉖）

施策目標 鉄道網を充実・活性化させる

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価結果

今後、目標達成に向け努力が必要な指標については、必要に応じ有識者などの意
見を参考にするなど、その達成に向け一層の努力を行うこととし、施策の改善の検
討を含め、鉄道網を充実・活性化させるための施策を、引き続き推進していく。

鉄道網を充実・活性化させることにより、広域的な地域間の交流・連携の強化や、快適でゆとりある都市生活の実現
等を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

B

12　【再掲】公共施設等のバリ
アフリー化率（②段差解消をし
た旅客施設の割合）

実績値

年度ごとの目標値

④進展が大きくない

評価

評価

A

「鉄道整備等により５大都市から鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域
の人口数」について、目標年度前に目標値を達成するなど大幅な進展が見られた
他、「公共施設等のバリアフリー化率」などでも目標達成に向け着実な進捗が見られ
た一方で、特に主要な業績指標である「東京圏鉄道における混雑率」等は、横ばい
の状況が続いており④進展が大きくないと判断した。

評価

年度ごとの目標値

131　経営基盤の脆弱な地方鉄
道事業者のうち、鉄道の活性化
を図るために計画を策定したも
のの割合

実績値

施策の分析

鉄道網を充実・活性化させることにより、広域的な地域間の交流・連携の強化や、快
適でゆとりある都市生活の実現を図る観点から、施策目標「鉄道網を充実・活性化さ
せる」の実現に向け、大都市圏における交通混雑緩和等のために実施する地下高
速鉄道整備や地域公共交通活性化・再生法に基づく地域公共交通網形成計画の枠
組みを活用した施設整備等に対して支援を行ったが、目標達成に向けた成果を示し
ている指標がある一方で、進捗が横ばいの指標も見られた。

B

113　【再掲】鉄道整備等により
５大都市から鉄道利用所要時
間が新たに３時間以内となる地
域の人口数

実績値
評価

38　【再掲】モーダルシフトに関
する指標（①トラックから鉄道コ
ンテナ輸送にシフトすることで
増加する鉄道コンテナ輸送量）

実績値

年度ごとの目標値

130　東京圏鉄道における混雑
率①主要３１区間のピーク時の
平均混雑率

実績値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性
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24年度 25年度 26年度 27年度

22,897 22,628 20,063 19,847
<452> <225> <234> <282>
5,367 135 475 -

<△17> <0> <0> -
16,078 18,508 16,078 -

<0> <0> <0> -
44,342 41,271 36,616 19,847
<435> <225> <234> <282>
25,637 41,271
<435> <225>
18,508 16,078
<435> <0>

197 981
<0> <0>

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

総務課
（課長　下野　元也）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 鉄道局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

作成責任者名
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業績指標１２９ 

 都市鉄道路線整備により創出される利用者数 

 

 

（指標の定義） 

平成２３年度以降、平成２８年度までの間に整備される都市鉄道路線の平成２８年度における利用者数 

（目標設定の考え方・根拠） 

相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワークを有効活用するための連絡線の整備や相互直通化、地下高速鉄道ネッ

トワークの充実等によって都市内移動の円滑化を図る観点から、国として支援すべきものと考える路線の整備により

創出される利用者数を指標として設定。 

具体的には、運輸政策審議会答申第１８号、東北地方交通審議会平成１１年答申、都市交通審議会第１２号答申及

び運輸政策審議会答申第１０号に盛り込まれている路線のうち、現在整備中の路線(仙台市東西線１４．４km )が開

業することにより創出される利用者数。なお、目標値の８０千人／日は、平成２６年５月時点の事業評価における平

成２７年度開業時の輸送予測者数（仙台市東西線８０千人／日）。 

（外部要因） 

事業計画、開業年度の変更 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（協調補助等）、鉄道事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

 － － － － 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・地下高速鉄道整備事業費補助 

大都市圏における交通混雑の緩和等のために、地下高速鉄道の整備を推進する。 

予算額 １４１億円（平成２５年度） 

       １２８億円（平成２６年度） 

・都市鉄道利便増進事業費補助 

都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業による連絡線の建設費等の一部（国の補助率は対象事業費の３分

の１）を補助している。 

予算額 ６４億円（平成２５年度） 

    ５８億円（平成２６年度） 

 

（税制特例） 

・都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により鉄道・運輸機構が整備したトンネルの特例措置 

固定資産税 非課税 減収額 なし（平成２５年度） 

・新規営業路線に係る鉄道施設の特例措置 

固定資産税 最初の５年間 １／３、その後５年間 ２／３ 減収額 ４５億円（平成２５年度） 

・新設された変電所に係る償却資産の特例措置 

固定資産税 ５年間３／５ 減収額 ３億円（平成２５年度） 

・低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る特例措置 

固定資産税 ５年間２／３ 減収額 ２０億円（平成２５年度） 

・都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に係る特例措置 

固定資産税・都市計画税 ５年間２／３ 減収額 ０.０７億円（平成２５年度） 

評 価 

 

Ｎ 

 

目標値：８０千人／日（平成２８年度） 

実績値：  －  （平成２５年度） 

      －  （平成２６年度） 

初期値：  －  （平成２３年度） 
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・一体化法に規定する特定鉄道事業者に係る特例措置 

事業税 資本金等の金額の２／３に相当する金額を資本金等の金額から控除 減収額２億円（平成２５年 

度） 

固定資産税 最初の５年間 １／４、その後５年間 １／２ 減収額 １３億円（平成２５年度） 

※減収額は鉄道事業者等の合計 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・仙台市東西線の建設事業は現在実施中であり、平成２５年度及び平成２６年度は目標達成に向けた成果について

は判断できない。 

（事務事業等の実施状況） 

・地下高速鉄道整備事業費補助に関しては、準公営事業者に対する補助率を平成１３年度より公営事業者並に高め

た。 

・都市鉄道等利便増進法に基づく連絡線等の整備に対する補助として、平成１７年度に都市鉄道利便増進事業費補

助を創設した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度において事業が終了した路線はなく、目標達成に向けた成果について判断できないことから、Ｎと

した。 

 なお、平成２７年度に仙台市東西線が開通することにより、目標である８０千人／日を達成する見込みである。

・引き続き、相互直通運転等により到達時間の短縮を図るとともに、乗り継ぎ利便を向上すること等により、都市

鉄道ネットワーク全体の利便性向上を目指す。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局都市鉄道政策課（課長 五十嵐 徹人）  
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業績指標１３０ 

東京圏鉄道における混雑率 

①主要 31 区間のピーク時の平均混雑率 

②全区間のピーク時混雑率 

 

 

（指標の定義） 

東京圏のＪＲ、民鉄及び地下鉄における①主要３１区間のピーク時の平均混雑率、および②全区間のピーク時混雑

率 

・東京圏とは、東京駅を中心とした概ね５０km 範囲をいう。 

・混雑率とは、最混雑時間帯１時間あたりの列車の混み具合を示す数値であり、輸送人員÷輸送力×１００(%)で

算出されるものである。 

（目標設定の考え方・根拠） 

東京圏の鉄道の混雑率については、着実に緩和を図っていく必要があり、運輸政策審議会第１８号答申及び第１９

号答申に基づき、当面の目標として平成２７年度までに東京圏における①主要３１区間のピーク時の平均混雑率１

５０％以内を目指すとともに、②全区間においてもピーク時混雑率１８０％以下を目指す。 

（外部要因） 

少子高齢化等の人口動態 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（協調補助等）、鉄道事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）第３章 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

①１６６％ 

②２０３％ 

①１６４％ 

②２０１％ 

①１６５％ 

②２００％ 

①１６５％ 

②２０２％ 

①集計中 

②集計中 

 

 
事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

評 価 

①Ｂ 

②Ｂ 

目標値：①１５０％ ②１８０％（平成２７年度） 

実績値：①１６５％ ②２０２％（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：①１６４％ ②２０１％（平成２３年度） 

0 
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・地下高速鉄道整備事業費補助 

大都市圏における交通混雑の緩和等のために、地下高速鉄道の整備を推進する。 

予算額 １４１億円（平成２５年度） 

       １２８億円（平成２６年度） 

・都市鉄道利便増進事業費補助 

都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業による連絡線の建設費等の一部（国の補助率は対象事業費の３ 

分の１）を補助している。 

予算額 ６４億円（平成２５年度） 

    ５８億円（平成２６年度） 

 

（税制特例） 

・都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により鉄道・運輸機構が整備したトンネルの特例措置 

固定資産税 非課税 減収額 なし（平成２５年度） 

・新規営業路線に係る鉄道施設の特例措置 

固定資産税 最初の５年間 １／３、その後５年間 ２／３ 減収額 ４５億円（平成２５年度） 

・新設された変電所に係る償却資産の特例措置 

固定資産税 ５年間３／５ 減収額 ３億円（平成２５年度） 

・低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る特例措置 

固定資産税 ５年間２／３ 減収額 ２０億円（平成２５年度） 

・都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に係る特例措置 

固定資産税・都市計画税 ５年間２／３ 減収額 ０.０７億円（平成２５年度） 

・一体化法に規定する特定鉄道事業者に係る特例措置 

事業税 資本金等の金額の２／３に相当する金額を資本金等の金額から控除 減収額２億円（平成２５年 

度） 

固定資産税 最初の５年間 １／４、その後５年間 １／２ 減収額 １３億円（平成２５年度） 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２５年度の都市鉄道（東京圏）の混雑率は、平成２５年３月から開始された東急東横線・東京メトロ副都心

線の相互直通運転により混雑が緩和される路線がある一方、景気回復による輸送量の増などにより、主要３１区

間のピーク時の平均混雑率については１６５％と前年から横ばい、全区間におけるピーク時混雑率については２

０２％となり前年度から２％増加する結果となったが、いずれの指標も長期的には減少傾向にあるものである。

（事務事業等の実施状況） 

・地下高速鉄道整備事業費補助に関しては、準公営事業者に対する補助率を平成１３年度より公営事業者並に高 

めた。 

・都市鉄道等利便増進法に基づく連絡線等の整備に対する補助として、平成１７年度に都市鉄道利便増進事業費 

補助を創設した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・混雑率については長期的には減少傾向にあるが、依然として混雑の激しい区間も存在することから、引き続き混

雑緩和に取り組んでいく必要がある。東京圏については、当面、主要区間の平均混雑率を全体として１５０％以

内とするとともに、すべての区間のそれぞれの混雑率を１８０％以内とすることを目標とする（運輸政策審議会

答申１９号）。 

・主要３１区間のピーク時の平均混雑率、全区間におけるピーク混雑率のいずれの指標も長期的には減少傾向に 

あるが、平成２５年度については目標達成に向けた十分な成果は示していない。以上から、Ｂと評価した。 

・平成２６年度以降も、平成２７年３月の上野東京ライン開業、従来型車両より定員の多い拡幅車両の導入による

輸送力の増強、混雑駅での駅改良、オフピークの推進等により混雑率の改善が見込まれるため、引き続き混雑緩

和に向けた対策を進めることとする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：鉄道局都市鉄道政策課長 （課長 五十嵐 徹人） 
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業績指標１３１ 

 経営基盤の脆弱な地方鉄道事業者のうち、鉄道の活性化を図るために計画を策定したものの割合 

 

 

（指標の定義） 

経営基盤の脆弱な地域鉄道事業者のうち、自治体・住民等の地域関係者と連携し、鉄道の活性化を図るために計画

を策定した地域鉄道事業者の割合。ここでいう計画とは、再生計画、ＬＲＴ整備計画又は地域公共交通網形成計画（地

域公共交通総合連携計画）のいずれかを指す。 

分母：毎年度末の地域鉄道事業者数 

（安全輸送（旧・輸送対策・高度化・近代化）・利用環境改善（旧・ＬＲＴ）補助等対象事業者） 

分子：毎年度末の地域鉄道事業者のうち、鉄道の活性化を図るために計画を策定した地域鉄道事業者数 

（各計画の二重計上はしない） 

（目標設定の考え方・根拠） 

地域鉄道の活性化を図っていくためには、鉄道事業者自身の取組に加え、鉄道事業者と地方自治体をはじめとする

沿線地域の関係者との連携が不可欠となる。このため、地域関係者との連携・協議により策定される、活性化を図る

ための計画の策定状況を業績指標として評価する。 

当初の目標年度である平成２３年度に７０％を上回り、順調な成果を示している。今後は、多数の事業者が既に計

画を策定していることから、これまでと同数程度の新規の計画策定が見込みにくいことから、８５％を目標として設

定する。 

   →分子８０社/分母９５社（平成２３年度末時点）≒８５％ 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地域関係者（自治体・住民等）、鉄道事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし  

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６７％ 

(６４社／９５社) 

７５％ 

(７１社／９５社) 

７７％ 

(７３社／９５社) 

７７％ 

(７３社／９５社) 

７６％ 

(７６社／１００社)

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値： ８５％ （平成２８年度） 

実績値： ７７％ （平成２５年度） 

     ７６％ （平成２６年度） 

初期値： ３９％ （平成１８年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・幹線鉄道等活性化事業（形成計画事業） 

  潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市やその近郊の路線等について、地域公共交通活性化・再生法に基づ

く地域公共交通網形成計画の枠組みを活用して、地域鉄道の利用促進や地域の活性化を図るべく、鉄道の利便性

向上のための施設整備に対して支援を行う。 

   予算額：９７０百万円の内数（平成２６年度） 

・地域公共交通確保維持改善事業（利用環境改善促進等事業） 

  バリアフリー化されたまちづくりの一環として、地域公共交通の利用環境改善を促進するために行われる、よ

り制約の少ない交通システムであるＬＲＴの導入に対して支援を行う。 

   予算額：３０,５６０百万円の内数（平成２６年度） 

 

（税制特例） 

・鉄道事業再構築事業に係る特例措置 

  固定資産税・都市計画税 ５年度分１／４ 減収額 １１百万円（平成２５年度） 

 

・低床型路面電車に係る特例措置 

  固定資産税 ５年度分１／３ 減収額 １５百万円（平成２５年度） 

 

※ 減収額は鉄道事業者等の合計額 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度には、新たに３事業者が計画を策定するなど、計画の策定は進んでいるものの、新たな地域鉄道

事業者の開業により分母が増えたことに加え、計画を策定していない事業者が引き続き２４社存在しており、直

近においては割合が７６％と横ばい傾向にある。このため、特に計画を策定していない地域鉄道事業者及び関係

地方自治体等における計画策定への取組が重要となっている。 

（事務事業等の実施状況） 

【幹線鉄道等活性化事業】 

 潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市やその近郊の路線等について、地域公共交通活性化・再生法に基

づく地域公共交通網形成計画の枠組みを活用して、地域鉄道の利用促進や地域の活性化を図るべく、鉄道の利

便性向上のための施設整備に対する支援（形成計画事業）を促進した結果、平成２６年度には、整備新幹線の

開業効果を周辺地域に広く波及させるため、北陸新幹線の新規開業に合わせて富山地方鉄道に新幹線乗継駅を

新設し交通結節点の強化を図るなど、着実に効果が現れている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度には、新たに３事業者が計画を策定するなど、計画の策定は進んでいるものの、新たな地域鉄道事

業者の開業により母数が増えたことに加え、計画を策定していない事業者が引き続き２４社存在しており、割合と
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しては７６％と横ばい傾向にあるため、Ｂと評価した。 

人口減少、少子高齢化の進展により厳しい経営環境にある地域鉄道の活性化を図っていくためには、鉄道事業者

自身の取組に加え、鉄道事業者と地方自治体をはじめとする沿線地域の関係者との連携が不可欠となる。このため、

地域関係者との連携・協議により策定される、活性化を図るための計画の策定状況を業績指標として評価している

ものである。 

また、平成２６年度に改正された地域公共交通活性化再生法に基づく、まちづくり等の地域戦略と一体で持続可

能な地域公共交通ネットワーク・サービスの形成を推進していくための計画である地域公共交通網形成計画等の策

定とも連携しており、活性化に資する有効な手法として本施策を継続することが不可欠となっている。 

なお、地域公共交通網形成計画の策定にあたっては、地方自治体が中心となって関係者との調整を行う必要があ

り、地域鉄道が交通サービスの提供者として地域に果たしている役割等について、地方自治体が理解を深めていく

ことは計画の策定を進めるにあたって重要な要素の一つとなる。 

このため、平成２７年度に計画の策定が予定されている３事業者を含め、今後は計画を策定していない事業者及

び関係地方自治体等に対して計画策定に向けた情報提供等の積極的な働きかけを行うことにより、本施策における

目標の達成へ向けた取組を着実に進めていき、地域鉄道の活性化を推進していくこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

平成２７年度に計画の策定が予定されている３事業者を含め、特に計画を策定していない事業者及び関係地方自治

体等に対して計画策定に向けた情報提供等の積極的な働きかけを行う。 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

鉄道局 鉄道事業課 地域鉄道支援室（室長 黒川 慎一）  
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初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

512件 465件 492件 512件 572件 601件 800件

― ― ― ― ―

初期値 目標値

20年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

9,054系統 10,720系統 11,065系統 11,684系統 12,656系統 調査中 15,000系統

― ― ― ― ―

初期値 目標値

20年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

97.1% 97.0% 97.1% 97.7% 98.2% 98.6% 100%

― ― ― ― ―

初期値 目標値
①平成22年度
②平成23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

70% 70% 70% 70% 70% 69% A 68%

100% ― 100% 100% 100% 100% A 100%

― ― ― ― ―

24年度 25年度 26年度 27年度

30,927 31,313 32,395 34,688
<452> <225> <234> <282>
1,321 1,350 6,756 -

<△17> <0> <0> -
4,134 6,121 5,147 -

<0> <0> <0> -
36,382 38,784 44,298 34,688
<435> <225> <234> <282>
28,313 31,783
<435> <225>
6,121 5,147

<0> <0>
1,948 1,854

<0> <0>

評価

年度ごとの目標値

業績指標

②航空路

134 地方バス路線の維持率

担当部局名
総合政策局

公共交通政策部

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

不用額（百万円）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

作成責任者名
交通計画課

(課長　海谷　厚志）
政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

28年度要求額

実績値

①航路

当初予算（a）

補正予算（b）

B
年度ごとの目標値

評価結果

指標132「地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定件数」に
ついては、平成26年度の制度改正に伴い新たな業績指標を定める必要があり、そ
の際交通政策基本計画を踏まえた指標とすることとする。なお、施策目標全体として
も、「交通政策基本計画」を踏まえ、引き続き目標達成に向けた取組を推進してい
く。

評価

B

平成25･26年度においては、主要な業績指標である指標132「地域の関係者による
地域公共交通に関する総合的な計画の策定件数」については目標年度における目
標値達成が難しいものの、平成26年度の実績は達成率77％であり、策定件数は着
実に増加している。また、その他の指標についても目標達成に向けた成果を示して
いる。

評価

施策の分析

実績値

A

132 地域の関係者による地域
公共交通に関する総合的な計
画の策定件数

実績値

年度ごとの目標値

③相当程度進展あり

評価

年度ごとの目標値

133 バスロケーションシステム
が導入された系統数

実績値

　（判断根拠）

施策目標個票
（国土交通省26－㉗）

施策目標 地域公共交通の維持・活性化を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

135 航路、航空路が確保されて
いる離島の割合

地域公共交通の維持・活性化の推進については、自動車、鉄道、旅客船、航空の各
モードで取り組んでいる。全ての業績指標において、目標達成に向けて順調に数値
が推移しており、地域公共交通確保維持改善事業等の関連する事業が有効かつ効
率的に寄与している。また、指標132「地域の関係者による地域公共交通に関する
総合的な計画の策定件数」については、平成26年度に本計画から新たな計画に衣
替えする制度改正を行ったため、策定件数の増加率が他年度より低くなっている。

地域の経済活動、住民の日常生活や社会生活を支える基盤として必要不可欠な地域公共交通について支援を行う
ところにより維持・活性化を推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果
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業績指標１３２ 

 地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定件数 

 

 

（指標の定義） 

業績指標は地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定件数とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 
地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定件数について、目標値については平成２１年度 

（３９８件）までの実績推移を勘案し、目標年次までに各地方運輸局等毎に８０地域においてこうした計画が策定
されていることを目標とし、１０運輸局等を乗じた８００件とした。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 総務省、公安委員会、市町村（計画策定主体）等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号） 

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平成２０年法律第４９号） 

・新成長戦略（平成２２年６月１８日） 

交通基本法の制定と関連施策の実施〔成長戦略実行計画（工程表）Ⅰ １〕 

・日本再生の基本戦略（平成２３年１２月２４日） 

公共交通の充実（４（２）③持続可能で活力ある国土・地域の形成） 

・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

地域の関係者間の役割分担と合意の下で公共交通の充実を図る仕組みの構築 

（第Ⅱ．二．テーマ１③Ⅱ）安心して歩いて暮らせるまちづくり③） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６（１１月末）

４６５件 ４９２件 ５１２件 ５７２件 ６０１件 

 

 
 

 

評 価 

Ｂ 

目標値：８００件（平成２９年度） 

実績値：５７２件（平成２５年度） 

    ６０１件（平成２６年度） 

初期値：５１２件（平成２４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○ 地域公共交通確保維持改善事業 

多様な関係者の連携により、地方バス路線、離島航路・航空路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、地

域鉄道の安全性向上に資する設備の整備など、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組みを支援する。（平成２

５年度予算額３０６億円、平成２６年度予算額３０６億円。） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度、平成２６年度ともに着実に件数は増加している。 

（事務事業等の実施状況） 

地域の関係者に対するセミナー・研修など地域公共交通の維持・活性化の推進に対する取り組みに加え、平

成２３年度に創設された地域公共交通確保維持改善事業により、公共交通の確保・維持・改善を目的とした地

域の取組みを支援した結果、当該指標の実績値が増加するなど効果が現れている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定件数の実績値は、平成２５年度５７２件、平成２

６年度６０１件となっている。平成２６年度実績値の増加率が他年度と比較して低いのは、平成２６年度に本計画

から新たな計画に衣替えする制度改正を行ったためである。策定件数は毎年度着実に増加しているものの、このま

まの増加率では平成２９年度に目標値を達成することが難しいことから「Ｂ」評価とした。 

・平成２３年度に創設された地域公共交通確保維持改善事業により、引き続き公共交通の確保・維持・改善を目的

とした地域の取組みを支援する。 

・平成２６年度の制度改正により本計画から新たな計画に衣替えをしたことを踏まえ、平成２７年度においては新

たな計画に基づく指標に変更する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

  地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画については、平成２６年度に制度改正を行い、地方公共

団体が中心となって、まちづくりと連携し、持続可能な地域公共交通網を形成するための新たな計画の策定制度が

創設された。これを踏まえ、まちづくりと連携し、地域公共交通の活性化・再生を目指す地方公共団体を財政面、

ノウハウ面において支援していく。 

（平成２８年度以降） 

なし（平成２７年度の状況等を踏まえ検討） 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 総合政策局公共交通政策部交通計画課 （課長 海谷 厚志） 

関係課： 総合政策局公共交通政策部交通支援課 （課長 髙桒 圭一） 

鉄道局鉄道事業課 （課長 大野 達） 

自動車局旅客課 （課長 鶴田 浩久） 

海事局内航課 （課長 新垣 慶太 ） 

航空局航空ネットワーク部航空事業課地方航空活性化推進室 （室長 衛藤 謙介） 

航空局航空ネットワーク部環境・地域振興課 （課長 藤田 穣） 

都市局都市計画課 （課長 宇野 善昌） 
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業績指標１３３ 

 バスロケーションシステムが導入された系統数 

 

 

（指標の定義） 

バスロケーションシステム（無線通信やＧＰＳなどを利用してバスの走行位置をバス停等で表示し、バス待ち客の

利便を向上するシステム）を導入した乗合バスの系統数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

近年における実績のトレンドを推計し、それに対応した目標値を設定 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 バス事業者 （事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 交通政策基本計画（平成２７年２月１３日）「歩行者や公共交通機関の利用者に対してバリアフリー情報、経路情

報等の交通に関する情報を低コストで分かりやすく提供するため、スマートフォンや各種情報案内設備等を利用した

交通に関する情報の提供方策を検討する。」第２章.基本的方針Ａ.目標③ 

 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１０,７２０系統 １１,０６５系統 １１,６８４系統 １２,６５６系統 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１５,０００系統（平成２９年度） 

実績値：１２,６５６系統（平成２５年度） 

       集計中  （平成２６年度） 

初期値：９,０５４系統（平成２０年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

 生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バ

リアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害（バリア）の解消等がされるよう、

地域公共交通の確保・維持・改善を支援する。 

・地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進等事業）予算額３０６億円の内数（平成２５年度）

                                 予算額３０６億円の内数（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は集計中であるが、バスロケーションシステムを導入した乗合バスの系統数の実績値は、

平成２５年度に１２，６５６系統に達しており、過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を

達成するものと見込まれ、順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

バスロケーションシステムの導入等に対しては、地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進

等事業）として平成２５年度に２０件、平成２６年度に１７件の補助を行った。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

バスロケーションシステムの導入系統数の実績値は平成２５年度に１２，６５６系統に達しており、過去の実績

値によるトレンドを延長すると目標年度に目標値１５，０００系統を達成するものと見込まれるためＡと評価し

た。バスの利便性向上への取り組みは積極的に推進しているところであるが、バス利用者数は、昭和 43 年度をピ

ークに減少傾向にある。近年利用者数は下げ止まりの状況ではあるが、バス停の環境、バス待ちのイライラ、情報

提供のあり方など、利用者が感じているバス交通への不満は解消すべき課題として残っている。 

そこで、今後も地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進等事業）等の活用や関係機関との

協力等により、バス事業者のサービス向上のための取り組みを支援し、利用者にとって魅力ある安全で安心なバス

サービスの提供を可能とする環境整備に取り組んでいく必要がある。特にバスロケーションシステムは中小のバス

事業者ではなかなか導入まで進まない現状であり、導入コスト以外にも運営コストを下げられる仕組みにも取り組

んでいく必要がある。 

引き続き地域の生活交通に支障が生じないよう、地域協議会に参画していくなどして支援を行うこととしたい。

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局旅客課 （課長 鶴田 浩久） 
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業績指標１３４ 

 地方バス路線の維持率 

 

 

（指標の定義） 

「地方バス路線」とは、地域間幹線系統における生活交通確保のため、協議会での協議結果に基づき策定した生活

交通ネットワーク計画において維持が必要とされた広域的・幹線的路線であって、国土交通大臣が認定したものをい

う。「維持率」とは、国土交通大臣が認定した地域間幹線系統（毎年度認定）に対して引き続き運行されている当該

系統（翌年度末）の割合。 

 （分子）＝評価年度末に引き続き運行されている地域間幹線系統数 

 （分母）＝前々年度に国土交通大臣が認定した地域間幹線系統数 

（目標設定の考え方・根拠） 

協議会策定の計画において維持が必要とされ、国として支援することとした地域間幹線系統が維持されることを目

指す。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 総務省 （地方財政措置） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

９７．０％ ９７．１％ ９７．７％ ９８．２％ ９８．６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１００％（平成３０年度） 

実績値：９８．２％ （平成２５年度） 

    ９８．６％ （平成２６年度） 

初期値：９７．１％（平成２０年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

生活交通路線維持対策の実施 

国と地方の適切な役割分担のもと、地域協議会において維持・確保が必要と認められ、国が定める基準に適合する

広域的・幹線的路線に対してその維持対策費を補助する。（平成２５年度当初予算額３０６億円の内数。平成２６

年度当初予算額３０６億円の内数） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 13 年度から国と地方の役割分担のもと、国は広域的・幹線的路線に重点化して支援してきており、平成 26 年

度の実績値は 98.6％である。 

これは、国が承認した平成 25 年 9月末の路線数 1,731 路線のうち、平成 27 年 3月末までに 25 路線が廃止となっ

たためであるが、その内訳は類似系統の再編（14 路線）等によるもので、実質的には地域の生活交通は確保されて

おり、毎年度ほぼ同じ割合で順調に推移している。 

なお、国及び地方公共団体の補助によるもののほかに、バス事業者の自助努力により、地域の足の確保が図られて

きているが、バス事業者を取り巻く経営環境は依然厳しいことから、利用者数の減少の著しい路線や類似系統を再

編することにより運行コストの低減が図られているところである。 

（事務事業等の実施状況） 

平成 26 年度においても国と地方の役割分担のもと、国は広域的・幹線的路線に重点化して支援し、生活交通路

線維持対策を引き続き行っている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

実質的に地域の生活交通は確保されているものの、業績指標の実績値が目標値を達成できていないことから、

「Ｂ」と評価した。 

当該補助制度については、平成２３年度から、従来の地域公共交通に係る様々な支援制度とともに、抜本的に見

直し、統合して、新たに創設した「地域公共交通確保維持改善事業」により支援しており、地域特性や実情に対応

した地域最適な地域間交通のネットワークの確保・維持を可能とするため、従前の広域的・幹線的路線への補助要

件を緩和、これに密接に関連する地域内の生活交通への支援を行っているところ。 

国土交通省としては、上記施策により、的確に地域の生活交通の確保・維持が行われるよう効率的・効果的に支

援を行いつつ、引き続き地域の生活交通に支障が生じないよう、地域協議会に参画していくなどして支援を行って

参りたい。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

再編特例（補助要件の緩和）の設定 

（平成２８年度以降） 

  なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局旅客課 （課長 鶴田 浩久） 
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業績指標１３５ 

 航路、航空路が確保されている離島の割合（①航路、②航空路) 

 

 

（指標の定義） 

① 有人離島のうち航路が就航されている離島の割合 

② 平成２４年度において航空輸送が確保されている飛行場を有し、かつ近隣都市へ代替交通手段で移動すると

概ね２時間以上かかる有人離島（２５：北海道２空港、東京都５空港、島根県１空港、長崎県３空港、鹿児島

県６空港、沖縄県８空港）のうち、目標年度においても、航空運送が確保されている離島の割合。 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 我が国における有人離島のうち海上運送法に規定する一般旅客定期航路が就航している離島を抽出し、その割

合を算出。したがって、分母は有人離島数、分子はそのうち一般旅客定期航路が就航している離島数。 

架橋等により交通手段が確保されている場合を除き、有人離島において航路を維持する必要がある。架橋の建

設等による当該航路の利用者の減少による航路廃止等を考慮し、最低限６８％維持する目標値とした。 

 ② 生活交通手段として航空運送が必要な離島について、その維持を図ることにより、住民の生活の足を確保する

ことを目標とする。また長期的に見た場合、就航可能な空港の数が変化する可能性もあるが、その場合において

も就航可能な空港に関しては１００％を維持することを目標とする。 

（外部要因） 

① 架橋の建設等に伴い、当該航路の利用者が減少し、航路廃止等となることが考えられる。 

② ・船舶等代替交通機関へのシフト 

・就航に適した機材の欠如 

（他の関係主体） 

 ①・地方公共団体（事業主体） 

・民間事業者（事業主体） 

 ②・都道府県（国と協調または独自で離島航空路線維持対策を実施） 

  ・航空運送事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ① 規制改革推進のための３か年計画（再改定）（平成２１年３月３１日） 

離島航路の維持・改善を図るため行われてきた国の補助金の交付について、事業者の経営努力を促進する観点

から、民営航路における公設民営化や公営航路等における入札制による民間航路事業者への委託制度の導入を推

進するとともに、事業者の合理化・増収に対するインセンティブ制度などを導入する。（Ⅱ１１（３）及びⅢ１７

エ②b） 

 ② なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

① ７０％ ７０％ ７０％ ７０％ ６９％ 

② － 100％（25/25） 100％（25/25） 100％（25/25） 100％（25/25） 

 

評 価 

 

①Ａ 

②Ａ 

 

①目標値：６８％（平成２７年度） 

実績値：７０％（平成２５年度） 

     ６９％（平成２６年度） 

初期値：７０％（平成２２年度） 

②目標値：１００％（平成２７年度） 

実績値：１００％（平成２５年度） 

     １００％（平成２６年度） 

初期値：１００％（平成２３年度） 
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（％） ①有人離島のうち航路が就航している離島の割合

 
 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

①１ 離島航路の維持・改善を図り、民生の安定及び向上に資するため、離島航路事業者に対し、その欠損の一部

を補助する。また、島民向け運賃割引制度を平成２３年度より導入した。 

    予算額：６２.０億円（平成２５年度）、予算額：６３.０億円（平成２６年度） 

２ 離島航路の安定的運航、利便性を図り、もって、離島における生活・生産条件の格差是正及び離島の産業振

興等に資するため、公設民営化のための船舶買取・建造や省エネ化・小型化への代替建造を行う場合に、その

建造費等の一部を補助する。      

   予算額：６.８億円（平成２５年度）、予算額：８.７億円（平成２６年度） 

３ 離島航路に就航する船舶に係る固定資産税の軽減措置の恒久化 

課税標準を一律１／６（恒久化）（平成２３年度） 

② 離島航空路線維持対策の実施 

幹線等の高需要路線に比べ競争力が弱く、コスト面で割高な離島航空路線については、以下の総合的な支援

措置を講じ、離島航空路線の維持を図る。 

１．予算額：地域公共交通確保維持改善事業 ３０６億円（平成２５年度）の内数 

                     ３０６億円（平成２６年度）の内数 

２．島民運賃割引の設定・拡充に対する支援 

関連する事務事業等の概要 

該当なし。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

0

20

40

60

80

100

H23 H24 H25 H26 H27

（％）
②生活交通手段として航空輸送が必要である離島のうち

航空輸送が維持されている離島の割合
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① 平成２６年の有人離島数は４１２島（対前年同数）、一般旅客定期航路が就航している離島数は２８４島（対

前年減数）、実績値は６９％であり、目標を達成した。 

② 平成２６年度は、年度当初航空輸送が確保されていた有人離島２５の離島すべてにおいて航空輸送を維持し

ているところであり、目標を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

①・ 平成２６年度離島航路補助（運営費等補助）６２.７億円を１１９航路１０９事業者に交付した。 

・ 離島航路構造改革補助７．６億円を２７事業者に交付した。 

・ 離島航路における、省エネルギー性能を有する設備の導入等や改造、実証運航及び効果検証を行うための

調査を実施した。 

 ② 島民運賃割引を設定・拡充する場合に、運賃を引き下げることによる損失額を運航費補助の対象とした。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①・ 平成２１年度に創設した構造改革補助を積極的に活用することにより離島住民の唯一の生活航路の確保を

図ってきたところであり、ここ５年間の実績においても概ね７０％を維持してきたことから、目標は概ね達

成している。架橋の建設等による当該航路の利用者から減少による航路廃止等を考慮し、６８％に設定とし

たが、平成２６年度は６９％と目標値を上回っていることから「Ａ」と評価した。 

・ 今後は、離島航路事業者の経営状況は旅客輸送量の減少等により、さらに厳しい状況にあるが、引き続き

平成２３年度から開始した「地域公共交通確保維持改善事業」の中で離島航路の維持のために必要な予算額

を確保する。 

②・ 平成２６年度の業績指標は１００％であり、離島航空路線の運航費補助について目標値を達成し、生活

路線の維持確保が図られていることから、Ａと評価した。 

・ 離島航空路線は、離島住民の日常生活及び経済活動に必要な交通手段であり、競争力が弱く、コスト面

で割高な離島航空路線の維持には、総合的かつ柔軟な支援措置を講じる必要があり、効果的な支援について

引き続き検討する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 未定 

（平成２８年度以降） 

 未定 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： ① 海事局内航課（課長 新垣 慶太） 

     ② 航空局航空ネットワーク部航空事業課地方航空活性化推進室（室長 衛藤 謙介） 
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

①85.8% ①85.8% ①85.8% ①90.4% ①90.3% ①90.5% ①85.8%

②69.1% ②69.1% ②69.2% ②77.7% ②77.9% ②78.7% ②69.5%

③33.0% ③33.0% ③32.9% ③38.7% ③38.6% ③38.6% ③33.0%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

60 60 60 500

0 0 0 -

9 56 0 -

69 116 60 500

13 116

56 0

0 0

施策目標個票
（国土交通省26－㉘）

施策目標 都市・地域における総合交通戦略を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

集約型都市構造を目指す都市において、自動車に過度に依存することなく移動できる環境を創出するため、都市交
通施策や土地利用誘導等のまちづくりにより基幹的な公共交通の駅、停留所等から一定の圏域内に居住している人
口を増加させる。

評価結果

目標達成度合いの
測定結果

　（各行政機関共通区分）

②目標達成

　（判断根拠）

過去の実績を勘案すると、三大都市圏と地方都市圏については現状維持、地方中
枢都市圏については０．１％／年を超えるトレンドで推移しており、目標達成と判断で
きる。

施策の分析
関連する事務事業等とともに、交通結節点の整備や都市内公共交通に対する支援
等により、公共交通を中心としたまちづくりを推進しており、各都市圏の目標に寄与し
たと考えられる。

次期目標等への
反映の方向性

今後も公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口を維持・増加させるため
には、既存の事業による支援を継続的に実施していくとともに、都市地域総合交通
戦略等の計画策定を行う都市をさらに増加させる必要があるため、さらなる支援策を
拡充していく。

評価

①A
②Ａ
③Ａ

年度ごとの目標値

136公共交通の利便性の高い
エリアに居住している人口割合
（①三大都市圏、②地方中枢都

市圏、③地方都市圏）
業績指標

実績値

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 28年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

不用額（百万円）

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

担当部局名 都市局 作成責任者名
街路交通施設課

（課長　神田　昌幸）
政策評価実施時期 平成27年8月
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業績指標１３６ 

 公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合 

 

 

（指標の定義） 

集約型都市構造を目指す都市において、自動車に過度に依存することなく移動できる環境を創出するため、都市交

通施策や土地利用誘導、面的な市街地整備等のまちづくりにより、基幹的な公共交通の駅、停留所等から一定の圏

域内に居住している人口を増加させる。 

＜分母＞市域内人口 

＜分子＞公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口 

※公共交通の利便性の高いエリアは、以下の圏域に含まれるエリアとなる 

・鉄道駅勢圏：オフピーク時に、片道運行間隔２０分以下の駅を中心とする半径１ｋｍ圏内 

・路面電車・新交通システム駅勢圏：オフピーク時に、片道運行間隔２０分以下の駅・電停を中心とする半径５０

０ｍ圏内 

・バス路線沿線圏：オフピーク時に、片道運行間隔１５分以下のバス路線から沿線３００ｍ圏内 

（目標設定の考え方・根拠） 

・三大都市圏については、直近６か年を見ても現状維持。すでに公共交通利用圏が多くを占め指標自体も８５．８％

と高いことから、現状維持で目標を設定。 

・地方中枢都市圏については、直近６か年で０．３％の延び。今後も公共交通利用圏への居住を誘導するため、年

０．１％をトレンドで目標を設定。 

・地方都市圏については、直近６か年で０．７％の減少。減少を食い止め、現状維持となるよう目標を設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体）、民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  第１６９回国会 施政方針演説（平成２０年１月１８日）「市街地の中心部に公共施設や居住施設を集中したり、

路面電車を導入する取組などを支援します。」 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

①８５．８ 

②６９．１ 

③３３．０ 

①８５．８ 

②６９．２ 

③３２．９ 

①９０．４ 

②７７．７ 

③３８．７ 

①９０．３ 

②７７．９ 

③３８．６ 

①９０．５ 

②７８．７ 

③３８．６ 

評 価 

 

 

①Ａ 

②Ａ 

③Ａ 

 

目標値：①三大都市圏８５．８％、②地方中枢都市圏６９．５％、

③地方都市圏３３．０％（平成２８年度） 

実績値：①三大都市圏９０．３％、②地方中枢都市圏７７．９％、

③地方都市圏３８．６％（平成２５年度） 

①三大都市圏９０．５％、②地方中枢都市圏７８．７％、

③地方都市圏３８．６％（平成２６年度） 

初期値：①三大都市圏８５．８％、②地方中枢都市圏６９．１％、

③地方都市圏３３．０％（平成２２年度） 
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（％） 公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合

 
事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○都市・地域交通戦略推進事業 

徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由通路、地下街、駐車場などの公共的 

空間や公共交通などからなる都市の交通システムを整備し、都市交通の円滑化を推進するとともに、都市施設整 

備や土地利用の再編により都市再生の推進を図る。 

予算額６０百万円（平成２５年度） 

予算額６０百万円（平成２６年度） 

※上記の他、社会資本整備総合交付金で実施 

関連する事務事業等の概要 

○市街地再開発事業 

都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る市街地再開発事業 

を、補助、融資、債務保証、税制特例等により支援し、その推進を図る。 

○都市再生区画整理事業 

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等の都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地等にお

いて、都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、以て土地の有効利用を促進するとともに、安全・安心で快適に

暮らすことができ、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を図る。 

○都市再生整備計画事業等 

まちの拠点となるエリアへ医療・商業等の都市機能を導入し、まちの活力の維持・増進、持続可能な都市構造への

再構築をすること等により、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

過去の実績を勘案すると、三大都市圏と地方都市圏については現状維持、地方中枢都市圏については０．１％／

年を超えるトレンドで推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

自由通路・駅前広場等の交通結節点の整備や駅施設・駅前広場のバリアフリー化により公共交通の利便性向上を

図り、都市内の公共交通機関に対する支援等を実施することで、都市交通の円滑化を推進するなど、都市・地域

総合交通戦略の推進について支援した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２６年度は、関連する事務事業とともに、交通結節点の整備や都市内公共交通に対する支援等により、

公共交通を中心としたまちづくりを推進しており、各都市圏の目標に寄与したと考えられる。 

・近年では、中心市街地や公共交通沿線の土地利用施策を積極的に活用することで、都市・地域総合交通戦略

を推進する地域も増えてきている。 

・今後も公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口を維持・増加させるためには、既存の事業による

支援を継続的に実施していくとともに、都市地域総合交通戦略等の計画策定を行う都市を増加させる必要があ

るため、さらなる支援策を拡充していく。 

・以上からＡと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 特になし 

（平成２８年度以降） 

 特になし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局街路交通施設課（課長 神田 昌幸） 

関係課： 都市局まちづくり推進課（課長 横山 征成）、都市計画課（課長 宇野 善昌） 

市街地整備課（課長 英 直彦）  
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

約128万人・時/日 約129万人・時/日 約128万人・時/日 約124万人・時/日 約123万人・時/日 集計中 約121万人・時/日

－ － － － －

初期値 目標値

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

59.1% 60.2% 60.9% 61.7% 集計中 集計中 63%

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

352,840 297,295 217,635 238,590
<1,053,482> <989,979> <0> <0>

173,154 99,982 50,700 -
<417,897> <173,164> <0> -

99,281 231,020 90,126 -
<372,030> <686,428> <46> -

625,276 628,207 358,461 238,590
<1,843,410> <1,849,571> <46> <0>

391,792 527,618
<1,093,464> <1,836,456>

232,251 90,126
<686,428> <46>

354 1,831
<64,395> <12,713>

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

業績指標

担当部局名 道路局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月作成責任者名

・道路局路政課
（課長　平田　研）

・都市局街路交通施設課
（課長　神田　昌幸）

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（24年度：15,858億円、25年度：19,594億円、26年度：19,964億円、27年度：19,966億円）の内
数、内閣府に計上された地域自主戦略交付金（24年度：8,329億円）等の内数がある。

区分

A

補正予算（b）

当初予算（a）

28年度要求額

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

A

実績値

実績値

年度ごとの目標値

138　都市計画道路（幹線街路）
の整備率

渋滞対策をはじめとした交通の快適性・利便性向上を図ることで、道路交通の円滑化を推進する

　（各行政機関共通区分）

②目標達成

評価結果

全ての主要な業績指標がＡ評価であり、現在の推移のまま進捗すれば目標年度内
に目標達成すると見込まれるため。

評価

年度ごとの目標値

今後も引き続き、渋滞対策の推進をはじめとした交通の快適性・利便性の向上をは
かり、道路交通の円滑化に資する施策を推進する。

評価

目標達成度合いの
測定結果

137　開かずの踏切等の踏切遮
断による損失時間

次期目標等への
反映の方向性

施策目標個票
（国土交通省26－㉙）

施策目標 道路交通の円滑化を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

渋滞対策の推進をはじめとした交通の快適性・利便性の向上に向け、道路網の整
備、現道路拡幅、及びバイパス整備を効果の高い箇所に対し重点化して実施すると
ともに、開かずの踏切等に対して、連続立体交差事業等の抜本的な対策を、スピー
ドアップの工夫をしながら実施してきたところであり、道路交通の円滑化推進に向
け、順調かつ着実に推移しているところである。

　（判断根拠）
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業績指標１３７ 

 開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間 

 

 

（指標の定義） 

踏切遮断による待ち時間がある場合と対策後の踏切通過に要する時間の差 

開かずの踏切等の遮断時間による損失時間 

  ＝踏切遮断による待ち時間がある場合に踏切通過に要する時間（注） － 対策後に踏切通過に要する時間 
 

（注）全国での１日あたりの踏切通過交通量（人数）×踏切での待ち時間 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

今後予定される連続立体交差事業や道路の立体化により削減が見込まれる開かずの踏切等の踏切遮断による損失

時間により設定。 

（外部要因） 

地元調整の状況、踏切道の交通量等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体）、鉄道事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  第１６９回国会施政方針演説（平成２０年１月１８日） 

  「開かずの踏切の解消など国民生活に欠かすことのできない対策は実施しなければなりません。」 

 【閣議決定】 

京都議定書目標達成計画（平成２０年３月２８日） 

「ボトルネック踏切等の対策といった交通流対策を実施する。」 

（第３章－第２節－１－（１）－①－イ－Ｄ） 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約１２９ 

万人・時／日 

約１２８ 

万人・時／日 

約１２４ 

万人・時／日 

約１２３ 

万人・時／日 

集計中 

 

115

120

125

130

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（万人・時/日） 開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間

0

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約１２１万人・時／日（平成２８年度） 

実績値：約１２３万人・時／日（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：約１２８万人・時／日（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

開かずの踏切等の解消 

・「開かずの踏切」等による渋滞の解消や踏切事故防止のため、連続立体交差事業等を支援します。（◎） 

予算額：道路整備費１３，４２０億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０３１億円（国費）等の内数（平

成２５年度） 

道路整備費１３，５６２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，１２４億円（国費）等の内数（平

成２６年度） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するも

のである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度は集計中であるが、平成２５年度は連続立体交差事業等により、６９箇所の開かず踏切等を解消し

ており、平成２４年度の実績値１２４万人・時／日に対して、平成２５年度の実績値は、約１２３万人・時／日と

なっている。 

（事務事業等の実施状況） 

・開かずの踏切等に対し、連続立体交差事業や道路の立体化等により、踏切除却を行う抜本的な対策について工程

の工夫等のスピードアップを図り推進している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間は、順調に減少している。引き続き、開かずの踏切等の解消を推進 

し、踏切遮断による損失時間削減を目標としていく。以上を踏まえ、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局路政課（課長 平田 研） 

関係課： 都市局街路交通施設課（課長 神田 昌幸） 

     鉄道局施設課（課長 江田 秀二） 
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業績指標１３８ 

 都市計画道路（幹線街路）の整備率 

 

 

（指標の定義） 

都市内においてまとまった交通を受け持つとともに都市の骨格を形成する都市計画道路（幹線街路）の整備に 

ついては、都市における交通の快適性、利便性の向上はもとより、都市の防災性等、都市機能全般を向上させる 

ものであり、都市計画道路（幹線街路）の計画延長に対する完成延長の割合を指標として設定。 

＜分母＞都市計画道路（幹線街路）の計画延長 

＜分子＞都市計画道路（幹線街路）の完成延長 

（目標設定の考え方・根拠） 

これまでの都市計画道路（幹線街路）の整備率の実態が年平均０．８％の伸びとなっており、予算状況を踏ま 

え年平均０．６％の伸びを確保するよう目標値を設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体、計画主体）、民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６０．２％ ６０．９％ ６１．７％ 集計中 Ｈ２８年度 

集計予定 

 

58

59

60

61

62

63

64

65

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（％） 都市計画道路（幹線街路）の整備率

0

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：６３％  （平成２８年度） 

実績値：６１．７％（平成２４年度） 

    集計中（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：５９．１％（平成２１年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・都市計画道路（幹線街路）の整備 

通勤や病院などの日常の暮らしを支える生活圏の中心部につながる道路網や、救急活動に不可欠な道路網の整 

備、隘路の解消を図るための現道拡幅及びバイパス整備等を推進し、地域内の移動円滑化を図る（◎） 

予算額(事業費)：道路整備費１１，４２４億円及び社会資本整備総合交付金等３７，４４０億円の内数（平成２５

年度当初予算） 

道路整備費１１，９５８億円及び社会資本整備総合交付金等３８，４００億円の内数（平成２６年度当初予算） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度の実績は集計中であるが、平成２４年度に比べて上昇することが見込まれ、過去の実績値によるト

レンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

地域内の移動円滑化を図るため、日常の暮らしを支える生活圏の中心部につながる道路網や、救急活動に不可欠

な道路網の整備、隘路の解消を図るための現道拡幅及びバイパス整備等を推進している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２４年度に比べて上昇することが見込まれ、目標達成へ向け順調に推移していることから、Ａ評価とした。

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

特になし 

（平成２８年度以降） 

特になし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局街路交通施設課（課長 神田 昌幸） 

関係課： 都市局都市計画課（課長 宇野 善昌） 
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 26年度

313件 313件 649件 701件 1,099件

集計中
（H26年11月
末現在892

件）

900件

- - - - -

初期値 目標値

18～22年
度の平均

18～22年
度の平均

19～23年
度の平均

20～24年
度の平均

21～25年
度の平均

22～26年
度の平均

24～28
年度の
平均

3.06% 3.06% 2.89% 2.69% 2.59% 集計中 2.75%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

0件 0件 0件 0件 0件

初期値 目標値

20年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

92.6% 97.0% 97.2% 97.4% 97.8% 97.4% 90.0％以上

90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上

24年度 25年度 26年度 27年度

1,269 1,299 1,366 1,379

200 330 389 -

0 200 330 -

1,469 1,828 2,085 1,379

1,204 1,423

200 330

65 75

担当部局名 大臣官房

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
技術調査課

（課長　五道　仁実）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

施策の分析

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

関16　国土交通大学校におけ
る研修実施後のアンケート調査
等に基づいた満足度

実績値

評価

関15　事業認定処分の適正な
実施（訴訟等により取り消され
た件数

実績値

年度ごとの目標値

140　国土交通省の各地方整備
局等が施行する直轄事業にお
いて用地取得が困難となってい
る割合(用地あい路率）

実績値

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

A

139　情報通信技術（ICT）を利
用した建設施工技術（情報化施
工）を導入した直轄工事件数

実績値

年度ごとの目標値

①目標超過達成

評価

A

全ての実績が目標を達成している。業績指標140等においては、基準適正化等の取
組により目標を上回る達成がなされていることから、①目標超過達成と判断。

施策目標個票
（国土交通省26－㉚）

施策目標 社会資本整備・管理等を効果的に推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価結果

今後とも、社会資本整備・管理等の効果的な推進を着実に進めるため、建設生産シ
ステムの省力化・効率化・高度化や、事業認定処分の適正な実施、企画立案等の質
の向上等を図る施策の一層の推進を図る。

インセンティブ措置や基準適正化等の取組により、社会資本整備・管理の効率化に
資する情報化施工の普及、適切な用地取得等が推進されていると考えられる。

国土交通省公共事業コスト構造改善プログラム等の社会資本整備・管理等に係る各種施策の実施状況を適切に把
握しながら、社会資本整備・管理等を効果的に推進する。

　（各行政機関共通区分）

評価

年度ごとの目標値

関連指標

評価

年度ごとの目標値
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業績指標１３９   

情報通信技術（ICT）を利用した建設施工技術（情報化施工）を導入した直轄工事件数 

 

 

（指標の定義） 

情報通信技術（ICT）を利用した出来高管理、品質管理等に関する技術（以下、「ICT 建設技術」という）を利用し

た直轄工事の件数。なお、ICT 建設技術の対象は以下の通り。 

マシンガイダンス技術、マシンコントロール技術、TS 出来高管理技術、TS・GNSS 締固め技術。 

（目標設定の考え方・根拠） 

建設業における生産性、施工品質、安全性のさらなる向上を図るため、平成 26 年度までに ICT 建設技術を少なく

とも 10,000m3 以上の土工を含む大規模な工事と 5,000m2 以上の路盤工を含む大規模な工事においては、普及させる

ことを目指して、平成２３年度契約工事件数から 900 件を設定した。 

（外部要因） 

直轄工事の発注件数 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３１３件 ６４９件 ７０１件 １,０９９件 集計中（11 月末現在

892 件） 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：９００件（平成２６年度） 

実績値：１,０９９件（平成２５年度） 

    集計中 （平成２６年度） 

初期値：３１３件（平成２２年度） 

419



事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

情報化施工の活用による建設生産システムの高度化検討（平成２６年度 予算額 10,015 千円） 

情報化施工推進戦略に基づく情報化施工具術の活用数・普及率の調査・整理・分析、情報化施工に係る動向調

査及び資料整理、情報化施工の一層の普及及び効果向上のための検討等を実施 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 25 年度時点で 1099 件であり、目標値設定年度の平成２６年度の件数は現在集計中であるが、平成 26 年 11

月末時点で 892 件に達し、年度末までに 900 件を超える見込みであるため順調であると判断される。 

 

（事務事業等の実施状況） 

普及状況や技術動向に応じ、引き続き導入効果を調査・整理・分析を行い、公共工事全体へ普及させるための検

討を実施する。それを踏まえ情報化施工推進会議による定期的なフォローアップを実施する。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

直轄工事での使用原則化や総合評価落札方式における加点措置等のインセンティブ措置により順調に推移し H25

年度で既に業績指標も達成し、H26 年度においても達成見込みであることから、Ａと評価した。今後も活用工事件

数の拡大を目指すため直轄工事での原則使用化や総合評価落札方式における加点措置等のインセンティブ措置な

どの取組を引き続き実施していく。また、平成２５年度の実績値において目標を達成したことから H26 年度 11 月

末現在の実績を踏まえ平成 31 年度に 1500 件に目標値を更新した上で業績指標を設定する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 総合政策局公共事業企画調整課（課長 山内 正彦）  
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業績指標１４０ 

 国土交通省の各地方整備局等が施行する直轄事業において用地取得が困難となっている割合（用地あい路率）  

 

 

（指標の定義） 

国土交通省の各地方整備局等が施行する直轄事業における用地取得で、用地買収着手後３年以上経過し、かつ、当

年度中に契約見込みのない「あい路」（注）となった件数の、当該事業地区の契約済み及び未契約件数の総数における

割合（％）『用地あい路率＝用地あい路件数／当該事業地区の契約済み及び未契約件数の総数』。 
（注）用地買収着手後３年以上の案件で、予算の裏付けはあるが、地権者ないし地域住民との調整に困難が生じ、当該年度内に契約見込みがないも

のをいう。 

（目標設定の考え方・根拠） 

用地取得の円滑化・迅速化による効率的な事業の実施のため、あい路解消に関する諸施策を講じることにより、目

標値（平成２４～２８年度の５カ年の用地あい路率の平均）は、実現可能性のある数値として現況（平成１８～２２

年度までの過去５カ年の平均）から１割改善させることとして目標を設定。また、長期的にもできる限り改善してい

くことを目指す。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２．９８％ ２．７０％ ２．７０％ ２．３２％ ２．２７％ 集計中 

H17～H21 の平均 H18～H22 の平均 H19～H23 の平均 H20～H24 の平均 H21～H25 の平均 H22～H26 の平均

３．１０％ ３．０６％ ２．８９％ ２．６９％ ２．５９％ 集計中 

 

 

評 価 

   

Ａ 

 

目標値：２．７５％（平成２４～２８年度の平均） 

実績値：２．５９％（平成２１～２５年度の平均） 

     集計中 （平成２２～２６年度の平均） 

初期値：３．０６％（平成１８～２２年度の平均） 

421



 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

○用地補償基準の適正化等に関する検討 

 経済社会情勢の変化に対応した損失補償基準としていくため、見直すべき補償項目を把握し、緊急度の高い補償

項目から計画的に見直しを行っていくことを定めた「補償基準等見直しアクションプラン」に基づき、以下のよう

な見直しの必要性の高い項目に関する損失補償基準等について検討を行う。 

・建物移転補償の見直し（平成２５年度予算額：１１，９５５千円） 

・土地価格比準表（土地価格決定の際の指標となる概ね標準的と認められる土地（標準地）や近傍の取引事例地と

公共用地の取得の対象となる土地を比較する際に使用するもの）の見直し（平成２６年度予算額：１０，１６９

千円） 

 

○収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（所得税、法人税） 

 収用交換等により資産を譲渡した場合（買い取られた場合）において、その資産の譲渡所得等から５，０００万

円（譲渡所得等の金額が５，０００万円に満たないときはその金額）が特別控除される。 

○特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（所得税、法人税） 

 土地等が、土地収用法等の規定に基づいて資産の収用等を行う者によってその収用等の対償（代替地）に充てる

ために買い取られた場合や、公有地拡大推進法の先買い制度により買い取られた場合等において、その資産の譲渡

所得から１，５００万円が特別控除される。 

○収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（所得税、法人税） 

 収用等により資産が買い取られ補償金を取得した場合に、その補償金の全部又は一部の金額で代替資産を取得し

たときは、その譲渡所得について課税が繰り延べられる（譲渡がなかったものと扱われる）。 

○交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例（所得税、法人税） 

  収用等により資産が買い取られた場合、金銭補償に代えてその資産と同種の資産の交付を受ける場合に、その譲

渡所得について課税が繰り延べられる。 

○相続税の納税猶予等を受けている農地等を収用交換等により譲渡した場合の利子税の特例（相続税・贈与税） 

 相続税の納税猶予等を受けている農地等を収用交換等により譲渡した場合には、譲渡面積に対応する相続税と併

せて納付すべき猶予期間中の利子税の１／２（平成２６年４月１日から平成３３年３月３１日までの間に収用交換

等により譲渡した場合については全部）を免除する。 

○相続税の納税猶予等を受けている農地等を公共事業の用に供するため一時使用した場合の納税猶予制度の特例

（相続税・贈与税） 

 公共事業の用に供するために相続税の納税猶予を受けている農地に地上権、賃借権又は使用借権による権利（以

下「地上権等」という。）を一時的に設定した場合で、当該農地等を一時使用後も農業の用に供するときには、当

該地上権等の設定はなかったものとみなし、納税猶予を継続する。 

○優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（所得税、個人住民税、法人税）

 所有期間が５年を超える土地等の譲渡のうち、個人又は法人が国若しくは地方公共団体等に対する土地等の譲渡

を行った場合において、課税の軽減措置を講じる。 

○優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の短期譲渡所得の課税の特例（所得税、個人住民税、法人税）

 所有期間が５年以内の土地等の譲渡のうち、個人又は法人が国若しくは地方公共団体等に対する土地等の譲渡を

行った場合において、課税の軽減措置を講じる。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は２７年度に調査予定であり把握することができないが、実績値がでている過去５年（２

１～２５年度）の平均割合をみると２．５９％と目標値を下回り順調である。 

用地あい路率は、過去の実績値をみると数値のばらつきがあり（過去５年度：２．２７％～２．９８％）、年度

により数値が上下しうるものであるが、全体的な傾向は下落の方向にあることから、この傾向が続けば、目標年度

に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

適正な補償を確保するため補償額算定の基となる補償基準等の見直し、補償額決定プロセスの機能強化に向けた

検討を引き続き進めていく。また、用地取得の円滑化・迅速化を図る「用地取得マネジメント」（平成２２年度で

予算措置終了）については、２２年度より本格的な運用を開始している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２１年度～平成２５年度の平均割合が２．５９％となっており、目標に対して順調に推移しているためＡと

評価した。 

また、あい路の大きな要因の一つである補償額の不満については引き続き課題となっており、補償基準等の見直

し、補償額の決定プロセスが機能強化されることにより補償額不満の解消に役立つものと考えられる。 

引き続き、用地取得マネジメントの推進を図るとともに、補償基準等の見直し等により、年度ごとに多少の上下

がある用地あい路率を下方に引き下げ、目標年度には用地あい路率の目標値を達成させることができるよう努めた

い。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

○用地補償基準の適正化等に関する検討 

経済社会情勢の変化に対応した損失補償基準としていくため、見直すべき補償項目を把握し、緊急度の高い補償項

目から計画的に見直しを行っていくことを定めた「補償基準等見直しアクションプラン」に基づき、見直しの必要性

の高い項目に関する損失補償基準等について引き続き検討を行う。 

・土地価格比準表（土地価格決定の際の指標となる概ね標準的と認められる土地（標準地）や近傍の取引事例地と公

共用地の取得の対象となる土地を比較する際に使用するもの）について、前年度に引き続き見直しに向けた検討を行

い、年度内に新たな「土地価格比準表」を作成する。（平成２７年度予算額：１０，１３１千円） 

 

○区分所有権等の設定対価に対する課税の見直しによる公共用地取得の円滑化（所得税、法人税） 

 大深度地下法第１６条に基づく地下使用の認可を受けた事業に係る区分地上権等の設定対価について、譲渡所得と

して扱われる５，０００万円特別控除が適用される範囲が拡大される。（平成２７年度減収見込額：９１７百万円）

 

（平成２８年度以降） 

○用地補償基準の適正化等に関する検討 

経済社会情勢の変化に対応した損失補償基準としていくため、見直すべき補償項目を把握し、緊急度の高い補償項

目から計画的に見直しを行う予定。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：土地・建設産業局総務課公共用地室（室長 遠山 英子）    
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関連指標１５ 

 事業認定処分の適正な実施（訴訟等により取り消された件数） 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

土地収用法の事業認定にあたっては、請求があった場合には公聴会を開催しなければならないとともに、事業反対

等の意見書があった場合には社会資本整備審議会の意見を聴取しなければならないこととされているなど、土地収用

法上、適正かつ公正な判断を行うために必要な手続を取ることとされており、これらの手続を適正かつ確実に行うと

ともに、こうした手続を踏まえて事業認定庁として適正な判断を行って訴訟等になった場合でも処分が取り消される

ことのないようにする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

土地収用法の事業認定については、それが公共の利益と私有財産の調整を図ることを目的としたものであり、また、

仮に取消訴訟等により処分が取り消された場合には公共事業が途中でストップしてしまうおそれがあることから、訴

訟等によって取り消されない適正かつ公正な処分を行うことが必要である。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（件） 訴訟等により取り消された件数

 
 

実績値等 

目標値：０件   （毎年度） 

実績値：０件   （平成２５年度） 

０件    （平成２６年度） 

初期値：０件   （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

事業認定の法的効果の早期発現に向けた取組みを行うとともに、公聴会の開催、社会資本整備審議会からの意見

聴取等により、土地収用法に基づく事業認定について、適正かつ公正な判断を行う。 

予算額１５，１４２千円（平成２５年度）

１７，７６４千円（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

目標値は平成２４年度以降毎年度において０件としているところ、平成２６年度において、事業認定取消件数

は０件である。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２６年度実績 

・事業認定取消件数０件（係属中の事業認定取消訴訟３件） 

・公聴会開催件数２件 

本省主催：八戸・久慈自動車道改築工事 

              一般公述人  ０組 

     首都圏中央連絡自動車道（高速横浜環状南線）新設工事 

              一般公述人 １９組 

・社会資本整備審議会開催回数２回 

  本省認定事業：八戸・久慈自動車道改築工事 

  地整認定事業：県道松山伊予線改築工事 

                                     

事業認定取消訴訟については、名古屋高裁、東京高裁及び福岡地裁でそれぞれ１事業、計３事業について訴訟

が係属中である（平成２６年度末時点）。 

  公聴会については、開催請求に基づき上記のとおり開催し、事業の公益性の判断に必要な情報の収集を行って

いる。 

社会資本整備審議会（公共用地分科会に審議を付託）については平成２６年度に２回開催されており、２件 

の事業を付議しているが、いずれの事業も認定庁の見解どおり「事業認定すべき」との意見をいただいている。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局総務課土地収用管理室（室長 伊藤 夏生）  
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関連指標１６ 

国土交通大学校における研修実施後のアンケート調査等に基づいた満足度 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

国土交通政策の企画立案等に必要な社会経済環境において生起する諸課題等の調査検討結果等に関する研修にお

ける受講者の満足度 

（目標設定の考え方・根拠） 

実際に行った研修の満足度について、目標値と比較し検討する。 

（外部要因） 

社会経済環境において生起する諸課題等 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

９７．０％ ９７．２％ ９７．４％ ９７．８％ ９７．４％ 

 

 

 
 

 

 

実績値等 

目標値：９０．０％以上（毎年度） 

実績値：９７．８％（平成２５年度） 

    ９７．４％（平成２６年度） 

初期値：９２．６％（平成２０年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・国土交通政策の企画立案等に必要な社会経済環境において生起する諸課題等に関する調査検討結果等に関する研

修等の実施 

・国土交通政策の企画立案等に必要な各種調査検討業務や国土交通政策の企画立案等に携わる職員等に対し、必要

な知識の習得等を目的として各種研修を実施している。 

予算額１５５，３０１千円（平成２６年度） 予算額１６２，６４２千円（平成２５年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

目標値は平成２３年度に９０．０％のところ、最新の実績値（平成２６年度）は９７．４％である。 

（事務事業等の実施状況） 

国土交通大学校において、国土交通行政に携わる職員に対し、新しい行政ニーズを的確に把握し、効率的に職務

を行うために必要な知識・考え方を習得し、行政能力を向上させることを目的として、総合課程、専門課程、特別

課程の３つの課程で合計１９０コース（平成２６年度）の研修を実施し、それぞれの研修終了時に研修員に対し、

アンケート調査等を実施している。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土交通大学校 総務部 総務課（課長 大場 芳成） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

51兆円 49兆円 51兆円 55兆円 59兆円 65兆円 75兆円

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

136千件 130千件 136千件 151千件 163千件 158千件 165千件

- - - - -

初期値 目標値

25年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

33,290件 37,333件 36,346件 33,442件 33,290件 集計中 27,200件

- - - - -

初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

2,088件 2,886件 2,339件 2,088件 1,906件 集計中 1,290件

- - - - -

初期値 目標値

15年 22年 23年 24年 25年 26年 30年

13.1万ha - - - 集計中 - 13.1万ha

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

4,722 5,030 4,929 4,817

△ 2 △ 2 △ 1 -

0 0 0 -

4,720 5,028 4,928 4,817

4,666 4,839

0 0

54 190

評価

Ａ

143　賃貸アパート、マンション
に関する相談件数

実績値
評価

Ｎ
年度ごとの目標値

142　指定流通機構（レインズ）
における売却物件に係る各年
度の成約報告件数

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

関17　法人及び世帯が所有す
る宅地などに係る低・未利用地
（空き地等）の面積

実績値

年度ごとの目標値

144　宅地建物取引業免許行政
庁における相談件数

実績値

28年度要求額

年度ごとの目標値

実績値

関連指標

評価

年度ごとの目標値

評価結果

平成27年度においては、不動産取引や不動産市場に関する情報の整備・提供につ
いて一層の充実を図ること等により不動産証券化実績および指定流通機構におけ
る制約報告件数の増加を図るとともに、消費者保護施策等を進め、賃貸アパート、マ
ンションに関する相談件数および宅地建物取引業免許行政庁における相談件数の
減少を図る。

評価

Ａ

不動産証券化実績総額、指定流通機構における成約報告件数を主な業績指標とし
ているところ、両者については、平成26年度には達成すべき値に近い実績を示して
いるため。

評価

施策の分析

平成26年度においては、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減もあったこ
とから、指定流通機構における売却物件の成約報告件数が前年度に比して減少し
たものの、引き続き目標値に近い数値で推移している。ただし、他の業績指標につい
ては、目標年度に定める目標値の達成に相当な期間を要すると考えられる。
目標値の達成に向けては、多様な不動産が証券化の対象となるよう環境整備を進
めつつ幅広い資金の導入を図ること、不動産流通市場における情報ストックの整備
等により取引環境の整備・市場の透明性向上を図ること等が課題である。

不動産市場の透明性を確保し、取引の円滑化・活性化を図るため、不動産取引や不動産市場に関する情報の整備・
提供の充実を図るとともに、安心・安全のための消費者保護施策等を進めていくことにより、不動産市場の整備や適
正な土地利用のための条件整備を推進していく。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

Ａ

141　不動産証券化実績総額

実績値

年度ごとの目標値

③相当程度進展あり

施策目標個票
（国土交通省26－㉛）

施策目標 不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標
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担当部局名 土地・建設産業局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

作成責任者名
不動産業課

（課長　長橋　和久）
政策評価実施時期 平成27年8月
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業績指標１４１ 

 不動産証券化実績総額 

 

 

（指標の定義） 

 主たる投資対象を不動産とする Jリート（注１）、不動産特定共同事業（注２）、資産流動化法スキーム（注３）、合同会

社－匿名組合出資スキーム（注４）等の活用による不動産証券化の実績総額（注５） 

（注１） J リート（不動産投資法人）とは、多くの投資家から資金を募り、オフィスビル・賃貸マンション等の収益不動産を購入、そこから生じる

賃料や売却益等を投資家に分配する仕組みの商品。 

（注２） 複数の投資家が出資して、許可を受けた不動産会社等（不動産特定共同事業者）が現物不動産を取得し、不動産賃貸事業等を行い、その 

収益を投資家に分配するスキーム。 

（注３） 資産流動化法に基づき設立された特定目的会社のことを指す。 

（注４） 不動産の証券化（オフィスビルや賃貸マンション等の不動産信託受益権を担保に、証券を発行して投資家から資金を調達する手法のこと。

投資家は賃料収入などの収益に基づいて、利払いや配当などを受ける。）のために活用されるペーパーカンパニー。 

（注５） 不動産証券化の総額の算出に当たっては、各証券化スキームによる不動産（不動産信託受益権を含む）の取得総額を累積加算している。 
（目標設定の考え方・根拠） 

〔目標設定の考え方〕 

不動産の証券化は、約１，５００兆円といわれる個人金融資産を不動産市場に呼び込み、不動産取引の活性化や優

良な都市ストックの形成を可能にするものである。主な不動産の証券化手法である Jリートスキーム等の活用により

証券化された不動産の資産額累計は、J リート等が取得した不動産の取得額の累計であるため、J リート等の不動産

取得の状況は、不動産投資市場の環境整備の推進による不動産市場の拡大ならびに活性化の状況を示すものであるこ

とから、業績指標として採用している。 

〔根拠〕 

これまで、当該業績指標が着実に伸びるよう、政策を講じてきたところであるが、今後もその伸びを維持し、その

上さらに拡大（過去５年間の証券化実績（単年度の伸び）の平均額以上に伸びを拡大）させるために、不動産証券化

市場活性化のための不動産投資市場の環境整備を進めていき、初期値の約１．５倍となる７５兆円という目標を目指

す。 

（外部要因） 

国内・海外の景気動向、金融機関の不良債権処理、企業の資産リストラの動向、金融市場の動向 

（他の関係主体） 

 金融庁（「投資信託及び投資法人に関する法律」「資産の流動化に関する法律」を所管している） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・日本再興戦略改訂２０１４（平成２６年６月２４日）「内外の多様な資金調達・運用ニーズに対応するため、東

証による上場インフラファンド市場の創設に必要な制度的手当てを年内に行うとともに、インフラファンドや

ヘルスケアＲＥＩＴの組成に向けた環境整備を推進する。」（第二 一．５－２（３）ⅰ）①） 

・日本再興戦略（平成２５年６月１４日）「民間資金の活用を図るため、ヘルスケアリートの活用に向け、高齢者

向け住宅等の取得・運用に関するガイドラインの整備、普及啓発等（来年度中）」（第Ⅱ． 二． テーマ１③）

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日）「定期借地権、不動産証券化等の手法を活用

するとともに、木造密集市街地の改善整備等のため、公的不動産等を活用した連鎖的な市街地整備を進める。ま

た、地価公示の充実、中古住宅・リフォーム市場の活性化等を図る。」（第２章３．（３）） 

・産業競争力の強化に関する実行計画（平成２６年１月２４日）「高齢者向け住宅及び病院（自治体病院を含む）

等を対象とするヘルスケアリートの活用に関して、ガイドラインの策定等の環境整備を平成２６年度中に行

う。」（二．２．（１）） 

・健康・医療戦略（平成２６年７月２２日）「民間資金の活用を図るため、ヘルスケアリートの活用に向け、高齢

者向け住宅及び病院（自治体病院を含む）等の取得・運用に関するガイドラインの整備、普及啓発等を行う。」

（２．（２）４）） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

 国土交通省重点政策２０１４（平成２６年８月公表） 

２．地方の創生、人口減少の克服  

（２）観光振興と地域ビジネス・雇用創出による活力ある地域の形成 

クラウドファンディングの手法を活用した市民によるまち・地域への投資を促進するとともに、地方公共団

体との連携事業への金融支援や地域金融機関等と連携し地方都市の不動産ファイナンス環境の整備を行い、

まちづくりや地域づくりに資金循環を確保し、ビジネス・雇用の創出を目指す。 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：７５兆円 （平成２８年度） 

実績値：５９兆円 （平成２５年度） 

    ６５兆円 （平成２６年度） 

初期値：５１兆円 （平成２３年度） 
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過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

４９兆円 ５１兆円 ５５兆円 ５９兆円 ６５兆円 

 

 

 

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

① 不動産特定共同事業の推進 

投資家の保護に資する市場環境の整備を図りつつ、投資家のニーズに対応した商品が供給され、投資家の資金が

優良な都市ストック形成に活用されるよう、不動産特定共同事業の適切な運用を図る。（平成２６年度予算額：

44,243 千円） 

 

② 特例事業者による不動産取得に係る不動産流通税の特例措置 

特例事業者が取得する不動産に係る不動産流通税を減免することにより、特例事業者による不動産証券化を推進

することで、建築物の耐震化や老朽不動産の再生、民間施設の整備など都市機能の向上への民間資金の導入を促進

する。 

 

③ Ｊリート及び特定目的会社による不動産取得に係る不動産流通税の特例措置 

Ｊリート・特定目的会社が取得する不動産に係る不動産流通税を減免することにより、不動産取得コストを軽減

し、不動産の証券化を推進し、豊富な資金を使った物件の購入やバリューアップ等を通じて、地域経済の活性化や

国際競争力の強化にも資する優良な都市ストックの形成を促進する。 

 

④ J リートにおける「税会不一致」問題の解消 

現行制度上、Ｊリートは、会計上の税前利益の９０％超を配当する等の要件を満たした場合、税務上、導管体と

して扱われ、利益配当を法人税の算定上、損金算入することが可能となっている。しかしながら、会計と税務の処

理の差異（税会不一致）に伴い、会計上の利益と税務上の利益に差異が生じた場合、現行制度上、会計上の利益を

上回る税務上の利益を分配しても、その部分は「配当」として扱われない。つまり税会不一致部分について、損金

算入することができず、投資法人段階で課税が発生する。このような課税の発生が、税会不一致が生じてしまうよ

うな取引（例えば、定期借地権付き建物の取得等）を行うことの支障となっているため、投資法人の活動の制約と

なる税会不一致の問題を解消し不動産市場の活性化を図る。 

 

⑤ ヘルスケアリート等の活用に向けた環境整備 

民間資金を活用したヘルスケア施設の供給を促進するため、ヘルスケア施設を取得・運用するリートに係るガイ

ドラインの整備等を実施する（平成２６年度予算額：40,235 千円）。 

 

⑥ 不動産市場の透明性向上に向けた環境整備 

国内外の投資家等による不動産取引の活性化のためには、不動産市場の透明性向上が課題となっている。そのた

め、不動産の市場価格の動向を全国・地域別、住宅・商業用別に表す不動産価格指数の検討・整備を行う。（平成

２５年度予算額：60,083 千円、平成２６年度予算額：128,567 千円） 

 

⑦ 耐震・環境不動産形成促進事業の推進 

資金調達等が課題となって再生・利活用が進まない老朽・低未利用不動産について、国が民間投資の呼び水とな

るリスクマネーを供給することにより、民間の資金やノウハウを活用して、耐震・環境性能を有する良質な不動産
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（兆円） 不動産証券化実績総額
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の形成（改修・建替え・開発事業）を促進する。 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度は JリートおよびＧＫ－ＴＫスキーム等による取得額が、それぞれ約２兆円と高水準であったこと

が大きく影響し、平成２６年度での単年度の証券化対象不動産の取得額は５．５兆円となり、平成２５年度（４．

４兆円）の約１．２５倍に拡大している。 

（事務事業等の実施状況） 

① 不動産特定共同事業の推進 

不動産特定共同事業法の適切な運用により、投資家の保護に資する市場環境の整備を図りつつ、投資家のニーズ

に対応した商品が供給され、投資家の資金が優良な都市ストック形成に活用されるよう、以下の施策を講じること

により、不動産特定共同事業を推進した。 

（１）不動産特定共同事業等の不動産証券化手法を活用した不動産証券化のモデル案件を４件選定し、これらの支

援を通じてガイドライン（実態に即した実務の手引書）を作成した。 

（２）地域における相談窓口を設けるとともに、全国において研修会及び協議会を 13 ヶ所において実施し、不動

産証券化を担う人材の育成に努めた。 

 

② 特例事業者による不動産取得に係る不動産流通税の特例措置の延長 

特例事業者が取得する不動産に係る不動産流通税（登録免許税・不動産取得税）の特例措置について、平成 27年

度税制改正において、適用期限を２年（平成２９年３月３１日まで）延長するとともに、特例の対象となる不動産

に物流施設（倉庫）及びその敷地を追加することを実現し、不動産証券化を推進するための環境整備を行った。 

 

③ Ｊリート及び特定目的会社による不動産取得に係る不動産流通税の特例措置の延長 

Ｊリート及び特定目的会社が取得する不動産に係る不動産流通税（登録免許税・不動産取得税）の特例措置につ

いて、平成 27 年度税制改正において、適用期限を２年（平成２９年３月３１日まで）延長するとともに、特例の

対象となる不動産に物流施設（倉庫）及びその敷地を追加することを実現し、不動産証券化を推進するための環境

整備を行った。 

 

④ J リートにおける「税会不一致」問題の解消 

J リートについて税務上と会計上の差異（税会不一致の問題）の解消を図るため、平成２５年度より買換特例圧

縮積立金の導入、平成２６年度より正ののれんの手当等、平成２７年度より税務上損金算入が可能な範囲を拡大し、

一時差異等調整引当額を設ける等所要の措置が講じられた。 

 

⑤ ヘルスケアリートの活用に向けた環境整備 

高齢化の進展等に伴い、ヘルスケア施設の供給拡大等が求められる中、日本再興戦略等を受け、関係省庁（金融

庁、厚生労働省）との連携のもと、平成２６年６月２７日に「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの

活用に係るガイドライン」を策定した。なお、病院不動産を対象とするリートに係るガイドラインは、別途検討を

進めている。 

 

⑥ 不動産市場の透明性向上に向けた環境整備 

不動産価格指数（住宅）は、平成２４年８月から試験運用として毎月の公表を開始し、平成２７年３月から本格

運用に移行した。不動産価格指数（商業用不動産）は、国際指針の作成後速やかに公表を開始できるよう検討を進

めた。 

 

⑦ 耐震・環境不動産形成促進事業の推進 

老朽・低未利用不動産について、国が民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給することにより、民間の資金

やノウハウを活用して、耐震・環境性能を有する良質な不動産の形成（改修・建替え・開発事業）を促進している。

平成２６年度末時点で、５件の建物の環境改修案件及び開発事業案件への出資を決定し、国費相当額比で約６倍の

民間資金からの投融資が喚起された。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度には、５．５兆円の不動産の証券化が行われ、平成２６年度の不動産証券化実績総額は６５兆円と

なっている。また、平成２６年度の不動産証券化実績額は、平成２５年度（４．４兆円）の約１．２５倍と拡大し

ており、次年度以降も不動産証券化実績が伸びていくことが考えられ、目標年度において目標値の達成が可能であ

ると判断し、Ａと評価した。 

引き続き、多様な不動産を証券化の対象となるように環境整備を進めるとともに、幅広い資金の導入を図ること

が課題である。 

今後は、Ｊリート等による不動産取得に係る不動産流通税の特例措置の対象となる不動産に物流施設（倉庫）及

びその敷地を追加することを実現したこと、平成２６年６月２７日に「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケア

リートの活用に係るガイドライン」を策定したこと、病院不動産を対象とするリートに係るガイドラインは、別途
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検討を進めていることなどにより、Ｊリート等による一層の多様な物件取得が進む。 

また、不動産特定共同事業の普及啓発に取り組むことにより、民間資金の導入を通じた不動産再生事業、不動産

の証券化が促進される。 

さらに、耐震・環境不動産形成促進事業の適切な執行を行うことにより、耐震・環境性能を有する良質な不動産

の形成が促進され、民間投資が喚起されると考えられる。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・ヘルスケアリート市場の成長促進、耐震・環境改修事業の推進、ＰＲＥやＣＲＥの積極的活用の促進等により、証

券化対象不動産の供給拡大を図る。また、公的資金がエクイティの供給サイドとして不動産証券化市場に参画する

よう働きかけること等により、資金供給の担い手の裾野を広げ、不動産証券化市場の成長を図る。 

・地方都市の不動産ファイナンス等の環境整備のため、有識者検討委員会の設置・運営、国内主要地域において地元

関係者（地銀・信金・信組、不動産会社、地方公共団体等）が参加する協議会等の設置・運営、地方都市における

不動産再生事例集の作成等を行う。 

・IMF 等の国際機関による、商業用不動産価格指数の作成に関する国際指針の作成後、当該指針に基づく不動産価格

指数（商業用不動産）の試験運用を開始する。（平成２７年度予算額：115,171 千円） 

（平成２８年度以降） 

・不動産証券化に向けた施策を推進することにより、証券化の対象となる不動産の多様化、導入資金の喚起を図る。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：土地・建設産業局不動産市場整備課（課長 長橋 和久） 
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業績指標１４２ 

 指定流通機構（レインズ）における売却物件に係る各年度の成約報告件数 

 

 

（指標の定義） 

指定流通機構（レインズ）（注１）の売却物件に係る年度の成約報告件数（注２） 
（注１） 指定流通機構（レインズ）とは、宅地建物取引業法により指定された不動産流通機構が保有する不動産物件情報交換システム（Real Estate 

Information Network System）を指すが、レインズという名称は、不動産流通機構（指定流通機構）の通称にもなっている。指定流通機構は、

宅地建物取引業者が流通に関与する売却物件情報を、システム上で多数の宅地建物取引業者が共有し、迅速な情報交換を行うことで、不動産流

通の円滑化を図ることを目的に創設された。 

（注２） 指定流通機構（レインズ）には、宅地建物取引業者が売却依頼を受けた物件が登録されることから、中古物件（マンション・戸建住宅

等）及び土地が登録・成約物件の大半を占める。なお、目標値は売買取引の各年度の成約報告件数を示す。 
（目標設定の考え方・根拠） 

宅地建物取引業法は、専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者に指定流通機構への物件情報

の登録及び成約情報の報告を義務づけている。よって指定流通機構における売却物件の成約報告件数は、中古物件の

流通市場の担い手である宅地建物取引業者が関与する中古物件の取引量を反映しており、不動産流通市場の環境整備

の推進による不動産市場の拡大、活性化の状況を示すものであることから業績指標として採用。 

目標については、平成１８年度から平成２３年度にかけての成約報告件数の伸び（年平均３.６％）が、平成２４

年度以降５年間継続するものとした件数（１５７千件）に、中古住宅流通市場の活性化の施策の効果等を見込み（５％

増）、当該目標値を設定した。 

（外部要因） 

不動産市場動向（地価・住宅価格の下落）、金融市場の動向（金融機関の融資姿勢の変化による資金調達可能額の

変化・金利動向等） 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

第２ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標並びにその達成のために必要な基本的な施策 

３ 多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

① 既存住宅が円滑に活用される市場の整備 

 

・経済財政運営と改革の基本方針２０１４～デフレから好循環拡大へ～（平成２６年６月２４日） 

第２章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題 

３． 魅力ある地域づくり、農林水産業・中小企業等の再生 

（３）観光・交流等による都市・地域再生、地方分権、集約・活性化 

   （都市再生等） 

 

・「日本再興戦略」改訂２０１４－未来への挑戦－（平成２６年６月２４日） 

中短期工程表 

 一．日本産業再興プラン 立地競争力の更なる強化 都市の競争力の向上 

二．戦略市場創造プラン 国民の「健康寿命」の延伸 病気やけがをしても、良質な医療・介護へのアクセスによ

り、早く社会に復帰できる社会 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞ 

Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

１．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１３０千件 １３６千件 １５１千件 １６３千件 １５８千件 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１６５千件（平成２８年度） 

実績値：１６３千件（平成２５年度） 

    １５８千件（平成２６年度） 

初期値：１３６千件（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・不動産総合データベースの整備（平成２５年度予算額：４０，０９７千円、平成２６年度予算額：１００，１８

３千円） 

不動産流通市場における取引の円滑化及び活性化を図るため、不動産取引に係る各種情報の集約・提供を行うシス

テム（不動産総合データベース）を構築する。 

・宅建業者と関連事業者の連携によるワンストップサービスの提供促進（平成２６年度予算額：５０，２２８千円）

中古住宅流通市場の活性化を図るため、中古不動産取引について、宅建業者がリフォームやインスペクション等、

関連する分野の事業者と連携して多様な消費者ニーズに対応できる体制の構築を図る。 

・建物評価手法の構築と普及促進（平成２５年度予算額：２０，０６９千円、平成２６年度予算額：１６，８６６

千円） 

中古住宅流通市場の活性化を図るため、中古戸建て住宅について、取引市場における評価慣行を見直し、本来ある

べき価値を適正に評価するため、宅建業者の建物評価手法の構築と、その取引市場への普及を図る。 

・その他 

不動産市場における消費者向け情報インフラの整備、指定流通機構を活用した不動産取引情報の提供を行う。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の指定流通機構における売却物件の成約報告件数は１５８千件で、現時点では実績値が目標値に達

してはいないものの、これまでの増加ペースを維持した場合、目標年度において目標値の達成が可能であると考え

られる。現在、不動産流通市場の透明性を高め、取引の円滑化及び活性化を図るための取り組みや、中古不動産取

引において、多様な消費者ニーズに対応できる体制の構築を図っており、不動産流通市場の環境整備は着実に進ん

でいるものと考えられる。 

（事務事業等の実施状況） 

・不動産総合データベースの構築・運用に向け、平成２５年度に「不動産に係る情報ストックシステム基本構想」

をとりまとめ、平成２６年度に基本構想を踏まえたプロトタイプシステムを構築した。 

・平成２５年度より全国で１４の地域連携協議会が、ワンストップサービスを提供。地域の中古住宅市場活性化の

担い手として継続して活動する旨の事業者間連携による不動産流通市場活性化宣言を発表した。また、「中古不動

産取引における情報提供促進モデル事業」において、１７のモデル事業を採択し、先進的な取組を支援・事例分析

を実施した。 

・平成２５年度に住宅の状態等を適切に反映すること等を内容とする「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向

けた指針」を策定・公表した。 

・不動産統合サイトにおいて不動産知識の普及啓発のためインターネットコンテンツを掲載する等、消費者保護に

資する情報インフラ整備を推進するために、引き続きコンテンツ充実に向けた取組を実施した。 

・平成１９年４月より、レインズが保有する不動産取引価格情報を活用した消費者向けの情報提供サービスとして
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不動産取引価格情報提供サイト（ＲＭＩ）を本格稼働させ、平成２１年３月、平成２４年３月及び平成２６年７月

に提供情報の拡充および機能性の向上に関する改修を実施した。平成２６年度のＰＶ（ページビュー）数は平成２

４年度比９．４％増加した。（平成２４年度７０４，２３８件、平成２６年度７７０，６９３件） 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は１５８千件で前年比マイナス３．１％となっているものの、平成２３年度から平成２６年度までの増

加ペースを維持することで目標年度に目標値を達成すると見込まれるためＡと評価した。目標値の達成に向けては

不動産流通市場における情報ストックの整備等により取引環境の整備、市場の透明性向上を図ることが課題であ

り、引き続き、以下の通り不動産流通市場の環境整備を図り、既存住宅流通を推進する。 

・「不動産流通市場における情報ストックの整備・提供方法に関する調査・検討」「多様な消費者ニーズに対応した

中古住宅取引モデルの検討」に取り組み、中古住宅流通市場の活性化を図る。 

・不動産統合サイトについては、消費者保護に資する情報インフラの充実を図るために、引き続きコンテンツの充

実に向けた取組を実施する。 

・不動産取引価格情報提供サイトについては、継続して消費者への普及・啓発活動を実施する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・不動産流通市場における情報ストックの整備・提供方法に関する調査・検討（平成２７年度予算額：８４，８６２

千円） 

 不動産取引に必要な情報を効率的に集約・管理し、消費者が求める情報を宅建業者が適時適切に提供できるシステ

ムの全国展開に向け、平成２６年度構築のプロトタイプシステムによる試行運用を実施し、システムを活用した不動

産取引のあり方を検討する。 

・多様な消費者ニーズに対応した中古住宅取引モデルの検討（平成２７年度予算額：２０，０００千円） 

 中古住宅の質に係る情報等を明らかにした上で取引を行うために、宅建業者等に求められる業務を中古住宅取引の

標準的な取引モデルとして整理し、新たなスタンダードとして市場への定着を推進することにより、増大する空き家

の活用、消費者が安心して取引できる取引環境の整備、市場の透明性向上を図る。 

 

（平成２８年度以降） 

・不動産流通市場における情報ストックの整備・提供方法に関する調査・検討 

 不動産総合データベースについて、本格運用開始に向けたシステムの検討・開発を行い、本格運用を開始する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：土地・建設産業局不動産業課（課長 長橋 和久） 
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業績指標１４３ 

 賃貸アパート、マンションに関する相談件数 

 

 

（指標の定義） 

国民生活センターと消費生活センターを結ぶ「全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET：パイオネッ

ト）」に登録された消費生活相談の件数のうち、「賃貸アパート・マンション」に分類された相談の件数 

（目標設定の考え方・根拠） 

直近の4年間（H22年度～H25年度）における相談件数が、対前年度比で平均約4.0%減少していることから、引き続

きこれまでのペースを維持することを目標として設定。 

（外部要因） 

賃貸住宅市場の動向 

（他の関係主体） 

 国民生活センター、消費生活センター 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

第２ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標並びにその達成のために必要な基本的な施策 

３ 多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

③ 多様な居住ニーズに応じた住宅の確保の促進と需要の不適合の解消 

「賃貸住宅市場における標準ルールの普及等を通じて住宅に関するトラブルの未然防止を図る。また、指定住宅紛争

処理機関による住宅に係る紛争処理等、トラブルを円滑に処理するための仕組みの普及・充実を図る。」 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

社会資本整備審議会産業分科会不動産部会 

賃貸不動産管理業の適正化のための制度について（平成２２年２月３日） 

「賃貸住宅管理業の登録制度を設け、登録事業者の業務についてルールを定めることで、その業務の適正な運営を確

保し、賃借人及び賃貸人の利益の保護を図る。」 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

37,333 件 36,346 件 33,442 件 33,290 件 集計中 

 

     
 

 

評 価 

Ｎ 

目標値：２７，２００件（平成３０年度） 

実績値：３３，２９０件（平成２５年度） 

       集計中   （平成２６年度） 

初期値：３３，２９０件（平成２５年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・賃貸住宅の管理に関する法規制がない中で、管理業者が遵守すべき一定のルールを定めるなど賃貸住宅の管理業

務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資する

ことを目的として創設した賃貸住宅管理業者登録制度の適切な運用を図る。 

・民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止等のため、賃貸人・賃借人があらかじめ理

解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と「賃貸住宅標準契約書」

の作成・普及啓発を図る。 

関連する事務事業等の概要 

・該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年度の実績値は、現段階では集計中であるが、平成２１年度から平成２４年度までは順調に相談件数が

減少していたものの、平成２５年度の実績値は前年と比較し、ほぼ横ばいであったため、平成２５年度以降の実績

値によるトレンドを延長した場合、目標年度に目標値を達成できない可能性がある。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２５年度に、賃貸住宅管理業者登録制度の周知・普及を図るため、大手管理会社にヒアリングを実施し、制

度登録の検討を依頼。 

・裁判外紛争解決手続の活用等による民間賃貸住宅の賃貸借関係を巡る紛争の未然防止、紛争解決の円滑化のため

の体制の整備等を支援することにより、紛争解決体制の充実・強化を図った。（平成２２～２６年度） 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、平成２６年度の実績値は、現段階では集計中であり、目標達成状況については判断できないため

Nと評価した。今後については、平成２７年度において、賃貸借契約に関係する内容の研修を実施することにより、

民間賃貸住宅に係るトラブルの未然防止が期待されること、また、賃貸住宅管理業者登録制度の普及促進に係る調

査検討業務を行うことにより、より一層の制度の周知・普及が進むことで賃貸住宅の管理業務の適正な運営の確保

が期待されることから引き続き事業を推進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・賃貸住宅管理業者登録制度について、施行から約３年が経過したことから、制度の運用実態を調査し、効果や課題

等を検証するとともに、制度の普及を促進するための方策について有識者等による検討を実施する。 

予算額：不動産管理上の課題等に関する調査検討経費 ３０,０００千円（平成２７年度）の内数 

・民間賃貸住宅に係るトラブルを未然防止するため、消費生活センターや宅地建物取引業者等で相談業務に携わる者

を対象に、民法改正（案）の動向も含め、賃貸借契約に関係する内容の研修を実施する。 

予算額：重層的住宅セーフティネット構築支援事業 ２３０,０００千円（平成２７年度）の内数 

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：土地・建設産業局不動産業課（課長 長橋 和久） 

関係課：住宅局住宅総合整備課（課長 北 真夫） 
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業績指標１４４  

宅地建物取引業免許行政庁における相談件数 

 

 

（指標の定義） 

宅地建物取引業の免許行政庁（国土交通省及び都道府県）における来庁による相談者対応の件数 

※同一事案に関する2回目以降における対応件数及び電話対応件数は含まない。 

※宅建業法所管部局とは別に紛争・相談等を受け付ける体制が整備されている施設（都道府県における住宅相談所

等）において対応された件数を含む。 

（目標設定の考え方・根拠） 

直近の10年間（H15年度～H24年度）における相談件数が、対前年度比で平均約7.7%減少していることから、引き続

きこれまでのペースを維持することを目標として設定。 

（外部要因） 

不動産取引市場の動向 

（他の関係主体） 

 各都道府県（宅地建物取引業免許行政庁） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   － 

 【閣議決定】 

   － 

 【閣決（重点）】 

   － 

 【その他】 

   － 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

2,886 件 2,339 件 2,088 件 1,906 件 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１，２９０件  （平成３０年度） 

実績値：１，９０６件  （平成２５年度） 

     集計中    （平成２６年度） 

初期値：２，０８８件  （平成２４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

宅地建物取引に係る消費者利益の保護を図るため、宅地建物取引業法の的確な運用に努めている。関係機関と連携

しながら苦情・紛争の未然防止に努めるとともに、同法に違反した業者には、厳正な監督処分を行っている。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

順調である。 

平成 26 年度の実績値は集計中であるが、平成 25 年度における相談件数は前年度比で 8.7％減少した。 

（事務事業等の実施状況） 

平成 25 年度において、国土交通省及び都道府県は、宅地建物取引業法に違反した業者に対し、314 件（免許取消

184 件、業務停止 65 件、指示 65 件）の監督処分を行った。 

 平成 26 年度に実施した規制の事前評価である「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

政令の整備に関する政令案」の事後検証については、平成 26 年度の実績値は集計中であるものの、平成 25 年度に

おける相談件数が平成 24 年度比で 8.7％減少していることから、順調であったと評価できる。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成 25 年度における相談件数が前年度比で 8.7％減少していることから、Ａと評価した。

引き続き、宅地建物取引業法違反業者に対する監督処分を行っていく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

・宅地建物取引業法の一部を改正する法律（議員立法）の施行 

 従業者資質の向上等を規定した宅地建物取引業法の一部を改正する法律を平成２７年４月１日より施行するとと

もに、平成 26 年度における検討結果に基づいた法定講習を実施する。 

・民法改正への対応に係る調査・検討 

 改正民法の施行に備え、不動産取引に係る紛争を未然に防止するため、不動産取引実務への影響について把握・整

理するとともに、有識者や実務家からなる検討会を開催し、不動産取引実務に係るガイドライン等を作成の上、業界

への普及・啓発を行う。  

（平成２８年度以降） 

・なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 土地・建設産業局不動産業課（課長 長橋 和久） 
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関連指標１７ 

 法人及び世帯が所有する宅地などに係る低・未利用地（空き地等）の面積 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

土地基本調査（５年毎調査）において集計された法人及び世帯が所有する宅地など（「農地・林地」、「他社への販

売を目的として所有する土地」以外の土地）に係る低・未利用地面積のうち「空き地」とされた土地利用等の合計面

積（単位：万 ha） 

（目標設定の考え方・根拠） 

低・未利用地の面積については、人口・世帯数の減少や産業構造の変化といった社会経済状況を踏まえ、今後増加

することが懸念されているところであるが、その増加を抑制し、少なくとも維持することを目標とするため、１３．

１万 ha とした。 

（外部要因） 

・人口・世帯の減少に伴う土地需要の減少 

・国内産業構造の転換や景気の動向を背景としたオフィス用地や商業施設用地、工場用地などの企業の土地需要の

動向 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

  

 

 

過去の実績値 （年）

 Ｈ１５ Ｈ１６～１９ Ｈ２０ Ｈ２１～２４ Ｈ２５ 

１３．１ － １２．２ － 集計中 

 

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・国土利用計画法の的確な運用 

 適正かつ合理的な土地利用の実現を図るため、国土利用計画法に基づく土地取引規制制度や土地利用基本計画の

適時・的確な運用を行う。 

予算額：４３，８９１千円（平成２５年度）、４３，５６２千円（平成２６年度） 

実績値等 

目標値：１３．１万 ha（平成３０年） 

実績値：１２．２万 ha（平成２０年） 

      集計中  （平成２５年） 

初期値：１３．１万 ha（平成１５年） 
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・特定の事業用資産の買換え等の特例措置（所得税・法人税） 

 長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について

課税を繰延べ。（繰延率８０％等） 

・土地・住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置（不動産取得税） 

 土地・住宅の取得に係る不動産取得税の税率を軽減。 

・宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例措置（不動産取得税） 

 宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準を２分の１に軽減。 

・土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の特例措置（登録免許税） 

 土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税について税率を軽減。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

関連指標である「法人及び世帯が所有する宅地などに係る低・未利用地（空き地等）の面積」は５年毎に実施さ

れる土地基本調査に基づくものであり、平成２５年の調査結果は平成２７年秋～冬頃確定のため、平成２５年の実

績については把握できない。 

（事務事業等の実施状況） 

人口減少・少子高齢化等社会経済構造が大きく変化しつつある中で、土地資源の適正な利用・管理の推進に関す

る検討を行った。また、土地取引のあった場所やその面積に関する情報を提供するなど都道府県等へ必要な支援を

実施し、国土利用計画法の的確な運用を図っている。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 土地・建設産業局企画課（課長 百﨑 賢之） 

関係課： 土地・建設産業局不動産市場整備課（課長 長橋 和久） 

国土政策局総合計画課（課長 白石 秀俊） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 32年度

1.35兆円 0.91兆円 1.35兆円 1.18兆円 1.6兆円 1.8兆円 2.0兆円

- - - - -

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

97% 97% 97% 97% 100% 集計中 100%

－ － － － －

初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

2.57% 2.23% 2.09% 2.57% 3.53% 集計中 3.00%

－ － － － －

初期値 目標値

23年 22年 23年 24年 25年 26年 28年

0.8% -0.6% 0.8% 1.0% 1.57% 1.77% 1.2%以下

－ － － － －

初期値 目標値

23年 22年 23年 24年 25年 26年 28年

9.5ﾎﾟｲﾝﾄ 2.5ﾎﾟｲﾝﾄ 9.5ﾎﾟｲﾝﾄ 31.25ﾎﾟｲﾝﾄ 26.25ﾎﾟｲﾝﾄ 43.5ﾎﾟｲﾝﾄ 30ﾎﾟｲﾝﾄ以下

－ － － － －

初期値 目標値

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

0%（63.89日） 13.6%(55.22日) 21.7%(50.00日) 30.3%(44.54日) 29.9%(44.76日) 30.2%(44.57日) 30%（44.72日）

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

894 990 1,155 1,287

1,845 0 94 -

0 0 0 -

2,739 990 1,248 1,287

2,652 917

③相当程度進展あり

施策目標個票
（国土交通省26－㉜）

施策目標 建設市場の整備を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析
建設投資の増加等により、建設企業の利益率等に改善が見られる一方、引き続き
技能労働者については、担い手確保対策の更なる強化を図ることが必要。

　建設企業が置かれた厳しい状況を踏まえ、建設企業の健全な経営環境の整備や技能労働者の確保・育成を図ると
ともに、我が国建設業の海外展開を推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

Ｂ

145 我が国建設企業の海外建
設受注高

実績値

暦年ごとの目標値

関連指標

評価

年度ごとの目標値

評価結果

今後とも、中小・中堅建設企業をはじめとした建設企業の経営基盤の強化や海外展
開の推進を図るとともに、建設業における担い手の確保・育成に向けて、適正な賃
金水準の確保や若手の早期活躍の推進、女性の更なる活躍など、総合的な取組の
強化を図る。
なお、業績指標148については、工事量の増大等を含む需給により変動するもので
あることから、次年度以降については、建設技能労働者の確保に係る現況について
外的要因を可能な限り排除した形で評価を行うため、建設技能労働者の処遇に関す
る定量的な指標により評価を行うことを検討している。

評価

Ａ

主要な業績指標は業績指標145～147であり、既に目標達成済の指標や、目標達成
目前の指標が存在することにより、上記のとおり判断した。

評価

関18　建設関連業登録制度に
係る申請から登録処理までの
所要日数の低減率

実績値

年度ごとの目標値

148　建設技能労働者の過不足
状況（②技能工のＤ．Ｉ．）

実績値

28年度要求額

147　専門工事業者の売上高営
業利益率

実績値

146 公共工事の入札及び契約
の適正化の促進に関する法律
に基づく施策の実施状況（入札
監視委員会等第三者機関の設
置の状況）

実績値

当初予算（a）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

148　建設技能労働者の過不足
状況（①不足率）

実績値
評価

Ｂ
暦年ごとの目標値

評価

A
年度ごとの目標値

評価

Ａ
年度ごとの目標値
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87 73

平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

作成責任者名
建設業課

（課長　北村　知久）

不用額（百万円）

担当部局名 土地・建設産業局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期
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業績指標１４５ 

 我が国建設企業の海外建設受注高 

 

 

（指標の定義） 

我が国の主要建設企業（海外建設協会会員企業）による海外建設工事受注高の合計額 

（目標設定の考え方・根拠） 

国内建設市場が長期的に縮小傾向にあり、競争がさらに厳しさを増す一方で、アジアを中心とする世界の建設市場

では経済成長に伴う膨大なインフラ需要の発生が見込まれている。このような中で、本事業は、我が国建設企業の持

続的な発展を図り、我が国の成長戦略を実現するため、地方・中小建設企業を含む我が国建設企業の海外展開を支援

することとし、建設企業の新規年間海外受注高を平成 21 年～23 年度の受注高の平均に建設投資年平均伸び率を勘案

して、平成 32 年度までに年間 2兆円までに伸ばすことを目標とする。なお、「建設業の新規年間海外受注高 2 兆円」

は「日本再生戦略」（平成 24 年 7 月 31 日閣議決定）に明記された目標である。 

（外部要因） 

景気動向、相手国の政情等の社会・経済情勢 

（他の関係主体） 

 外国政府及び政府関係機関等の公共発注者 

 日系製造業等の民間発注者 等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ○日本再生戦略（平成２４年７月３１日閣議決定） 

   平成３２年度までの目標：建設業の新規年間海外受注高２．０兆円以上 

   平成２７年度までの目標：建設業の新規年間海外受注高１．５兆円以上 

 

 

■重点施策：パッケージ型インフラ海外展開支援 

「パッケージ型インフラ海外展開促進プログラム」（平成２４年６月２７日パッケージ型インフラ海外展開関

係大臣会合決定）に基づき、広域開発プロジェクトの上流段階からの関与、インフラ案件の発掘・形成力強化

等により、日本の技術・ノウハウが活用される案件の形成を支援するとともに、「川上から川下まで」の受注に

向けた体制・プレイヤーの強化、コスト競争力・差別化の強化、インフラプロジェクト専門官の活用促進、公

的ファイナンス支援の強化等を通じ日本企業の案件受注を強力に支援し、高い成果に結び付ける。 

 

■重点施策：振興国の中間層など世界の成長市場の開拓、クールジャパン推進等 

振興国での事業に必要な内外人材の育成・確保支援、サービス業、建設業等の海外展開を支援する枠組みの

構築等を強力に推進することで、中小企業を始め日本企業の振興国におけるビジネス展開を支援する。 

 

  ○インフラシステム輸出戦略（平成２５年５月１７日経協インフラ戦略会議決定、平成２６年６月３日改訂） 

   我が国企業が２０２０年に約３０兆円（２０１０年１０兆円）のインフラシステムを受注することを目指す。

 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

９，０７２億円 １３，５０３億円 １１，８２８億円 １６，０２９億円 １８，１５３億円 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：２．０兆円  （平成３２年度） 

実績値：１．６兆円  （平成２５年度） 

１．８兆円  （平成２６年度） 

初期値：１．３５兆円 （平成２３年度） 

445



 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

我が国の建設産業の海外展開を推進するため、主に以下の事業を実施。 

 海外の建設・不動産市場に関する情報収集・提供 

海外建設・不動産市場データベースの整備、在外公館や民間人材（民間アタッシェ）からの情報収集・提供等

を実施 

 建設産業の海外進出に対する支援 

トップセールス、トラブル・紛争案件への対応、中小・中堅企業のビジネスマッチング機会提供等を実施 

 新興国の建設関連制度整備支援 

日本の建設業・不動産業に関する制度を紹介するためのセミナー等を実施 

 拠点国等の政府・企業と連携した市場環境整備 

地域の拠点である国の政府・企業等と連携し、日系インフラ関連企業の第三国への展開等を支援するためのセ

ミナー等を実施 

【平成 25 年度予算額：70,083 千円、平成 26 年度予算額：103,818 千円】

関連する事務事業等の概要 

該当無し 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 24 年度の海外建設受注高の実績は平成 23 年度と比較して微減しているものの、平成 25 年度においては大

幅に増加し、リーマンショック後では最高の 1.6 兆円の大台を超えており、平成 32 年度の目標値の達成に向けて

順調な伸びを示している。 

（事務事業等の実施状況） 

 海外の建設・不動産市場に関する情報収集・提供 

 平成 26 年 4月から、上記項目における対象となる市場に不動産市場を追加し「海外建設・不動産市場データベ

ース」とするとともに、対象国に欧米・中東・アフリカ等の 12 ヶ国を追加し、調査項目の充実化を図った。 

 現時情報に詳しい人材を民間アタッシェとして活用し、建設・不動産業の海外展開に資する情報を調査・収集

し、HP に情報を掲載。 

 中堅・中小建設企業を対象とするアドバイザリー事業を随時実施。 

 建設産業の海外進出に対する支援 

 トップセールスの展開や案件形成支援、二国間会議（ベトナム、インドネシア、トルコ等）の開催等を通じ、

事業初期段階からの戦略的支援・海外進出意欲の醸成に係る取組を実施。 

 中堅・中小建設企業を対象とするセミナーの開催、訪問団の現地派遣等による支援を実施。 

 新興国の建設関連制度整備支援 

 ベトナム（平成 26 年 10 月）、ミャンマー（平成 27 年１月）等において日本の建設業や公共入札制度等に関す

るセミナーを実施。 

 拠点国等の政府・企業と連携した市場環境整備 

 シンガポール（平成 27 年２・３月）及びトルコ（平成 27 年３月）において、両国政府や関連企業によるセミ
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ナーを実施。 

 平成 22 年度に実施した政策アセスメント（平成 23 年度予算概算要求）である「官民連携による海外プロジェ

クトの推進」及び平成 24 年度に実施した政策アセスメント（平成 25 年度予算概算要求）である「防災分野の

海外展開支援」の事後検証については、本業績指標をもってその効果を測定しているところ、平成 26 年度にお

ける実績値は 1.8 兆円であり、目標年度である平成 32 年度に 2.0 兆円を達成できそうな見込みであり、順調で

あると評価できる。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成 24 年度の海外建設受注高の実績は平成 23 年度と比較して微減しているものの、平成

26 年度においてはリーマンショック後では最高の 1.8 兆円と大幅な伸びを示しており、目標達成に向け順調に推移

していることから A と評価した。引き続き、平成 32 年度の目標値の達成に向け、我が国の建設業の海外展開を積

極的に支援する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

拠点国等の政府・企業等と連携した市場環境整備に関し、連携する拠点国の拡大を図る他、日本企業が請負以外の分

野に進出するための新たなビジネスモデルの構築支援等を実施することにより、我が国の建設業の海外展開を強化す

る。【平成２７年度予算額：103,227 千円】 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 土地・建設産業局 国際課（課長 永森 栄次郎） 
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業績指標１４６ 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく施策の実施状況（入札監視委員会等第三者機関の設

置の状況） 

 

 

（指標の定義） 

国及び国土交通省所管のうち公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（注）の対象となる特殊法人等

における第三者機関の設置状況（設置済み発注機関数の対象発注機関数に対する比率） 
（注）国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全

な発達を目的として、「透明性の確保」「公正な競争の促進」「適正な施工の確保」「不正行為の排除の徹底」について、発注者の義務等を定めた法律。

（分子）＝第三者機関設置済み発注機関数 

（分母）＝入札契約適正化法の対象発注機関数 

（目標設定の考え方・根拠） 

入札契約の透明性確保にあたっては外部の第三者機関による監視が最も有効であることから、国・国土交通省所管

法人等においてはすべての発注者において設置することを目標として設定。平成２８年度１００％導入を目指し、そ

の後も将来にわたって１００％を維持する。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 他府省庁・特殊法人等（設置主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

９７％ ９７％ ９７％ １００％ Ｈ２７年度集計予定

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％（平成２８年度） 

実績値：９７％ （平成２４年度） 

１００％（平成２５年度） 

    集計中 （平成２６年度） 

初期値：９７％ （平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

毎年度入札契約適正化法に基づく措置状況調査を行い、各発注者に対し必要な措置を講じるよう入札契約適正化法

に基づき要請。             予算額：０千円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度の実績は１００％であり、目標値を達成している。 

（事務事業等の実施状況） 

入札契約適正化法第１９条に基づき、国、特殊法人等の公共工事発注者を対象として、平成２５年度における同

法及び適正化指針の措置状況を調査し、公共工事における入札及び契約の適正化を推進しているところ。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

努力義務事項である「入札監視委員会等第三者機関の設置」について、その重要性を周知し、設置や提出の要請

を図ること等により、各発注者における取組の推進を図る。平成２４年度までの実績は、初期値から目標値にむけ

て高水準で安定的に推移しており、また、平成２５年度には１００％となり目標値を達成していることから、Ａと

評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室 （室長 三浦 逸広） 

関係課：大臣官房地方課 （課長 古川 陽） 

大臣官房技術調査課（課長 五道 仁実） 
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業績指標１４７ 

 専門工事業者の売上高営業利益率 

 

 

（指標の定義） 

専門工事業者の売上高に占める営業利益の割合（建設工事施工統計調査をもとに算出） 

※専門工事業者の売上高営業利益率＝（営業損益/完成工事高）×１００ 

※専門工事業＝建設工事施工統計調査の職別工事業＋設備工事業 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

 専門工事業者は、総合工事業の機能の外注化により、建設生産プロセスの中でいわば中核的とも言える役割を担

うようになっているが、これまで続いた建設投資の低迷等専門工事業者を取り巻く経営環境が依然厳しい中で、技

術や経営に優れた専門工事業者がのびることができる環境の整備を図ることが必要である。 

 その際、専門工事業者の経営状況の善し悪しを適切に把握し、専門工事業者の経営体質の強化を図っていく必要

があるが、経営状況を的確に把握する指標としては売上高営業利益率が挙げられる。 

 営業利益は本業からあがる収益を表す指標であることから、営業利益の売上高に占める割合を計ることで的確に

専門工事業者の収益力を把握することが可能である。 

 平成 24 年度法人企業統計調査によると、全産業の売上高営業利益率は 2.9％であるため、平成 30 年度にはこれ

を上回る 3.0％を目指す。 

 

（外部要因） 

建設投資の増減等 

 

（他の関係主体） 

 専門工事業者（事業主体） 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 該当なし 

 【閣議決定】 

 該当なし 

 【閣決（重点）】 

 該当なし 

 【その他】 

 該当なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２．２３％ ２．０９％ ２．５７％ ３．５３％ 集計中 

 

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値： ３．０％（平成３０年度） 

実績値：３．５３％（平成２５年度） 

    集 計 中（平成２６年度） 

初期値：２．５７％（平成２４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

建設企業等のための経営戦略アドバイザリー事業の実施 

 社会資本の整備・維持管理や地域の防災・減災など、地域社会を支える建設企業等の経営体質を強化すべく、新

事業展開等の経営上の課題又は施工管理等の技術的な課題の解決を支援するための専門家によるアドバイスを実

施するとともに、インフラのメンテナンス分野への進出をはじめとする新たな事業展開や企業再編・廃業といった

モデル性の高い案件については、重点的に支援を行う。 

平成２５年度予算額：185,425 千円・平成２６年度予算額：185,640 千円 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「順調である」 

平成２６年度については集計中であるが、平成２５年度については、一定の経営体質の強化及び建設投資の増加

という外部要因もあって目標値を達成しており、順調に推移しているといえる。 

（事務事業等の実施状況） 

建設企業等のための経営戦略アドバイザリー事業の実施状況 

＜相談支援＞ 

平成２５年度：８２５件、平成２６年度：８７６件 

＜重点支援＞ 

平成２５年度：４３件、平成２６年度：４８件 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、一定の経営体質の強化、建設投資の増加等の外部要因もあって、売上高営業利益率が上昇

した結果、目標値を達成したため「Ａ」と評価した。今後も様々な外部要因が指標に影響を与えるものと考えるが、

専門工事業者の利益維持・向上に向けた取組は引き続き必要であることから、平成２７年度より実施する「地域建

設産業活性化支援事業」の活用を図ること等により、専門工事業者の利益増進のための環境整備を進めることとす

る。なお、目標値については、建設投資の動向や平成 26 年度の実績値を分析し、見直しの要否を検討する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

地域建設産業活性化支援事業 

 中小・中堅建設企業等が複数の建設企業等、建設業団体、地域教育訓練施設等とグループを結成し、担い手確保・

育成や生産性向上に関するモデル性の高い取組みを行う場合に、継続的なコンサルティング支援や事業の実施経費の

支援を実施する。 

あわせて、中小・中堅建設企業等に、人材開発の専門家、中小企業診断士、技術士等の専門アドバイザーを派遣し、

幅広い相談等を実施する。 

平成２７年度予算額：189,512 千円 

（平成２８年度以降） 

 建設企業を取り巻く経営環境等を注視しつつ、事業実施手法等について必要な見直しの要否について検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 土地・建設産業局建設市場整備課（課長 木村 実） 
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業績指標１４８ 

 建設技能労働者の過不足状況（①不足率、②技能工のＤ．Ｉ．） 

 

 

（指標の定義） 

①建設労働需給調査結果（国土交通省） 

調査対象職種（鉄筋工、型わく工等）の労働者を直用する建設業者による技能労働者の確保状況（回答数）を 

以下により算出した、建設技能労働者の不足率（年平均、８職種計、全国、原数値）。 

確保したかったが     確保したが 

出来なかった労働者数 － 過剰となった労働者 

不足率 ＝                        × １００ 

確保している労働者数 ＋ 確保したかったが 

出来なかった労働者数 

②労働経済動向調査（厚生労働省） 

調査対象産業に属する全国の民営事業所に対して実施された調査において、労働者の過不足感について、不足

（「やや不足」と「おおいに不足」の計）と回答した事業所の割合から過剰（「やや過剰」と「おおいに過剰」の

計）と回答した事業所の割合を差し引いた値（「労働者過不足判断Ｄ.Ｉ.」）のうち、建設業における技能工のＤ.

Ｉ.（年平均（四半期毎の結果を平均して算出））。 

※Ｄ.Ｉ.はディフージョン・インデックス（Diffusion Index）の略である。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

   少子高齢化社会が到来し、労働力人口が大幅に減少することが予想され、将来的に優秀な建設技能労働者が大

幅に減少することが懸念される中、建設技能労働者の過不足のない需給状況が望ましいところであるが、需給バ

ランスが平成１８年以上に悪化しないことを目標とする。 

 

（外部要因） 

   建設投資の動向 

 

（他の関係主体） 

   なし  

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   なし 

 【閣議決定】 

   なし 

 【閣決（重点）】 

   なし 

 【その他】 

   なし 

 

 

 

 

①過去の実績値 （年） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－０．６％ ０．８％ １．０％ １．５７％ １．７７％ 

 

②過去の実績値 （年） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２．５ﾎﾟｲﾝﾄ ９．５ﾎﾟｲﾝﾄ ３１．２５ﾎﾟｲﾝﾄ ２６．２５ﾎﾟｲﾝﾄ ４３．５ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

 

 

 

 

評 価 

① Ｂ 

② Ｂ 

目標値：①絶対値１．２％以下（平成２８年） 

    ②絶対値３０ﾎﾟｲﾝﾄ以下(平成２８年） 

実績値：①１．５７％②２６．２５ポイント（平成２５年） 

    ①１．７７％②４３．５０ポイント（平成２６年） 

初期値：①０．８％、②９．５ﾎﾟｲﾝﾄ（平成２３年） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

建設技能労働者人材確保・育成促進事業の創設 

・社会保険の加入徹底に向けた取組を進めるとともに、建設企業の将来を担う中核的な技能労働者の確保・育

成などに取り組むことにより、就労環境の改善、建設業における人材の確保等を推進する。 

平成２５年度予算額：51,460 千円 平成２６年度予算額：57,649 千円 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２６年の建設労働需給調査の不足率は、平成２５年の１．５７％から０．２ポイント増加して１．７７％

となった（平成２６年１－３月期に上昇したものの、４月以降は年平均を概ね下回って推移。） 

また、労働経済動向調査の技能工Ｄ．Ｉ．については、平成２５年の２６．２５ポイントから１７．２５ポイ

ント増加し、４３．５ポイントであった。 

（事務事業等の実施状況） 

 ・建設産業の担い手の確保・育成を図るため、適切な賃金水準の確保及び社会保険等への加入徹底による技能労

働者の処遇改善に向けた取組を進めるとともに、若年入職促進施策等を推進し、長期的な視野に立った人材育

成及び技能・技術継承の促進に向けて検討を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・建設労働需給調査については平成２６年の１－３月期の数値が全体平均を押し上げたものであり、以降は緩

和傾向で推移していること、また、総務省の労働力調査を基に国土交通省で試算したところでは、建設技能

労働者の数は、平成２６年は３４１万人と平成２５年よりも３万人程度増加していることから、不足率、技

能工Ｄ．Ｉ.の数値のみをもって評価を行うことが困難な状況であるが、平成２６年の建設労働需給調査の不

足率及び労働経済動向調査の技能工Ｄ．Ｉ．については共に目標値である絶対値を超えたため、「Ｂ」と評価

した。 

近年、建設投資の減少等により競争が激化し、地域社会を支えてきた建設企業が疲弊するとともに、就労環

境の悪化等により若年就職者が減少し高齢者が増加傾向にあった。そのため、建設技能労働者の処遇の改善

を進め、建設技能労働者の確保・育成を進めてきたことで、上記のとおり、建設技能労働者の数の増加、若

年入職者の増加といった明るい兆しが見えつつある。引き続き、技能労働者の処遇改善に向けた賃金水準の

適正化の検討（賃金水準等に関する各種統計の集計・解析、周知・啓発）、社会保険加入促進計画の中間見直

しを通じた更なる社会保険等への加入徹底方策に関する調査（社会保険加入状況、法定福利費を内訳明示し

た見積書等の活用状況の調査）を進めるとともに、２７年度においても新たな取組を実施することとしてい

る。 

・なお、建設労働需給調査の不足率等については、需給により変動するものであり、一時的な工事量の増大等

により年平均の数値が押し上げられ、客観的な評価が困難となる局面も見られることから、次年度以降につ

いては、建設技能労働者の確保に係る現況について外的要因を可能な限り排除した形で評価を行うため、建

設技能労働者の処遇に関する定量的な指標により評価を行うことを検討している。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

人材の効率的な活用に向けた専門工事業者の施工体制の繁閑を可能な限り平準化させるための手法の検討 
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平成２７年度予算額：77,125 千円の内数 

（平成２８年度以降） 

  なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室（室長 長福 知宏）  
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関連指標１８ 

 建設関連業登録制度に係る申請から登録処理までの所要日数の低減率 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

建設関連業（測量業、建設コンサルタント、地質調査業）登録制度に係る各種申請を平均化した 1申請あたりの申

請から登録処理までの所要日数の低減率 

（分子）＝平成２１年度の登録所要日数から新システムを運用した当該年度の登録所要日数を引いた低減日数 

（分母）＝平成２１年度の登録所要日数 

（目標設定の考え方・根拠） 

建設関連業登録システムは、建設関連業の登録に関する事務を支援するシステムであり、申請の受付部局である各

地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局で利用されているものである。 

所要日数の低減については、新しい建設関連業者登録システムの導入に伴う登録情報の入力時間の削減効果によ

り、平成２４年度に当初の目標であった低減率３割を達成した。現在、登録制度の改正等は予定されておらず、かつ、

システム改修も行わないため、初期値から３割削減状況の維持を目指すものである。 

（外部要因） 

申請者の国土交通省オンライン申請システムの利用状況 

（他の関係主体） 

 発注者、申請者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１３．６％ 

（５５．２２日） 

２１．７％ 

（５０．００日） 

３０．３％ 

（４４．５４日） 

２９．９％ 

（４４．７６日） 

３０．２％ 

（４４．５７日） 

 

実績値等 

目標値：３０．０％（４４．７２日）（平成２９年度）

実績値：２９．９％（４４．７６日）（平成２５年度）

    ３０．２％（４４．５７日）（平成２６年度）

初期値：０％（６３．８９日）（平成２１年度） 
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建設関連業登録制度に係る申請から登録処理までの所要日数の低減率
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

建設関連業者登録システムの改善及び運用 

建設関連業者の登録・審査を各地方整備局等で円滑に行うため、申請者と発注者の利便性向上に寄与するシステ

ムの改善を行い、システムの安定的な運用を行う。 

予算額 １４，２８１千円（平成２５年度） 

    １１，１６７千円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当無し 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

平成２５年度は目標値を０．０４日分未達だったが、平成２６年度とともに、おおむね目標値を達成してお 

り、順調であったと評価できる。 

（事務事業等の実施状況） 

建設関連業者登録システムの改善及び運用 

建設関連業者の登録・審査を各地方整備局等で円滑に行うため、申請者と発注者の利便性向上に寄与するシ

ステムの改善を行い、システムの安定的な運用を行う。 

予算額 １４，２８１千円（平成２５年度） 

    １１，１６７千円（平成２６年度） 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 土地・建設産業局建設市場整備課（課長 木村 実） 
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初期値 目標値

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

約5,000件 約10,000件 約10,500件 約12,000件 約13,500件 約15,900件 約14,800件

－ － － － －

初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

約915,000件 約915,000件 約812,000件 約808,000件 約1,012,000件 約734,000件 約960,000件

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

683 594 609 893

0 0 0 -

0 0 0 -

683 594 609 893

615 527

0 0

68 67

担当部局名 総合政策局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
情報政策課

（課長　金子　英幸）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

年度ごとの目標値

149-②　統計の情報提供量及
びその利用状況
（②HPアクセス件数）

実績値

28年度要求額

評価結果

　統計利用者の利便性の確保及び統計調査の効果的・効率的な実施につなげるた
めにも、引き続き調査結果のより一層の活用、利用拡大を図っていく必要があるた
め、引き続き、統計の情報提供の取組を推進する。

評価

Ａ

　本施策目標の業績指標である統計の情報提供量である収録ファイル数について
は、平成26年度末の実績値で目標値を達成したがホームページのアクセス件数に
ついては、平成26年度末の実績値は、目標値の76％となり、前年度を下回り進展し
なかったため、④進展が大きくないと判断した。

評価

施策の分析
市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図るため、統計調査結果をホームページ
に掲載することにより、収録ファイル数を増加させ、情報の充実を図ると共に、統計
利用者利便の向上を図った。

現行統計の改廃や統計利用者の視点に立った統計データの加工、ホームページを通じた電子的な統計データの公
表により、市場・産業関係の統計の体系的な提供を行うとともに、将来を見据えた新たな統計ニーズへの対応を図り、
統計利用者の利便性の向上を図る。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

Ｂ

149-①　統計の情報提供量及
びその利用状況
（①収録ファイル数）

実績値

年度ごとの目標値

④進展が大きくない

施策目標個票
（国土交通省26－㉝）

施策目標 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る

施策目標の概要及び
達成すべき目標
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業績指標１４９ 

 統計の情報提供量及びその利用状況（①収録ファイル数、②ＨＰアクセス件数） 

 

 

（指標の定義） 

市場・産業関係の統計の体系的な提供に資するため、情報提供の量及びその利用状況（収録ファイル数、ホームペ

ージへのアクセス件数）を指標とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

統計調査結果については、ホームページ（http://www.mlit.go.jp/statistics/details/index.html 等）を通じて

電子的に統計データを提供しており、収録ファイル数及びアクセス件数を把握することにより、より一層の調査結果

の活用、利用拡大を図るための指標とする。 

収録ファイル数については、ホームページに掲載する統計データについて、利用者の利便性を考慮した加工可能な

形式での統計データの提供拡大を推進することとし、これまでの作業の進展状況や今後の作業予定等から、平成 27

年度までに約 14,800 件とすることを目標とした。 

また、ホームページアクセス数については、平成 22 年度の実績を基に毎年度着実に 1％伸ばすことを目指して、平

成２７年度までに年間約 960,000 件とすることを目標とした。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし   

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値（①収録ファイル数） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約１０，０００件 約１０，５００件 約１２，０００件 約１３，５００件 約１５，９００件 

 

過去の実績値（②ＨＰアクセス件数） （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

約９１５，０００件 約８１２，０００件 約８０８，０００件 約 1,012,000 件 約７３４，０００件

 

評 価 

① Ａ 

② Ｂ 

①目標値：約１４，８００件（平成２７年度） 

 実績値：約１３、５００件（平成２５年度） 

     約１５，９００件（平成２６年度） 

 初期値： 約５，０００件（平成１８年度） 

②目標値：  約９６０，０００件（平成２７年度） 

 実績値：約１，０１２，０００件（平成２５年度） 

       約７３４，０００件（平成２６年度） 

初期値：  約９１５，０００件（平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

統計調査結果については、ホームページを通じて電子的な統計データの提供を行い、統計利用者の利便性の向上を

図る。 

建設統計関係予算額   １７６，２２１千円（平成２５年度）

                                  １７９，４６７千円（平成２６年度）

交通統計関係予算額   ４０１，１３０千円（平成２５年度）

                                  ４００，６０３千円（平成２６年度）

大都市交通センサス予算額      ０千円（平成２５年度）

                                        ０千円（平成２６年度）

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

統計の情報提供量である収録ファイル数について、平成２６年度末の実績値は約１５，９００件であり、目標値

の約１４，８００件を達成した。 

ホームページアクセス件数について、平成２６年度末の実績値は約７３４，０００件であり、平成２５年度の実

績値を下回っているものの、「政府統計総合窓口（e-Stat）」内の国土交通省に係る統計表のアクセス件数は、前年

度比約１２％増加していることから、今後も国土交通省に係る統計表のアクセスは増加することが見込まれる。 

 

（事務事業等の実施状況） 

 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図るため、統計調査の結果をホームページに掲載することにより、収

録ファイル数を増加させ、情報の充実を図るとともに統計利用者の利便性の向上を図った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、統計の情報提供量である収録ファイル数について、平成２６年度末の実績値は約 

１５，９００件であり、目標値の約１４，８００件を達成したことから、Ａと評価した。 
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また、ホームページのアクセス件数については、平成２６年度末の実績値は、約７３４，０００件であり、平成

２５年度末の実績値を下回り、目標値への進捗率が７６％を示しているため、Ｂと評価した。  

今後も引き続き、統計利用者の利便性の確保及び統計調査の効果的・効率的な実施につなげるためにも、調査結

果のより一層の活用、利用拡大を図っていく必要があるため、統計の情報提供の取組を推進する。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 現在の指標である統計の情報提供量に係る指標については、平成２７年度で目標値の設定期限が到来することか

ら、新たな目標の見直しの検討を行うとともに、新規の取り組みについても、併せて検討を行うこととする。 

 

（平成２８年度以降） 

 平成２７年度に設定する業績指標に沿って、取り組みを行うこととする。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局情報政策課（課長 金子 英幸）  

関係課：総合政策局情報政策課建設経済統計調査室（室長 池田 亨） 

    総合政策局情報政策課交通経済統計調査室（室長 稲本 隆文） 

    総合政策局公共交通政策部交通計画課（課長 海谷 厚志）  
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初期値 目標値

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 31年度

49% 49% 49% 50% 51% 51% 57%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 31年度

40.3% 17.1% 40.3% 60.9% 70.7% 77.0% 100%

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

14,019 12,166 11,868 11,604

1,600 3,500 3,013 -

1,075 2,525 4,054 -

16,693 18,191 18,935 11,604

13,833 13,902

2,525 4,054

335 235

施策目標個票
（国土交通省26－㉞）

施策目標 地籍の整備等の国土調査を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価結果

　地籍調査については、都市部官民境界基本調査及び山村境界基本調査の継続し
た実施や国土調査法第19条第5項の指定制度の更なる活用等を通じて地籍整備を
一層推進していくとともに、予算・人員体制の確保や地域住民に対する啓発等を行う
よう市町村等に対して働きかけを行っていく。また、新技術を活用した効率的な測量
手法の導入についても積極的に検討を進める。
　土地分類基本調査（土地履歴調査）については、目標達成に向け引き続き推進し
ていく。

地籍の整備等の国土調査を推進し、地籍の明確化を図ること等により、土地に関する最も基礎的な情報を整備する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

A

150　地籍調査対象面積に対す
る地籍調査実施地域の面積の
割合

実績値

年度ごとの目標値

④進展が大きくない

評価

Ｂ

　①地籍調査対象面積に対する地籍調査実施地域の面積の割合及び②土地分類
基本調査（土地履歴調査）を実施した面積の割合を主要な業績指標としている。
　①地籍調査対象面積に対する地籍調査実施地域の面積の割合については、目標
年度（平成31年度）の目標値（57%）から平成26年度の目標値を53%と仮定すると、達
成率は50%となる。
　②土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施した面積の割合については、目標年
度（平成31年度）の目標値（100%）から平成26年度の目標値を63%と仮定すると、達
成率は164%となる。
　そこで、事業規模も勘案し、全体としては、「進展が大きくない」と評価した。

評価

年度ごとの目標値

151　土地分類基本調査（土地
履歴調査）を実施した面積の割
合

実績値

施策の分析

　 地籍調査については、平成26年度には実績値が51%となったが、平成31年度まで
の目標（57%)に照らすと、目標達成に向けて今後一層の取組が必要である。
　土地分類基本調査（土地履歴調査）については、平成26年度の実績値が77.0%と
なっており、平成31年度までの目標100%に向け、順調に進展している。

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

地籍整備課
（課長　大澤  祐一）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 土地・建設産業局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
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業績指標１５０ 

 地籍調査対象面積に対する地籍調査実施地域の面積の割合 

 

 

（指標の定義） 

地籍調査対象面積に対する地籍調査実施地域の面積（地籍調査に準ずる指定を受けた面積を含む。）の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

第 6 次国土調査事業十箇年計画（平成 22 年 5 月 25 日閣議決定）においては、地籍調査対象地域（286,200 ㎢）の

うち、地籍調査の未実施地域（146,147 ㎢）を対象とし、大規模な国・公有地等の優先度が低いと想定される地域以

外の地域を優先的に地籍を明確にすべき地域（約 50,000 ㎢）として整理している。その地域のうち、平成 31 年度ま

でに地籍調査を実施する予定の地域（約 21，000 ㎢）の進捗率（57%）を目標値とする。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ○国土調査事業十箇年計画（平成２２年５月２５日閣議決定） 

  ○都市再生基本計画（平成１４年７月１９日閣議決定 平成２６年８月１日一部変更 

   ・迅速な復旧・復興につながる地籍整備を促進することが重要である（第２の２都市再生に関する施策の基本

的方針） 

   ・土地の境界を明確化する都市における地籍整備の緊急かつ計画的な促進を図る（同上） 

  ○円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策（平成２２年１０月８日閣議決定） 

   ・市街地再開発事業、地籍整備の実施等により、市街地の再生・再構築を図る（４（１）） 

   ・地域材等を活用した木造長期優良住宅の普及促進のための支援や地籍整備を加速する（同上） 

  ○地理情報空間情報活用推進基本計画（平成２４年３月２７日閣議決定） 

   ・都市部官民協会基本調査を実施して地籍調査を実施して地籍調査を促進する（第Ⅱ部１（１）①） 

   ・地籍調査以外の測量成果を活用することにより地籍整備を進める（同上） 

   ・地震に伴う地殻変動や津波等により土地境界が不明確になった被災地域では、復興に有用となる官民境界の

調査等を国が実施するほか、測量成果の補正や地籍再調査等の支援を行って地籍調査を進める（第Ⅱ部５

（１）） 

   ・被災後の迅速な復旧・復興を図るためには土地境界の明確化が重要であることを踏まえ、地籍調査が未実施

の地域では、国が都市部官民基本調査等を実施して地籍調査を推進する（第Ⅱ部５（２）①） 

  ○日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定） 

   ・各種の不動産情報やその提供体制の整備を行う（第Ⅱ．一．５．④） 

   ・都市開発の円滑化のために効率的な地籍調査等による土地境界情報の整備の加速化（中期工程表「立地競争

力の更なる強化②」） 

  ○経済財政運営と改革の基本方針（平成２５年６月１４日閣議決定） 

   ・不動産情報や関連する基準の整備を推進する（第２章４．（１）） 

   ・都市部における地籍整備を推進する（第２章５．（４）） 

○首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成２６年３月２８日閣議決定） 

   ・国〔国土交通省〕、都県及び市町村は円滑に復興まちづくりが進められるよう、災害危険性の高い地域にお

いて地籍調査の実施等を促進する（７（２）③シ） 

○国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日閣議決定） 

   ・被災前における緊急輸送路の整備等の防災関連事業の計画的実施や災害後の円滑な復旧復興を確保するた

め、地籍調査や登記所備付地図の作成により、地籍図等の整備を推進する（第３章２（１２）） 

  ○経済財政運営と改革の基本方針２０１４（平成２６年６月２４日閣議決定） 

   ・都市部の地籍整備、Ｇ空間情報の活用を推進する（第２章３（３）（長期的な観点からの取組）） 

  ○「日本再興戦略」改訂２０１４（平成２６年６月２４日閣議決定） 

   ・都市開発の円滑化のために効率的な地籍調査等による土地境界情報の整備の加速化（中短期工程表「立地競

争力の更なる強化②」） 

  ○地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策（平成２６年１２月２７日閣議決定） 

   ・大規模災害想定地域における地籍調査の支援等（第２章Ⅲ１．（３）） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：５７％（平成３１年度） 

実績値：５１％（平成２５年度） 

    ５１％（平成２６年度） 

初期値：４９％（平成２１年度） 
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 【その他】 

  ○東日本大震災からの復興の基本方針（平成２３年７月２９日東日本大震災復興対策本部決定） 

   ・土地の境界の明確化を推進する（５（１）③（ⅳ）） 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

４９％ ４９％ ５０％ ５０％ ５１％ ５１％ 

  

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○全国的な地籍調査の推進 平成 25 年度予算額：13,473,731 千円、平成 26 年度予算額：13,038,731 千円 

・土地の有効利用の基盤となる地籍調査を積極的に促進 

･ 東日本大震災の被災地のうち、地籍調査が実施中の地域等において、地震により利用できなくなった測量成果

の補正等を支援 

○都市部官民境界基本調査の実施 平成 25 年度予算額：1,708,827 千円、平成 26 年度予算額：1,338,805 千円 

 ・都市部における地籍整備を推進するため、地籍調査の前段となる官民境界の調査を国が実施 

 ・東日本大震災の被災地のうち、地籍調査が未実施である地域において、復興事業の本格化のために道路等の官

有地と民有地との間の境界情報の整備が重要であることを踏まえ、官民境界に関する調査を国において実施 

 ・南海トラフ地震に伴う津波による被災想定地域において、国による官民境界に関する調査を優先的に実施 

○山村境界基本調査の実施 平成 25 年度予算額：250,000 千円、平成 26 年度予算額：150,681 千円 

 ・山村地域における境界情報を簡易な方法で早急に保全するための山村境界基本調査を国直轄で実施 

○地籍調査以外の測量成果の活用 平成 25 年度予算額：224,000 千円、平成 26 年度予算額：203,769 千円 

 ・地方公共団体や民間事業者等による、都市部における地籍調査以外の測量成果を地籍整備に活用するため、平

成２２年度より地籍整備推進調査費補助金を創設し、国土調査法第１９条第５項の仕組みによる指定申請を促

進 

 ・民間事業者等による指定申請をさらに促進するため、平成２６年度に、地籍整備推進調査費補助金を民間事業

者等に直接交付できるよう制度を拡充 

○基準点等の設置 平成 25 年度予算額：349,803 千円、平成 26 年度予算額：314,793 千円 

・地籍調査を実施する市町村を対象として、地籍調査の実施予定地域及び土地取引が多い都市周辺部について四

等三角点及び補助基準点を設置 

○既存測量成果の活用方針検討調査 平成 25 年度予算額：21,600 千円 

・民間事業者等が作成した測量成果に必要な補正を加え、その成果を登記所備付図面とするための検討調査を実

施 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 平成２６年度には進捗率が５１％となったが、平成３１年度までの目標（５７％）に照らすと、目標達成に向

けた達成状況は順調でなく、今後一層の取組が必要である。今後も都市部官民境界基本調査と山村境界基本調査

を継続して実施するほか、国土調査法第１９条第５項に基づく指定制度の更なる活用等を通じて引き続き地籍整

0
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備を推進していくこととしている。 

 

調査対象面積に対する実施状況(昭和２６年度～平成２６年度) 

 
（注１）対象面積は、全国土面積（３７７，８８０km2）から国有林野及び公有水面等を除いた面積である。  

（注２）ＤＩＤは、国勢調査による人口集中地区のこと。Densely Inhabited District の略。 

人口密度４，０００人/km2 以上の国勢調査上の基本単位区が互いに隣接して、５，０００人以上の人口

となる地域。  

（注３）都市部官民境界基本調査と山村境界基本調査の実施分を含む。 

（事務事業等の実施状況） 

遅れている都市部における地籍調査を一層推進するため、平成２５年度において、民間事業者等が作成した測量

成果に必要な補正を加え、それを登記所備付図面とするための手法を法務省と連携して検討した。また、国土調査

法第１９条第５項指定制度を活用し、平成２６年度以降に民間事業者等が作成した測量成果を登記所備付図面とす

るため、民間事業者等に対して通知を発出した。さらに、同項の指定を推進するための地籍整備推進調査費補助金

の制度拡充を行い、民間事業者等に直接交付できるようにした。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災より土地境界が不明確になった被災地において、早期復興等に貢

献するため、地籍調査を実施中の地域において地震により利用できなくなった測量成果の補正の実施を支援するな

ど、地籍調査の実施状況に合わせて被災自治体を支援した。 

地籍調査の前段として、①都市部において官民の境界情報を調査する都市部官民境界基本調査、②山村地域にお

ける境界情報を簡易な手法で早急に保全するための山村境界基本調査を国直轄でそれぞれ実施した。 

震災対応として、平成２６年度において、南海トラフ地震に伴う津波による被災想定地域において、国による官

民境界に関する調査を優先的に実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度には進捗率が５１％となったが、平成３１年度までの目標（５７％）に照らすと、今後目標達成に

向けた一層の取組が必要であるため、Ｂと評価した。 

地籍調査の実施主体である市町村等においても必要な予算や体制の確保が難しくなってきていることのほか、

個々の地権者に筆界の了解を得る調査であることから、きめ細やかな対応が必要であり、また、都市部における地

籍調査に時間と手間を要すること等が地籍調査の円滑な実施を妨げる大きな要因になっている。さらに、現在の測

量手法において時間・費用の縮減も課題である。 

今後も、必要な予算の確保に向けて努力するとともに、都市部官民境界基本調査を継続して実施するほか、国土

調査法第１９条第５項の指定制度の更なる活用等を通じて地籍整備を一層推進していく必要がある。また、新技術

を活用した効率的な測量手法の導入についても積極的に検討を進める。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 第６次国土調査事業十箇年計画の中間見直しを踏まえ、新しい測量技術を地積測量に導入するための技術的検討と

実地検証を行い、その実用性を確認した後に地籍調査の測量方法を定めた規定等の見直しを行う。 

（平成 27 年度予算額：9,724 千円） 

（平成２８年度以降） 

 第６次国土調査事業十箇年計画の中間見直しや平成２７年度の検討結果を踏まえた促進策を実施するほか、中長期

の観点から地籍調査の効率的な促進策を検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：土地・建設産業局地籍整備課（課長 大澤祐一） 
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業績指標１５１ 

 土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施した面積 

 

 

（指標の定義） 

人口集中地区及び周辺の区域（１８，０００ｋ㎡。国土調査事業十箇年計画の目標値。）に占める土地分類基本調

査（土地履歴調査）を実施した区域に係る陸域面積の割合とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

土地の安全性に関連して、土地本来の自然条件等の情報を誰もが容易に把握・活用できるように、過去からの土

地の状況の変遷に関する情報を整備するとともに、各行政機関が保有する災害履歴情報等を幅広く集約し、総合的

な情報として利用しやすい形で提供することを目的に、国土調査法に基づく土地分類基本調査の一環として「土地

履歴調査」を平成２２年度より実施し、平成３１年度までに１００％の達成を目標とする。 

なお、当目標値は第６次国土調査事業十箇年計画（平成２２年５月２５日閣議決定）において設定された目標値

である。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ○国土調査法（昭和２６年法律第１８０号） 

○国土調査事業十箇年計画（平成２２年５月２５日閣議決定） 

  ○地理空間情報活用推進基本計画（平成２４年３月２７日閣議決定）「第Ⅱ部１．（１）①に記載あり」 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１７．１％ ４０．３％ ６０．９％ ７０．７％ ７７．０％ 

 

0

20

40

60

80

100

H22 H23 H24 H25 H26 H31

（単位 ％） 土地分類基本調査（土地履歴調査）を実施した面積

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００ ％（平成３１年度） 

実績値：７０．７％（平成２５年度） 

    ７７．０％（平成２６年度） 

初期値：４０．３％（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○土地分類基本調査（土地履歴調査）の実施 

  土地本来の自然条件や改変履歴、災害履歴等に関する情報を整備・提供する土地分類基本調査（土地履歴調査）

の実施。 

  予算額：７９百万円（平成２５年度） 

５９百万円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 25 年度までは三大都市圏を整備していたため、整備面積量が大きく、大幅に進捗したが、平成 26 年度か

ら目標年度までは三大都市圏以外の地方圏において調査を実施する計画である。そこで、平成 26 年度は前年度か

らの進捗は約 7.0％上昇しており、計画どおり順調に進捗している。 

（事務事業等の実施状況） 

平成 26 年度は、中国・四国地区において調査を実施し、当該調査の成果となる人工改変地の分布や改変前の自

然情報を整備した人工地形及び自然地形分類図、自然災害による被害の履歴情報を整備した災害履歴図などの地

図及び簿冊の取りまとめを行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述の通り、平成 26 年度の実績値は 77.0％であり、計画どおり順調に進捗している。また今後も計画達成に向

け残りの対象地区について事前に情報収集等を行うなど、適切に調査を実施していくこととしているため「Ａ」と

評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

  なし 

（平成２８年度以降） 

  なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局国土情報課（課長 筒井 智紀）   
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

88件 68件 88件 64件 54件 44件 44件

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

9 8 10 93

0 0 0 -

0 0 0 -

9 8 10 93

5 4

0 0

4 5

担当部局名 自動車局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
貨物課

（課長　秡川　直也）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

28年度要求額

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

152　荷主への安全協力要請の
発出件数

実績値

年度ごとの目標値

業績指標

評価結果

荷主とトラック運送事業者との間における適正な取引を推進することは、安全の確保
及び市場環境の整備のために非常に重要であるため、本施策の進捗等を踏まえ、
引き続き荷主・トラック運送事業者間の適正取引の推進に資する目標を検討する。

評価

Ａ

これまでの業績指標の実績値については、平成26年度に目標値に達成するまでに
進展しており、目標年度においても、目標を達成することが可能であると考えられる
ものの、引き続き適正取引の推進に向けた取組を推進していく必要がある。なお、今
年度から新たに、取引環境等の改善に向けた協議会を中央及び地方に設置し、具
体的な施策の方向性や施策の実証的な取組について議論を進めることから、本協
議会における議論や施策の展開状況を踏まえ、より良い指標のあり方等について検
討を行っていくこととする。

③相当程度進展あり

施策目標個票
（国土交通省26－㉟）

施策目標 自動車運送業の市場環境整備を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析
これまで、トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議の開催等を通じて適正取
引の推進に向けた取組を行っており、業績指標の実績値は減少傾向にあるものの、
引き続き目標達成に向けた取組を推進していく必要がある。

将来にわたり、安全なトラック輸送サービスを安定的に供給できるよう、トラック運送事業の健全な市場環境の整備を
推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果
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業績指標１５２ 

 荷主への安全協力要請の発出件数 

 

 

（指標の定義） 

貨物自動車運送事業法第６４条の荷主勧告のための荷主への安全協力要請の発出件数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

 トラック輸送は、我が国の経済を支える物流の基幹的な輸送機関であるが、一方でトラック運送事業は経営基盤

の脆弱な中小零細事業者が多く、厳しい環境の中で荷主や元請事業者に対する交渉力も弱いことから、法令遵守を

前提としない不適正な条件の取引が行われることがあり、安全・安心な輸送サービスの供給にも支障を生じかねな

い状況である。このような状況の中、トラック運送事業の市場環境整備のためには、荷主とトラック運送事業者の

協力関係の構築が不可欠であり、これまで国としては、「トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議」を通

じた荷主と運送事業者の関係向上等に努めてきた。これらの対策は一定の成果を上げ、輸送の安全を阻害するよう

な不適正な取引は低減している。しかし、荷主への協力要請文書の発出件数は引き続き多く、トラック運送事業の

健全な市場環境の整備が充分には進んでいないことから、市場環境整備の進捗度合いの指標として、国土交通省が

荷主の指示等に基づき、トラック運送事業者の違反業者が行ったと認めるときに発出する荷主への協力要請文書の

発出件数を設定する。 

平成２３年度末、荷主への協力要請文書の発出件数は８８件であることから、パートナーシップ会議等を通じ 

た関係向上を引き続き行うことに加え、トラック運送事業者の交渉力向上のための諸施策等を講じ、当該安全協力

要請の発出件数を平成２７年度までに半減し、４４件以下にすることを目標とする。 

（外部要因） 

該当なし。 

（他の関係主体） 

  該当なし。 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   該当なし。 

 【閣議決定】 

   該当なし。 

 【閣決（重点）】 

   該当なし。 

 【その他】 

   該当なし。 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

６８件 ８８件 ６４件 ５４件 ４４件 

 

評 価 

Ａ 

目標値：４４件（平成２７年度） 

実績値：５４件（平成２５年度） 

４４件（平成２６年度） 

初期値：８８件（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

荷主とトラック運送事業者の間に安全を阻害するような不適正な取引の是正など荷主とトラック運送事業者と

の間における適正な取引を推進することは、安全確保のためだけでなく、市場環境整備のためにも非常に重要であ

るため、本省及び各地方運輸局等において荷主やトラック事業者等のトラック輸送関係者による「トラック輸送適

正取引推進パートナーシップ会議」を開催し、これら関係者における望ましいパートナーシップの構築を図ること

により、安全協力要請が必要となるような取引の低減に取り組むこととする。 

・トラック運送事業におけるパートナーシップ環境整備事業 予算額：約７百万円（平成２６年度） 

約５百万円（平成２５年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度における実績値は４４件となっており、平成２７年度での目標値を達成しているものの、引き続き

安全協力要請が必要となるような取引の低減に取り組んでいく必要がある。 

（事務事業等の実施状況） 

第８回及び第９回トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議の開催（平成２５年度及び平成２６年度）等

を通じて適正取引の推進に向けた取組を行っている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度における実績値は、平成２７年度の目標値を達成しているものの、引き続き、目標達成に向けた取

組を推進していく必要がある。このことから、Ａと評価した。 

なお、今年度から新たに、取引環境等の改善に向けた協議会を中央及び地方に設置し、具体的な施策の方向性や

施策の実証的な取組について議論を進めることから、本協議会における議論や施策の展開状況を踏まえ、より良い

指標のあり方等について検討を行っていくこととする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度以降） 

 「トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議」の参加メンバーの格上げを行い、新たな枠組みの「トラック

輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」を中心として、荷主とトラック運送事業者間の適正取引の推進等

をこれまで以上に強力に進めていく。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局貨物課（課長 秡川直也）  
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初期値 目標値

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

- 121 125 138 159 集計中 100

100 100 100 100 100

初期値 目標値

25年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 32年度

約560人 - - - 約560人 集計中 約2,400人

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

9,195 9,421 9,725 9,358

315 787 649 -

0 1,054 1,222 -

9,510 11,263 11,596 9,358

8,400 9,908

1,054 1,222

55 133

施策目標個票
（国土交通省26－㊱）

施策目標 海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価結果

海運業における船員採用者数の水準については、引き続き、平成27年度においても
目標達成に向け、船員の確保・育成政策を推進する。また、海洋開発関連産業に専
従する技術者数については、直近の実績値は集計中であるが、海洋資源開発の基
盤となる技術者の育成システムの構築を進める。

四面環海の我が国の経済と国民の日々の生活を支える上で大きな役割を果たしている海事産業における船舶・舶用
品生産の市場環境整備・活性化及び人的基盤である技能者・技術者と船員（海技者）の確保・育成等を行う。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

N

153　海運業（外航及び内航）に
おける船員採用者数の水準

実績値

年度ごとの目標値

③相当程度進展あり

評価

A

施策目標達成度合いの測定にあたり、指標153及び154ともに、主要な業績指標であ
る。指標154については実績値が集計中のためN評価であり、指標153についても平
成26年度の実績値は集計中であるが、平成25年度の実績値においては目標を大幅
に達成しており、引き続き船員計画雇用促進事業等の取組を実施することにより、目
標を達成できると見込まれることから、③相当程度進展ありと判断した。

評価

年度ごとの目標値

154　海洋開発関連産業に専従
する技術者数

実績値

施策の分析

業績指標154については、平成26年度の実績値について集計中であるが、当該年度
においては、技術者の確保・育成に向けた基本方針に則した取組が進展しており、
技術者数の増加が見込まれることから、順調であると推測される。業績指標153につ
いては、平成26年度の実績値は集計中であるものの、船員計画雇用促進等事業や
若年内航船員確保推進事業の施策の結果、平成25年度の実績値は159と前年度を
上回り順調に推移しており、退職規模に見合う船員採用者数の水準が確保されてい
ると考えられる。

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

総務課企画室
（室長　日野　祥英）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 海事局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
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業績指標１５３ 

 海運業（外航及び内航）における船員採用者数の水準 

 

 

（指標の定義） 

国民生活を支える海上輸送の安定的な確保を図る上で必要不可欠な人的基盤（ヒューマンインフラ）である船員に

ついて、船員需給総合調査（国土交通省海事局）の海運業（外航及び内航）における年間の船員採用者数（船員経

験者（ただし海運業内での異動分を除く）及び船員未経験者）の規模を示した指数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

海上輸送の人的基盤（ヒューマンインフラ）である船員を今度とも安定的に確保するため、高齢船員の退職規模に

見合う採用数の水準を確保することを確保することを目標にする。 

① 高齢船員の退職者数見込み 2,773 人（平成 23 年度～32 年度） 

 船員（海運業）のうち 50 歳以上の人数 2,773 人 → 今後 10 年間で退職が見込まれる 

② 今後 10 年間の退職規模に見合う採用数の水準を確保するため必要な 1年ごとの採用者人数 278 人 

（平成 23 年度～平成 32 年度） 

 必要な 1事業者ごとの年間採用者人数 278 人 ≒ 2,773 人① ÷ 10 年 

③ ②を確保するため必要な 1事業者ごとの採用者人数 → 1.83 人 

 1.83 人≒278 人÷152＝（平成 23 年度に必要な採用者人数）／（平成 23 年度の事業者数） 人 

④ 各事業者において、高齢船員の退職希望に見合う採用数の水準が確保されることを目指して、1 事業者あたり

年間平均 1.83 人の採用が行われること（水準）を 100 とし、毎年度、（各年度の採用者数）／（各年度の事業者数）

が 100 の水準を確保する。 

（外部要因） 

景気変動に伴う船員需要の増加・減少、船舶の大型化や技術開発の進展による船員需要の減少 等 

（他の関係主体） 

 海運事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・海洋基本計画（平成２５年４月２６日）第２部４（２）船員等の育成・確保 

○外航・内航海運のニーズに応じた即戦力・実践力を備えた船員を養成するため①海運事業者が運航する船舶の

活用による、より実践的な乗船訓練を可能とする社船実習の拡大及び内航海運への導入、②内航船の運航実態

に即した実践的な乗船訓練を可能とする内航用練習船の導入を進めるなど、船員教育の更なる質の向上に取り

組む。 

○高齢化の進展等に伴う内航船員の不足に対応するため、就業体験を実施するなど、国と内航海運事業者等の関

係者とが連携して若年者の志望を増加させるための取組を推進する。また、計画的に新人船員の確保・育成に

取り組む事業者を支援する。 

 

・「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定） 

2-2．女性の活躍推進/若者・高齢者等の活躍推進/外国人材の活用 

（3）新たに講ずべき具体的施策 

ii）若者・高齢者等の活躍推進 

③人材不足分野における人材確保・育成対策の総合的な推進  

医療・福祉、建設業、製造業、交通関連産業等における雇用管理改善、マッチング対策、 人材育成など、若

者をはじめとする人材の確保・育成対策を総合的に推進する。 

 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

 第３節 交通を担う人材を確保し、育てる 

（１）輸送を支える人材の確保や労働条件・職場環境の改善 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（平成 26 年 6月 24 日閣議決定） 

第 2章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題 

1. 女性の活躍、教育再生を始めとする人材力の充実・発揮 

（3）複線的なキャリア形成の実現など若者等の活躍促進 

（生涯を通じて能力発揮できる人材育成、労働市場インフラ整備と人材不足への対応等） 

（略）労働市場のインフラ整備を進めるとともに、医療・福祉、建設業、運輸業、造船業等の人材不足が懸念される

分野における人材確保・育成対策を総合的に推進する。 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００（1事業者あたり 1.83 人）（毎年度） 

実績値：１５９（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値： － 
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 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１２１ １２５ １３８ １５９ 集計中 

 

ｑ  

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

船員確保・育成総合対策事業 

海洋基本法の成立及び海上運送法等の一部改正による船員確保育成対策の強化を踏まえ、安定的な海上輸送を確

保する観点から、新規学卒者の他、退職自衛官、女子船員等新たな供給源からの船員確保・育成等の促進を図るた

め、船員計画雇用促進等事業の実施や内航船員を志向する若年者を増加させるために若年内航船員確保推進事業の

実施等、船員確保・育成等に係る総合的な対策を実施した。 

予算額 １．５億円（平成２５年）、１．５億円（平成２６年度） 

 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は集計中であるが、平成２５年度の実績値は１５９と前年度を上回り順調に推移してお

り、退職規模に見合う船員採用者数の水準を確保されていると考えられる。 

（事務事業の実施状況） 

船員確保・育成等総合対策事業の実施 

・船員計画雇用促進等事業 

改正海上運送法に基づき国土交通大臣より日本船舶・船員確保計画の認定を受け、船員の計画的な確保・育成 

に取り組む海運事業者に対する支援制度を平成２０年度に創設。平成２５年度に係る計画については、１８０事 

業者が国土交通大臣による認定を受けている。 

 

・若年内航船員確保推進事業 

内航船員の高齢化の進展による船員不足の解消に向け、関係機関と連携し、内航船員に関する情報が乏しい 

と思われる船員教育機関以外の学生等に対して、就業体験やキャリアパス説明会を実施することによって、内 

航船員を志向する若年者を増加させる取り組みを平成２３年度から実施。平成２５年度については全国で水産 

系高校２３校、１５０人の若年者が就業体験に参加する等、内航船員を志向するよい契機となっている。 

 

 

0
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課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は海運業（外航及び内航）における船員採用者数の水準であり、平成２５年度の実績値は１５９と前年

度を上回り順調に推移しているため、「Ａ」と評価した。引き続き、平成２７年度においても目標達成に向け、船

員の確保・育成政策を推進する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

新人船員の供給源の拡大を図るため、船員の専門教育機関を卒業していない者を対象とした短期養成の定員拡大に

必要な支援を行う。 

 

（平成２８年度以降） 

 検討中。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局船員政策課長 （課長 髙田 陽介） 

関係課：海事局総務課海事振興企画室 （室長 千葉 政俊） 
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業績指標１５４   

 海洋開発関連産業に専従する技術者数 

 

 

（指標の定義） 

海洋開発関連企業において海洋開発関連産業に専従する技術者数 

（目標設定の考え方・根拠） 

世界の海洋産業は急成長が見込まれており、拡大する海洋開発市場を我が国経済へと取り込むためには、設計、

エンジニアリングや操業等に携わる技術者が将来的に圧倒的に不足することとなる。このため、海洋開発関連産

業に関わる技術者の育成システムの構築に向けた環境整備を実施し、我が国海洋産業の振興を図る。政府として

の施策を連続的かつ客観的に数値化するため、海洋開発関連産業に専従する技術者数を指標として設定する。 

目標については、日本企業が参画する海洋開発関連プロジェクトの増加を見込んだ上で、必要とされる技術者

数として約 2,400 人を目標値に設定している。 

また、交通政策基本計画（平成 27 年 2月 13 日閣議決定）において 2020 年に海洋開発関連産業に専従する技術

者数を約 2,400 人とすることとしている。 

（外部要因） 

景気の動向、原油価格 等 

（他の関係主体） 

  なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

   中長期的な観点から今後発展が期待できる海洋に関する産業分野の人材や技術の専門家を養成・確保するた

め、産業界や国の関係機関等における技術開発と大学等における教育・研究が連動して一体的に行われる取組

を推進する。 

  ・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

   海洋産業の戦略的な育成に向けて、海洋開発人材（海洋開発関連技術者）育成に関する方策を検討する。 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ － － 約 560 人 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｎ 

 

目標値：約２，４００人（平成３２年度） 

実績値：約５６０人（平成２５年度） 

集計中（平成２６年度） 

初期値：約５６０人（平成２５年度） 

474



事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・海洋資源開発の基盤となる技術者の育成 

  拡大する世界の海洋開発市場を我が国経済に取り込み、成長エンジンの一つとするため、海洋資源開発の基盤

となる技術者の育成システムの構築に向けた環境整備を実施する。平成２６年度においては、海洋産業に参画す

る民間企業や学識経験者の参加する産学官での検討会を開催し、海洋資源開発の基盤となる技術者の育成システ

ムの構築に関して議論を行い、海洋技術者の確保・育成に向けた基本的方針と具体的方策をとりまとめた。 

 

 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は集計中であるが、当該年度においては、育成システムの構築に向けた産学官での検討が

進展するとともに、海洋産業に参画する民間企業において、新分野である海洋分野への取組等をアピールした採用

活動が実施されるなど、技術者の確保・育成に向けた基本方針に則した取組が進展しており、技術者数の増加が見

込まれることから、順調であると推測される。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２６年８月に、海洋開発の基盤となる技術者の育成システムの構築に向けた検討会を設置・開催し、海洋技

術者の確保・育成に向けた基本的方針と具体的方策をとりまとめ。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２６年度の実績値については集計中であり、現時点では目標の達成状況について判断できないため、Ｎ評価

とした。平成２７年度以降は、引き続き、技術者の確保・育成に向けた基本方針に従い、専門カリキュラムの開発

などの海洋資源開発の基盤となる技術者の育成システムの構築を進める。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局海洋・環境政策課（課長 大谷 雅実） 

関係課：海事局船舶産業課（課長 大坪 新一郎） 
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

11件 11件 7件 8件 9件 集計中 現状維持又は増加

- - - - -

初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

88自治体 61自治体 80自治体 88自治体 92自治体 集計中 124自治体

- - - - -

初期値 目標値

20年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

0%(36,543kg/日) 62%(33,075kg/日) - - - - 58%(33,278kg/日)

- - - - -

初期値 目標値

18年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

33万件 52万件 82万件 94万件 95万件 106万件 現状維持又は増加

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

1,496,284 1,844,047 1,886,695 1,889,105

762,349 300,972 51,464 -

569,624 1,171,578 977,361 -

2,828,258 3,316,597 2,915,520 1,889,105

1,635,643 2,307,443

1,171,578 977,361

21,037 31,793

施策目標個票
（国土交通省26－㊲）

施策目標 総合的な国土形成を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

総合交通体系の整備推進や、歩行者移動支援の普及・活用推進などの施策が、
戦略目標に掲げる持続可能な地域の形成の進捗を良好なものとさせるとともに、
モニタリングを行うことで国土形成計画の進捗管理を継続的に実施していること
が、主要な業績指標である１５５の数値改善に貢献しているものと考えられる。

国土形成計画等の策定・推進により多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、暮ら
し
やすい国土の形成を図ることで、質の高い国土づくりを進める。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

155　国土形成計画の着実な
推進（対２１年度比で進捗が見
られる代表指標の項目数）

実績値

年度ごとの目標値

③相当程度進展あり

関連指標

評価

年度ごとの目標値

評価結果

引き続き、国土形成計画の着実な推進や国土に関する的確な情報の整備推進等
を図ることにより、質の高い国土づくりを進める。

評価

B

主要な業績指標である155については、Ｂ評価ではあるが、２３年度より実績値が
回復を続けており、今年度の値は集計中であるものの現行の取り組みを継続すれ
ば目標達成が可能であると考えられるため。

評価

関19　国民への国土に関する
情報提供充実度（国土数値情
報のダウンロード件数）

実績値

年度ごとの目標値

156　大都市圏の整備推進に
関する指標（①都市環境インフ
ラ整備の広域的な取組みへの
参加した延べ自治体数（首都
圏））

実績値

執行額（百万円）

28年度要求額

156　大都市圏の整備推進に
関する指標（②琵琶湖への流
入負荷量（化学的酸素要求量）
(kg/日) ）

実績値

年度ごとの目標値

当初予算（a）

補正予算（b）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

不用額（百万円）

B

評価

A

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

担当部局名 国土政策局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月作成責任者名
総務課

（課長　姫野　和弘）
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業績指標１５５ 

 国土形成計画の着実な推進（対２１年度比で進捗が見られる代表指標の項目数）  

 

 

（指標の定義） 

国土形成計画（全国計画）（平成２０年７月４日閣議決定）第１部で提示されている「新しい国土像」の実現の

ための５つの戦略的目標の進捗を代表的に示すと考えられる１５項目の代表指標のうち、同計画の本格的運用が

始まった年度である対２１年度比で進捗が見られる代表指標の項目数 

（目標設定の考え方・根拠） 

国土形成計画（全国計画）では、「多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、

暮らしやすい国土の形成を図ること」という「新しい国土像」の実現を同計画の基本的な方針として掲げている

が、その実現のために「東アジアとの円滑な交流・連携」「持続可能な地域の形成」「災害に強いしなやかな国土の

形成」「美しい国土の管理と継承」「「新たな公」を基軸とする地域づくり」という５つの戦略的目標を定めている。

「新しい国土像」の実現に向けた計画の進捗状況は、これらの戦略的目標毎に設定した代表指標の改善状況で示

されていると考えられることから、同計画の本格的運用が始まった年度である対２１年度比で進捗が見られる代

表指標の項目数が、平成２２年度の実績値（初期値）と比べ現状維持又は増加することを目標とするものである。

（外部要因） 

 経済情勢、社会状況の変化 

（他の関係主体） 

  関係省庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  国土形成計画（全国計画）（平成２０年７月４日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１１／１５ ７/１５ ８/１５ ９/１５ 集計中 

  

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：現状維持又は増加（毎年度） 

実績値： ９ （平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値： １１ （平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

平成２０年７月に閣議決定された国土形成計画に基づく取組を推進しているところ。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 

本年は、代表指標（１５項目）について、平成２５年度に得られた平成２４年度までの統計データを基に、国
土形成計画（全国計画）の本格運用が始まった平成２１年度の実績値と平成２４年度の実績値を比較。 
代表指標のうち半数以上の９項目で進展していると見られ、同指標全体として進捗状況は良好。 

（事務事業等の実施状況） 
戦略的目標１ 「東アジアとの円滑な交流・連携」 
①東アジア内での貿易総額に占める（各広域ブロックの）割合 
・進展していると見られない（平成２１年度の１５．２％から平成２４年度は１４.２％に減少） 

②外国籍入国者に占める東アジア国籍入国者の割合 
・進展していると見られる（平成２１年度の７１．４％から平成２４年度は７５.８％に増加） 

③「東アジア１日圏」人口割合 
・進展していると見られる（平成２１年度の９１．７％から平成２４年度は９８.０％に増加） 

戦略的目標２ 「持続可能な地域の形成」 
④現在の住生活に対する満足度 
・進展していると見られる（平成２１年度の７７．２％から平成２４年度は７９.１％に増加） 

⑤地域資源活用事業数 
・進展していると見られる（平成２１年度の６．３件／百万人から平成２４年度は８.６件／百万人に増加） 

⑥農林水産物の輸出額 
・進展していると見られない（平成２１年度の４４５億円から平成２４年度は４６１億円に増加） 

⑦ブロック内地域間時間距離 
・進展していると見られる（平成２１年度の１．４９時間から平成２４年度は１.２７時間に短縮） 

戦略的目標３ 「災害に強いしなやかな国土の形成」 
⑧自主防災組織活動カバー率 
・進展していると見られる（平成２１年度の７３．５％から平成２４年度は７７.４％に増加） 

⑨災害被害額 
・進展していると見られない（平成２１年度の１,９３１円／人から平成２４年度は３,１０２円／人に増加）

戦略的目標４ 「美しい国土の管理と継承」 
⑩環境効率性 
・進展していると見られない（平成２１年度の２,３０３㎏-CO2／百万円から平成２４年度は２,４６３㎏-CO2／
百万円に増加） 

⑪公共用水域における環境基準達成率 
・進展していると見られる（平成２１年度の８７．１％から平成２４年度の８８.１％に増加） 

⑫沿岸域毎の水質基準達成率 
・進展していると見られない（平成２１年度の７６．３％から平成２４年度の７７.２％に増加） 

⑬「国土の国民的経営」に向けた取組の参加率 
・進展していると見られない（平成２１年度の３９．２％から平成２４年度は３４.６％に減少） 

戦略的目標５ 「「新たな公」を基軸とする地域づくり」 
⑭「新たな公」による地域づくり活動進展度 
・進展していると見られない（平成２１年度の６１．５％から平成２４年度は５９.３％に減少） 

⑮「新たな公」による地域づくり活動参加率 
・進展していると見られない（平成２１年度の３３．９％から平成２４年度の３３.１％に減少） 

 
（参考）各代表指標の定義・出典 
【代表指標】①東アジア内での貿易総額に占める(各広域ブロックの)割合 

［定義］東アジア諸国の対東アジア貿易総額（各国の輸出入総額）に占める各広域ブロックの対東アジア貿
易額（輸出入額）の割合（日本の対東アジア貿易額(輸出入額)を広域ブロック毎に積算）（単位：％）
（※東アジア：日本、中国、韓国、台湾、ＡＳＥＡＮ10、ロシア、インド、オーストラリア、ニュージ
ーランド）（※ＩＭＦ「Direction of Trade」には台湾のデータは含まれない） 

［出典］東アジア域内：ＩＭＦ「Direction of Trade」、国内（広域ブロック別）：財務省「貿易統計」 
【代表指標】②外国籍入国者に占める東アジア国籍入国者の割合 

［定義］わが国への外国籍入国者のうち、東アジア国籍の入国者が占める割合（単位：％）（※広域ブロッ
ク毎の値は、入国審査の際に使用した空港、海港の所在地で分類）（※東アジア：中国、韓国、台湾、
ＡＳＥＡＮ10、ロシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド）（※法務省「出入国管理統計」
からシンガポール、マレーシア、ブルネイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアのデータは収集できな
い） 

［出典］法務省「出入国管理統計」 
【代表指標】③「東アジア１日圏」人口割合 

［定義］東アジアのいずれかの主要都市へ出発した当日に到着して、一定の用務を行うことが可能な日本の
地域（市区町村単位）に居住する人口割合（単位：％）（※上記が毎日可能な範囲（＝航空路が毎日就
航）） 

［出典］航空ダイヤ：ＪＴＢ時刻表、都市圏域：国土交通省「総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）」、人
口：総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 

【代表指標】④現在の住生活に対する満足度 
［定義］現在の住生活に対して満足している（「満足している」＋「まあ満足している」）人の割合（単位：％）

（※広域ブロックの境界が異なるため、内閣府で定義している分類を使用） 
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［出典］内閣府「国民生活に関する世論調査」 
【代表指標】⑤地域資源活用事業数 

［定義］地域資源を活用した企業の事業計画数（ブロック内人口当たり）（※地域資源：「中小企業による
地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき各都道府県が定めた以下の資源のい
ずれかを示す。①地域の特産物として相当程度認識されている「農林水産物」又は「鉱工業品」、②地
域の特産物として相当程度認識されている「鉱工業品」の生産に係る技術、③地域の「観光資源」とし
て相当程度認識されている文化財、自然の風景地、温泉等）（単位：件数／百万人） 

［出典］中小企業庁ホームページ「地域資源活用チャンネル」 
【代表指標】⑥農林水産物の輸出額 

［定義］各広域ブロックからの農林水産物の輸出額（単位：億円）（※広域ブロック毎の値は、輸出時の税
関の所在地で分類） 

［出典］財務省「貿易統計」（※農林水産物の品目：農林水産省「農林水産物の輸入・輸出に関する統計」
による分類を参考に集計） 

【代表指標】⑦ブロック内地域間時間距離 
［定義］各広域ブロック内の各市区町村から広域ブロック中心都市への移動に要する時間距離に発地市区町

村の人口の重み付けをした値（単位：時間） 
［出典］都市圏域：国土交通省「総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）」、人口：総務省「国勢調査」、国

立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 
【代表指標】⑧自主防災組織活動カバー率 

［定義］自主防災組織がカバーする世帯の割合（分母：当該広域ブロック内総世帯数、分子：自主防災組織
がカバーする世帯数）（単位：％） 

［出典］総務省消防庁「消防白書」 
【代表指標】⑨災害被害額 

［定義］広域ブロック内人口一人当たりの災害被害額の実績（単位：円／人）（※災害：暴風、豪雨、洪水、
高潮、地震、津波、火山噴火、その他異常な自然現象） 

［出典］災害被害額：総務省消防庁「消防白書」、人口：総務省「国勢調査」及び総務省「推計人口」（国
勢調査の中間年） 

【代表指標】⑩環境効率性 
［定義］わが国のＣＯ２排出量／実質国内総生産（単位：ｋｇ－ＣＯ２／百万円） 
［出典］ＣＯ２排出量：独立行政法人国立環境研究所ホームページ、国内総生産：内閣府「国民経済計算」

【代表指標】⑪公共用水域における環境基準達成率 
［定義］全国の類型指定水域（河川、湖沼、海域）におけるＢＯＤ（河川）またはＣＯＤ（湖沼、海域）の

測定結果のうち、環境基準を達成している水域の割合（分母：測定結果が公表されている全水域、分
子：環境基準を達成している水域）（単位：％） 

［出典］環境省「公共用水域の水質測定」 
【代表指標】⑫沿岸域毎の水質基準達成率 

［定義］都道府県別の海域別の環境基準（ＣＯＤ）達成水域の割合（単位：％） 
［出典］環境省「公共用水域の水質測定」 

【代表指標】⑬「国土の国民的経営」に向けた取組の参加率 
［定義］一般国民を対象としたアンケート調査において、市民参加型の森林や農地等の管理・保全活動、地

域自然資源の積極的な利活用、都市内低未利用地の有効活用などを行っていると回答した一般国民の
割合（分母：一般国民を対象としたアンケート調査の回答者数、分子：いずれかに参加していると答え
た回答者数）（単位：％） 

［出典］独自調査 
【代表指標】⑭「新たな公」による地域づくり活動進展度 

［定義］地方自治体を対象としたアンケート調査において、「地域コミュニティ、ＮＰＯ、企業などの多様
な民間主体の主体的な地域づくりへの参加が進んでいる」と回答した地方自治体の割合（分母：地方自
治体を対象としたアンケート調査の回答地方自治体数、分子：進んでいる（「かなり進んでいる」＋
「少し進んでいる」）と回答した地方自治体数）（単位：％） 

［出典］独自調査 
【代表指標】⑮「新たな公」による地域づくり活動参加率 

［定義］一般国民を対象としたアンケート調査において、「『新たな公』による活動に参加している」と回
答した一般国民の割合（分母：一般国民を対象としたアンケート調査の回答者数、分子：いずれかに参
加していると答えた回答者数）（単位：％） 

［出典］独自調査 

課題の特定と今後の取組みの方向性 
東日本大震災や世界経済の減速等の影響から、戦略的目標毎に設定した代表指標のうち、進展が見られる又はほ

ぼ横ばいのものが、平成２２年度の１１指標から平成２５年度は９指標と、指標数が減少している。 
なお、国土形成計画（全国計画）については、平成２４年度に政策レビューを取りまとめており、計画の戦略的

目標実現に向けて進展している分野が多く見られるものの、一部に進展が不十分な分野が見られると評価されたと
ころ。 
平成２６年１０月に、国土審議会に計画部会を設置し、平成２６年７月に公表した「国土のグランドデザイン２

０５０」等を踏まえ、国土形成計画（全国計画）の改定作業に着手した。平成２７年夏頃を目途に最終報告をとり
まとめる予定。 
平成２７年度は、これまでの政策評価結果等も踏まえ、新たな国土形成計画（全国計画）の計画期間において重

点的に推進すべき分野の実現に向けた検討を行うとともに、新たな進行管理手法の検討を行う。 
以上から「Ｂ」と評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 
平成２７年度は、これまでの政策評価結果等も踏まえ、新たな国土形成計画（全国計画）の計画期間において

重点的に推進すべき分野の実現に向けた検討を行うとともに、新たな進行管理手法の検討を行う。 
（平成２８年度以降） 

平成２８年度以降は、新たな国土形成計画（全国計画）の計画期間において重点的に推進すべき分野の実現に
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向けた取組を行うとともに、新たな進行管理手法による進行管理を実施する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局総合計画課（課長 白石 秀俊） 
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業績指標１５６ 

 大都市圏の整備推進に関する指標（①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏）、

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量）） 

 

 

（指標の定義） 

大都市圏における主要な広域的・分野横断的課題である環境、防災、活力に関する指標を設定するとともに、

近畿圏の水がめである琵琶湖の整備に関する指標を設定し、それらを総合的に評価することにより、大都市圏の

整備推進の進捗を把握する。 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

首都圏既成市街地及び近郊整備地帯において、都市環境インフラの整備に関連する広域的な取組みに参加した延

べ自治体数。 

②「琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量）」 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）：ｋｇ／日。 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

広域的な取組みを着実に拡大していく観点から、当初検討を開始した平成１８年度から平成２４年度までの６年

間における自治体数の増加が今後も同水準で継続するとした場合の目標年次（平成２９年度）における値として

いる。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

琵琶湖の総合的な保全のための計画の第２期計画（平成２３年～３２年）において平成２０年度から各種施策に

よる負荷削減見込量から設定している目標値（平成３２年に３０，９４６ｋｇ／日を達成）を１００％として、

２７年度までの目標を形式的に按分した。 

（外部要因） 

①②該当なし 

（他の関係主体） 

①該当なし 

②厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、環境省、滋賀県 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 ①②該当なし 

 【閣議決定】 

 ①②該当なし 

 【閣決（重点）】 

 ①②該当なし 

 【その他】 

 ①②該当なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

（）内は単位 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

①（自治体） 

 

②（ｋｇ／日） 

６１ 

 

３３，０７５ 

（６２％） 

８０ 

 

― 

８８ 

 

― 

９２ 

（７４％） 

― 

集計中 

 

― 

評 価 

① Ｂ 

② Ａ 

① 

目標値：１００％（１２４自治体）（平成２９年度） 

実績値： ７４％（９２自治体）（平成２５年度） 

       集計中     （平成２６年度） 

初期値： ７１％（８８自治体）（平成２４年度） 

② 

目標値：５８％（３３，２７８ｋｇ／日）（平成２７年度） 

実績値：     ―         （平成２５年度） 

         ―         （平成２６年度） 

初期値： ０％（３６，５４３ｋｇ／日）（平成２０年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

・緑地の重要な要素である良好な景観、防災機能等多面的な機能が今後さらに発揮されるよう、大都市圏全体でま

とまりのある自然環境の保全を図る。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

・琵琶湖の水質改善、水源かん養機能の確保、自然環境保全に関する事業を連携し推進することにより、琵琶湖の

総合的な保全を図る。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

現在集計中であるが、各自治体による都市環境インフラ整備の広域的な取組みは進んでいるものの、目標達成に

は更なる取組の推進が必要である。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

既に目標値に到達しているが、今後も流入負荷量を削減するための施策を推進していく。 

（事務事業等の実施状況） 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

大都市圏における都市環境インフラの整備のための広域的・分野横断的な対策について、有効な施策を取りまと

めた施策カタログをインターネット上で公開するなど、自治体等における取組みを促進させるよう啓発に努めてい

る。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

琵琶湖の総合的な保全のための計画の第２期計画に基づき、琵琶湖総合保全連絡調整会議を開催し、琵琶湖総合

保全事業について情報共有を行い、琵琶湖の総合的な保全を円滑に推進するための連絡調整を行っている。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

業績指標である自治体数は、目標達成に向けて更なる取組の推進が必要であると推測されるため、Ｂと評価した。

首都圏において緑地を保全・再生・創出することは、様々な都市問題を解決するために必要であり、引き続きその

推進に向けて施策を進める必要がある。 

② 琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

業績指標である流入負荷量は平成２２年度に目標値を達成しているため、Ａと評価した。琵琶湖の流入負荷量を

削減し、水質を改善することは、琵琶湖の環境をより良好な状態に回復させるとともに、近畿約１，４５０万人の

生活や産業活動を支える貴重な水資源を保全するために必要であることから、琵琶湖の総合的な保全のための計画

の第２期計画に沿って更なる負荷削減を目標とし、取組みを進めていく。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

②現行の業績指標は平成２７年度が目標年度となっているが、琵琶湖の総合的な保全のための計画の第２期計画

（平成２３～３２年）期間中であり、今後も継続して負荷削減の取組みを実施することから、目標年度を更新し、

平成３２年度とする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局都市政策課都市政策調査室（室長 早川 卓郎） 

関係課： 都市局まちづくり推進課（専門調査官 一言 太郎） 
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関連指標１９ 

 国民への国土に関する情報提供充実度（国土数値情報のダウンロード件数） 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

国土政策局は、国土計画・地域計画の策定等を目的に「国土数値情報」を整備しており、「地理空間情報活用促進

基本法」第１８条の２に基づき、下記インターネットサイトにおいて無償で公開しており、数値はその一か年度のダ

ウンロード件数である。なお、この件数には二次的利用や二次配信は含まず、この数値以上の利用が実際にはある。

「国土数値情報ダウンロードサービス」 http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 

（目標設定の考え方・根拠） 

多様な主体における国土情報の整備・利活用は、国土の利用・整備・保全等国土上に展開される活動のあらゆる面

で効果を発揮するものであることから、国土政策局は国土数値情報等の幅広い普及を目的としてインターネットサイ

トを通じて無償で提供している。 

本関連指標は、その利用度合いの目安として、1年間のデータのダウンロード件数を測定するものであり、「現状維

持又は増加」を目標とする。 

（外部要因） 

あくまで示された数値は国土政策局運営サイトからのダウンロード件数のみであり、他の手段による二次的な利用

件数を含まないものである。 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ○地理空間情報活用促進基本法（平成１９年法律第６３号）第１８条の２（基盤地図情報等の円滑な流通等） 

  ○地理空間情報活用推進基本計画（平成２４年３月２７日閣議決定）「第Ⅱ部１．（１）①に記載」 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値                                          （年度）

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

３４万件 ８１万件 ５０万件 ５２万件 ８２万件 ９４万件 ９５万件 １０６万件
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（万件） 国土数値情報のダウンロード件数

 

実績値等 

目標値：現状維持又は増加（毎年度） 

実績値：９５万件（平成２５年度） 

    １０６万件（平成２６年度） 

初期値：３３万件（平成１８年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○国土数値情報の整備・提供 

国土の利用に関する総合的かつ基本的な政策及び計画の策定及び推進を行うためには、国土に関する各種の情

報を総合的、体系的に収集・整備・分析するとともに、これらの情報や分析成果を国土づくり・地域づくりに関

係する多様な主体に広く提供し、国土に関する理解や取組を促進することが必要である。 

このため、国土数値情報を整備・更新するとともに、インターネットを通じて一般に無償公開する。また、そ

のための調査・検討を行う。 

関連する事務事業等の概要 

「地理空間情報活用推進基本計画」に基づく地理空間情報の活用の推進（施策目標３８関係） 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

前年度に比して、最新の実績値（平成２６年度（暫定値）：９７万件）も着実に増加の一途をたどっている。

（事務事業等の実施状況） 

新たに緊急性の高い防災・減災関係の指標設計を行い、昨年度設計の指標及び定期更新の指標の整備を行った。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局国土情報課（課長 筒井 智紀）   
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0.43% 0.43% 0.61% 0.47% 0.22% 0.37% 0.5%未満

1%未満 0.5%未満 0.5%未満 0.5%未満 0.5%未満

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 26年度

0件 － 0件 145件 23,651件 51,980件 24,000件

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

4,171 3,993 3,981 3,767

△ 43 △ 5 149 -

4,842 0 0 -

8,969 3,988 4,130 3,767

7,345 3,667

0 0

1,624 321

担当部局名 国土地理院

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名

総務部政策調整室
（室長　加藤　信行）

関係課：
企画部企画調整課
（課長　大木　章一）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

年度ごとの目標値

158　地理空間情報ライブラリー
の運用（国・地方公共団体の地
理空間情報ライブラリー利用
数）

実績値

28年度要求額

評価結果

電子基準点は、複数の種類の衛星に対応させたためシステムが複雑化し、トラブル
を増加させる懸念があるが、欠測率を目標値以下で運用できるよう更新・管理を徹
底する。地理空間情報ライブラリーは、目標を達成したことから、今後は目標とする
利用対象の範囲を国の機関・地方公共団体から国民へ拡大する定義の見直しを行
い、平成31年度の目標値を800万件と設定する。

評価

A

全ての業績指標がＡ評価であり、主要な業績指標である指標157についても目標を
達成したため。

評価

施策の分析

電子基準点の観測データの欠測率については、機器更新や電源強化等により目標
の欠測率0.5%未満を維持している。地理空間情報ライブラリー利用数については、
検索機能の強化、スマートフォン端末への対応、新規コンテンツへのアクセス増加に
より、目標を大幅に上回った。

国土の管理、災害・危機管理対応等や、国民生活の利便性の向上、地域及び産業の活性化に資するため、地理空
間情報を整備・更新するとともに、その高度な活用を推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

A

157　電子基準点の観測データ
の欠測率

実績値

年度ごとの目標値

②目標達成

施策目標個票
（国土交通省26－㊳）

施策目標 国土の位置・形状を定めるための調査及び地理空間情報の整備・活用を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標
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業績指標１５７ 

 電子基準点の観測データの欠測率 

 

 

（指標の定義） 

欠測率（％）＝｛１－（実際に取得した観測データ数／全電子基準点がフルタイムで稼動したときの観測データ数

※）｝×１００ 
 ※全電子基準点がフルタイムで稼働したときの観測データ数 

    ＝３０秒間隔で取得された観測データ数(１分間に２回)×６０分×２４時間×全電子基準点数 
（目標設定の考え方・根拠） 

電子基準点の観測データは、国土の位置・形状を把握するための基本測量、公共測量をはじめ多種多様な測量や測

位に利用される他、防災の観点から地殻変動監視にも利用されているなど我が国においてはもはや欠くことのできな

いものとなっている。さらに国内外を問わず、地球観測等に携わる多くの研究者が利用しているなど、その潜在的ニ

ーズは大きい。このように既に多くのユーザーが存在する電子基準点の観測データを、今後も安定して取得し提供す

る。 

国土の位置の基準となる電子基準点の観測データについて、故障等によるデータの欠測率が可能な限り低く維持さ

れるよう電子基準点の更新・管理を徹底する。電子基準点の観測データに欠測を生じる主な原因は、ＧＮＳＳ（Global

Navigation Satellite Systems）受信機・電源部の老朽化や通信・電気系統関係のトラブル等である。そのため、

耐用年数を考慮した GNSS 受信機・電源部の更新と共にＧＮＳＳ受信機と通信装置への無停電（２４時間または７２

時間対応）対策を講じてトラブルを最小限にとどめている。この措置によりデータの欠測率を上げないように努めて

きた。今後も欠測率を上げないようにすることが重要であることから、平成２３年度以降の目標値を０．５％未満に

設定した。 

（外部要因） 

長期間の停電や通信経路遮断等 

（他の関係主体） 

 電力会社、通信会社 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

地理空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号） 

  第２０条に信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を効果的に確保する旨が謳われて

いる。 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

０．４３％ ０．６１％ ０．４７％ ０．２２％ ０．３７％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：０．５％未満（毎年度） 

実績値：０．２２％（平成２５年度） 

０．３７％（平成２６年度） 

初期値：０．４３％（平成２２年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

約１，３００点の電子基準点によるＧＮＳＳ連続観測を実施し、広域地殻変動を監視すると共に、多くのユーザ

ーに電子基準点の観測データを提供する。また、高精度な観測を実施するために、システムを構成する機器等を常

に良好な状態に維持し、十分な機能を確保する。 

予算額 ７０，０１９万円（平成２５年度） 

予算額 ７２，１８３万円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２３年度は、福島第一原発事故と台風１２号に伴う地滑りにより、現地への立ち入りが長期にわたり制限さ

れ、復旧できない観測点が２点生じた影響で実績値（欠測率０．６１％）が目標値（同０．５％未満）を超過した。

その後、復旧を進めて平成２４度年度から目標を達成し、全体としておおむね順調に進捗していると判断される。

（事務事業等の実施状況） 

平成２５年度の沖ノ鳥島の緊急保守、乗鞍岳の燃料電の整備、平成２６年度の沖ノ鳥島の機器更新、富士山の電

源強化等により、離島、山岳地域の保守を強化している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は現在の施策を維持することで目標を達成していることから、Ａと評価した。 

従来の電子基準点はＧＰＳ衛星のみを利用していたが、現在は、測量のさらなる効率化を図るため、複数の種類

の衛星（ＧＮＳＳ）を活用したシステムとなっている。これによりシステムが複雑化し、トラブルを増加させる懸

念があるが、欠測率を目標値以下で運用できるよう更新・管理を徹底する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

特になし 

（平成２８年度以降） 

特になし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 国土地理院 総務部 政策調整室     （室長 加藤 信行） 

関係課： 国土地理院 企画部 企画調整課     （課長 大木 章一） 

     国土地理院 測地観測センター 衛星測地課（課長 辻 宏道） 

 

毎年度 1%未満 

（平成 19～22 年度） 

毎年度 0.5%未満 

（平成 23 年度以降） 
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業績指標１５８ 

 地理空間情報ライブラリーの運用（国・地方公共団体の地理空間情報ライブラリー利用数） 

 

 

（指標の定義） 

国・地方公共団体が地理空間情報を活用するため地理空間情報ライブラリーを利用した数とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

地理空間情報ライブラリーには、台帳付図、地図、空中写真等の地理空間情報が登録され、災害対策の策定及

び発災後の対応に活用することができる。これら様々な目的で利活用が可能な地理空間情報の流通を促進し、共

用・活用を進めることが地理空間情報ライブラリーの目的としている。また、国・地方公共団体で共用が進むこ

とにより、重複・類似した新たな情報整備が不用となり行政コストの低減に繋がる。 

国・地方公共団体の地理空間情報ライブラリーの年間利用数を見ることにより、国・地方公共団体での地理空

間情報の活用状況を検証できることから利用数を目標として設定した。また、目標値は、国の機関・各地方公共

団体が毎月、地理空間情報に関して利用することを目標として設定した。目標年度は、平成２４年度は情報の登

録・蓄積、平成２５年度は地理空間情報ライブラリーの普及を進めることとし、３年目の平成２６年度とした。 

（外部要因） 

大規模災害発生による地理空間情報の重要性 

（他の関係主体） 

 国の機関・地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ０件 １４５件 ２３，６５１件 ５１，９８０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：２４，０００件（平成２６年度） 

実績値：２３，６５１件（平成２５年度） 

    ５１，９８０件（平成２６年度） 

初期値：     ０件（平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

・地理空間情報ライブラリーの運用 

 様々な目的で利活用が可能な地理空間情報を国、地方公共団体をはじめ広く国民に紹介することにより、地理空

間情報の流通を促進し、活用を進めるため、地理空間情報に関する図書館として「地理空間情報ライブラリー」を

整備。サイトに登録された情報は、インターネットを通じて検索し、閲覧・入手が可能である。 

  予算額：１５９，４４２千円（平成２５年度）の内数 

１５９，１６０千円（平成２６年度）の内数 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年度で目標値に順調に近づき、目標年度である平成２６年度には目標値を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成２５年度は、地理空間情報ライブラリーの住所・地名から地図・空中写真・３Ｄ地図を検索・閲覧機能の追

加及びスマートフォン端末等への対応を行った。 

・平成２６年度は、地理空間情報ライブラリーの検索機能の強化等を行った。 

・平成２３年度に実施した政策アセスメント（平成２４年度概算予算要求）である「地理空間情報ライブラリーの

運用」の事後検証については、本業績指標をもってその効果を測定しているところ、目標年度である平成２６年

度には５１，９８０件となり目標値である２４，０００件を大きく上回り、順調であったと評価できる。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２５年度は、地理空間情報ライブラリーのリニューアルにより、住所・地名から、地図・空中写真・３Ｄ地

図を検索・閲覧機能、スマートフォン端末等への対応も行ったことにより、目標値を順調に推移した。 

・平成２６年度は、地理空間情報ライブラリーの改良及び前年度末に公開された地理院地図３Ｄのコンテンツ等へ

のアクセス増加に伴い、目標年度での目標を達成したことにより、Ａとした。 

・平成２５年度及び２６年度と順調に利用者が増加し目標値を達成できた。今後は更に地理空間情報ライブラリー

の活用を進める必要がある。このため、次年度より目標とする利用対象の範囲を国の機関・地方公共団体から国

民へ拡大する定義の見直しを行い、平成３１年度の目標値を８００万件と設定する。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

  なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土地理院 総務部 政策調整室     （室長 加藤 信行） 

関係課：国土地理院 企画部 企画調整課     （課長 大木 章一） 

    国土地理院 地理空間情報部 企画調査課 （課長 飯田 洋） 
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初期値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

395千人 395千人 387千人 379千人※ 集計中 集計中 353千人以上

- - - - -

初期値 目標値

25年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

115千人 120千人 118千人 117千人 115千人 114千人 112千人以上

- - - - -

初期値 目標値

25年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

2,493人 2,397人 2,592人 2,509人 2,493人 2,474人 2,500人以上

- - - - -

※①についての24年度の数値は速報値。

24年度 25年度 26年度 27年度

49,295 64,130 69,050 67,897

27,496 10,038 3,080 -

23,513 48,174 40,615 -

100,304 122,342 112,745 67,897

49,038 74,191

48,174 40,615

3,092 7,536

  離島地域においては、厳しい自然的社会的条件の下、人口減少や高齢化が進展
するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差が課題となっている。この
ため、離島活性化交付金を活用した離島地域の地理的及び自然的特性を活かした
振興施策への支援等を通じ、離島地域の人口減少の抑制に一定の効果をあげてい
る。
　奄美群島及び小笠原諸島については、人口減少率は1％以内に抑えられており、
着実に経済、社会資本が整備され、住民の生活水準は向上し、自立的発展につい
ても、一定の成果は出ている。

施策目標個票
（国土交通省26－㊴）

施策目標 離島等の振興を図る

施策目標の概要及び
達成すべき目標

　我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全等に重要な役
割を担っている離島等について、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図るとともに、離島等の地理
的及び自然的特性を生かした創意工夫ある自立的発展を図ることで、居住する者のない離島の増加及び離島におけ
る人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図る。

159 離島等の総人口
③小笠原諸島の総人口

Ｂ

159 離島等の総人口
①離島地域の総人口

実績値

年度ごとの目標値

評価
実績値

年度ごとの目標値

159 離島等の総人口
②奄美群島の総人口

実績値

Ｂ
年度ごとの目標値

28年度要求額

評価結果

　離島地域においては、平成２２年度の初期値から平成２７年度の目標値まで人口
が減少する場合の人口減少率よりも、やや緩やかな人口減少にとどまっている。平
成２７年度の目標値達成に向け、引き続き離島地域に必要な施策を講じることが重
要であり、その効果について検証する。
　また、奄美群島及び小笠原諸島について、現時点では人口に関する施策目標は
目標年度において達成可能な水準にあるものの、依然として本土との間には、経済
面・生活面での諸格差が存在すること、雇用の場が十分にないことから若年層を始
めとする人口流出が多い地域がある。このため、地域の特性に応じた産業の振興・
雇用機会の拡大など、定住の促進に資する諸施策を実施していく必要があり、今後
も引き続き、特別の措置による振興開発を実施し、目標の達成に努めるとともに、振
興開発のフォローの充実を検討する。

評価

Ａ

奄美群島・小笠原諸島における人口に関し、達成率が70％を下回っているため。

④進展が大きくない

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果 　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

業績指標

評価

施策の分析

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

不用額（百万円）

前年度繰越等（c）

翌年度繰越額（百万円）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）
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担当部局名 国土政策局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

作成責任者名

離島振興課
（課長　吉田　幸三）

特別地域振興官
（中島　正人）

政策評価実施時期 平成27年8月

491



 
業績指標１５９ 

 離島等の総人口 ①離島地域の総人口 

②奄美群島の総人口 

③小笠原村の総人口 

 

     ※速報値のため、修正の可能性有り 

（指標の定義） 

①離島振興法に基づく離島振興対策実施地域の総人口 

②奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する区域の市町村の住民基本台帳登録人口の総計とする。 

③小笠原村の住民基本台帳登録人口とする。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

①離島振興対策実施地域は、著しい人口高齢化、少子化、自然的・地理的条件不利下にあり厳しい状況に置かれ

ているが、同地域の振興を図ることにより、これまでの人口の減少率悪化傾向を抑制する。 

目標値設定方法については、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域の総人口（住民基本台帳ベース）の平

成２０年度末～２２年度末にかけての３ヶ年の平均増減率を、２２年度末人口に掛けることにより２３年度末値

を推計。以後、同様に、増減率を掛けることにより翌々年度以降の人口を推計し、目標年次の２７年度末人口を

推計。 

同方法による推計人口は、離島地域におけるこれまでのトレンドを踏襲したものであり、今後は日本全体の人

口減少が継続することからその影響を考慮する必要があるため、前述の方法により求めた平成２７年度人口推計

値に、「平成２２年国勢調査」における各年人口推計値の２２年～２７年までの減少率を掛けることにより、最終

的な下限目標値となる平成２７年度末人口を求める。なお、最終目標値は、公表される「平成２７年国勢調査」

における日本人の人口減少率、国内全体の社会的・経済的要因、政策等を考慮して評価する。 

 

②地理的、自然的、歴史的条件等の特殊事情による不利性を抱える奄美群島においては、振興開発により住民の

生活の安定及び福祉の向上を図り自立的発展に結びつけることが必要であり、その達成度を定量的かつ端的に示

す指標として人口を用いることとした。 

目標値の設定時期は、奄美群島振興開発施策の根拠となる奄美群島振興開発特別措置法が平成 30 年度末で期限

切れとなることから、当該目標設定時期を平成 30 年度末とした。初期値については、平成 25 年度末の実績値を

表記している。 

目標値の考え方は、奄美群島における総人口の減少傾向の悪化を抑制することを目標とすることから、群島内

の総人口の過去５ヶ年（平成２０～２４年度）の平均減少率を算出した上で、それをもとに平成３０年度末人口

を推計し、目標値とした。 

 

③地理的、自然的、社会的、歴史的条件等の特殊事情による不利性を抱える小笠原諸島においては、振興開発に

より島民の生活の安定及び福祉の向上、また、自然環境の保全や文化の継承を図り自立的発展に結びつけること

が必要である。 

  平成 26年 3月 31日に小笠原諸島振興開発特別措置法が改正され、法の目的に定住の促進を追加したことに加え、

その実現に向け、産業の振興に係る自主的な取組を各種特例措置で支援する産業振興促進計画認定制度を創設する

等、小笠原諸島の地域の特性に応じた産業の振興・雇用の拡大、住民の利便性向上を図ることとした。その達成度

を定量的かつ端的に示す指標として人口を用いることとした。 

目標値の設定時期は、小笠原諸島振興開発施策の根拠となる小笠原諸島振興開発特別措置法が平成 30 年度末で

期限切れとなることから、当該目標設定時期を平成 30 年度末とした。初期値については、平成 25 年度末の実績

値を標記している。 

目標値の考え方は、平成 25 年度末時点の総人口 2,493 人を基に、総人口の維持を最低限の課題としつつ、帰島

及び定住を促進することにより超長期の将来人口として我が国復帰当初から目標としてきた 3,000 人に近づける

ことを目指して、平成 30 年度末時点では 2,500 人以上とすることを目標とした。 

 

 

評 価 

 

①Ａ 

②Ｂ 

③Ｂ 

 

①目標値：３５３千人以上  （平成２７年度） 

実績値：３７９千人※   （平成２４年度） 

    集計中      （平成２５年度） 

初期値：３９５千人    （平成２２年度） 

②目標値：１１２千人以上  （平成３０年度） 

実績値：１１５千人    （平成２５年度） 

     １１４千人    （平成２６年度） 

初期値：１１５千人    （平成２５年度） 

③目標値：２，５００人以上 （平成３０年度） 

実績値：２，４９３人   （平成２５年度） 

２，４７４人   （平成２６年度） 

初期値：２，４９３人   （平成２５年度） 
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（外部要因） 

①様々な自然条件、著しい高齢化等の人口構成、地方財政力の低下に伴う公共事業の減少、魚価の影響、原油価格

の影響、若年層の本土への流出についての離島に高校等がないことの影響、国内の経済状況、景気動向、為替（海外

旅行ニーズ関連）、日本全体の人口構成 

②③国内の経済状況、景気動向、災害 

 

（他の関係主体） 

 ①地方公共団体 

②他府省庁、鹿児島県、地元市町村 

③他府省庁、東京都、小笠原村 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

経済財政運営と改革の基本方針について（平成２６年６月２４日閣議決定）過疎地域や、離島・奄美等、半島

を含む条件不利地域においては、近隣地域との調和ある発展にも留意しつつ、基幹集落を中心としたネットワー

ク化を推進し、必要な交通基盤の維持を含む日常生活機能の確保や地域産業の振興により定住環境を整備して、

集落の活性化を図る。また、地域の資源や特性を活かした創意工夫ある取組を支援する。 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

①３９５千人 ３８７千人 ３７９千人※ 集計中 集計中 

②１１９，５０３人 １１８，０８２人 １１６，９０８人 １１５，２５２人 １１４，１８４人 

③２，３９７人 ２，５２９人 ２，５０９人 ２，４９３人 ２，４７４人 
※速報値のため、修正の可能性有り 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

493



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

 

【①離島地域の人口】 

○離島活性化交付金 

 離島における地域活性化を推進し、定住の促進を図るため、海上輸送費の軽減等戦略産業の育成による雇用拡大等

の定住促進、観光の推進等による交流の拡大促進、安全・安心な定住条件の整備強化等の取組を支援している。 

  予算額：１,７５０百万円（平成２５年度）（補正含む） 

  予算額：１,８００百万円（平成２６年度）（補正含む） 

○離島振興対策調査 

 離島地域の定住環境に関する調査を実施し、調査結果等について有識者を踏まえた懇談等を行った。 

  予算額：３３百万円（平成２５年度） 

予算額：３９百万円（平成２６年度） 

○離島振興事業（公共事業） 

 離島振興計画の着実な推進を図るため、地域の要望も踏まえつつ、離島における社会基盤の整備を実施した。 

  予算額：４９,１１９百万円（平成２５年度）（補正含む） 

  予算額：４５,１５６百万円（平成２６年度）（補正含む） 

○離島振興対策実施地域に係る特例措置（所得税・法人税） 

 離島の活性化を図るため、離島振興対策実施地域において機械・装置及び建物等を取得して製造業・旅館業・農林

水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供した場合、５年間の割増償却を措置する。 

 

【②奄美地域の総人口】 

○奄美群島振興開発事業（ソフト事業・ハード事業） 

奄美群島の自立的発展を図るため、地方公共団体等が行う事業（①産業振興等地域資源活用、②奄美群島体験交 

流、③人材育成支援、④生活・環境保全対策）の実施に要する経費の一部補助を実施。 

予算額：５８１百万円（平成２５年度国費） 

○奄美群島振興交付金（非公共事業） 

 奄美群島の振興開発に係る交付金事業計画に基づく奄美群島の振興開発に必要な経費の一部補助を実施。 

予算額： ２，１３０百万円（平成２６年度国費） 

○奄美群島振興開発事業（公共事業） 

奄美群島の自立的発展を図るため、地域の要望を十分に踏まえつつ、奄美群島振興開発計画に基づく事業（交通 

基盤、産業基盤、生活基盤、国土保全・防災対策等の基盤整備）を着実に実施。 

予算額：２３，０３８百万円（平成２５年度国費） 

    ２３，０８０百万円（平成２６年度国費） 

○奄美群島における工業用機械等に係る特別償却制度（所得税、法人税） 

 奄美群島において、事業者が製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報通信サービス業等の用に供する設備 

等の取得した場合、５年間割増償却ができる制度を措置する。 

  

 

【③小笠原村の総人口】 

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

（人） 小笠原諸島の総人口
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〇小笠原諸島振興開発事業（ハード事業） 

住民生活の安定、福祉の向上及び産業振興を図るための産業基盤及び生活基盤施設等の整備 

 予算額：８６２百万円（平成２５年度国費） 

９５５百万円（平成２６年度国費） 

〇小笠原諸島振興開発事業（ソフト事業） 

 住民生活の安定、福祉の向上及び産業振興を図るための病害虫等防除の実施、診療所運営及び振興開発事業の実施

のために必要な調査 

予算額：１１１百万円（平成２５年度国費） 

１４５百万円（平成２６年度国費） 

 

関連する事務事業等の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

【①離島地域の総人口】 

・離島地域の人口は減少傾向にあるものの、平成２２年度の初期値から平成２７年度の目標値まで人口が減少する場

合の人口減少率よりも、比較的緩やかな人口減少にとどまっている。 

・離島における雇用の拡大や交流人口の増加に繋がる取組を国が支援する「離島活性化交付金」が平成２５年度に創

設され、戦略産品の開発研究や離島の観光資源を用いたイベントの開催、避難所・避難路等の整備等、幅広い事業に

活用されている。 

・各地方公共団体が定めた離島振興計画に基づく事業に対し、その内容の独自性及び熟度に応じて、社会資本の整備

等を支援している。 

 

【②奄美群島の総人口】 

・平成２５年度末の人口は１１５，２５２人（対前年度比０．９９）であり、平成２５年度の目標値を上回っている。

また、平成２６年度末の人口は１１４，１８４人（対前年度比０．９９１）と依然減少しているものの、平成２１

年度末から平成２５年度末の平均減少率（０．９８９）に比べ減少幅が縮小しており、改善の傾向が見られる。 

【③小笠原村の総人口】 

・平成２５年度末の人口は２，４９３人（対前年度比０．９９４）、平成２６年度末の人口は２，４７４人（同０．

９９２）と依然減少している。しかしながら、進学、医療・福祉への不安、本土にいる親の介護のための転出が 

見られる一方で、高い出生率を維持していること、漁業や観光業関係の２０代、３０代を中心に、生産年齢人口・

子育て世代が転入していることから、減少率は１％未満を維持している。 

 

（事務事業の実施状況） 

平成２５年度においては、奄美群島の特性をいかした地域の主体的な取組を支援し、産業振興による雇用機会の拡

大や豊かな自然環境の保全等による地域の自立的発展に向けた環境づくりを推進するため、ソフト施策とハード施策

を一体的に支援。 

平成２６年度においては、奄美群島の厳しい地理的、自然的、歴史的条件不利性を克服すべく、ソフト面を中心に、

自らの責任で地域の裁量に基づく産業振興、雇用創出のための施策を後押しする奄美群島振興交付金を創設した。こ

の交付金により、「奄美・琉球」の世界自然遺産に向けた観光振興のため、東京・大阪・鹿児島等から奄美群島に訪

れる観光客を対象に航空運賃の実質的な負担軽減等を行う観光キャンペーンや、沖縄と自然的条件が類似する奄美群

島の産業競争力を確保し、販路・生産拡大等を戦略的に実施するため、農林水産物の本土までの海上輸送費を支援す

る農林水産物輸送費支援事業の実施を支援。 

小笠原村においては、平成２５年度に地域の特性に応じた産業の振興・雇用の拡大のため、老朽化した農道の補修、

農作物の安定生産のために暴風対策として鉄骨ハウスやストロングハウスの整備、小笠原の農業を周知するため農業

試験地改良工事等への支援し、農業を中心とした産業振興を支援したほか、漁業後継者の確保のため、漁船船員厚生

施設整備を支援した。 

また、東日本大震災発生時に島内に実際の被害が発生したことを踏まえ、南海トラフ地震等の大規模災害に備えた

対策として、父島浄水場の高台移転や二見漁港の既設防波堤の改良工事を緊急に実施した。 

平成２６年度においては、引き続き産業の振興・雇用の拡大のために必要な施策を行ったほか、定住の促進を図 

るため、本土と小笠原を結ぶ唯一の定期船「おがさわら丸」の代替船及び新船に対応した港湾の整備による交通ア 

クセスの改善に向けた取組のほか、父島浄水場の高台移転工事、都道の拡幅、災害防除工事等、生活環境の改善に 

向けた施策を積極的に行った。 

 

・平成２５年度に実施した政策アセスメント（平成２５年度概算予算要求）である「離島活性化交付金（仮称）の創

設」の事後評価については、本業績指標①をもってその効果を測定しているところ、平成２４年度実績においては、

目標年度までに目標を達成できる見込みであることから、順調であると評価できる。 

・平成２５年度に実施した規制の事前評価である「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法

の一部を改正する法律案」の事後評価については、本業績指標②、③をもってその効果を測定しているところ、それ

ぞれ平成２６年度の実績においては、目標年度までに目標を達成できる見込みであることから順調であると評価でき

る。 

・平成２６年度に実施した政策アセスメント（平成２６年度概算予算要求）である「奄美群島の振興開発に係る交付
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金制度の創設」の事後評価については、本業績指標②をもってその効果を測定しているところ、平成２６年度実績に

おいては、目標年度までに目標を達成できる見込みであることから、順調であると評価できる。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 

【①離島地域の総人口】 

・離島地域の人口は減少傾向にあるものの、平成２２年度の初期値から平成２７年度の目標値まで人口が減少する 

場合の人口減少率よりも、比較的緩やかな人口減少にとどまっている。 

・離島地域は、四方を海等に囲まれており、厳しい自然的社会的条件の下、人の往来、生活に必要な物資等の輸送に

要する費用が他の地域に比較して多額であることのほか、産業基盤・生活環境等に関する地域格差が課題となってい

る。 

・離島地域においては各都道県の作成した離島振興計画に基づき、諸政策が講じられ、着実に成果をあげてきたが、

人口減少や高齢化の進展、基幹産業である一次産業の停滞等、離島地域をめぐる現状は依然として厳しい状況にあり、

今後も一層の振興施策を推進していく必要がある。 

・以上を踏まえ、現段階ではＡと評価した。 

 

【②奄美群島の総人口】 

・平成２６年度末の人口は１１４，１８４人（対前年度比０．９９１）と依然減少しているものの、平成２１年度末

から平成２５年度末までの過去５年間の減少率の中で最低の減少率であった。しかし、現在のトレンドを継続した

としても平成３０年度末の目標値は達成できない見込みであるため、現段階ではＢと評価した。 

・奄美群島は、厳しい地理的、自然的、歴史的条件等の特殊事情を抱えており、これらの特殊事情による不利性を克

服するため、産業の振興、社会資本の整備等に積極的な諸施策が講じられてきた。しかし、いまだ産業が十分には

確立されたとは言えず、本土との間には経済面・生活面での諸格差が残されている。また、雇用の場が十分にない

ことから、若年層の多くが島を離れているのが現状である。 

・このため、今後の奄美群島の振興開発に当たっては、地域の特性に応じた産業の振興・雇用の拡大等の施策の展開

により、定住の促進を図ることが必要であり、引き続き現在の施策を維持することが妥当であると考えられる。 

 

 

【③小笠原村の総人口】 

・平成２５年度末の人口は２，４９３人（対前年度比０．９９４）、平成２６年度の人口は２，４７４人（同０． 

９９２）と減少率は１％未満を維持しているものの、初期値からは減少しているため、現段階ではＢと評価した。

・小笠原諸島は、その地理的、自然的、歴史的条件等の特殊事情による不利性を克服するため、日本復帰後、産業振

興や社会資本整備等に対する諸施策が積極的に講じられてきた。しかしながら、依然として、本土との間には、交

通アクセスや医療・福祉等の生活環境面での格差があること、雇用の場が十分にないことから高校卒業生の多くが

島を離れていること等、同諸島で定住を促進する上での課題が残っている。 

・このため、今後の小笠原諸島の振興開発に当たっては、情報発信に努め、その知名度を向上させるとともに、交 

通アクセスや生活環境の改善、地域の特性に応じた産業の振興・雇用の拡大等の施策の展開により、定住の促進 

を図るうえでの課題を解決することが妥当である。 

 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度以降） 

・海洋資源や観光資源等を活用し、市町村・漁協・観光組合等が地元の漁業者、農業者、宿泊業者等をつなげる中間

支援組織としての役割を果たすモデル事業等の検討を行う。 

・離島地域相互、離島地域と専門家・民間企業とのネットワークの構築の支援等を検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 国土政策局離島振興課（課長 吉田 幸三） 

国土政策局特別地域振興官（特別地域振興官 中島 正人） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

6 － 6 8 8 集計中 増加又は現状維持

－ － － － －

初期値 目標値

17～24年度の平均 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

3.36百万円/人 3.42百万円/人 3.70百万円/人 3.55百万円/人 3.79百万円/人 集計中 3.36百万円/人

3.36百万円/人 3.36百万円/人 3.36百万円/人 3.36百万円/人 3.36百万円/人

初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 29年度

31,091人 27,778人 29,441人 31,091人 32,571人 34,707人 39,000人

－ － － － －

24年度 25年度 26年度 27年度

144,072 184,012 468,489 473,925

77,854 50,640 16,717 -

47,689 115,217 146,722 -

269,615 349,868 631,927 473,925

158,003 256,524

115,217 146,722

1,015 9,095

②目標達成

施策目標個票
（国土交通省26－㊵）

施策目標 北海道総合開発を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析
施策目標の達成手段である北海道開発事業費や北海道開発推進調査費、北方領
土隣接地域振興等経費等を効果的に活用し、地域ニーズに沿った事業が展開され
るよう一層の重点化を図っている。

北海道の資源・特性を活かして我が国が直面する課題の解決に貢献していくとともに、地域の活力ある発展を図るた
め、「アジアに輝く北の拠点」、「森と水の豊かな北の大地」、「地域力のある北の広域分散型社会」を戦略的目標とし
て掲げ、多様な主体の連携・協働によって、効果的に「北海道総合開発計画」を推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

A

160　北海道総合開発計画の着
実な推進（対前年度比で進捗
が認められる代表指標の項目
数）

実績値

年度ごとの目標値

関連指標

評価

年度ごとの目標値

評価結果

目標年度は毎年度と設定しており、引き続き施策を推進することにより、目標達成を
目指す。
なお、北海道開発をめぐる潮流の急激な変化を踏まえ、平成28年春を目途に新たな
北海道総合開発計画を策定することとしており、新たな計画の内容に即した業績指
標の検討が今後必要となる。

評価

A

全ての業績指標がＡ評価であるため。なお、当該指標については、平成25年度実績
で目標を達成しており、26年度についても順調な傾向が見込まれるためＡ評価と判
断したもの。

評価

関20　アイヌの伝統等に関する
普及啓発活動（講演会の延べ
参加者数）

実績値

年度ごとの目標値

161　北方領土隣接地域振興指
標（一人当たり主要生産額）

実績値

28年度要求額

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

北海道局参事官
（参事官　鎌田　照章）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 北海道局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
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業績指標１６０ 

 北海道総合開発計画の着実な推進（対前年度比で進捗が認められる代表指標の項目数） 

  

 

（指標の定義） 

北海道総合開発計画（平成２０年７月４日閣議決定）で掲げられている３つの戦略的目標の進捗を代表的に示すと

考えられる９項目の代表指標のうち、対前年度比で進捗が見られる代表指標の項目数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

北海道総合開発計画では、北海道の資源・特性を活かして我が国が直面する課題の解決に貢献していくとともに、

地域の活力ある発展を図るため、「アジアに輝く北の拠点～開かれた競争力ある北海道の実現」、「森と水の豊かな北

の大地～持続可能で美しい北海道の実現」、「地域力のある北の広域分散型社会～多様で個性ある地域から成る北海道

の実現」の３つを戦略的目標として掲げ、多様な主体の連携・協働によって、効果的に計画を推進するものである。

計画の進捗状況は、これらの戦略的目標毎に設定した代表指標の改善状況で示されていると考えられることから、

対前年度比で進捗が見られる項目数が、平成２３年度の実績値（初期値）と比べ現状維持又は増加することを目標と

するものである。 

（外部要因） 

経済情勢、社会状況の変化 

（他の関係主体） 

 関係府省庁、地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  北海道総合開発計画（平成２０年７月４日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ６ ８ ８ 集計中 

 

 
 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

北海道開発法に基づき策定された北海道総合開発計画（現行計画は平成２０年７月４日閣議決定の「地球環境時代

を先導する新たな北海道総合開発計画」）の具体化に資する施策・事業を展開。 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：現状維持又は増加（毎年度） 

実績値：８    （平成２５年度） 

    集計中  （平成２６年度） 

初期値：６    （平成２３年度） 
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予算額：北海道開発事業費     ４，６２８億円（平成２６年度）  １，７７４億円（平成２５年度） 

    北海道総合開発推進調査費     １億円（同上）          １億円（同上） 

    （北海道開発計画調査等経費） 

    ※予算額は当初 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

代表指標（９項目）について、平成２４年度と平成２５年度のデータを比較して進捗状況を図ったところ（平成

２６年度は集計中）、代表指標のうち、１項目を除く８項目で進展が見られ、同指標全体として進捗状況は順調

である。平成２６年度については集計中ではあるものの、代表指標の大半について同様のトレンドが見込まれる。

（事務事業等の実施状況） 

戦略的目標１ 「アジアに輝く北の拠点～開かれた競争力ある北海道の実現」 

 ①食品輸出額 

  ・進展していると見られる（平成２４年の３６５億円から平成２５年は５８２億円に増加） 

 ②訪日外国人来道者数 

  ・進展していると見られる（平成２４年度の７９０，４００人から平成２５年度は１，１５３，１００人に増

加） 

 ③農業基盤整備の事業完了地区における担い手への農地の利用集積率 

  ・進展していると見られる（平成２４年度の１０．０％から平成２５年度は１１．１％に増加） 

 戦略的目標２ 「森と水の豊かな北の大地～持続可能で美しい北海道の実現」 

 ④育成複層林の面積 

  ・進展していると見られる（平成２４年度の６６７，８５８㏊から平成２５年度は６８２，３０７㏊に増加）

 ⑤新エネルギーの普及状況 

 ・進展していると見られる（平成２４年度の１０８，９７０㎾から平成２５年度は２７５，７７７㎾に増加）

⑥一般廃棄物のリサイクル率 

 ・進展していると見られる（平成２４年度の２３．６％から平成２５年度は２４．０％に増加） 

戦略的目標３ 「地域力ある北の広域分散型社会～多様で個性ある地域から成る北海道の実現」 

⑦新千歳空港の国内線乗降客数 

・進展していると見られる（平成２４年度の１６，３８３，６９２人から平成２５年度は

１７，３９８，７６４人に増加） 

⑧国際会議参加者数 

・進展していると見られない（平成２４年度の６３，３９２人から平成２５年度は５５，５６９人に減少） 

⑨体験居住参加数 

・進展していると見られる（平成２４年度の１，９７５人から平成２５年度は２，２６４人に増加） 

 
 【代表指標の出典】 

①食品輸出額：函館税関「北海道貿易概況」 

②訪日外国人来道者数：北海道「北海道観光入込客数調査報告書」 

③農業基盤整備の事業完了地区における荷内への農地の利用集積率の増加：国土交通省北海道開発局調べ 

④育成複層林の面積：「北海道業務資料国有林野事業統計書」 

⑤新エネルギーの普及状況：経済産業省資源エネルギー庁調べ 

⑥一般廃棄物のリサイクル率：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」 

⑦新千歳空港の国内線乗降客数：国土交通省「歴年・年度別空港管理状況調書」 

⑧国際会議参加者集：日本政府観光局「国際会議統計」 

⑨体験住居参加者数：北海道「北海道体験移住「ちょっと暮らし」実績について」 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 戦略的目標毎に設定した９項目の代表指標のうち、８項目が進展しており、北海道総合開発計画の着実な推進が

見られることから、Ａと評価した。 

今後の取組みの方向性としては、北海道開発をめぐる潮流の急激な変化を踏まえ、北海道の優れた資源・特性を

活かし、国の課題解決に貢献するとともに、地域の活力ある発展を図るため、平成２８年春を目途に新たな北海道

総合開発計画を策定することとしており、新たな計画の内容に即した業績指標を設定する必要がある。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 平成２８年春を目途に新たな北海道総合開発計画を策定することとなっており、新たな計画に即した業績指標を検

討する必要がある。 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 北海道局参事官 鎌田 照章 

 

499



 
業績指標１６１ 

 北方領土隣接地域振興指標（一人当たり主要生産額） 

 

 

（指標の定義） 

一人当たり主要生産額～北方領土隣接地域（根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町）の人口一人当たりの地

域の主要産業（農業、漁業、製造業）の生産額。 

（目標設定の考え方・根拠） 

「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和５７年総理府告示第８５号）」及び「北方領土

問題等の解決の促進を図るための基本方針(昭和５８年総理府告示第１３号）」により、北海道知事が策定する「北方

領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画」に基づき、北方領土隣接地域を安定した地域社会として形

成するのに資するために必要な施策を推進している。 

本地域の振興及び住民の生活の安定を図るにあたって主要産業の活性化は重要であることから、主要産業の一人あ

たり生産額が初期値である３．３６百万円／人（平成１７年度～平成２４年度の平均値）を下回らないことを目標と

する。 

（外部要因） 

国内の経済動向の変動、農産物生産量、漁獲量、気候の変動 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画（平成２０年７月４日） 

  第４章第３節（４）多様で個性的な北国の地域づくり 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値                                           （年度）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２．９４ ３．０７ ３．３１ ３．４１ ３．４８ ３．４２ ３．７０ ３．５５ ３．７９ 集計中 

※単位：百万円／人 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：３．３６百万円／人以上（毎年度） 

実績値：３．７９百万円／人以上（平成２５年度） 

    集計中（平成２６年度） 

初期値：３．３６百万円／人（平成１７～２４年度の平均） 
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（百万円/人） 一人当たり主要生産額
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定を図るため、同地域の「第７期北方領土隣接地域の振興及び住民

の生活の安定に関する計画」（以下、「第７期振興計画」という。）に基づき、隣接地域が実施する、魅力ある地域

社会の形成に向けた重点的な取組のうちソフト施策に係る事業に要する経費の一部（２分の１以内）を補助する。

予算額：北海道総合開発推進費 北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金 １．０億円（平成２５年度） 

               （同上）                １．０億円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

一人当たり主要生産額について、平成２６年度の実績値は集計中であるが、当該年度において魅力ある地域社会

の形成に向けた重点的な取組のうち基幹産業の付加価値向上等に向けた取組（農水産物消費拡大推進事業、農水産

物高付加価値化対策事業）といった地域の産業振興に資する事業等を平成２６年度３市町（根室市、別海町、標津

町）で実施したところであり、その執行については順調に終了した。また、平成２５年度の実績値は隣接地域全体

で３．７９百万円／人と目標値を上回っており、平成２６年度についても事業実施により目標が達成されると推測

される。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２５年度に新たに策定された「第７期振興計画」に基づき、北方領土隣接地域振興等事業推進費補助金の対

象事業の見直しを行い、隣接地域の魅力ある地域社会の形成に向けた重点的な取組のうちソフト施策に係る事業を

支援しているところであり、今後も引き続き地域の状況を踏まえつつ、当該施策を実施する必要がある。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

一人当たり主要生産額については、平成２５年度の実績値が目標値を上回り、平成２６年度についても基幹産業

の付加価値向上等に向けた取組等を実施しており、特段の外部要因等もなかったため、目標達成が見込まれる。そ

のため、Ａと評価した。 

平成２７年度以降についても、引き続き隣接地域の安定振興を図る観点から補助金事業として継続する。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：北海道局参事官（参事官 鎌田 照章） 
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関連指標２０ 

 アイヌの伝統等に関する普及啓発活動（講演会の延べ参加者数） 

 

 

 

 

 

 

 

（指標の定義） 

「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」（平成９年法律第５２号。

以下「アイヌ文化振興法」という。）に基づく普及啓発活動として、公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構が

北海道内外各地で実施するアイヌの伝統や文化をテーマとした講演会の延べ参加者数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

アイヌ文化振興法は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する普及啓発の施策を推進することにより、ア

イヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与すること

を目的としている。同法に基づき、公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構がアイヌの伝統や文化をテーマとし

た講演会を実施している。 

当該講演会は、平成１０年度から全国各地で実施しているものであるが、広く一般国民に普及させるためには、今

後も継続的に行うことが重要である。以上の理由から、「講演会の延べ参加者数」をアイヌの伝統等に関する知識の

普及啓発の関連指標として設定するものである。 

引き続き参加者数を着実に伸ばしていく必要があることから、平成２９年度までに延べ３９，０００人（平成２０

～２４年度の講演会参加者数の年平均値を算出し、目標年度までの５か年分を延べ人数に累計し設定）の参加を目標

とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 文化庁（アイヌ文化振興法を共管） 

 北海道（アイヌ文化振興法の関係都道府県） 

 公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構（事業主体、アイヌ文化振興法の指定法人） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画（平成２０年７月４日） 

  第４章第２節（１）（自然とのかかわりが深いアイヌ文化の振興等） 

   

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

  

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

２７，７７８人 ２９，４４１人 ３１，０９１人 ３２，５７１人 ３４，７０７人 

 

実績値等 

目標値：３９，０００人（平成２９年度） 

実績値：３２，５７１人（平成２５年度） 

３４，７０７人（平成２６年度） 

初期値：３１，０９１人（平成２４年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

アイヌ文化振興法に基づき、アイヌの伝統等に関する普及啓発を図るため、アイヌの伝統及び文化に関する広報

情報の発信、アイヌの伝統等をテーマとした講演会の開催等の施策を進める。 

 予算額：北海道総合開発推進費 アイヌ伝統等普及啓発等事業費補助金 １億円の内数（平成２５年度） 

              （同上）                １億円の内数（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

 該当なし 

 

達成状況等 

目標の達成状況等 

（目標の達成状況） 

目標値は２９年度に３９，０００人のところ、最新の実績値（平成２６年度）は３４，７０７人である。 

（事務事業等の実施状況） 

アイヌの伝統等について広く一般国民に普及啓発を進める上で必要な施策であることから、北海道内外各地で講

演会を開催した。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：北海道局総務課アイヌ施策室（室長 小山 寛） 
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初期値 目標値

－ 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

－ － 95.7% 87.2% 97.9% 94.4% 80%

－ 80% 80% 80% 80%

24年度 25年度 26年度 27年度

20,371 19,675 20,332 20,022
<452> <225> <234> <282>
△ 289 2,333 1,052 -
<△17> <0> <0> -

3,216 1,955 2,406 -
<0> <0> <0> -

23,297 23,963 23,790 20,022
<435> <225> <234> <282>
21,100 21,311
<435> <225>
1,955 2,406

<0> <0>
243 246
<0> <0>

担当部局名
大臣官房

総合政策局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

※下段〈 〉は書きは、複数
施策に関連する予算であ

り、外数である。

区分

作成責任者名

大臣官房技術調査課
（課長　五道　仁実）

総合政策局技術政策課
（課長　吉田　正彦）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

目標達成度合いの
測定結果

当初予算（a）

補正予算（b）

施策目標個票
（国土交通省26－㊶）

施策目標 技術研究開発を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

28年度要求額

評価結果

今後とも、技術研究開発の成果をタイムリーに社会に還元していくため、着実な施策
の実施が必要であり、国土交通省技術基本計画（平成24年12月策定）に基づき、技
術研究開発の特性に応じた施策を展開する。

評価

A

技術研究開発の成果をタイムリーに社会に還元していくため、目標を適切に設定し、それに基づいて技術研究開発を
効果的・効率的に推進する。

業績指標

162　目標を達成した技術研究
開発課題の割合

実績値

②目標達成

年度ごとの目標値

業績指標の実績値は、施策目標の達成に向けて着実な成果を示しているため。な
お、目標を大幅に上回って達成されたとは認められないため、「①目標超過達成」に
は該当しない。

施策の分析
国土交通省技術基本計画に基づいた施策の着実な展開により、業績指標の実績値
は、施策目標の達成に向けて着実な成果を示している。

　（各行政機関共通区分）
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業績指標１６２ 

 目標を達成した技術研究開発課題の割合 

 

 

（指標の定義） 

当該年度に事後評価を実施した技術研究開発課題のうち、外部評価により「目標を十分達成した」または「概ね目

標を達成した」と評価された技術研究開発課題の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

技術研究開発の成果をタイムリーに社会に還元していくためには、目標を適切に設定し、効果的・効率的に実施す

ることが重要である。この観点から、以下のとおり目標を設定した。 

当該年度に事後評価を実施した技術研究開発課題のうち、目標を達成した技術研究開発課題の割合を業績指標とし

て設定し、毎年度、８０％以上達成することを目標とした。 

実績値の算定にあたっては、外部評価にて個別研究開発課題ごとに「目標を十分達成した」、「概ね目標を達成した」、

「あまり目標を達成できなかった」、「目標を達成できなかった」の４段階で評価し、そのうち「目標を十分達成した」

または「概ね目標を達成した」ものを「目標を達成した」ものとする。 

なお、平成２３年度より設定した目標のため、平成２２年度以前の実績値については、記載していない。 

（外部要因） 

・設備の故障等の不可抗力 

・資機材の入手難等 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

－ ９５．７％ ８７．２％ ９７．９％ ９４．４％ 

 

 

評 価 

Ａ 

目標値：８０％（毎年度） 

実績値：９７．９％  （平成２５年度） 

    ９４．４％  （平成２６年度） 

初期値： － 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

技術研究開発の推進に必要な経費  

予算額： 

２，７６１百万円（平成２５年度） 

２，５１９百万円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「順調」 

平成２６年度については目標値を達成している。 

（事務事業等の実施状況） 

目指すべき社会の実現のため、様々な要素技術をすり合わせ・統合し、高度化することにより、社会的な重要課

題を解決し、国民の暮らしへ還元する科学技術を推進している。 

平成２６年度は、５４件の研究開発課題の事後評価が実施され、そのうち５１件が「目標を十分達成した」、「概

ね目標を達成した」と評価された。 

なお、個別の研究開発課題では、評価の実施にあたっては別途外部の専門家の知見を活用した評価（外部評価）

が行われており、研究開発課題の結果については、 

https://www.mlit.go.jp/common/001085131.pdf 

に掲載している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成２６年度の目標値を達成していることから、引き続き技術研究開発を推進していくこ

ととし、Ａと評価した。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

なし 

（平成２８年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 大臣官房技術調査課（課長 五道 仁実） 

総合政策局技術政策課（課長 吉田 正彦） 

関係課： 鉄道局技術企画課技術開発室（室長 岸谷 克己） 

海事局海洋・環境政策課技術企画室（室長 河野 順） 

国土技術政策総合研究所企画部研究評価・推進課（課長 荒井 知己） 

国土地理院企画部企画調整課（研究企画官 永山 透） 
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初期値 目標値

24年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 毎年度

0件 2件 2件 0件 1件 4件 限りなくゼロ

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

3,199 3,296 3,173 4,181

△ 21 △ 197 112 -

0 0 0 -

3,178 3,099 3,286 4,181

2,665 2,787

0 0

513 311

担当部局名 総合政策局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名

情報政策課
（課長　中野　宏幸）
行政情報化推進課
（課長　野水　学）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

目標達成度合いの
測定結果

当初予算（a）

補正予算（b）

施策目標個票
（国土交通省26－㊷）

施策目標 情報化を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

28年度要求額

評価結果

本年１月にサイバーセキュリティ基本法が施行され、今夏、同法に基づく新たな国家
戦略となる「サイバーセキュリティ戦略」が策定される予定となっている。サイバー空
間を取り巻く環境は日々変化しており、また、同戦略を踏まえて、政府としての対応
が検討される中、当該事項に係る指標や評価のあり方につき、見直しに向けた検討
を行っていくこととしたい。

評価

B

国土交通省及び交通分野における国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすIT障害の発生を防ぐことにより国
民生活・社会経済活動の安全を保つ。

業績指標

163　国民生活・社会経済活動
に重大な影響を及ぼすIT障害
発生件数

実績値

④進展が大きくない

年度ごとの目標値

サイバー攻撃は、外的環境が著しく変化し、増加・高度化・多様化が進んでいる。政
府機関や重要インフラ事業者等への脅威は、標的型攻撃・不正アクセスなど、複雑・
深刻化し、国や国民生活の安全・安心にとってきわめて重要な課題となっている。こ
うした中、政府では政府機関や重要インフラのセキュリテイ対策を政府一体となって
取り組み、政府全体として着実に進捗していると評価されている。目標達成度合い
の測定結果としては、これまでの各年に比べて増加しているものの、政府全体として
みると、攻撃の件数が大幅に増加する中で、当省においても、政府一体となった取
組みが、着実に進捗している。しかし、目標値には達していないことから、業績指標
をＢとし、「進展が大きくない」とした。

施策の分析
ＩＴ障害発生のリスクが高まっている状況下で、IT障害の発生は、国民生活・社会経
済活動に重大な影響を及ぼす恐れがあるため、今後も情報セキュリティ防護のため
の施策に取り組む必要がある。

　（各行政機関共通区分）
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業績指標 163 

 国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼす IT 障害発生件数 

 

 

（指標の定義） 

国土交通省及び交通分野における国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすＩＴ障害発生件数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

近年、政府機関や交通分野においてもＩＴの利活用が急速に進展してきており、それに伴いＩＴ障害発生のリスク

も高まってきている。そのため、豊かな国民生活の実現、並びに経済社会の活力の向上や持続的発展において、ＩＴ

障害を確実に防止するための施策を行うことは極めて重要であると考えており、今後も持続的な取り組みが必要なた

め、国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすＩＴ障害発生件数を限りなくゼロとすることを目標値として設定

した。 

（外部要因） 

重要インフラ分野におけるＩＴの利用の高度化・深度化や、その適用範囲の拡大 

（他の関係主体） 

 内閣サイバーセキュリティセンター及び関係省庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０４号） 

  世界最先端ＩＴ国家創造宣言（平成２５年６月１４日閣議決定） 

  「サイバーセキュリティについては、「サイバーセキュリティ戦略」（平成２５年６月１０日情報セキュリティ政

策会議決定）に基づき、具体的な施策を推進することを通じて、世界を率先する強靱で活力あるサイバー空間を構

築することにより「サイバーセキュリティ立国」を実現する。」 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  サイバーセキュリティ戦略（平成２５年６月１０日情報セキュリティ政策会議決定） 

  「国家や重要インフラに対する「サイバー攻撃」が現実のものとなり、「国家安全保障」や「危機管理」上の課

題となっている。今や、国家や重要インフラの防護に最善の措置の導入が不可欠となっている。」 

  重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第３次行動計画（平成２６年５月１９日情報セキュリティ政策会議

決定） 

「重要インフラにおけるサービスの持続的な提供を行い、自然災害やサイバー攻撃等に起因するＩＴ障害が国民

生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼさないよう、ＩＴ障害の発生を可能な限り減らすとともにＩＴ障害発生時

の迅速な復旧を図ることで重要インフラを防護する。」 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

2 件 2 件 0 件 1 件 4 件 

 
 

評 価 

Ｂ 

目標値：限りなくゼロ（毎年度） 

実績値：１件    （平成２５年度） 

    ４件    （平成２６年度） 

初期値：０件    （平成２４年度） 

508



 

事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

（１）安全基準等の継続的改善の検討及び浸透 

 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第３次行動計画（平成２６年５月１９日情報セキュリティ政策会

議決定）」及び「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る「安全基準等」策定にあたっての指針（平成

２２年５月１１日情報セキュリティ政策会議決定）」（以下、「指針」という）に基づき、各重要インフラ分野にお

ける安全基準等の継続的改善の検討及び浸透を行った。 

（２）重要インフラにおけるＩＴ障害を想定した机上演習 

 重要インフラにおけるＩＴ障害時を想定した机上演習を実施し、安全基準等に基づく対処要領や関係者間の連

絡・調整要領について、関係者の習熟を図るとともに、その評価・検証を行った。 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすＩＴ障害発生件数は、平成２５年度において１件、平成２６年に

おいて４件であった。 

（事務事業等の実施状況） 

（１）安全基準等の継続的改善の検討及び浸透 

①指針や各重要インフラ分野の特性を踏まえ、各重要インフラ分野における安全基準等の分析・検証を実施した。

②事業者自らが定める「内規」を含めた安全基準等の浸透を確実なものとするために、「安全基準等の浸透状況

等に関する調査」を実施した。 

 （２）重要インフラのＩＴ障害を想定した机上演習の実施、評価 

 内閣官房、関係部局、事業者等と連携して、重要インフラにおけるＩＴ障害時を想定した机上訓練を実施し、安

全基準等に基づく対処要領や関係者間の連絡・調整要領について、関係者の習熟を図るとともに、各プレイヤーの

行動の適・不適を事後的に評価の上、成果報告書を取りまとめた。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

国民生活・社会経済活動に重大な影響を及ぼすＩＴ障害発生件数は、平成２５年度において１件、平成２６年度

において４件であった。 

サイバー攻撃は、外的環境が著しく変化し、増加・高度化・多様化が進んでいる。政府機関や重要インフラ事業

者等への脅威は、標的型攻撃・不正アクセスなど、複雑・深刻化し、国や国民生活の安全・安心にとってきわめて

重要な課題となっている。こうした中、政府では政府機関や重要インフラのセキュリティ対策につき、政府一体と

なって取り組み、政府全体として着実に進捗していると評価されている。目標達成度合いの測定結果としては、こ

れまでの各年に比べて増加しているものの、政府全体としてみると、攻撃の件数が大幅に増加する中で、当省にお

いても、政府一体となった取組みが着実に進捗している。しかし、目標値には達していないことから、業績指標を

Ｂとし、「進展が大きくない」とした。 

今後も、国土交通省における情報システムの適切な運営を図るとともに、所掌分野における情報セキュリティ対

策を推進していく一方で、本年１月にサイバーセキュリティ基本法が施行され、今夏、同法に基づく新たな国家戦

略となる「サイバーセキュリティ戦略」が策定される予定となっている。サイバー空間を取り巻く環境は日々変化

しており、また、同戦略を踏まえて、政府としての対応が検討される中、当該事項に係る指標や評価のあり方につ

き、見直しに向けた検討を行っていくこととしたい。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし 

（平成２８年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 総合政策局情報政策課（課長 中野 宏幸） 

     総合政策局行政情報化推進課（課長 野水 学）  
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

124件 120件 124件 126件 121件 134件 131件

‐ ‐ ‐ ‐

24年度 25年度 26年度 27年度

1,218 1,259 1,184 1,199

0 0 0 -

0 0 0 -

1,218 1,259 1,184 1,199

1,088 1,144

0 0

130 115

①インフラシステムの海外展開という観点から、関係機関と連携して、案件発掘・形成調査やトップセールス等の多面
的な戦略的施策を推進する。
②良好な国際関係を構築するため、相手国・国際機関との多国間・二国間会議等を継続的に実施するとともに、開発
途上国の自立的発展を促進するため、研修員受け入れ、専門家派遣、各種調査等の国際協力・支援を推進する。

業績指標

164　国際協力・連携等の推進
に寄与したプロジェクトの件数

実績値

①目標超過達成

年度ごとの目標値

平成26年度は、アジアをはじめとする各国との各種会合やトップセールスの実施等
により、実績値が目標達成したところである。

施策の分析

国際協力・連携の実施にあたり、ＡＰＥＣ交通大臣会合（平成２５年９月、東京）や日Ａ
ＳＥＡＮ交通大臣会合（平成２６年１１月、ミャンマー）等の多国間会議、日インドネシ
ア交通次官級会合（平成２５年１０月、札幌）や日ベトナム交通次官級会合（平成２７
年１月、東京）等の二国間の会議を積極的に開催した。また、平成２５年９月に南アフ
リカ、平成２７年２月にミャンマーとそれぞれ防災協働対話に関するワークショップを
開催するなど、会議・セミナー・研修等を継続的に開催することにより各国との連携を
強化している。

　（各行政機関共通区分）

施策目標個票
（国土交通省26－㊸）

施策目標 国際協力、連携等を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

28年度要求額

評価結果

インフラシステム海外展開の推進を検証・分析する指標として①案件発掘・形成調査
の件数、②我が国インフラ企業が海外入札に至った件数、③我が国企業の海外イン
フラ受注額を今後用いる新たな業績指標とする。

評価

A

目標達成度合いの
測定結果

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

総合政策局国際政策課
（課長　大髙　豪太）

総合政策局海外プロジェクト推進課

（課長　平井　節生）

不用額（百万円）

政策評価実施時期 平成27年8月担当部局名 総合政策局

学識経験を有する者の知
見の活用

〇平成２４年度５月に「インフラ海外展開推進のための有識者懇談会」を開催し、家田東京大学大学院工学系研究科
教授を座長として、各界を代表する有識者とともに、インフラプロジェクトの海外展開について、これまでの取組みを評
価・検証し、今後の課題克服に向けた戦略及びそれらを実現するための具体的政策を検討した。検討結果は、「これ
からのインフラ・システム輸出戦略」としてとりまとめられた。
〇国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
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業績指標１６４ 

 国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクトの件数 

 

 

（指標の定義） 

国際協力・連携等を推進するために行う国際会議、国際セミナー、研修、調査等の件数 

（目標設定の考え方・根拠） 

国際会議、国際セミナー、研修、調査等は、我が国の持つ経験・専門性・技術を相手国政府等へ提供し、交流を

深めることで、国際協力・連携等に貢献すると考えられるため、過去の実績等から今後開催件数を着実に伸ばし

ていくことを目指して、平成２８年度において１３１件実施することを目標値として設定した。 

（外部要因） 

国際協力、連携等の推進においては、相手国の対応や国際情勢の変化により、我が国の政府・企業の活動が大き

く影響される。 

（他の関係主体） 

 国・国際機関・事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 ・第 186 回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日）「インフラ輸出機構を創設します。交通や都市開発といっ

た分野で、海外市場に飛び込む事業者を支援し、官民一体となって成約につなげます。十兆円のインフラ売上げ

を、二〇二〇年までに三倍の三十兆円まで拡大してまいります。」 

 【閣議決定】 

日本再興戦略 改訂２０１４（平成２６年６月２４日） 

日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

日本再生戦略（平成２４年７月３１日） 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２４年８月３１日）「第３章に記載あり」 

 【その他】 

インフラシステム輸出戦略（平成２６年度改訂版）（平成２６年６月３日） 

インフラシステム輸出戦略（平成２５年５月１７日） 

これからのインフラ・システム輸出戦略（平成２５年２月１５日） 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１２０件 １２４件 １２６件 １２１件 １３４件 

 

 

90

100

110

120

130

140

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（件） 国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクトの件数

0

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１３１件 （平成２８年度） 

実績値：１２１件 （平成２５年度） 

    １３４件 （平成２６年度） 

初期値：１２４件 （平成２３年度） 
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事務事業等の概要 

主な事務事業等の概要 

○各国において海外プロジェクトを積極的に推進し、特に英国では高速鉄道車両更新プロジェクトの車両追加受注

が実現した。そのほかベトナムとの建設分野及び都市開発分野に関する覚書の締結や、マレーシア・シンガポー

ルにおける高速鉄道セミナーの開催等、相手国政府に対するトップセールスを積極的に実施した。 

○第８回ＡＰＥＣ交通大臣会合が東京で開催され、国土交通大臣が、ＡＰＥＣ首脳会議の議長国であるインドネシ

アの運輸大臣とともに議長国を務めた。同会合では、「ＡＰＥＣ域内の高質な交通を通じた連結性の強化」をテ

ーマに議論が行われ、①2020 年までに APEC 地域の交通ネットワークがどのような姿になるかを示す「コネクテ

ィビティ・マップ」を策定すること、②加盟国・地域の経験を持ち寄ったインフラの投資・資金調達・運営のベ

ストプラクティスを共有すること、③利便性・安全性・環境保護性に重点をおいた「質の高い交通（Quality 

Transport）」ビジョンを策定すること等を内容とする「大臣共同声明」が採択された。 

○主に新興国において、我が国の防災・環境技術やインフラ整備技術等を活かして気候変動問題や国際的な大規模

災害等の様々な課題の解決を図ることを通じて持続可能な経済発展を支援するため、インフラ整備に関する技術

移転・プロジェクト支援、国際会合等を通じた政策対話の推進や、多国間の枠組み等とも連携した調査・研究等

の国際協力を実施した。 

 

予算額 約１２億円（平成２５年度） 

    約１２億円（平成２６年度） 

関連する事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクト件数は、平成２５年度は前年度に比べて減少したものの、平成

２６年度では増加し、目標達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

国際協力・連携の実施にあたり、ＡＰＥＣ交通大臣会合（平成２５年９月、東京）や日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合

（平成２６年１１月、ミャンマ）等の多国間会議、日インドネシア交通次官級会合（平成２５年１０月、札幌）

や日ベトナム交通次官級会合（平成２７年１月、東京）等の二国間の会議を積極的に開催した。また、平成２５

年９月に南アフリカ、平成２７年２月にミャンマーとそれぞれ防災協働対話に関するワークショップを開催する

など、会議・セミナー・研修等を継続的に開催することにより各国との連携を強化している。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクト件数は、平成２６年度に目標値を達成したことから、Ａと評価

した。 

・インフラシステム海外展開の推進を検証・分析する指標として①案件発掘・形成調査の件数、②我が国インフラ

企業が海外入札に至った件数、③我が国企業の海外インフラ受注額を今後用いる新たな業績指標とする。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

○平成２６年１０月に設立した、我が国企業の交通事業・都市開発事業の海外市場への参入促進を図るため、需要リ

スクに対応し「出資」と「事業参画」を一体的に行う（株）海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）を活用した

プロジェクト支援の実施を目指す。 

 

（平成２８年度以降） 

検討中 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局国際政策課（課長 大髙 豪太） 

総合政策局海外プロジェクト推進課（課長 平井 節生） 
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初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

83% 81% 83% 86% 88% 89% 95%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

48% 41.2% 48.1% 52.8% 58.0% 60.3% 60%

- - - - -

初期値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

25事項 23事項 25事項 38事項 44事項 46事項 50事項

- - - - -

24年度 25年度 26年度 27年度

20,692 17,809 17,736 17,854

6,528 1,183 1,389 -

15,295 16,742 10,523 -

42,515 35,734 29,648 17,854

20,421 21,533

16,742 10,523

5,352 3,678

③相当程度進展あり

施策目標個票
（国土交通省26－㊹）

施策目標 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析

耐震対策は、おおむね目標に近い実績を示しているが、このままの伸びでは平成28
年度の目標達成は困難である。耐震対策を実施するにあたって、執務の継続性と安
全性確保のための技術的検討内容の増加による事前の調整期間の長期化、工事
の困難さから工事期間の長期化がみられ、効果の発現までに時間を要することと
なっている。

行政等のサービス提供の場として、国民の生活や経済社会活動を支えている官庁施設について、環境等に配慮した
便利で安全なものとなるよう、効率的に整備・保全を推進する。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

業績指標

A

165  官庁施設として必要な性
能を確保するための対策が講
じられている施設の割合（耐震
対策）

実績値

年度ごとの目標値

評価結果

耐震対策は、事業期間が長期化している状況を踏まえた次期目標を設定することと
し、引き続き重点的に実施していく。また、引き続き、保全の適正化のための指導
や、技術事項を定めた基準類等の策定について推進を図る。

評価

Ｂ

主要な業績指標のうち２つの指標がＡ評価であり、目標達成に向けて順調に推移し
ているため。
主要な業績指標のうち１つの指標がＢ評価であるが、おおむね目標に近い実績を示
しているため。

評価

年度ごとの目標値

実績値

28年度要求額

166－②　保全状態の良好な官
庁施設の割合等（②官庁営繕
関係基準類等の策定事項数）

166－①　保全状態の良好な官
庁施設の割合等（①保全状態
の良好な官庁施設の割合）

実績値

当初予算（a）

補正予算（b）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

作成責任者名
計画課

（課長　住田　浩典）

不用額（百万円）

評価

A
年度ごとの目標値

担当部局名 官庁営繕部

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成27年6月23日）

政策評価実施時期 平成27年8月
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業績指標１６５ 

 官庁施設として必要な性能を確保するための対策が講じられている施設の割合（耐震対策） 

 

 

（指標の定義） 

国土交通省が整備を所掌する災害応急対策活動に必要な主な官庁施設等のうち、官庁施設の耐震性の基準を満

足する施設の割合（面積率）。 

 <分母>国土交通省が整備を所掌する災害応急対策活動に必要な主な官庁施設等 

 <分子>官庁施設の耐震性の基準を満足する施設 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本

的な方針」において、多数の者が利用する建築物の耐震化率について、平成２７年までに少なくとも９割にす

ることを目標とすることが定められていることを勘案し、目標値を設定している。 

 

（外部要因） 

社会的要請に伴う要求性能の変化、入居官署の統廃合 

 

（他の関係主体） 

  関係省庁 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

８１％ ８３％ ８６％ ８８％ ８９％ 

 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（％） 耐震対策

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：９５％（平成２８年度） 

実績値：８８％（平成２５年度） 

    ８９％（平成２６年度） 

初期値：８３％（平成２３年度） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

防災拠点となる官庁施設の整備の推進 

大規模地震発生時に、官庁施設がその機能を十分に発揮できるよう、総合的な耐震安全性を確保した防災拠点

となる官庁施設の整備を推進する。 

 官庁営繕費 ２４６億円の内数（平成２５年度） 

２３２億円の内数（平成２６年度） 

 

関連する事務事業の概要 

なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の実績値は８９％まで増加しており、おおむね目標に近い実績を示している。 

 

（事務事業の実施状況） 

平成２６年度予算において、耐震性能が不足している災害応急対策活動に必要な合同庁舎等の耐震改修を実

施するなど、防災拠点となる官庁施設の耐震化を推進した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

おおむね目標に近い実績を示しているが、このままの伸びでは平成２８年度の目標達成は困難であり、Ｂと

評価した。 

耐震対策を実施するにあたって、執務の継続性と安全性確保のための技術的検討内容の増加による事前の調

整期間の長期化、工事の困難さから工事期間の長期化がみられ、効果の発現までに時間を要することとなって

おり、事業期間が長期化している状況を踏まえた次期目標を設定することとする。 

 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 引き続き重点的に実施していく。 

（平成２８年度以降） 

 なし。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：官庁営繕部計画課（課長 住田 浩典） 
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業績指標１６６ 

 保全状態の良好な官庁施設の割合等（①保全状態の良好な官庁施設の割合、②官庁営繕関係基準類等の策定事項

数） 

 

 

（指標の定義） 

①国土交通省では、「官公庁施設の建設等に関する法律」に基づき、毎年度、官庁施設の保全状況を調査している。

この調査は、①保全の体制・計画、②点検等の実施状況、③施設の状況の３項目からなる。また、調査の結果と

保全指導の効果を図る指標として、それぞれの項目について１００点を満点とする評点を作成している。 

これらの評点の平均が８０点以上の施設を「良好な施設」とし、官庁施設（保全実態調査を実施した施設のうち、

宿舎を除く約６，２００施設）に対するこの保全状態の良好な施設の割合（施設数）を環境等に配慮した便利で

安全な官庁施設の整備・保全を推進するための指標とする。 

<分母>官庁施設（保全実態調査を実施した施設のうち、宿舎を除く約６，２００施設） 

<分子>「保全状態の良好な施設」 

②「官公庁施設の建設等に関する法律」に規定する営繕等を実施する上で、必要となる新たな技術的事項を定めた

基準、要領、ガイドライン等における策定事項数。 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

①評点の平均点が８０点以上の場合とは、良好に保全された状態であり、すべての施設において８０点以上を目標

とする必要がある。また、長期的には１００％を目指すが、当面の目標として目標値を設定している。 

②「国家機関の建築物を良質なストックとして整備・活用するための官庁営繕行政のあり方について」（平成１８

年７月２０日社会資本整備審議会建築分科会）の建議において当面実施すべき施策とされた項目、社会経済情勢

の変化等について、基準類等の策定や既存基準類等の改定に際し事項の追加等を行う必要があり、下記の項目に

ついて平成２８年度までに現段階で予定している基準等の策定事項数５０事項を目標値とした。（□：建議等の

施策、☆：策定予定項目） 

□ファシリティマネジメントの実施 

 ☆施設整備計画の策定に関する項目 

 ☆保全の適正化手法に関する項目 

□計画・実施の各段階における社会的な要請への的確な対応 

 ☆環境負荷低減対策の推進・強化に関する項目 

 ☆耐震安全性の向上に関する項目 

 ☆ユニバーサルデザインに関する項目 

 ☆まちづくり、地域との連携に関する項目 

□その他 

☆社会経済情勢の変化等への対応に関する項目 

 

（外部要因） 

①点検に関わる法令の改正、利用者数の増減、天災 

②社会経済情勢の変化等 

 

（他の関係主体） 

 ①各省各庁 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

評 価 

 

① Ａ 

 

目標値：６０％（平成２８年度） 

実績値：５８．０％（平成２５年度） 

６０．３％（平成２６年度） 

初期値：４８％（平成２３年度） 

 

② Ａ 

 

目標値：５０事項（平成２８年度） 

実績値：４４事項（平成２５年度） 

４６事項（平成２６年度） 

初期値：２５事項（平成２３年度） 
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過去の実績値 （年度）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

① 41.2％ ① 48.1％ ① 52.8％ ① 58.0％ ① 60.3 ％ 

② 23 事項 ② 25 事項 ② 38 事項 ② 44 事項 ② 46 事項 

 

 
 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

①全国各地で国家機関の建築物の施設管理者を対象とした、官庁施設保全連絡会議を開催したほか、保全状況の

悪い施設に対して保全状況の改善に向けた保全の実地指導を行っている。 

②官庁営繕関係基準類等の策定 

官公法に規定する営繕等を実施する上で、必要となる新たな技術的事項を定めた基準、要領、ガイドライン等

の策定を推進する。 

官庁施設保全等推進費  １．１億円の内数（平成２５年度） 

１．０億円の内数（平成２６年度） 

関連する事務事業の概要 

①保全業務を効率的に行えるよう支援するための情報システムとして、保全業務支援システム（ＢＩＭＭＳ－Ｎ）

(※1)の運用を平成１７年度より開始している。 
（※1）インターネットを通じて、各省各庁の所有する施設の保全に関する情報を蓄積・分析するシステムで、施設の運用にかかる業務を支援する

システム。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

①平成２６年度の実績値は６０．３％まで増加しており、目標達成に向けて順調に推移している。 

②平成２６年度の実績値は策定事項数４６事項まで増加しており、目標達成に向けて順調に推移している。 

（事務事業の実施状況） 

① 平成２６年度に開催した官庁施設保全連絡会議は、全国で６０を数え、延べ１，６００を超える機関から、

２，１００人を超える人員の参加を得ている。 

②平成２６年度においては、新営予算単価等を制定した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①業務指標は、「保全状態の良好な施設の割合」であるが、保全状態は改善傾向にあり、実績値が６０．３％で
あり、昨年度より２．３ポイント上昇し、平成２８年度の目標達成に向けた成果を示していることから、Ａと
評価した。今後も引き続き推進を図る。 

②業績指標は、官公法に規定する営繕等を実施する上で、必要となる新たな技術的事項を定めた基準、要領、ガ
イドライン等における策定事項数であり、平成２６年度における実績値が４６事項となり、平成２８年度の目
標達成に向けた成果を示していることから、Ａと評価した。今後、当面実施すべき施策等について、必要とな
る官庁営繕関係基準類等の策定の更なる推進を図る。 

 

平成２７年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２７年度） 

 なし。 

（平成２８年度以降） 

 なし。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：官庁営繕部計画課（課長 住田 浩典） 

関係課：官庁営繕部計画課保全指導室（室長 植木 暁司）  
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（％） ①保全状態の良好な庁舎施設の割合
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（事項） ②官庁営繕関係基準類等の策定事項数
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